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序章

第１節 研究の目的及び問題意識

１ 本研究の背景

韓国では、日本統治が終了してから 20年を経た、1965 年の日韓国交正常化以降も、日本

の映画・音楽・漫画・アニメ・テレビ番組などの大衆文化の輸入や流通などの公式的な取

引と、視聴を一般国民に対し規制してきた。この政策は、過去に日韓併合による統治支配

を受けたという歴史的事実からくる「国民情緒」「反日感情」への配慮、日本文化によって

韓国固有の文化が席巻、排除されてしまうという「文化侵略」「文化帝国主義」への懸念、

そして国内文化産業が圧迫されるという「経済的影響」への危惧が主な理由であった。

日本政府は再三に亘り、韓国における日本文化の開放などの関係改善を要請してきたが、

1984 年 9 月の全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領による訪日の際、日本側からの日本大

衆文化の開放を要求したことに加え、さらに韓国側からは 1994年 1 月には孔魯明（コン・

ノミョン）駐日大使による 日本文化開放に関する発言があり、これをきっかけに、初めて

韓国内で日本文化の開放が公式に論議されることとなった。その後、1995 年 2 月には、金

泳三（キム・ヨンサム）大統領によって、日本の映画や歌謡曲などの大衆文化を段階的に

解禁していくという「三段階開放」が、基本方針として発表されたが、日本の国会におけ

る「戦後 50 周年決議」の問題などの政治問題もあって凍結された1。この時期、上記のよう

に、日本文化開放に関する論議が具体的に始まったものの実施には至らなかった。

金大中（キム・デジュン）大統領は、1998年 2 月の大統領就任演説2の中で、文化産業は

21 世紀の基幹産業であり、21 世紀の外交の中心は、経済・文化に移り変わっていくことを

アピールし、今後の外交上でも貿易・観光・文化交流を拡大して行くことを強調した。金

大統領は就任当初から文化鎖国主義に反対であるという姿勢を表明しており、日本大衆文

化の開放にも積極的であった。1998 年 10 月訪日の際、金大中大統領と小渕首相の間で、経

済や文化など幅広い分野で協力・交流を促進する「日韓共同宣言－21 世紀に向けた新たな

日韓パートナーシップ－」と題した「共同宣言」が共同記者会見で発表された。これによ

り、韓国では、長年規制して来た、日本文化の輸入や流通などの公式的な取引と一般視聴

などが解禁され、段階的に日本文化が開放されるようになった。

金大中大統領は、1998 年 2月の大統領就任の直後に、「文化大統領」を宣言し、1999 年

には「文化産業振興基本法」を制定し、文化産業振興のための法的・制度的な基礎を設け

た。そしてこの法律に基づき、文化産業を育成するために「韓国文化コンテンツ振興院」

を設立し、自国文化輸出振興のための補助を行うこととした。金大中大統領の文化政策で

特筆すべきは、文化開放と同時に、自国文化の競争力向上のためのより具体的な育成策が、

並行的に企画され実施に移されたことである。

韓国政府は、「日本文化の開放」による両国間の文化交流の促進とともに、自国の文化産

業を新たな基幹産業として積極的に育成する政策を選択し、その後も、種々の補助、育成
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政策を立案し実行に移して来た。日本文化の段階的開放措置は、「感情」や「文化」の問題

というより、「経済」（文化産業保護・貿易）の問題であると言われているが、開放による

韓国文化産業への影響は、政府機関による各種調査やメディアの論調を見ても、懸念され

たほど大きなものではなかったことが判る。

また、2000年頃から東アジアを中心に拡がった「韓流ブーム」現象自体は、政策的に計

画されたものでもなく、当初韓国側も予測できなかった出来事であったが、このような「官

製」・「官主導」により進められた育成策が、韓国コンテンツ産業の国際競争力の強化と発

展をもたらし、世界各地への「韓流」文化の展開となって結実したと言える。

「韓流」文化の拡散には、地域的背景などにより、様々な要因が重なり合っている。し

かしその初期の段階は、東アジアの中国文化圏が中心であったことからも、文化の同一性

（類似性）や、各地域における放送メディアのコンテンツ不足などが大きな要因であった

と言える。そして、偶然ともいえる韓流現象に着目した韓国政府は、自国の文化産業の競

争力を強化させつつ、「韓流ブーム」を通じて国家のイメージを向上させるための文化産業

に関する政策的提案を出し始めた。

盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権は、前政権の政策を受け継ぎ、2003 年に「世界五大文化産

業強国宣言」を発表するなど、コンテンツ産業のグローバルな競争力強化に取り組み、韓

国の伝統文化であるハングル、韓食、韓服、韓屋、韓紙、韓国音楽を「韓スタイル」とし

てブランド化し、「韓流」ブームを「新韓流」に発展させるべく推進をはかった3。また、李

明博（イ・ミョンバク）政権も優先的課題として、国家目標を定めるなどして国家ブラン

ド強化に取り組んだ。

「韓流」と呼ばれる韓国製大衆文化は、東アジア地域において人気となり、その後西欧

諸国などにも発信されている。日本でも、ドラマ『冬のソナタ』が、2004 年 4 月からＮＨ

Ｋ総合テレビでも放映されたのを機に「韓流」ブームを巻き起こしたが、両国間の文化交

流は国民間の相互認識と理解の深化にプラスの影響を与えていると考えられる4。

しかし、この「韓流」現象に関しては、中国の清華大学のファン・ホン（Fan Hong）教

授などは、現在の「韓流」現象を一時的かつ表面的なものから、より深淵な文化の潮流と

するためには、19 世紀の日本文化の世界化に寄与した「ジャポニスム」による相互文化交

流や、21世紀の「ネオ・ジャポニスム（第二のジャポニスム）」の成立の背景と新たな文化

交流などの事例を参考にしつつ、文化政策を立てていくことも一計であるとの問題指摘を

行っている5。本論文では、このような視点に基づき、従来から個別に分析・考察されてき

た、「韓流」現象を導いた韓国政府の文化政策と、「ジャポニスム」・「ネオ・ジャポニスム」

現象を創出してきた日本の文化政策を、対照に置いて比較分析するという、新たな手法に

従って、文化政策のありかたと文化交流の意義と課題を論じていくこととした。

また、19 世紀に西欧社会に大きな影響を与えた「ジャポニスム」現象は、日本の明治政

府による国際博覧会への出展を契機に、政府の文化・産業政策に支えられた、いわば「官

製」、「官主導」によって形作られた潮流であり、確かに、現在の「韓流」現象の生い立ち
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とも類似点がある。しかし、マンガ・アニメ・ゲームなどを主要コンテンツとする 21 世紀

の「ネオ・ジャポニスム（第二のジャポニスム）」は、現代の若者たちと企業により、「民

生」「民主導」で展開されているものであり、「（第一の）ジャポニスム」とは隔絶した現象

として、従前から学術的にも別個に研究が行われてきた。

しかし、出口弘は文化経済学の視点から、現代のマンガ・アニメなどのコンテンツも、

過去に「ジャポニスム」現象を引き起こした、江戸時代の歌舞伎、浮世絵などの大衆芸術

と同様に、キャラクターや物語が作り出す世界を市場化し、作り手と受け手が世界観を共

有して遊び、メディアを移して発展させていくという構造を持っていると指摘している。

そしてこれは、王侯貴族の庇護を雛形とする欧米の「芸術」とは異なる「日本型コンテン

ツ」の世界が、現代に継承されたものであり、両者は文化的に同じ構造を持ったものであ

る6としているが、この出口の指摘のように、両者を関連付けて分析・考察する必要がある

と考えられる。よって本稿では、研究的にも新たな視点で、「ジャポニスム」、「ネオ・ジャ

ポニスム」現象を関連付けつつ、それぞれの現象の結果としての社会的影響だけでなく、

両者の起源と発展の過程までさかのぼり考察し分析することした。

前述の「韓流」文化がアジア諸国で人気を得る 10年程以前、1990年代前半から、「韓流」

と同様のコンテンツである、日本の映画、ＴＶドラマ、Ｊ－ＰＯＰ、ファッションを中心

とする日本製大衆文化が「日式」文化と呼ばれ、アジア諸国に波及し流行した時代があっ

た。そして現在では、日本の食文化（すし・そば・ラーメンなど）は、世界中でポピュラ

ーな物となり、服飾文化（ファッション等）なども、西欧社会でも人気となっている。

特に、Cool Japan/Japanese Cool7と呼ばれる日本大衆文化（漫画・アニメ・ゲームなど）

は、過去の「日式」文化とは異なるコンテンツを中核に据え、アメリカ、フランスなど欧

米諸国でも高い人気を博して流行しているが、この現象は、過去に日本文化が西欧社会に

巻き起こした「ジャポニスム」の潮流になぞらえて、「ネオ・ジャポニスム」・「第 2 のジャ

ポニスム」「21 世紀のジャポニスム」などと呼ばれている。前述のとおり、明治時代の「ジ

ャポニスム」は、政府の文化産業政策8によって支えられた、いわゆる「官製」・「官主導」

で加速された潮流であったが、この「第 2 のジャポニスム」、「ネオ・ジャポニスム」は、

西欧の若者や、日本の企業を中心に、謂わば「民生」・「民主導」で展開され浸透しつつあ

るものであると言える。そして、このように、現代でも、日本の大衆文化が、「ネオ・ジャ

ポニスム」、「第 2 のジャポニスム」などと呼ばれ、さして抵抗も無く受け入れられている

背景には、前述のとおり文化経済学的にも「日本型コンテンツ」として同構造の文化であ

ることに加えて、19世紀の「ジャポニスム」の流行から、100 年以上の長い年月をかけて

続いてきた、日本と欧米間の、国際的な異文化交流の歴史があると考えられる。

このような現象を受けて、日本においても最近に至るまで、文化・芸術に値しない「下

位文化」とされていた大衆文化の評価が、近年に至り一変し、「日本の誇れる文化の一つ」

とまで見なされるようになった。そして、1900 年代末～2000 年代初頭から、コンテンツ産

業振興や、外交資産としての活用に対する関心が高まり、政府による政策形成や具体的施
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策への取り組みが行われている。

この日本の政策変更の理由の一つには、失われた 10年・20 年と言われる経済低迷による

産業構造の変化があると考えられる。2008 年のサブプライムローン問題による世界同時不

況、経済環境の変化の中で、日本も従来型の製造業に代わる、新たな輸出・成長産業を見

つけ出し、育成し振興する必要があった。その結果、海外において評価の高いコンテンツ

産業が、成長を牽引する産業として見直され、大きな政策課題に浮上した。

もう一つの理由としては、マンガ・アニメなどのコンテンツは、日本のソフト・パワー

の重要な源泉であるとの認識が広まったことにある。2002 年にダグラス・マッグレイが、

“Foreign Policy”誌上で次のように述べ、日本文化の影響力を評価した。

「日本文化の世界的な影響力は、政治と経済の逆境によって崩壊するどころか拡大を続

けている。大衆音楽から家電製品まで、建築からファッションまで、料理から美術まで、

日本は経済の超大国であった 1980 年代よりも、現在の方が文化の影響力がはるかに大きく

なっている」9

そして、ジョセフ・S・ナイも、自著“Soft Power: The Means to Success in World Politics”

10の中で、マッグレイの著述を引用しつつ、日本の大衆文化の影響力を高く評価したことが、

日本国内でも大きな反響を呼んだ。

また、グローバル化の進展により、伝統的な政府対政府の外交とは異なり、広報や文化

交流を通じて、外国の国民や世論に直接働きかける外交活動、すなわち「パブリック・デ

ィプロマシー（Public Diplomacy）」11が注目されるようになった。日本は、国際的な影響

力を持ちつつある日本文化の魅力をアピールし、これを外交資産として活用していく必要

があるとの外交的認識もコンテンツ産業の振興策を後押ししていると判断される。

しかし、日本政府におけるこの問題に対する取り組みは、先進各国に比較し、経済的（産

業面）にも、また政治的（外交面）にも控えめであり、停滞気味であったと言える。その

理由の一つには戦前・戦中期の言論や文化に対する統制策への反省や、現在の日本国憲法

第 21 条にある表現の自由の規定からくる日本政府自らの抑制、いま一つは、自国文化の一

方的売り込みは、独善的と見られ、反発を受ける可能性もあるという、他国（東アジア諸

国等）からの文化侵略・文化帝国主義との主張に対する配慮があったと考えられる。

20 世紀終盤から 21世紀初頭にかけて発展した、「グローバリゼーション」という社会的

変革は、「情報化」、「国際化」、「画一化」という言葉で象徴される。そしてその中では、イ

ンターネットや衛星放送など通信手段の画期的な発達によって、文化は地理的な制約や時

間的制約を超えて、広範にしかも即時に拡散、浸透され、「文化受容」の過程がますます容

易になる。そしてこの大量で急速な情報の流入は、従来型の政治的権力やイデオロギー統

制によって制限することを極めて困難にしている。

その結果、グローバリゼーションは、より容易な「文化受容」を可能とすることから、

人々の生活・文化を急速に「画一化」するため、独自文化の維持は不可能であるとの認識

が、文化へのより鋭敏な関心を呼び起こし、「文化侵略」、「文化帝国主義」などの否定的・
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消極的な議論を、世界各地に引き起こす要因ともなっている。またその一方で、情報・通

信技術の発達によって実現される「情報化」・「国際化」社会の中では、文化が持つ社会的

影響力が相対的に増すという結果をもたらした。そして、ナイのソフト・パワー論などの

議論によって、文化が持つ影響力と文化交流の重要性が再認識されるとともに、文化政策

は各国の大きな政策課題となった。

またこの議論は、国家のイメージが産業分野での国際競争力を左右するとの考え方に基

づいた「国家ブランディング」12の議論や、外交目的を達成するためには、相手国の政府だ

けでなく、国民レベルに働きかけていくことが必要であるとの認識に基づく「パブリック・

ディプロマシー」という外交手法に対する議論を呼び起こした。そして現在、このような

議論を背景に、多くの国々が文化の持つ影響力を利用・活用すべく、自国の文化産業政策

を立案し、文化輸出を積極的に促進して、文化外交を展開する時代となっている。

このように、文化振興や文化交流に対する政府の関わり方に関しては、文化の持つ影響

力を最大限に利用・活用すべく、自国の文化産業政策を立案し、文化輸出を積極的に促進

して、文化外交を展開すべきであるとの積極的な議論がなされている。

またその一方で、国益増進のために文化力を奨励しようという国家戦略としてのブラン

ド・ナショナリズムは、文化を巡る多様な市民の社会参加と、帰属の保障という問題を、

政治・経済的な国益という狭い視野の中に押し込め、より緊要なグローバル化の時代にお

ける、文化の問題に蓋をするような作用をもたらしてしまう13として、極力抑制すべきであ

るとの論議もなされている。岩渕功一は更に次のように著わし、文化による相互認識と理

解の深化による対話と連帯に、文化交流の意義を見出している。

「文化交流によって他の社会で作成されたメディア文化を受容することは、『他者』の認

識と理解が促され、自己や帰属する社会のありかたを、自省的にとらえ直す意識を芽ばえ

させる14。このような自己の変革を伴う積極的なメディア交流は、越境する対話に発展して

いく可能性があり、そこには文化が本来的に持っている力である『対話力』を見定めるこ

とができる15。文化には自己と他者の関係性について、自生的な理解・認識をもたらして、

境界を越えた人々の対話を活性化する力がある」16

また、日本で初めて包括的な国際文化論を展開した田中耕太郎も、以下に要約されるよ

うな認識から、国際文化交流は、その当初の意図が何であれ、（例え、文化帝国主義的意図

に基づいたものであっても）、実際の結果は国民全体に好結果、すなわち政策と離れた真の

理解を生み出すとして、文化が本来的に持っている影響力と、文化交流の役割について極

めて積極的な評価をしている。

「国際文化交流がひとたび実践されるのならば、たとえ国際文化事業の意図が『文化的

帝国主義』的理念に立った場合でも、理念としての文化的帝国主義を超克せずとも、実際

にはその意図とは全く別の『真の』効果が発揮されるのである。なぜなら、各民族は、そ

れぞれ固有の芸術文化を創造しながら、しかもその根本に於いて、他国民と同様な美の理

念を持っているために、多民族の文化を理解しうるからである」17



6

更に平野健一郎は、グローバル化社会での国境を越えるヒト・モノ・カネ・情報の移動、

即ち「国際交流」は、全て文化要素の移動を含んでおり、「国際交流」が意図しないうちに

「国際文化交流」になる18とし、以下のように、「双方向」の文化交流による「共生」とい

う新しい概念の可能性について述べている。

「1980 年代末、日本の政府で強調されるようになった『共生』という概念は『双方向』

交流という発想から発展してきたものである。この『共生』の概念には、単に多様性を理

解するという『相互理解』からは一歩前に進み、多様であるがゆえにそれぞれの文化の特

質を生かしてこそ『世界文化の創出』に貢献できるという理念が流れ込んでいる」19

ひるがえって、日本政府の近年の文化振興、文化交流事業に対する取り組みは、前述の

とおり、他の文化先進国に比較しても控えめであったと感じられるが、その一つには、表

現の自由を意識した日本政府自らの関与への自己抑制があったと言える。確かに、マンガ・

アニメなどの大衆文化の魅力は、個人の自由闊達な表現活動から生まれるものであり、政

府の関与は、そのような魅力を削ぎかねない。文化をパワーとして利用するのを控え、文

化と文化交流が本来持っている影響力を引き出そうとする、文化経済学的にも古典的な政

策によってこそ、本来の影響力と役割を発揮させることが出来きたとも考えられる。

韓国政府は、日本文化の開放と同時に、自国の文化産業を新たな基幹産業として積極的

に育成する政策を選択し、種々の補助、育成政策を立案し実行に移して来た。このような

「官製」・「官主導」による文化産業の育成策は、韓国コンテンツ産業の発展と世界各地へ

の「韓流」文化の展開となって結実した。そしてそればかりでなく、日韓間の文化交流は、

両国民の相互認識に関しても、少しずつではあるが理解度の向上をもたらしている。

また、「ジャポニスム」は、明治政府の文化・産業政策に基づく、いわゆる「官主導」で

形作られ、「第 2 のジャポニスム」、「ネオ・ジャポニスム」は「民主導」で派生した潮流と

いう違いはあるものの、どちらも文化の多様性を認め合い、双方向の交流を経て成立した、

国際文化交流の好例である。本論文では、上記のような国際文化交流の好事例を分析し考

察しつつ、文化政策、文化交流などに関する様々な論議を踏まえた上で、文化が本来的に

持っている力（影響力・対話力）と文化交流の役割について着目して、グローバル化社会

における文化交流の意義について考察することとしたい。

２ 本研究の課題と目的

本研究は、韓国と日本の文化政策と、文化が持つ海外発信力・対話力とその社会的影響

力を実証的に分析することにより、グローバル化社会における国際文化交流の意義を明ら

かにすることを目標とする。

今、国際社会は大きな変化を遂げつつある。産業社会から脱産業社会・情報化社会へと

いう変化に伴って、21 世紀の国際社会は 20 世紀の国際社会とは本質的に異なるものになる

と考えられている。例えば、環境問題などの国家の枠を超えた地球的課題は、20世紀の 70

年代から顕著な、経済の相互依存関係の深まりによって、その深刻化の勢いを増している。
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加えて、国際的な交通・通信手段の飛躍的な発達によって、国境を越えるヒト・モノ・カ

ネ・情報の移動が激しくなっており、人々の生活や文化も大きく変わりつつある。

このような地球規模の広がりを持つ社会現象、いわゆる「グローバリゼーション」は、

人々の生活、文化を急速に画一化し、それぞれの文化を守ることは不可能なのではないか

と思わせることから、民族や宗教などの違いを背景に持つ紛争を、世界各地に引き起こす

要因ともなっている。その一方で、この社会的変革は、時空を超えた文化の流動と、より

容易な「文化受容」を可能とすることから、文化が持つ社会的影響力と文化交流の重要性

を積極的に評価し、文化政策に取り入れようとする動きを引き起こすこととなった。

本研究では、韓国と日本における文化産業政策を検証することによって、文化が持つ海

外発信力と社会的影響力を実証的に分析しつつ、近年益々活発化している文化に対する

様々な概念と議論を考察し、その後、各議論における文化の位置づけと、日韓両政府の政

策を踏まえた上で、「グローバル化社会」という、新たな時代における文化交流の意義を明

らかにする。

本論文では主に次の課題を中心に考察する。

第一に、韓国が 1948年 8 月 15 日建国以来長年に亘り、なぜ政策として日本の大衆文化

を規制せざるを得なかったのか、また日本文化開放政策の断行に移行した背景には、どの

ような要因があったのか、その経緯を明らかにする。

第二に、文化の受け手（輸入国）だった韓国が、文化の送り手（輸出国）に転じていく

背景には何かあったのか、その過程における政府の役割と政策を分析する。そして、韓国

の「日本文化開放」と日本の「韓国文化受容（韓流）」による双方向文化交流が、両国民の

相互認識にいかなる影響を及ぼしたかを考察する。

第三に、現在欧米を中心に発生している「ネオ・ジャポニスム」「第二のジャポニスム」

現象には、どのような背景と社会的影響力があるのか、また、なぜ現代の日本文化がさし

て大きな抵抗もなく西欧社会に受け入れられているのかを、過去の「ジャポニスム（第一

の）」現象と対比することによって考察し、文化交流に政府が果たす役割を考える。

第四に、先進世界の趨勢から遅れ気味ではあるが、20 世紀末～21 世紀初頭から高まりを

見せている日本の文化産業振興政策と、文化外交政策への取り組みを検証し、その課題と

今後の方向性を考察する。

第五に、近年、文化侵略、文明の衝突、文化帝国主義論、ソフト・パワー、国家ブラン

ディング、パブリック・ディプロマシー論など、文化をめぐる様々な議論が活発化してい

るが、それぞれの議論に内包する課題を検討しつつ、文化が持つ社会的影響力と役割を分

析し、グローバル化社会における文化交流の意義はどこにあるのかを論じる。

20 世紀終盤から発展した「グローバリゼーション」という社会的変革の下では、「文化受

容」をより容易にすることから、文化が持つ社会的影響力が相対的に増すという結果をも

たらした。そして、アメリカを中心とする「グローバル市場経済システム」は、人々の生

活・文化を急速に画一化し、固有の文化の維持は不可能であるとの認識から、文化政策に
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関しても、「文化侵略」、「文化帝国主義」、「文明の衝突」などの文化交流による弊害を、ネ

ガティブ（消極的）にとらえる議論を世界各地に引き起こす要因となってきた。

またその一方で、革新的な情報技術によって実現された「情報化」、「国際化」社会は、

文化と文化交流が持つ影響力を国家政策として活用していくべきであるとの認識を呼び起

こし、ナイの「ソフト・パワー論」や、「国家ブランディング」、「パブリック・ディプロマ

シー論」など、逆に文化に対してポジティブ（積極的）な議論を、生み出してきたが、こ

のような論議も様々な課題を内包しており、また新たな論議を呼び起こしている。本論文

では、このような第五の課題を常に念頭に入れつつ、第一から第四の課題を個別に考察し

ていく中で、再度、文化交流と文化政策に関する論議を振り返りながら、最終的な結論を

得ることとしたい。

また、それぞれの課題について次の点に留意して考察を行うこととする。

本論文ではまず、グローバリゼーションの進展とともに益々活発化している、文化に対

する様々な概念と議論を提示し、その分析・考察を行い、その後各議論における日本文化

の位置づけと、日本と韓国政府の政策をも考察し、それぞれの論議に含まれる課題を抽出

して論ずることによって、その方向性を示すこととしたい。

その後、韓国における文化政策の変遷と「日本文化開放」への軌跡を考察することにな

るが、韓国の文化政策は、歴史的に他国文化（日本文化・共産主義思想など）の影響阻止

と、自国文化育成と海外展開推進が２大支柱であると言える中で、日本文化の開放の背景

には、それを可能にした政治的・経済的・文化的要因、即ち韓国社会の質的変化があった

と考えられる。そのため、文化開放への軌跡を、その背景と要因に分けて分析した後に、「日

本文化開放」が韓国社会にいかなる影響を与えたのかを検証するため、その影響を経済的

影響、文化的影響、そして社会的影響（対日感情の変化等）などに区分して考察すること

を目指す。

また、「日本文化開放」から日本における「韓国文化の受容」までを一連の現象として取

り上げ、現在の日韓文化交流の状況を考察しつつ、政治的対立の先鋭化による相互認識の

変化の分析を行い、文化交流の意義の提示を試みたい。そして、「韓流」文化の日本及び東

アジアへの拡散の状況と、「日式」文化、「ネオ・ジャポニスム」文化の東アジア・西欧世

界への波及の特徴を、特に両国政府の文化産業政策の関わり方に注目しつつ比較し、考察

することとする。

日本の文化政策は、自国文化の海外展開施策と同時に、海外文化の学習と吸収という２

面性をもった文化政策ということが出来るが、このような視点から、過去に、日本文化が、

欧米文化に多大な影響を与え、それを契機に国際的な文化交流がはかられた「ジャポニス

ム」（仏語：japonisme）と呼ばれる潮流を検証する。そしてその際には、「ジャポニスム」

も現代の「ネオ・ジャポニスム」文化も、「日本型コンテンツ」を基にした同構造の文化で

あるとの新たな視点に立って、分析・検証する。

その後、これらの分析と考察を踏まえた上で、再度、文化に対する様々な概念と議論を
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参照しつつ、文化の多様性を認める事により成立する、国際文化交流の意義を考察し、日

韓両国の文化政策における課題を分析した後に、今後の日韓双方向の文化交流時代と東ア

ジア文化協力を展望することとする。

「韓流」や「（第一の）ジャポニスム」は官製・官主導で導き出された文化受容、文化交

流の潮流であり、その現象を明らかにするためには、政府の文化政策を軸において分析し、

考察していかなければならない。また。「ネオ・ジャポニスム（第二のジャポニスム）」は

民生・民主導による潮流であるので、本論文でも、その創生から普及までのプロセスを、

文化の担い手である作家や企業の活動に焦点をあてて考察していくこととする。

そして、現在、国家間の信頼関係と友好関係の増進、一般国民の理解度・親密度の向上

を目指して、政治・経済・技術交流や、青少年交流、交換留学生交流などの人的交流など、

様々な国際交流事業が行われている。その中でも大衆文化交流というものは、近年に至っ

て注目を集めている分野ではあるが、今や、この交流から生まれる相互理解は、国民間の

信頼関係を発展させていく上で、不可欠の要素となっている。

本論文では、国家による文化政策が、文化振興と国際文化交流の増進に果たすメカニズ

ムを分析、考察するとともに、様々な国際交流の中で文化交流が占める位置づけを明らか

にしたい。そして、現在様々な形態で実施されている国際交流の基本認識について考察を

行った上で、今後の未来志向の日韓関係についても考えてみることとしたい。

このような枠組みの中で、本研究では上記の 5点の課題を設定し、まず、文化と文化政

策をめぐる様々な議論に内包する政策課題を論じつつ、韓国と日本の文化政策と文化が持

つ海外発信力とその社会的影響を実証的に分析する。そのため、日韓両国の文化潮流の時

間軸に沿った考察を行なうことにより、文化潮流の特徴を時代的背景・政治的背景・経済

的背景の要因から考察し、日韓両国での文化の海外発信力について、文化政策・社会現象

の側面からの分析を試みる。これにより、グローバル社会の中での、文化の発信力・対話

力を検証しつつ、国際文化交流の意義を考察して行きたい。

第２節 本研究の学術貢献及び先行研究と本研究の位置づけ

１ 本研究の学術貢献

本研究は、グローバル化社会における国際文化交流の意義を、日韓の文化政策の分析に

よって明らかにする新たな試みである。日韓で、50年以上に亘る長いスパンでの文化政策

を体系的に分析する研究が見当たらない中で、文化レベルにおける日韓関係を長いレンジ

で（1948～2013）分析・検証することを通して、国家の文化政策が文化振興と国際文化交

流の増進に果たすメカニズムを解析し、様々な国際交流の中で文化交流が占める位置づけ

を明らかにする、文献研究、実証研究を一体的に行う研究と位置づけることが出来る。

手法においては、政策決定レベルの大局的な議論と同時に、文化コンテンツ産業に関る

ミクロな現場での実情にも焦点を置き、複眼的な研究を進める点が特徴的であると言える。

本研究の学問上のオリジナリティーとしては、次の点が挙げられる。
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（１）対日本文化政策を切り口とした第 2 次大戦後の韓国文化政策の体系的分析

本研究では、まず韓国における対日文化政策の変遷を踏まえつつ、「日本文化開放」から

日本における「韓国文化の受容」までを一連の現象として取り上げる独自の視点で、日韓

文化交流の状況を分析し、文化交流と政治的対立の先鋭化による相互認識の変化の状況を

解析し、文化の持つ発信力・対話力について考察を行った。

その際、韓国における日本文化の開放とその影響を分析するにあたり、対日本文化政策

というテーマを切り口として、韓国の文化政策を、戦後の李承晩政権から李明博政権まで

の長期間を通して、政権別に詳細に考察し研究したが、これは過去の研究を見ても貴重性

があると判断される。そして、この分析手法は、韓国の文化的構造だけでなく、韓国や日

本の文化政策の特徴や問題点をも明確に特定するための一助となったと考える。

（２）韓国国会議論の集計による「日本文化開放」への韓国内の意識変化の考察

また、「日本文化開放」をめぐる韓国内の論議の動向と、意識の変化に関しては、従来か

ら採用されているメディアなどの反応や、関係者インタビューに加え、韓国国会での議論

を集約し、集計して分析するという、独自に開発した手法を採用した。これによって、当

時の韓国における社会情勢を背景にした、より臨場感に富んだ理解と、学術的にもひとつ

の新たな視点の提供に繋がったのではないかと思われる。

（３）日韓両国の文化受容と相互認識の変遷の関係性に関する多面的な分析

「日本文化開放」や「韓流」の普及などによる両国文化の受容と、文化交流の深化によ

る、日韓間の国民の相互認識の変遷の考察と分析にあたり、複数の新聞社の調査に加えて

政府機関の調査、メディアの報道などを活用し分析し、両国間の政治問題の先鋭化の時期

と個別に対比させるなど、多面的な手法をとることとしたが、これにより、従来の分析手

法では顕在化されなかった側面をも考察し、理解することが可能となった。

（４）「ネオ・ジャポニスム」現象の検証による日本の文化政策の考察

日本の文化政策の分析を行う過程で、現在西欧社会で流行を見せているマンガ・アニメ

などを主要コンテンツとする 21 世紀の「ネオ・ジャポニスム（第二のジャポニスム）」と

呼ばれる社会現象の検証を行った。この現象に関しては、学問的にも未だジャーナリステ

ィックな取り上げ方が主流であるが、本論文では、政策論の観点から、江戸時代に発達し

た日本の大衆文化の受容を契機に 19 世紀半から半世紀以上に亘って続いた「ジャポニスム

（第 1 の）」現象と対比させて、政府による文化振興政策の効果について一体的に検証し、

国際文化交流の影響についても考察を行った。この日本の文化政策と上記韓国の文化政策

を対照することによって、国家による文化政策が、文化振興と国際文化交流の増進に果た

すメカニズムと、様々な国際交流の中で文化交流が占める位置づけとその意義について、
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より的確な考察を進めることが出来たと言える。

２ 先行研究と本研究の位置づけ

本論文は、20 世紀終盤から急速に発展してきた「グローバル化社会」における文化政策

と国際文化交流の意義を、日韓文化政策の分析を対照しつつ考察するものであるが、その

参考文献の学問的範囲は多岐に渡るものとなった。これは、平野健一郎20の言を待つまでも

なく、グローバリゼーションを特徴付けている、ヒト・モノ・カネ・情報の時空を超える

移動が、全て文化的要素の移動（国際文化交流）を含んでいることから、広範囲に及ぶテ

ーマを考察する当該研究にとって当然の帰結であるといえる。よって本項では、先行研究

と本研究との相違点について、いくつかの項目に別けて述べることとする。

（１）韓国における日本文化開放

韓国における「日本文化開放」に関する研究は、日本文化の流入の状況を市場の視点か

ら検討し、日本文化開放による文化産業への経済的影響を分析している研究が多い。また、

韓国で「日本文化開放」が公論化された 1995年前後には、「日本文化開放」に対する賛否

両論、開放の時期の問題、開放後の韓国社会への文化的影響・経済的影響などを分析し展

望する観点からの研究が行われた。開放後は主に文化産業面への経済的影響に関する研究

が実証的になされたが、日本文化の第 4 次追加開放が行われた 2006 年以降はほとんど研究

が進んでいない。その後 2000年前後から東アジアでの「韓流」現象が起こり、「韓流」の

研究に移り変わる傾向が見られた。

「日本文化開放」に関する韓国語文献としては、チョ・ヒョンソン編『日本大衆文化の

開放の影響分析及び対応方策』21、韓敬九「日本文化開放を考える」22等がある。日本文化

の第 4 次追加開放が行われた 2006 年以降はほとんど研究が進んでいない状況にあったが、

最近韓国文化観光研究院からは、日本大衆文化開放から 10 年が経った時点での、韓国にお

ける日本文化開放による文化産業への経済的影響・社会・文化的影響を分析した研究が行

われた23。

日本文化開放後の日本文化流入状況に関して朴順愛は、「日本大衆文化の流入現状と市

場」24の中で、日本大衆文化の流入現状を市場の視点から検討しており、韓国における大衆

文化の市場規模を把握し、その中で日本大衆文化が占める割合を把握しつつ、日本大衆文

化がもたらした波及効果についても分析している。

そして、林夏生は、「大衆文化交流から見る現代日韓関係」25で、主に外交・文化・産業

政策の政策的側面から、対日文化交流が規制から開放へ向うプロセスを明らかにして、日

本での「韓流」現象の特徴と背景を分析し展望することによって、国際関係に対する大衆

文化の影響を考察している。また、石井健一は、「東アジアにおける日本大衆文化浸透とそ

の要因」26の中で、既存研究で指摘されているポピュラー文化の流入を規定する要因として、

文化的に似ているほど受容されやすいとの文化的要因、韓国の文化輸出促進策などの政策
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的要因などを取り上げている。

上記の先行研究に対して、本論文では、韓国で日本文化開放が行われるまでの背景を、

大衆文化の流入を規定する要因に基づき分析し、日本文化開放政策に止まらず、文化開放

から 10 年が経った時点での韓国社会への影響を、主に文化産業政策の側面・社会的影響か

ら分析する。また、韓国における日本文化開放と、日本における韓国文化の受容を一連の

社会現象として取り上げ、グローバル化社会における国際文化交流の意義の考察に結びつ

けることとする。

（２）東アジアにおける韓国文化の受容

日本での「韓流ブーム」は、ＴＶドラマから始まったこともあり、韓国文化の受容に関

する日本での研究は、2003 年前後からは放送産業に関する研究が殆どである。

まず「韓流」に関する研究としては、川村湊「国際文化学から見た「韓流」映画論」27が

ある。その中で川村は、現在の日韓の文化交流は、日本と韓国が同質性な社会へと変化し

てきていることと無関係ではないとした上で、日本統治期に日本が朝鮮社会に文化的な「同

化」を強要したこととは異なり、韓国社会、韓国人に主体的に日本文化を受容する姿勢が

生み出されてきていることを示しているとの見解を述べている。

また、日本での「韓流ブーム」はＴＶドラマから始まったこともあり、2003 年前後から

は放送産業に関する研究が、日本のＮＨＫ放送文化研究所、韓国のＫＢＳ放送文化研究所

を中心に行われている。まず、韓国側の主な研究としては、ヤン・ウンギョン「韓国放送

コンテンツにおける制作・流通の国際化戦略：韓流を超え」28など、韓国放送コンテンツに

おける制作・流通に関する研究が多く行われている29。

韓国での放送産業に関する研究は、ＫＢＳ研究所を中心として、韓国で放送コンテンツ

の海外進出の支援を行っている、韓国文化コンテンツ振興院30、韓国放送映像産業振興院31の

研究が多い。これに加え韓国文化観光政策研究院、国家安保戦略研究所等から放送コンテ

ンツの海外進出に関連する報告書も出ている32。

日本側の主な放送産業に関する研究として、橋本秀一は、「自立を促す韓国の放送政策」

33で、韓国の全斗煥政権以降の放送政策の変化を踏まえつつ、今後は、政府とは一定の距離

を置いた、放送の独立性確保が最大の問題と指摘している。鄭淳日は、「韓国の放送と日本

の大衆文化」34の中で、韓国における日本文化締め出しの歴史的経緯を探りながら、主に韓

国政府樹立以降の放送政策に中心を置き、韓国放送における「日本文化開放」以前と開放

までの日本文化の流入の状況について論じている。

また、沈成恩は、「韓国映像ビジネス興隆の背景」で、韓国映像産業のビジネス成功の要

因として、韓国政府による文化産業政策と放送の海外進出について分析を行なった35。

ＮＨＫ放送文化研究所では、1980 年代から日本のテレビ番組の国際性に着目し、番組輸

出入状況や日本制作番組などについてＩＣＦＰ-Japan との共同研究として持続的に調査分

析を実施しており、日本のテレビにおける輸入番組、日本制作番組の中の外国要素、メイ
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ンニュースにおける外国報道についても分析している36。そして三浦基は、海外ドラマに関

するインターネット調査を用い、韓国ドラマと日本のドラマの比較分析をしつつ、韓国ド

ラマの魅力についての研究を行っている37。更に、原由美子は、1998 年韓国三星経済調査研

究所の報告書「日本の大衆文化開放の経済的効果分析」を用い、日本文化の輸入自由化を

めぐる賛成論と反対論、放送分野に特化した影響分析などを行っている38。

また、韓国における放送番組規制の例として放送評価制、放送委員会による規制・放送

局の規制・広告に対する規制などを取り上げ、各々の規制基準、審議結果などについて論

じたものとして、戸村栄子39、中村美子・米倉律40等がある。

それに対して本論文では、東アジアにおける韓国文化の受容の社会的背景を分析し、そ

れに基づき、放送分野に加え映画部門にも重点を置いて、経済的影響だけでなく社会的現

象についても視野に入れて、主に日本における実証研究を試みる。

（３）日韓相互認識

本研究では、「日本文化開放」、「韓流」等の文化的要因と、政治的対立軸の先鋭化による

相互認識の変化と、文化交流の意義を考察しているが、日韓間の相互認識に関する先行研

究では、韓国の「反日」、日本の「嫌韓」意識の構造を、両国の歴史的背景を念頭に、戦後

の国際情勢の変化による変遷を辿りつつ分析し、明らかにしようとしている研究が殆どで

ある。また、日韓の相互認識分析は、この意識分析を基に、世論調査によって、1990 年代

から 2001 年という、世紀末から新世紀へかけての変化を考察しているものが多い。

まず、鄭大均は日本人の韓国観について『韓国のイメージ―戦後日本人の韓国観―』で、

日本統治の終焉から韓国ブームから今日に至るまでを 3 期に分けて、無関心・避関心とい

う極めて否定的なものから、交流の増大に対応して隣国文化への関心が高まっていく過程

を分析している41。また韓国人の日本観に関しても『日本のイメージ―韓国人の日本観―』

において、同様に 3期に分類し、日本への意識が対抗意識に変わっていき、今日の韓国人

の意識が形作られていく経緯を考察している42。

また林夏生は「大衆文化交流から見る現代日韓関係」において、韓国における日本文化開放

を契機に始まった両国の大衆文化の交流が、両国民の意識の変化に与えた影響について考察して

いる43。さらに寺沢正晴は、「1990 年代日本と韓国の相互認識」の中で、日本人の韓国観を、

日本人のナショナリズムの一構成要素として位置づけて、1990 年代から 2001 年という、世

紀末から新世紀へかけての日本と韓国の相互認識の変化を考察している44。

このような先行研究に対して本稿では、政治的要因、文化的要因による日韓相互認識の

変化を、日韓共同世論調査などを駆使して、1990 年代から 2013年までの長期間にわたって

分析する。また、両国文化の受容と、文化交流の深化による相互認識の変遷についても、

先行研究では、例えば『朝日新聞』・『東亜日報』共同世論調査など一種類の調査によって

分析しているものが殆どであるが、本論文では、複数の機関の調査、報道などを活用し、

政治問題先鋭化の時期と対比しながら分析するなど、従来手法に比べて、より明確な視点
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を提供すべく考察を行う。

（４）韓国の文化政策

第二次大戦後の韓国の文化政策に関する研究では、多くの研究者が、外交・文化・産業

などの政策的側面から、対日文化交流が規制から開放へ向うプロセスを明らかにしつつ、

日本での「韓流」現象の特徴と背景を分析し展望することによって、国際関係に対する大

衆文化の影響を考察している。

林夏生は、「韓国の文化交流政策と日韓関係」45において、日本文化の開放以前、韓国政

府が行ってきた日本大衆文化の規制理由を、それまでいわば政府見解として公式に言われ、

認められてきた対日感情だけに求めることに疑問を呈し、韓国が日本大衆文化の開放とい

う決断に至った理由を明らかすべく、それまでの韓国政府の対外文化交流政策の変遷を具

体的に分析し考察した。また中村知子は、「韓国における日本大衆文化統制についての法的

考察」46の中で、日本大衆文化に対する統制・規制が、どのような論理、根拠に基づいて行

われてきたかを、期間的には 1961 年朴正熙政権誕生時から、主に法的側面から分析、研究

し、文化開放が明確な法的指針に基づくものでなく、政策的な指針を発表したものに過ぎ

ないことを明らかにしている。

そして李錬は、「韓国におけるテレビ番組の輸出政策について」47で、主に韓国における

放送環境の変化や韓国政府のテレビ番組の輸出に関わる補助・育成政策の側面を通して、

韓国の文化政策の考察を行っている。また中村美子は、2000 年に施行された放送法によっ

て導入された、韓国の「放送評価制」について、導入目的、経緯、課題などの調査を実施

することによって、韓国の文化政策の一端を把握している48。

上記の先行研究に対して本稿では、対日本文化政策というテーマを切り口として、戦後

韓国の文化政策を、李承晩政権から李明博政権までの長期間を通して、政権別に詳細に考

察し研究することとした。この分析手法によって、韓国や日本の文化政策の特徴や、その

問題点をも明確に特定することが出来ると考えられる。

（５）日本の文化政策

日本の経済低迷による産業構造の変化の中で、従来の製造業に代わる新たな成長産業を

育成する必要性と、ソフト・パワーの重要な源泉との評価の高まりから、コンテンツ産業

の振興が大きな政策課題と認識され、各国の状況や政策の分析と共に、日本でも新たな文

化政策が提唱されている。

山口広文は「コンテンツ産業振興の政策動向と課題」49で、コンテンツ産業の世界的動向

や日本の政府の文化産業政策と他国における産業振興政策を分析の上、今後の日本の文化

産業振興の政策課題について論じている。

また、文化の持つ社会的影響力に関して、金子将史は、「パブリック・ディプロマシーと

国家ブランディング」の中で、文化を通じて相手国の国民に自国や自国民への好意的な印
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象が広がり、交流により相互理解の深化が図れれば、相手国政府もより柔軟な政策を取り

やすくなることも期待できるとして、政府の文化外交政策の促進を促している50。さらに、

国家ブランド論の先駆的論者の一人であるサイモン・アンホルトも、2010 年の国家ブランド

指数調査結果の詳細を分析した上で、日本の文化政策への提言を行っている51。

一方出口弘は『コンテンツ産業論』で、日本型コンテンツ産業では、上流の中小零細企

業集積のネットワークが、産業自体を支えているという構造を持っており、上流で家内制

零細企業を形成している、表現者としてのアーティストの活動が再生産される枠組みなし

には産業の厚みは維持されないとして、現在のマンガ・アニメなどのコンテンツ産業に関

わる日本の政策の視直しを求めている52。

コンテンツ産業振興には、多面的な政策が必要である。本論文では、資金調達や優秀な

人材の確保等の環境整備の問題と、著作権問題や輸出促進策等の流通促進と競争力強化策

に分類して分析するだけでなく、日本の文化産業振興政策と、文化外交政策への取り組み

を検証し、その課題と今後の方向性を考察する。

（６）日本文化の海外展開

19 世紀半ばから 20 世紀初頭まで半世紀以上もの長きに渡って西欧諸国を席巻した「ジャ

ポニスム」現象に関しては、多くの先行研究が、日本の美術・工芸品の影響を、万国博覧

会というメディアを通して分析するなど、芸術的視点を交えた、具体的、実証的研究が進

んでいる。一方、「ネオ・ジャポニスム」現象は、多くはジャーナリスティックに取り上げ

られる段階にあるが、意欲的な研究者によって、日本のマンガ、アニメという大衆文化が

国際社会へ与えている影響と問題点が考察されている。

「ジャポニスム」に関する研究は数多く出版されているが、大島清次『ジャポニスム 印

象派と浮世絵の周辺』53や、由水常雄『ジャポニスムからアール・ヌーヴォーへ』54は、日

本の美術・工芸品が西欧芸術に及ぼした影響を、芸術的視点を交えながら、具体的、実証

的に考察している。また、吉見俊哉『博覧会の政治学』55は、明治政府の文化産業政策がジ

ャポニスムの普及に果たした役割を、博覧会（万国博覧会、内国勧業博覧会）を通して分

析している。そして、国立近代美術館編『日本のアール･ヌーヴォー』56は、アール･ヌーヴ

ォーとして西洋の芸術に取り込まれた日本芸術が、逆輸入の形で日本の芸術界に再度変革

をもたらした点に着目し、ジャポニスムによる異文化交流の実態を検証している。

一方「ネオ・ジャポニスム」は、ごく最近顕在化した現象であり、現在でも多くはジャ

ーナリスティックに取り上げられている段階であるが、紀葉子が、「テレビアニメーション

が開いた新しいジャポニスムの扉について」57、「現代のヨーロッパの若者が抱く日本観」58

において、パリ郊外におけるジャパン・エキスポの調査と合わせて分析を行っている。

日本マンガの発展過程の研究では、竹内オサム『戦後マンガ 50年史』59、竹内一郎『手

塚治虫＝ストーリー・マンガの起源』60などがある。またアニメの発展に関しては、津堅信

之『アニメーション学入門』61がその過程を分析しており、白石さやは、『グローバル化し
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た日本のマンガとアニメ』62において、日本のポップ・カルチャーの国際社会への影響と問

題点を考察した上で、独自の文化論を展開している。

また、この新しい文化コンテンツ産業について、出口弘は『コンテンツ産業論』63で、マ

ンガ・アニメなどの現代大衆文化を日本型コンテンツと位置づけ、江戸中期に成立した浮

世絵、歌舞伎などの町人文化と対比しつつ、文化経済学、文化経営学、文化人類学の視点

から、コンテンツ産業の理論や枠組み、産業構造、法運用問題そして政府の文化政策、産

業政策について分析している。

従来から先行研究では、現代の「ネオ・ジャポニスム」と、19世紀の「ジャポニスム」

は、隔絶した現象として、学術的にも別個に研究が行われて来た。しかし本研究において

は、両現象は「日本型コンテンツ」として同構造の文化によるものであると認識するだけ

でなく、この認識に従って、起源と発展の過程までさかのぼり、両者を関連付けつつ、そ

の現象の結果としての社会的影響も明らかにするという、新たな研究を試みることとする。

（７）国際文化交流に関する論議

グローバル化社会では、革新的な情報・通信技術の利用により「文化受容」の過程が容

易となるため、文化と文化交流に関する多くの論争が生み出された。その中でも、ジョセ

フ・S・ナイのソフト・パワー論は、それまでとは全く視点を替えて、文化と文化交流の影

響力をポジティブ（積極的）に評価しただけでなく、外交政策においても、当事者の意識

の底に埋もれていた、「文化力」を、「軍事力」や「経済力」などの既存の力（パワー）と

対置させることによって、顕在化させたという意味でも画期的であった。この理論は、そ

の後「国家ブランディング」の議論や「パブリック・ディプロマシー」という外交手法に

対する論議を引き起こし、文化政策が各国の大きな課題となった。

20 世紀終盤から 21世紀初頭にかけて発展した、グローバル経済社会、「グローバリゼー

ション」の時代には、新しい情報・通信技術を利用することによって、「文化受容」の過程

が容易になるため、文化に関する多くの論争を見ることが出来る。ジョン・トムリンソン

は、『文化帝国主義』の中で、「グローバリゼーション」は、アイデンティティや、差異を

求める新しい動きに繋がりかねないとの認識から、この新たな環境に適応した社会的枠組

み創りの必要性を説いている64。また、伊藤陽一は、『文化の国際流通と市民意識』の中で、

現在世界で採用されている市場経済システムの下では、独立国家（主権国家）間において

も、「表面上は平等だが実質的には帝国主義的」状況が作り出されていることがある。この

ように、現代においても絶えることのない「文化帝国主義」批判に対しては、自国の文化

（産業）の育成と発展によって問題解決を図るべきであると論じている65。

一方ジョセフ・S・ナイは、強制や報酬によって他国を従わせることが出来る軍事力や経

済力などのハード・パワーに対し、文化など魅力によって望む結果を得る「ソフト・パワ

ー」の概念を提唱した66。ナイのソフト・パワー論は、国家のイメージが、貿易、観光、海

外投資などの産業分野での国際競争力を左右するとの考え方に基づく、ピーター・ヴァン・
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ハムやサイモン・アンホルトの「国家ブランディング」の議論67や、外交目的を達成するに

は、相手国の政府だけでなく、国民レベルに働きかけることが必要との認識に基づく「パ

ブリック・ディプロマシー」という外交手法の議論、（星山隆『日本外交とパブリック・デ

ィプロマシー』68）を呼び起こし、文化政策は、各国政府にとって重要な課題となった。

また、岩渕功一は、『文化の対話力』の中で、文化力を見直してソフト・パワーを強化し、

その発信力を高めることで、国のイメージを向上させ、外交を円滑に進めるという論議は、

文化を狭い国の枠に封じ込めることにほかならないとして、直接的かつ都合主義的に文化

を利用して国益を増進することを目指す、ソフト・パワー外交やブランド・ナショナリズ

ムの展開に否定的見解を述べ、多様な文化がもたらす対話力と、文化交流による相互理解

の促進に、文化の力を求めるべきであると主張している69。

更に平野健一郎は、グローバル化社会におけるヒト・モノ・カネ・情報の移動は、全て

文化的要素の移動を含んでおり、「国際交流」が意図せず「国際文化交流」となるとし70、

多様性の理解という「相互理解」から一歩前に進み、それぞれの文化の特質を生かした「双

方向」の交流によって世界文化の創出に貢献する「共生」という概念に期待を述べている71。

一方田中耕太郎は、文化には個別的な部分（民族文化、民族的立場、ナショナリズム）

と、普遍的な部分（科学・技術、国際的立場、インターナショナリズム）があり、個別的

な部分は相互理解を深め、普遍的な部分は共通性を深めることにより、世界文化の発展に

寄与することに文化交流の意義があると、独自の国際文化交流論を展開している72。

 また楊保筠は、文化の交流や融合は、決して文化の同一化に向かうものではない。各種

の文化は異質な文化の吸収と消化を通して自身の発展を求めるべきであり、それによって

さらに高いレベルにおいて世界文化の多様化を実現するという目的を達成することが出来

るとして、文化の融合を多元性へと発展させるべきであると結論付けている73。

ナイのソフト・パワー論ではソフト・パワーとハード・パワーを並列し、対等に位置付

けて議論を進めているが、外交的にも、「文化力」が対等なパワーとして「軍事力」や「経

済力」を代替することは出来ない。ハード＝直接的、ソフト＝間接的とする並列的な把握

を進めて、さらに立体的な関連性を構築して議論すべきであると考えられる。本論文では、

直接的に文化を利用して国益増進を目指す、ソフト・パワー外交やブランド・ナショナリ

ズムの展開ではなく、文化をパワーとして利用するのを控え、文化と文化交流が本来持っ

ている影響力を引き出そうとする、文化経済学的にも古典的な政策によってこそ、本来の

影響力と役割を発揮させることが出来きるとの考えに基づき文化論を展開したい。

第３節 研究方法及び論文の構成

１ 本論文の研究手法

本研究の扱う時期区分として、本論文で主に考察する「グローバリゼーション」

（globalization）という表現が辞書に登場するのは、1960 年代以降であり、それが頻繁に

用いられるようになったのは、冷戦体制の解体以降で、グローバリゼーションとは何かが、
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改めて問い直されるようになったのは、2001 年 9月 11 日の「同時多発テロ」事件以後であ

る74。そして、21 世紀に入ると 1990 年代に語られた文化侵略や文化帝国主義というネガテ

ィブ（否定的・消極的）な言質に替わり、ソフト・パワー論に代表される文化と文化交流

をポジティブ（能動的・積極的）に捉える概念が重視されるようになった。

本論文では、2 1 世紀に入ってからを中心に、文化や文化交流に関する概念を整理し、グ

ローバル化社会における文化交流の意義を明らかにしようとするが、それを導く日韓の文

化政策と国際文化交流現象の考察に関しては、次のように時期区分を設定し分析する。

まず、韓国における対日文化政策の変遷では、1948年の建国以降、韓国における「日本

文化開放」以前の日本文化抑制期、「日本文化開放」が行われて日本における急激な「韓国

文化受容」が形成されるまでの時期、「韓国文化受容」の拡散とその後の時期までとし、以

下の時期区分を設定し、韓国における対日文化規制から日韓文化交流に到るまでの文化政

策の変遷について考察する。

１．韓国における「日本文化開放」に至る軌跡と背景（1948～1998）

２．金大中政権の文化政策と「日本文化開放」が韓国社会にもたらした影響（1998～2003）

３．金大中政権後の文化政策と韓国文化の海外展開（2003～2013）

また、日本政府の文化政策と国際文化交流に関する考察では、1990 年代後半75から西欧で

波及した「ネオ・ジャポニスム」現象による文化交流に関して、1947 年の手塚治虫による

『新寶島』の発刊を契機とする、日本製コンテンツであるマンガ・アニメなどの発展の過

程と、国際異文化交流の実態を分析し、国際的な発信力、対話力に関する考察を行う。

１．日本製中核コンテンツであるマンガ・アニメなどの発展の過程（ 1947～2013）

２．「ネオ・ジャポニスム」現象の浸透と日本文化の受容（1990 年代後半～2013年）

本研究は主として、国際関係学、政治学、文化経済学、文化人類学を取り入れ、社会科

学的実証分析の手法を用いて分析、考察を行なう。国際文化交流の特徴を分析するケース

として、日本・韓国の例を用い、日本文化開放、韓流、ネオ・ジャポニスム、ジャポニス

ム、日韓の文化産業政策を主な分析対象とし、必要に応じて政府の文化政策担当組織への

インタビューを行いつつ、韓国文化のアジア地域への拡散の状況と、日本文化のアジア地

域・西欧世界への波及の特徴を分析する事例研究・対照研究を行う。

その上で、文化の「発信力」・「対話力」、文化の持つ社会的影響力（パワー）と役割を、

文献研究と同時に実証的に分析しつつ、グローバル化社会における文化政策と国際文化交

流の意義について論じることとする。そしてその後、日韓の今後の課題として文化レベル

における日韓関係をも、長いレンジで分析・検証することで文献研究、実証研究の一体的

な研究として位置づけられることを目指していく。
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更に本研究では、日本側と韓国側の海外文化発信力に影響を与えている文化政策の位置

づけの分析を扱うが、韓国・日本の文化政策の範囲としては、文化人類学的観点からの文

化の概念に基づき、文化政策については、実践的理論76を取り入れることとする。従って分

析対象とする文化政策は、芸術（文化産業）・人文分野・文化遺産などに対する政府活動の

総体として、芸術の生産・流通・マーケティング・消費活動を振興させるための政府の戦

略と活動が含まれる包括的意味での文化政策を目指す。

とりわけ文化産業の詳しい分析対象については、文化産業の範囲等を定めている「文化

産業振興基本法（韓国：1999年）」77「文化芸術振興基本法（日本：2001年）」78に基づき、

その領域を映画・音盤・ビデオ・アニメ・出版・ゲームソフトウェア・放送・公演・伝統

文化まで広範囲での扱いを試みる。

２ 本論文の構成

本研究の章構成及び概要は次の通りである。

第 1 章「グローバリゼーションと文化が持つ社会的影響力」では、グローバリゼーショ

ンの進展は、文化の受容をより容易にすることにより、文化が持つ社会的影響力が相対的

に増すという結果をもたらし、ナイのソフト・パワー論など、文化と文化交流に関する様々

な議論が活発化しているが、論文の冒頭に当たり、まず文化に対する種々の概念と論議を

分析する。その後各議論における日本文化の位置づけと、現在の日本政府の文化外交政策

を、韓国政府の政策をも比較対照しつつ考察する。そして、それらを踏まえた上で、「グロ

ーバル化社会」という新たな時代において、文化が持つ海外「発信力」・「対話力」と文化

交流の社会的影響力（パワー）ついて考察し、次章以降の論議に繋げることとしたい。

第２章「韓国における『日本文化開放』に至る軌跡と背景（1948～1998）」では、韓国側

が長らく日本大衆文化への規制政策を採ってきたのにもかかわらず、なぜ開放政策の断行

に移ったのか、という問いに対して、金大中政権による「日本文化開放」に至る軌跡と背

景を明らかにするため、「日本文化開放」以前の対日文化政策の政権別分析を行なう。「日

本文化開放」前後の、メディアの論調や、韓国国会における「日本文化開放論議」を会議

録により考察し、それらを踏まえ、日本文化開放に至る韓国内の政治的・文化的・経済的

背景と要因の分析を行なう。

第３章「金大中政権の文化政策と『日本文化開放』が韓国社会にもたらした影響」では、

金大中政権による「日本文化開放」の過程と同時に実施された文化産業の育成・振興政策

を、主に韓国文化コンテンツ振興院の、振興政策の中の放送映像産業振興政策を中心とし

て分析を行なう。その後、「日本文化開放」が韓国社会に及ぼした影響を経済的・文化的要

因別に分析することとする。

第４章「金大中政権後の文化政策と韓国文化の海外展開」では、「韓流」文化のアジアへ

の普及とその背景を踏まえつつ、主に日本における韓国文化受容の背景・影響を明らかに

するため、金大中政権後の、盧武鉉政権・李明博政権の文化産業政策とその成果、問題点



20

を、国家ブランド価値創出政策の観点から分析する。また、韓国における「日本文化開放」

と、日本での「韓国文化受容」による文化的要因と、日韓両国間の政治的要因が、日韓関

係においていかに作用したかを考察するため、日韓両新聞社による共同世論調査・日本内

閣府による世論調査の資料などを用いて分析する。その後、両国の文化交流が、相互認識

にいかなる影響を及ぼしたのかを明らかにすることにより、今後の日韓関係をも考察する

ことを試みる。

第５章「日本政府の文化政策と国際文化交流」では、現在発生している「ネオ・ジャポ

ニスム」の現象を、日本製マンガ（ＭＡＮＧＡ）とアニメ（ＡＮＩＭＥ）に焦点をあて、

その特性と流行に至る背景や発信力について分析する。その際、今からおよそ 150 年前に

西欧諸国で生み出された「ジャポニスム」による日本と西欧間の異文化交流の実状と、日

本の明治政府の文化産業政策を分析することにより、現代の日本文化が西欧社会で受容さ

れる背景を明らかにする。

その後、近年、日本のメディア芸術・コンテンツ産業への注目が集まる中、進展をみせ

る日本政府の文化産業政策、文化外交政策を、各国の状況と比較し分析し、文化産業の振

興と国際文化交流に果たす政府の役割を研究し考察すると共に、パブリック・ディプロマ

シーを念頭に入れた日本の文化外交政策を分析し、文化に対する日本政府の関わり方を考

察し、問題点を明らかにする。

終章「グローバル化社会における文化交流の意義」では、本研究が、韓国と日本におけ

る文化産業政策を検証することにより、文化が持つ海外発信力と社会的影響力を実証的に

分析するために掲げている５つの課題、「韓国における日本文化開放の背景」、「政治的対立

の先鋭化と文化交流の進展による日韓相互認識の変化」、「ネオ・ジャポニスム現象の背景

と社会的影響力」、「日本の文化産業振興政策と、文化外交政策への取り組みを検証」、「文

化をめぐる様々な議論に内包する政策課題の検討」について得られた知見を、概括した上、

「グローバル化社会における文化交流の意義」を考察し、韓国と日本の文化政策における

今後の課題について検討する。

そしてその後、国際交流における国際文化交流の位置づけと国際交流を行う際の基本認

識について分析を行い、日韓両国民の意識の変化を概括しつつ、文化が紡ぐ未来志向の日

韓関係と、今後の日韓関係の方向性について考察する。
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第１章 グローバリゼーションと文化が持つ社会的影響力

国際交流というと、まず姉妹校交流や青少年交流、スポーツ交流などの人的交流や、政

治・経済・技術的交流が思い浮かぶかもしれない。このように、様々な方法で現在まで積

み上げられてきた交流に比較し、大衆文化交流というのは比較的新しい分野である。しか

しながら、ある国や地域の人々の、価値観や心の世界を理解するためには、歴史や思想、

芸術や文学などと並んで、一見低俗ともいえる大衆文化が重要な鍵を与えてくれる。

娯楽や消費に関連した大衆文化が大きな発展をとげたアメリカ合衆国においては、例え

ば、ディズニーの映画作品やテーマパークを見ることにより、その背景にあるアメリカ庶

民の価値観や夢を感覚的に理解できる。また、1949年から 1951 年にかけて、朝日新聞（朝

刊）に連載された、チック・ヤング作の『ブロンディ』1というアメリカン・コミックは、

自動車や電化製品に囲まれた郊外の住宅での、夫婦と子供達の日常生活を描き、アメリカ

ン・ライフへの憧れや、アメリカという国への夢を喚起した。その結果、アメリカ文化の

受容によって、敗戦直後にも拘らず、それまで敵国であったアメリカに対する日本人の感

情や認識に、大きな影響を与えたと言われている。

しかしこのような文化交流も、文明や文化、民族や宗教、経済の発達度や、国際的地位

が大きく異なる国々の間で行われた場合には、現代においても「文化侵略」とか、「文化帝

国主義」の議論を引き起すことがある。特に、20 世紀終盤から 21 世紀初頭にかけて発展し

た、新たなグローバル経済社会、「グローバリゼーション」の時代においては、新しい情報・

通信技術を利用することによって、「文化受容」の過程がますます容易になってきており、

そのため多くの論争を見ることが出来る。

本章では、グローバリゼーションの進展とともに益々活発化している、文化に対する様々

な議論を踏まえた上で、本論文における議論の方向性と、新たな時代における文化の役割

を考えてみたい。

第１節 グローバリゼーションによる国際交流

１ グローバル化社会への問題意識

20 世紀後半から地球規模の拡張を加速した、「グローバリゼーション」と呼ばれる社会現

象は、交通や情報通信技術の革新的な発達と普及により、ヒト・モノ・カネ・情報の時空

を超えた移動を可能とすることによって、人々の生活を一変させた。コンピュータなど、

革新的なインフラによって実現した効率的な「国際化社会」、「情報化社会」は、経済的に

は経済成長と発展をもたらすと同時に、文化的にも、容易な文化受容が、国境を越える対

話と交流を促進し、相互理解と認識の深化を可能にした。そしてこの現象は、文化と文化

交流が持つ社会的影響力を、相対的に増すという結果をもたらした。しかし、その一方で、
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より容易な「文化受容」は、人々の生活、文化を急速に、しかも広範に「画一化」するた

め、それぞれが保有する固有の文化の維持が不可能になるのではとの危惧から、様々な議

論と多くの紛争を引き起こす要因ともなっている。

グローブ（globe）とか、グローバル（global）という言葉は古くから使われてきたが、

「グローバリゼーション」（globalization）という表現が辞書に表われ、社会的に認知さ

れたのは、1960 年代以降のことである。また冷戦体制の解体以降、頻繁に用いられるよう

になり、2001年 9 月 11日の「同時多発テロ」事件以後、グローバリゼーションとは何かが、

改めて問い直されるようになった2。

前述のとおり、グローバリゼーションによって世界経済は大きく発展したが、世界中の

全ての国と地域が、等しく恩恵に与っているわけではない。アフリカ諸国や一部のアラブ

諸国、アジア諸国の経済的貧困に見られるように、発展途上国と先進国との所得格差は拡

大し続けている。また文化的にも、グローバリゼーションは、メディア文化を通した新た

な越境的な連携や、対話をもたらす機会を提供しているにも関らず、民族や宗教などの違

いを背景に持つ紛争を、世界各地に引き起こす要因ともなっている。

世界は、80年代に流行した「国際化」（internationalization）から、90 年前後の「ボ

ーダレス化」を経て「グローバル化」（globalization）に至った。異質な国家が対等な立

場で存在し交流する「国際化」と異なり、国境をなくし、国々の異質性をなくすというニ

ュアンスを含んだ「ボーダレス化」の特徴をもっと露骨にしたのが「グローバル化」であ

る。間宮陽介は、このような認識に立った上で、グローバリゼーションが引き起こす負の

現象は、暗にアメリカの経済行動にあると、以下のように批判している。

「グローバル化が地球的規模での同質化をもたらそうとしている最大の理由は、市場化

がグローバル化の推進力となっていることである。そして、中心になる国が、市場におけ

る自らの優位性を利用して、そのシステムや価値観を他国に押し付け、個々の国家の独自

性を消滅させてしまうという方向性と階層性が現われる」3

1970 年代に始まった情報システムの革新が、モノとカネの世界規模の拡散を可能とし、

世界中に単一の市場、いわゆる世界市場を創り上げ、それまでとは全く質的に異なる世界

「グローバル化社会」を出現させ、共産主義の解体と自由主義社会の質的変化をもたらし

たが、この社会は理想社会と言わないまでも、より進化した社会なのであろうか。

木村雅昭も、米国のジャーナリストで、マクドナルドがチェーン展開している経済発展

国同士は戦争をしないとする、「マクドナルド理論」の提唱者であるトーマス・フリードマ

ン（Thomas L. Friedman）の著述を引用しつつ、次のように、現在のグローバル経済社会

では、彼の言うフラットで理想的な社会は実現されていないと主張している。

「これは、フリードマンが説く、経済的には、国境を含めて様々な壁が打ち壊され、市

場原理が世界の隅々まで浸透していくフラット化した世界にほかならない。しかし、現実

は大きく異なり、そこでは紛争が渦巻き、経済は好況と不況の間を揺れ動き、経済危機が

多くの国々の政治経済システムを根底から揺さぶってきた。また、冷戦が終結したものの、
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再び対決の構図が姿を現しつつある。モノとカネ、情報がめまぐるしく世界を駆けめぐっ

ているにもかかわらず、必ずしも『世界はひとつにまとまり、統合され、開かれた一面の

平原』4すなわちフラットな様相を呈しているわけではない。それは人間の行動が経済合理

性に還元しきれない多様な要因によって規定されているからである」5

ソビエト連邦の崩壊により冷戦が終結し、湾岸戦争の勝利によってアメリカの単独覇権

が確立された 1991 年以降、経済のグローバル化が叫ばれ、情報通信システムの技術開発も

一段と加速し、各国が経済自由化を一層進めた。これにより、世界中に国際（多国籍）企

業が進出・展開したが、その一方で各国の政府による資本・企業への規制が弱まった。そ

の結果、地球上のある１か所で発生した経済破綻が、同時不況として世界各国に波及し、

世界中に企業倒産や失業が拡散したように、様々な社会問題が国境と国家を超越して地球

規模に拡散し、一国では解決できなくなりつつある。このような経済のグローバル化は、

唯一の超大国となったアメリカの国際競争力を強化し、アメリカを中心とする多国籍企業

の進出は、グローバル・スタンダードと呼ばれるアメリカの仕組み・システムによって、

旧来からの自国の仕組みや文化が廃棄されるという問題を発生させることになった。

確かに、現代のグローバル化をもたらしている仕組みの多くは、アメリカの文化と経済

を特徴づけているものであり、また情報革命はかなりの部分、アメリカの経済で生まれた

ものである。グローバル化とはアメリカ化だとするのは単純すぎる考え方ではあるが、1992

年にイランのハタミ大統領が、「世界の新しい秩序とグローバル化を受け入れるよう圧力を

かけられているが、これは世界各地の文化を無視するものであり、新植民地主義の一種で

ある様に思える。」と語り反発している6ように、グローバリゼーションは、経済や文化的問

題だけでなく、大きな政治問題としても取り上げられるようになっている。

中西寛は、1960 年代以降のグローバリゼーションは、社会を動かす資源として情報や知

識の重要性を増し、先進社会を工業文明から脱工業文明へと移行させ、世界中を「情報社

会化」し、また、アメリカを中心とした世界規模での規制緩和とドルを基軸通貨とする金

融市場の統合により、「金融化」が世界経済の主要な性質となったとして、「情報社会化」

と「金融化」をキーワードとして挙げている。そしてその認識の下で、今日の世界では、

主権国家体制を脱却しようとする動きと、主権国家体制を再編成しようとする動きがせめ

ぎあい、世界秩序の姿を不明確なものとしていると述べ、次のように不安視している。

「最近の世界的金融危機（リーマンショック）が示す様に、『情報社会化』も『金融化』

も既存の国際秩序に対して十分な代替モデルを提示するまでには至っていない。世界が経

済的、社会的、文化的に結び付けられる、グローバリゼーションと呼ばれる現象によって、

主権国家の領域的管轄権は侵蝕され、国家は政治主体としての役割を縮小しているように

見えるが、他方で国家に対する期待は減少するどころか、むしろ高まっているようにすら

見える。グローバリゼーションは過去数世紀に政治秩序の枠組みとなってきた近代国家の

メカニズムを揺るがしている」7

我々は、古くから様々な手段を活用して国際交流を進め、異文化を吸収しつつ独自の文
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化を発展させてきたが、現在は、インターネットや衛星放送など新たな通信手段の発達に

よって、文化や情報が即時にしかも広範に拡散される、新たな社会的変革期を迎えている。

この社会の中では、従来型の統制方法は機能せず、人々の生活・文化を急速に画一化する

ため、独自文化の維持は不可能であるとの認識が生まれ、結果として、冷戦時におけるイ

デオロギー対立に代わって、民族や宗教などの違いを背景に持つ対立（文明の衝突）を、

世界各地に引き起こす要因ともなっていると言える。

米国の政治学者サミュエル・P・ハンチントンが、1996 年の著作『文明の衝突』8で、冷

戦後の現代世界では文明と文明との衝突が主要な対立軸になるとの持論を展開し、2001 年

の 9.11 事件後に世界的にも大きな注目を集めた。この「文明の衝突論」には、様々な意見

や反論もあるが、現在、我々がかつて経験したことのない多様な対立と紛争が、地球規模

で発生しており、不安定な国際情勢をもたらしていることは事実である。

このように見てくると、20 世紀終盤から 21 世紀初頭にかけて発展した、「グローバリゼ

ーション」という社会的変革は、文化的には「画一化」、「情報化」、「国際化」という言葉

で象徴されると考えられる。まず、アメリカを中心に拡散されてきたグローバル市場経済

システムは、人々の生活・文化を急速に「画一化」するため、各民族固有の文化の維持は

困難になるとの認識が、文化への鋭敏な感覚と関心を喚起し、「文化侵略」、「文化帝国主義」、

「文明の衝突」などの議論を世界各地に引き起こすことになった。

またその一方で、革新的な情報・通信技術の発達によって実現された「情報化」、「国際

化」社会は、より容易な「文化受容」を可能とすることから、文化が持つ社会的影響力が

相対的に増すという結果をもたらした。その結果、後述するように、ナイのソフト・パワ

ー論などの議論によって、文化が持つ影響力と文化交流の重要性が再認識されるとともに、

文化政策が各国の大きな政策課題となった。

またこの議論は、文化を国家のイメージを形成する重要な要素と位置づけ、その国家の

イメージが産業分野での国際競争力を左右するとの考え方に基づいた「ブランド国家」、「国

家ブランディング」の議論や、外交目的を達成するためには、相手国の政府だけでなく、

国民レベルに働きかけていくことが必要であるとの認識に基づく「パブリック・ディプロ

マシー」という外交手法に対する議論を呼び起こした。そして現在、これらの議論を背景

に、多くの国々が文化の持つ影響力を有効に利用・活用すべく、自国の文化保護・育成政

策や文化産業政策を立案し、文化輸出を積極的に促進して、文化外交政策を展開する時代

となっている。

２ 文化交流と「文化侵略」・「文化帝国主義」の議論

「グローバリゼーション」の進展に伴い、ハリウッド映画の撮影技術や制作技法は世界

中の映画産業で使用され、マクドナルドやスターバックスは、食事に厳しい戒律が存在す

るイスラム教諸国やインドなどにまで進出することによって、無意識のうちにアメリカ文

化の浸透が図られている。また、アメリカで生まれ育った情報技術である Windows やイン



29

ターネットは、グローバル・スタンダード（世界標準）として、社会的影響を及ぼし、特

に経済自由化を求める動きと相まって「市場原理主義」の拡大が問題視されている。この

ような、欧米の卓越した技術に基づくグローバル・スタンダードは、世界的な技術支配だ

けでなく、文化的な支配・従属関係を促進しているとの指摘や批判がなされ、「文化侵略」、

「文化帝国主義」の象徴的な事例として取り上げられることとなった。

黄力之は、西洋が提供し推進している近代化の理念やモデルが、すでに世界の殆どの国

家で受け入れられ、懸命に実践されていることは、西欧的価値観を中核とした「文化帝国

主義」が、すでにかなりの程度で実現されたことを意味しているとし、以下のように現状

に対する懸念を著わした上で、グローバル化社会において、アメリカの価値観を超越した、

新たな秩序の構築の必要性を説いている。

「客観的にみれば、我々は、いたるところで文化帝国主義が議論される時代にいるが、

これはもはや重要なことではない。これからは、帝国主義、文化帝国主義といった命題を

討議する可能性は存在しない。なぜなら、世界には全ての社会の新しいモデル『グローバ

ルな社会』が出現したからである。西洋、特にアメリカの価値観がすでに支配的な観念に

なった、この形態の帝国主義によって引き起こされた人類の歴史の変化については、新た

に評価し直して、救いの道を見つける必要がある。アメリカの消費主義的・享楽主義的な

価値観から脱出し、適度な物質的追及・自己抑制に基づく豊かな精神世界を構築し、平和

と共存を保ち、だれでも自由に発展できる道を選択しなければならない」9

「文化帝国主義 」（cultural imperialism） という言葉は、ジョン・トムリンソンが述

べるように、主に植民地政策の研究において事象をカテゴライズする際に使われるか、も

しくは、1960 年代以降にアメリカ（文化）産業の世界的進出を指して、批判的に用いられ

ることが多い。トムリンソンは、自著『文化帝国主義』の中で、「文化帝国主義」という用

語には特に長い歴史があるわけではなく、1960年代に他の多くの急進的批評の用語ととも

に生まれてきて、今や 20 世紀後半の代表的な知的流行語のひとつまでなったのであるとし、

その言説は、主に次の 4 つの方法で語られるとしている。

① 「メディア帝国主義」として、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、広告を中心において、西

欧通信社の市場支配などの問題に焦点を合わせ、基本的には政治経済的な支配の形態に

対する批判を繰り広げる。

② 「国家の文化帝国主義」として、例えばアメリカからの文化輸出によって、土着文化、

地域文化、国民文化に与えられる脅威が語られる。

③ 「グローバルな資本主義に対する批判」として、資本主義そのものに真の帝国主義的権

力としての役割を与え、多国籍の資本主義的文化による世界支配として語られる。

④ 「近代性批判」として、近代性に対し、個々の文化ではなく、いわば世界そのものに与

える影響に力点をおいて批判が繰り広げられる10。

しかし現代は、1960年代まで存在してきた従来の「帝国主義」という概念ではくくるこ

とが出来ない、「グローバリゼーション」という新時代を迎えている。帝国主義は、権力中
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枢から世界に向けて、体制が意図的、意識的に拡大されるという、目的を持った企てであ

り現象である。しかし、グローバリゼーションは、社会的目的や文化的目標を持たずに拡

張される、一貫性の無い現象であると言える。トムリンソンも、このような地球規模化さ

れたコンテクストに適応することが、現代における文化帝国主義の言説の意義を理解する

上で重要になってくるとして、新たな環境に適応した社会的枠組み創りの必要性を、次の

とおり説いている。

「今や、『帝国主義的』な文化と『従属的』な文化という単純な二分法を想定することが

可能であった時代に比べ、世界は変化した。非個人的なグローバルな力を前にして、アイ

デンティティや差異を求める新しい動きがあるが、それは新たな国家的、民族的要求の出

現につながっていく。この様な要求は、国家的もしくは地域的な自律性に頼るような政治

的企てだけでは解決されるとは考えにくい。必要とされるのは、人間の文化的目標を定義

し、立法化する方法の構造を根底から再編成することである」11

現代においても「文化帝国主義」という表現を、文化的な支配・従属関係を表す言葉と

して使用する場合には、トムリンソンも指摘しているように、第 2 次大戦以前の概念と差

異を明確に示した上で、使用する必要があると考えられる。戦前においては、強国が弱い

国を植民地化し支配することは当然の行為として行われていたが、現在では、戦前に見ら

れた軍事力を背景とした植民地化による文化の押しつけのような現象は、一部の国で見ら

れる少数民族への対応を除いて、無くなっていると考えられる。しかし、現在でも「文化

帝国主義」の表現が使用される背景には、文化的にも「強者」と「弱者」が存在している

からであり、それを見極めていく必要があると思われる。

伊藤陽一も同様の認識のもとで、現代の独立国家間でも市場経済システムの下では、「表

面上は平等だが実質的には帝国主義的」状況が作り出されていることがあるとして、以下

のように分析した上で、これも、自国の文化（産業）の育成と発展によって、問題解決を

図ることが可能であるとし、また図るべきであるとしている。

「特に商品としての性格が強い大衆文化では、この『強者』による『弱者』の支配の原

理があてはまる。国際競争力の強いアメリカの映画やＴＶ番組は、市場原理によっても世

界における（結果として、現象として）『アメリカ文化帝国主義』と説明出来る。そして、

この問題が誇張される理由として、まず 経済援助や情報流入制限などを引き出すための、

政治的駆け引きや、政治的野望、次に 西洋文明優越説などへのナルシズムと優越意識、ま

た 文化に対する自虐趣味と誇張症という 3 つの動機を、人間が持っている限り、『文化帝

国主義』批判の言説がなくなることはない。しかしこれも、経済発展により高品質の大衆

文化が生産されるようになると事態は変わる。大衆文化の場合、人々は品質に圧倒的差が

ない限り『国産のもの』を、次に『文化的に近い国のもの』を好むからである」12

これに基づき金美林も、日韓間の文化交流について、「これまでの大衆文化の国際交流に

関しては、先進国がその文化やイデオロギーを押し付ける現象（文化帝国主義論）として、

議論されることが多かった。しかし現代では、テレビ番組、映画、アニメ、などから派生
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する関連市場を合わせ、一つの商品・商品群として把えられるようになってきている。現

に韓国でも、韓流以前見られた『日本文化帝国主義』に近い論調はかげをひそめ、この問

題を巡る議論は、経済的利益に移っている」13と述べ、自国産業の発展と、両国の文化交流

が文化の多様化に果たす役割を積極的に評価している。

文化は、様々な時空における、様々な人々の生活を表現したものであると言える。従っ

て、文化は生活の方法や仕方の変化に伴い変化していくものであり、多様化する国際社会

の中では、文化も多様でなければならないはずである。我々は、古くから様々な方法で国

際文化交流を進めて異文化を吸収しつつ、他方で独自の文化を維持しようとする、一見矛

盾し相克する行動によって文化を発展させてきた。そして、我々は今、インターネットや

衛星放送などの通信手段の発達によって、文化や情報が時空、時間的制約や地理的な限界

を超えて、即時にしかも広範に拡散される、「グローバリゼーション」という新たな社会的

変革の中におり、我々自身をその環境に適合させ、進歩させていく必要があると思われる。

木村雅昭も、「文明の衝突」というテーゼを打ち出し、世界を儒教・イスラム枢軸対西欧

文明と位置づけたハンチントンの論議に、以下のごとく批判を展開し、交流がもたらして

きた成果を評価しつつ、問題にきめ細かく取り組むべきであるとしている。

「グローバル化に伴う社会経済的な対立を『文明の衝突』として突き放すのではなく、

今求められるのは、自己自身であり続けようとする欲求と、グローバル化が課す時代の要

請との間に生ずる問題に対して、きめ細かく取り組むことである。文化や文明は人々の行

動を規定し、政治経済システムの在り方に影響するが、そのことと『文明の衝突』とは同

義ではない。それどころか巨視的にながめれば、文明は衝突すると同時に相互に影響しあ

ってきた。しかも、文明の相互交流が人類史に稔り豊かな成果をもたらしてきた」14

革新的な情報技術を利用した新たなグローバル化社会において、国際的な相互依存関係

の深化に伴う文化の変化と、固有の文化を維持したいとの願望とが相克する中で、人々の

生活を多様で、しかも豊かなものへと進化させていくためには、文化の多様性をもたらす

国際的な文化交流がますます必要となる。我々は、グローバル化の課す課題や問題に、き

め細かく取り組むことによって、「文明の衝突」をおそれずに、新たな情報・通信技術を利

用した越境的な連携による文化交流によって相互理解を増進し、多様な文化の共存・共生

を図らなければならないと考える。

第 2 次大戦後間もない時期、日米間の教育やＴＶ文明に関する文化交流について、教育

者として広島大学学長や文部大臣を歴任し、その当時、日本政府の中央教育審議会の会長

を務めていた森戸辰男は、「日米間の文化交流は、敗戦という事実と、文明の発達度と国際

的地位の異なった両国の間で行われた事に由来し、米国文化の片道通行になっている。偏

った一方的交通が放任されると、日本文化の、健全で独自な発達が妨げられることを心配

している」と危惧を示しつつ、その一方で、「一つの文明が、他の著しく異なる文明と接触

した場合、刺激と多様性と芸術的創造力が生まれるので、異なる国々間の文化の交流にこ

そ、その未知の収穫に大きな期待がかけられる」15と述べて、敗戦直後のアメリカ文化の一
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方通行に慎重な対処が必要としながらも、その一方で異文化交流の効果に大きな期待を寄

せている。

今日、日本のアニメは世界中で高い人気を誇っているが、フランス政府は、日本のＴＶ

アニメを「文化侵略」であるとして、1983 年には自国のアニメ製作者へ助成金を支給する

制度を創設すると共に、外国番組クウォータ制度を導入して、間接的に排除を試みた時期

もあった16。しかしながら時を経て現在では、日本アニメも伝統文化やライフスタイルなど

の日本的価値を背景としたものと捉えられ、大きな規制を受けずに流通、放映が行われて

人気を博している。また、日本アニメの登場と流行が刺激となって、スタジオやアニメー

ターを育成するワークショップを開設するなど、官民あげてフレンチ・アニメの制作に取

り組んだ結果、フランスに新たにアニメ産業を誕生させることとなり、アニメ業界の活性

化を促がすことになった。

第一次世界大戦後から日本のＮＨＫで始まった、毎年年末に見られる、何百人という素

人によるベートーヴェンの第九の合唱の様に、グローバル化した社会では、輸入された文

化が、かなり急速に「同化」され「帰化」する例はいくらでもあり17、文化的アイデンティ

ティは、つねに変化発展していくものであると言える。

東京大学法学部長、文部大臣、最高裁判所長官、国際司法裁判所判事などを歴任し、日

本で初めて包括的な国際文化論を展開した田中耕太郎は、国際的文化交流において、「各民

族相互の固有文化の交換」という文化交流方法は、「文化的帝国主義をカモフラージュした

美名」に過ぎない場合が多いが、たとえそうであっても、その事業自体には意義があると

して、その理由を次のように述べている。

「各民族は、それぞれ固有の芸術文化を創造しながら、他国民と同様な美の理念を持っ

ているために、多民族の文化を理解しうるから、たとえ国際文化事業の意図が『文化的帝

国主義』的理念に立った場合でも、国際文化交流がひとたび実践されるのならば、理念と

しての文化的帝国主義を超克せずとも、実際にはその意図とは別の『真の』効果が発揮さ

れるのである」18

つまり田中は、国際文化交流は、その当初の意図が何であれ、（例え、文化帝国主義的意

図に基づいたものであっても）、実際の結果は国民全体に好結果、すなわち政策と離れた真

の理解を生み出すと述べ、文化が本来的に持っている影響力と、文化交流の役割について、

極めて積極的な評価をしているのである。

平野健一郎も、文化は元来、具体的な特殊性、個別性を持っており、そのことを前提と

して行われる異文化間の文化接触、それにともなう文化変容は、そのメカニズムからして、

論理的に文化の多様性を導くものであって、文化を共通化するものではないとの認識から、

次のように述べ、このような時代だからこそ、地道な対話や討論に時間とエネルギーを投

資することが、一層必要であるとしている。

「グローバリゼーションの振興は一見文化の多様性の維持に不利に作用するが、文化触

変の運動が続くかぎり、文化の多様性は消えない。ユネスコの世界遺産運動に代表される
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ように、人々は今、急速に文化の多様性の保存に関心を強めているが、これも人々が文化

の多様性をプラスとみなすことを示している。文化の本質から考えても文化の多様性を含

むことこそが文化の普遍性である」19

また岩渕功一は、次に述べるような視点から、グローバル化する社会の中で、国益に向

けて文化の力を利用するという発想ではなく、多様な文化がもたらす対話力と、文化交流

による相互理解の促進に、文化の力を求めるべきであると主張している。

「文化には人をつなぐ力がある。多様な意味を混成化して、新たな表現を生成する力が

ある。いまここで見えていないものを批判的に想像する力がある。十全な社会への参加を

もたらす力がある。そして、自己と他者の関係性について、自生的な理解・認識をもたら

して、境界を越えた人々の対話を活性化する力がある」20

グローバル化の時代においては、国や民族間の接触や交流は頻繁に行われ、多くの文化

的衝突も発生するが、それと同時に文化の融合も進められる。国際関係における文化の交

流や融合は、決して文化の同一化に向かうものではなく、融合された新しい文化が育つこ

とによって、文化の多様性が促進されるということに他ならない。他国や他民族の異文化

を学び、研究し、吸収することを通して、芸術的創造性が生まれることによって、自国文

化の多様化が図られ、新しい豊かな文化の発展が実現するということである。

第２節 ソフト・パワーの概念と文化の社会的影響力

１ ソフト・パワーの概念

ソフト・パワーとは、国際政治において強制や報酬によって相手を従わせる、軍事力や

経済力などのハード・パワーに対し、課題設定や魅力によって望む結果を得る能力を示す

概念であり、外交政策の手法の一つとして生まれた理論である。ジョセフ・S・ナイが、1990

年に Foreign Policy という雑誌の秋号に、”Soft Power”という論文を投稿し、最初にソ

フト・パワーという言葉を使い、その概念を提唱した。ナイによるこの概念は、追って 1992

年に発刊された、1980 年代のアメリカ衰退論に異議を唱えた著書 Bound to Lead （邦題『不

滅の大国アメリカ』）で理論付けされ、2004 年発行の Soft Power: The Means to Success in

World Politics（邦題『ソフト・パワー』）において、確立されたものである。

ナイは、力には様々な形態の物があり、軍事力や経済力に代表されるハード・パワーが

その一つであり、ソフト・パワーも力の形態の一つであるとし、次の様に定義している。

「ソフト・パワーは、弱さを示すものではなく、強制や報酬ではなく、魅力によって望

む結果を得る能力である。ソフト・パワーは、国の『文化』、『政治的な理想』、『政策の魅

力』によって生まれるものである」21

そして、国のソフト・パワーを生み出す主な源泉として、

第１が文化であり、他国がその国の文化に魅力を感じることが条件になる。

第 2 が政治的価値観で、国内と国外でその価値観に恥じない行動を取っていることが条件

となる。
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第 3 が外交政策で、正当で敬意を払われるべきものと見られていることが条件になる。

と、「文化」・「政治的価値観」・「外交政策」という三つの源泉を挙げて具体的に説明した上

で、他国を引き付ける魅力について、次の通り分析している。

「ある国の文化の価値観に普遍性があり、その国が他国と共通する価値と利益を追求す

る政策を取っていれば、その魅力とそれが生み出す義務感によって、自国が望む結果を獲

得する可能性が高くなる」22

グローバル社会の中での文化や文化交流に対する論議は、それまでは、「文明の衝突」、「文

化侵略」、「文化帝国主義」などに見られるような、どちらかと言うと文化の影響力を「ネ

ガティブ」（消極的・マイナス）に把握し考察する議論が主流であった。しかし、ナイが唱

えたソフト・パワー論は、全く視点を替えて、文化の役割を「ポジティブ」（積極的・能動

的・プラス）に捉えた点で、新鮮で画期的でもあり、全世界的に大きな議論を呼ぶと同時

に、多大な影響力をもたらしたと言える。

ナイは続いて、力の形態と行動の種類について、ハード・パワーは誘導と強制（飴と笞）

に基づいているが、直接的な誘導や強制を使わなくても、望む結果を得られることがある。

他国がその国の価値観に憧れ、その国に従いたいと望んでいるために、ある国が望む通り

の結果を得ることがある。このように、間接的に望む結果を得る方法が、ソフト・パワー

であるとした上で、両パワーの関連性について以下の通り分析している。

「国際政治の課題を設定し、他国を引き付けることは、軍事力や経済制裁で政策を変え

させるのと変わらないほど重要になる。さらに、ハード・パワーとソフト・パワーは、関

連しあっている。他人に命令を下す支配力、つまり、他人の行動を変える能力は、強制に

よる場合も誘導による場合もある。他人を引き付ける吸引力、つまり、他人の望みを形作

る能力は、文化と価値観の魅力による場合もあるし、政治的な課題を操作して相手に非現

実的すぎる望みを表明するのはまずいと思わせる能力による場合もある。支配力と吸引力

の間には、強制から経済的な誘導、課題の設定、純粋な魅力に至る様々な種類の行動があ

る。ソフト・パワーの源泉は、この範囲の中で吸引力の側に関連する傾向があり、ハード・

パワーの源泉は、この範囲の中で支配力の側に関連する傾向がある」23

このように、ナイの言うソフト・パワーとは、他国を強制的に自国に従わせるのではな

く、他国を自分の魅力によって味方につける力であり、自国が望む通りの結果を他国が望

むようにする力である。単純化するなら、ソフト・パワーとは、行動という面でみれば魅

力や課題設定の力であり、力の源泉という面でみれば、そうした魅力を生み出す価値観、

制度や政策そのものであると言える。

上記ナイの概念を単純化して図表化すると次のようになる。

【表Ⅰ－１】 力の形態

ハード ソフト



35

行動の種類

強制 誘導

支配力

課題設定 魅力

吸引力

関連性の高い源泉

軍事力 経済力

支配 制裁 報酬 賄賂

政治力 文化力

制度 価値観 文化政策

出典：Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York:

Public Affairs, 2004.（山岡洋一訳『ソフト・パワー―２１世紀国際政治を制する

見えざる力』日本経済新聞社、2004 年）30 頁を基づき作成。

要約すると、ハード・パワーとは、制裁にしろ、報酬にしろ、それによって他者を動か

し、支配する能力のことである。軍事力（ムチ）も、経済力（アメ）も、強制したり、誘

導したりすることは、昔からパワーの中心的な源泉であった。一方、ソフト・パワーとは、

強制ではなく、（自分の）魅力によって、自らが望んでいることを、他者が同様に望むよう

にすることにより、望ましい結果を得る能力のことである。つまり、ソフト・パワーは、

他者が自分の立場に従属するように誘引、説得するか、あるいは、望ましい価値観や制度

に合意させるという形で機能するものであると言える。

更にナイは、文化とは社会にとっての意味を確立する価値観と活動であるとし、ソフト・

パワーの重要な源泉と位置付けている文化や政府の政策に関し、次のようにソフト・パワ

ーが損なわれるケースについても記述している。

「ある国の文化の価値観に普遍性があり、その国が他国と共通する価値と利益を追求す

る政策をとっていれば、その魅力と生み出す義務感によって、望む結果を獲得できる可能

性が高くなる。普遍性がない特殊な価値観と偏狭な文化では、ソフト・パワーを生み出し

にくい。また、政府の政策もソフト・パワーの源泉になりうる。国内政策や外交政策が偽

善的、傲慢で、他国の意見に鈍感で、国益に関する偏狭な見方に基づいているとみられた

場合、ソフト・パワーが損なわれかねない」24

そして文化は、一般的に文学、美術、高等教育など、エリートを対象とする高級文化と、

大衆の娯楽になる大衆文化に区別されるとした上で、次に示すように、大衆文化の影響力

についても分析している。

「大衆文化が魅力になり、ソフト・パワーを生み出し易いのは、文化が大きく違ってい

る状況ではなく、ある程度似ている状況の下である。力は全て状況に依存するのであり、

どのような状況で誰と誰が関係しているのかによるが、ソフト・パワーではハード・パワ

ー以上に、それを自らの意思で受け入れ、周囲に伝える人達がいることが重要になる」25

このように、「文化受容」の過程が容易になった「グローバル化社会」では、文化の社会
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的影響力が増し、文化交流の重要性が再認識されるようになった。その結果、文化と文化

交流を中心に置いた議論が加速したが、当初は「文明の衝突」論、「文化帝国主義」論など、

文化の影響力をネガティブ（消極的）に捉える論議が主流であった。これに対し、文化と

文化交流の役割りを、ポジティブ（積極的）に評価する論議が、ナイの「ソフト・パワー」

論であったと位置付けられる。また、ナイのソフト・パワー論は、文化と文化交流の影響

力をポジティブ（積極的）に評価しただけでなく、外交政策においても、それまでは効果

を感じつつも、外交当事者の意識の底に埋もれていた、「文化的影響力」「文化力」を、「軍

事力」や「経済力」などの既存の力（パワー）と対置させることによって、顕在化させた

という意味でも画期的であった。

しかしナイは、「ソフト・パワー」と「ハード・パワー」の関連性については、ハード＝

直接的パワー、ソフト＝間接的パワーとの把握と対比に止まり、前述の【表Ⅰ－１】に見

るように、ソフト・パワーとハード・パワーとを並列し、対等に位置付けて議論を進めて

いる。しかし、外交的にも、「文化力」が対等なパワーとして「軍事力」や「経済力」を代

替することは不可能であることは自明の理である。ハード＝直接的、ソフト＝間接的とす

る把握をさらに進めて、横（対等関係）の関係だけでなく、縦（補完関係）、斜め（間接的

影響）など、立体的な関連性を構築して議論すべきであると考えられる。

そして、このような議論の中で、「ソフト・パワー」論と相通ずる「パブリック・ディプ

ロマシー」論、「ブランド国家」・「国家ブランディング」論など、様々な議論が展開され、

2001 年 9.11 事件を契機に、文化政策は各国の大きな政策課題となっていった。

本稿では、次項で「パブリック・ディプロマシー」の概念について考察した後に、「ブラ

ンド国家」・「国家ブランディング」の論議と文化外交の方向性について考えてみることと

したい。またナイは、「ソフト・パワー」論議の中で、日本の文化政策や外交政策にも大き

く紙面を割いて分析し、独自の主張を述べており、それに対して日本国内はもとより国外

でも多くの議論を呼んでいるが、それらについては、その次の項で触れることとしたい。

２ パブリック・ディプロマシーと政策的広報外交

20 世紀後半から発展と拡張を続けるグローバリゼーションは、人々の生活を一変させ、

社会や国のありかたにも大きな影響を与えている。この社会現象は、政治的には、ソビエ

ト連邦の崩壊によって、冷戦構造を終結させ、文化的には、通信手段の画期的な発達と大

量で急速な情報の流動によって、より容易になった文化受容が、国境を越える文化交流を

もたらした。また経済的には、アメリカを中心に各国が進めた経済自由化と、交通・情報

通信分野の技術革新とが結合することより、国際（多国籍）企業が世界中を市場として展

開し、先進諸国を工業社会から脱工業化社会へと転換させた。

この社会変革によって、例えばＮＰＯやＮＧＯなどの市民活動でも、海外連携の必要性

が高まり、国の外交でも、冷戦時代の軍事力や経済力（ハード・パワー）を背景とした政
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府対政府の交渉から、自国の政策や文化の魅力（ソフト・パワー）を背景にして、相手の

国の一般市民に直接広報するような活動に重点が置かれるようになった。

そして、このように現在の国際社会は、軍事力や経済力に加えて国家の発信力が国力に

直結するという新たな潮流の中にあるとの認識に従い、対外発信を抜本的に強化していく

ことが、国際関係において死活的な課題となってきた。また現代においては、インターネ

ットやマスメディアの発達、各国における民主制度の進展等を背景に外交政策に及ぼす国

民の影響力が高まっている。この国際環境の下で、外交は相手国の政府だけではなく、相

手国国民に向けた直接の働きかけ、即ち「パブリック・ディプロマシー」抜きにその目的

を達成できないと考えられるようになった26。

つまり、グローバル化社会では、イメージが大きな影響力を持つとの認識から、国家も、

自国の魅力のアピールとイメージの向上に努めるようになった。その国の政策や文化に対

する関心を高め、国民に対する信頼感を醸成することが、その国の外交的影響力に直結す

るとの考え方に基づいて、他国の世論や、政策決定に影響力を持つ人物に働き掛けて、自

国の立場や主張への理解を得ることが課題となってきたのである。

パブリック・ディプロマシー（Public Diplomacy）」は、外交官としてのキャリアを持ち、

タフツ大学の、フレッチャー外交・法科大学院長であったエドマンド・ガリオン（Edmund

Gullion）が、1965 年に提起した概念であり、伝統的な政府対政府の外交ではなく、民間と

も連携しつつ外国の国民・世論に直接働きかける外交活動のことで、「対市民外交」あるい

は「広報外交」と訳されることが多いが定訳はない27。

渡辺靖は、用語の由来について、次のように述べている。「ガリオンがパブリック・ディ

プロマシーという言葉を造った理由は次の通りである。政府が自国の政策を外国に伝達す

る際に重要なことは、相手国の国民と意見、関心、文化を交換して理解すること、それを

米国の政策決定者に伝えアドバイスすること、それが政策に反映されること、その結果を

立案された政策に関して相手国に説明し影響を与えることである。政府 (government)、情

報(information)、伝達(communication)のファクターを考えた場合、最も適した言葉とし

て到達したのがパブリック・ディプロマシーである」28

また、在日米国大使館はＨＰ上で、外交政策と共に、ガリオン自身の見解を、次のとお

り日本語訳して公開している。「パブリック・ディプロマシーは、従来の外交の枠を越えた

重要な対外関係の領域を包んでいる。それは、外交方針の形成や実現に世論がどのような

影響を及ぼすかということに関係する。たとえば、他国において、その国の政府が行う世

論の形成、ある国と他の国の民間団体、および利益団体の交流、外交問題に関する報告と

政策への影響、外交官と外国特派員の間で行われるコミュニケーション担当者の間の情報

伝達、そして文化を異にする集団の間のコミュニケーションのプロセスなどが含まれる。

パブリック・ディプロマシーの中心にある考え方は、情報や着想をいつでも変更できる柔

軟な形で伝える流れを作り出していくことである」29

パブリック・ディプロマシーを端的に表現すると、情報発信・伝達、対話と交流による



38

相手国の公衆(public)との直接的なコミュニケーションを通して、影響を及ぼし、理解を

促進して、自らの目標を達成する外交手法ということになる。また、パブリック・ディプ

ロマシーは、情報による直接的な世論喚起によって国益実現を目指す宣伝活動（プロパガ

ンダ）であり、旧来の外交手法と何ら変わらないとの論議もあるが、特定の主義・思想に

よる政治的意図を持って、世論操作を目的として行うプロパガンダとは異なるものである

と言える。

星山隆は、外交活動としてのパブリック・ディプロマシーについて、その沿革を含めて

次のように定義している。「パブリック・ディプロマシーという用語は、米国で 1965 年に

初めて使われた後、2001年の 9.11 後には、米国がイラク戦争で損なわれた自国の国家イメ

ージを回復するために頻繁に使うようになって日本でも知られるようになった。学術的な

定義があるわけではないが、国際社会の中で自国の存在感を高め、自国のイメージを向上

させ、自国に対する理解を深めるために、従来のやり方である相手国政府に向けるのでは

なく、相手国の国民に直接働きかけていく外交活動である」30

また、パブリック・ディプロマシーとソフト・パワーの関係を単純化して考えると、パ

ブリック・ディプロマシーは、自国のソフトパワー（文化、価値観や外交政策）を、外国

の国民にアピールすることを通して、その国に対する好意や信頼を集めると同時に、相手

の世論や政策決定者に直接的に働き掛けることによって、国際社会における自国外交政策

への支持を得やすくする環境を形成するための手段として位置付けることが出来る。即ち、

パブリック・ディプロマシーと定義される外交を展開するに当たり、その外交力の源泉に

なるのがソフト・パワーという見方も出来る。このような見解に基づき、金子将史は、自

国の利益と目的の達成のためには、自国のイメージを向上させ、プレゼンスを高め、個人

及び組織と関係を構築し、情報を発信し、対話し、交流し、理解を深めてもらう必要があ

るとして、次のようにパブリック・ディプロマシーを定義している。

「パブリック・ディプロマシーは、手法的には、政府間の外交とは別に、民間も含めた

広報や文化交流などを行い、市民へ直接働きかける外交手法であり、広報外交とも呼ばれ

る。また、活動としては、国際社会の中で自国の存在感を高め、理解を深めるために、相

手国の政府ではなく、相手国の国民に直接的に働きかけていく外交活動である。外交目的

を達成するためには、相手国の政府だけでなく、国民レベルに働きかけていくことが必要

である、という認識に基づいて行なわれる政府の活動であり、政策広報としての情報発信、

国際文化交流、国際放送がそれに含まれる」31

グローバル化の進展や冷戦の終結により、1990年代初期から現在まで、外交活動も従来

とは異なる枠組みでの中で行われるようになった。これに従い各国は、国家イメージ（国

家ブランド）の向上を目指し、パブリック・ディプロマシーの重点を、政策発信、文化交

流などの分野に置いて、外交活動を展開しているのが現状であると言える。

従来からの伝統的外交手法とパブリック・ディプロマシーの対比を、【表Ⅰ－2】32に示す。
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【表Ⅰ－2】 パブリック・ディプロマシーと伝統的外交の関係

伝統的外交 パブリック・ディプロマシー

主要アクター 国家 人々

パワーの源泉 強制 魅力

外交戦略 権力闘争、政治的駆け引き 国際貢献、相互利益

目的 直接的な国益実現 国益実現のための環境醸成

方法 プロパガンダ、

一方的な発信

パートナーシップ

ネットワーク形成

政府の役割 指示 調整

情報の取り扱い 秘密保持、機密重視 情報公開、相互信頼関係、

確実性確保

国際枠組み 二国間 多国間

基本的な発想 勝者／敗者 相互利益

戦争 領土・経済利益の追求 価値実現・国際社会の安定を

追及

出典：Mark Leonard and Vidhya Alakeson, Going Public : Diplomacy for the

Information Society .The Foreign Policy Centre,2000, p.60.

グローバル化の進展によって、現在の世界では、政府以外の多くの組織や個人が、様々

な形で外交に関与するようになり、政府としても、外交政策やその背景にある考え方を、

自国民だけでなく、相手の国民（public）にも直接説明し、理解と賛同を得る必要性が増

してきている。このような認識から、政府対政府の伝統的な外交とは異なり、民間とも連

携しながら、外国の国民や世論に、広報や文化交流を通じて直接働きかける外交活動、す

なわち「パブリック・ディプロマシー」が注目されるようになった。そして自国の文化的

魅力を、如何に相手国にアピールし、外交ツールとして如何に活用していくかということ

が、各国の重要な政策課題となっている。

３ 国家ブランディングの概念と文化外交の方向性

文化交流の重要性を再認識させる契機となった、ナイの「ソフト・パワー」論は、外交

目的を達成するためには、相手国の政府だけでなく、国民レベルに働きかけていくことが

必要であるとの認識に基づく「パブリック・ディプロマシー」という外交手法に対する議

論の一方で、国家のイメージ（ブランド）が、貿易、観光、海外投資などの経済的な国際

競争力に影響を与えるとの考え方に基づいた「国家ブランディング」の議論を呼び起こし

た。そして、イメージが大きな影響力を持つようになったグローバル化社会では、必然的

に国家も、自国のイメージの向上と、魅力のアピールに努めることになった。
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その国や国民に対する関心や好意を高め、信頼を得ることが、その国の外交的影響力（政

治的）を強めるとの考え方に基づく「パブリック・ディプロマシー」論と、国家のイメー

ジが、貿易、海外投資、観光などの国際競争力（経済的）を高めるとの考え方に基づく「国

家ブランディング」論は、どちらも、ナイの議論と同様の考え方であるが、政治的・外交

分野で重視されるのが「パブリック・ディプロマシー」であり、経済的・産業分野で注目

されているのが「国家ブランディング」であると言える。

「国家ブランディング」、「国家ブランド」、「ブランド国家」は、オランダ国際関係研究

所上席研究員であったピーター・ヴァン・ハム（Peter van Ham）が、2002 年に『フォーリ

ン・アフェアーズ（Foreign Affairs）』誌に寄稿した、“The Rise of the Brand State,”

と題する論文で打ち出した概念で、ナイが提唱した「ソフト・パワー」の概念から派生し

た考え方であると言える。彼はこの論文で、国家ブランドを国際政治上だけでなく、より

幅広い範囲の下で論議し、国家ブランディング（ヴァン・ハム自身の言葉では「ブランド

国家(brand state)」） の概念に幅広い関心を集めた。

ヴァン・ハムは、まず、世界の消費者にとって、特定の商品のブランドと国家のイメー

ジは重なり合っているとして、例えば「エルメスのスカーフは、フランス流のライフスタ

イルを思い起こさせ、ＢＭＷやベンツを見かけると、人々はドイツが誇る高い効率性や手

堅さに思いを馳せる。携帯電話のノキアがフィンランドの外交使節であるように、マイク

ロソフト社とマクドナルドは、最も目立つアメリカの外交使節だ」33と例示した上で、イメ

ージが支配的なポストモダン社会においては、消費者が商品に対してブランドという形で

イメージを抱くのと同様に、他国と明確に差別化された国家イメージが影響力の源になる

として、外部世界がある国に対して持つイメージを「ブランド国家」と定義した。

またこのような定義づけの下で、イメージが大きな影響力を持つグローバル化社会の中

では、国家もまた次のように、自国のイメージの向上と、魅力のアピールに努めなければ

ならないとしている。

「今日の情報化社会において、国が外国からの直接投資を呼び込み、ベスト・アンド・

ブライテスト（優秀な人材）を魅了し、政治的な影響力を発揮するには、強いブランド・

イメージを持つことが極めて重要になってきており、ブランド・イメージを持たない国に

は、経済・政治的関心が寄せられない。いまや、他国と競い合うための基盤である国家戦

略の足場を確保するには、イメージと評判を獲得することが不可欠である」34

つまり、この「国家ブランディング」を「ソフト・パワー」と関係づけて単純化して見

ると、国家ブランディングとは、自国のソフトパワー（文化や価値観や外交政策）を魅力

あるものに形作り、外国の政府や企業、国民にアピールすることによってイメージと評判

を獲得し、グローバル化社会の中で、ヒト、モノ、カネ、情報の流動を引き寄せ、自国の

経済や社会を活性化させる政策と言うことに他ならない。

このように、ヴァン・ハムの言うブランド国家とは、他の世界が相手国に抱くイメージ

のことであり、その背景には、消費者がブランド商品に引きつけられるように、国家も自
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らをブランドとして相手国を引きつけ、影響力を行使する力が欠かせないものとなってい

るとの認識がある。更にヴァン・ハムは、「ＥＵの加盟国」と「ＥＵの加盟国になれない国」

では、国際社会における位置づけは全く異なるものとなると例示し、次のように国家が自

らブランドを向上させ、社会を活性化する政策を推進する必要性を説いている。

「それは、ＥＵが加盟を認めるかどうかを、客観的な基準を満たしているか否かによっ

て決めているためであり、それが、直接投資や文化交流などの良き判断材料を提供してい

る。強豪たちがひしめくこの競争では、かなりのブランド資産がないと国家は生き残れな

いし、今後は各国が『ブランド国家』として力をつけていく必要がある」35

つまり、グローバル経済社会の中で、各国の経済や社会が発展するためには、グローバ

ルな経済資源（ヒト、モノ、カネ、情報）を自国に引き寄せる必要があり、そのためには、

国家のイメージが重要な課題となるとの前提が、ブランド国家の論議の背景にある。端的

に言うと、ブランド国家の概念は、国家のイメージ（ブランド）が、貿易、観光、海外投

資などの産業分野での国際競争力を左右するという、主に経済的な価値を求める考え方に

あると考えられる。

先駆的でよく知られている国家ブランディングの事例は、英国のブレア政権が推進した

クール・ブリタニア政策（Cool Britannia）であろう。Cool Britannia は、官民が協力し

て映画、音楽、ファッション、デザインなどの振興や対外広報を行い、英国をクリエイテ

ィブ産業の先端国家としてブランディングすることを目指したもので、旧弊で活気がない

英国像を、クールな英国像へと転換することを企図していた。Cool Britannia の成果に関

しては色々な見方と評価があるが、国家をブランドと見立てて、そのイメージを管理する

国家ブランディングはその後もさまざまな国で試みられている。

例えば、オーストラリアは 2009 年、観光だけではなくビジネスにも適した場所として自

国を売り込むべく、「ブランド・オーストラリア」プロジェクトをスタートさせた。韓国で

も、李明博政権が、2009年 1 月に大統領府直属の「国家ブランド委員会」を設置している。

同年 3 月、同委員会は、「開発途上国と経済発展経験の共有」「海外の学生との交流拡大」「在

外同胞ネットワークの構築」「ハングル普及拡大とテコンドーのブランド化」などの推進課

題をまとめている36。

韓国の李明博政権の「ブランド国家」への取り組みは別に考察するとして、ここでは現

在の日本政府の取り組みを簡単に見てみよう。日本でも、2009 年 3 月、内閣府の知的財産

戦略本部に設置されているコンテンツ・日本ブランド専門調査会は「日本ブランド戦略」

を発表した。この「日本ブランド戦略」では、日本のソフト・パワーを生み出すアニメ、

マンガ、映画、音楽、ゲーム等のコンテンツや、食、ファッション、デザインというブラ

ンド価値創造に関する産業を「ソフト・パワー産業」と位置づけ、これら産業の振興や海

外展開の推進を提言している。また、ソフト・パワー産業の振興や海外展開を進めること

により、これら産業各分野の輸出規模や産業規模の拡大を図るとし、2015 年までにコンテ

ンツ産業規模 20 兆円とする目標を示した。また広範な産業への波及効果を目的に、訪日外
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国人旅行者数を 2020 年までに 2,000 万人とする目標を掲げ、日本ブランドの創造・発信に、

2009 年度から本格的に取り組んで、日本文化の理解促進を目指すとしている37。

この「ソフト・パワー産業」を日本特有のブランド価値（すなわち「日本ブランド」） と

して戦略的に創造・発信するという「日本ブランド戦略」は、当時はそれほど話題になら

なかったが、金子将史も、国家ブランディングは、近年世界的に注目を集めているテーマ

であるとして、肯定的に捉えて以下のように述べている。

「人々がある国家に対して抱くイメージが、ある国の観光・貿易・投資等の競争力を左

右するのではないか、また、国際政治における当該国の立場を強めたり弱めたりするので

はないか、という認識が広がっていることが、その背景にある。国家ブランドの役割が大

きいとすれば、商品ブランドや企業ブランドがそうであるように、国家イメージを自覚的

に捉えなおし、何らかの形で好ましい方向に変えていく（国家をブランディングする） 必

要が感じられることになるのは自然である」38

また、この日本ブランド戦略に基づき、知的財産戦略推進本部に設置されている「日本

ブランドの確立と発信に関する関係省庁連絡会議」39は、2009年 7 月に「日本ブランド戦略

アクションプラン」を策定した。このアクションプランでは、「日本ブランド戦略」を推進

するため、2009 年度に関係省庁が実施する具体的施策をまとめるとともに、2010 年度以降

の施策の方向性も記載している。特に、日本ブランドの発信強化に関しては、

① 日本ブランド発信イベントの発信強化

② アジアにおける戦略的な発信強化

③ 海外の流行発信地における発信強化

の 3 テーマの下に、関係省庁等が一体となって取り組むべき施策を記している。

また、「個別施策による具体的な取組」として、関係省庁が推進しなければならない具体的

施策を、次の 5 つの戦略ごとに記載している40。

戦略１： ソフト・パワー産業の振興 ＜クリエーターの活動の場の創出＞

戦略２： 創造基盤の整備 ＜創造を支える環境の整備＞

戦略３： 外に向けての発信力強化 ＜ターゲット・方法の重点化＞

戦略４： 訪日促進等を通じた認知度の向上 ＜日本ファンの世界への拡大＞

戦略５： 推進体制の構築 ＜官民挙げた日本の力の結集＞

このアクションプランの具体的な施策は、経済産業省、総務省、外務省などの省庁が個

別に進めている施策と重複する部分も多い。しかし、農林水産省の食材・食文化、国土交

通相（観光庁）が担当する観光振興などを含んだ幅広い施策であり、また政府系機関の国

際交流基金（外務省）、日本貿易振興機構（経産省）、 国際観光振興機構（国交省）も参加

していることから、より実務的、実践的な計画となっていると言える。

国家ブランド論の先駆的論者の一人であるサイモン・アンホルトは、「競争戦略を持つ」

⇒「その戦略に沿う偉大なアイディアを着想する」⇒「そのアイディアを見事に実行する」

⇒「それについて世界に告げる」といった流れで国家の評判を高め、それをさらに競争戦
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略に反映させる、という好循環を形成するよう推奨している41。

より具体的には、自国がどのような存在で、どこに向かおうとしているのかを明確にし、

それに沿う形で「観光（Tourism）」「輸出品ブランド(Brands)」「政策(Policy)」「投資

(Investment)」「文化(Culture)」「国民(People)」という国家の評判を形成する 6 つの経路

に関して、対外行動、投資、政策、コミュニケーションを調整することを、アンホルトは

求めている42。

これら国家の評判を形成する 6 経路は、アンホルトが市場調査会社であるＧＭＩ43と、全

世界で実施している「国家ブランド指数調査（ＢＭＩ）」の項目としても用いられている。

この国家ブランド指数調査については、日本はともかく、ヨーロッパ諸国、オーストラリ

アや韓国など、多くの国々が注目しており、2008 年 9 月に発表された上位 20 カ国（調査

対象数は 50 カ国） は次の通りである。

【表Ⅰ－3】 国家ブランド調査順位（2008 年 9 月）

1.ドイツ 7.米国 13.ノルウェー 19.アイルランド

2.フランス 8.スイス 14.オーストリア 20.ベルギー

3.英国 9.オーストラリア 15.デンマーク 24.シンガポール

4.カナダ 10.スウェーデン 16.スコットランド 27.インド

5.日本 11.スペイン 17.ニュージーランド 29.中国

6.イタリア 12.オランダ 18.フィンランド 33.韓国

出典: ＧＦＫ（Global Market Insite, Inc.）ＨＰに基づき筆者が作成。

この調査における順位付けを見ると、【表Ⅰ－3】に示す 2008 年度調査では、アジア諸国

の中では 5位と一国だけと高い順位となっている日本を除き、韓国 33 位に対し、シンガポ

ールが 24 位、インド 27 位、中国 29 位、タイ 34 位、台湾 35 位、マレーシア 39 位、イ

ンドネシア 43 位となっており、韓国の国家ブランドは、日本以外の東アジア諸国と同程度

の低い位置にある。アンホルト国家ブランド指数は、多くの国で注目されているが、韓国

ではこのような低い順位を続けていることが問題視された。

李明博政権は、国家ブランド強化に優先的に取り組むこととし、2009 年 1 月には大統領

府直属の国家ブランド委員会を設置し、この調査でのランキングを 2013 年までにＯＥＣＤ

諸国平均の 15 位以内とする目標を設定した。また 2009 年 3 月、同委員会は、在韓外国人

へのアンケートや 67 カ国の現地人へのインタビューに基づいて、①開発途上国と経済発展

経験の共有 ②海外の学生との交流拡大 ③海外ボランティアの名称統一 ④在外同胞ネッ

トワークの構築 ⑤ハングル普及拡大とテコンドーのブランド化 ⑥グローバル市民意識の

養成 ⑦大韓民国のブランド発掘・広報 ⑧暖かい多文化社会づくり ⑨デジタル技術を活用

した海外との疎通強化 ⑩国家ブランド指数の開発・活用、という 10 の推進課題を挙げた。

更に、「配慮し愛される大韓民国」というビジョンの下、①国際社会への寄与拡大 ②先端
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技術・製品の広報③魅力的な文化・観光産業 ④多文化の抱擁、外国人への配慮 ⑤グロー

バル市民意識の 5 分野に特に重点を置くとした44。

一方、李明博政権以前の政権も、国家ブランド力向上の政策を積極的に推進してきた。

金大中大統領は 1998 年、就任直後に「文化大統領」を宣言し、文化産業を 21 世紀の基幹

産業に育成するとして、コンテンツ産業の競争力強化に向けた数々の振興策を講じた。ま

た、盧武鉉政権も 2003 年に「世界五大文化産業強国宣言」を発表し、ハングル、韓食、韓

服、韓屋、韓紙、韓国音楽を「韓スタイル」としてブランド化する政策を進めた。

しかし、アンホルト国家ブランド指数を見る限り、韓国は 2008 年の 33 位に対して、2010

年は 32 位、2012 年でも 31 位と低評価を続けていると言わざるを得ず、文化産業政策の成

果が、直接的に国家ブランド力強化にはつながってはいないと理解される。この現象につ

いて、金子将史は以下のように述べ、国家ブランディングの向上のためには、国情にあっ

た地道な政策を、長期間継続して、しかも確実に実行していく努力が必要であるとの見解

を示している。

「2002 年のサッカー・ワールドカップとアジア大会を機に、韓国のイメージを世界に伝

えるための英語のキャッチフレーズ『ダイナミック・コリア』を定めるなど、国全体のイ

メージ向上への韓国政府の意気込みは並々ならぬものがあった。とは言え、アンホルトも

指摘するように、より本質的なことはキャンペーンを超えた実態面での変化の有無である。

李明博政権の国家ブランド政策の成否は、それが韓国の実情にどれだけ即したものか、そ

して立案された政策がどれだけ実行に移されていくか次第ということになろう」45

一方、この調査で日本は、2005 年に調査が開始されて以来、総合評価で 8 位を下回った

ことがなく、2008 年以来世界で称賛される国ベスト 5、製品が魅力的な国ベスト 5 に入っ

ている。また。2010年の国家ブランド指数調査でも、米・仏・独・英に次ぐ 5 位と評価さ

れており、従来の技術力への評価に加え、最近はポップ・カルチャーと呼ばれる日本の大

衆文化も人気となっている。また、国別の国際的な影響力について、ＢＢＣ等が行ってい

る国際調査でも、中国・韓国を除く多くの国で日本は肯定的に評価されている。

アンホルト自身も、特に日本について、2010 年の国家ブランド指数調査結果を、次のよ

うに分析している。「日本はアルゼンチン、エジプト、メキシコ、ポーランド、インドネシ

アの人々および日本人自身によって、称賛される国の最上位に選ばれている（上位に入る

国が自国民から最上位に選ばれるのは決して珍しいことではなく、むしろ健全なことだと

言える）46また、調査対象となった 26 か国のほとんどが、日本を 50 ヵ国中の 10位以内に

評価しており、そうでないところもドイツが 14 位、イギリスが 12 位、イタリアが 12 位と、

悪くない評価をしている。唯一の例外が中国であり、中国人による日本の評価は評価対象

50 ヵ国中 25位である。なお、評価が低いのは日本側からも同じことである。いや、同じど

ころかさらに手厳しく、日本人による中国の総合評価は 50 カ国中 48 位である」47

また金子将史は、国家ブランディングに関する日本の最近の問題について、ブランド力

ではなくイメージとして、国際的な存在感の低下を指摘している。「好感度に難がある米国
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や中国と異なり、日本が懸念すべきなのは、国際社会における存在感の低下であり、『新興

衰退国』というイメージの広がりであろう。中国にＧＤＰで抜かれても、日本はなお経済

大国だが、日本の国際的な存在感は薄れがちである。グローバル化を成し遂げた非欧米国

という成功物語も、日本の専売特許ではなくなっている」48

国家ブランド指数調査を時系列的に俯瞰すると、韓国の例を見るまでもなく分かること

であるが、国家ブランディング改善への国の政策の効果は、金子将史の言を待つまでもな

く、長期的にしか結果として現れてこない。また、国家ブランド（指数）の向上努力も、

微々たる数値の時間をかけた積み重ねであり、少しずつしか改善されないものである。日

本ブランドが国際的にも上位にある背景には、文化的には昨今のポップ・カルチャーと呼

ばれる大衆文化の普及だけでなく、明治時代から 150 年以上続いてきた、国際的な文化交

流や人的交流の歴史があり、政治・経済的には、戦後の平和国家建設に向けた努力と、そ

の中で地道に取り組まれてきた海外援助活動などへの評価もあると思われる。国家ブラン

ドの改善には、成果がなかなか表われない中でも、地道で忍耐強く、長期的かつ継続的な

取り組みが必要となると考えられる。

今まで考察してきたとおり、日本は国際的にも好評価を受けてはいるものの、「国家ブラ

ンディング」に対する取り組みは、「パブリック・ディプロマシー」への取り組みと同様に、

国際比較でも抑制的であったと言える。その理由は、前述のとおり、自国文化の売り込み

過ぎによる他国文化侵略への配慮という対外的要因にあったと考えられる。文化コンテン

ツの育成と、コンテンツ産業の振興に力を注ぐことは、時機を得た政策であり、国家にと

って自明の理であるが、こと自国文化の発信に関しては、このような自制的な姿勢を継続

することが、文化の本来の役割を発揮させることに繋がってくると思われる。

４ 文化が持つ発信力・対話力と文化交流の効果

情報・通信技術の革新的な発達によるグローバリゼーションは、従来からの政治的・経

済的・文化的な境界線、障壁をボーダレス化し、国家の枠組みなどの時空を超えた文化交

流をもたらすことになった。この新たな社会では、文化受容の過程は相対的に容易になり、

文化が持つ影響力も増大することから、ナイの「ソフト・パワー」論などの議論によって、

文化交流の重要性が再認識されるとともに、文化政策は各国の大きな政策課題となった。

そしてこの議論は、国家のイメージが、産業分野での国際競争力を左右するとの考え方

に基づいた「国家ブランディング」の議論や、外交目的を達成するためには、発信力を高

めて、相手国国民に向けた直接の働きかけが必要であるとする「パブリック・ディプロマ

シー」という外交手法に対する議論を呼び起こし、多くの国々が、「文化産業政策」を積極

的に促進し、「文化外交」を展開する時代となったとの認識は前述したとおりである。

このような動向に対して楊保筠は、文化がソフト・パワーを生み出す源泉として位置付

けられるに従い、各国は自国の価値観・知識・科学・芸術・経済あるいは軍事の成果を他

国に宣伝することを通して、自国の影響力を高めるという状況の下、文化はすでに国家の
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ソフト面での実力の重要な部分となり、一種の便利で有効な権力的資源となっているとし

て、以下のように極めて否定的な見解を述べ、懸念を表明している。

「国際交流においても、文化が独立して国家外交の一部分となり、『文化外交』と称され、

主権国家が文化的手段を利用して、政治目的或いは対外戦略的意図を達成する、一種の外

交活動となっている。そして、文化交流の国際関係における地位が高まる中、多くの国々

は次第に自国の文化発展戦略を打ち立て、文化外交を展開し、積極的に文化輸出を行い、

未来の国際勢力図において高い地位を占めようとしている。文化外交活動の最終目的はや

はり自国の政治経済・安全およびその他の方面の内容について奉仕することである。ある

意味からいえば、文化的要素は冷戦終結後の国際関係の中で、すでに次第に武力に代わる

新しい形の『征服手段』となっている」49

この様な見解も示される一方で、ナイは、日本に関して、日本の大衆文化はソフト・パ

ワーの源泉を生み出し続けており、また大衆文化にかぎらず、伝統的な美術、工芸、料理

における文化の魅力は、以前から海外で人気を集めているとし、次のように著し、日本は

アジア各国のなかで、ソフト・パワーの源泉になりうるものを、特に大量に持っていると

して、日本と日本文化に対して極めて肯定的に評価している。

「1990 年代の 10 年間、景気の低迷が続いたことで、無敵の経済力という評判に傷がつい

たが、それでも日本のソフト・パワーの源泉は消えていない。日本のメーカーはテレビゲ

ームの世界を支配しており、日本が作り出すイメージは過去 5年間、かわいさと強さの組

み合わせで子供たちの心を見事に捕らえている。ポケモンのアニメは世界 65 か国で放送さ

れており、アニメ映画はアメリカの映画関係者と若者の間で大ヒットしている。また日本

のスタイルは、アメリカのデザインにも影響を与えている。ノーベル賞作家の大江健三郎

の小説は、各国で読まれている。黒澤明は世界の映画史に残る巨匠とされている。クラシ

ック音楽では、ウィーン国立歌劇場の音楽監督とつとめる小澤征爾が有名だ。禅などの伝

統的宗教や武術も日本文化の魅力を高める要因になっている」50

同様に、ダグラス・マッグレイも、日本文化の世界的な影響力は、政治と経済の逆境に

よって崩壊するどころか拡大を続けているとの認識の下に、以下のように現代日本文化の

影響力を評価している。

「政治も経済もパッとしない中で、北野武の映画、宮崎駿のアニメ、安室奈美恵のＪ-Ｐ

ＯＰがアメリカ市場を経ずに世界で認められた。ライフスタイル雑誌は、東京の書棚に並

ぶと同時にアジア中に密輸される。これもアメリカ抜きである。サンリオの Hello Kitty

は世界中で年 10 億ドルは稼ぎ出す。大衆音楽から家電製品まで、建築からファッションま

で、料理から美術まで、日本は経済の超大国であった 1980 年代よりも、現在の方が文化の

影響力がはるかに大きくなっている」51

当時の日本の一般的な認識では、アニメ、マンガ、ゲームを中核とするポップ・カルチ

ャーと称される大衆文化は、伝統的な美術、工芸や芸能などの文化に対して、サブカルチ

ャーとして下位文化に位置付けられており、学問的にも、評価の対象外にあったと言わざ
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るを得ない。このような中で、世界的な研究者であるナイやマッグレイなどの、日本の大

衆文化への評価は、日本国内にも大きな衝撃を与え、影響を及ぼしたと言える。

そしてマッグレイは更に、日本文化の発信力に関しても、文化的スーパーパワーには健

康な経済基盤が必要だが、景気後退がかえって日本のかっこよさを上昇させたのかもしれ

ないとして、次のように述べ、過去何回も不屈の復活を成し遂げてきた日本の歴史を見る

と、日本は「没落」より「再生」の方がありそうだとも著わしている。

「60 年以上も前、ドイツの経済学者で哲学者でもあったカート・シンガーが、日本文化

の柔軟性と固執性の対称を論じた時、彼から見て高く評価される日本文化が、他国にあま

り影響を与えないのが不思議だった。しかし今や日本は巧みなバランスをとり、強力なエ

ンジンを装備して世界に通ずる商売を展開している。現にスーパーパワーを手中にしてい

る日本が、このまま適当なところで満足して、何もメッセージを発信しないままでいると

は信じがたい」52

また、このように日本文化の世界的な影響力を評価する一方で、ナイは、過去の侵略政

策を放棄し、ＥＵの枠組みのなかで隣国と和解したドイツと、1930 年代に海外を侵略した

歴史を清算しきれていない日本を比較し、世界的な影響力を有する日本のソフト・パワー

にも限界があるとして、米国誌の調査をもとに、小泉首相の靖国参拝などの政治的問題が、

日本のソフト・パワーを台無しにしていると批判した。

「中国、韓国などには、いまだに日本への疑念が残っており、日本のソフト・パワーを

制約している。2001年のニューズウィーク誌の調査では、日本についての質問で、アメリ

カでは 65％が『魅力的』と答え、わずか 27％が『傲慢』と答えたが、韓国では逆に『魅力

的』が 34％にすぎず、『傲慢』が 59％にのぼっていた。日本にソフト・パワーの源泉が欠

けているわけではない。しかし、日本文化はアメリカ文化以上に内向きであり、日本政府

が 1930 年代の歴史について率直な姿勢を取らないことが、こうした源泉を生かし、獲得す

ることができないのである」53

これに対し湯浅博は、ソフト・パワーは強力な軍事力の補完をなすものとの認識の下に、

ナイの考え方には、若干のイデオロギー性が感じられるとして、次のように反論している。

「外交はあくまでも国益で動くものであり、ソフト・パワーの核となる魅力とは、結局の

ところ国家の利害を正当化したり、補完したりするものにすぎない。例えば、戦争による

領土の奪還など、直接的な所有目的を達成する際に、効力を発揮するのは、やはりハード・

パワーでありソフト・パワーではない。ナイ氏によるこの枠組みが、日本に適するとは思

わない。ソフト・パワーとは、アメリカのように強力な軍事力というハード・パワーがあ

ってこそはじめて、補完する意味をなすものである。日本にとっては、何も無くてもソフ

ト・パワーではなく、ソフトもハードももともと必要なパワーなのである」54

ナイのソフト・パワー論の問題点として、筆者も前項（１ソフト・パワーの概念）で、

ナイはソフト・パワーを常にハード・パワーと対等に対置させて論議を進めているが、こ

のような「横（対等関係）」の関係だけでなく、「縦（補完関係）」、「斜め（間接的影響）」
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など、立体的な関連性を構築して議論すべきであると指摘したが、湯浅博の議論はまさに

この見方に立ったものと言える。しかし、世界的に影響力を持つ文化を持ちながら、他国

はともかく中国と韓国では、日本の認識は芳しいものではないことは事実であり、この現

象に対する解を導き出す必要もあるが、それには答えていない。

湯浅博のこのような意見に対して、米国 Newsweek 誌（日本語版）の記者であるデーナ・

ルイスは、ナイの主張のポイントは、強大なハード・パワーを持つ国も、ソフト・パワー

資産を軽視すれば、世界の指導者として信頼されなくなるという点で、ナイはソフト・パ

ワーがハード・パワーの代わりになるとは言っていないとする見解から、次のように、ソ

フト・パワーとハード・パワーを補完関係に置いた上で論議を展開している。

「ソフト・パワー資産としてマンガやアニメも役立つが、それが主ではない。大津波の

被災地での救援活動では見事にソフト・パワーが発揮され、イラクのサマーワに駐留する

自衛隊の人道支援でも得点をあげられる。しかしそれだけでは不充分である。最近日本の

国内で、南京大虐殺や従軍慰安婦問題など、負の遺産の見直し論議が起こっているが、日

本が本気でソフト・パワー超大国を目指すなら、長年引きずってきたこれらソフト・パワ

ーを弱める問題に、どっちつかずの態度ではなく、決着をつけなければならない」55

更にその上で、デーナ・ルイスは、ナイの提唱したソフト・パワーは、世界を楽しませ、

好かれるためのものではなく、リスペクトされ、世界のロールモデル（模範）になる力で

あると位置づけ、「その種のソフト・パワーとは、例えば東日本大震災の被災者の冷静さを

失わない姿であり、革新と流動性を奨励するビジネス文化であり、他国から移民を受け入

れる社会環境である。日本は、日本と世界をより良い場所にするため、自分たちに何が出

来るか、もう一度世界に示すべきだ」56と、ナイの主張を擁護する意見を述べている。

一方岩渕功一は、ナイのソフト・パワー議論は、アメリカの軍事力や経済力といったハ

ード・パワーを補完する世界覇権戦略として提唱されたもので、アメリカが唯一の世界的

な文化輸出能力を有していたから可能になった戦略論議であると分析し、以下のようにソ

フト・パワー論に基づく文化政策自体を批判している。

「メディア文化の製作能力が、アメリカ以外の地域でも大幅に向上した結果、ソフト・パ

ワー政策は、アメリカの独壇場ではなくなり、議論もナイの提唱するものと異なる進展を

見せている。またナイの論理は、文化と経済活動が密接になった現在の状況を考慮してお

らず、その点が弱点となっている」57。とし、現在世界の潮流となっている文化政策・文化

外交に疑問を呈し、「現在の世界の文化政策の潮流は、より直接的かつ都合主義的に文化を

利用して国益を増進することを目指す、ブランド・ナショナリズムの展開である。このよ

うな政策は、幅広い民益の促進を目指す文化政策と区別されるべきもので、文化のもたら

す対話的な力をいかに奨励し、促進するかについての考察が行われていない」58

このように、ソフト・パワーに関する議論が、様々な意見や見解によって活発化する中

で、現実の政策策定の現場では、文化交流の国際関係における重要性が再認識され、文化

政策が各国の大きな政策課題となり、各国で具体的な施策が企画、実施されている。そし
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て実際に、多くの国々が、将来的にこの分野での国際的影響力を確保すべく、自国の文化

発展戦略を打ち立て、文化輸出を積極的に促進し、「文化外交」を展開している。

楊保筠はこのような文化外交に関して疑問を呈し、共生型で節度を持った文化政策を採

るべきと主張している。「東アジアにおいては、文化外交を行う過程において、自国の文化

の地位や役割を強調したり、際立たせたり、強要したりすれば、新たな面倒を起こし、国

や人々の間の関係に損害を与えることになりかねず、多くの人はこの点に気付いている。

東アジア各国は、みな狭隘な民族主義の垣根を超え、世界の文化の先進的な成果を十分に

吸収してきたことを手本とし、東アジア文化の内包を豊富に発展させ、それをその地域、

各国の関係発展を推進する上で有利な要素とさせるべきである」59

このように、ナイの「ソフト・パワー」論が様々な論議を巻き起こす中で、白石さやは、

現代の日本文化の中核的コンテンツとも言えるマンガ・アニメの海外進出、中でも Go Global

の局面について、次のとおり分析を行っている。

「この現象は決して政府の輸出振興策とか、あるいは出版資本、広告会社の市場開拓戦

略によって、システマティックに展開されたものではない。その初期には様々なファンに

よって、殆ど無秩序に草の根レベルの需要として始まった。そして世界各地のローカルマ

ーケットに供給されてきたのは、日本製のマンガ・アニメだけではない。たとえば『ドラ

えもん』の人気が高い国ではローカル版の『ドラえもん』のマンガが描かれて売られるよ

うに、各地の海賊版出版活動は、出版資本進出の水先案内人としての役割をはたしてきた。

これはマンガ・アニメにおいては独特のグローバリゼーションとローカリゼーションの同

時進行的過程と言える」60

ポップ・カルチャーと呼ばれる、マンガ・アニメやゲームなどの現代日本の大衆文化に

ついては、日本政府もサブカルチャー、下位文化として扱い、産業振興や海外への普及活

動に関しても殆ど関与してこなかった。このように政府（官）が関与しないで、消費者（民）

を単純に楽しませる目的で制作されたからこそ、魅力的な製品が生み出された。そして、

官が関与しないで著作権問題を放置していたからこそ、世界中で海賊版が制作され、ロー

カル化された親しみ易い模造品が生み出されたことによって、世界的な普及に繋がったと

言うことも出来る。

大衆文化の中でもマンガ・アニメやゲームは、特に人間（情緒）形成期にある少年・少

女に与える影響が大きな文化であり、一度浸透すれば、その後は有効な発信ツールとなり

得るものである。だからこそ、日本のマンガ・アニメなどの大衆文化は、「文化侵略」、「文

化帝国主義」の議論や「ソフト・パワー」、「国家ブランディング」などの論争においても、

「大きな影響力を持つ力」として扱われ、良くも悪くも評価されて来たのだと考えられる。

ただし、大衆文化の魅力は、あくまでも個人の自由な表現活動から生まれるものであり、

政府の関与によって魅力が削がれてしまう危険性もある。また、政府が自国文化を一方的

に売り込むと、独善的であるとして、反発を受ける可能性もある。

岩渕功一は、文化力やソフト・パワーの議論が盛んになってきた背景には、グローバル
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化する社会の中で、国益に向けて文化を利用するという発想自体が、活発になっているこ

とがあるとの認識を示した上で、直接的かつ都合主義的に文化を利用して国益を増進する

ことを目指す、ソフト・パワー外交やブランド・ナショナリズムの展開に、以下に示すよ

うな否定的見解を述べ、文化が本来的に持っている社会的影響力、相互理解を促進する対

話力を引き出す政策を提言している。

「文化力を見直してソフト・パワーを強化し、その発信力を高めることで、国のイメー

ジを向上させ、外交を円滑に進めるという論議は、文化を狭い国の枠に封じ込めることに

ほかならない。このような考え方は、文化の力を過小評価しており、排他的なナショナル

の再編に加担するものである。様々な境界を越えて、他者への想像力と対話的な関係性を

構築することが、今ほど必要な時代は無い。グローバル化の時代において、メディアや文

化が果たしうる、もっと重要な役割があるはずであり、より有益な生かし方があるはずで

ある。そのために、文化をめぐる議論を、閉じた国という枠組みから解き放ち、その対話

力を最大限に引き出す取り組みが求められている」61

また平野健一郎は、1980 年代末以降、日本の政府レベルにおいて、強調されている双方

向の文化交流による「共生」という概念について、次にように評価し、期待を述べている。

「『共生』という概念は、日本文化の紹介ばかりでなく、知られていない文化、とくにア

ジア諸国の文化も紹介すべきとする文化の『双方向』交流という発想から発展してきたも

のである。この『共生』の概念は、一見従来の相互理解を目指した事業の延長に見えるも

のの、そこには単に国際社会の多様性を理解するという相互理解からは一歩前に進み、多

様であるがゆえにそれぞれの文化の特質を生かしてこそ『世界文化の創出』に貢献できる

という理念が流れ込んでいる点が大きく従来と異なっている」62

前述したとおり、ナイによる「ソフト・パワー論」は、それまでの、文化や文化交流に

関する論議である「文化帝国主義論」や「文明の衝突論」のように、文化の社会的影響力

を「ネガティブ」（消極的・マイナス）に捉える見方に換わって、文化と文化交流の効果を

ポジティブ（積極的・プラス）に捉えた点で評価されるべきであり、外交政策においても、

それまでは効果を感じつつも、外交当事者の意識の底に埋もれていた、「文化的影響力」や

「文化力」を、「軍事力」や「経済力」などの、既存のパワーと対置させることによって、

顕在化させたという意味で画期的であった。しかし、文化を対外的な政治的パワーとして

捉えるナイの概念は、アメリカの卓越した技術に基づいたグローバル・スタンダード（世

界標準）が、イスラム圏や一部アジア・西欧諸国などで、市場原理主義の拡大という視点

から問題視され、政治的に批判されるという現象から派生したもので、文化が持つパワー・

力について、一面のみを把握しているに過ぎないと思われる。「政治的問題が解決されなけ

れば、文化的なソフト・パワーが発揮できない」という見方と同時に、一方で、「文化の受

容や交流による相互理解の促進が、政治的問題の拡大や先鋭化を和らげる」という別の見

方も出来るからである。

日韓両国は、2015年には国交正常化50周年を迎えようとしているが、両国間には未だに、
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竹島（独島）をめぐる領土問題、慰安婦問題、日本海（東海）呼称問題、朝鮮半島出身の

旧「民間人徴用」工をめぐる補償問題など、多様な政治問題が存在している。しかも最近

になって、日韓間の歴史認識に関する政治的対立の先鋭化による摩擦の激化が、民間交流

と経済関係にまで否定的な影響を及ぼす可能性が高まる状況にある。

過去から、日韓両国政府は、経済関係の緊密化や青少年交流，地方交流の拡充などの交

流環境の整備のために、種々の施策を講じてきており、その結果、2010年に初めて相互往

来者数 500万人を超えるなど、日韓間の人的交流も大きなトレンドとしては増加傾向を続

けており、日韓両国民の交流と相互理解は着実に深化し、拡大してきていると言える。

例えば、ソフト・パワー論でも良く取り上げられる、中国や韓国の政治的反日感情という

のは、過去の侵略・植民地化に対する根強い嫌悪感（民族の尊厳を傷つけた日本に対する

特殊な感情）、尖閣諸島や竹島などの領土問題、国内政治権力の安定化のための民族的不満

の対外的な放出弁、そして北東アジアにおける覇権争いなどという構造的な問題が強く絡

み合っていると思われ、一つの問題を片づければ全てが解決されるようなものではないと

考えられる。

しかし、前述した田中耕太郎の「たとえ国際文化事業の意図が『文化的帝国主義』的理

念に立った場合でも、国際文化交流がひとたび実践されるのならば、理念としての文化的

帝国主義を超克せずとも、実際にはその意図とは別の『真の』文化交流の効果が発揮され

るのである」63という言葉を待つまでもなく、理念はどうであれ、国際文化事業を実践し、

文化交流を進めることによって、事実上の相互理解が、理念とは無関係に進展することは、

長い歴史の中で数々の事例が示している。したがって、現代の文化政策も、文化に本来的

に備わっている発信力や対話を活性化させる力、すなわち対話力をいかに自然に発揮させ、

文化交流による相互理解をどのように進展させるかという、極めて堅実で正当な方向に向

かわなくてはならない。また日韓両国も、今後も長い年月をかけた外交努力と、文化交流

を始めとする各種交流によって、相互理解の深化による地道な解決策を志向していく必要

があると思われる。

幸いなことに、日韓間の文化交流は、多くの問題を抱えながらも、1998 年の韓国におけ

る日本文化の開放、「韓流」文化の波及による日本における韓国文化の受容、そしてネオ・

ジャポニスムと呼ばれる日本文化コンテンツの普及などによって、時を経ながら順調に深

化・広域化に向かっていることは間違いないと考えられる。本論では、上記のような論理

的な認識を踏まえながら、以後、韓国政府と日本政府による文化政策と、文化が持つ海外

発信力・対話力とその社会的影響力を、実証的に分析することによって、グローバル化社

会における文化政策と国際文化交流の意義を考察していくこととする。
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第２章 韓国における「日本文化開放」に至る軌跡と背景（1948～1998）

前述のとおり、韓国では、1948 年の建国以来、更に 1965 年の日韓国交正常化以降も、日

本の大衆文化の「開放」を行わず、国内での取引と流通、一般国民の視聴を規制してきた。

その理由は、主に過去の政治的支配の記憶や、文化侵略への懸念から来る「国民感情」の

問題と、国内文化産業への「経済的影響」にあった。しかし金大中大政権下、大統領によ

る 1998 年 10 月訪日を契機に、韓国において日本文化が開放されるようになった。

韓国国内で「日本文化の開放」に関する議論が増幅し、公論化されたのは、金泳三政権

下の 1994 年 1 月になされた、孔魯明（コン・ノミョン）韓国駐日大使による「日本文化開

放」発言が契機とされている。次いで 1995 年 2 月には、金泳三大統領による「三段階開放」

が「日本文化開放」の基本方針として発表された。1997 年にはＩＭＦ 金融危機にあたり、

韓国国会において、「ＩＭＦ危機を招いた原因は、単なる経済政策の失敗にあるのではない、

文化不在こそＩＭＦ危機の根本的原因だと確信する」（『国会本会議会議録』1998 年 8 月 27

日、辛基南議員）という発言もあった。その後、1998 年 4 月 17 日、文化観光部長官によ

る大統領業務報告の際に、金大中大統領が日本文化開放への対応を指示した以降、各界に

おいて「日本文化開放」に関する論議が進むことになった。

金大中大統領は、1998年 2 月の大統領就任演説の中で、文化産業は 21 世紀の基幹産業で

あり、21 世紀の外交の中心は、経済・文化に移り変わっていくことをアピールし、今後の

外交上でも貿易・観光・文化交流を拡大して行くことを強調した。金大統領は就任当初か

ら文化鎖国主義に反対であるという姿勢を表明しており、日本大衆文化の開放にも積極的

であり、1998 年 10月の自身の訪日を契機に「日本文化開放」を推進した。

1990 年代に入り、革新的な情報技術の発展とグローバル化の進展とともに、文化の流入

を規制すること自体が無意味になってきた。1994 年のウルグアイラウンドの妥結、1996年

のＯＥＣＤ加盟による貿易自由化の圧力の高まりもあり、韓国政府は文化産業の自由化を

はかると同時に、新たな産業として積極的に育成する政策を選択することとなった。この

ような経過を経て「日本文化開放」は実現したが、国内の意見がこの大統領の立場に収斂

されていた訳でなく、この間、政界、財界、官界、メディアを挙げて、多くの議論がなさ

れてきた。

本章では、金大中政権による「日本文化開放」に至る軌跡と背景を明らかにする。

まず、李承晩政権期から金泳三政権期にかけての文化政策について、主に対日文化政策に

焦点をあてて考察する。

次に、金大中政権下で実現した日本大衆文化の開放の経緯とその過程を考察、分析する。

そして、「日本文化開放」前後の韓国国会における「日本文化開放論議」の推移を会議録か

ら抽出・整理し、それらを踏まえ、「日本文化開放」に至る韓国内の政治的・文化的・経済

的な背景を明らかにしたい。
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第１節 「日本文化開放」以前の対日文化政策 －日本文化の規制から開放まで－

韓国では 1948 年の建国以来 1998 年まで、対立する社会主義圏文化を除き、世界の多く

の文化に対して開放政策を行ってきたが、その間唯一日本文化に対してのみ閉鎖政策をと

ってきた。日本と韓国との間では、1951 年から国交正常化に向けた会談が行われ、1965 年

には日韓基本条約が結ばれ、基本条約の中で「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓

民国との間の協定」が締結された。1965 年以降も、1983 年 1 月に中曽根首相が訪韓の際、

「日韓間文化的国境を崩すべき」と発言するほか、1984 年 9 月の全斗煥大統領日本訪問の

際にも、日本側から日本大衆文化開放を要求する等、文化協力に関しても日本は韓国に対

し、日本文化の開放など種々の関係改善を求めてきた。そしてこのような経緯を経て、1998

年 10 月の金大中大統領の訪日を契機に、これまで長年に亘り両国間で議論されてきた日本

文化開放が遂に実現することとなった。

本節では、日本文化開放に至った金大中政権以前の韓国の政権について、それぞれの文

化政策について、主に文化関連法律、文化行政組織、文化財政（基金）文化関連事業を対

象に分析する。またその分析に際し、常に対日文化政策に焦点を当てながら分析すること

によって、日本の文化への閉鎖政策から開放に至る軌跡と背景を明らかにする。

１ 「倭色（ウェセク）文化」の排斥による日本文化流入の空白期

― 李承晩政権期（1948～1961）―

（１） 反共・反日イデオロギーと日韓間国交断絶期の政策

この時期は、李承晩（イ・スンマン）政権時期に当たるが、36年間の日本占領下におけ

る問題によって、日韓両国の外交には大きな隔たりがあった時期だと言える。

米国のハーバード大学を経てプリンストン大学で博士号を取得した李承晩は、1919 年 4

月 10 日、上海で結成された、大韓民国臨時政府（略称：臨政）の初代大統領に就任するな

ど、長らく朝鮮独立運動に関わってきた。1945 年 8月 15 日に日本の降伏により第 2 次大戦

が終戦後、朝鮮半島は、北緯 38 度線を境界に、北部はソ連、南部はアメリカを中心とする

連合国による軍政下に置かれることとなった。李承晩は、終戦 2 ヵ月後の 1945年 10 月に、

軍政統治下の朝鮮半島に戻り、韓国の独立と建国運動の中心人物となった。1948 年 5 月 10

日に行われた国際連合監視下での総選挙の後、1948年 8 月 15 日に朝鮮半島南部を実効支配

する大韓民国が、アメリカの後ろ盾によって建国され、李承晩は国会議員による間接選挙

の下で、議会多数の支持を得て初代大統領に就任した1。

また、大韓民国建国の翌月の 9 月 9 日に、朝鮮半島北部を実行支配する朝鮮民主主義人

民共和国（以下、北朝鮮）が、金日成により建国された。1950年 6 月 25日、北朝鮮の攻撃

によって開始された朝鮮戦争は、1953 年 7 月 27 日、3 年間に亘る攻防の末に休戦協定が署

名された。李承晩大統領は北朝鮮の共産主義に対峙すべく、北進統一を唱え、政敵を処刑
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するなど独裁的な政治体制を敷いた。当時の憲法の大統領任期は二期で、三選は出来なか

ったが、李承晩は憲法改正によって 1956年に三選、1960 年 3 月 15 日には四選を果たした。

しかし、大規模な不正選挙に反発した学生や市民による大規模な民衆デモ（四月革命／4.19

革命）が起こり、李承晩は大統領職を辞任しアメリカへの亡命を余儀なくされた2。

この時期の日韓間の外交関係に関しては、韓国はサンプランシスコ条約の当事国になる

ことは出来なかったが、李承晩大統領は日本との平和条約を締結しようとした。韓国政府

は 1951 年 9月 8 日サンプランシスコ条約が締結された直後、連合軍司令部の方へ日韓会談

への斡旋を要求する3等、1951年より両国政府間の公式交渉が試みられるようになったが、

互いに見解の一致を見ずに文化交流などの事業は行われなかった。日韓関係においては、

漁業紛争・日韓会談の決裂など対立した関係が続いた。

1951 年 10月 20 日、第 1 次日韓国交正常化交渉（日韓会談）が開催された。しかし日韓

両国は 14 年後の 1965 年まで、合意に到達することはなかった。その理由は、日韓両国を

隔てる感情的対立の根深さと、統治時代についての両国の歴史認識の見解が異なったこと

にある。米国が日韓会談を促進して、漁業問題と在日韓国人の処遇問題を解決しようとし

ても、日韓両国政府は 1905 年から 1945 年までの出来事をめぐって、感情的に対立し、直

面する具体的問題は未解決のまま放置された4。36 年間の植民統治を不法・不当である出来

事として認識している韓国側の立場、それを併合条約による合法統治であると認識してい

る日本側の立場により、日韓会談は両国民の相互理解を進めることにはならず、緊張を高

めることになった。

日本の統治時代に関する評価と見解の差により、1945 年から 1960 年の間、日韓間の感情

の対立は大きな隔たりがあった。問題の核心は 1905年から 1945 年の間の過去史に関連し、

日本が韓国に謝罪をするべきかに関する可否を論ずることであった。韓国が日本に望んだ

のが、精神的、道義的対応であったのに対し、日本のアプローチは法律的、実務的5という

違いがあったという見方もある。

李承晩政権は、一方的に李承晩ラインと呼ばれる漁業管轄区域を宣言するなどし、この

ような大統領の強硬姿勢が日韓関係にも影響を与えるようになった6。

このような反日路線は政治・経済分野だけでなく、文化分野にも反映され、日本の大衆

文化の流入を禁止することから始め、国際的スポーツ交流にも影響が現れた7。

この時期の韓国の文化行政の所管は、いくつかの変遷をたどることとなった。1948 年 8

月政府樹立当時には、文教部が文化行政業務全般を担当していたが、その後 1948年 11 月

の「政府組織法」とともに発足した広報処が、法律の公表、言論情報、宣伝、広報、映画、

印刷出版、著作権、放送に関する事項等を管掌し、映画検閲・単行本出版業務を担当する

ことになった。また 1955 年 2 月には、宣伝映画製作以外の文化行政業務全般を文教部に一

元化した。民間部門では、その後韓国の文化芸術界のもとになる中央文化協会が結成され

た。この期間の政府の役割は、所属文化機関を管理・運営し、検閲・統制中心の業務を行

うことと、政府関係芸術団体の活動を支援しつつ啓蒙活動を行うための作品著述の創作費
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の一部分を支援することであった8。

国立博物館や国立劇場といった国内文化基盤の整備も積極的に進められた。一方、対外

文化交流事業は「文化宣伝外交」と呼ばれ、主に外務部が担当した。目的は「友邦国家と

相互親善及び紐帯強化」と「韓国の高度な文化の宣伝」であり、韓国に関する宣伝情報誌

の刊行、韓国の文化財の海外展示、文化芸術使節団の派遣、外国からの知識人や観光客の

招聘といった事業が、アメリカを中心とする自由主義圏諸国を対象として、徐々に開始・

拡大されていった9。

文化関連法律としては、学・芸術院の設置、運営に関する根拠規定を提示した文化保護

法（1952 年 8月 7 日）、創作者の人権的・財産的権利の保護を規定する著作権法（1957 年 1

月 28 日）の制定以外にはほとんど無かった。映画、出版などに対する検閲・統制は根拠法

規なしのまま政府の判断で執行され、社会的にも問題になった。

この時期は、政治的混乱、経済的疲弊、社会的不安などが持続的に反復されることによ

り、文化政策への支援は言うまでもなく、文化芸術に関する政策関心が極めて低かったと

されている。文化芸術享受、観光旅行等は一部の富裕層、外国人に限った贅沢な浪費行為

として認識され、社会的に嫉視の対象にもなり10、文化政策は政府の主要政策の位置づけに

なりにくかったとされている。

（２） 日本的要素・「倭色（ウェセク）」11文化の排斥運動

1948 年の韓国政府樹立から 1965 年の日韓国交正常化までの間、正式な国交のない日韓両

国間で公式な文化交流事業はほとんど進められなかった。むしろ李承晩政権期の韓国社会

では、植民地時代に日本によって持ち込まれた日本的要素が含まれている文化は「倭色（ウ

ェセク）文化」と称され、排斥の対象になった。植民地時代に日本から持ち込まれた様々

な文化要素やその残滓が「倭色文化」であるとして、これらを排斥しようとする運動が展

開された。

日本による統治は、文化的同化による「内鮮一体」を方針として、日中戦争が勃発した

1937 年からは、日本語の使用や神社参拝、創氏改名が進められた。このような統治手法は、

日本と日本文化に対する反感を根付かせる一因となったとされている。そして、「倭色文化」

排斥運動の中で文化的同化政策を代表する要素への対応は急速に行われた。

例えば、朝鮮半島の各所に残されていた神社の多くは、植民地支配の終了とともに解体

され、また、創氏改名政策により、日本式につけかえられていた姓名も破棄された。同じ

く日本式に「～町」「～丁目」とされていた地名も「～洞」「～街」と改称が進められたの

もこの時期であった。1946 年 10 月 1日には、ソウル市が一斉に地名の改称を行った12。

言語面でも、韓国語による教育が各地で復活するとともに、日常生活の中に残る日本語

や、その影響をうけた語彙を「倭色用語」として廃止し、純粋な韓国語に置き換えようと

する「国語醇化（浄化）運動」が進められた。

また、1945 年 8月の解放以来、日本の歌舞音曲は長期にわたり禁じられることになった。
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日本から輸入される映画や音楽ばかりではなく、日本を連想させるものも、ある時期には

厳しく禁止された。もっともその基準は恣意的な運用が多かったとされる。1960年代入る

と大衆歌謡の中、「倭色」を感じさせるという理由から放送禁止となるケースも見られた。

こうした政策は、韓国が 36年に亘って日本に統治され、日本文化の影響を決定的な形で受

容したことの反動として実施された。韓国は独立国として自国の民族主義的文化を急拵え

で育成する必要があり、そのため民衆の間に強く残存している日本文化を断固として排除

する方針をとった13。

この李承晩政権期、国交が正常化されなかった日本との間には、政府間レベルの公式的

な国際文化交流事業は殆どなかった。また当時には日本語の教育及び日本研究も行われる

ことがなかった。しかし日本文化のすべてが排斥されてはおらず、日常生活の中には日本

的要素が数多く残存した。排斥の対象は、日本的要素が強く残っている神社、日本の国旗、

日本的人名・地名・日本語など目につきやすいものに限定され、既に生活に浸透していた

大衆文化に関してはそのまま残された。特別な法的規制が行われなかったため、音楽喫茶

店で日本の曲が演奏されたり、日本の演歌が人々に歌われたりすることもあった。映画に

関しては、日本映画の輸入こそ行われなかったものの、日本占領期に適用された政策をそ

のまま受容したと言っても過言ではない。政府としては、大韓民国政府樹立、朝鮮戦争と

その復旧など多くの政策課題があったため、大衆文化にまで関心を向けることが出来なか

ったとみられる14。

法律に関しては、1948 年 7 月 17 日、大韓民国憲法が公布された。同年 8 月 15 日に米軍

政が終了して、韓国政府が樹立され、同憲法第 100条に「現行法令は、この憲法に抵触し

ないかぎり効力を有する」と規定された。したがってこの時期、日本統治期の法令は、米

軍政期に廃止されたものを除き、韓国語訳されそのまま存続した。

その後、1961年 5 月 16日、朴正熙による軍事革命が成功した後、軍事革命委員会をへて

成立した国家再建最高会議は、法令の整理にも意欲を見せ、1961年 7 月 15日に「旧法令整

理に関する特別措置法」を公布した。次いで、7月 18 日に内閣令第 48 号「法令委員会規定」

が定められ、内閣首班の下に、法令整理委員会を設け、内閣事務処長を委員長にし、専門

委員 20 名以内をおいた。1961 年 8 月 25 日～62 年 1 月 20 日の約 4 か月の間に委員会が続

行され、その結果、旧法令の勅令 64、法律 74、制令 87、朝鮮総督府令 89、米軍政法令 31、

道令 17、過度政府令 10計 372 件を整理し、195 件を新しい法律に代えた。このことにより、

従前から存続していた商法をはじめとする日本統治下の諸法令は、韓国法典の上から姿を

消した15。

地理的に近接する日本列島と朝鮮の間には、古代以来の長い文化的交渉の歴史があり、

両地域の伝統的文化はすでに多くの類似点を共有していた。加えて、日本統治時代の文化

的同化政策の影響もあり、解放直後の朝鮮半島において「日本文化」を即座かつ完全に認

識して排除することは、極めて困難な作業であった。大衆歌謡曲の例では、民衆の音楽的

嗜好の基盤となる伝統音楽に類似性があるうえ、近代音楽教育や大衆音楽産業における生
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産・流通方式もまた日本経由でもたらされたため、大衆音楽という産業構造を残したまま

「日本的なるもの」をすべて除去することは、ほぼ不可能に近かった。それでもその時期

に、日本と公式な文化交流事業が一切行われず、原則的に「倭色文化」の全面的な排斥を

進めようとしたのは、独自の文化的アイデンティティを確立するという新生国民国家とし

ての必要性と、日本統治時代の記憶ゆえに日本的なものを排除しようとする国民感情のエ

ネルギーが、その方向性において基本的に一致していたからとされている16。

このように、解放・独立直後の韓国では、日本の文化的要素と影響を排除し、日本文化

の受け入れを拒否するという政策が採られた。しかしながら、日本大衆文化を特定して規

制する法律や規定は無く、統治時代に日本から持ち込まれた大衆文化の影響は残っていた。

この時期の文化政策は、「日本文化」の排除をうたう一方、「反共」理念の下での社会秩序

の保持と政権維持を主目的とするもので、体系的な文化政策では無かった。

林夏生は、解放・独立後の韓国社会に長く残留することとなった「倭色」文化要素につ

いて、韓国社会による対応方法の違いに着目し、２つの群（集団）に分けることができる

としている。

第一の「倭色」文化要素は、主として実利的な必要性から、社会的な秩序の維持と復興

を急ぐ米軍政府や韓国政府によって接収・転用されていた文化要素の群である。旧朝鮮総

督府（大統領府として使用）、ソウル駅、ソウル市庁舎、韓国銀行本店など、象徴性の強い

近代的建造物や、近代的な化学技術や概念について表現するための日本語由来の漢字語な

どがある。これはいずれも、開放直後には徹底的な排斥や、民族固有の文化要素による置

換を要求する、急進的な意見が出されていたにもかかわらず、実質的な秩序安定を優先さ

せる米軍政府や、急速な社会復興を目指す李承晩政権によって、結果的に流用が進められ

ていった。

第二は、「倭色」であるとして原則的には拒否の対象であり、非公式なものとされながら、

徹底的な排除の緊急性や重要性が比較的低いとみなされ、結果的に人々の生活の中に浸透

したまま、非公式的にとどまることとなった文化要素の群である。実際に韓国社会の中に

は、植民地時代に日本から持ち込まれ、深く根付いてしまった生活文化や、植民地以前の

韓国には存在していなかった事物の名称など、完全かつ即座に置き換えることが難しい文

化要素も数多く存在し、日本に由来する数多くの文化要素が残存することになった17。食べ

物では「すき焼き」はもちろん、「てんぷら」、「やきとり」、「とんかつ」、「おでん」などは

日本語のまま残っており使用している。そして、日用品も「ばけつ」、「たんす」、「わりば

し」、「ようじ」など枚挙にいとまがないほどであり、文化開放以前も「日本的な文化」と

の接触は、日常的に行われていた。

日本人が日本語で歌う歌謡曲のレコードも「倭色レコード」であり、望ましくないもの

とされたが、実際には愛好者が多く、喫茶店やダンスホールでは引き続き使用される例が

多かった。朝鮮戦争、南北分断に伴う社会的な混乱が相次いだ当時、韓国政府が法律等に

より基本方針を明示して倭色文化へ対処するということはなく、実際の対応は各行政単位
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や警察の判断に任されていたため、対応は時に一貫性を欠き、「倭色レコード」の例では警

察が喫茶店等のみならず個人が所有するものも押収したり、まもなくこれを行き過ぎであ

ったとして返還したりという混乱が見られた。たとえば当時の新聞によると、「1950年代半

ばになってようやく文化体育部が「倭色音楽」取り締まりの方針を周知する講演会を開催

するようになるが、こうした方針も当時は確たる法的根拠に根ざすものではなかった。」と

している18。

このように、当時の韓国においては、日本に由来する文化的要素が根強く残存すること

となり、その結果、日本との公式的な文化交流が行われなかったにも拘わらず、韓国社会

の中で「日本的な文化」との接触が無意識のうちに繰り返されることとなった。そして、

排斥運動にも拘わらず、韓国社会に影響を与え続けた。日本文化は「浸透性が高く」、「払

拭困難」との警戒感を呼び起こし、これが対日文化政策を規定する要因となって、日本文

化開放を抑制する「国民感情」を論理付けていったと考えられる。

２ 日韓国交正常化と（軍事政権下における）交流促進・大衆文化規制の二重文化政策

― 朴正熙政権・全斗煥政権期（1961～1988）―

（１） 朴正熙政権期：日本文化の無条件の排斥から選別の排斥へ

この時期は、朴正煕（パク・チョンヒ）大統領が、経済発展を国の目標に掲げ、開発独

裁を行ってきた時代であり、政治的・経済的な必要性から日韓国交正常化交渉に努力した

結果、1965年に日韓基本条約19 が結ばれた。

1961 年 5 月 16 日のクーデターで政権の座についた朴正煕大統領は、徹底した「反共」と

韓国経済の自立を最優先課題として掲げ、不正蓄財者の摘発や貧農の負債整理、工業化促

進のための第一次五ヵ年計画の策定、そして経済開発の資金確保を目的とした日韓国交樹

立促進といった政策を次々と打ち出し、強権的な政権運営を進めていった。

朴正煕大統領は日本統治下で、1940 年満州国新京の軍官学校に 2 期生として入校し、1942

年卒業の時は、成績優秀者として満州の皇帝から金時計を受賞し、次いで 1944年東京座間

の陸軍士官学校も第 57 期生として優秀な成績で卒業した。日本陸軍少尉に任官し松山第 14

連隊に配属されて、後に満州国軍第 8旅団の副官（中尉）として従軍した20。

このような日本統治下の経歴は、彼の人生観、思想などに影響した。日本に対する見方

も李承晩とは大いに異なっていた。韓国の解放のため闘争しつつ、33 年間アメリカでの亡

命生活を過ごした李承晩大統領とは異なり、日本語を理解し、実用主義者でもあった彼は、

日本の統治地時代を経て、自ら適応し、統治体制内で出世していった21。

朴政権の近代化政策には、数多くの統治時代の日本の政策が取り入れられた。朴政権は

反日的民族主義を掲げながらも、戦前の日本帝国主義的な要素を強く保っており、維新憲

法、国民教育憲章、家庭礼儀準則など戦前の植民地的な多くの政策を採用した。例えば、

韓国の近代化と経済発展が最も著しかったといわれる 1970 年代に進めた、政府主導の農村
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近代化運動とも言える「セマウル運動」は、日本統治時代の農村振興運動の再生であった

のではないかと考えられている22。

前述のとおり、この時期の一番重要な変化は、政治的・経済的必要性から日韓国交正常

化交渉に努力した結果、1965年に「日韓基本条約」が結ばれたことであるが、この日韓国

交正常化により、政治的・経済的交流が深化すると共に、日本文化が非公式的に大量で流

入することになった。

1965 年 4 月東京において、日韓間の「請求権問題の解決」、「漁業に関する合意事項」、「経

済協力に関する合意事項」等の仮調印が行なわれ、6 月 22 日には日韓間の「基本関係に関

する条約」、「財産請求権に関する問題の解決・経済協力に関する協定」、「紛争の平和的処

理に関する交換公文」等の協定の調印が行われた。その後、日韓両国において批准のため

の国内手続がとられる一方、諸条約の施行のための国内法令の整備も進められた23。

朴正熙軍事政権は、その成立直後から、日本との早期の政治決着を求める韓国の外交情

勢を側面支援する米国の調整努力のもとで日韓会談の妥結を急いだ。低迷する韓国経済を

立て直し、軍事政権の政治基礎を築くためにも、日本からの資金確保は喫緊の課題であっ

た24。日韓会談は、1951 年 10 月に予備会談が始められて以来、実に 14年の歳月を要した会

談であったが、ここに終止符を打ち、日韓国交の正常化を迎えた。これは日韓関係の歴史

に新しいページを画するものであった。

林夏生は、1965 年の日韓国交正常化以降の朴正煕政権の、２面性を持った対日文化政策

について次のように解析している。「韓国交正常化以後、政府レベルでの青少年交流や図書

交流といった文化交流事業が、次々と展開されていった。その一方でこの時期の韓国では、

日本文化、とりわけ大衆文化について『低質文化』『退廃文化』であるとの理由からその流

入を批判する言説が多く見られるようになり、日本との大衆文化交流を事実上規制する根

拠となる制度の整備も進められていった。このように『交流促進』と『交流規制』という、

相反する側面を内包するようになったのが、この時期の韓国における対日文化交流政策の

特徴であった」25

対日文化交流政策においては、1960 年代中盤から急速な展開が見られるようになった。

朴政権は、日本的なものの無条件の排斥から選別の排斥へと移行を始めたが、日韓国交正

常化以降、顕著になったのは日本語教育である。1961 年に韓国外国語大学に日本語科が設

置され、70年代に入ってから韓国の多くの大学に日本語科ができ、高校においても第 2 外

国語として日本語が取り入れられた。

また、1965 年に日韓国交正常化が達成されると同時に、「日本国政府と大韓民国政府は両

国国民間の文化関係を増進させるために可能な限り協力する」（第 1 条）という文言に始ま

る「日本国と大韓民国間の文化財及び文化協力に関する協定（1965 年 6月 22 日調印、12

月 18 日発効）」が結ばれ、同年には 5人の留学生が韓国から日本へ、初めて公式に招聘さ

れることとなった。翌 1966年には「希望者が多かった」という理由で韓国人の留学生の枠

が 25 名まで拡大されており、これは当時のアジアから日本への留学生招聘事業の中で最大
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規模の人数となるものであった。同様に、政府が仲介する図書交流も活発化し、韓国は 1968

年の時点で日本図書の最大受け入れ先となっていた26。

朴正熙政権期では、民族的自覚意識・主体性を強調しながら、経済優先主義の政治路線

下で、経済開発計画が成功裏に進められ、民族文化芸術の再建にも関心が持たれ始めた時

期である。主に法体系あるいは組織体系の確立によって、基本的な文化政策体系が定着さ

れる一方、自由な文化芸術活動に関する政府の規制が強化されることもあった。民族主義

的傾向の文化政策が行なわれながら、各地から伝統文化伝承事業が本格的に復興され、国

際交流事業も推進された27。

1961 年に制定された「公演法」、1962 年の「映画法」、更には 1962 年 6 月に発令した「放

送倫理委員会（放倫）」の規定、1963年 12 月に制定された「放送法」、1967 年制定の音盤

に関する法律等、文化政策に必要な法制・行政体系は設けられたものの文芸振興のための

実質的な投資は行われず、規制中心の文化政策にとどまった28。このような法律に基づいて、

日本大衆文化への統制は強化され、日本大衆文化の放送や輸入に関する規制も、より確実

になっていったものの、実際には非公式的流入が増加していた。そして、大衆文化を除い

た文化交流は、政府の統制下においても徐々に増加していった。1960 年代から 1980年代初

頭までの朴正熙政権期の対日文化政策は、日本大衆文化の「選別的拒否」が行われた時代

ともいえよう。

1965 年の日韓国交正常化により、政治的・経済的交流が進行され、日韓間の公式的文化

交流も始まり、両国の間には対立よりは協力して行く方向に変化した。しかし、他方では

日本大衆文化も非公式的に流入され始めたものの、世論の反対により後退せざるを得ない

こともあった29。1965 年に「日本国と大韓民国間の文化財及び文化協力に関する協定」（韓

日文化交流協定）が調印され、日韓間の公式的文化交流も徐々に始まるものの、文化交流

を推進しようとする日本側の努力が霧散されるほど 1967 年以降 30 年の間、韓国内では多

くの国民の間に日本への反感が維持されることになった。

この時期、日本の歌謡曲を含め、韓国の歌謡曲の中でも、歌のメロディー、歌詞、唱法

などに日本的イメ－ジがあると判断されるものは、歌うことも聴くことも公式には許可さ

れなかった。

1960 年代初頭以降の韓国には各分野の日本大衆文化が次々と流入し、非公式な流入とし

て、たびたび社会問題として扱われた。たとえば、大衆音楽分野では、1960 年代になって

から新たに韓国に持ち込まれる日本語歌謡曲が増加したため、文化政策を担当する政府部

局である広報部が 1964 年に大規模な「倭色レコード取り締まり」を実施した。さらに 1965

年からは、韓国人が作詞作曲し韓国人歌手が歌う歌でも、数多くの歌謡曲が、雰囲気が日

本的であるという理由により、コンサートでの唱歌やラジオ・テレビでの放送が禁止され

ることとなった。1965 年に禁止曲指定を受けたのは、韓国人女性歌手の李美子（イ・ミジ

ャ）が 1962年に歌って大ヒットした「トンべく・アガシ」等、いわゆるトロットと呼ばれ

るジャンルの曲を中心として 157 曲に及ぶ30。発売当時 10 万枚以上の販売を記録した国民
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歌謡『トンべク・アガシ』は、歌の中に倭色イメージが濃いという理由から、軍事政権の

下で禁止曲になったものの、1987 年 6月の民主化運動以降放送が可能になった31。

放送倫理委員会（放倫）については第 3 章で詳しく述べることとするが、1962 年 6 月には

「自由で品格のある放送を目指し、民族文化の向上と公共の福祉増進を図る」という趣旨

で、放倫が発足し、63 年 1 月から放送倫理規程に基づき、放送内容の審議を始めた。さら

に放倫は放送歌謡審議委員会を置き、65 年 11月には歌謡審議規程及び放送歌謡審議細則を

制定した。それに基づき、リズム、ムード、唱法などの日本のイメージが強い歌を、その

都度曲を聴取しながら判定するというものであった32。

一方日本アニメは、韓国で公式に販売された『マジンガーZ』、『魔法使いサリー』（1975

年）だけでなく、その以前から放送された『鉄腕アトム』、『ジャングル大帝レオ』、『黄金

バット』、『アルプスの少女ハイジ』、『銀河鉄道 999』、など、アメリカなどを経由し韓国に

流入した作品も多く存在していて、ディズニー・アニメとともに韓国人に親しまれてきた。

既に 1960 年代後半から、日本のピープロダクションが日本に韓国人スタッフを呼んで研

修を行うなど日本との付き合いが始まり（この研修に東映アニメーション（当時東映動画）

が多大なる力を注いだという）、日本のアニメ界が韓国に進出したのは、1973 年頃に「ミラ

クル少女ミットちゃん」「カリメロ」などの作品の下請けを発注したのが最初で、その目的

は制作コスト削減のためであったとのことである33。

1961 年、ＫＢＳによってテレビ放送が開始されてからしばらくの間は、アニメと言えば

「ミッキーマウス」、「ポパイ」などハリウッド製がほとんどであった。しかし 1969 年 8月

にＭＢＣがテレビ放送を開始すると、日本で制作されたアニメがアメリカ製のラベルを貼

って韓国の放送界に浸透し始め、この動きはやがてＫＢＳにまで波及していった34。

また、日本の雑誌・書籍など出版物は、一部の専門書を除き輸入販売には原則として政

府の許可が必要であったが、1970 年の夏、『徳川家康』の韓国語版『大望』が 2 万セット、

40 万冊35以上という空前のベストセラーを記録し、日本書籍の輸入も急激に増加した。1987

年までは、輸入される外国の書籍や雑誌などの検査を厳しくし、左翼系として不穏と認め

られる書籍や雑誌の輸入を抑えていたが、いわゆる「6・29 民主化宣言」による政治的自由

化以降、ほとんど制限なしに輸入されるようになった36。

この時期、日本の文化に対する規制政策の特徴は、その規制の範囲を明確に設定しない

ことであった。1961 年に「公演法」、1962 年には「映画法」等を制定したものの、これは、

芸術の積極的振興を意味する政策というより規制と検閲のためであった。政府は日本の文

化を選別的に受け入れる態度を見せながら、他方では映画法・公演法などを制定し、日本

の文化が大量流入しないような措置をしたのである。

朴正熙政権はその成立時から、韓国社会の発展のためには伝統的な民族文化を保護・育

成するのみならず、国際的な文化交流によって望ましい外来文化を受け入れ、新たな民族

文化の発揚を進めるべきであるとの立場を明らかにしていた37。1960 年代初頭から約 20 年

間に及ぶ朴正熙政権期は、その基本方針の下で、法体系や組織体系を確立することにより、
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一方で基本的な文化政策体系を定着化し、もう一方で文化芸術活動に関する政府の規制を

確実化して行くことによって、対日文化政策に関しては、日本大衆文化の「選別的拒否」

と「大量流入の規制」が行われた時代ともいえよう。

韓国政府（文化部）も、当時としては、日本の文化的影響を完全に排除することは、実

際には難しく、そのことが日本大衆文化に対する警戒感をさらに強め、その後の政策的規

制の基盤を形成することになったとの認識に従い、朴正熙政権期の文化政策について次の

ようにまとめている。

「植民地支配が終了した後の朝鮮半島の随所で『倭色文化』の全面的排除が急がれたの

は、日本の朝鮮植民地政策のもとで失われかけた伝統的な文化アイデンティティをとりも

どそうとする動きとみることができる。1960 年代からは、文化財保護を中心に韓国の文化

アイデンティティを強調する文化政策が中心となり、同時に海外の技術など、韓国の近代

化や国民文化の発展に寄与する文化要素については積極的な受け入れが開始された。こう

した一連の政策は、1972 年からの朴正熙『維新』政権が、『文芸中興宣言』を出して文化発

展のための 5 カ年計画を立てる中で、ますます明確に打ち出されることになっていった」38

また林夏生は、韓国では開放以来、倭色文化排斥運動にもかかわらず、植民地時代に日

本から持ち込まれた文化要素が長く残存し、その上さらに新たな大衆音楽および小説とい

った日本大衆文化の非公式的な流入という現象が起こったが、それが日本大衆文化への警

戒感を招く一因となったと、上記と同様の見解の下で、朴正熙政権の日本文化の流入規制

政策の根拠について次のように述べている。

「1960 年代以降は、日韓国交正常化や日本人の海外渡航自由化によって両国間のヒト・

モノ・カネ・情報の移動が増大する中で、相変わらず非公式な文化流入が続いたことが、

その後の大量流入防止をねらいとする規制政策の根拠となった。韓国社会のこうした日本

文化への対応の変遷は、一つ一つは小規模な出来事である自然発生的な文化接触・交流現

象が、積み重ねによって無視できない影響を社会に及ぼし得ることを示している」39

（２）朴正熙政権による文化産業関連法律の制定と文化関連事業の促進

この時期は軍事政権の国家主導路線下での高度な経済成長政策が推進された。それとと

もに、業務進行に置いても、各部内で活気のある開発事業が着手されることになり、文化

関連業務も例外では無かった。政府の文化芸術政策が積極的に実行され始めた時期である。

現在の韓国における対外文化交流政策の基盤となる法律や組織は、この時期に整備された

部分が多い。

文教部、広報部により２元化されていた文化芸術行政は、1968年 7 月「文化広報部」が

発足されることにより、一元化されることになった。この時期の文化芸術行政は、民族文

化振興、主体意識確立のための道具であったとされている。政権維持と広報の手段として

文化を用いるために、広報部の権限が強化された時期である。

この時期には軍事政府の「反共」理念の下、経済成長政策の推進とともに、「民族主義的
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傾向の文化政策」40が行われ、民族主体性確立・伝統文化の継承に重点が置かれた。また政

府の文化芸術政策に積極性が現れ、公演法（1961 年 12 月 30 日）、出版社及び印刷所の登録

に関する法律（1961年 12 月 30 日）、映画法（1966年 8 月 3 日）、放送法（1963年 12 月 6

日）、音盤（レコード）に関する法律（1967 年 3 月 30 日）など、現在施行されている文化

関連法と呼ばれる大部分の文化関係法律が制定された。しかしこれらは、日本統治時代の

法体系をそのまま踏襲したもので、文化芸術の支援策というより政府側の広報面に偏重し

た、規制・統制のための法律だった41。また、1972 年には「文化芸術振興法」（1972 年 8 月

14 日）に基づき、文化芸術振興委員会、韓国文化芸術振興院が設置される等文化芸術振興

の基盤造成のための組織が設けられた42。

文化政策上では、文化行政の法体系が確立されたという点では、肯定的な評価を得てい

る時期だとも考えられるが、文化政策は広報面に偏重され、当時制定された法規の性格は、

規制と統制の機能を強化するものであった。この時期は、文化行政の基本的法律体系の確

立を目標として行政の専門化、利便性の向上のため関連法を制定し、関連団体を設立した。

ただし、これらの法律は、文化・芸術を奨励するより、行政手順の内容を主にする法律と

して、規制・統制の方に重点が置かれた43。

「民族の主体性の涵養」、「民族文化の創造的開発」に反するとして、日本の大衆文化の

輸入を規制してきたのは、60年代の朴政権時代に制定された法規が多い。しかしこれらの

法律の条項を見ても、「公安、美風良俗に違背し、虚偽の事実を含む映画の宣伝物を制作・

使用することは認めない、外国映画の原版を輸入して複写プリントを制作する場合には、

その外国映画の原版所有者と仲介者との輸入約定書写本を提出し広報部長官の許可を得る

こと」（映画法）44、「公安、風俗、衛生上顕著な支障があると認定される場合、関係行政官

庁はその公演を停止することが出来る、外国の公演者が国内で公演する場合あるいは外国

の公演者を国内へ招聘し講演する場合は、広報部長官の許可を得ること」（公演法）45、「韓

国の実情を歪めて宣伝・紹介することによって韓国国民の判断を誤らせる恐れがあるもの」

（外国刊行物輸入配布に関する法律施行規則）46など、その規制の範囲を明確に設定してお

らず、明確に日本だけを対象にした条項は見当たらなかった。

このように規制の範囲を明確に設定していない（日本を対象とした条項が無い）文化関

連法規によって、日本文化が規制される過程について、李志遠は次のように記述している。

「朴正熙政権が整備した文化関連法は、本来、特定の国の文化を規制する性格のものでは

なかった。しかし、日本大衆文化の流入に対する警戒感の高まりを背景として、韓国政府

がその輸入・公開を許可する例はほとんどなく、やがて日本大衆文化を扱わないというこ

とが、放送や音楽といった文化関連業界側の自主規制として、定着していくこととなった。

韓国における事実上の日本大衆文化規制政策は、このような経緯を経て、確立することと

なった」47

このような過程を経て、日本大衆文化に対する規制は確実になったものの、実際には非

公式的流入が増加していった。また、大衆文化を除いた文化交流は、政府の統制の下で徐々
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に増加していった。1972 年 2月 24 日、「文化公報部」の下部組織として設けられた「韓国

弘報協会」は、当初は政府の政策を含む国内の実情を海外へ広報することを主な目的とし

で設立されたが、1976年 3 月 10 日には、国際文化交流、国際的友好、世界平和に寄与し推

進することを目的とし、「国際文化協会」に改組された。この協会は海外重要人物の招聘、

芸術公演などの派遣・招聘など従来外務部にて行われていた各種事業に加え、各種国際学

術会議への派遣、学生交流などの事業を行い、またこれに加え『アジア公論（日本語）』、『Ｋ

orea Ｎewsreview（英語）』などの外国語の出版物事業にも取り掛かり、文化交流事業を専

門に行う韓国で最初の組織となった。その主な事業として 1972年のミュンヘンオリンピッ

ク大会への韓国民族芸術団派遣、第 4次世界詩人大会などが行われた48。

国際的な文化交流の主張は、1972 年 12月の「維新憲法」成立を前後する体制建て直しの

時にも、再び頻繁に繰り返されるようになった。たとえば、1974 年からの「文芸中興 5 か

年計画」の方向性を明示するものとして 1973年に出された「文芸中興宣言」では、「民族

中興の歴史的転換期を迎え、新たな文化創造の使命を切実に感じている」韓国国民が、「盲

目的な復古傾向を警戒し、分別のない模倣行為を排斥し、浅はかな退廃風潮を一掃して、

自国の芸術を確固たる伝統の中に花咲かせ、自国の文化を頑丈な主体性の中に根付かせる」

こと、そして「文化の活発な国際交流を通して人類文化に寄与することを誓う」ことが述

べられている49。

1972 年 8 月 14 日に制定された「文化芸術振興法」に基づき、1973 年「韓国文化芸術振

興院」を設立し、1974 年から経済開発計画と類似する形態の「文芸中興 5 か年計画（1974

～1978）」を本格化した。政策目標の中には「文化芸術の積極的な国際交流を通じる文化韓

国の国威を宣揚する」という一方的な文化交流原則が含まれていた50。さらに 1979年には

「文化公報部」の内部に「国際交流局」が設置されたほか、海外での韓国文化紹介に拠点

となる「韓国文化院」が東京とニューヨークに、翌年はロサンゼルスとパリに、相次いで

開設された51。

朴正熙大統領は、1971 年の第 7 代大統領就任演説の中で「先代の伝統と文化を継承・発

展させるとともに、文芸・学術の積極的な発掘、文化韓国の中興への格別な関心と支援を

していく」52と述べ、1968 年に発足した「文化広報部」による文芸振興長期計画が立案され

た。国家レベルでの最初の文化政策長期計画として、1974 年から 1978 年まで施行された第

１次「文芸中興 5 か年計画（1974～1978）」53では、伝統文化を継承しつつ、新たな民族文

化を創造することにより、文化中興を成し遂げることを目標とし、①正しい民族史観を鼎

立し、新しい民族芸術を創造する、②芸術の生活化、大衆化による国民の文化水準の向上

を図る、③文化芸術の国際交流を積極化することにより、文化韓国の国威を宣揚する等の

重点目標の下、事業が展開された。この計画の投資規模は、政府予算、文芸振興基金、映

画・出版基金など総計 480 億ウォンに及んだ。部門別投資実績を見ると、70％以上が文化

財、国楽などの伝統文化部門に投資され、芸術振興部門には 59 億余ウォンが投資された。

このような投資規模として推進された 5 年間の主要事業実績は次のようである。
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まず、文芸振興の基盤助成のための制度と施設が整備された。「文化芸術振興法（1972年

8 月）」が制定され、「文化芸術振興委員会」、「韓国文化芸術振興院（1973 年 10月）」が設

置された。施設としては、国立慶州博物館、光州博物館、世宗文化会館（ソウル市）が建

設された。

これと並行して、新たな民族芸術の創造のため各分野の芸術創作の支援が行われた。

国際交流としては、「韓国美術 5 千年展」が 1976 年に日本で、1979 年にはアメリカで開催

された。民族芸術団、国楽演奏団、パンソリ等の伝統芸術の海外での公演数も増加した。

音楽公演は 1972 年には年間 92 回の公演実績だったのが、1978年には 300 回以上の公演実

績を上げた。

このような、文化芸術振興の取り組みは経済発展に伴う国民生活水準の向上を背景とし

て、政府の文芸振興策が促進剤となって進んだともいえる。しかしながら、この期間は、

維新統治時代のもと、政府による監督、規制が強化された状況での文化振興計画の推進で

あったことから否定的に評価される面もあった。この時期では、政府予算事業とともに民

間資本である文芸振興基金による事業も政府の主導・監督下で行われた54。

第１次「文芸中興 5か年計画」（1974～1978）の実行過程で得た経験に加え、新しく提示

された方向で成案された第 2次「文芸中興 5 か年計画」（1979～1983）では、第 1 次計画の

3 倍に達した投資規模により、部門別投資額も大幅に増加した。しかしながら、第 2次計画

は、1979 年に発生した 10.26 事態（朴正煕大統領暗殺事件）以降の政治変革により、計画

が中断されたまま、政権が変わることになった。

【表Ⅱ－1】 第１次「文芸中興 5か年計画」資金調達実績 （単位：100 万ウォン）

区分 総計
構成比

（％）
1974 年 1975 1976 1977 1978

総計 48,542.4 100.0 4,239.0 4,757.9 5,464.2 12,322.0 21,759.3

政府予算

一般会計

文化財特別会計

経済開発特別会計

38,029.4

29,350.9

6,685.6

4,992.9

78.4

60.5

7.6

10.3

2,828.5

678.5

849.8

1,300.2

3,171.7

726.9

731.9

1,712.9

3,687.2

918.7

788.7

1,979.8

9,739.9

8,904.0

835.9

―

18,602.1

18,122.8

479.3

―

民間資本

文芸振興基金

映画振興基金

出版金庫

10,513.0

6,757.4

3,537.8

217.8

21.6

13.9

7.3

0.4

1,410.5

990.4

402.7

17.4

1,586.2

1,127.6

410.0

48.6

1,777.0

1,200.5

557.3

19.2

2,582.1

1,762.3

796.5

23.3

3,157.2

1,676.6

1,371.3

109.3

出典：韓国文化芸術振興院『文化発展中・長期計画研究』文化発展研究所、1989 年、11 頁。

（３）全斗換政権期：「反日」から客観的・理性的な「克日 」へ

1979 年 10月 26 日に朴正煕大統領暗殺事件が起きると、暗殺事件の捜査を指揮した保安
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司令官全斗煥陸軍少将は、12月 12 日の粛軍クーデターによって実権を掌握し、1980 年 5

月 17 日に「5・17 非常戒厳令拡大措置」を実施、「5.18 光州民主化運動」を鎮圧した後、9

月に大統領就任し、翌 1981 年から第五共和国政府をスタートさせた。

全斗煥が大統領に就任して第一に目標としたのは、当時マイナス成長に陥っていた経済

の建て直しであった。1982 年には長年続いた夜間外出禁止令を解除するとともに、「日本か

ら学んで、日本に追いつこう」をキャッチフレーズに、「克日」を主張し、在任中に主要な

経済指数のほとんどを上向かせ、オリンピックの誘致にも成功した。

1965 年の日韓国交正常化以来、日韓関係は、着実な発展を見てきており、両国間で広範

な分野にわたって交流と協力が行われてきた。とはいえ、1982年にいわゆる「歴史教科書

問題」が注目を集めるようになると、韓国では日本の右傾化や拡張主義に対する警戒が強

まり、大衆文化の流入についても「日本による文化帝国主義的な侵略」であるとしての批

判が起こった55。

1983 年 1 月、中曽根首相よって日本の総理大臣としては初めての訪韓が実現し、8 月末

に日韓定期閣僚会議と日韓外相会談等の政府の協議を通じ、日韓間の産業技術協力問題、

漁業問題等についての進展も見られた。また、9 月の大韓航空機撃墜事件、10 月のビルマ

での爆弾テロ事件により、困難な立場に置かれた韓国に対し、日本側は政治的、外交的に

協力、支援に努めた56。

全斗煥政権期には、1981 年の日韓議員連盟第九次合同総会において、両国間の文化交流

を促進するための基金の設置が決定され、1983年には日本側に日韓文化交流基金が設置さ

れている。また、同年の中曽根首相の訪韓に際しては、「経済関係のみならず文化交流をも

行なおう」とする提案がなされ、第一回の日韓文化交流実務者間協議が開かれるとともに、

従来は規制政策によって不可能であった、日本伝統芸能の公演が特別に許可されるという

ケースも見受けられた57。

1984 年には 9 月 6 日から 3 日間、全斗煥大統領により、韓国の元首として初めての日本

公式訪問が行われた。両国関係及び国際情勢等につき幅広い意見交換を行い、8 日には両首

脳による共同声明が発表された。両国首脳相互訪問が実現したことは両国にとって歴史的

な出来事であった。また、1986 年 9 月には中曽根首相がソウルでのアジア大会に出席し、

1988 年のソウル・オリンピック及びアジア大会への協力の一環として、同大会に支援を行

うことを表明した58。

全斗煥大統領が日本を訪問した 1984 年、そして実務者会議が続行された 1990 年（第４

次韓日文化交流実務者会議）までは、日本が積極的に文化交流を要求した時期に当たる。

その間韓国政府の対応策がまったくなかったわけではないが、段階的な導入のために検討

を約束する水準に留まっている。この時期の韓国政府の立場は、大衆文化の交流は、あく

までも民間レベルでの事業である以上、政府が介入して決定することはないというもので

あった59。

この時期、結局日本文化の開放は実現されなかったが、それでも徐々に日本の文化は流
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入していった。テレビでも日本のアニメ放映が次第に増え、ＫＢＳとＮＨＫでドキュメン

タリーの共同制作も始まった。1986年からはＮＨＫ衛星放送の実験放送が始まり、1987年

には韓国が万国著作権条約に加盟した。こうして、日本の漫画や雑誌を始めとする出版物

が急速に流入するようになった。日本のアニメが頻繁に放送されるようになり、日本のテ

レビ局との共同制作などによって、韓国国民は日本文化に親しむことになった。

この時期は、韓国政府による日本文化の無条件排除・選別的受け入れという規制方策に

もかかわらず、相対的に競争力の強い日本文化が徐々に流入し、韓国社会に浸透していっ

た時期である。

また同時期、韓国内では、1980 年 5 月に「非常戒厳令」が発令され、1980 年 11 月に「言

論統廃合」が断行された。また 1980年 12 月には、言論を規定する象徴的措置としての「言

論基本法」60が制定された。しかし、この法律は言論の自由の保障の側面より、公的責任の

義務を強調したため、言論活動を委縮させるという批判を受けたこともあった。かくして、

言論の自由を侵害する違憲的要素が多いということから、「言論基本法」は盧泰愚政権の発

足の前に廃止し、「言論基本法」の問題条項を全面排除した法律を 1987 年 11 月に制定し、

以前のとおり、「定期刊行物の登録に関する法律」（1987 年 11月 28 日）、「放送法」（1987

年 11 月 28日）を制定することになる61。

このように、1980 年の「言論基本法」の制定により、同法の中に放送部分が含まれるこ

とになり、放送法は廃止されたが、1987 年には新たな「放送法」、「定期刊行物の登録に関

する法律」などが制定された。その他、「韓国放送広告公社法」（1980年、1982 年）、「公演

法」（1981年、1986 年）、「音盤に関する法律」（1981年）、「文化芸術振興法」（1982 年）、「映

画法」（1984 年、1986 年）、「文化財保護法」（1982年、1984 年）、「著作権法」（1986 年）な

どを改正・補完しつつ、民主的文化政策の推進と文化交流の促進を試みた62。しかし、これ

ら一連の政策は、権威的で、文化全般の自由のためというよりも、政権維持のための文化

政策であったと考えられる。

一方、韓国国内では従来の主観的・感情的な「反日」から客観的・理性的な「克日」、「知

日」へと対日観の変化が現れ始めた時期でもあった。日本への関心が日増しに高まり、歌

舞伎や演劇などの一部の公演が韓国で行われた63。

韓国のマスコミでは、日本を全面的に否定する「反日」とは異なり、日本を知り、日本

を克服しようという、「知日」、「克日」論が台頭した。この議論は、少なくとも、いわゆる

「歴史教科書問題」が発生した年である 1982年 8月 15 日、「日韓新時代」を提唱した全大

統領による、解放記念日の演説にまで遡ることができ、翌年、韓国の『朝鮮日報』は、「克

日の道、日本を知ろう」と題するシリーズを企画し、知識人の議論を掲載した64。

（４）軍事政権下の交流事業促進と大衆文化規制という二重文化政策

1980 年代中盤以降、韓国政府は、従来の国際観光振興中心の政策から脱皮し、海外観光

と国内観光の振興を同時に追求した。1975 年 12 月に、観光産業を国家戦略産業として指定
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し経済政策の一環として推進した結果、観光を通じた外貨輸入が 1982 年には 5 億ドルを超

え、1986 年には 15 億 4,800 万ドル65を記録した。一方 1983 年に国民の部分的な海外旅行自

由化を実施して以来、1989 年に全面的な海外旅行自由化を実施することになり、国民の間

では海外旅行ブームが起こった。

全斗換政権期では「文化芸術と国際交流の拡大」という目標を掲げて、1986 年のアジア

大会に続き、1988 年にはオリンピックのソウル大会を成功させるなど大規模な国際交流を

実現することに努めた。ソウル大会を契機として、日本における韓国への関心も高くなり、

上記の韓国における海外旅行自由化と相俟って、両国間の一般市民レベルの交流も幅広く

行われるようになった。

文化関連事業としては、文化部門にも比重を置く第 6 次「経済社会発展 5 か年計画文化

部門計画（1987～1991）」が策定され、次のような内容で推進された。まず、体系的・持続

的に専門資料を蓄積、活用する（「文芸振興院」の傘下「文化政策研究所」を設置し、定期

的な文化資料の調査、文化政策研究、文化芸術専門人材の育成などを主要事業とする）、第

2 に、文化創造の力量を引き上げる（著作権法、税法など文化産業関連法令を改正、文化産

業の育成、専門人材の育成を行う）、第 3 に、国際文化交流を拡充させる（外来文化受容中

心の国際交流から韓国文化の海外発信に力点を置き、対等な立場での国際交流を活性化さ

せる）等66。この計画を通じ、文化の民主化、文化の国際化、文化創造の活性化を目指して

いくとともに、文化が国家発展の原動力となるため、国家政策の中での文化政策の割合を

高めることを目指した。

朴正熙政権と全斗煥政権という 2 つの軍事政権下における韓国の文化行政の特徴は、国

家と民族文化の発展を目標とし、そのために必要な外来文化の導入を促進しつつ、社会的

混乱を招くおそれのある文化は交流の対象から除外して国内的にも強い規制の下に置こう

としたことにあった。それゆえに日本との国交正常化以来、輸出産業用の資本財や中間財

をめぐって急速に対日依存関係が深まる中で、日本語の習得や日本への留学は、もはや従

来のようなタブー視の対象としてよりも、日本からの技術転換を進め、韓国の発展にも資

するという意味で、むしろ奨励や肯定的評価の対象として位置づけられつつあった。ただ

し、外来文化の必要以上の流入は、反政府的な行動を煽動する不穏思想に流入の機会を与

え、特に大衆文化の流入は韓国の未成熟な大衆文化産業に打撃を与えるものであるという

視点は維持され、原則的には慎重な対応がとられていた67。

中曽根首相が韓国を訪問した 1983 年以降には、能や歌舞伎などといった日本の伝統舞台

芸術の韓国公演が、特例扱いで許可された。この年、両国は文化交流の拡大について原則

的に合意し、日韓文化交流実務者間協議の開催に至ったのだが、これを契機に、日本側が

その翌年の 1984 年に、全斗煥大統領訪日をとらえて、政府レベルでの日韓文化交流委員会

の常設および大衆文化を含む文化交流の拡大を求めたが、韓国側はやはりこれを時期尚早

として拒否している68。

このように、この時期の日韓文化交流は、実利的な日本語教育や伝統芸術、民族芸能な
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ど、一部分の文化交流は正式かつ急速に促進される一方で、その他の部分、特に大衆文化

の交流は韓国から規制あるいは拒否されるという、文化交流事業の「促進」と大衆文化流

入の「規制」という「二重性」を持つ文化政策であった。

林夏生は、軍事政権期における「反共」「反日」に象徴される文化規制政策の特徴につい

て、必要以上の外来文化の流入は、反政府的不穏思想（共産主義）に流入の機会を与え、

大衆文化（日本大衆文化）の流入は、韓国の未成熟な文化産業に打撃を与えるとして慎重

な対応が採られたと捉え、その影響について次のように述べている。

「朴正煕・全斗煥による軍事政権期における文化政策によって、外来文化の流入から遮

断され、国内的な規制にも強く縛られた韓国国内の大衆文化産業は、徐々に弱体化を余儀

なくされ、国際的な競争力を失っていった。朴正熙政権は、1973 年の映画法改正で『韓国

映画振興公社』を設立し、外国映画クオータの割当や映画振興資金を調達、管理するなど

の任務を与えるとともに、映画会社を許可制にして、『維新体制』の擁護と『反共』のため

の映画製作を推進させた。こうした制約によって創作の自由が損なわれた映画業界では、

映画作品が質量ともに低下するとともに、全般的な不景気の中で観客動員も減少の一途を

たどっていた。このことが、やがて民主化に伴って規制緩和が起こる中、外来大衆文化の

流入を激増させる一因となったとされている」69

３ 民主化による日本文化開放の必要性の認識と日本文化開放の公論化

― 盧泰愚政権期・金泳三政権期（1988～1998）―

（１） 盧泰愚政権期：民主化と日本文化開放の必要性の認識

1987 年 12 月の直接選挙を経て大統領に就任した、盧泰愚（ノ・テウ）政権は、「6・29

民主化宣言」で謳われた基本的人権や言論の自由の保障等を実現すべく、「文化の自律化」

の名のもとに従来の言論規制政策や文化関連法を次々と緩和・撤廃していった。また同政

権は、これまで北朝鮮寄りとされてきた国々とも外交関係を樹立し関係を改善させる「北

方外交」を積極的に推進した。結果として 1988 年のソウル大会の参加国数はオリンピック

史上最高となり、それまで厳しく制限されていた共産圏諸国からの映画や書籍の輸入・公

開も許可されるようになった。1992 年には外務部の下部組織として「韓国国際交流財団」

が設置された。こうした全方位的な対外文化交流事業は、次の金泳三政権でも引き続き推

進されていくこととなる。

また経済的には、韓国政府は 1970～80 年代から先進国の市場開放圧力に対応しつつ、持

続的な開放政策を推進してきたが、1986 年から開始されたＧＡＴＴのウルグアイラウンド

が 1994 年に最終的に妥結し70、これにより金泳三政権に入り 1995年にはＷＴＯに加盟する

ことになった。また国際経済の世界化・地域主義拡散の動きに対応し、世界経済秩序形成

に積極的に参加しようと、1995 年 3 月にＯＥＣＤ加盟申請書を公式に提出し、1996 年 12

月には 29 番目の正式加盟国になった。この時点で韓国は経済成長率（ＧＤＰ）7.1％を達
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成し、29 か国の会員国の中で経済成長率部門では一位、経済規模としては 9 番目の国とな

った。ＯＥＣＤ加盟国は、「資本移動の自由化規約」、「貿易外取引（サービス取引）自由化

規約」の両自由化規約を遵守することになる71。このような動きが、韓国の文化市場を拡大

させることに繋がった。

韓国政府は、ウルグアイラウンド妥結に対応し 1993 年 6 月「外国人投資開放 5か年計画

（1993～1997）」を樹立し、外国人投資制限業種を 224 業種から 132 業種に縮小した。引き

続き、1994年 6 月には 150 個の制限業種の内 43 個の業種に関しては投資基準を設け、54

業種に関しては 1997 年以降基準を設けるよう 5 か年計画を修正しつつ、開放を進展させた。

しかし、1996 年にＯＥＣＤに加盟することにより、最終的に 44業種に対する留保及び開放

計画を提出することにより、5 か年計画修正案より 1 年前倒しでその開放幅を拡大した72。

ウルグアイラウンドでは、その間、交渉対象にならなかったサービス交易部門の市場開放

を対象に含めることとなった。これにより、工業産品に制限された韓国経済の対外開放が

大幅に進展することになった。韓国政府はサービス部門の計 155 業種の内 78 業種に対して

許可を下した。その結果、韓国のサービス開放度は 31.5％になり、高所得国家の平均値

40.6％よりは低かったものの、シンガポール（27％）、メキシコ（22,3％）、香港（18,4％）

より高い水準になった73。

日本との関係では、1988 年 2月、日本の竹下首相は、盧泰愚大統領の就任式に出席のた

め訪韓し、同国史上初の平和的政権移譲が実現したことを祝し、盧泰愚大統領との首脳会

談では、オリンピック・ソウル大会成功のための協力姿勢を明らかにした。 1988年 8 月の

日韓首脳会談の際には、人的交流などを推進する「日韓 21 世紀委員会」が設置され、1992

年には韓国から大規模な文化紹介イベント「韓国文化通信使」、1994 年には日本から「日本

文化通信使」という行事が行われた。1988 年にはオリンピック・ソウル大会が開催され、

発展を遂げた韓国の姿や生活文化、言語などが世界に伝えられ、国際的な認知度が上昇し

たことは、韓国社会の内外における文化アイデンティティの確立に大きく寄与した。日本

大衆文化に対する規制緩和を容認する意見が出てきた 1980 年代後半は、韓国の文化政策を

めぐる急激な変化が集中して起こった時期でもあった74。

1990 年、5月 24 日から 26 日間の盧泰愚大統領が訪日の際、天皇より「日本によっても

たらされた日韓両国間の不幸な時期に、韓国国民が味わわれた苦しみに対し、痛惜の念を

禁じえない」との言葉が述べられ、また盧泰愚大統領は韓国大統領として最初で日本国会

での演説を行い、望ましい日韓関係のための大統領の率直な立場を伝えた。両国首脳は会

談の結果過去史と関連した「3大懸案」の基本方向に合意し、人的・文化交流を通じた未来

志向的協力関係強化及び国際分野での協力体制を構築して行くことを認識した75。

この時期の文化関連法律としては、1987 年の 6・29宣言により、1980 年 12 月に制定さ

れた「言論基本法」が廃止され、1987 年 11 月には、放送の自由・公的機能を保証すること

により、民主的世論の形成かつ国民文化の向上を目指し、公共福祉の増進に寄与すること

を目的として、「放送法（1987 年 11月 28 日）」が、1991 年には「音盤・ビデオに関する法
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律（1991 年 3 月 8 日）」が制定された。「放送法」の基本趣旨は公営放送を維持しつつ、放

送内容に関する政府の関与を徹底的に排除することで、その機能は放送委員会で担当した。

「放送委員会」による権限拡大に対処するため、「放送法」では 12 人の委員に増員した。

また、「放送委員会」による権限乱用を防ぐため、「放送委員会」の運営に対する政府の関

与を排除する代わりに、国会への報告書提出の義務を課すことにより、最小限の民主的規

制手段を取った76。

この「放送法」により、言論の自律性を最大限に保障する新聞・放送分野の関係法律と

制度を大胆に改革し、言論の自律と競争という新しい時代に入ることとなった。また、1990

年 8 月の「放送法」の改正により、民営放送制度が導入され、1991 年 12月にはＳＢＳが開

局した。2000 年 2 月 13 日には従来の「放送法」と「総合有線放送法」、「有線放送管理法」

「韓国放送広告公社設置法」などを単一法として統合し、統合放送法として改正すること

になった。

また、1990 年に文化部の発足とともに「文化発展 10 か年計画（1990 年～1999 年）」が設

定された。この計画では、文化の受容者である国民を対象に、政策の方向を転換させるた

め、第 1 段階（1990～1991）では、新たな文化政策の創出を目標とし、政策実践のための

調査研究、事業推進等のための資料収集及び情報処理を、第 2段階（1992～1996）では、

新たな文化政策の実践・定着を目標とし、国民の文化享受能力向上のための積極的な文化

政策実践を、第 3 段階（1997～2000）では、高度情報産業化時代に相応しい文化芸術領域

の確保及び文化福祉概念に基づいた国民文化享受の実現等を事業方向性として企画し実践

に移した。同計画の重点事業課題としては、文化芸術創作活性化への支援、著作権保護制

度の整備、伝統文化の生活化、国際文化交流の基盤助成、韓国文化の海外普及の拡大、国

際文化交流拡大等が立案された77。

この時期、アジア・太平洋地域を中心とする東アジア文化圏の影響力が増大し、オリン

ピックの開催などによって韓国文化が徐々に認知されるようになった。一方日本文化に関

しては、この時期から日本文化開放の必要性が認識され、日本文化開放が公論化され、「3

段階開放」論などの議論が行われるようになった。

1980 年代末カラオケの普及とともに、日本の歌謡曲も歌われるようになり、ＮＨＫ衛星

放送も実施された。衛星を通しての文化的侵略の恐れがあるとの声もあったが、衛星放送

の開始以来 1 年も経たないうちに 10 万世帯以上が受信装置を設置した。さらに、韓国では

1989 年に海外旅行が完全自由化され、日本文化が直接体験出来る機会が増えた78。

1989 年の日韓間の訪問者総数は、合わせて 200万人に達している。こうした動向を踏ま

え、盧泰愚大統領の訪日の際、1年間有効の数次査証の発給を含む「査証簡素化書簡」の署

名が行われた79。これにより、両国間の人的交流はますます活発化し、1987 年から普及され

た衛星放送により、全国の 40～50 万世帯は日本ＴＶを視聴する状況となり、「ハナエモリ

がデザインした服を着て、日本衛星ＴＶ・ビデオを好み、カフェではキリン・アサヒビー

ルを飲む」のが一部若年層の風景のようになってきた80。



74

日本文化を直接体験出来る機会が増え、韓国社会では日本製品の非公式な流入が増加し、

日本文化の開放の必要性が、徐々に社会的に認識されるようになった。日本大衆文化開放

が公論化され、賛否両論はあったものの、段階開放のための基礎が作られた。政府レベル

でも徐々に日本の文化の開放についての賛否両論が出始め、日本文化開放の必要性が認識

された。例えば、1987 年の「6・29 民主化宣言」によって、「言論基本法」が廃止されるこ

とになり、「表現の自由を統制し過ぎた」として「倭色歌謡」が解禁されたが、それまでの

約 20 年間に放送を禁止された「倭色歌謡」は実に 250 曲に達していた81。

この頃の日本文化に対する関心を、ハンギョレ新聞は次のように述べている。「日本のフ

アッション雑誌・芸能出版物を誇らしく持ち歩く若者が少なくない。日本帝国主義の支配

を受けた老人世代や中年世代の間でも日本文化を憧憬しているものも多い。衛星放送で日

本ＴＶを楽しんでいる人口も日々増加している」82韓国社会に既に浸透している日本文化は、

日本文化開放の反対論者らを困惑させたとみられる。

日本大衆文化に対する規制の緩和を容認・支持する意見が韓国政府の内部から出され始

めたのは、1988 年の盧泰愚大統領による「今の韓国の状況は、日本の音楽や映画などの大

衆文化を十分受容しうるものである」という発言からであった。1990 年には、李御寧（イ・

オリョン）文化部長官が日本大衆文化の輸入解禁を主張し、1992 年には李秀正（イ・スジ

ョン）文化部長官も「ロシアや東欧、中国の文化まで受け入れている状況で、日本文化だ

けに門戸を閉ざしているのは好ましくない」との考えを明らかにした。

また、1994年 1 月末には孔魯明駐日韓国大使が、韓国在外公館長会議に出席するため一

時帰国した際の記者会見で、日本との文化交流に関する質問に対し、「日本では優秀な韓国

映画が上映され評価されている一方で、韓国では書籍・ビデオテープ・衛星放送などを通

じた『黙認された非公式的な流入』による接触が主である」として、「良質な日本大衆文化

については段階的に選別して公式に受け入れ、日韓両国の文化交流と相互理解を本格的に

推進すべき時期に来ている」83と発言した。

（２） 金泳三政権期：日本文化開放の公論化及び「3段階開放」論

盧泰愚大統領の任期満了に伴い実施された 1992年の第 14 代大統領選挙にて、長らく野

党の立場で活動し，弾圧を受けたりもした金泳三が当選した。翌 1993年に金泳三政権が誕

生することになったが、これにより朴正煕政権以来 32 年間続いていた「軍事政権」は消滅

し、金泳三政権は「文民政権」と呼ばれることになった。

金泳三大統領は、1994 年年頭に「世界化」、「国際競争力の強化」という国政運営の目標

を示すとともに、行政の充実、経済の活性化、国際競争力の強化に取り組むとの方針を明

らかにした。また、公明正大なカネのかからない選挙によって「政治改革」を実現すべく、

3 月の統合選挙法成立、地方自治法改正を実現した。

この時期、日本の映画、歌謡曲などの一般公演が禁じられている韓国では、1992年に日

本で行われた「韓国文化通信使」の答礼として、1994 年、2 月 25 日、「日本文化通信使」
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を実施した。日本政府が韓国政府の協力を得て劇団四季のミュージカル「Jesus Christ」

が開演され、韓国側は古典劇をだしものにしたが、日本側からは歌舞伎、能などは紹介済

みとして、外国での公演で評判を得た劇団四季の作品を用意した。日本大衆文化の開放に

関する論議が活発になっている韓国では、これを「文化的な事件」と受けとめた84。

1993 年、1995 年の、一部の日本政治家による歴史歪曲発言もあり、一時的に両国関係が

緊張された時期もあったが、1995 年に日韓両国は 2回の首脳会談を行い、緊張関係を克服

することに努め、その結果が 1995 年の大阪ＡＰＥＣでの首脳会談の開催に繋がった85。

1996 年 5 月 31 日に決定された 2002 年のサッカー・ワールドカップ日韓共催を契機に、6

月済州島で日韓首脳会談が行われ、従来の首脳会談とは異なる、過去史問題を議題に含ま

ないで両国の友好協力関係構築方策を重点的に協議し、その結果、青少年交流拡大のため

の両国間協議機構設置等にも合意した86。

1997 年 1 月の金泳三大統領と橋本首相との首脳会談の際、橋本首相は「両国は協力し合

いながら友好関係を深めて行くことが重要である」と述べ、金大統領も、従軍慰安婦問題

などを念頭に「過去を直視しながら、未来志向の関係を構築して行くべき」と述べた。ま

た竹島（独島）の領有権問題で、橋本首相は「友好協力関係を維持しつつ、相互理解して

行くのが望ましい」とアピールし、両国の教員、学生などが参加する「日韓青少年交流ネ

ットワーク・フォーラム」を開催することに合意し、未来志向の関係を構築していくこと

とした87。

一方でこの時期、韓国内では日本大衆文化解禁の是非をめぐって、日本文化開放の論議

が公式に行われ、賛否両論にわたる活発な議論が展開され始めた。既に非公式的なルート

を通じ流入する日本の大衆文化の実情から、市場開放の必要性が認識され、前述したよう

に孔魯明駐日韓国大使の開放不可避論発言を契機として公式に論議が開始された。

これにより政府内でも日本文化の開放に関する議論が始まり、金永三政権は、1994 年 2 月

25 日に、概略以下の内容の「三段階開放」政策を発表した。

一段階では国際歌謡祭や文化行事などで日本語の歌を歌うこと、並びに韓国映画への日

本人俳優の出演を解禁する。

第二段階で日本の歌謡曲の国内での歌唱と音盤の輸入を解禁する。

第三段階では日本の劇映画の輸入を解禁する。

これは、日本の映画や歌謡曲などの大衆文化の、段階的解禁の基本方針であったが、そ

の直後、1995年の日本の国会における「戦後 50 周年決議」の問題や 1996年の竹島（独島）

問題等の政治問題発生を背景として凍結されてしまった。しかしこの方針は、その後の日

本文化開放の実施の際に参考にされることになった88。

1994 年の孔魯明大使の発言については、日本大衆文化解禁の是非をめぐって、賛否両論

にわたる大規模な議論が展開された。孔発言を報道した当時の新聞の論調では、「日本文化

にだけ神経質な反応をする時代は終わった」（韓国日報）、「段階的・選別的という原則で堂々

と受け入れる時がきた」（中央日報）、「孔大使の論理に反対するのは難しい」（ハンギョレ
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新聞）といった積極論と、「国際化の時代に、隣人同士が文化の壁を隔てて生きていけるわ

けがない。障壁がなくなったとしても、日本文化に一方的に圧倒されるものではない」と

しつつ、韓国国民にわだかまる対日感情を考慮して「慎重な議論を経て民族的な合意を引

き出すべきだ」（東亜日報）とする慎重論が、対抗する形で戦わされた89。

この時代はまた、放送技術やインターネットに象徴される情報技術の急速な発達によっ

て、文化を伝達する「モノ」即ち「手段」の技術や制度の革新や自由化により、規制その

ものが無意味になってきた時代とも言える。そして韓国が国際的な文化情報発信を積極的

に行い始めたことにより、従来であれば非難の的であった日本大衆文化の流入が、むしろ

解禁を主張する理由のひとつへと変化していった。

この時期に開放が一挙に決定まで進展した訳ではないが、論議そのものは殆ど開放に傾

き、その段階を具体化する方策が検討され始めていた90。

この時期の文化行政組織に関しては、1990 年 1月「政府組織法」改正により、従来の広報

処から分離され「文化部」が公式に発足した。また、1993 年 3月には、文化政策と体育政

策を一元化させる新たな政策が必要であったため、文化部と体育青少年部を統合し、「文化

体育部」を発足させるとともに、1990年代中盤からは文化が創出する産業的付加価値が認

識されることによって、当時、文化体育部の中に関連部署（文化産業局等）が新設されて、

予算も大幅増えることになった91。

一方、1992 年には、第 7次「経済社会発展 5 か年計画文化部門計画（1992～1996）」が開

始されたが、この計画には文化部門の計画が含まれることになった。この計画では、文化

の民主化、開放化、国際化が強調され、文化の長期発展計画が樹立され、すべての国家政

策が文化の視点から点検・検討されるべきであることが強調された点で、その意義がある

といえよう。この計画は、国民の文化的要求が高くなってくると同時に、文化享受のため

の環境を整える必要があり、それに応じる新たな戦略であり、伝統文化芸術の伝承・発展、

国民の文化享受権の伸長のための文化プログラムの開発、国際文化交流の増進のための、

国際水準の芸術行事創設などを主な事業内容とした92。

とりわけ、この時期文民政府93文化政策の基本方向と推進計画は、「文化暢達 5 か年計画

（1993～1997）」に反映されている。文化の開放化・国際化を目指して文化産業を高付加価

値産業として位置づけるものであった。本計画は、1993 年に発表された「新たな文化・体

育・青少年振興 5 か年計画」の中での、文化部門計画の詳しい内容を提示している。同計

画の主な事業内容としては、「民族精気の確立のための海外流出文化財資料調査及び文化財

返還運動・伝統芸術館総合資料館の運営・人間文化財活動支援」、「文化環境の改善のため

の文化芸術振興基金 3,000 億ウォン（約 300 億円）造成・韓国文化政策研究院の設立及び

運営」、また、「文化産業開発と企業文化活性化への支援、韓国文化の世界化」などがあっ

た94。

1993 年の大田ＥＸＰＯの成功的開催につづき、1994 年には、韓国伝統文化を世界に知ら

せ、観光発展の飛躍を目指し、「韓国訪問の年95」事業を推進した。観光業務を担当する文
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化体育部では、韓国的文化観光産業開発を推進し、全国の民族文化資源を 200 の文化観光

コースとして開発し、宮廷文化行事再現など観光と文化の連携に観光政策の中心を置き、

「観光振興 10 か年計画（1996～2005）」を推進した96。

その他、この時期の文化関連法律としては、自律的な創作環境を造成するための施策・

基本事項を定め、国民の文化生活向上及び映像産業の競争力を強化させることを目的とし

て「映画振興法」（1995 年 12 月 30 日）、1967 年の音盤に関する法律の内容にビデオに関す

る事項を補完した「音盤・ビデオに関する法律」（1991 年 3 月 8日）が制定された97。

第２節 金大中政権による「日本文化開放」への過程とその背景

韓国では、1998 年に日本文化か開放されるまで、日本の大衆文化の輸入や流通などの公

式的な取引と視聴を国民に対し規制してきた。日本文化開放に関しては、日韓歴史問題、

民族主体性の喪失、国民情緒的問題、文化的同質化、文化帝国主義への懸念、韓国内文化

産業への影響、青少年の日本文化受容への対応策不在など様々な理由からの否定的世論が

多かった。その背景を端的に整理すると、過去の日本による統治の歴史からくる「対日（反

日）感情」、韓民族固有の文化への影響に対する不安が掻き立てる「国民感情」、そして国

内文化産業への圧迫を危惧する「経済的影響」が主な理由であり、開放以前の各政権にお

ける文化政策と対日文化規制への取り組みの状況は、前節で見てきた通りである。

日本は 1965 年の国交正常化以降、韓国に対し韓国における日本文化の開放と文化交流を

働きかけてきたが、1998年 10 月の金大中大統領の訪日を契機に、それまで長年に亘り両国

間で議論されてきた日本文化開放が実現することとなった。そして、1998 年 10月 20 日に

は第 1 次開放が実施され、次いで 1999年 9 月 10 日第 2 次開放、そして 2000 年 6月 27 日

には第 3 次開放、2004 年 1 月 1 日には第 4 次開放、2006 年 1 月 1 日に第 4 次追加開放と、

日本文化の開放は段階的に実施されてきた。

本節では、金大中政権下で実現された日本大衆文化の開放の経緯とその過程を検証する

ことによって、日本文化開放に至る韓国内の社会的背景を考察、分析する。

１ 日本文化の開放に向けた動きとその過程

1965 年の日韓基本条約により、日本統治時代が終わって以降 20 年間も断絶していた日韓

間の交流が始まった。しかし、日韓基本条約が両国のすべての交流を正常化することを意

味するものではなかった。韓国はその後も日本文化の正式受け入れを拒否し続けてきた。

しかしながら、韓国政府にとっても、日本大衆文化開放は、国際化・世界化の中にあって、

国内文化産業の競争力強化の視点から、避けられない国家的課題になっていった。

1965 年が国交正常化の年であれば、1998 年は文化開放による第 2 の正常化の年だというこ

とも出来る。
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韓国国内で「日本文化の開放」に関する議論が増幅し、公論化されたのは、前述したよ

うに 1994 年 1 月頃からのことで、次いで 1995年 2月には、金泳三大統領による「三段階

開放」が「日本文化開放」の基本方針として発表された。

1997 年にはＩＭＦ 金融危機にあたり、「ＩＭＦ危機を招いた原因は、単なる経済政策の

失敗にあるのではない、文化不在こそＩＭＦ危機の根本的原因だと確信する。」という内容

の意見98もあり、1998 年 4 月 17 日、文化観光部長官による大統領業務報告以降、政府内で

も論議が具体的になった。この業務報告の際、金大中大統領は「日本文化の開放を阻止す

ると、むしろ低質文化が輸入されることになる。大胆に日本文化開放に対応する。」と指示

した。これを踏まえ、金大中大統領は、申楽均（ シン・ナクギュン）長官に指示し、池

明観（チ・ミョンガン）を「日韓文化交流政策諮問委員会」99の委員長に任命し、1998 年 5

月 13 日には、池明観を委員長とする諮問委員会を発足させた。

「日韓文化交流政策諮問委員会」を創設する際に、池明観委員長は申楽均長官との協議

の上、国民の間での日本文化開放に対する反発を和らげるため、委員会の構成員の半分は

日本文化開放に賛成する派（大衆文化関係者）、半分は反対する派（歴史学者・考古学者等）

にすることを決定した100。

そして、1998 年 10 月の金大中大統領が訪日の際、小渕首相との日韓首脳会談が開催され、

「21 世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ共同宣言」の中で「日本文化開放」方針が

発表され、1998 年 10 月、第１次開放が行われた。そして、その後 1999年に第 2次開放、

次いで 2000年に第 3次開放、2004 年には第 4次開放、2006 年に第 4 次追加開放と、日本

文化の開放は段階的に実施された。

1965 年の日韓国交正常化以降、日本文化開放について長年に亘り、色々な論議が行われ

てきたが、1998 年 10 月の金大中大統領の訪日を契機に、開放が実現した。2004年の第 4

次開放までの間の開放に向けた主な動きを各時期別に、表にまとめると次のようになる。

【表Ⅱ－2】 日本文化開放に向けた日韓間の歴史

年 月 日 内 容

1965 年 6 月 22 日 日韓国交正常化

〃 12 月 18 日 日韓間「文化財及び文化協力に関する協定」締結

1967 年 日韓文化交流協定の推進、世論の反対で後退

1971 年 7 月 30 日 駐韓日本大使館に広報官室設置

1981 年 9 月 日韓議員連盟第 9 次合同総会で「文化交流基金」設置を合意

1983 年 1 月 中曽根総理大臣訪韓、「日韓間文化的国境を崩すべき」と発言

〃 12 月 15 日 日本側「日韓文化交流基金」の設置

〃 12 月 第 1 回日韓文化交流実務者間協議の開催

1984 年 9 月 全斗煥大統領日本訪問の際、日本側から日本大衆文化開放要求

1988 年 3 月 21 日 外務大臣会談により「21 世紀日韓委員会」発足
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〃 12 月 盧泰愚大統領、日本大衆文化解禁を示唆

1989 年 1 月 韓国における海外旅行全面自由化

1990 年 3 月 日本文化交流実務者会議で日本側が文化開放を要求

〃 5 月 24 日 盧泰愚大統領の訪日時に「査証簡素化書簡」に署名

1994 年 1 月 31 日 孔魯明駐日大使 「日本文化開放」発言

〃 2 月 25 日 金泳三大統領、「三段階開放 」を基本方針として発表

1995 年 2 月 28 日 李洪九総理、臨時国会で「日本文化開放」発言

〃 4 月 12 日 金大中亜・太平和財団理事長、訪日中に日本文化段階的開放を主張

1996 年 2 月 竹島（独島）領有権（EEZ）問題

〃 4 月 従軍慰安婦（ＵＮ人権委員会決議）問題

1997 年 1 月 別府での首脳会談にて「日韓青少年交流事業」の実施を合意

〃 10 月 27 日 金大中亜・太平和財団理事長、「日本文化開放」発言

〃 12 月 3 日 通貨危機・ＩＭＦ（国際通貨基金）救済措置

1998 年 2 月 28 日 文化体育部を文化観光部に改編

〃 4 月 17 日 文化観光長官、大統領業務報告の際「日本文化開放」公式確認

〃 5 月 13 日 「日韓文化交流政策諮問委員会」設置

〃 8 月 27 日 辛基南議員「文化不在こそＩＭＦ危機の原因」との本会議発言。

10 月 日韓首脳会談（金大中大統領・小渕首相）開催

〃 10 月 20 日 第一次日本文化開放

1999 年 2 月 1 日 「文化産業振興基本法」制定

〃 9 月 10 日 第二次日本文化開放

2000 年 6 月 27 日 第三次日本文化開放

〃 8 月 小泉首相の靖国神社参拝問題

2001 年 5 月 8 日 韓国政府による扶桑社出版の中学校歴史教科書の修正要求

〃 8 月 22 日 「（財）韓国文化コンテンツ振興院」の設立

2002 年 4 月 小泉首相の靖国神社参拝問題

〃 6 月 日韓共催サッカー・ワールドカップ開催

2003 年 1 月 小泉首相の靖国神社参拝問題

2004 年 1 月 1 日 第四次日本文化開放

出典：外交通商部『外交白書』（韓国）、外務省『外交青書』（日本）などに基づいて筆者が

作成。

２ 金大中政権期の日韓関係と日本文化開放政策

（１）金大中政権の文化政策と日本文化開放の経緯
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1998 年金大中政権発足直後、10月 7 日～10 日の間には日本を訪問し、小渕首相との首脳

会談や共同宣言の発表で日本の統治時代をめぐる歴史認識問題に区切りをつけると同時に、

経済や文化など幅広い分野で協力・交流を促進する、未来志向的な内容の共同決意である、

「21 世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」と題した「共同宣言」を共同記者会見で

発表・署名した。

1965 年国交正常化以来構築されて来た日韓関係を、より緊密な友好関係に発展させ、新

たな世紀に相応しいパートナーシップに発展させるというこの共同宣言の行動計画には、

日本大衆文化の開放方針、両国間の対話チャンネル拡充、国際社会平和と安全のための協

力、経済協力強化などが含まれている。

両首脳は、両国間の協力をより深めていくためには、政府間交流を含め両国間の相互理

解に基づいた多様な交流が必要であるとの認識の下で、両国間の文化交流、人的交流を拡

大・発展していくことに合意した。また日韓フォーラム、歴史共同研究の促進に関する日

韓共同委員会等、関係者による日韓間の交流を、引き続き維持して行くこととした。金大

中政大統領は、韓国において日本文化を開放していくとの方針を伝達し、小渕首相は、韓

国政府の方針を日韓両国の深い相互理解に繋がるものとして歓迎した101。

金大中大統領は当初から文化鎖国主義に反対であるという姿勢を表明しており、日本大

衆文化の開放にも積極的であった。メディアに対する政策としては、これまで放送や新聞

を監督してきた公報処（庁）を廃止し、「放送の独立性確保」、特に政治からの独立を目指

した。金大中大統領は前述したように、日本文化の開放を阻止すると、むしろ低質文化が

輸入されることになるので、大胆に日本文化開放に対応すると指示し、これを踏まえて、

1998 年 5 月には、「日韓文化交流政策諮問委員会」102を発足させた。また「日本文化開放」

を決定する直前に、金大中大統領は、申楽均文化観光部長官、池明観委員長と 3者会議を

行ったが、その際にも金大中大統領は、日本文化を開放した方が韓国国内文化産業の競争

力が向上し、質の良い韓国文化が生産されることを重ねて主張し、日本文化開放の必要性

を強調して103、対日文化開放に舵を切った。そして、1998 年 10 月の金大中大統領が訪日の

際、小渕首相との日韓首脳会談が開催され、「日韓パートナーシップ共同宣言」の中で「日

本文化開放」方針が発表され、1998 年 10 月、第１次開放が行われた。

また、金大中政大統領は、10月の訪問の際、従来韓国のマスコミが日本の天皇を「日王」・

「日皇」と呼んでいたのに対し、韓国政府は正式に「天皇」と呼ぶと改めて宣言し、関係

改善に前向きであることを示した。また、日本側の「過去の一時期、韓国国民に対し日本

統治により多大な損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受け止め、これに対し痛

切な反省と心からのお詫び」という表現を共同宣言に盛り込むことで合意した。これに対

し金大統領は「今後韓国が過去の歴史について持ち出すことは無いよう（中略）政府、与

党にあっては自分が責任を持つ」と述べた104。

このように、「日韓共同宣言」の中で、日韓間の一層の経済協力と文化開放政策が打ち出

され、それに従い、1998 年 10 月の第１次開放から 2000 年 6 月の第 3 次開放まで日本文化
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の開放が連続的に行われてきた。しかしその後、歴史教科書問題や小泉首相の靖国神社参

拝問題などによる否定的な対日感情の増幅によって、2001 年 7月 12 日の凍結宣言で追加開

放が一時中断されたが、2003 年 6月 7 日の日韓首脳会談の際、「日韓文化交流の活性化のた

め韓国は日本文化の開放を拡大する」と共同声明で発表し、2004 年 1 月 1 日に第 4 次開放

が行われ、2006 年 1月には第 4 次追加開放が実施された105。

この間 2001年には、日本側の「新しい歴史教科書を作る会」の『新しい歴史教科書』問

題、小泉首相の「靖国神社参拝」など日韓間の政治問題により、「日本文化開放」がしばら

く中断された時期があった。しかしこれを憂慮し、同年 8 月に「日韓文化交流会議」106の

池明観委員長を初めとする 12人の委員が、韓国国民と政府に対して、声明書「国民と政府

へのアピール」107、を発表する等「日本文化開放」を再開させることに努めた。またこの

時期、池明観は「日韓文化交流会議」の日本側の委員長であった三浦朱門（作家）と、両

国の文化交流について虚心坦懐な相談を行い、池明観は委員長として、日本の放送局での

韓国ドラマの紹介を提案するなど108、日本での韓国文化の紹介にも努めた。

2001 年には、歴史教科書問題や小泉首相の靖国神社参拝問題等が問題になった。まず、8

月 13 日の小泉首相の靖国神社参拝に対しては 10 月 15 日の小泉首相の韓国訪問の際、首脳

会談の結果、「靖国神社参拝問題」について、小泉首相からは平和祈念の場を立ち上げたい

旨を表明することにより、12 月には、「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考

える懇談会」の第１回会合が開催された。歴史教科書については日本側から 2 か所の訂正

という検討結果を韓国に伝達したものの、韓国側は、これを不充分とし、日本文化開放の

追加開放を中断する等の措置を公表した。また「歴史教科書問題」の今後については、日

韓両国政府が歴史専門家の共同研究会を設け、同研究会の運営を支援していくことで意見

を一致した109。

2002 年には、サッカー・ワールドカップの日韓共催、日韓国民交流年でもあり、3 回に

わたる首脳会談が行われた。3 月 21日～23 日間の小泉首相の訪韓の際には日韓両首脳によ

り、2002 年を両国にとって歴史的記念の年とし、友好協力関係を一層飛躍的に発展させる

との決意が再確認された。5月 31 日から 6 月 30 日まで開催されたワールドカップ大会の開

会式への小泉首相の出席、また日本で行われた決勝戦、閉会式への金大中大統領夫妻の出

席、両国の選手チームの活躍等により両国の友好関係は向上した110。

このように、2002 年は、5 月末から 6月末までの１か月間、ワールドカップ大会が日韓

両国の共催によって実施されたことを契機に、両国国民の交流を一段と深めるための事業

が積極的に行われた。具体的には、音楽、演劇等の共同制作から江戸時代の外交親善使節

（朝鮮通信使）を再現する市民交流まで、多様な文化交流事業が行われた。また 2002 年１

月１日から、日本が韓国国民に対する査証を大幅に緩和したことによって、両国間の交流

と相互理解が一層堅固に推進されることになり、このような観点に基づくと、2002 年は日

韓の協力関係にとって極めて重要で歴史的な年であったと言える。

日本文化開放に関しては 1998年 10 月に日本を訪問した金大中大統領は、小渕首相との
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日韓首脳会談で、一層の経済協力と文化開放政策を打ち出し111、同月に第一次開放策とし

て、映画及びビデオ部門では日韓共同製作映画作品、4 大国際映画祭受賞作品、ビデオは劇

場で公開されたもの、出版部門では日本語版出版漫画及び漫画雑誌を開放した112。

金大中大統領は１次開放の際、次のような事項を日韓文化交流の基本原則として提示し

た。まず国民的合意に基づき、政策樹立の下での段階的で積極的に進んでいく、相互主義

原則に基づいた健全な文化交流を行う、民間レベルの交流も推進する。それに加え、両国

間における過去史との関係が少ない分野、文化的価値の高い分野から段階的に開放しつつ、

開放の成果が現れる方向に進めるという方針を明らかにした113。

金大中大統領は、日本文化開放を段階的に進めると同時に、一方で、自国の文化産業の

国際競争力向上を図り、輸出産業として育成するための政策を、立案し実行することとし

た。大統領就任年度の 1998 年に「文化大統領」を宣言し、低迷した韓国経済を復興させる

ために、文化産業を 21 世紀における国家の基幹産業一つとして育成し、発展させていくた

めの法制度や支援体制作りに取り掛かった。

まず、文化が中心価値になる知識情報社会を目指して、国内文化産業と大衆文化の競争

力を高めるために、文化基盤施設の拡充・運営改善、創造的芸術活動のための環境の造成、

また文化コンテンツ産業の育成支援・著作権保護等を内容とする知識情報社会に備えた基

盤造成等を骨子とする「新たな文化観光政策（1998～2002）」を策定した114。

またそれと同時に、国家戦略産業である文化産業の育成基盤を強化して行くために、1999

年 2 月に「文化産業振興基本法」を制定し、文化産業振興のための安定的財源の確保と拡

充、戦略分野を重点的に育成するための制作・輸出に対する支援などの具体的な育成策を

策定した。そして同年、文化産業発展の基盤を構築するために、「文化産業振興基本法」に

基づき、「文化産業振興基金」を設置した。「文化産業振興基金」の財源は、政府の出資金

及び融資金、国債管理基金とその関連金、公共団体などの文化産業支援金、基金の運用に

よる受益金などで構成された。さらに 2002 年 1 月には、デジタルコンテンツ、文化産業振

興施設及び文化産業団地に関する項目（条項）を全面改正（法律第 6635 号）すると同時に、

「韓国文化コンテンツ振興院」の設立に関する法的根拠を示した115。

「韓国文化コンテンツ振興院」は、アニメ、キャラクター、漫画、音楽などの文化産業

全般の育成を目的としており、制作、マーケティング、流通・輸出など各分野での事業計

画を立て、積極的な支援が行われている。

金大統領の文化政策は、文化開放の側面のみが強調されがちであるが、文化開放と同時

に、自国文化の競争力向上のためのより具体的な育成策が、同時並行的に企画され実施に

移された点で評価されるべきであると考えられる。

金大統領は 1998 年 4 月 17 日、文化観光部長官による大統領業務報告の際、「国民の政府

文化政策の基本原則は、支援はするものの干渉はしない」と自分の文化政策への意思を明

らかにし、この基本原則は 1998 年「新たな文化政策」にも反映され、経済的高付加価値を

創出する文化を 21 世紀の基幹作業として位置づけ、純粋芸術分野への創作活動への支援等
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に力を入れていくことを表明した。この方針に基づき、ＩＭＦ経済危機の環境の中にもか

かわらず、政府は各種文化支援政策を実行・支援しつづけ、2000 年文化観光部の予算を政

府全体予算の１％に引き上げる成果を上げた116。

また映画制作を支援するため映画振興金庫を2003年まで 1,700 億ウォンの予算を造成117

する等、各分野における資金援助にも力をいれた。2000 年の『シュリ』・『共同警備区域Ｊ

ＳＡ』以降、『猟奇的な彼女』が 2003年に日本で封切られ、3 か月間約 45 億ウォンの興行

記録を残し、ＤＶＤ販売でも 10 万枚を売上げ、38億ウォンの収益を上げた。当時、130万

ドルで輸出された『シュリ』は、130万名の観客を動員し人気を集め、「韓流」ブームの基

礎を形成することになった118。これは、文化・芸術分野に対する創作活活動への支援によ

り文化人の自立性が高まり、創意性が発揮された結果であるとして、金大中大統領による

「新しい文化政策」の成果と評価されている。

しかしながら一方では、ＩＭＦ管理体制下で、文化が政治あるいは経済の従属物と扱わ

れ、文化が経済的価値中心でしか評価されなかった点は、金大統領の文化政策の問題点と

して指摘されている。加えてまた、文化産業中心の文化政策が行われたため、韓国内では

純粋芸術及び従来からの文化振興政策分野がおろそかになり、バランスの取れた文化政策

が実行されなかったとの問題点も提起されている。

しかし、現在の状況の中で考えれば、いくつかの問題を指摘できるが、当時の韓国の財

政事情の中で、国家資源の傾斜配分という政策を実施しえたこと自体が英断であったと考

えられ、金大中大統領が評価されるべきであろう。

（２）文化開放を可能とした社会的背景

前述したとおり韓国政府は 1998 年 4月 17 日に日本大衆文化の段階的な開放方針を表明、

「韓日文化交流政策諮問委員会」を構成し、「日韓パートナーシップ共同宣言」の中で、日

本大衆文化の開放の方針を発表したものの、当時の韓国国会本会議の際にも日本文化開放

による経済産業への影響、文化的影響などさまざまな日本文化開放に対する憂慮の意見が

出ていた119。

また各種調査を見ても、多くの国民が日本の大衆文化の韓国への開放に反対している中

で、日本文化の開放が実施されたと言って良い。例えば開放措置が発表される直前に中央

日報が行った調査では、日本文化の開放について肯定的にとらえる意見は 38%だった。それ

に対し、「まだ早い」という意見が 36%、「望ましくない」という意見が 25%もあった。つま

り、早期開放に反対する意見が、61％にも達していた120。

このような状況の中、金大中大統領が日本文化の開放を政治的に決断し、それを可能と

した裏にはどのような理由と背景が在ったのであろうか。

まず言えることは、1990 年代に入り、日本の衛星放送の受信もかなり普及し、日本映画の

違法コピーのビデオが台湾や香港から持ち込まれ、レコードやＣＤの海賊版が広く街に出

回り、すでに日本の大衆文化があらゆるルートを通じて浸透していたという状況になって
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いた。グローバル化の進展とともに、更に高度化していった情報交流、メディア交流の中

で、文化の流入を規制すること自体が無意味になってきたという時代的背景があったと考

えられる。

このような状況の下、前述したように、孔魯明駐日韓国大使による「日本文化開放」発

言を契機に、韓国国内で「日本文化の開放」に関する議論が公論化され、1994 年 2月 25 日

には、金泳三大統領によって、日本文化「三段階開放」方針が発表された。一方金大中大

統領は、大統領になる以前から、日本文化開放に積極的であり、1995 年 4 月 12日に亜・

太財団121理事長の資格で訪日した際にも、日本文化の段階的開放を主張している。金大中

政府は成立後、日本との文化交流を明確に認め、1998 年初頭には、政府の名をもって漸進

的かつ段階的に交流及び開放を明らかにし、続いて「韓日文化交流政策諮問委員会」が構

成された。

金大中大統領は、『朝日新聞』の取材に「日韓両国間には不幸な歴史があるものの、これ

をしっかり認識し、解決していかなければならない。韓国で日本の文化を入れるのを反対

していることがあるが、文化の鎖国主義ほど自分に不利なことはない122と答えた。また、

1998 年 8 月 15 日の光復節記念の演説で、「グローバル化の中で、競争力のある市場体制を

構築して行くためには、教育革命・情報革命・先端技術革命・ベンチャー企業革命そして

文化産業を導いていく人材養成のための文化産業のインフラ構築にも力を入れる必要があ

る。それと同時に、今後韓国は、独善的民族主義の様な閉鎖的思考から脱し、普遍的世界

主義に進む新しい価値観を持つべきである。既に始まったＷＴＯ体制は、今後数年内に経

済的国境を無くしている。世界と共に競争・協力しながら、国際交流を促進し、国内では

人材の養成にも力点を置きつつ、世界と一緒に繁栄して行くことが望ましい。123」と述べ、

重ねて文化交流の必要性と文化産業育成の重要性を強調した。

続いて 1998年 10 月 8 日、日本公式訪問時の日本の国会演説では、日本文化開放の意義

を未来志向の日韓関係の構築に置いて、次のように述べている。

「今日、小渕総理との会談で発表された『日韓パートナーシップ共同宣言』を契機に、

両国の政府と国民が未来を向けてともに前進する、新時代の日韓友好関係をより増進させ

るため、日本大衆文化の韓国進出を、段階的に開放するつもりである。文化というものは、

相互交流しながら発展するというのが私の所信である。国交正常化後、30 年以上経て、21

世紀を目前にした時点で日本文化を開放するのは、未来志向的日韓関係を構築するために、

その象徴的意味が大きいと思われる。今後日韓両国は、長くて篤い交流の歴史に劣らぬほ

ど、幅広く活発な協力の歴史を、創っていくべきである」124

そして、同日（98 年 10月 8 日）、ＮＨＫとのテレビ・インタビュー番組で、「日本文化開放

の方針に対し、韓国国民の中に拒否感があると理解しているが・・・」という質問に対し、

「政府が世論に従わなければならない時もあるが、国民を説得しなければならない時もあ

る。日本文化を受け入れても結局は韓国文化の発展に繋がるものと信じ、推し進めて行き

たい」と述べ、自信のほどを見せた125。
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金大中は、朴正熙政権の維新憲法に反対、アメリカ、日本への亡命活動を始め、1973 年に

は渡日、日本の政治人、知識人などと交流を深めつつ、大衆講演会を通じ「民主主義回復

のための」などの演説を開催しながら民主化のための政治活動をも展開した126。

さらに、「日本の過去を批判するばかりでなく、戦後の日本の民主主儀、市場経済の発展、

平和憲法の維持、開発途上国への援助などを高く評価すべきだ127。」と、戦後日本の民主主

義に対する高い評価と、韓国の独善的民族主義からの脱却を強調することで自身の日本観

を披瀝する一方、アメリカ亡命時にも、日本の歴史と日本人に関する強い関心を示し、沼

田（金種忠）に、永井道雄の『歴史と国家』など日本の歴史と日本人に関する書籍、年鑑

など多様なジャンルの図書を要請した128。また自著『新しき出発のために』の中では、次

のような言葉で、未来志向の日韓関係構築への強い期待を表明している。

「日本に対する私の思いは錯綜している。当時、この東アジアにおいて、日本だけが近

代化に成功したことを羨ましく思い、また同時に、我々もできるのではないかと希望を抱

かせてくれた。その意味で日本人の勤勉さには学ぶべき点が多く、小学校や商業学校時代

に日本人教師から目を開かれ、影響を受けたことも数知れない。（略）73 年 8月に起きた私

の拉致事件に対する日本政府の態度と、それと全く相反する日本国民の真摯な姿勢は、再

び私の胸中に日本への複雑な思いを呼び起こすことになった。日本領土内での拉致は、日

本政府にとって看過できない事件のはずであったが、一方で多くの日本国民は果敢に人権

闘争し、世論もこれを支援した。私の願いは、私が体験してきた不幸な日韓の関係を、次

世代の人々が引き継がないということである。日韓両国民の間には、かならずや真の『相

互理解」のための土壌が培われ、その上に友情と協力の場が形成されねばならない」129

日本大衆文化開放に関しては、文化的同質化、文化帝国主義への懸念、民族主体性の喪

失、国民情緒的問題、日韓歴史問題、韓国内文化産業への影響、青少年の日本文化受容へ

の対応策不在等の理由からの否定的世論も多かった。

しかし、20 世紀終盤から 21 世紀初頭にかけて発展した、新たなグローバル経済社会、グ

ローバリゼーション」の時代においては、ヒト・モノ・カネ・情報の移動が画期的に盛ん

になり、新しい情報・通信技術を利用することによって、文化や情報が即時にしかも国境

を越えて広範に拡散されるという新たな社会的変革期を迎えた。この社会の中では、地球

規模での情報ネットワークや市場が形成され、情報や資本などが自由に移動し、政治的・

経済的・文化的な境界線、障壁がボーダレス化するため、従来型の統制方式は機能せず、「文

化受容」の過程がますます容易になることから、韓国政府にとっても、国内文化産業の競

争力強化などをも視野に入れつつ、日本大衆文化開放は避けられない国家的課題になって

いたと考えられる。

また、日本文化の開放を具体的に検討される背景には、韓国の文化、芸術に携わる人た

ちだけでなく、一般の人達にも言論・表現の自由が保障されるようになってきたこと、つ

まり民主化と、そしてその裏には、韓国社会の経済的、政治的安定が不可欠であったと考

えられる。ちなみに、1994 年に文化体育部長官であった李敏燮（イ・ミンソプ）も国会で
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の論議で、「韓国文化が外国の文化に従属化されるという、被害意識から脱皮し、堂々とわ

が文化商品を開発し、世界に拡散して行く、それにより、競争力を強化していく方向で、

文化産業政策を転換していく時点であると考えられる。国際化・開放化時代とともに大胆

に日本文化を開放するべきであるとの意見が多いのは現実である」130と述べている。

韓国における日本大衆文化の規制の背景には、韓国内の「国民感情」・「経済的影響」が

取り上げられ、規制から開放に転ずる「経済的背景」は、二つの側面が考えられる。その

一つは、経済発展によって韓国社会に健全なる中産階級が形成され、この層が、生活水準

の上昇、文化享受能力の向上を背景に新しい文化を求め、日本大衆文化の受け皿になって

来たという、開放を促進するプラスの要因である。もう一つは、段階的開放措置は感情と

文化の問題というより、自国の文化産業を経済的影響から保護するためのマイナスの側面

であるが、しかしこれも、自国の文化産業の国際競争力強化と成長・発展に転換させるこ

とにより、マイナスをプラスに転じ開放を可能にしたといえよう。これまで規制を必要と

していた理由が消滅し、規制の維持がデメリットをもたらすと韓国政府が判断したことも、

国民感情の緩和を待つことなしに日本文化開放論を提示する一因となった131といえよう。

そして、金大統領が日本の文化を積極的に開放しようとしたのは、大韓民国憲政史上初

めての国民選挙による与・野党政権交代が実現したことにも関係があり、それにより国民

が大統領への信頼感を持っていたことが、開放をスムーズに受け入れる要因となったと考

えられる。朴正熙政権から 18年、李承晩から数えれば 30 年近い権威主義、独裁政権を、

国民の下からの運動で自分の力で倒したという民主化に求めることが出来る。そしてこの

裏には、文化開放を可能にした政治的・経済的・文化的背景、即ち韓国社会の質的変化が

あったといえよう。

３ 日本文化の段階的開放政策と今後の課題

（１）日本大衆文化の段階的開放政策の過程

韓国における日本文化の開放は、1998年以降、長期的には着実に開放が実施されている

ように見える。しかし、短期的には両国間の政治的関係の良し悪しにより議論が再燃し、

開放分野、項目そして時期に影響を与えてきたということも事実である。

1998 年から順調に行われた文化開放は、2001年 7月の歴史教科書問題などで全面的に中

断された。その後 1年以上中断されていた文化開放は、2003 年 6 月 7 日に、東京で行われ

た小泉首相と盧武鉉大統領との日韓首脳会談の席で、両首脳が共同声明で表明した「日本

大衆文化開放の拡大原則」により協議が再開され、2004 年 1 月の第 4 次開放となった。

しかし、その後の靖国参拝問題、竹島問題など両国間の政治的問題による緊張状態の中で、

2006 年 1 月に第 4 次の追加開放が実施されたが、完全開放への道のりは見えていないとい

うような状況にあると言わざるを得ない。

日本外務省は、第 4次開放が実施された翌年、2005年の『外交青書』で、「2002年のサ
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ッカー・ワールドカップ日韓共催」を始め、日韓間の「国民交流年」、「共同未来プロジェ

クト」の実施、さらに最近の韓流現象もあり、日韓国民間の相互関心と交流は 2004 年を通

じて大幅に増大した」と述べている。そして、「韓国内では、日本の映画『ラブレター』、

宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』が上映され、それぞれ 120万人、200万人もの動員を記

録した。また、映画『世界の中心で、愛を叫ぶ』は、日本映画としては過去最高のチケッ

ト予約率を記録し、最近では日韓合作映画『ソウル』や日韓合作ドラマ『ソナギ』、『フレ

ンズ』等の製作が相次いでいるほか、映画・演劇・オペラ・スポーツ等の様々な分野にお

いて日韓共同で取り組もうという雰囲気が盛り上がっている」と紹介している。

そして、各国・地域別情勢のトピックとして、韓国政府による日本文化開放の過程をま

とめた文書を公開しているが、本稿ではその文書をもとに、韓国政府による日本文化開放

の過程を時系列的・分野別にたどって見ることにしたい。そしてその後、完全開放への問

題点を考えることとする。

韓国政府による日本文化開放の過程 132を時系列的にまとめると次のようになる。

１）第１次開放（1998 年 10月 20 日）

○ 映画及びビデオ

・ 日韓共同製作作品、4 大国際映画祭（カンヌ、ベニス、ベルリン、アカデミー）受賞作

品を開放。ビデオは劇場で公開されたものにつき開放。

○ 出版

・ 日本語版出版漫画及び漫画雑誌を開放。

２）第 2 次開放（1999 年 9 月 10 日）

○ 映画及びビデオ

・ 劇場用アニメを除く映画の大幅開放（70 大映画祭入賞作、もしくは、年齢制限のない作

品（「全体観覧可」に分類される作品）を開放）。

・ ビデオは劇場で公開されたものにつき開放。

○ 歌謡公演

・2000 席以下の室内公演場での歌謡公演を開放。

（但し、公演の実況放送、レコードやビデオの販売は不可。）

３）第 3 次開放（2000 年 6 月 27 日）

○ 映画及びビデオ

・ 「18 歳未満観覧不可」の作品以外は全て開放（劇場用アニメ除く）。

・ 国際映画祭で受賞した劇場用アニメを開放。

・ ビデオは劇場で公開されたものにつき開放。
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○ 歌謡公演、レコード

・ 歌謡公演は、室内外の区別なく全面開放。

・ レコードは、日本語による歌以外（演奏のみ、第三国語・韓国語翻訳による）を開放。

○ ゲームソフト

・ ゲーム機用テレビゲームソフト以外のゲームソフト（パソコンゲーム、オンラインゲー

ム、ゲームセンター用のゲーム等）を開放。

○ 放送

・ 全ての放送媒体によるスポーツ、ドキュメンタリー、報道番組の放送を開放。

・ 映画のテレビ放映については、ケーブルテレビ、衛星放送において第二次開放の基準を

満たす劇場公開された作品を開放。

４）第 4 次開放（2004 年 1 月 1 日）

【2003 年 9月に開放が決定された部分】

○ 映画及びビデオ

・ 映画は全て開放。

・ ビデオは国内で公開されたものにつき開放。

○ レコード（ＣＤ、テープ等）

・ レコード（ＣＤ、テープ等）販売は日本語による歌を含め全て開放。

○ ゲームソフト

・ ゲーム機用テレビゲームソフトを含め全て開放。

【2003 年 12月に開放が決定された部分】

○ 放送

・ ケーブル・衛星放送

－生活情報・教養番組、映画・劇場用アニメ（国内で公開されたもののみ）、日本語歌謡の

放送を全て開放。

－ドラマは「12 歳観覧可」の番組、共同制作ドラマにつき放送を開放。

－その他の娯楽番組（バラエティ、トークショー等）の放送は未開放。

・ 地上波放送

－生活情報・教養番組、映画（国内で公開されたもののみ）の放送を全て開放。

－日本語歌謡の放送は韓国内で公演されたもの、韓国の番組へ出演する場合につき開放。

－ドラマは共同制作ドラマにつき放送を開放。

－劇場用アニメ、その他の娯楽番組（バラエティ、トークショー等）の放送は未開放。

５）第 4 次追加開放（2006 年 1 月 1 日）

○ 劇場用アニメ

・ 全てを開放。
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また、この段階的開放を、コンテンツ別に表としてまとめると次のようになる。

【表Ⅱ－3】 韓国政府による日本文化開放の過程

コンテンツ
第 1 次開放
（1998.10）

第 2 次開放
（1999.9）

第 3 次開放
（2000.6）

第 4 次開放
(2004.1)～(2006.1)

出版 日本語版出版マンガ本及びマンガ雑誌を完全開放。

映画
世界 4大国際
映画祭受賞
作

公認国際映
画祭での受
賞作、全年令
観覧可の映
画

「18 歳未満観覧不
可」以外の全ての
映画

完全開放

劇場用アニメ 未開放 未開放 国際映画祭受賞作
2006 年 1 月、完全開
放

歌謡公演 未開放
2000 席以下
の室内公演

完全開放

ビデオ 韓国国内で上演済みの映画作品
国内で上演済みの映
画及び劇場用アニメ
映画作品

音盤
(レコード・Ｃ
Ｄ ）

未開放 未開放
演奏のみ、日本語
以外または韓国語
翻訳の歌詞の音盤

完全開放

ゲームソフト 未開放 未開放

ゲームセンター、
パソコン、オンラ
イン用のゲームソ
フト

完全開放

放

送
地上波 未開放 未開放

スポーツ、ドキュ
メンタリー、報道
番組

国内上映済み映画
（アニメ映画は除
く）、教養番組、日韓
共同制作テレビドラ
マ、日本人歌手の公
演・番組出演（日本
語歌詞の音楽ビデオ
は除く）

ニューメデ
ィア（衛星
放送、ケー
ブルテレビ
等）

未開放 未開放

スポーツ、ドキュ
メンタリー、報道
番組、国内上映済
み全年齢観覧可の
映画及びアニメ映
画

国内で上映済みの映
画、アニメ映画、日
韓共同制作ＴＶドラ
マ、全年令観覧可の
ＴＶドラマ、日本語
での歌唱全般

出典：平成 15年 12 月 30 日付日本外務省文書「韓国政府による日本文化開放政策（概要）」、

並びに『文化政策白書』文化観光部、2004 年、478頁、チョン・クワンリョル他『日

本大衆文化開放 10 年』韓国文化観光研究院、2009年、347 頁を基づき作成。
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（２）完全開放への問題点

日本文化の第 4 次開放に関して文化観光部は、「2003 年 6 月の日韓首脳会談の際、日本文

化開放拡大のための共同声明を発表し、各界の意見を収斂しつつ 15 日行われた日韓文化交

流政策諮問委員会の検討をしてきた133。」と述べ、また 2001 年の日本の歴史教科書歪曲問

題により中止された日本文化の開放を持続的に拡大する方針として、李滄東文化観光部長

官は、2003年 9 月 16 日の記者会見で、第 4 次開放（2004 年 1月 1 日）を行うことを発表

し、この開放により日本語ＣＤ、家庭用ゲームソフト、18 歳以上に制限した映画も開放さ

れるようになった。李滄東文化観光部長官は第 4 次開放の背景については、「サッカー・ワ

ールドカップ共催により日韓間の信頼関係が回復され、多方面での両国間の交流増進の必

要性がある」と述べ、「国内関連産業の競争力強化もあり、追加開放の波及効果は憂慮する

ほどではない」と展望134しつつ、文化交流による両国の理解促進の重要性をアピールした。

また、同記者会見で「（第 3 次までの）日本大衆文化開放に伴う影響は思ったより少なく、

むしろ多様な文化と接する機会となり、韓国文化産業の競争力を高めた」と話した135。

このように、韓国における日本大衆文化の開放は、2006 年までにほとんどの分野での開

放が推進されて来たが、日本国内で公開されていないビデオや、地上波テレビの分野では、

韓国国内で公演されていない日本語歌謡の放送、日韓共同制作以外のドラマ、娯楽番組（バ

ラエティ、トークショー等）の放送番組は未だ開放されていない。文化観光部は今後の第 5

次開放措置を通じて放送部門を全面開放することとしている。特に、地上波テレビ番組に

関しては、無料で視聴可能であることもあり、メディアへの接近が容易だという点から考

え、他の分野と比べて社会的な影響が大きいとの判断から、最後の段階での開放となって

いる。文化観光部は第 5 次開放措置を通じて放送部門を全面開放することとしているが、

第 4 次開放による国民情緒及び青少年に対する影響など、社会文化的影響分析結果と文化

産業的・歴史的背景などを充分に考慮して全面開放時期を決めることとしている136。

第 2 次開放直後に上演された日本の『ラブレター』は、韓国で 100 万人以上の観客を集

めた。また、日本でもドラマ『冬のソナタ』の公開を機に、「ヨン様」に象徴されるような

韓国ブームが起きるほど、韓国に対する好意的な関心が広がっている。

文化開放により、両国間の民間レベルの文化交流は着実にそして深く進みつつあり、一

見両国間に完全開放を妨げる問題は無いように見える。しかし、1998 年以降長期的には着

実に開放が実施されているように見えるが、短期的には両国間の政治的関係の悪化が、開

放分野、項目そして時期に影響を与えてきたということも事実である。2006 年 1月に第 4

次の追加開放が実施されたが、教科書問題、靖国参拝問題の解決への展望はない。そして

その後も、日本の海洋測量による竹島問題の再燃など両国間の政治的問題による緊張状態

の中で、韓国当局も完全開放へのスケジュールの検討を進めるような状況にはない137。

現在の両国の政治関係を見てみると、日韓両国は、東アジア地域の平和と繁栄の確保等

のための重要な隣国同士でありながら、竹島（独島）をめぐる領土問題、慰安婦問題、靖

国神社参拝問題、戦時中の日本企業による民間人徴用問題などにより、不安定な政治情勢
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が続いている。靖国神社の参拝に関しては、2006 年に小泉首相が退任した後は、大臣等に

よる参拝に対して韓国から不快感を表明したが、2013 年 12 月 26 日に安倍首相が政権発足

1 周年を期に参拝を行い、更なる関係悪化の要因となった138。また、竹島（独島）をめぐる

領有権問題については、2012 年 8月 10 日の李明博大統領による竹島上陸を受け、日本政府

は、対抗措置の一環として、国際法に基づいた平和的な解決を検討したいとの考えで、竹

島（独島）の領有権問題について、国際司法裁判所への提訴を検討するとの立場を表明し

たが139、これに対し、韓国政府はこの提案を拒否した。その後両国は、外部に向けて互い

の主張を展開する図式になっていった。

このような政治情勢の下、2013年 5 月に日本の「言論ＮＰＯ」、と韓国の「東アジア研究

院」による第１回日韓共同世論調査が行われた。その結果、日韓関係の重要性については、

日韓両国において７割以上が、日韓関係が重要だと認識しているとの結果が出ているが、

両国の印象については、韓国に対する印象を「良い」と回答する日本人は 3 割、日本に対

する印象を「良い」とする韓国人は１割に過ぎなかった。逆に、韓国に対して「良くない」

印象を持っている日本人は約 4 割、日本に対して「良くない」印象を持っている韓国人は 8

割近い結果であった140。

また読売新聞も、同社と韓国日報が 2014 年 5 月 23～25 日にかけて実施した共同世論調

査（電話方式）の結果について、「現在の日韓関係について、日本では「悪い」と答えた人

が 87％に達し、1995 年以降の調査で最悪だった昨年の 71％を大きく上回った。韓国でも「悪

い」は 86％で、昨年の 78％から増え、過去 3番目の高さだった。日本では「韓国を信頼で

きない」が過去最悪の 73％（昨年 55％）に急増し、韓国では「日本を信頼できない」が 83％

（同 80％）に上った141。

このような結果からも、日韓関係では、時に困難な問題が起きるとしても、大局的な観

点から、政治・経済・文化の各分野で、重層的で未来志向の協力を進めることが極めて重

要であることが分かる。1998年の「日韓パートナーシップ宣言」の中に「両国が過去を直

視し、未来を志向する」という言葉がある。この精神に立ち戻って、両国・両国民が合理

的に話し合えば、困難とされる問題も乗り越えられると考えられる。

第３節 「日本文化開放」をめぐる韓国内の論議（国会での論議）（1994～2003）

1 「日本文化開放論議」の歴史とその論調

（１）「日本文化開放論議」に関する日韓の歴史

前述のとおり、韓国国内で「日本文化の開放」に関する議論が公論化されたのは、1994

年 1 月の、孔魯明駐日韓国大使よる「日本文化開放」発言が契機となり、次いで 1994 年 2

月には金泳三大統領によって、「三段階開放」が基本方針として発表され、これを契機に韓

国内でも様々な論議が展開されることとなった。金大中大統領は、大統領就任後の 1998年
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4 月の文化観光部長官による大統領業務報告において「日本文化の開放を阻止すると低質

文化が輸入されることになるので、大胆に日本文化開放に対応する。」と指示し、1998 年 5

月には、池明観を委員長とする「韓日文化交流政策諮問委員会」が発足し、政府内でも具

体的論議が行われた。

そして、1998年 10 月の金大中大統領訪日の際に「日本文化開放」方針が発表され、1998

年 10 月に第１次開放が行われ、2004年には第 4 次開放、2006年に第 4次追加開放と、日

本文化の開放は段階的に実施された。

本節では、韓国において「日本文化開放」が公論化された 1994年から、開放が一時中断さ

れ第 4 次開放が行われる前の 2003 年までの「日本文化開放」をめぐる論議を「国会会議録」

を用いて反対論・慎重論・不可避論の各論議の言説分析・論調分析を行ない、これにより

「日本文化開放」に至る、韓国内の歴史的背景と政治的過程を明らかにしたい。

分析方法としては、1994年 1月 31日から 2003年 12月 31日までを分析対象期間として、

国会での「日本文化開放」に関する反対論・慎重論・不可避論の内容を考察するため、「国

会会議録：本会議、常任委員会」を用いる。そして、議事録中の「日本文化開放」に関す

る発言を拾い出し、その内容を日本文化開放反対論・慎重論・不可避論に分類し、その件

数と発言の内容を検討し、言説分析・論調分析を行なう。

また、分析の際には次の２つの側面から考察を行う。

まず、「日本文化開放論議」に関する日韓の歴史を踏まえ、日本文化が公論化された時期

を明らかにする。

次に「日本文化開放論議」が、「日本文化開放」時期を中心として、開放以前と開放以後

にいかに変化してきたのかを考察する。その際、「日本文化開放」に関する、反対論・慎重

論・不可避論の変化の状況を考察しつつ、論議形成の背景について分析する。

論文の構成に当たり、その時期区分は、日本文化開放前（1994.1.31－1998．10.19）、開

放後（1998.10.20－2001.7.11）、開放中断期（2001.7.12－2003.12.31）3 つの時期とする。

（２）「日本文化開放論議」の論調

金大中大統領は当初から文化鎖国主義に反対であるという姿勢を表明しており、日本大

衆文化の開放にも積極的であった。1998 年 1 月の朝日新聞とのインタビューの中でも、次

のように日本文化開放に向けた立場を明らかにしていた。

「日本の大衆文化開放に関しては、文化鎖国主義ほど自身に不利なことはない、文化

の輸入を禁止する場合、むしろ低質の文化が蔓延するだけだ」142

しかし、国内の意見がこの大統領の立場に収斂されていた訳でなく、政界、財界、官

界、メディアを挙げて、多くの議論がなされていた。

1998 年 10 月の日本文化開放の前後には、韓国国会でも多くの議論が行われ、本論では反

対論・慎重論・不可避論に分けて分析することとしたが、ここでは最初に、その代表的な

論調を単純化し理解するために、反対論（時期尚早論）、賛成論（慎重論・不可避論）に分



93

類する。主な発言の内容は以下の表の通りである。

【表Ⅱ－4】 国会における「日本文化開放」関連発言（反対論・時期尚早論）（1994～2003）

日付 発言者 意見

1994.2.24 金荘坤議員

（民主党）

五千年間守ってきた民族伝統文化が失踪しつつある。外来の文化

に押され、わが民族の固有文化が変質し、国籍不明の低質、外来

文化が氾濫している。

1994.2.24 洪起薫議員

（民主党）

日本文化の不法輸入により、事実上日本の文化的植民地化が相当

部分進行されている恐れがある。

1994.7.20 金忠賢議員

（民主党）

現在の社会は急激な産業化の結果として西欧文化の無批判的受

容による文化停滞性の危機に直面している。国際化・開放化がわ

が民族精神の衰退をもたらす危険性もある。

1995.3.16 朴鍾雄委員

（文化体育

公報委員会）

日本文化開放は長期的には不可避ではあるが、現時点では、国民

の受容問題、日韓間の歴史問題などを考慮すると時期尚早。

1995.3.16 朴智元委員

（文化体育

公報委員会）

日本文化解放に反対はしない。しかし、時期尚早である。韓国内

文化産業を育成させ、5 年後位の時期を考えた方が望ましい。

1998.5.13 林鎮出委員

（文化観光

委員会）

日本文化により影響を受ける分野はアニメ・漫画産業である。日

本漫画により、一番憂慮されることは、青少年非行問題である。

1998.11.18 洪文鐘議員

（セヌリ党）

日本大衆文化は既に深く生活の中に浸透しているが、大東亜共栄

圏主義の国粋主義者が多くいる。日本文化開放は、単純に文化レ

ベルだけではなく歴史的観点からも改めて考える必要がある。

出典：『国会会議録：本会議、常任委員会』（1994～2003）に基づき筆者が作成。

【表Ⅱ－5】 国会における「日本文化開放」関連発言（慎重論・不可避論）（1994～2003）

日付 発言者 意見

1994.2.24 康容植議員

（民主自由

党）

文化界は、文化開放に対応し文化規制の緩和、文化商品の開発、

文化外交及び国際協力の強化、地方文化の育成等文化政策当局の

イメージ改革を要求している。

1994.2.25 林采正委員

（文化体育

公報委員会）

日本文化開放を反対するだけでなく、既に韓国社会に陰性的に入

っている日本文化の実態分析とそれに関する基礎調査を行い、そ

の具体的な対策を論じた後、開放に関する判断を行うことが必要

である。
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1995.3.16 鞠鍾男議員

（民主党）

現在大衆文化を輸入禁止としている国は、北朝鮮と日本のみであ

る。したがって日本の大衆文化は速やかに開放した方が望ましい。

1998.8.27 辛基南議員

（新しい政

治国民会議）

経済と文化は不可分の関係。文化的活力のない民族は 21 世紀の中

心民族になれない。知識情報化時代において文化は社会活力の源

泉である。

1998.9.28 鄭相九委員

（文化観光

委員会）

日本大衆文化は受け入れなければならない時期に迫っている。し

かし、受け入れる国民の態度・情緒なども改革していく必要がる。

1998.11.12 趙淳議員（ハ

ンナラ党）

日本との関係においても善隣友好､互恵関係を強化したのは評価

する。しかし、竹島の領有権問題に関しては、譲られない国民の

確固たる意志が改めて日本に伝達しなければならない。

2000.6.27 鄭柄国委員

（文化観光

委員会）

21 世紀を向い、新たな日韓間の和解・相互協力関係を発展してい

くためには日本文化開放は必要な過程である。

出典：『国会会議録：本会議、常任委員会』（1994～2003）を基づき筆者が作成。

次に、反対論・慎重論・不可避論の時期別の動向を国会の発言件数によって分類すると

下表の様になる。

【表Ⅱ－6】 国会における「日本文化開放」関連発言（反対論・慎重論・不可避論）（1994

～2003）

反対論 慎重論 不可避論 合計

日本文化開放前（1994.1.31－1998．10.19） 9 2 3 14

開放後 （1998.10.20－2001.7.11） 3 8 6 17

開放中断期 （2001.7.12－2003.12.31） 1 5 6

合計 12 11 14 37

出典：『国会会議録：本会議、常任委員会』（1994～2003）を基づき筆者が作成。

（なお、政府関係（官僚）の発言は除き、議員の発言のみを集計している。）

発言回数で全ての傾向を読み解ける訳ではないが、開放前には、反対論が多数であった

事がわかる。

次に開放直後には、明らかな反対は少なくなったが、慎重論が増えてきたのが読み取れ

る。その理由として、開放の必要性は認めつつも、2000 年の小泉首相の靖国神社参拝問題、

2001 年の中学校歴史教科書問題等が取り上げられ、文化開放を慎重に考えていくとの政府

の方針に従う姿勢が反映されていると考えられる。
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そして開放中断期には、不可避論が多くを占めることになる。続いて、時期別に個別の議

論を考察してみよう。

２ 文化帝国主義的観点からの反対論：開放前期（1994.1.31－1998．10.19）

この時期は、韓国内では、まだ日本文化開放に対する不安の声が高かった時期であった。

98 年 2 月には、日本側の「日韓漁業協定」破棄への動きに直面、これを日韓の善隣関係を

放棄すると見なし、対日文化協力の中断を検討する（『国民日報』1998．1.24）、日本文化

に対する無防備である青少年の現実を把握するべき（『朝鮮日報』1998．1.15）等の世論も

出ていた。国会での「日本文化開放論議」も、文化帝国主義的観点、国民情緒的問題、文

化的同質化、韓国内文化産業への影響、青少年の日本文化受容への対応策不在等を理由と

する反対論が大多数であった。

また、韓国 Gallup 調査研究所は、1995 年 2 月 21 日～22 日の間、全国満 20 歳以上成人

男女 1,016 名を対象に日本大衆文化開放関連世論調査を実施しが、その結果は、概略次の

ようなものであった。「日本大衆文化開放に関する見解」の設問では、開放不可（18.3％）、

可能であれば延ばした方がいい（43.6％）、2－3 年内に開放（22.3％）、早い方がいい（15.2％）

との意見で、開放に否定的あるいは開放時期を延ばした方がいいという見解が 84.2％で、

全体的に開放に否定的であった143。

（1）反対論

反対論の一つの主張は、「日本文化開放」により、民族固有文化が変質し、事実上日本の

文化的植民地化される恐れもあること。従軍慰安婦問題、漁業協定破棄、竹島問題等日韓

間の懸案に起因する、日本との間での政治、歴史問題、国民情緒等をも考慮する必要があ

るという論理であった。つまり、過去に統治支配を受けたという歴史的事実からくる「対

日感情」への懸念、韓民族固有の文化までもが侵略されるのではないかとの不安と警戒感

から派生する「国民感情」へ配慮による、このような発言は以下のようなものである。

「現在の社会は急激な産業化の結果として西欧文化の無批判的受容による文化停滞性の

危機に直面している。『国際化』・『開放化』がわが民族精神の衰退をもたらす危険性もある。

むしろわが民族文化に基づいた進取的な開拓としての国際化が望ましい」『本会議会議録』

1994 年 7 月 20 日、金忠賢（民主党）。

「国家間の文化開放は、民族的自尊心とも繋がる。日本との間には、過去史問題もあり、

民族的情緒が格別であることは事実である。大衆文化開放は単なる文化分野だけの問題で

はなく、政治・経済・産業・文化・社会・教育等の各分野との有機的連携で共同対処して

いく努力が必要である」『本会議会議録』1998年 5月 12 日、朴信遠（自由民主連合）。
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そして国内の文化産業が圧迫されるという「経済的影響」の憂慮もあり、韓国内文化産

業を育成させ、5 年後位の時期を考えた方が望ましい、また、膨大な資本とノーハウを持っ

ている日本文化産業に対応出来る資質と能力を揃えるべきである。（『国民日報』1998．4.18）

との主張もあった。また、青少年の日本文化受容への対応策不在への危惧等の理由で反対

される意見も少なくなかった。

「日本文化が開放されると、一番の波及効果が予想される分野はアニメ・漫画産業であ

る。先進技術で世界アニメ産業を独占している日本アニメ産業により技術・資本力から落

ちている韓国のアニメ・漫画産業が掌握される恐れがある。また、日本漫画の開放により、

一番憂慮されることは、青少年非行問題が取り上げられる」『文化観光委員会会議録』1998

年 5 月 13 日、林鎮出委員。

（2）慎重論

「日本文化開放」は時期尚早であるものの、保守的な中年層の間では文化開放を憂慮す

る見解もあることを直視しつつ、開放の分野及び時期を慎重に検討して行くべきである、

大衆文化開放は単なる文化分野だけの問題ではなく、政治・経済・産業・文化・社会・教

育等の各分野との有機的連携で共同対処していく努力が必要で、こうすることにより、日

本に対して特別な情緒を持っているわが国民の全面的共感を得られるとの慎重論もあった。

「日本大衆文化開放と関連し、韓国の大衆文化を育成のための対策が必要である。その

具体的な一つの方法として公演文化を活性化させ、公演施設を増設して行く」『文化体育公

報委員会会議録』1995 年 3 月 16 日、鄭祥容委員。

（3）不可避論

金大中大統領は自身の就任演説で「21世紀は、競争と協力の時代である。世界化時代の

外交は、冷戦時代とは異なり、発想の転換を要求している。21世紀外交の中心は経済及び

文化に移ると思われる。協力のもとで行われる無限の競争時代を解決していくため、貿易・

投資・観光・文化交流を拡大して行く」（1998年 3月 2 日第 15代大統領就任辞の中から）

と述べたが、この趣旨に沿った意見が政府側を含めて主張された。

「21 世紀は経済と文化の世紀である。文化魂を持ってない商品は、もはや経済力も発揮

できない。経済と文化は不可分の関係になっている。文化的活力のない民族は 21 世紀の中

心民族になれない。ＩＭＦ危機を招いた原因は、単なる経済政策の失敗にあるのではない、

文化不在こそＩＭＦ危機の根本的原因だと確信する」『本会議会議録』1998 年 8月 27 日、

辛基南議員（新しい政治国民会議）。
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議員の発言の他、この時期、政府側から次のような見解が示された。（参考）

「日本大衆文化の輸入問題は長期的観点から考えると、日韓関係がより熟成された上、

また、国内産業が十分な競争力を確保される過程を勘案しつつ、漸新的・段階的に検討し

て行く必要がある」『本会議会議録』1994 年 2月 24日、李会昌（国務総理）。

「韓国文化が外国の文化に従属化されるという、被害意識から脱皮し、堂々と韓国文化

商品を開発し、世界に拡散して行く、それにより、競争力を強化していく方向で、文化産

業政策を転換していく時点であると考えられる。『国際化』・『開放化』時代とともに大胆に

日本文化を開放するべきであるとの意見が多いのは現実である」『本会議会議録』1994年 2

月 24 日、李敏燮（文化体育部長官）。

「最近国内文化が外来文化に相当な部分浸食されている。また、青少年層にも色々影響

があるのは事実である。しかし政府としては外来文化に対して、批判するだけでなく、積

極的な受容姿勢を開発しつつ、韓国文化の位相を高め国際化される文化政策を追求してい

く」『本会議会議録』1994 年 7 月 20 日、李敏燮（文化体育部長官）。

３ 日韓歴史認識の再考観点からの慎重論：開放後（1998.10.20－2001.7.11）

1998 年 10 月、第１次開放から行われた日本文化開放は、2000年 6 月には第 3 次開放ま

で行われてきた。一方、第 3次開放以降、当初は 2002 年に予定されていた第 4 次開放を最

後に、全面開放がなされる予定であったものの、2000 年 8 月に小泉総理の靖国神社参拝問

題に続き、2001 年には日韓間に歴史教科書問題が再浮上し、2001 年 7 月の凍結宣言によっ

て追加開放が一時中断されることになった。

この時期に入ると、日本文化開放による韓国文化産業への影響は憂慮するレベルではな

く、2002 年にはサッカーのワールドカップが日韓共同で開催されるという、好環境にあっ

たため、「日本文化開放」に関する不可避論の意見も出たものの、その後、日韓歴史認識の

再考、青少年の日本文化受容への対応策不在問題等を念頭に置き、慎重に考えるべきであ

るとの慎重論に再び移っていった。

1998 年 10 月、第１次開放が行われたものの、韓国内文化産業への影響、青少年の日本文

化受容への対応策不在等に加え、靖国神社参拝問題、日韓間の歴史教科書問題の再浮を理

由とする反対論もまだ残っていた。

政府は、文化産業の力量強化のため、過去に規制と管理の対象になってきた大衆文化に

対する国民意識を改善し、産業として積極的に育成するための政策を推進すべく、1999 年

に「文化産業振興基本法」を制定し、2003 年まで 5000 億オウン規模の文化産業振興基金を

助成し、文化産業発展のための制度・環境を作った。その中で、大衆文化の主な受容者で

ある青少年層が日本大衆文化に傾倒されないで、外国の多様な文化を選別的に受容する能
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力を揃えるため、教育機関、言論機関、市民団体などと連携し、青少年向けの大衆文化・

メディア教育を活性化していく施策が必要となり、その活動を支援する方法で考えていく

との意見が多くなった。

（１） 反対論

「現在韓国内の映像産業は大きな暗礁に乗り上がっている。一つの原因として挙げられ

るのは、性急に結論を出している日本文化開放である。2000 年上半期の日本映画の国内市

場占有率は 14.2％に上っている」『本会議会議録』2000 年 7 月 14 日、李美卿（新しい千年

民主党）。

「日本教科書歪曲に対する対応策として日本文化の全面白紙化または開放時期を再検討

して行く必要がある」『本会議会議録』2001 年 4 月 16 日、鄭東采委員。

（２） 慎重論

「日本文化の開放は原則的に望ましい政策である。日韓間の懸案等を考慮しつつ、段階

的に推進して行くべきである」『国会本会議会議録』1998 年 11月 12 日、趙淳議員。

「日本文化開放による社会的影響、文化衝撃を受けること等に関して検討し、政府から

の制度的支援を行い、メディア受容者へのメディア教育、文化教育を実践して行くことが

必要である」『国会本会議会議録』1998 年、11月 18 日、金範明議員

（３）不可避論から慎重論へ

文化観光部はサムスン経済研究所、韓国文化政策開発院と協力し、2000年の 3 次開放ま

での日本文化開放による経済的影響を評価した。評価結果は、日本文化開放による韓国文

化産業への影響は憂慮するレベルではないとの結果であった。それとともに、2002 年日韓

共同で開催される、サッカーのワールドカップ開催等により、日韓間の友好的雰囲気が助

成された。より広範囲での開放が予想され、2002 年には完全開放まで予測された。

しかし、2001 年には日本の歴史教科書記述問題が発生し、この期間での国会での主な「日

本文化開放論議」の争点は歴史教科書記述問題であった。韓国政府は 2001 年４月に発表さ

れた日本の扶桑社出版の中学校歴史教科書の検定結果に対し、5 月 8 日に日本側に修正要求

項目など渡し、修正を要求していた。それに関して日本の文部科学省からは、6 月末頃には

その結果を明らかにするとの見解であった。日本で精査した結果、2 か所については訂正す

る必要があると判断し、７月、検討結果を韓国に伝達した。しかし、韓国は、これを不十

分とし、日本文化開放の追加措置を中断する等の措置を公表した。
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「現在の日本文化開放政策は、国民の政府における日韓の新たな同伴者関係に立脚した

新原則のもとで行われるものである。このような状況に中での最近の日本歴史教科書歪曲

問題は、日本文化商品による韓国社会での影響を改めて検討し直す契機にもなる」『文化観

光委員会会議録』、2001.4.16、辛基南委員。

「日本文化開放は、98 年の日韓首脳会談の際、『21世紀に向けた新たな日韓パーとナー

シップ』と題した共同宣言を発表の中打ち出した政策である。この中で前提されたのは、

21 世紀に向けて未来志向的日韓関係を構築する趣旨から出発したものの、最近の日本歴史

教科書歪曲問題により、日韓の共同宣言の趣旨が根本的に毀損されることになった。相対

国への一方的な文化影響力の強化、あるいは相対国の情緒を考慮しない交流は真の文化交

流とは言えない」『文化観光委員会会議録』、2001.4.16、鄭柄国委員。

その後 2001年 10 月の首脳会談において、両国政府が歴史専門家の共同研究会を早期に

立ち上げることにて合意した。これに対し韓国側では不満を持ちつつも、一方では、98 年

金大統領と小渕総理の会談の際、「21 世紀に向けた新たな日韓パーとナーシップ」と題した

「共同宣言」の中には、現在の若者達が歴史認識を深化して行くためには互いに高い関心

を持ち、真の努力を尽くす必要があるとの部分もあるよう、歪曲された教科書問題の速や

かな解決も重要であるが、日韓外交の根幹が揺れることは望ましくない。また、日本文化

開放の全面中止あるいは、政策の大幅の修正に繋がるのは望ましくない、「日本文化開放」

は教科書問題とは離れて予定通りに実施されるべきであるなど、「共同宣言」の基本精神に

立脚した正しい日韓観を持ち、国家のイメージ向上及び国益のためにも全世界の祝祭であ

るサッカー・ワールドカップ大会の成功的な開催も重要であるとの意見も出始めた。

「2002 年のサッカー・ワールドカップ日韓共催を目前としてより両国間の相互理解を求

める時点で、両国間の葛藤のギャップが大きくなる状況になっていることは誠に遺憾なこ

とである。歪曲された教科書問題の速やかな解決も重要であるが、国家のイメージ向上及

び国益のためにも全世界の祝祭であるワールドカップ大会の成功的な開催も重要である」

『文化観光委員会会議録』2001 年 4 月 16 日、姜成求委員。

またこの時期、政府側からは次のような見解が示された。（参考）

「日本文化を開放するにあたって、特に憂慮したのは、青少年層を異文化から保護する

問題であった。そのため、開放は、各分野での波及効果を考慮しつつ、段階的に開放する

方針である。開放の際にも、公演法・映画法等の関連法、不健全な文化を濾過する制度を

積極的に活用していく」『本会議会議録』1998年 11月 18 日、申楽均（文化観光部長官）。
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「日本大衆文化開放による韓国文化産業への影響は憂慮のレベルではない。むしろ韓国

文化産業の日本への進出の契機になっている。また、日本国民の韓国大衆文化への関心が

高まり、対韓感情がかなり友好的に変化していると評価されている。実際に世論調査の結

果からも一番旅行したい国として韓国が選ばれているともに日本観光客が増加している。

この様な評価結果をもととして、文化芸術系・関連業界・日韓文化交流政策諮問委員会の

諮問結果を総合して 3 次開放では、大衆文化全部門にかけて大胆な開放を行うことになっ

たのである」『文化観光委員会会議録』2000 年 6 月 27 日、朴智元（文化観光部長官）。

４ 未来志向的日韓関係構築上の不可避論：開放中断期（2001.7.12－2003.12.31）

文化観光政策研究院では、2000 年 3 次開放までの日本文化開放の影響分析・及び追加開

放方案を研究してきた。まず映画部門では、開放初期とは異なって、一定期間経過後、占

有率が徐々に下がっているのが分かった。詳しい内容として、日本映画は、開放以降に総

65 編の映画が上映されたが、市場占有率は（ソウル市場基準）、1999 年に 3.1％、2000 年

には、7.4％で最高潮に達したものの、2001 年に 1.4％、2002 年 3.2％に減少した。3 次開

放から流入された劇場用アニメの場合、総 10編輸入し、8 編が上映され、3 編が興業に成

功した。観客数は 138 万名に集計された。

音盤分野では、音盤輸入額は、2000 年には約 6億ウォン、2001年には 5億 2000 万ウォ

ン、2002 年には 12億 4000 ウォンであった144。この数値は、韓国政府の予測値よりももち

ろん低いものであった。その一方で韓国文化は、日本でも 2000年代から「韓流ブーム」と

呼ばれる社会的現象を引き起こした。

2003年6月 17日、日韓両国首脳会談の際、韓国政府は日本大衆文化追加開放を発表した。

不可避論

日本大衆文化開放に関しては、当初から、文化的同質化、文化帝国主義への懸念、国民

情緒的問題、日韓歴史問題、韓国内文化産業への影響、青少年の日本文化受容への対応策

不在等の理由からの否定的世論も多かった。しかし、国際化と国内文化産業の競争力強化

などをも視野に入れつつ、日本大衆文化開放は避けられない国家的課題になっていた。

他方、メディアでも次のような内容の見解も出始めた。「成人用映画・大衆歌謡・音盤な

どが無差別に流入することによる、国内文化産業産及び文化的副作用を最小限化するため

には流通構造の改善、マーケティング戦略強化など産業支援策を強化していく、また、消

費者のために、不法輸入品を選別する審議制度・等級制度など点検する必要がある。加え

て、文化開放を国内文化産業の国際的跳躍の機会に転換し、日本での『韓流』を本格的文

化産業輸出として繋げる支援体制を構築するのも重要である」145

「アニメ分野を含む、3次文化開放まで行われた現時点で、知識情報事業・文化産業に沖
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重点を置きつつ、関連産業との波及効果が大きいアニメ産業を集中的に支援して行く必要

がある」『文化観光委員会会議録』2001 年 11月 2 日、鄭範九議員。

「現在までの日本文化開放の状況から考えると、今後残っているのは、全面開放しか無

い。まだ、4 次、5次など選別する必要性はない」『文化観光委員会会議録』2003年 6 月 17

日、沈載権委員。

また、この時期政府側からは次のような見解が示された。（参考）

「日本文化開放は、98 年度から始まり、2001年の日本歴史教科書問題により、開放が中

断された状況である。しかし、6月 7 日日韓首脳会談の際、日本大衆文化開放に関する共同

声明が発表され、追加開放は行うべきだと思う。現在日本文化開放による否定的な影響は

微々たるもので、韓国国内産業の競争力強化に寄与したとも言える状況である」『文化観光

委員会会議録』2003年 6 月 17 日、申鉉澤（文化観光部企画管理室長）。

以上、韓国における「日本文化開放」に至る政治的背景を考察すべく、韓国国会での「日

本文化開放論議」を分析した。

「日本文化開放」が行われる前の、開放前（1994.1.31－1998．10.19）には、文化的同

質化、文化帝国主義への懸念、国民情緒的問題、日韓歴史問題、韓国内文化産業への影響、

青少年の日本文化受容への対応策不在等の理由からの反対論が多かった。しかし他方では、

韓国社会に既に浸透している日本大衆文化の実態分析とそれに関する基礎調査を行い、そ

の具体的な対策を論じた後、開放に関する判断を行うべきであるとする、日韓関係構築の

観点からの慎重論、国家間文化交流は益々活発化されている状況の中、外国の健全な大衆

文化の流入を過度に制限するのは現在国際関係に望ましくないとする国際化・開放化時代

を踏まえた不可避論も既に出始めていた。

次は、1998年 10 月の第 1 次開放を始め、第 3 次開放が行われた期間である、開放後の時

期（1998.10.20－2001.7.11）に入ると、開放に関する意見の全体の流れは、慎重論から不

可避論へ、そして再び慎重論に変化して行ったことが分かる。

文化開放措置を単純に文化交流レベルだけではなく、日韓歴史認識の再考、韓国内文化

産業への影響、 青少年の日本文化受容への対応策不在問題等を念頭に置き、慎重に考えつ

つ、開放するべきであるとの慎重論から、日本大衆文化開放による韓国文化産業への影響

は憂慮のレベルではない、むしろ韓国文化産業の日本への進出の契機になっている、韓国

文化産業の競争力強化が期待される等を理由とする、不可避論も出たものの、再び慎重論

に移っていく。その主な原因として、2000 年の小泉総理の靖国神社参拝問題、2001 年 4 月

の文部省の検定を通過した、扶桑社出版の中学校歴史教科書記述問題等が浮上したことが

挙げられる。この期間の国会で主な「日本文化開放論議」の争点は歴史認識問題であった。
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最後に、開放中断期（2001.7.12－2003.12.31）には歴史教科書問題の継続、歴史認識問

題、日本政治家らの不適切とされる発言など日韓関係に障害はあったものの、日本文化開

放の追加開放に関しては、日韓関係などを総合的に考慮し、慎重に開放時期・範囲を検討

しつつ、未来志向的観点から転向的に推進して行くとの見解が大半だった。そして現在、「日

本文化開放」による否定的な影響は微々たるもので、むしろ韓国内文化産業の競争力強化

に寄与したとの肯定的な意見に変わっている。

日韓間における大衆文化の交流が、政治は政治、文化は文化として切り離し、様々な問

題とはひとまず別にすすめられるのは、日本人と韓国人の親近感を増し、若い世代による

相互理解を高めてゆく導きの糸として歓迎すべきことである146。また、現在の日韓の文化

交流は、日本と韓国が同質性な社会へと変化してきていることと無関係ではない。それは、

統治時代に日本が朝鮮社会に文化的な「同化」政策を進めたこととは異なって、韓国社会、

韓国人に主体的に日本文化を受容する姿勢が生み出されていることを示している147。

「日本文化開放」による韓国社会への日本文化の流入は、韓国文化に確実に影響を与えて

おり、広く韓国社会にも様々な影響をもたらしている。日本文化に自然に接する機会が増

え、日本商品に対する拒否感も解消されつつある。

日本中が「韓流」ブームを楽しんでいると同様に、盲目的に日本の文化を拒否する必要

がなくなったともいえる。知らず知らずの間に、若い世代の間には、日本の小説を読んだ

り、日本のファッションスタイルを真似したり、日本風の居酒屋でお酒を飲んだり、日本

の生活文化を楽しむという傾向が拡大しつつある。この現象は、韓国における新たな「日

流」現象と呼ばれており、次章で詳細に分析することになる。

また「韓流」ブームがもたらした、日本における「韓国文化受容」は、日本人の対韓認

識・対韓意識にも影響を与えているが、これについては第 4 章で具体的に考察したい。

歴史問題などの政治問題が両国の認識に一時的に障害にはなるものの、文化交流が、両国

民の相互理解と信頼度を向上させ、将来的には新たな日韓関係の構築に向けた基礎になる

と考えられる。
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第３章 金大中政権の文化政策と「日本文化開放」が韓国社会にもたらした影響

金大中大統領は政権発足とともに、1998 年 2 月には「文化大統領」を宣言し、文化芸術

の暢達、伝統文化の保存・発展とともに、文化産業を基幹産業として育成することを通じ

て、国家競争力強化を図ることを目標に掲げた。そして政策的には、「創意的文化国家」を

目指して、「文化産業振興基本法」の制定など、産業振興のための法制度を整備し、文化体

育部を文化観光部に改編し、その管轄範囲を文化・体育・観光・青少年・メディア等に広

げるなど組織改革にも取り組み、文化産業を国家基盤産業として育成し支援するための法

律的・制度的基礎を設定した1。

また、政治的民主化の結果を文化政策にも反映すべく、文化芸術に関わる検閲制度など

を先進国型に転換する一方で、1998 年 10 月の金大中大統領の訪日を契機に、1965 年の日

韓国交正常化以降も永年に亘って継続されてきた日本文化に対する規制を解消し、1998 年

10 月には日本文化開放を実現することとした。

金大統領の文化政策で特筆すべきは、文化開放と同時に、自国文化の競争力向上のため

のより具体的な育成策が、同時並行的に企画され実施に移されたことである。本章では、

韓国が永らく日本大衆文化を規制する政策を採ってきたのにもかかわらず、なぜ途中から

開放政策に転じたのか、という問いに対して、大衆文化交流政策が内包する「文化産業政

策」の側面から検証する。また、金大中政権による「日本文化開放」の過程と、同時に実

施された文化産業の育成・振興政策を、主に韓国文化コンテンツ振興院（ＫＯＣＣＡ）の

振興政策の中で、「放送映像産業振興政策」に絞って、焦点をあてて分析、考察する。そし

てその後、「日本文化開放」が韓国社会に及ぼした影響を経済的・文化的要因別に分析する

こととしたい。

第１節 金大中政権による文化産業育成・振興政策

金大中政権の文化産業政策の基本方針としては、政策的には「創意的文化国家」を掲げ

つつ、文化産業を国家基盤産業として育成することを強調した。まず、文化予算を政府全

体予算の 1％水準に確保し、文化インフラを多様に構築・支援すること、また文化産業と観

光産業を国家基幹産業として支援・育成することによって、ＩＭＦの経済難を克服すると

同時に文化先進国化を図ることであった。

1999 年に「文化産業振興基本法」を制定し、文化産業振興のための法的・制度的な基礎

を設け、それに基づき「文化産業基金」を創設したが、その額は 2000 年には 2,329 億ウォ

ン（230 億円）に達した。また、文化産業を育成するために「韓国文化コンテンツ振興院」

を設立し、自国文化輸出振興のための補助を行うこととしたが、この結果、過去入超であ

った放送番組は輸出が輸入を上回り、アジア各国で「韓流ブーム」を巻き起こすことにつ

ながった。
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本節では、まず、文化産業の育成・振興政策について、主に放送コンテンツ、放送映像

産業振興政策に焦点をあてて分析し、放送プログラムの輸出入の状況などを考察すること

によって、文化の開放による日本大衆文化の流入過程と、韓流文化の波及状況を明らかに

することとしたい。

１ 文化コンテンツ産業の重要性の認識と産業育成インフラの整備

（１）金大中政権による産業政策の転換

近年、経済のグローバル化と革新的な情報通信技術の発達と普及によって実現した効率

的な国際化社会・情報化社会は、経済的には経済成長をもたらすと同時に、文化的にも、

容易な文化受容が、国境を越える対話と交流を促進し、文化と文化交流が持つ社会的影響

力を、相対的に増すという結果をもたらした。そうした環境の中で、文化産業（コンテン

ツ産業）を、成長性に富んだ産業分野として位置づけ、総合的な国家戦略のもとで育成し

振興を図ることは、時代に即した政策の一つであると考えられる。

文化産業（コンテンツ産業）は、放送、出版、映画、音楽、ゲーム、デザインなど、広

範囲に及ぶ分野の業種を含んでおり、人々の日常生活における影響は勿論、国家経済にお

ける影響力ついても、重要視されなければならないが、このような認識が世界的に認めら

れ、各国において、国家戦略のもとで育成と振興政策が採られるようになったのは、1990

年代に入ってからであると言える。

世界で最大のコンテンツ市場を持つアメリカは、第 2 次大戦前から映画を中心とする輸

出促進策を官民一体となって積極的に進めてきた。映像分野におけるアメリカの国際競争

力はソフトのみならず、ハードウエアにも及ぶことから、戦後も引き続き、貿易制限の撤

廃、スクリーン・クオータ制度などの国内規制の撤廃、著作権保護など、自国産業の市場

と利益確保への取り組みを行ってきた。また、アメリカ、日本に次ぎ世界第 3 位の市場を

持ち、輸出額も大きいイギリスも、1997年に発足したブレア労働党政権が、「クール・ブリ

タニア（格好いいイギリス）」というスローガンの下に、関係省庁を横断した政策立案チー

ムとして、創造産業タスクフォース（ＣＩＴＦ：creative industries task force）を設

置して、文化産業振興策に取り組み始めた2。

韓国においても、1997 年末のＩＭＦ金融危機という国内の経済環境の変化によって、そ

れまでの重厚長大型産業の量的成長を主とした経済戦略の問題に関する反省と論議が、国

内からも出始め、知識情報社会という世界的な経済環境の変化も、文化産業の発達を促進

させる要因にもなり、韓国内の経済環境の変化も相まって、韓国政府は、積極的に文化産

業を育成し、振興して行く方向に転換していった。また、韓国においては、過去、文化産

業は産業政策の適用範囲外だったため、税制・金融などの支援が十分でなかった。いま一

つ、文化産業が消費性娯楽の概念としてしか認識されなかったため、体系的育成と支援が

なされず、規制緩和も出来なかった3ことなどから、流通構造を含め全般的なインフラが整
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ってなかったと言ってよい。

このような国際的な経済構造の変革と、国内の経済環境の変化に伴い、金大中大統領は、

文化開放を段階的に進めると同時に、自国文化の競争力を向上させ、文化産業を輸出産業

として育成するための政策的な援助を与える具体的な育成策を、同時並行的に企画し実施

する方向に政策転換をはかることになった。

金大中政権は、まず、文化インフラを多様に構築・支援すること、また文化産業と観光

産業を国家基幹産業として支援・育成することによって、ＩＭＦの経済難を克服すると同

時に、文化面での先進国入りを目指した。金大統領は政権の出帆とともに、政治的民主化

の結果を文化芸術政策に反映すべく、文化芸術に関する検閲制度及び機構などを先進国型

に転換した。そして 1998 年 2 月に、従来の文化体育部を文化観光部に改編し、担当分野と

して観光・メディアなどを加えて拡大する組織改正を行うとともに、政策的には「創意的

文化国家」を掲げ、文化産業を国家基盤産業として育成することを強調した4。

翌 1999 年 2月には、21世紀の高付加価値産業として浮上する文化産業を支援・育成する

ために必要な事項を定め、文化産業発展の基盤を造成し、競争力を強化することで、国民

の文化的生活の質向上につとめ、国民経済の発展に貢献することを目的とした「文化産業

振興基本法」を定めた。この法律より、文化産業を振興するための法律的・制度的基礎が

設けられ、文化産業振興のための安定的な財源の拡充、文化商品の製作・輸出への支援等

の具体的な育成策が計画された5。

また、1999年 3 月には，文化産業振興策の長期的ビジョンと戦略を段階的に推進してい

くための、「文化産業発展 5 か年計画」が、2000 年にこれを拡大発展させた「文化産業振興

5 か年計画」、すなわち「文化産業ビジョン 21」が発表された6。

そして、2001 年 6 月には、「文化産業振興 5 か年計画」で設けられた文化産業の発展基

盤をもととし、デジタル時代に対応した具体的な実践計画として、「コンテンツコリアビジ

ョン 21」が計画されることにより、2003 年までに、国庫及び基金 3,810 億ウォン、民間資

金が 4,000 億ウォン、その他 736 億ウォンで構成される総額 8,546 億ウォン（約 850 億円）

の資金の造成が示された。これによって、「文化産業振興基本法」を文化コンテンツと関連

した内容を中心に改編し、また「韓国文化コンテンツ振興院」を設立し、コンテンツ創作

のためのインフラを構築した7。

さらに、2001 年 8 月の「韓国文化コンテンツ振興院」の設立に伴い、デジタルコンテン

ツ制作基盤の拡充を図るため、既に 2000 年より運営されている 835 億ウォン（約 83 億円）

の予算を含め、 2003 年までに毎年 1300 億ウォン（約 130 億円）規模まで産業育成財源が

拡大して確保されることになった8。また同年 5月には、文化観光部文化産業局内の「文化

商品課」を名称変更、拡充し、「文化コンテンツ振興課」が設置され9、これによって本格的

な大衆文化に対する文化産業支援体制が整えられた。

上記のような文化産業振興を目指したインフラ整備の下で、韓国政府は、コンテンツ産

業を次世代の新成長産業の動力として育成していくため、2000年以降文化観光部の予算を
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政府全体予算の１％以上に持続させると同時に、文化部観光予算の内の文化コンテンツ産

業が占める割合を拡大していった10。文化コンテンツ産業関連予算の状況を見ると、文化産

業局が設立された 1994 年には 54 億ウォンであったものが、1999 年には 1,000 億ウォンに

増加した。とりわけ 2006 年から文化産業局と文化メディア局の予算が分離されることによ

って、文化観光部全体予算に占める割合がより増加している。

【表Ⅲ－1】 文化コンテンツ産業関連予算の推移 (単位：億ウォン)

年度

別
政府予算

所属部予算 文化産業部門予算

予算
占有率（政府予

算対比）
予算

占有率（所属部予

算対比）

1994 476,262 3,012 0.63％ 54 1.8％

1995 567,173 3,838 0.68％ 152 4.0％

1996 629,626 4,591 0.73％ 189 4.1％

1997 714,006 6,531 0.91％ 132 2.0％

1998 807,629 7,574 0.94％ 168 2.2％

1999 884,850 8,563 0.97％ 1,000 11.7％

2000 949,199 11,707 1.23％ 1,787 15.3％

2001 1060,963 12,431 1.17％ 1,474 11.9％

2002 1161,198 13,985 1.20％ 1,958 14.0％

2003 1151,323 14,864 1.29％ 1,890 12.7％

出典：『文化産業白書』文化体育観光部、2008年、14 頁。

また、2008年の文化コンテンツ産業の分野別支援額を見ると、文化コンテンツ振興に一

番多い予算が配分され、次に文化産業基盤育成、メディア産業育成支援、著作権産業支援、

出版産業育成、映像産業育成、ゲーム、放送広告の順に予算が編成されている11。

（２）「文化産業振興基本法」12の制定と産業育成インフラの整備

高付加価値の文化産業を国家的核心産業として育成していくことは、先進国の共通の現

象であり、課題となった。これに伴って、ハードウエア中心の文化産業から、コンテンツ

中心の文化産業を発展させていく方策に関心が高まっている。そしてこの現象は、一方的

な文化の伝達方式から相互伝達という受容者中心の伝達方式に変化している環境に、積極

的に対応するためのもので、創意力が競争力に繋がる今後の世界経済に適応するための一

つの過程であるということが出来る。

このため韓国でも、知識基盤経済への移行、経済活動の世界化などの環境の変化に応え

つつ、ニューメディアなどの新文化産業分野の出現を、発展的に受容するための法的・制

度的支援の根拠が必要になった。このような認識により、政府の文化産業振興策を総合的・
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巨視的に後押しする目的で、国家戦略産業である文化産業の育成基盤を強化して行くため

に、1999 年 2 月に「文化産業振興基本法」が制定され、文化産業振興のための安定的財源

の拡充、戦略分野を重点的に育成するための制作・輸出に対する支援など、具体的な育成

策が作成された13。

この法律は、映画・放送・ゲームなど、先端産業と伝統産業を対象に、多角的で体系的

文化産業育成策を図ったことに意味がある。

「文化産業振興基本法」は、文化産業が国家の主要戦略産業として浮上することに伴い、

文化産業の支援及び振興に関する基本法を制定し、文化産業発展の基盤を助成し競争力を

強化することによって、国民の文化的生活の質の向上と国民経済に貢献することを目的と

して制定された。その内容は、まず、文化産業の範囲を映画・音盤・ビデオゲーム・出版

印刷物・定期刊行物・放送プログラム・キャラクター・アニメ・デザイン・伝統工芸品・

及びマルチメディアコンテンツ関連産業と定義し、第 2 に、文化産業と関連した創業の促

進と文化商品を製作する製作者及び放送映像プログラム独立製作者に関する支援根拠を規

定した。加えて第 3に、文化産業関連技術の研究及び文化商品の開発・製作などのための

文化産業団地の造成、第 4 に、「文化産業振興基金」を設置し、助成財源は政府の出資金、

国債管理基金との関連金にするとの内容で構成されている14。

また「文化産業振興基本法」は、文化産業の定義を明確化し、政府の文化産業育成の基

本計画の樹立、年次報告書作成など国家の文化産業振興の責任を明示することによって、

文化産業を国家の核心戦略産業に育成するという基本法的意味を持っている。

この法律で使用される用語の定義は次のとおりである15。

「文化産業」とは、「文化商品16」の企画・開発・制作・生産・流通・消費と関連した産業

のことを意味する。具体的には、

① 「映画振興法」の規定による映画と関連した産業

② 「音盤・ビデオゲーム物に関する法律」の規定による、音盤・ビデオゲーム物と関連

した産業

③ 「出版社及び印刷所の登録に関する法律」・「定期刊行物の登録に関する法律」の規定

による、出版・印刷物・定期刊行物と関連した産業

④ 「放送法」の規定による、放送プログラムと関連した産業

⑤ 「総合有線放送法」の規定による放送プログラムと関連した産業

⑥ 「文化財保護法」の規定による文化財と関連した産業

⑦ 芸術性・創意性・娯楽性・余暇性・大衆性など文化的要素を持ち、経済的付加価値を

創出させる、キャラクター、アニメ、デザイン（産業デザインを除く）、広告、公演、

美術品、伝統工芸品と関連した産業

⑧ マルチメディアコンテンツと関連した産業

⑧ 伝統衣装・食品など大統領令で定める産業

のことを意味する。
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また、「文化産業振興基金」の設置、文化産業の振興を図るための「韓国文化産業振興委

員会」の構成、文化産業団地の造成、税制、金融など政府支援根拠の規定を定め、政府の

積極的な役割と民間参加の活性化のための広範囲の制度を作り、規制ではない、振興と支

援のための法律としての役割を明示している。

「文化産業振興基本法」に基づき、1999 年には文化産業発展の基盤を構築するため、「文

化産業振興基金」を助成した。「文化産業振興基金」の財源は、政府の出資金及び融資金、

国債管理基金とその関連金、公共団体などの文化産業支援金、基金の運用による受益金な

どで構成される。

「韓国文化産業振興委員会」は、委員長になる文化観光部長官を含め、15人以上 20 人以

下の委員で構成される。国際交流、文化商品の輸出競争力を促進し、海外市場進出を活性

化させるために、外国との共同制作・外国人の投資誘致・国際映像祭参加及び国内誘致・

輸出関連情報網の構築などの事業のため、予算の範囲で支援ができることが定められた。

加えて文化観光部長官は、文化産業振興のため、必要と認めた場合には、当該団体・機関

に対して国際交流及び海外市場進出のための支援事業を委託することができ、関連資料・

情報の提供と海外市場の調査などの協力を要請することも出来ること、そしてその際、必

要な費用を補助することもできることなど、国際交流、海外市場進出にも意欲的な施策が

施されている。

「文化産業振興基本法」は、制定以降、2000 年、2002 年、2007 年と数回改正されて来た

が、2002 年 1 月には、デジタルコンテンツ、文化産業振興施設及び文化産業団地に関する

項目（条項）を全面改正（法律第 6635号）すると同時に、「韓国文化コンテンツ振興院」

の設立に関する法的根拠を示した。2001 年に設立された「韓国文化コンテンツ振興院」は、

アニメ、キャラクター、漫画、音楽などの文化産業の育成を目的としており、韓国語を外

国語に翻訳する特別の会社をつくり運営費のほとんど全額を助成している。

文化産業の育成のための細部政策が最初に樹立されたのは、1999 年の「文化産業発展 5

か年計画（1999～2003）」である。同計画の中では文化産業の概念・範囲が具体的に定義さ

れ、また政府の文化産業振興政策に関する重要性が大きく反映されることになった。

「文化産業発展 5 か年計画」に続き、2001 年には、文化産業に対する規制改革と政府に

よる実質的支援が行われ、国内の文化産業環境の変化を勘案し、デジタル時代に対応する、

文化コンテンツ分野別実質競争力確保のための細部実践計画として「コンテンツコリアビ

ジョン 21」が発表され、これに基づき、国内の文化コンテンツ産業と関連した事業支援の

ため、「韓国文化コンテンツ振興院」が設立された17。

デジタルコンテンツ産業とは情報技術（ＩＴ）産業が消費者に伝達しようとする、全て

のものを生産、流通する産業であり、文化産業を含め、コンテンツ（映像、音声、文字、

文学、言論、符号など）の通信、ソフト産業を含むもののことで、文化産業より広範囲の

包括的概念としての文化的産業を表している18。そして、2000年代に入り、コンテンツが重



114

要な競争力向上要因として認識されるに従って、文化産業政策の中での重要性が急浮上し

てきた。デジタルコンテンツ流通技術の発達によって、より飛躍的に拡大・発展すること

が展望される領域であると言える。

技術の発達は 1970～80 年代にはハードウエア、1980 年代にはソフトウエア、2000 年代

に入ってからはコンテンツ中心に移っていくとともに、中心価値も知識・文化を目指して

いるコンテンツ産業中心に急速に再編されつつある。

【表Ⅲ－2】 産業構造の変化

1970～80 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代

技術発達方向 ハードウエア ソフトウエア ネットワーキング コンテンツ

中心価値 産業 情報 知識 知識・文化

出典：『文化産業白書』文化観光部、2001 年、40 頁。

デジタルコンテンツ部門に関しては、「韓国文化コンテンツ振興院」主催で、2002 年のデ

ジタルコンテンツ及び放送コンテンツ国際展示会が行われ、24ヵ国 250社が参加し、アニ

メ・放送・キャラクター等の分野で 1,200 万ドルの契約が成立し、その外、約 3,000 万ド

ルの契約相談が商談中であり、また、ＫＢＳのドラマ『冬のソナタ』は日本ＮＨＫへ 4,400

万円（4 億 4,000 万ウォン）で輸出を決めたこともあった19。

また、韓国内の政界からも期待感が高まり、政府の文化政策または「文化コンテンツ振

興院」のような文化産業インフラへの必要性を、自身の選挙公約に取り上げる議員も出現

した。これを新聞も取り上げ、一部議員が「文化インフラ構築拡充、文化関連予算大規模

拡充、文化関連産業関連ＩＴ産業の育成等の重要性を取り上げ、文化政策の基本方向とし

て提示しつつ、とりわけ文化産業の競争力を高めるための韓国文化コンテンツ振興院の機

能を強化して行く」と述べたことを報道している20。

さらに、韓国にとって、文化コンテンツ産業の育成は、経済活力と国家発展を左右する

国家的・時代的課題であると同時に、文化アイデンティティを維持するための主要手段で

あり、したがって、文化コンテンツ産業の体系的な中・長期発展計画が必要であった。2001

年 6 月、文化コンテンツ産業発展推進計画として発表された「コンテンツコリアビジョン

21」21計画は、2 つの目的により計画された。

まず、文化産業のデジタル化と、メディア融合によるコンテンツ市場の急成長に対応す

る政策支援システムを再編する必要性があった。次に、1999 年「文化産業発展 5 か年計画」

に基づいたデジタル時代に対応すべく、文化コンテンツの分野別の実質的な競争力を高め

るための細部的な実践計画が必要であった。

「コンテンツコリアビジョン 21」計画の中では、2003 年まで総 8,546 億ウォンあ（約 850

億円）の財源を造成し、投資・支援することを決め、その財源の内容は、国庫及び基金 3,810

億ウォン（44％）、民間資金 4,000 億ウォン（47％）、その他 736 億ウォン（9％）などで構
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成され、財源造成計画は次のとおりであった。

【表Ⅲ－3】 「コンテンツコリアビジョン 21」の年次別財源造成計画 （単位：億ウォン）

年度 国庫

文化産

業振興

基金

映画

金庫

放送発

展基金

情報化

促進

基金

民間 その他 計

2001 ‐ 200 100 200 500 1,500 736 3,236

2002 555 200 100 300 500 1,500 ‐ 3,155

2003 555 200 100 300 ‐ 1,000 ‐ 2,155

計 1,110 600 300 800 1,000 4,000 736 8,546

出典：『文化政策白書』文化観光部 2001 年、511 頁。

「コンテンツコリアビジョン 21」計画の主要推進課題としては、まず、デジタル時代に

相応しい法令及び制度の整備、知識基盤経済を先導する専門人材養成、戦略マーケティン

グによる世界市場進出拡大、文化コンテンツの創作力量拡充、産業発展基盤助成のための

インフラ構築が挙げられた。

また、細部内容として、「文化産業振興基本法」を文化コンテンツ中心に全面改編するこ

と、文化コンテンツ企画アカデミーの運営による専門プロデューサーの養成、文化コンテ

ンツ専門マーケッターの養成、海外拠点設置による韓国文化商品の現地進出への支援、文

化コンテンツ国際共同制作プロジェクトへの支援、「韓国文化コンテンツ振興院」の設立に

よるコンテンツ創作インフラの構築、文化コンテンツＲ＆Ｄへの支援、及びＣＴ育成など

が含められた。

【表Ⅲ－4】 「コンテンツコリアビジョン 21」細部内容

推進課題 推進内容 細部内容

法令・制度整備

・「文化産業振興基本法」を文化コ

ンテンツ中心に改編。

・デジタル時代に応じた、分野別文

化関連法制の整備。

・デジタルコンテンツの生産・流通

のための法的・制度的支援体制の

整備。

・「著作権法」の全面改正。

インフラ構築

・「メディアコンテンツセンター」

の設置によるメディア教育基盤

確立。

・著作権保護のための総合情報ネッ

トワーク構築。

・音盤及びキャラクター産業の流通

構造の先進化推進。

創作力量拡充
・「韓国文化コンテンツ振興院」に

設立によるコンテンツ創作イン

・文化コンテンツＲ＆Ｄ力量強化、

ＣＴ育成。
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フラ先導。

・文化コンテンツ財源拡充によるコ

ンテンツ制作市場の活性化。

・創作支援資金の拡大及び段階別支

援体系構築。

専門人材養成

・戦略コンテンツ分野の専門人材養

成機能の強化。

・文化コンテンツ専門ＰＤ・マーケ

ッターの養成。

・文化コンテンツ企画アカデミーを

運営による専門のプロデューサ

ー養成。

世界市場進出拡大

・文化コンテンツの国際共同制作プ

ロジェクトへの支援。

・世界的文化コンテンツイベントの

開催。

・デジタル文化コンテンツＥＸＰ

Ｏ、デジタルコンテンツアジア

グランプリなど開催。

出典：『文化政策白書』・『文化産業白書』文化観光部、2001年より作成。

２ 放送事業環境の変化及び放送映像産業振興政策

（１）言論統制に関する法制度と放送事業の管理・規制の歴史

第二次大戦後、解放・独立後の韓国の文化政策は、侵略者の文化である「日本文化」の

排除を唱う一方、「反共」理念の下での社会秩序の保持と政権維持を主目的とするものであ

り、体系的な文化政策と言えるものではなかった。また文化に関する法律も、大韓民国憲

法に抵触しないかぎり、日本統治期の多くの法令が韓国語訳され、長期間にわたってその

まま存続する状況にあった。従って、歴代の政権で日本の文化的要素と影響を排除し、日

本文化の受け入れを拒否するという政策が採られたが、日本文化を特定して規制する法律

や規定は無く、植民時時代に日本から持ち込まれた大衆文化の影響も残ることとなった。

このように、金大中政権前の文化政策は、時勢に従い一部自由化、規制緩和が行われた

こともあったが、その大勢は、国内の政治的必要性に従って、政府所属の文化行政機関を

管理・運営して、検閲・統制中心の業務を行い、少数の政府関係芸術団体の活動を支援す

ることに止まっていたと言える。そのため、その根拠となる法制度も、管理・運営・検閲・

統制を中心として構成されており、メディア文化の中核をなす放送事業においても、当然

この政策、法制度が適用されていた。

韓国での言論・放送の規制は、時代的環境の変化にも密接な関係を持っていた。1927 年

2 月京城放送局が開局されてから、第二次大戦後 1959 年に最初の民営地域ラジオ放送、釜

山文化放送が開局されるまでは、放送を規制する法律はなかったが、朴正熙政権下の 1961

年 8 月に初めて「有線放送受信管理法」が制定された。

その間、1958 年 1 月 25 日には、13 項目の「放送の一般的基準に関する内規」が政府の

広報室によって制定された。ここでも特に日本の大衆文化についての規制内容は見当たら

ないが、第 1 項で「放送は民主主義の発展に寄与し、民族文化の向上に貢献し、国民の福



117

利増進に尽くすこと」とされ、第 2 項では、「放送は教養、娯楽等の番組を通じて自主的判

断を養い、独立精神を育てるものであること」とされていた。放送の現場はこれらの項目

を効率よく解釈して、放送において「日本色」をいかに扱うかを自主的に判断・規制して

いた22。

1961 年 12 月からは国営テレビ放送が始まり、1962年 12 月に「国営テレビ放送事業運営

に関する臨時措置法」及び「国営テレビ放送事業特別会計法」が制定され、国営放送の財

源調達のため視聴料の徴収と国営放送での有料広告を可能にした。また 1963 年 12 月 16日

には、クーデター政権下の立法機関、国家再建最高会議によって最初の「放送法」が制定

された。

一方、1962年 6 月には「自由で品格のある放送を目指し、民族文化の向上と公共の福祉

増進を図る」という趣旨で、「放送倫理委員会（放倫）」が発足し、放送倫理規程に従って

63 年 1 月からは放送内容の審議を始めた。この規程では、「放送は社会正義を尊重し公序良

俗に反する内容や表現をしてはならない」（第 3 項）など特に日本文化に触れておらず、1963

年 12 月に制定された「放送法」では、委員会に倫理規程を制定・公表するよう義務付ける

とともに、「民族の主体性涵養に関する事項」と「民族文化の創造的開発に関する事項」な

ど倫理規程に含むべき事柄を明記した。放倫は下部組織として放送歌謡審議委員会を置き、

65 年 11 月歌謡審議規程と放送歌謡審議細則を制定した23。

1972 年には「韓国放送公社法」が制定され、ＫＢＳが国営放送から公営放送に転換する

とともに「国営テレビ放送事業運営に関する臨時措置法」・「国営テレビ放送事業特別会計

法」は廃止された。その後、全斗換政権下の 1980 年には「言論基本法」の制定により、「放

送法」は廃止され、「言論基本法」の中、放送部分が含まれることになった。同年 12 月に

「韓国放送広告公社法」が制定され、地上波放送の放送広告営業を代行する無資本特殊法

人「韓国放送広告公社」が設立された24。また、「放送法」は 1987 年に改めて制定されるよ

うになる。

韓国の 1960年代～80 年代は、朴正熙政権期（1961-1979）における「国益言論」、全斗愌

政権期（1981-1988）の「責任言論」、「言論統廃合」などを掲げた言論統制が続いた時期で

ある。朴正熙政権の言論観は、国家利益の追求が言論の機能であると同時に究極の目標で

あるとのスローガンの下、戒厳司令官の検閲方針により言論統制を行った。この時期には、

1973 年 3 月に「放送法施行令」、1973 年 2月に「映画法」、1972 年 2 月に「外国刊行物輸入

配布に関する法律」、1972 年 12 月に「出版及び印刷所の登録に関する法律」、1975 年 12 月

には「公演法」などが改正された。この時期は、対外文化交流政策の基盤となる法律、言

論関係の法令が他の時期よりも多く制定されたが、法律よりは大統領の緊急措置権の行使

により国益優先の言論報道の原則が強調された25。

前述のとおり、これらの法律は、芸術の積極的振興を図る政策のためというよりは、規

制と検閲のためであった。日本文化を名指しした明らかな法律的規制があったわけではな

いが、間接的に日本の文化が大量流入しないよう措置をしたのである。たとえば、1961 年
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12 月 30 日に「公演法」では、外国人が国内で公演するとき、又は外国人を国内に招聘して

公演を行おうとする者は、文化体育部長官の許可を受けなければならない。規定による許

可、又は変更許可に関しての必要事項は大統領が定めるものとするとされた。

この間の外国文化関連法律の内容を、主管組織別にまとめると下表のようになるが、確

かに日本だけを対象にした条項は見当たらない。

【表Ⅲ－5】 外国文化関連法律

法律名 関連事項 主管機関 備考

著作権法 外国研究資料を翻訳、国内に

紹介。

文化観光部 1996 年、世界知的財産権機構

著作権条約を履行。

公演法 音楽・舞踊・演劇・演芸など

芸術的または娯楽的公演の

台本審議など。

外国人の国内公演許可。

文化観光部 2006 年 12 月改正。

映画振興法 外国映画輸入推薦

外国映画輸入許可

文化観光部 2006 年 4 月、「映画及びビデ

オ物の振興に関する法律」と

して制定。

同法律の中で「外国映画輸入

推薦制度」廃止。

放送法・総合

有線放送法

報道以外の外国放送番組の

輸入推薦。

ニュース・スポーツ推薦を除

く外国放送番組、劇映画、漫

画の事前審議。

放送委員会 2000年1月、従来の「放送法」、

「総合有線放送法」、「韓国放

送広告公社設置法」などをま

とめた、新「放送法」に改正。

「統合放送法」とも言われる。

音盤・ビデオ

ゲーム物に

関する法律

外国の音盤・ビデオゲームの

輸入推薦及び内容審議。

文化観光部 2006 年 4 月、「音楽産業振興

に関する法律」、「ゲーム産業

振興に関する法律」などとし

て分離、制定。

外国刊行物

輸入配布に

関する法律

外国刊行物の輸入登録及び

輸入推薦。

文化観光部 2007 年 7 月「出版文化産業振

興法」として制定。

出典：『文化産業白書』文化観光部、2007 年、鄭淳日「韓国の放送と日本の大衆文化」『放

送研究と調査』日本放送出版協会、1999 年 3 月より作成。

全斗愌政権期に入ると、前述のとおり、1980 年 5 月「非常戒厳令」が宣布され、「国家保
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衛立法委員会」によって、1980 年 11月「言論統廃合」が断行された。「新聞協会」・「放送

協会」では、7 月に、「言論自律浄化及び言論人の資質向上に関する決議文」を採択し、言

論人の解雇を予告した。この決議文が発表された直後、全国の全ての言論社（マスコミ）

から、不条理・制作拒否・反政府・政治癒着などの名分で総 770名の記者が解雇された。「言

論統廃合」の基本原則は、通信社の統合・単一化、地方紙の１道１社原則であった。これ

により、最終的には全国 63 個の言論媒体（新聞 28、放送 29、通信 6）の中、44個が統廃

合された。放送の場合、ＣＢＳは報道・広告機能を無くして宗教放送に制限され、その他

の放送は全て、ＫＢＳとＭＢＣに吸収させ、ＫＢＳ（韓国放送公社） はＭＢＣの株を 65％

引き受けることにより、放送は実質的に国営化されることとなった。これによって韓国放

送界では、ＫＢＳが絶大な影響力を持つに至った。政府は集中化することによって、言論

統制をより効果的に行おうとしたのである26。

また、言論の機能と責任を規定する象徴的措置として「言論基本法」が 1980 年 12 月に

制定されることとなった。この法律では、言論の公的機能を保証するため、情報請求権と

取材員保護などの条項を設け、言論の公的責任を強調しつつ、言論から受けた被害を救済

する制度的装置である訂正報道請求権などの制度を採択した。しかし、この法律は言論の

自由保障の側面より、公的責任の義務を強調したため、言論活動を委縮させるという批判

を受けた27。

この「言論基本法」では、放送委員会を新たに設け放倫の職務を移管した。放送委員会

の下部組織の放送審議委員会は、1987年の「6・29民主化宣言」とともに「言論基本法」

廃止が間近になると「表現の自由を統制し過ぎた」とし「倭色歌謡」を解禁した。それま

で約 20 年間に放送禁止された「倭色歌謡」は 250曲に及んでいた28。

盧泰愚政権期（1988-1993）の言論政策では、1987年の 6・29 民主化宣言第 5 条の基本精

神に立脚し、1980 年の「言論基本法」が廃止され、言論の自律性を最大限に保障するべく

新聞・放送分野の関係法律と制度を大胆に改革し、言論の自律と競争という新しい時代に

入ることとなった。この時期には、放送構造の民主化を目指し、KBS による過度の集中を見

直すことになった。そあいて 100％民間資本による純民間放送を許可する方針を打ち出した。

その結果ＭＢＣがＫＢＳから再び独立し、教育テレビ（ＥＢＳ）もＫＢＳから独立した29。

これにより、1991 年 12 月の民営放送の許可により、ＳＢＳが開局し、1990 年 6月には

交通放送の新設、1990 年 12月には教育放送が独立した。また、1990 年 4 月に平和放送、

1990 年 5 月に仏教放送、1990年 6 月には清州基督教放送が次々に開局した。また、取材・

報道対象の拡大及び自由化が行われた。政治環境の変化、対北朝鮮政策の成功的遂行、ソ

ウルオリッピクの開催などにより、過去には禁忌された社会主義圏及び北朝鮮の実情を果

敢に報道するようになった。1987 年 8月には文化観光部の「公演禁止解除措置」により、

「公演倫理委員会」から放送禁止歌謡の解禁が行われ、1989 年には海外旅行自由化が実現

した。特に放送の場合、6・29 民主化宣言以降、時事討論番組も増加し、ニュース番組では

公正報道に向けた努力がなされ、視聴者参加討論番組の増設も行われた30。
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法律としては、1987年 11 月に「定期刊行物の登録に関する法律」・「放送法」・が制定さ

れた。「放送法」の基本趣旨は公営放送を維持しつつ、放送内容に関する政府の関与を排除

するために、その機能を「放送委員会」に担当させた。また、「放送委員会」による権限乱

用を防ぐため、「放送委員会」の運営に対する政府の関与を排除する代わりに、国会への報

告書提出の義務を課すことによって、最小限の民主的規制手段を取った。そして、1990 年

6 月に発表された放送構造改編は、言論制度の画期的変化をもたらした。「放送法」・「韓国

放送公社法」・「韓国放送広告公社法」などが改正されることとなり、民営放送局の新設、

放送構造の多元的改編が行われた。1990 年 8 月には「放送法」が改正され、民営放送制度

が導入されることにより、1991 年 12月にはＳＢＳが開局した31。

1990 年代に入り放送法制の顕著な変化としては、多媒体・多チャンネル時代に相応しい

総合有線放送（ケーブルテレビ）及び衛星放送の導入に関する議論が本格的に論議される

ことになる。これにより、1991 年 12 月には「総合有線放送法」が制定され、金泳三政権期

の 1994 年 3月からは、ケーブルテレビ時代が開始された。衛星放送の導入論議は 1995 年

ムグンファ衛星発射の成功により本格化されたが、衛星放送実施の根拠が設けられたのは

2000 年の「放送法」の中であった32。

1993 年 2 月に就任した金泳三大統領は、文民大統領として政治、経済面で一層の民主化

を進めた。放送の分野では「国民の情報選択の幅を広げる」ことを掲げ、多メディア・多

チャンネル政策を打ち出した。具体的には、全国どこでも数十チャンネルのケーブルテレ

ビを視聴可能にする、ソウル市にしかなかった民放（ソウルの場合はＳＢＳ）を他の主要

都市に開局する、また自国衛星を使って衛星放送を開始するという 3 つの目標であった。

このうち衛星放送については法的根拠となる「統合放送法33」が、政権の期間中に成立せず、

政府の命令でできるＫＢＳとＥＢＳが、２チャンネルずつの試験放送を出すことに留まっ

たが、ケーブルテレビと地域民放テレビについては、ほぼ計画通りにスタートした34。

（２）放送映像産業の育成・振興政策と放送事業の活性化

金大中政権期（1998-2003）は、文化芸術に関する各種検閲制度及び機構などの変化も現

れ、「公演倫理委員会」が 1997 年 10 月に「公演芸術振興協議会」に変更されたが、また 1999

年 6 月には「映像物等級委員会」に変更された。税制にも変化が見えて、1999 年には電子

出版物に対する付加税免除、ゲーム機・放送機器の特消税廃止など文化産業を育成するた

めの一連の制度的措置が取られた。

1998年度は大韓民国建国50周年にあたる年であり、ＫＢＳは放送指標を「経済危機克服、

国民とともにＫＢＳが先導に立つ」と定め、これに相応しいプログラム編成を目指し、Ｉ

ＭＦ管理体制下での経済危機克服に務めた。また、1998 年 9 月 3日第 35回放送の日を記念

し、既存のＫＢＳの放送基準・放送方針・番組審議規程等をより細分・専門化して韓国放

送史上初めて、放送制作実務指針・原則を収録した「放送制作ガイドライン」35を刊行し、

公営放送としての責務を強化しつつより質の高い番組制作に努めた36。



121

1990 年代以降、放送映像産業が 21 世紀の高付加価値産業として浮上し、韓国では 1998

年から放送コンテンツ産業の活性化のために、支援政策を樹立し施行してきた。初期の放

送映像産業振興政策では、地上波放送が主な対象になったが、2000 年に入りデジタルコン

テンツ市場の拡大に相応しい政策が追加・補完された。これに加えグローバル時代に向け

た海外市場進出を目指す放送会社・製作者のための、より実質的な振興政策が要求されて

いた。

1990 年 6 月には放送構造改編が行われ、「放送法」、「韓国放送公社法」等が制定されるこ

とにより公民営放送体制が確立された37。2000年 1月 12 日制定された「統合放送法38」は

従来の「放送法」と「総合有線放送法」、「韓国放送広告公社設置法」などを一つにまとめ

たもので、この放送法によって 2000年 2 月には新しい「放送委員会」が構成され、第一次

事業として衛星放送事業者にスカイライフ社（Sky Life）を選定した。スカイライフは 2

年間の準備期間を経て、2002 年 3 月 1 日からデジタル衛星放送を始め、2003 年には 110チ

ャンネル以上の衛星放送サービスを行っている39。

新放送法は、これまで媒体別に定められていた法律を一本化し、地上放送、多チャンネ

ル型ケーブルテレビの総合有線放送、衛星放送を包括的にカバーし、さらに難視聴解消型

ケーブルテレビの中継有線放送、音楽有線放送、電光板放送を放送法の適用対象とした。

従って、番組規制もこの「放送」とされるもの全てが対象となる40。

この「放送法」によって、放送映像産業政策は文化観光部で担当し、放送行政に関する

業務は「放送委員会」に移管されることとなった。また新しい「放送委員会」では放送基

本計画に関する役割、放送プロフラム及び放送広告の運用・編成に関する役割、委員会規

則の制定・改正・廃止に関する役割、放送発展基金の造成・管理・運用の基本計画に関す

る役割等を規定し41、独立した合意制放送機構としての権限が強化されることになった。

1990 年代後半から 2000 年代にかけて、ケーブルテレビ・衛星放送・インターネットの普

及が進む中、ＫＢＳ・ＭＢＣ・ＳＢＳ3社は、各分野に特化した子会社を設立し、ニューメ

ディア市場への進出を図ってきた。まず実行に移したのは、ケーブルテレビの番組供給事

業である。1999 年からＳＢＳを先頭に相次いで参入し、現在それぞれ４つの専門チャンネ

ルを運営している。専門チャンネルの構成に関しては、3 社ともドラマ・スポーツ・娯楽＆

芸能チャンネルが中心だが、ＫＢＳは韓国文化や歴史に特化した公共性の高いチャンネル

も持っている42。

1995 年のサービス開始以来、韓国のケーブルテレビは順調に加入者を増やし、2005 年 6

月末時点で、総加入契約は 1,350 万、普及率にして 69％（テレビ台数比）に達している。

視聴率の面でもケーブルテレビの成長は著しく、2001 年にはわずか 5％に止まっていたそ

の視聴率が、2005 年には 12.5％にまで上がった。その結果、広告媒体としての価値も認め

られるようになり、総合有線放送事業者の広告費成長率は 2003・2004 年にそれぞれ 45％増

と 30％増を記録した43。

1995 年 1 月から放送が開始（本放送開始は 3 月から）されたケーブルテレビについては、
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韓国政府が多チャンネル化の中心に設置づけ、税制上の優遇措置などあらゆる面で支援し

ている一種の国家的プロジェクトであった。多額の資金がかかるケーブルの敷設は、公益

企業である韓国電力と韓国通信が相当した44。

2000 年 12月 19 日、韓国の独立放送行政機関である放送委員会は、衛星デジタル放送の

プラットフォームにＫＤＢ（韓国デジタル衛星放送）というコンソーシアムを選定した。

これによりようやく衛星デジタル放送開始に向けた基盤が構築された45。

次の事業は、衛星放送・衛星ＤＭＢ・地上波ＤＭＢ等のプラットフォームへの進出であ

る。2000 年にＫＢＳ・ＭＢＣを含めたコンソーシアムが衛星放送スカイライフの事業権を

獲得したのをはじめ、2003 年にはＳＢＳとＭＢＣが衛星ＤＭＢに資本参加した。また最近

では 2005 年に 3 社そろって地上波ＤＭＢの事業権を獲得した。また、地上波 3社は 1999

～2000 年にインターネット事業専門の会社（ＫＢＳi・ＭＢＣi・ＳＢＳi）を設立し、自社

ＨＰでの番組ＶＯＤ配信をはじめとする様々なビジネスを行っている。当初は無料だった

ＶＯＤサービスをＳＢＳ（2001 年）、ＭＢＣ（2003年）の順番に有料化させたほか、2006

年からはＩＰテレビＶＯＤサービスに各社が番組を提供し、利益を上げている46。

また、韓国の放送映像産業は、1990 年代の中盤からアジア諸国において、ニューメディ

ア導入、日本向け映像物の価格上昇などの環境の変化もあり、海外市場拡大の機会が作ら

れた。「冬のソナタ」ブームから始まった「韓流」は、中国・台湾・シンガポールなどの中

華圏を初めとして、日本・タイ・インドネシアなどアジア全地域に拡散されつつ、新たな

ブランドを創出している。「韓国放送映像産業振興院」の放送プログラム輸出入推移現況を

みると、1998 年以降放送プログラムの海外輸出は平均 30％以上の高い増加率を記録してお

り、とりわけ、2002年以降には完全に韓国側の出超の状況になっている。

文化観光部は、1998年に放送映像産業振興のための計画を立案し、基本政策として第 1

次「放送映像産業振興 5 か年計画（1998～2002）」を樹立した。2000 年の「統合放送法」制

定に基づき計画の一部を変更し、また 2003 年には、改正された「文化産業振興基本法」に

基づいて、放送映像物関連産業及び独立製作社に対する振興政策を補完しつつ、第 2 次「放

送映像産業振興 5 か年計画（2003～2007）、第 3 次「放送映像産業振興 5 か年計画（2008～

2012）まで継続して推進してきた。2007 年までに放送映像先進国入りをビジョンとし、放

送市場 15 兆ウォン育成、放送映像物 1 億ドル達成という具体的目標を設定し、放送プロダ

クション社の自立基盤構築、放送映像専門人材の養成体制構築、流通先進化及び海外進出

促進、法制度の整備などを重点課題として推進されてきた47。

ここで「放送映像産業振興 5か年計画」の目標・成果をまとめると次のようである。

【表Ⅲ－6】 第 1・2 次「放送映像産業振興 5か年計画」の主要成果

分野 主要成果

製作社への制作施設構 ・デジタルメジックスペース（ＤＭＳ）48助成による独立制作社
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築及び資金支援 の政策費用節減効果

・放送映像投資組合結成による資金投資

・優秀企画・創作プログラム制作への支援による放送コンテン

ツの質的向上誘導

公共インフラ拡充によ

る産業支援基盤構築

・放送映像産業振興基盤樹立のための制作流通データ蓄積

・放送映像物デジタル化及び保存のためのデジタルアーカイブ

構築

放送映像専門人材養成

を通じる創作基盤助成

・ＨＤ、データ放送など先端デジタルコンテンツ制作人材養成、

2003 年以降総 216 個過程、3,549 名教育

・サイバー放送映像アカデミーを構築し、オンライン教育、2003

年以降総 161 個課程、6,697 名教育

・制作人材の雇用創出及び創意力向上のための多様なプログラ

ム開発・施行

流通先進化を通じる海

外進出支援による「放送

韓流」牽引

・国内放送事業者の海外コンテンツマーケットへの参加支援に

よる輸出極大化誘導。（2006年基準、約 300億ウォン輸出支援）

・国際放送映像見本市開催により国内プログラムの販売環境助

成。（2006 年基準にして総 170 億ウォンのプログラム販売）

出典：「第 3次放送映像産業振興 5 か年計画発表」文化体育観光部内部資料、2008 年、11

頁。『放送映像産業振興 5 か年計画』韓国放送映像産業振興院、2006 年、27-30 頁よ

り作成。

この計画を通じての問題点49としては、まず、制作支援システムの有機的連携・選択の件

として、ＤＭＳなどワンストップ機能を揃えた集約施設建立を通じ、政策費用効果を誘導

したものの、他の支援システム構築が十分ではなかったため、効果が半減したこと。次は、

情報インフラ・Ｒ＆Ｄの連携性不足による効率性減少の件として、サイバー放送映像情報

ポータルサイトをバックアップするＲ＆Ｄ支援・協力体制が不十分であったこと、デジタ

ル放送映像アーカイブに対する国家的・社会的関心不足によりシステムの存廃危機に直面

していることなど取り上げられている。

また、ＰＰ (Program Provider：ケーブルチャンネル)からＨＤ（high-definition

television：高精細度テレビジョン放送）への転換、ＩＰＴＶ（インターネットＴＶ）導

入などに対応する有料放送事業者を専門とするデジタル制作人材教育を拡大して行く必要

性、放送環境変化に積極的に対応する教育プログラム・インフラ構築を補うことなど、流

通・海外マーケティングなどグローバル競争力に欠かせない教育の必要性などを改善方向

として決めていた。

３ 韓国文化コンテンツ振興院を中核とする放送コンテンツの海外進出振興政策
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韓国内での放送コンテンツの海外進出への支援は、「韓国文化コンテンツ振興院」と「放

送委員会」を中心として行われていた。これに加え、2009 年からは「国家ブランド委員会」

がコンテンツの海外輸出に力を入れた。ここでは、第 1 次、第 2 次「放送映像産業振興 5

か年計画（1998～2007）」が行われた期間の、韓国文化コンテンツ振興院が設立されて以降

の政策をを中心にまとめることとしたい。

韓国文化コンテンツ振興院は、国内の文化コンテンツ産業と関連した事業支援のために、

「文化産業振興基本法」（第 31 条）に基づいて 2001 年 8 月に設立された特殊法人である。

韓国文化コンテンツ振興院の主な事業としては、文化産業振興のための政策の樹立・開発、

文化産業活性化のための支援施設の設置・基盤助成、文化産業の創業・経営支援、情報の

収集・共有・活用、デジタル文化コンテンツの応用技術開発・支援、専門人材の養成・再

教育支援、文化産業及び関連事業に対する投資・融資、文化原型資料の著作権・使用料な

どの委託管理、文化産業流通活性化、マーケティング支援、海外進出支援などがある。ま

た、2001 年には優秀文化コンテンツ事前制作支援を実施し、2002 年からは創作アニメ制作

支援と文化コンテンツ専門投資組合の運営、共同制作室・スタジオなどの施設支援と人材

養成などの事業が行われた50。

この節では、韓国文化コンテンツ振興院による制作支援を通じた輸出振興政策、マーケ

ティング支援を通じた輸出振興政策、放送コンテンツ国際共同制作への支援について考察

することとする。

（１）制作支援を通じた輸出振興政策（ＯＳＭＵコンテンツ制作支援）

韓国コンテンツ振興院の制作支援は、放送コンテンツの制作段階からグローバル輸出を

目指し、該当放送コンテンツの製作を支援する方式で行われている。また、ジャンル変換

を通じた多様な収益を念頭に置いた、ＯＳＭＵ51に基づき行われており、従って、ＯＳＭＵ

が可能な原型コンテンツ素材の開発への支援も行われている。ここで、放送委員会『放送

コンテンツにおけるＯＳＭＵ実態分析を通じた競争力向上に関する方案（2006 年）』を参照

しつつ、放送コンテンツのＯＳＭＵ事例を分析するこことする。

ＯＳＭＵ事例としてまず、韓国では 2002 年 1月から 3 月までＫＢＳで全 20 回放送、平

均視聴率 22.5％を記録し、日本では 2003 年 4月にＮＨＫ―ＢＳ２で、2004 年 4月にはＮ

ＨＫ地上波で放送された『冬のソナタ』（権利主体：ＫＢＳ、ペン Enter. 、べ・ヨンジュ

ン）は、『冬のソナタ』版権を日本に販売し、ＫＢＳが得た収益は 270億ウォン（約 17 億

円）であったが、日本も利益をあげた。それもこの 40 倍を越す１兆 2,000 億ウォン（約 784

億円）である。ドラマが人気を呼んでＤＶＤ、写真集、アクセサリーなどの関連商品が販

売され、ＯＳＭＵの力が発揮された52。

当時、韓国のＫＢＳは、ＮＨＫに付加版権を販売した結果、追加収入を得ることはでき

なかった。 文化芸術と放送通信サービス及び製造業との連携は、生産と雇用を創造し経済
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の拡大に繋がる。しかし韓国内でＯＳＭＵの戦略は、他国に比べまだ不備であり、ＰＰＬ(製

品広告)活用を通じた付加収益創出、文化コンテンツ産業と他の産業間の連携などＯＳＭＵ

企画がまだ不足しているのが実情である。商品企画（ｍerchandising）に関するマスター

プランなどの不足のため、日本でより高い付加価値が創出されたケースにもなった。

次の表から読み取れるように、『冬のソナタ』により創出された付加価値は、約 1,800 億

ウォンで、その中ＯＳＴ・ＶＩＤＥＯ/ＤＶＤによる受益が各々150 億ウォン、合計 300億

ウォンと高い割合を占めている。

【表Ⅲ－7】 『冬のソナタ』ＯＳＭＵの経済波及効果 （2006 年現在）

海外版権

（ＫＢＳ）

ＯＳＴ

（イェダン

Co.）

VIDEO/DVD

(ＫＢＳ＋ペ

ン Enter.)

ＶＯＤ

(ＫＢＳ)

出版

(ＫＢＳ)

総買出

（付加価値）

（ＫＢＳ＋他）

15 億ウォン

日本ＮＨＫ、

台湾など

150 億ウォン 150億/600 億 14 億ウォン

VOD 権海外輸

出

24 億ウォン 1,800 億ウォン

版権外収益：総 272億ウォン（ＫＢＳ）

出典：『放送コンテンツにおけるＯＳＭＵ実態分析を通じた競争力向上に関する方策』放送

委員会、2006 年、92頁。

次の事例として『チャングムの誓い』は、韓国では、ＭＢＣによって 2003 年 9 月から

2004 年 3 月まで放送され、日本では、ＮＨＫ－ＢＳ２で 2004 年 10 月から 2005 年 10 月に

かけて毎週木曜日午後 10 時から放送された。

『チャングムの誓い』は企画段階からＯＳＭＵ効果を目指した作品であり、ドラマの成功

と相まって、シナジー効果を生み、受益の極大化が創出された。

【表Ⅲ－8】 『チャングムの誓い』ＯＳＭＵ の経済波及効果 （2006年現在）

海外版権

（ＭＢＣ）

インターネット

（ＭＢＣ）

Merchandising

（ＭＢＣ）

モバイルゲーム

（ＭＢＣ）

出版物

（ＭＢＣ）

50 億ウォン 9 億ウォン 30 億ウォン 6 億ウォン 12 億ウォン

版権外収益：約 62 億ウォン（ＭＢＣ）

出典：『放送コンテンツにおけるＯＳＭＵ実態分析を通じた競争力向上に関する方策』放送

委員会、101頁。

最後の事例としては日本の『ポケットモンスター』は、1995 年、任天堂のゲームソフト

として開発され、出版・マンガ・アニメ・キャラクター商品まで開発され高い受益を創出

した。ソニー社のプレイステーションにより危機に落ちた状況の中での、『ポケットモンス
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ター』の成功により危機を克服されたケース。ゲームだけでは売れず、多様なジャンルの

媒体との提携をしつつ積極的なマーケティングを実施し、ＴＶ用アニメ、映画用アニメ、

漫画雑誌、ポケモンカード・商品の販売などの展開を実施した戦略の成功でシナジー効果

を得た。この事例の問題点としては、放送はケーブル、地上波、多少のインターネットサ

ービスに止まり、ミュージカル、人形劇など多様なジャンルに発展できず、ＴＶ用アニメ

だけが主力商品であった。

【表Ⅲ－9】 『ポケモン』ＯＳＭＵの経済波及効果 （2006年現在）

ゲームソフト

（任天堂）

劇場版 カードゲーム

ミュウツーの逆襲 結晶塔の帝王

2,056 万

個（日本）

2,188 万

個（アメ

リカ）

41 億５千万円 48 億 5 千万円 18 億円

（日本）

24 億円

（アメリ

カ）

その他派生商品の収益：約 2兆 3,000 億円（任天堂＋他権利者）

出典：『放送コンテンツにおけるＯＳＭＵ実態分析を通じた競争力向上に関する方策』放送

委員会、132頁。

（２）マーケティング支援を通じた輸出振興政策（「国際放送映像見本市」の開催）

海外の購買者・関係者に韓国のプログラムを紹介し、取引を促進させることを目指して

韓国内で「国際放送映像見本市（ＢＣＷＷ）」53を 2001 年から毎年文化観光部などが開催し

ている。ＢＣＷＷ は 2000 年度に Eight Peaks co. Ltd.が主管したが、大幅な赤字を経験

し、しばらくの間、文化観光部が引き継ぎ、2002 年から 2005 年までは「国際放送交流財団

（アリラン TV）」が主管し、2006 年からは韓国放送映像産業振興院が主管している。ＢＣ

ＷＷ は、優秀な韓国文化コンテンツの海外進出の機会を提供しつつ「韓流」を持続・拡散

させるための事業である。また、グローバル文化コンテンツの流通ハブとして、立地を構

築するのを目標としている。予算は 5 億ウォンから 13 億ウォンの範囲内で支援されている

54（図Ⅲ－１参照）。

次に、支援予算の年度別推移をみると下表のようになる。

【図Ⅲ－1】 ＢＣＷＷ支援予算の年度別推移 （単位：億ウォン）
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出典：『放送コンテンツの輸出拡大及び新規市場開拓のための政策方案研究』韓国放送広告

公社、2009年、30 頁。

ＢＣＷＷ展示会では、ドラマ、ドキュメンタリー、アニメ、デジタルニューメディア映

像コンテンツなど、放送通信融合時代に相応しい「放送映像コンテンツ専門マーケット」

を運営する。また、ＢＣＷＷでは、映像コンテンツの世界市場動向を把握しつつ新たなビ

ジネスモデルを提示することを目指して、展示会とともに、ニューメディア及び制作に関

連したフォーラムを開催する。ここでは、世界放送産業界の専門家などを招待し、論議の

場を設け、海外人材とのネットワーキング機会を提供している。国内優秀コンテンツ、コ

ンテンツに関するサービスなどの広報だけでなく、政策と産業のバランスの取れた発展を

提示する国際コミュニケーションのネットワーク基盤を助成することに寄与しているとの

評価を得ている。

2004 年の場合、地上波放送 3社が大規模のブースを設置し、自社コンテンツと、制作力

量を大大的に広報した。ＭＢＣの場合、ＭＢＣグループの形態で参加し、多様なジャンル

のＨＤプログラムを試演した。ＳＢＳでは自社ＳＢＳプロダクションが参加、『パリの恋人』、

『バリ島での出来事』などの人気作を広報した55。

次の表からわかるように、2008 年開催されたＢＣＷＷでは、45か国 160社が参加し、前

年度(1,600 万ドル）より、大幅に増加した(2,700 万ドル)の相談実績を上げた。ドラマ『風

の国』、『風の花園』、『エデンの東』などが高値で販売され、前年対比(1,100 万ドル)の実績

上昇を見せた56。

【表Ⅲ－10】 ＢＣＷＷの経過及び主要実績

開催年度/

期間・場所
参加規模

予算規模

（ウォン）

プログラム

販売実績（ドル）
主催機関

2001 年（1回）

11.14～16

25 か国 110社 13 億

（民間 12.5億

＄570 万 主催：Eight Peaks
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釜山 BEXCO /国庫 0.5 億)

2002 年（2回）

11.6～8

ソウル COEX

24 か国 99 社 10 億（国庫） ＄770 万 主催：文化観光部

2003 年（3回）

11.19～21

済州島 ICC

22 か国 151社 5 億（国庫） ＄976 万 主催：文化観光部

2004 年（4回）

11.24～26

ソウルaTセンター

26 か国 156社 5 億（国庫） ＄1,300 万 主催：文化観光部

2005 年（5回）

11.16～19

ソウル COEX

32 か国 147社 7 億（国庫 5億/

放送発展基金 2

億）

＄1,500 万 主催：文化観光部、

放送委員会

2006 年（6回）

8.30～9.1

ソウル COEX

30 か国 150社 8 億（国庫 5億/

放送発展基金 3

億）

＄1,700 万 主催：文化観光部、

放送委員会

2007 年（7回）

8.29～31

ソウル COEX

40 か国 149社 12.3 億（国庫 8

億/放送発展基

金 4.3 億）

＄1,600 万 主催：文化観光部、

放送委員会

2008 年（8回）

9.3～5

ソウル COEX

45 か国 160社 10.5 億（国庫） ＄2,700 万 主催：文化体育観

光部

出典：『放送コンテンツの輸出拡大及び新規市場開拓のための政策方案研究』韓国放送広告

公社、31 頁に基づき再構成。

（３）放送コンテンツ国際共同制作への支援

放送コンテンツの国際共同制作への支援は、国家間の相互的交流レベルのコンテンツ共

同制作を通じた韓国イメージの高揚、韓流の持続拡散、海外ネットワーク構築、放送技術

の海外市場進出への寄与などを目的とする支援事業である。

コンテンツ関連先進国との共同制作・共同マーケティングを通じ、国内の技術レベルを

向上させること、国家戦略レベルの資源外交・経済外交への支援をすることにより、国家

の発展に寄与することなどの長所がある。国際共同制作方式は、事業の目的によって、文

化交流型国際共同制作とグローバルマーケット型国際共同制作に区分して施行されている。

文化交流型国際共同制作は、主にベトナム・インドネシア等の開発途上国を事業パート

ナーとし、韓国との間の交流関連放送プログラムの共同制作・共同放映を中心に行われる

事業であり、「韓国放送映像産業振興院」では、2007 年 1 月から持続的に「韓流」拡散可能
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な国家を対象とし、共同制作事業を進行している。2007 年放送映像コンテンツ国際共同制

作への支援事業は「アジアの潜在力及び可能性」というテーマで、韓国とベトナム、フィ

リピン、インドネシアの４ヵ国放送局で共同制作したドキュメンタリーシリーズをＫＢＳ

が放映した57。

また、グローバルマーケット型国際共同制作は、開発途上国を事業パートナーとする文

化交流型国際共同制作とは異なり、先進国の制作ノウハウの習得、先進国の配給網への接

近、先進国の市場に通用する製作社・製作者の輩出を事業目的として、先進国の放送映像

物レベルの作品制作と受益創出を目指している。2006 年から「韓国放送映像産業振興院」

ではグローバルマーケット型国際共同制作に関する二つのプロジェクトが実行され、全７

編のドキュメンタリーシリーズが制作された58。

グローバルマーケット型国際共同制作は、製作費を事業主体が共同で負担する共同投資

方式が適用されるため、独立製作者に輸出用プログラムを制作する機会が提供される点で、

「韓流」の持続的な成長原動力となる長所をもつものである。また、アジアに特化した企

画案を発掘し、制作全過程を支援し、アジア地域でのの文化交流にも寄与できるといえよ

う。

４ 韓国の放送産業における放送プログラムの輸出入の状況

(1) 放送プログラム輸出入推移

ここでは、韓国の放送産業における放送プログラムの輸出入の状況を分析するため、

韓国における日本文化の開放が行われた1998年から、2011年までの放送プログラム輸出入

推移をまとめると同時に、国家別・ジャンル別放送プログラム輸出入の内容を分析する。

韓国における放送プログラムの輸出は、1997年以降順調に増加し、2002年には輸出額が

輸入額を逆転し、特に 2003 年から 2008 年の間、東アジア地域を中心に「韓流」が評判を

博した頃には急増し、完全に出超の状況になっている（図Ⅲ－2参照）。

【図Ⅲ－2】 韓国の放送プログラム輸出入推移
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出典：『放送コンテンツ輸出入現況及び展望』韓国コンテンツ振興院、2011 年、2012 年、

『放送番組輸出入現況』韓国放送映像産業振興院、2009 年より筆者が作成。

・地上波放送、チャンネル使用業者（ケーブルテレビ・独立製作者）を含めた統計

年度別に国別の輸出額を見てみると、2003 年度の場合、主な輸出国家はアジアに集中し

（73.7％）、台湾（24.5％）、日本（19.0％）、中国（18.6％）、香港（3.3％）の順であった。

2001 年の場合も、台湾（20.2％）、中国（20.1％）、日本（9.7％）、香港（9.4％）の順で中

華圏の割合が大きかったが、2006 年以降、日本の割合が増え、2008 年には、日本（68.4％、

79,113 千＄）台湾（6.7％、7,769 千＄）、アメリカ（5.2％、6,025 千＄）の順になった。

特に日本の場合、輸出占有率の増加が著しく（2002年 10.8％→2003 年 19％）、その要因と

しては、日本での韓国ドラマの人気と相まって韓国では「日本文化開放」により、日韓間

の放送コンテンツ交流が活発化されたことが挙げられる59。

また、2008年度の輸出額は 2007 年の 1 億 6 千 300万＄より 10.82％増加し 1 億 8,000

万＄を記録した。同年度に 10％の成長が可能になった主な要因としては、『宮廷女官チャン

グムの誓い（ＮＨＫＢＳ2 2004 年 10月 7 日～2005 年 10 月 27日最初放送）』が反響を呼

び、それにに続く『太王四神記（ＮＨＫ総合 2008年 4 月 5 日～9 月 27日放送）』、『ファ

ン・ジニ（ＢＳ2 2008 年 4月 6 日～2008 年 9月 28 日放送）』等の韓国の「時代劇」が評

判を取ったこと、また日本市場の回復などが考えられる。輸出に関しては、ジャンル別で

はドラマの輸出が拡大し、ドラマの平均輸出単価も大幅上昇した。東アジア地域の「韓流」
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持続の影響でドラマの輸出が、2002 年は全体輸出の 76.8％（1,639 万＄）を示し、2003 年

には 85.7％（2,834 万＄）を示した60。

一方輸入に関しては、金大中政権により「日本文化開放」が実施された 1998 年以降増加

したが、その後減少し、2008年には 98 年のレベルを下回る数値となり、2007 年の 3,227

万＄より 32％減少し、2,185 万＄になった。

1998年以降、放送コンテンツ輸出入状況をみると2002年から2008年まで急速に成長し、

この期間での成長率は 525.31％を記録し、年平均 87.6％の成長率をみせた61。2008 年以降

2、3 年間は成長がとどまる傾向がみられたが、2011年には再び増加していることがわかる。

次に韓国放送プログラムの、輸出入の国家別の状況をみると、2008 年度の場合主な輸出

国としては、日本（68.4％、79,113 千＄）、台湾（6.7％、7,769 千＄）、アメリカ（5.2％、

6,025 千＄）、中国（4.7％、5,495 千＄）、香港（3.3％、3,805 千＄）の順であり、主な輸

入国は、アメリカ（60.6％、13,230 千＄）、日本（13.5％、2,954 千＄）、イギリス（7.1％、

1,554 千＄）、香港（5.0％、1,088 千＄）からの順であった。また、放送プログラムのジャ

ンル別状況をみると、2008 年度の主要輸出プログラムは、ドラマ（91.1％、105,369 千＄）、

アニメ（5.3％、6,111 千＄）、娯楽（1.6％、1,864 千＄）で、ドラマが 9 割以上を示して

おり、輸出のジャンルに映画が含まれてないのが特徴であった。ジャンル別主要輸入プロ

グラムとしては、ドラマ（44.5％、9,722 千＄）、映画（16.8％、3,662 千＄）、アニメ（13.6 ％、

2,969 千＄）、ドキュメンタリー（11.2％、2,453 千＄）、娯楽、教養の順であった62。

引き続き、2011 年時点での国家別・ジャンル別の輸出入状況を表にまとめると、次のよ

うになる。

【表Ⅲ－11】放送コンテンツの国家別輸出入状況 (2011 年) （単位：千＄）

国家別 総計 地上波放送 ケーブルテレビ等

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入

総計 203,733

(100%)

103,790

(100%)

189,479

(100%)

3,391

(100%)

14,254

(100%)

100,400

(100%)

日本 130,972

(64.3)

1,264

(1.2)

120,554

(63.6)

230

(6.8)

10,418

(73.1)

1,034

(1.0)

台湾 22,115

(10.9)

21,713

(11.5)

0.0 403

(2.8)

中国 21,387

(10.5)

352

(0.3)

21,069

(11.1)

3.0

(0.1)

319

(2.2)

349

(0.3)

香港 3,893

(1.9)

599

(0.6)

3,786

(2.0)

7.0

(0.2)

107

(0.8)

592

(0.6)

アメリ

カ・北米

3,600

(1.8)

98,033

(94.5)

2,520

(1.3)

1,310

(38.6)

1,079

(7.5)

96,722

(96.3)
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イギリ

ス

0.0 1,752

(1.7)

1,004

(29.5)

748

(0.7)

ヨーロ

ッパ

1,906

(0.9)

1,215

(1.2)

1396

(0.7)

778

(22.9)

510

(3.6)

437

(0.4)

地上波、ケーブルテレビ、配給社・独立製作者等を含む。

各放送社別に集計の際、国家・ジャンル別の区分なしでまとめて輸出入した場合はデータ

から除外される等、総輸出入金額との差が発生する場合がある。

出典：ユン・ジェシク『放送コンテンツ輸出入現況及び展望』韓国コンテンツ振興院、2012

年より作成。

【表Ⅲ－12】放送コンテンツのジャンル別輸出入状況 (2011 年) （単位：千＄）

ジャンル別 総計 地上波放送 ケーブルテレビ等

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入

総計 203,733

(100%)

103,790

(100%)

189,479

(100%)

3,391

(100%)

14,254

(100%)

100,400

(100%)

ドラマ 166,949

(81.9)

39,595

(38.1)

158,488

(83.6)

292

(8.6)

8,461

(59.4)

39,303

(39.1)

ドキュメン

タリー

23,499

(11.5)

3,730

(3.6)

23,383

(12.3)

2,160

(63.7)

116

(0.8)

1,569

(1.6)

アニメ 210

(0.1)

494

(0.5)

117

(0.1)

388

(11.4)

92

(0.6)

106

(0.1)

映画 45

(0.0)

57,518

(55.4)

0

(0.0)

547

(16.1)

45

(0.3)

56,970

(56.7)

娯楽 10,466

(5.1)

2,280

(2.2)

6,253

(3.3)

3

(0.1)

4,213

(29.6)

2,188

(2.2)

教養 912

(0.4)

169

(0.2)

226

(0.1)

0 686

(4.8)

169

(0.2)

他 1,221

(0.6)

4

(0.0)

580

(0.3)

0 642

(4.5)

4

(0.0)

番組フォー

マット

432

(0.2)

0 432

(0.2)

0 0 0

地上波、ケーブルテレビ、配給社・独立製作者等を含む。

出典：ユン・ジェシク『放送コンテンツ輸出入現況及び展望』より作成。

2011 年度の国家別輸出状況をみると、2008 年頃と同様に日本、台湾、中国を中心に輸出
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が行われた。放送コンテンツの全体の輸出の中、64.3％を日本へ 10.9％を台湾へ、10.5％

を中国へ輸出され、その次にシンガポール、香港、ベトナム等が高い割合を示した。一方

国家別輸入状況をみると、アメリカ・北米地域が 94.4％として圧倒的な優位を示し、イギ

リス、日本、ヨーロッパ等から放送コンテンツの輸入が行われ、輸入の方ではアメリカを

中心とする北米の方に偏重される傾向がみられた。【表Ⅲ－11参照】

また、放送コンテンツのジャンル別輸出入状況をみると、ドラマ、、娯楽、教養番組が韓

国から輸出され、外国から輸入されたジャンルは映画、ドラマ、ドキュメンタリー、娯楽

番組の順であった。【表Ⅲ－12 参照】

次に、日本との関係でいうと、輸入が伸びない背景には、放送分野における日本文化開

放が完全に実施されていないこと、そして、もう一つの原因として「放送番組クオータ制

度」も影響している。韓国の放送クオータ制度は、2001 年、「放送法施行令」により導入さ

れ、地上波を含めケーブルテレビと衛星放送に対しても、テレビ番組を編成する際、国内

で製作された番組やコンテンツを一定以上編成することを放送委員会で決めている。そし

て「放送法」で映画・アニメ・大衆音楽のジャンル別に国産番組の編成率が義務付けられ、

放送委員会で毎年その数値を告示している。

【表Ⅲ－13】 韓国の外国放送番組に対する編成規制（クォータ制度）

放送事業者 韓国放送番組編成比率 備考

地上波放

送事業者

ＥＢＳ 四半期全体テレビ・ラジオ放送番組

放送時間の 100 分の 70 以上

ＥＢＳを除く地

上波放送事業者

四半期全体テレビ・ラジオ放送番組

放送時間の 100 分の 80 以上

総合有線放送事業者／衛星放

送事業者

四半期全体テレビ・ラジオ放送番組

放送時間の 100 分の 50 以上

地上波・放送チャンネ

ル使用事業者は除く

放送チャンネル使用事業者 四半期全体テレビ・ラジオ放送番組

放送時間の 100 分の 40 以上

出典：『日韓放送市場開放及び競争力の比較』韓国放送映像産業振興院、2008 年。

『新聞・放送年鑑』韓国言論財団、2005年。

(２) 放送プログラム対日輸出入現況

『冬のソナタ』がきっかけになった「韓流ブーム」は、大衆文化・商業文化中心の一方

的な進出を意味する「韓流」の限界を越え、伝統文化・芸術を通じて相互交流する「新韓

流63」へ進化しつつあると考えられている。「韓流ブーム」の最初は、ドラマ・歌手などへ

の関心による、ＤＶＤ・音盤など関連商品の購買段階から、韓国語・食文化・韓国旅行・

韓屋（伝統的家屋）など日常的文化生活や国家イメ－ジの好感度に広がりつつあると捉え
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ることが出来る。日本でも、「韓流」は単なる文化の流行から、「キムチ」や「チヂミ」の

ように、日本内文化の一つとして定着しつつあり、そのような認識から、既存の「韓流」

は「新韓流」として脱皮する段階にあると思われる。そのような認識の下に、ここでは、「韓

流」現象以降、2011 年までを中心として放送プログラムの対日輸入・輸出の状況を考察し

てみたい。

【表Ⅲ－14】 ジャンル別放送プログラム対日輸出入内容

2000 年 6 月以前の、日本からの主な輸入プログラムはアニメが中心で、ドキュメンタリ

ー・共同制作が一部含まれていた。2000 年 6 月の 3次開放の際、全放送媒体でドキュメン

タリー・スポ－ツ・報道番組が開放され、劇場で公開された日本映画のケーブルテレビ及

び衛星放送が開放された。2004 年 1 月の４次開放では生活情報など教養番組、韓国内で上

映済みの劇映画、日韓共同制作テレビドラマなどが順次、制限的に開放されるようになっ

た。また、対日放送プログラム輸出の増加と相まって、対日輸入額も 2003 年から徐々に増

加しているのが分かる。

2007 年、08 年に引き続き、2011 年のジャンル別放送プログラム対日輸出入状況をみてみ

よう。『放送産業実態調査報告書』によると、地上波放送の場合韓国からはドラマ（90,994

千＄）・娯楽（3,290 千＄）・教養（321 千＄）のジャンル順で日本に輸出され、日本からの

輸入はドキュメンタリー（242 千＄）・アニメ（20千＄）が中心であった。また放送チャン

ネル使用事業者の場合は、韓国からはドラマ（3,503 千＄）・娯楽（3,051 千＄）・音楽（633

ジャンル別放送プログラム対日輸出内容 （千＄）
金額合計 ドラマ 記録映画 アニメ 報道 音楽 娯楽 他

2003年 5914 4,689 12 150.8 863 200

2004 35,181 34,266 130 581 23 284 3,781

2005 65,511 61,419 57 20 2,882 1,133

2006 47,632 43,558 216 31 213 3,491 124

2007 53,494 51,547 787 508 652

2008 65,627 63,505 29 57 1026 1,010

ジャンル別放送プログラム対日輸入内容 （千＄）
金額合計 ドラマ 記録映画 アニメ 音楽 映画 娯楽 他

2003年 2,460 272 183 1,955 11 39

2004 4,897 1,434 448 57 200 18

2005 4,678 1,603 333 1,341 40 42 1,314

2006 9,521 869 156 8,106 262 129

2007 9,469 1,310 263 7,762 15 55 64

2008 12,304 802 268 10,095 1,000 104

出典: 韓国放送委員会「放送産業実態調査報告書」2004,2005,2006,2007,2008,2009年。

地上波放送、放送チャンネル使用業者（ケーブルテレビ・独立製作社）を含めた統計。
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千＄）のジャンル順で日本に輸出され、日本からの輸入はアニメ（5,356 千＄）、ドラマ（862

千＄）、ドキュメンタリー（411 千＄）・が中心であった。韓国において放送コンテンツの主

な輸入国はアメリカ・北米、イギリス、日本、ヨーロッパ地域であるが、そのうち日本か

らの輸入されるジャンルはドキュメンタリー・アニメが中心であったが、アメリカの場合、

ドキュメンタリー・映画・ドラマのジャンルが輸入された。【表Ⅲ－15参照】

【表Ⅲ－15】 放送プログラムの国家・ジャンル別輸出入状況（2011 年度）（単位：千＄）

国家 ジャンル 地上波放送 ケーブルＴＶ等

輸出 輸入 輸出 輸入

日本 ドラマ 90,994

（13,372）

0

（0）

3,503

（316）

862

（337）

ドキュメン

タリー

126

（112）

242

（91）

120

（14）

411

（355）

アニメ 0.0

（0）

20

（40）

0

（0）

5,356

（3,979）

娯楽 3,290

（1,565）

0

（0）

3,051

（1,135）

0

（0）

教養 321

（97）

0

（0）

映画 0

（0）

54

（30）

音楽 633

（216）

0

（0）

他 1

（1）

0

（0）

19

（2）

30

（23）

小計 94,731

（15,147）

262

（131）

7,327

（1,683）

6,713

（4,724）

出典：『放送産業実態調査』放送通信委員会、2012年、151-155 頁。

・（ ）本数

一方、韓国ドラマの日本への流入過程を見てみよう。韓国ドラマブームの起爆剤になっ

たのは、ワールドカップ共同主催を記念して日韓共同で製作し、2002 年 2 月に日韓両国で

放送されたドラマ『フレンズ（Friends）』だった。韓国ではＭＢＣ地上波で放送され、平

均視聴率 17.5％、日本ではＴＢＳ地上波で放送され、やはり高い視聴率（第 1・2 部 14.1％、

第 3・4 部 15.3％）を記録した。この時期から、韓国ドラマはＢＳ放送、地域放送局、ＣＳ

デジタル放送など多様な媒体を通じて日本の視聴者に受容された。2003 年 4 月にはＮＨＫ-
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ＢＳ２で、2004 年 4 月にはＮＨＫで『冬のソナタ』が放映され、「韓流ブーム」を巻き起こ

した。『冬のソナタ』ブーム以降、韓国ドラマは地上波・地域民間放送・ＢＳ／ＣＳ放送・

ＶＯＤサービス・ ＤＭＢ／ＩＰＴＶのような多様な媒体から放映されている。

また、『宮廷女官チャングムの誓い』が、ＮＨＫ-ＢＳ２で 2004年 10 月から 2005 年 10

月にかけて放映され評判を博し、韓国時代劇にも関心が高まる契機にもなった。これと相

俟って、対日放送プログラム輸出額は 2004 年度から急激に増加した。これは、韓流ドラマ

の急激な量的需要増加とともに、輸出単価の急上昇により、輸出金額が増加した結果だっ

た。その背景には『冬のソナタ』を含め、『美しき日々』、『オールイン運命の愛』、『天国の

階段』に続き、2004年『宮廷女官チャングムの誓い』、2007 年以降『宮～LOVE in Palace』、

『朱蒙（チュモン）』などヒットドラマが続けられた結果だといえる。しかし 2005 年には

本数当り平均単価が日本で受容できる購買限界に達し、単価上昇の要因よりも本数の増加

により、全体輸出金額の規模が増えた。（表Ⅲ－16参照）

しかし、2006年 8 月には日本で「嫌韓流」関連書籍 67 万部が売れる等、徐々に「反韓流」

現象も見られるようになり、一方では「韓流」現象はドラマ関連商品の購入に続き、韓国

語学習、ドラマ・映画の撮影地への観光等に繋がるようになった64。

【表Ⅲ－16】 対日放送プログラム輸出金額及び本数増加率の推移

プログラム輸出金額（千＄） 本数 平均単価（＄）

2001 年 1,186 2,158 550

2002 年 2,311 3,615 639

2003 年 6,276 4,115 1,525

2004 年 36,084 5,403 6,679

2005 年 66,367 8,469 7,836

2006 年 4,9170 5,315 9,251

出典:『文化産業における海外進出支援政策研究』韓国文化観光政策研究院、2006 年、57

頁、『日本内放送韓流の現況及び展望』韓国放送映像産業振興院、2007年、16-17

頁。

東アジアでの韓国ブームのきっかけになったのは、韓国ドラマであり、ここに着目した

韓国政府は、放送コンテンツの海外進出振興のため体系的な支援策を立てた。韓国内での

放送コンテンツの海外進出への支援は、文化観光部傘下の「韓国文化コンテンツ振興院」

及び「放送委員会」を中心として行われていた。そして、韓国文化コンテンツ振興院での

「放送コンテンツ輸出振興関連政策」としては、放送映像コンテンツ制作支援・ＯＳＭＵ

キラーコンテンツ制作支援などの制作支援、放送コンテンツ海外交流支援・国際放送映像

見本市開催（ＢＣＷＷ）などのマーケティング支援、グローバルコンテンツセンターの運

営事業などの流通・輸出支援が行われている65ことは、今まで見てきたとおりである。
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現在、韓国文化産業は、政府の介入と関与が必要とされた産業初期の零細性から脱皮し

本格的な産業の段階に入りつつある。初期の段階では、法的・制度的基盤を設け、直接的

の資金援助の形式でインフラの構築が必要になる。しかし今後は、政府は初期段階の直接

な資金援助による制作支援、外国文化コンテンツに対する「放送クオータ制度」・「スクリ

ーン・クオータ制度」、文化商品に対する各種検閲制度などの実質的な規制から離れ、既存

のインフラの運営とメンテナンス、文化産業の生産性あるいは海外進出の障害になる法

的・制度的要因の整備、各企業の人材育成へのサポート、海外交流活性化への支援などの

側面からの支援を通じた、より成熟した産業政策が求められる。

ジョセフ・S・ナイは、「ある国の文化の価値観に普遍性があり、その国が他国と共通す

る価値と利益を追求する政策をとっていれば、その魅力とそれが生み出す義務感によって、

自国が望む結果を獲得できる可能性が高くなる。その結果、国内と国外での政府の政策も

ソフト・パワーの源泉になりうる。政府の政策によって、その国のソフト・パワーが強ま

る場合もあれば、弱まる場合もある。国内政策か外交政策が、偽善的だ、傲慢だ、他国の

意見に鈍感だ、国益に関する偏狭な見方に基づいているなどとみられた場合には、ソフト・

パワーが損なわれかねない」66と述べているが、フェアでより成熟した文化・産業政策が、

韓国にも求められていると思われる。

第２節 「日本文化開放」の背景と要因

近年、漫画、アニメ、ゲームやポピュラー音楽という大衆文化から、ファッション、そ

してスシ、ヤキトリという食文化に至るまで、日本文化（Ｊ－ポップ・Ｊ－カルト）は世

界の至るところで見ることができる。そしてこの日本文化の拡散は、過去に日本に植民地

化された歴史がある国を含め、経済的に豊かになっているいるアジア全域の国々にも広が

っているように見える。

日本文化浸透の要因として、まず挙げられるのは経済的側面であろう。経済のグローバ

ル化によって、日本を含む先進国の企業が工場を海外に移転させたという効果もあり、ア

ジアの人々の経済状態が改善され、娯楽にお金と時間を費やせるようになり文化的需要が

増加していった。このような生活水準の向上と、人的交流を含む情報交流の増加によって、

日本の生活基準がアジアにおけるミドルクラス（中産階級）の理想となっていったのでは

ないかと考えることも出来る。

また、植民地時代を知る世代が相対的に少なくなり、日本文化が受け入れ易くなってい

る政治的背景も大きい。そしてアジアの人々にとって日本文化は近似性があり、親近感を

感ずるという文化的要素も挙げられるのではないであろうか。海外でも、日本文化の特徴

は「日本」を前面に主張していないので、抵抗なく受け入れ易いと考えられる。そのため、

欧米などの文化とは異なり、日本の文化製品は分かりやすく、原型に近い形で翻訳や吹き

替えを行っても抵抗感無く受け入れられ、またアレンジもしやすいという、極めて適応性
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の高いものになっている。

本節では、上記のような現象に見られるような、文化の流入と受容を規定する背景・要

因を（石井健一：2003）67に基づき分類し、「日本文化開放」に至る韓国内の社会的背景と

要因を、経済的背景と要因・文化的背景と要因・歴史的・政治的背景と要因の側面からの

考察を行う。その後、「日本文化開放」が韓国社会にもたらした影響について分析を行うこ

ととしたい。

1 文化の流入・流出を規定する背景と要因

文化の流入・流出については、従来から多くの理論が提出されてきたが、一つの現象に

様々な理論が展開されている。この理由は、「文化」という概念自体が非常に曖昧である上、

ナショナリズムなどイデオロギー的、政治的な立場が議論の中に混入しやすいことが一つ

の原因であると考えられる。また、文化の流入量は、たとえばポピュラー文化コンテンツ

の輸入金額や、各国の文化コンテンツに占める外国文化の比率として定義できるが、デー

タ集積や比較に関する世界的な基準も整備されていないため、一つ一つの現象について、

いまだに、その都度説明しやすい統計を使用しているのが実情であると思われる。

このように、客観的な数値的裏付けが非常に困難な状況の中ではあるが、本稿では、文

化の流入・流出を規定する背景と要因を、石井健一（2003）を参考に、出来るだけ具体的

な事例を挙げながら、独自の視点から整理してみることとする。

（１）経済的背景（経済水準、市場規模、需給ギャップ、技術水準）

経済水準が向上すれば生活に余裕が生まれ、文化享受能力が高まり、需要が増加する。

国内需要に対し供給が不足すれば外国からの流入量は増加する。

台湾では「台湾ドリーム」と呼ばれる急速な経済成長により、文化に対する需要が高く

なり購買力が向上したが、国内需要に対し供給が不足し、外国からの流入量は増加し、日

本文化が流入することになった。また韓国も、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済成長を遂げ、

文化享受能力が高まり供給が不足したにもかかわらず、日本文化の流入を規制していたた

め、日本映画の違法コピーのビデオが台湾や香港から持ち込まれ、レコードやＣＤの海賊

版などが広く街に出回る状況になった。

また、市場規模が大きければ「規模の経済」が働き、コスト面で優位となり競争力が増

す。これを背景に拡大再投資が可能となるので、巨額の費用が投下できるハリウッド映画

産業や日本のアニメ産業のように、産業面で優位に立つことが出来る。

一方、文化も一種の商品であるので製作水準が競争力にとって重要になる。台湾では戒

厳令下で大衆文化が規制され、「漫画審査制」で検閲が行われたりしたため、技術の離散、

消滅によって産業の衰退をまねいた68。一方、日本の漫画・アニメ産業の下請けにより力を

つけた韓国の漫画産業は、近年台湾を経て日本へ輸出する程に成長している。



139

（２）文化的背景（文化的類似性、人的交流）

文化的に類似した国の間では文化の流入が起こりやすく、人的交流が文化の流入を促進

することは容易に理解できる。

たとえば、ＮＨＫのテレビドラマ『おしん』は海外で人気があったが、そのほとんどが

アジア・中東であった69。また、日本のトレンディドラマは、香港、台湾のケーブルテレビ

などで好評を博したのち、中国人社会を通してアジア各地に波及していった。

日本文化に対し規制を行っていた台湾、韓国は、直接共産主義国と対峙していたため、

建国以来海外旅行を制限してきた。しかしいずれも、1980 年代に入り徐々に規制の緩和を

行いながら、1989 年に海外渡航の完全自由化が実施され、日本への観光旅行が飛躍的に増

加した70。禁止されていた日本文化の流入が、1990年代に入り急激に拡大したと言われてい

るが、この渡航自由化による人的交流による影響も大きな要因だと思われる。

（３）歴史的背景（植民地政策）

国際的なポピュラー文化の普及には受け入れ側の肯定的態度（あこがれ）、親近感（した

しみ）の感情が重要である。戦後の日本では、テレビの普及とともにアメリカのホームド

ラマがテレビで放映され、アメリカでの生活への憧れが西欧文化の急速な普及をもたらし

たと言われている。台湾、香港からアジアの中国人社会に広がった哈日族（ハーリーズー）

と呼ばれる日本文化に熱狂する若者たちに共通する感情は、テレビ、雑誌、音楽、アニメ

などの情報を通した日本に対する「あこがれ」と「したしみ」の感情と言える。

また、歴史的背景はマイナスにも働く。台湾と韓国は、どちらも日本の植民地支配の歴

史があるが、両国の日本文化に対する政策は対照的と言える。例えば台湾においては、1997

年から国民中学（日本の中学校に相当）で使用される歴史教科書に、『認識台湾』が採用さ

れてから、従来の歴史教科書では軽視されていた台湾の歴史を「国史」として位置づける

と同時に、日本統治時代に対しても、客観的史実に基づき事例を紹介しつつ、時間・衛生・

法律観念の普及、土地制度改革、産業振興、交通インフラの整備、教育制度の確立など、

広範囲にわたって積極的・肯定的な記述がなされるようになった。以前は台湾も日本文化

に対して規制をしていたが、このようなことによる親日的感情を背景に、1980 年代に映画、

1990 年代前半に音楽、テレビ番組を解禁し（1993年に完全開放）と、早期に日本文化に対

する規制が解消し、現在では規制は存在しない。一方韓国では、日本の占領下でのマイナ

スの記憶が、日本文化への否定的感情を生み、長期にわたって日本大衆文化の輸入禁止措

置がとられることにつながった。

（４）政治的背景（規制・促進策、教育制度）

文化の流入を直接的に規制することは、当然のことながら流入量に影響を与える。日本

の大衆文化を規制していた韓国において、日本文化の流入が台湾や香港ほど多くないのは
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当然のことである。しかし、衛星放送の発達や、インターネットの普及など、放送技術や

情報技術の進歩によって、文化の領域には政府の規制そのものが無力になりつつある。

また韓国で日本語は、国交正常化後 1976 年に「大学入試予備考査」(現在は「修学能力

試験（日本のセンター試験に相当）」の第 2 外国語科目に追加された。1994年に「修学能力

試験」から日本語を含む第 2外国語科目が除外されたが、2001年度（2000 年 11月に実施）

から第 2 外国語が復活して選択科目の一つとなっている。2003年に日本語を選択した高校

生は、約 56 万人であり、韓国の全高校生の 32％、第 2 外国語を履修した学生数の中だけで

見ると 63％に達している71。このような日本語修学を通じて、若い層が日本文化の受け手に

なっていったことも見逃せない。

石井健一は『東アジアにおける日本大衆文化浸透とその要因』の中で、既存研究で指摘

されているポピュラー文化の流入を規定する要因として、経済的要因・文化的要因・制作

水準・情報技術・政策的要因を取り上げているが、ここでは、ポピュラー文化の流入を規

定する背景を、経済的背景・文化的背景・歴史的背景・政治的背景に分け、その背景を構

成する様々な要因を分析することとし、その上で次項において、韓国における状況を各背

景・要因ごとに分類・分析し詳細に見ていくこととした。

【表Ⅲ－17】 文化流入を規定する背景・要因

背景 要因 メカニズム スパン72 事例

経済的背景

経済水準

経済水準の向上により文化

に対する需要が高くなり、

購買力も向上する。

中・長期

アジア諸国の外国

文化商品輸入量の

増加

市場規模

市場が大きい文化の方がコ

スト面で優位、さらに再投

資により競争力を増す。

長期

ハリウッド映画、

日本漫画・アニメ

の隆盛

需給ギャップ

国内需要に対し供給が不足

すれば、外国からの流入量

は増加する。

短・中期

台湾・韓国・中国

における近年の状

況

技術水準

製作に関する技術水準に差

があるほど、流入が生じ易

い。

長期

台湾のマンガ産業

の停滞と流入。

韓国漫画の躍進

文化的背景 文化的類似性

文化的に類似しているほ

ど、受け入れやすい。 長期

アジアにおける

『おしん』、『冬の

ソナタ』の流行
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人的交流

人的な交流が文化の流入を

促進する。 中期

韓国・台湾の渡航

自由化や、西欧文

化の日本への流入

歴史的背景 植民地政策

先進的文化への憧れが流入

を促進する一方、過去の暗

い記憶は抑制に働く。

長期

台湾・韓国におけ

る日本文化の開放

の経緯

政治的背景
規制・促進策

教育制度

規制は輸入を減少させ、促

進策は増加させる。語学教

育は流入を促進する。

中期

韓国の日本文化規

制と輸出促進策や

日本語教育

出典：石井健一『東アジアにおける日本大衆文化浸透とその要因』国際交流基金ソウル文

化センター、2003 年、3 頁に基づき作成。

２ 「日本文化開放」に至る韓国内の社会的背景と要因

（１）経済的背景と要因

１）韓国経済の発展の概況

韓国の工業化は朴正熙政権下の 1962 年から始まった経済 5か年計画によって開始された

というのが一般的な理解である。朴正熙大統領は 1961 年、就任直後の訪米の途上に東京を

訪問し、その際、祖国再建のため日韓関係の正常化と日本の経済協力を要請した。そして、

1965 年の日韓国交正常化による対日請求権資金を活用し、日本の技術協力を得て、京釜高

速道路などの社会インフラの整備や、製鉄所、造船所など重工業の建設を進めた。韓国の

経済発展の特色は、政府主導による計画経済と財閥企業にあると言われているが、その特

徴はこの時代から形作られていったと考えられる。

そして深川由紀子73は、朴政権発足後の約 30年間、韓国経済はほぼ 10 年ごとに三つの｢転

換期｣を通過したとみることができるとして、次のように分析している。

一つ目は二度のオイルショックに拘わらず重化学工業化が推進された 70年代中盤、

二つ目は国際金利の高騰・累積債務危機に伴い構造調整が行われた 80 年代前半、

三つ目は内需主導型成長に転じた 90 年代前半である。

このうち第一期の転換期においては重化学工業の育成、第二の転換期ではハイテク産業

の育成が開始され、その後の産業構造は大きく変化した。第三期の転換期は、むしろ先進

経済への「過渡期」といった方が相応しいが、この試練を乗り越えて現在、真の先進経済

への転換を図りつつあると考えられる。70 年代・80 年代の対外ショックに対し、韓国は成

長志向を捨てることなく対処し、最終的には通常の成長軌道に回帰したが、第一期、第二

期を通じて支援のイニシャチブは政府が握り、政府主導は対外ショックの都度、明確に強

まっていった。1989年を境に、再びインフレ・経済収支赤字に悩まされることになったが、

経常取引の大部分が自由化されつつあったため、政府介入によって、経常収支不安を抑制
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する手だてはなくなり、内需によって、一定程度の成長を維持出来る国に転換する必要に

迫られた74。

1993 年に誕生した金泳三政権は、企業活動の規制緩和、競争による自由主義経済の確立

を目指し、1996 年には、国民一人当りＧＮＰが 10,548 ドルで世界 34 位、経済規模は世界

11 位となり、同年 12 月には世界で 29 番目のＯＥＣＤ加盟が決定した。 しかし、この頃か

ら景気の低迷が始まり、1997 年年初の韓宝鉄鋼の不渡りを契機に、11 月にはアジア通貨危

機が韓国まで波及し、ＩＭＦ管理下に置かれることになった。

その後、1998 年 2月に発足した金大中政権は、ＩＭＦプログラムの忠実な履行により国

際信用力の回復を図ると共に、行政・金融・財閥・雇用の大改革を実施した。そして、低

迷した韓国経済を復興させるために、文化産業を 21 世紀における国家の基幹産業一つとし

て、国際競争力向上を図り、輸出産業として育成し、発展させていくための政策を、立案

し実行することとした。これらの改革の断行によって、1999 年第三四半期には通貨危機以

前の実質ＧＤＰ水準を超え、僅か 2 年弱という短期間でＶ字型の経済回復を達成した。そ

して近年、中小企業の発展のための環境を整備し、知識、技術集約的なベンチャー企業の

育成を行う方針を打ち出すなど、積極的な中小企業政策をとり始めている。

２）経済発展に伴う中産階級（大衆）の増加

戦前は「南農・北工」と言われ、南は農業中心の地域であったが、このような工業化・

経済発展は、新たな都市労働者を増加させ労働争議が頻発した。共産主義と対峙するとい

う政治的背景もあり、当初は抑圧的であった政府も次第に持ちこたえられなくなり、労働

法の改正や税制改革等の所得分配政策の見直しを行う必要にせまられた。

1980 年代半ばから 90 年代半ばまで、数的、規模的にも大きな労働争議が発生し、実質賃

金の伸び率も下表（表Ⅲ－20）に見るように高い水準が続いた。また争点は、賃上げだけ

でなく、学歴別・性別・産業別などの格差是正に及び、勤労基準法の改正、最低賃金法の

強化、男女雇用平等法の制定等の政策もあり、種々の格差は解消に向かった。

また、1989年～95 年の個人消費の伸び率 8.5％は、国民総生産の伸び率 7.7％を上回っ

ており、個人消費が景気を支えていることが見て取れる。労働分配率も 1980～85年では

53.9％であったが、1989年～94年では 60.4％に変化し、社会的な所得格差の分布を示すジ

ニ係数も 1986 年～88 年の 4.78 から 1989 年～94 年で 4.42 に低下し、より平等な社会が実

現されつつあったと言える75。

このようにして、韓国社会に健全なる中産階級が形成され、大衆社会が登場したと考え

られる。そしてこの層が、生活水準の上昇、文化享受能力の向上を背景に新しい文化を求

め、日本大衆文化の受け皿になって来たと考えられる。また、当時の韓国文化産業は、こ

の需要に質的にも、また量的にも応えられる水準に無かったため、規制にもかかわらず日

本文化の流入をまねくことになった。
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【表Ⅲ－18】 韓国の経済指標（％）

1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95

ＧＤＰ成長率 11.6 11.5 11.3 6.4 9.5 9.1 5.1 5.8 8.6 9.2

実質賃金上昇率 5.3 6.9 7.8 14.5 9.4 7.5 8.4 7.0 6.1 6.4

名目賃金上昇率 8.2 10.1 15.5 21.1 18.8 17.5 15.2 12.5 12.4 11.2

消費物価上昇率 2.8 3.0 7.1 5.7 8.6 9.3 6.2 4.8 6.2 4.5

民間消費 8.1 8.3 9.8 11.0 10.4 9.3 6.4 5.8 7.6 8.0

出典：深川由紀子『韓国・先進国経済論－成熟過程のミクロ分析』日本経済新聞社、1999

年。

３）国内産業の保護育成政策と文化開放

前述のとおり、金大中大統領は 1998年 8 月 15日「光復節：解放記念日」記念の演説で、

「グローバル化の中で、競争力のある市場体制を構築して行くためには、教育革命・情報

革命・先端技術革命・ベンチャー企業革命そして文化産業を導いていく人材養成のための

文化産業のインフラ構築にも力を入れる必要があると述べ、76文化産業を韓国の重要な一産

業に育成しようという意図を現わした。

韓国では、朴正熙政権が「文化中興宣言」を標榜して文化発展のための 5 か年計画を打

ち出して以来、国民の文化統合を進め、韓国の文化アイデンティティを確立する手段とし

て、自国文化の保護・育成をはかる一方、日本などの外来文化の流入を制限しつつ、自国

の文化産業を輸出産業として、育成しようとするため政策的援助を与えてきた。例えば映

画産業では 1984 年には監督や技術者を養成する「映画アカデミー」が、映画振興公社のも

とに設立され、1989 年には国庫金 25 億ウォンをもとに「映画振興基金」が設けられ、1993

年には、国家予算を投入した「ソウル総合撮影所」が運用開始され、1995 年には「映画振

興法」が制定され、「韓国芸術総合学校（国立大学）」の中に「映像院」が設立されるなど

の保護・育成策が推進されてきた77。

金大中大統領も 1998年に文化関係の国家予算を１％にする目標を定め、1998 年に「文化

産業法」を制定、「文化産業基金」を創設して、その額は 2000年には 2329 億ウォンになっ

た。また、文化産業を育成するために「韓国文化コンテンツ振興院」を設立し、自国文化

輸出振興のための補助を行っている。この結果、過去入超であった放送番組は輸出が輸入

を上回り、アジア各国で「韓流ブーム」を巻き起こすことにつながった78。

韓国では、自国ブランドの製品を購入する比率が極めて高いが、この一つの理由は、外

国製品に対する規制が強いためと言われている。台湾などと比較した場合の韓国市場の閉

鎖性は、メディア以外の分野でも多く残っており、非関税障壁になっていると指摘されて

いる。例えば、映画の分野では、最近米国との間で経済問題として顕在化したように、韓

国の映画館では 1966年以来存続している「スクリーン・クオータ制度」があり、映画産業

保護のため無条件に一定期間、韓国映画を上映しなければならない。また、2001年にはテ
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レビ番組を編成する際に国内で製作された番組を一定以上放送しなければならない「放送

番組クオータ制度」も導入されて現在も存続している79 が、このような規制は他国ではほ

とんど例が見当たらない。

このような韓国の保護政策は、1980年代以降、国際社会において貿易の自由化が急速に

拡大し、文化商品を含めた貿易自由化の促進や知的所有権の保護が国際的な潮流になるに

従い、国際基準になじまないものとして非難を招くようになった。経済成長によって国際

経済に積極的に参加するようになった韓国は、1987年に「万国著作権条約（ＵＣＣ）」及び

「レコード保護条約（ジュネーブ条約）」に加入し海賊版の一掃を約束した80。そして、1994

年のウルグアイランドの妥結、1996年に韓国のＯＥＣＤ加盟が実現したことなどによって、

貿易自由化の圧力がますます高まるなかで、韓国は国内文化産業の自由化をはかると同時

に、新たな産業として積極的に育成する政策を選択することとなった。

（２）文化的背景と要因

１）日本文化禁止の実態

韓国において日本の大衆文化が禁止されてきたのは、「日本統治支配に対する反発」や「新

たな文化侵略」に対する警戒心があり、背景には、第二次世界大戦後に日本の支配から精

神的にも独立し自国の文化を確立するために、日本の影響を排除する手段とされてきたと

いう植民地時代の負の遺産があったと言われている。しかし、「日本文化」と特定し禁止す

る法律や規則があったわけではない。したがって、その基準は曖昧で、かなり恣意的な判

断に委ねられてきた経緯があったと言っても過言ではないと思われる。

例えば映画について見ると、規制はあくまでも映画法や映画振興法、その他の文化関連

法律に基づく行政措置であった。日本映画上映規制のための法的根拠になった条項として

は、外国映画の輸入には文化部長官の推薦を得るべき（映画法第 10 条）を含め、反国家的

な内容と認められるもの、社会秩序を乱しながら美風良俗を損なう恐れがあると認められ

るもの、国との国交に害を与える恐れがあると認められるものに該当する外国映画は、輸

入の推薦をなしえない（映画法施行令第 11 条）とされた81。

一方、放送番組の輸入のためには、当局の推薦による事実上の許可が必要とされ、その

審議の際に、法律施行令に定められている禁止条項の一つである「国民感情を損なわせる」

作品については、その輸入を認めないという条項が規制の根拠となっていた。例えば、放

送番組を輸入する際には、地上波放送の場合は放送委員会、ＣＡＴＶの場合は「綜合有線

放送委員会」の審議を経ることになっており、この段階で、放送委員会は「公共性の原則」

（審議規定第 6 条）、綜合有線放送委員会は、「民族主体性」（審議規定第 10 条）といった

規定によって日本製テレビ番組などの輸入および放送の規制が行われてきた。また、ビデ

オ、音楽レコードやＣＤ、漫画やゲームソフトなどに関しても、このような行政措置によ

って日本文化商品の実質的な規制が実施されてきた82。

しかし、このような規制にもかかわらず、1990年代の半ばには、日本映画の違法コピー
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のビデオが台湾や香港から持ち込まれ、レコードやＣＤの海賊版が広く街に出回る状況に

なっていた。また、日本製テレビ番組の殆どが放映禁止となっていたが、テレビ・アニメ

は放送の草創期から韓国放送局の主力ソフトとして活用されつづけてきたし、マンガの韓

国語翻訳本は韓国マンガ市場の主力となっており、日本の衛星放送の受信もかなり普及し、

主要な日刊新聞がＮＨＫ衛星放送の番組表を掲載しているといった状況になっていたこと

は周知の通りである。

このように現代韓国社会に、すでに日本の大衆文化があらゆるルートを通じて浸透して

いたという状況があり、それにともない日本のアニメ映画に見られる暴力シーンなどが子

供に悪影響を与えることや、韓国国内の映画、音楽産業への経済的影響に対する懸念が国

民レベルにおいて論議されていた。

２）開放以前の日本文化流入の状況と開放への要因

韓国では長い間、日本の映画 、テレビドラマ、音楽などの大衆文化が流入することを事

実上禁止してきたが、この間実際には、海賊版や中華民国（台湾）からの輸入ＣＤを購入

したり、釜山や日本海側沿岸部の一部では日本の地上波放送の電波が届くため、日本のテ

レビ放送の視聴が可能であるためこれらを鑑賞する、あるいは書籍は規制の対象外である

ため輸入書籍を購読する、大使館施設という治外法権により公に日本文化に触れることが

できた在韓日本大使館公報文化院を利用するなど、1970 年代から限定的ながら日本の大衆

文化に接してきた。

そして現実には、開放以前から日本大衆文化は、韓国人の日常生活に浸透していた部分

が多く、テレビ番組に日本のドラマなどのコピーが存在することは周知の事実であったし、

テレビゲームや漫画に至っては、韓国市場を席巻していたと言っても良い状況にあった。

2000 年の調査結果によると、日本の大衆文化の中で、韓国に最も浸透しているのは電子ゲ

ームそして漫画とテレビ・アニメであり、これらは 4 割近い若者によって日常的に楽しま

れているという。漫画に関しては日本の漫画を「読まない」とする回答者が、15％である

のに対し、80％以上が「読んだことがある」と回答し、しかも約 30％の人が「50冊以上」

と答えている83。

また、日本音楽は禁止されていたが、その間も釜山やその周辺では、密輸されたものや、

複製品などが出回り、カラオケバーなどで流されていた。規制されていた海外渡航も 1980

年代に入り徐々に緩和され、1989 年には完全自由化され、日本への観光旅行が飛躍的に増

加したことによっても日本文化の流入が助長された。

近年、インターネットが大きく普及してからは、人々は日本音楽をインターネット上か

らダウンロードして聞いており、禁止はされているものの、ほとんどの日本人アーティス

トの曲が韓国でも聞ける状態にあった。言葉をかえれば、日本文化の流入を禁止している

がゆえに、日本の作品の盗作が繰り返され、海賊版の書籍や漫画は完全に野放し状態にな

り、違法なコピー商品が氾濫しつつあったと言われている。
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そして 1990年代に入り、グローバル化の進展とともに一層緊密になってきたメディア交

通の中で、文化の流入を規制すること自体が無意味になってきたとも考えられる。1997 年

に「青少年を日本の文化影響から保護する」との名目で行われた海賊版検挙の際に、摘発

された漫画だけで 100 万部を大きく超えたと言われており、同時期に行われた調査では韓

国で流通していた漫画・アニメの 90%超が日本製であったという結果が出ている。韓国では

1960 年代から日本製アニメが放映されていたが、制作国を伏せて放映されていたり、内容

を改ざんしていたりしたため、『鉄腕アトム』、『アンパンマン』、『マジンガーＺ』や『キャ

ンディー・キャンディー』などが韓国製だと信じたことが多かった。このように、韓国の

テレビドラマ、アニメ、音楽などは、戦後一貫して間接的に日本文化の影響下にあったと

考えられ、日本の大衆文化を公式的には除外し、コピーが氾濫する実態に目を伏せること

は不可能な状況になりつつあったと言わざるを得ない。

韓国政府は、歴史的背景から起因する国民感情、国内産業への経済的影響等理由に、日

本大衆文化を受け入れることを規制してきた。1994年に政府は、段階的解禁方針を決定し

たが、開始時期については先送りした。しかし、その翌年の「これ以上、国民感情という

盾で日本文化開放を遮ることはできない」という孔外相の発言からも、日本の大衆文化を

公式的には除外し、その反面、コピーが氾濫する実態に目を伏せることは、もはや不可能

となった状況がうかがえる。

（３）歴史的・政治的背景と要因

１）歴史的背景と開放を可能にした政治的要因

前章で述べたように、李承晩政権期以降、植民地時代に持ち込まれた「日本的な文化」

は「倭色（ウェセク）文化」と呼ばれ、すべて排斥の対象となった。日本的なもの、神社

や創氏改名による姓名の破棄はもちろん、日常生活の中に残る日本語も「倭色用語」とし

て駆逐し、韓国語に置き換える「国語醇化（浄化）運動」が大規模に展開された84。

しかし、植民地時代に日本から持ち込まれ、深く根付いてしまった生活文化や、植民地

以前の韓国には存在していなかった事物の名称など、文化要素も数多く存在し、日本に由

来する数多くの文化要素が残存することになった。

そして、徹底的な排斥運動にもかかわらず、日本文化が残存し、影響を及ぼし続けたと

いうことが、日本文化に対して「浸透性が高い」「取り除こうとしても取り除けない」「韓

国社会の内部に悪影響をもたらす」といった警戒感を招き、対日文化交流策を規定する重

要な要因となっていったと考えられ85、これが確かに、日本文化開放を抑制する「国民感情」

という論理となっていったと思われる。

一方韓国は、建国以来社会主義国家と直接対峙する環境にあって、国家再建と経済発展

は最優先の課題であり、そのためには日本の経済協力や知識・技術の導入が不可欠であっ

たと考えられる。林夏生は、韓国社会の成長に欠かせない日本の知識や技術の導入を、留

学生交流や書籍交流のような「文化交流」という形で進めながら、「大衆文化開放」に対し
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ては拒絶の姿勢を示してきたことに着目し、韓国政府が「日本大衆文化」の拒絶・抑制を、

日本との協力関係を韓国内で受け入れやすくするためのバランスとして活用してきたと分

析している。また、日本文化を徹底的に排除し民族文化の発展を宣伝していた北朝鮮の脅

威が、東西冷戦の終結によって解かれたことも、日本文化開放を容認する意見の発生に寄

与したとしている86。

しかし、金大中政権発足と同時に、高麗大学教授から駐日韓国大使に任命された崔相龍

は、困難な日本文化開放を成し遂げたのは、まさに金大中大統領の政治判断にあったとし

て、その決断に至る経緯を語っている。

「このような外交的な環境変化は背景としてあったが、直接的に『日本文化開放』を進

めたのは、金大中大統領の政治判断と指導力に負うところが大きかったと考えられる。そ

の背景には、経済発展により世界的にも認められつつあった韓国が、一国の文化の流入を

規制するという、国際国家としては余りにも常識をはずれた政策を見直さなければならな

いという意欲があったと思われる。そしてその決断の裏には、国家としての自信と尊厳、

そして国民を信頼する大統領の思いが感じられる」87

日本は 140年間、日本独自の方法で民主主義の学習をしたが、韓国は、李承晩政権から

30 年間の権威主義・独裁政権を、国民自らの力と運動で倒して民主主義国家として生まれ

変わり、史上初めての選挙による与・野党政権交代実現し、金大中大統領を誕生させた。

そして、それにより国民も大統領への信頼感を持っていたことが、開放をスムーズに受け

入れる要因となったと思われる。

そして、1997 年に日本大衆文化開放に積極的であった金大中大統領が就任してから、急

速に開放へ向けて加速する。大統領の指示に基づき、文化観光省が日本大衆文化開放の段

階的開放を審議する「韓日文化交流政策諮問委員会」が設置され、様々な議論・試行錯誤

を繰り返し、日本大衆文化開放に向けた取り組みがなされた。1998 年金大中大統領と小渕

首相との会談の結果、「21 世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」と題した「共同宣言」

をまとめるに至り日本文化の開放が実現した。

２）政府による開放政策と国民感情の変化

金大中政権は、1998 年発足直後の日韓首脳会談で、一層の経済協力と文化開放政策を打

ち出した。1998年 10 月には第一次開放策として、映画及びビデオ部門では日韓共同製作作

品、4 大国際映画祭受賞作品、ビデオは劇場で公開されたもの、出版部門では日本語版出版

漫画及び漫画雑誌が開放された。その後、レコード、ゲームソフト、アニメ、放送、公演

など各ジャンルに亘って、2004 年の第四次開放まで段階的に開放されてきたが、日本文化

開放は韓国の国民感情にどのような変化を与えたのであろうか。

第一次開放直後の 98 年 10月 26 日付け朝鮮日報は、「日本大衆文化開放国民 61％賛成」

との見出しで、「韓国の国民 10 人のうち 6 人が日本の大衆文化に対する市場開放に賛成で

あることが明らかになった」と伝えている。記事では「朝鮮日報と世論調査専門機関・Ａ
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Ｃニールセンが、全国の成人男女 3000人を対象に今月 16 日から 5 日間電話で世論調査88を

した結果、日本の大衆文化開放に対して「大変賛成だ」４％、「賛成だ」57％で全体の回答

者の 61％が肯定的に評価した。「大変反対だ」8％、「反対だ」31％など反対とした人は 39％

だった。しかし 50 歳代以上では開放反対の比率が 58％と過半数を超え、賛成が更に多い

40 歳代およびこれ以下の年齢層とは明らかな世代の差がみられた」と解説している。

また、これに対して開放への対応を問う、「われわれの大衆文化産業への被害防止など、

日本の大衆文化に対しての対応策が、政府の次元でどの程度準備されていると思うか」と

いう質問に対して、86％が「対応準備がなされていない」と回答し、「対応準備がなされて

いる」と答えたのは 14％に過ぎず、多数が開放自体に賛成していることとは異なり、大部

分が、今回の開放は「対応準備がなされていない開放」と考えている結果が明らかになっ

たとしている。

また、『ソウル新聞』の調査では、日本の大衆文化の開放について、「賛成する」と答え

た回答者が 74%に達し、接触経験については全体応答者の 60.7%以上が日本文化への経験が

あると答えた。また、賛成の理由については、国家競争力を強化させるため（56.3%）、ア

メリカ等の外国と同様のレベルで日本文化を受け入れる（34.8%）、面白くて質の高い文化

の輸入を歓迎する（6.6%）等の調査結果をみせで、日本文化を既定事実として受け入れ、

積極的に対処していく意思が反映されていると報じており89、上記『朝鮮日報』と同様の傾

向を伝えている。

こうした世論調査の結果の逆転現象は、従来の日本文化禁止論における主な根拠とされ

ていた「国民感情論」に疑問を呈するものとなっている。このように、少なくとも開放直

後の両紙の調査を見る限り、開放以前の論議とは異なり、一般国民は冷静にこの問題を考

え、日韓の文化交流を前向きにとらえており、文化開放が対日感情の改善に一定の役割を

果たしていることがわかる。

第３節 「日本文化開放」が韓国社会にもたらした影響（1998～2008）

１ 経済的影響 ―文化産業への経済的影響の実情―

前述の世論調査が示すように、日本大衆文化の段階的開放措置は、文化や感情の問題と

いうより、経済（文化産業保護・貿易）の問題だという意見がある。国際映画祭の受賞作、

日本語の出版マンガという分野を即時開放し、レコードや放送といった分野の開放を後回

しにする措置は、実際の影響、つまり経済的・産業的影響の少ない分野を選別した結果で

あると言われている。

1990 年代初めのウルグァイ・ラウンド交渉の際にアメリカとＥＵ諸国の間で行われた

「（自由貿易原則からの）文化の例外」をめぐる議論が証明しているように、もはや文化の

領域だけが、経済・産業の論理と独立して論じられることは困難である。つまり、「日本文
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化の禁止」といわれてきたこの問題だが、実はその中身は「文化商品の輸入禁止」の一面

を持っていたと考えることが、より正確な状況認識に役立つであろう。

また、段階的日本文化開放後のメディアの報道も、「経済的影響」に関するものが殆どで

あり、その見方を裏付けている。第 3次開放が実施された直後の新聞記事でも経済的影響

について次のように報道している。「1・2 次開放による国内産業への影響評価の結果、99

年、ソウルの映画館で日本映画は 3%の割合を占めたものの、韓国映画は 98 年 28.7%から

36.1%に上昇し、また映画・ビデオ・歌謡曲もは懸念するほどの否定的な影響は検証されな

かった。制限的ではあるが、今回、アニメーション・ゲーム・音盤・放送部門まで開放し

たのは、国内市場である程度、影響を与える可能性もあるが、自生力と競争力をつける必

要があるという判断によるものと思われる」90

また、第４次開放直前の 2003年 12 月の記事でも、経済的影響について、次に見るよう

に比較的楽観視する見解を掲載している。「18才未満入場不可の映画まで開放された日本映

画全面開放の初の作品は、１月 30 日に公開される『失楽園』、『新・雪国』、またベネチア

映画祭で監督賞を受賞した北野武監督の『座頭市』、『バトル・ロワイアル 2』も上半期中に

公開される。 しかし、日本映画の市場占有に対する憂慮はそう大きくない。今年だけで日

本映画は 11作品が国内で公開されたが、3.3％という微々たる占有率を記録した。映画専

門家は、放送や J ポップなど他の分野の全面開放と重なった場合、日本映画の占有率が上

がる可能性があると慎重に予測した」91

3 次開放が行われた 2000 年以降の経済産業への影響について、（『文化産業白書』：2003

年）では、映画、アニメーション、ゲーム、アルバム、放送映像の、大衆文化 5分野の国

内市場規模は、89 億 5000 万ドル（約 10 兆 7000 億ウォン）。韓国文化観光政策研究院の研

究によれば、日本の大衆文化が追加開放されても、国内市場の占有率は 2～5％程度に止ま

るものと予想された。 かえって、日本文化の開放は文化市場のパイを最少 2～3％（映画）

から最高 10～15％（アニメーション）まで増やす効果をもたらすものと期待された。

そして、第 4 次開放が実施されてほぼ半年後の、2004 年 9 月の『朝鮮日報』は、音盤の

輸出入状況に関し以下のように報道を配信している。「第 4 次日本文化開放後、文化観光部

の日本人アーティストの音盤輸出入の現状を分析した資料（1月 1 日～6月 30 日までの）

によれば、韓国人アーティストの日本へのアルバム輸出額は、58 億 300万ウォンである一

方、日本人アーティストの音盤輸入額は、19 億 8400 万ウォンで、輸入額が輸出額の 3 分の

1 に過ぎない。 こうした数字は日本の大衆音楽が韓国の音楽業界に与える影響力が予想を

下回るという分析を裏付けている」92これらの新聞報道や研究結果は、いずれも開放による

国内文化産業への影響は恐れていたほどではなかったことを示している。

ここでは更に、期間を韓国における日本文化開放が行われた 1998 年（第 1次開放）から、

日本文化開放 10 年になる 2008 年までの 10 年間に限定し、また分野を、「文化開放以前か

ら輸入されていた分野（小説、出版マンガ、ＴＶアニメ、演劇・公演）」と、「文化開放に

より輸入が開始された分野（映画、劇場用アニメ、ビデオ、音楽、ＴＶ放送、ゲーム）」に
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別けて、日本文化開放による韓国文化産業への経済的影響の実情を、主に市場占有率の変

化を中心として、より詳細に分析して行きたい。またその分析にあたり、主に、韓国文化

観光研究院『日本大衆文化開放 10 年』（2009 年）、韓国文化コンテンツ振興院『アニメーシ

ョン産業の中長期発展戦略推進現況及び補完計画』（2008 年）などを参照して考察していく

こととしたい。

（１） 文化開放以前から輸入されていた分野（小説部門、ＴＶアニメ部門）

１）小説部門

日本の小説は 1 次開放以前から公式的に輸入されており、韓国内での日本小説は、1990

年代を中心として、2007 年頃まで持続的な人気を得てきた。しかし、2008 年前後の円高現

象によって、日本書籍の価格が 50％程値上げする等の影響を受け、市場占有率が多少下落

したことがわかる。

【表Ⅲ－19】 上位 100 位内の各国小説販売件数の占有率（％）

区分 2005 年 2006 年 2007 年
2008 年

上半期
平均

韓国小説 25.7 29.2 31.7 34.5 30.28

日本小説 19.0 26.8 27.6 17.1 22.63

英米小説 29.6 27.1 19.3 24.3 25.08

フランス小説 1.7 1.3 9.3 17.8 7.53

ラテン小説 13.9 6.0 5.7 4.1 7.43

ドイツ小説 8.2 7.7 5.3 1.2 5.60

他 1.9 1.9 1.0 1.0 4.15

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』韓国文化観光研究院、2009 年、

357 頁。

また、1990年代には村上春樹を始めとし、2000 年代には吉本ばなな、江國香織、奥田英

朗等に代表される、人気作家による日本小説ブームと相まって、2005 年以降、韓国映画界

では、日本原作を素材にした映画のリメイクブーム現象が起こり、『ラブレター』、『29歳の

クリスマス』、『世界の中心で愛を叫ぶ』等が、相次いで映画化された。この時期の日韓両

国の間には、日本における「韓流」と、韓国における「日流」が共存している状況が実感

できる一面が見られた。

このような状況について、次のごとく『韓国日報』も報道しているように、日本の小説

は、当時映画の素材に困窮していた韓国映画界でも、新鮮な刺激として歓迎されるもので

あった。「忠武路映画界では日本小説が強勢だ。『Fly Daddy Fly』を初めとする、『肩ごし
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の恋人』、『きらきらひかる』、『黒い家』等が日本小説をもとにした映画である。『愛なんて

いらねぇよ』は日本の人気ＴＶドラマを原作にしている。国内大衆文化界で日流が流行っ

ているのは、韓国の情緒とも距離を置かないながら異国の感性を持っている日本の原作が、

映画界に新鮮な代案として浮かび上がっている。『きらきらひかる』の制作会社である Sidus

ＦＮＨ社のキム・ムリョンプロデューサーは、「日本の小説の特徴でもあるが、内容が重過

ぎでもなく、素材が多様であることから映画化されるには適合の要素を揃えていると、ま

た、最近ソウルの忠武路映画界に新設される映画会社が多い点も日本小説等の映画化に追

い風にもなっている」93

一方、日本語の原作を素材とした韓国映画制作の意図の一つとしては、日本市場進出を

も念頭に置いた文化産業面（経済面）からの必要性も考慮されている。日本原作に加え韓

流スターが出演する等、韓国的感性を加えた韓国映画なら、日本でもヒットする可能性が

高い。同記事は、さらに経済面の効果についても以下に実例をい示している。

「2000 年にフジテレビ系列で放映されたドラマ『やまとなでしこ』のリメイク権を、Ｓ

ＢＳが 5000万ウォン（約 500 万円）で購入し制作した『窈窕淑女』は、その後フジテレビ

は同作品の放映権を、リメイク権を販売した時の約 10 倍に当たる 5 億ウォン（約 5,000 万

円）で逆輸入し、地上波や系列のＣＳ放送フジテレビ 721、ＢＳフジなどで放送した。この

裏には、5000 万ウォンで日本ドラマの版権を購入し、韓国内で制作した『私の頭の中の消

しゴム』が日本国内で約 30 億円の興行実績を上げたことも刺激になったと考えられる」94

また、この時期には日韓共同で参加、制作するプロジェクトも登場し、映画の日韓同時

公開が計画された。日本小説『肩ごしの恋人』の場合、映画版権を確保した日本のアミュ

ーズエンタテインメント社が、韓国の映画製作会社、Sidus FNH 社へ映画制作を依頼して作

られたケースであった。

また、映画『PRISON HOTEL』の場合は、総製作費 50％を日本側で投資し、浅田次郎の原

作使用料・制作費等 1,100 万円は韓国の映画制作会社チューブピクチャースが担当するこ

とで企画された。演出は金スヒョン監督であった95。

1990 年以降、韓国内で日本小説が好評を博している理由の一つとしては、素材の多様性

を持つ日本小説は韓国内で新鮮感を発揮していること、またいま一つには、内容が重苦し

くなく気軽く読めるところが韓国人にアピールしていることが挙げられる。

日本原作を素材に制作された韓国映画は数多くあるが、その代表的なものをまとめると、

下表のようになる。

【表Ⅲ－20】 日本原作を素材に制作された韓国映画

映画名 日本原作素材等

パイラン（2001 年封切り、宋へソン監督） ラブレター/小説/浅田次郎

シングルス（2003 年、権チョルイン監督） 29 歳のクリスマス/小説/鎌田敏夫
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オールドボーイ（2003 年、朴チャヌク監督） オールドボーイ/マンガ/ 土屋ガロン

私の頭の中の消しゴム（2004年、李ジェハ

ン）

Pure Soul－君が僕を忘れても－ＴＶドラマ

/唐木希浩

パラン注意報（2005年、全ユンス監督） 世界の中心で愛を叫ぶ/小説/片山恭一

愛なんていらねぇよ（2006年、李チョルハ） 愛なんていらねぇよ/TV ドラマ/堤幸彦演出

美女はつらい（2006年、金ヨンファ監督） 美女はつらい/マンガ/鈴木由美子

Fly Daddy Fly（2006 年、崔ヨンテ監督） Fly Daddy Fly/小説/金城一紀

肩ごしの恋人（2007年、李インヒ監督） 肩ごしの恋人/小説/唯川恵

正しくいきよう（2007 年、羅ヒチャン監督） 遊びの時間は終わらない/小説・映画/萩庭貞

明監督

黒い家（2007 年、シン・テラ） 黒い家/小説/貴志祐介

覆面ダルホ（2007 年、金サンチャン監督） 演歌の花道/小説/斉藤ひろし

権スンブン女史拉致事件（2007 年、金サン

ジン監督）

大誘拐/小説/天藤真

少年は泣かない（2008 年、べ・ヒョンジュ

ン監督）

傷痕/小説/北方謙三

素晴らしい一日（2008 年、李ユンギ監督） 素晴らしい一日/小説/平安寿子

西洋骨董洋菓子店（2008 年、閔ギュドン） 西洋骨董洋菓子店/マンガ/よしながふみ

白夜行（2009 年予定、朴シヌ監督） 白夜行/小説/東野圭吾

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』、368-369 頁。

２）ＴＶアニメ部門

日本制ＴＶアニメ番組は、早くも 1970 年代から韓国に輸入されてきており、例えば『黄

金バッド』、『鉄腕アトム』、『マジンガーZ』、『タイガーマスク』等から最近の『デジモン』

まで多数のヒット作を韓国社会に送り出している。韓国における日本製番組の人気ぶりは、

他のジャンルの番組より群を抜いている。それは、日本製の番組輸入規模にアニメ番組が

占めている割合をみても明らかである。放送委員会が集計した 2000 年の対日輸入金額 273

万 1,000 ドルの内、アニメ番組の購入に当てられた金額が 177万 4,000 ドルとなっており、

そのシェアは 65％に至っている96。

韓国での日本アニメの公式的な販売は 1975 年であり、『魔法使いサリー』、『マジンガーZ』

が最初に販売された作品であった。従って、日本アニメの草分け的存在として知られる『鉄

腕アトム』や、東映アニメーション制作の長編劇場作品等これ以前の作品は、全てアメリ

カなどを経由し韓国に流入した作品といえる97。

ＴＶアニメは日本文化開放以前から放送されているが、最近の地上波放送では、放送法

の新規「アニメーション放送総量制」98等に基づき、国産アニメを奨励している環境の中、
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日本アニメの編成率は徐々に減少していく傾向もある。しかし、ケーブルＴＶのアニメ専

門チャンネルでは、2006 年時点でも約 60～80％の編成率を占める等、日本製アニメの優勢

が続いている99。

次の表は、ケーブルＴＶのアニメ専門チャンネルでの、総放送時間の中の韓国製・日本

製アニメの編成率を示すもので、3 社とも日本製アニメの編成率が 60～80％以上を示して

いる。アニメの視聴率からみても、日本製アニメに接する時間が多く、韓国内のアニメ世

代の日本製アニメへの依存度が高いのは確実である。また、国家別アニメ放送の現況から

みても、日本製アニメの優勢は引き続くと展望される。

【表Ⅲ－21】 アニメ専門ケーブルＴＶ の日本制アニメ編成率（2006年現在）

区分 Anione Tooniverse Champ

韓国製アニメ 60,495(12.48%) 175,400(34.38%) 66,240(13.98%)

日本製アニメ 394,530(81.39%) 311,970(61.15%) 391,350(82.63%)

他 29,700 (6.13%) 22,760 (4.47%) 16,020 (3.39%)

計 484,725 (100%) 510,130 (100%) 473,610 (100%)

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』、354頁。

【表Ⅲ－22】 日本製アニメのケーブルＴＶ平均視聴率（単位：％）

区分 韓国 日本 備考

2006 年上半期 1.98 3.17 視聴率 6 位までの平均

2006 年下半期 1.44 3.36 視聴率 5 位までの平均

2007 年上半期 1.62 3.05 視聴率 5 位までの平均

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』、354頁。

【表Ⅲ－23】 アニメ専門ケーブルＴＶチャンネルにおける海外アニメ放送現況（国家別）

(単位：分、％) (2008 年現在）

国家 Anione Tooniverse Champ Animax

全体放送時間 312,830 356,025 417,120 370,565

日本 181,400（57.99） 265,500(74.57) 294,680(70.65) 286,685(77.36)

中国 14,820( 4.00)

アメリカ 85590（27.36） 55,725(74.57) 71,440(17.13) 40,310(10.88)

カナダ 4,230（ 1.35） 29,900( 8.40) 5,670( 1.36) 28,750( 7.76)

イギリス 1,170( 0.33) 780( 0.19)

イタリア 18,630（ 5.96） 14.020( 3.36)

フランス 9,240（ 2.95） 3,730( 1.05) 4,830( 1.16)
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チェコ 400（ 0.13）

他 13,340（ 4.26） 25,700( 6.16)

出典：韓国コンテンツ振興院『アニメーション産業白書』文化体育観光部、2010年、164

頁。

他：国籍未判明

日本製アニメの優勢が引き続く中、2000 年代以降は、韓国製のアニメの海外輸出も始ま

り、それと相まってアニメの海外共同制作も増加している。2004 年から 2006 年までは韓国

政府からアニメ部門にも「文化振興基金」が出資され、「文化コンテンツ投資組合」からは、

多数の国際共同制作作品への投資が行われた。とりわけ 2000 年代中盤以降、放送法の「新

規アニメーション総量制」が実施された後、国際共同制作が急激に増加している。「新規ア

ニメ総量制」によりアニメの制作分量が増えつつ、多様なジャンルの作品制作が可能にな

った。放送法による制作分量の増加は、海外の新しい制作会社・放送社企業と連携する共

同制作の機会が増えていく要因にもなってきた100。

国際共同制作が活性化されるもう一つの要因としては、韓国のアニメーション企画力の

向上が取り上げられる。現在韓国内のアニメ制作会社では、アニメの初期企画段階におけ

る、素材開発・シナリオ・デザイン設定等を進行する過程から、既に商品の付加価値・海

外市場での商品性を事前に考慮しつつ、企画段階から徹底とした国内外市場と作品の連結

構造を研究している。このような企画力向上が認められ、海外の関連会社からの韓国製作

品に対する投資・共同事業を拡大して行く基盤にもなってきた。

この様な状況の中、韓流ドラマを素材にしたアニメの日韓合作も推進された。その一例

として、日韓合作２D101アニメ『Element Hunters』は、韓国のアニメ制作会社 Heewon エン

ターテインメント社と日本のＮＨＫエンタープライズ社が制作し、台湾、香港等 7 か国で

販売された。『冬のソナタ』も韓国の KEY EAST と日本内の子会社デジタルアドベンチャー

社と、日本内でＫＢＳドラマ『冬のソナタ』のＴＶ・劇場用アニメの版権を所有している

トータルプロモーション社と共同で、『冬のソナタ』制作委員会を構成し、企画・制作に参

加した。また、2009年にはＧ＆Ｇエンターテインメント、韓国のＭＩＸFilm、日本のＮＥ

Ｏアニメーション社は、『太王四神記』の日韓共同投資・制作の契約を締結した102。

【表Ⅲ－24】 日韓合作アニメ代表作品

年度 作品名 韓国制作社 日本制作社 韓国の放送時期

2003 無限戦記ポトリス SBS Productions、

DongWoo アニメーシ

ョン

BANDAI サンライズ、

2003～2004 年テレビ

東京系列で放送

2003 年

ＳＢＳ放送

2005 ドキドキ秘密の友達 SBS Productions、 ＴＶ東京、ジェネオ 2005～2007 年
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（日本：アニマル横

丁）

DongWoo アニメーシ

ョン

ン エンターテイン

メント、2005～2006

年ＴＶ東京で放送

ＳＢＳ放送

2005 RAGNAROK THE

ANIMATION「RTA」

Ｇ＆Ｇエンターテイ

ンメント

GONZO、 ROプロダク

ション、2004 年テレ

ビ東京放送

2005 年

ＳＢＳ放送

2006 折紙戦士（日本のタ

イトル：聖天折紙戦

士ドラファラード）

DongWoo アニメーシ

ョン、SBSプロダクシ

ョン他

Ａ１、

上海メディアグルー

プ（中国）

2005～2006 年

ＳＢＳ放送

2006 ラズベリータイムズ ココエンタープライ

ズ

ウイブ、コメト、2004

年フジ TV 放送

2006～2007 年

ＳＢＳ放送

2007 太極天字文 ＪＭアニメ

ＫＢＳ

東映アニメーション 2007 年

ＫＢＳ放送

2007 らーらのスター日記

１、２

Ｇ＆G エンターテイ

ンメント

小学館プロダクショ

ン

2007～2008 年

ＫＢＳ放送

2009 冬のソナタ KEY EAST トータルプロダクシ

ョン、日本の

DATV750ch 等で放送

2013 年

ＴＢＳ放送。

出典：韓国コンテンツ振興院『アニメーション産業白書』、106、164 頁より作成。

（２） 文化開放により輸入された分野（映画部門、劇場用アニメ部門、音楽部門）

１）映画部門

映画部門は、1998 年 10 月の第一次開放の際に、日韓共同製作作品、4大国際映画祭（カ

ンヌ、ベニス、ベルリン、アカデミー）受賞作品に限って輸入が始まり、1999 年 9 月の第

二次開放の際、70 大映画祭入賞作品・「全体観覧可（年令に拘らず）」に分類される作品が

開放された。引き続き第三次開放を経て、2004年 1月の第四次開放の際に、映画の全面開

放に至った。

韓国文化産業に比較的影響が少ないとされ、早い時点で開放が実施された映画部門であ

るが、例えば、ソウル地域での映画に関する日本・韓国のシェアの推移を見てみると、日

本映画は、1998 年に市場占有率 0.4％を、2000 年（3 次開放）には 7.4％と高いシェアを占

めたが、その後 2001年の歴史教科書問題、小泉首相靖国参拝問題などの政治問題の発生、

及び日本の優秀作品が続かなくなったこともあって、1～3％の水準にとどまり、先に述べ

たような新聞報道を裏付ける結果となっている（表Ⅲ－27 参照）。
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【表Ⅲ－25】 日本映画・韓国映画年度別市場占有率（ソウル地域）

区分 1997 年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

日本映画（％） 開放前 0.4 3.1 7.4 1.4 3.2 2.9 2.2 1.4

韓国映画（％） 21.4 21.3 35.8 32.0 46.1 45.2 49.6 54.2 50.4

備考
開放前 1 次

開放

2 次

開放

3 次

開放

全面

開放

出典：『日本大衆文化開放の影響分析及び対応方案』韓国文化観光政策研究院、2003 年。

『2005 年上半期韓国映画市場決算』映画振興委員会、2005 年。

『2004 年度韓国映画市場決算』映画振興委員会、2005 年。

・2005 年：（1-6 月）

一方、「日本文化開放」前後の時期と関連してアメリカ映画との関係を見てみよう。アメ

リカ直配映画の場合、1999 年以前には市場占有率 50％水準を維持してきたが、以降、2002

年には 30％水準まで大幅で下落した。この時期、「日本文化開放」により影響を受けたのは

韓国映画市場ではなく、実際にはアメリカ直配映画、ヨーロッパ、香港等外国の映画部門

であったとの分析ができよう（表Ⅲ－28 参照）。

従って日本映画の開放による韓国映画市場占有率の減少・第 3国からの輸入の減少は、

2005 年現在の時点では憂慮するほどではなかった。

【表Ⅲ－26】 封切り映画国籍別市場占有率（ソウル地域）

区分 韓国
米国

直配

米国

非直配
日本 その他 計

1997 年
本数 60 58 106 － 107 331

占有率(%) 21.4 49.5 15.2 － 13.9 100

1998 年
本数 43 68 103 2 71 287

占有率(%) 21.3 53.0 19.4 0.4 5.9 100

1999 年
本数 42 71 94 4 64 275

占有率(%) 35.8 46.7 9.6 3.1 4.9 100

2000 年
本数 58 74 93 25 80 330

占有率(%) 32.0 36.2 18.8 7.4 5.6 100

2001 年
本数 52 60 77 24 67 280

占有率(%) 46.1 30.6 15.8 1.4 6.1 100

2002 年
本数 95 73 55 10 50 283

占有率(%) 45.2 31.3 17.6 3.2 2.8 100
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出典：チョ・ヒョンソン他『日本大衆文化開放の影響分析及び対応方策』韓国文化観光政

策研究院、2003 年、32 頁。

次の表からわかるように、韓国内で人気を博している日本映画は、アニメ、ホラー映画

が中心で、最近では細やかな日常生活を描いている作品が共感を得ている現象がみられて

いる。また、ハリウッド映画のようなブロックバスター作品が無いため観客占有率が高く

なく、日本映画には、少数のマニア層の間で関心を向けている状況であると分析される。

劇場用映画に関しては、他国の場合でも韓国と同様に、ハリウッド映画と自国の映画の

占有率が 90％を占めるケースが多い。そして、韓国の場合には、竹島問題・靖国神社参拝

問題等の歴史問題が浮上する時期には、日本映画の観覧客が減る現象が起きる等、上映期

間が短くなる場合もある。

【表Ⅲ－27】 観客 30 万人以上の興行日本映画（ソウル地域）

順位 映画名 観客数（万人） 封切り年度

1 ハウルの動く城 310 2005

2 ラブレター 120 1999

3 日本沈没 94 2006

4 千と千尋の神隠し 93 2002

5 デスノート（DEATH NOTE） 77 2006

6 着信アリ 50 2004

7 世界の中心で愛を叫ぶ 42 2004

8
鉄道員 40 2000

サムライ・フィクション 40 2000

10 着信アリ２ 37 2005

11
輪廻 35 2006

ヒノキオ（HINOKIO） 35 2006

13
感覚の帝国 32 2000

四月物語 32 2000

15 オトシモノ 31 2006

16 シャル・ウイ・ダンス 30 2000

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』、351頁。

一方、映画部門で注目するべきところは、日韓合作映画を通じた、日本資本の韓国内へ

の進出である。日本で 2000年封切りされた『シュリ』、『共同警備区域ＪＳＡ』の興行成功

を契機に、合作映画への日本の投資が続いている。2001 年に封切りされた『ＧＯ』の場合、
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韓国の映画製作会社スターMAX 社が製作費 20％を出資し、日本の映画制作会社東映が 80％

を出資して制作された。2002年に封切された映画『ソウル』は、日本の東映が全額出資し

て制作されたケースである。また、2003 年封切りの 1973 年に起こった金大中事件を題材に

した映画『ＫＴ』は、韓国の BORN Entertainment 社と日本のシネカノン社との合作投資で

制作された映画である103。

これに加え、新しい形の日韓合作映画も作られた。『テレシネマ７』は、日本の人気シナ

リオ作家と、韓国の演出家が制作する日韓合作映画として、本プロジェクトは韓国の映画

企画社 SAMHWA Networks 社が、日本の繊細なシナリオ、韓国内の上位レベルの演出家の力

量、韓流俳優の人気をもとに、ＴＶと映画館を掌握しようとする意図から出発した企画で

ある104。

2009 年 11 月から韓国、日本で封切りされた『テレシネマ７』の場合は、2007 年、上海

で開かれた第 2 回東アジア脚本家カンファレンスに参加した日本放送作家協会員より発案

された企画作品として、日本放送作家協会の協力のもとで実施され、コンテンツの、新し

いビジネスモデルを提案するものとなっている。国境を越えて同じ情緒・同じ感動を共有

できるような作品を目指し、大石静、岡田惠和、横田理恵等の日本の脚本家がオリジナル

作品を執筆し、韓国の人気俳優が出演し、韓国の監督によって 7 つの作品が制作された。

本シリーズは、『顔と心と恋の関係』、『楽園』、『石ころの夢』、『結婚式の後で』、『１９』、

『トライアングル』、『天国への郵便配達人』の 7 つの作品で構成され、2009 年 11月より劇

場で順番に公開され、2010 年からはＴＶ放送で、韓国ではＳＢＳ 、日本ではテレビ朝日で

放送された。

２）劇場用アニメ部門

アニメ開放と言えば、韓国では主に劇場用アニメのことを示している。劇場用アニメの

開放、封切が迫ってきた時、韓国アニメ関係者や映画界には、二つの見方があった。一つ

は、既にビデオで鑑賞したマニアが多いから、反響は大きくないというもの。その反面、

日本の劇場用アニメには家族観客を吸収する力が充分にあるために、ハリウッドの家族向

け映画に相当する動員力があるという意見もあった105。

2000 年 3 次開放時、国際映画祭受賞作から開放が始まった劇場用アニメは、韓国人の情

緒に相応しくない内容の作品が多かったため 2～3 年間、興行実績は良くなかったものの、

2004 年に全国で 300万人以上の観客を集めた『ハウルの動く城』を含め、宮崎駿監督作品

を中心に持続的に人気を得ている。しかし、『ハウルの動く城』以前の『隣のトトロ』、『も

ののけ姫』等の興行実績が下回ったのは、文化開放以前から不法ダウンロード等の方法で

既に観覧済みであったことが起因するといえよう106。

韓国のポータルサイト Eｍpasで、2008 年 11月 13日から行われたアンケート調査でも、

キアヌ・リーブス主演のアメリカ映画『地球の静止する日』、韓国映画『加速スキャンダル』

等が含まれている封切り予定の映画作品の中で、宮崎駿監督の日本映画『崖の上のポニョ』
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が占有率 21％を占め、一番観覧したい映画 1 位に選ばれた107

次の表は、2008 年までの日本制劇場用アニメ興行実績を示しているもので、2002 年封切

りの『千と千尋の神隠し』がソウルだけで 936,250 人の観客を動員、2004 年には『ハウル

の動く城』が全国で 3,015,615 人を動員し、大ヒットした。引き続き 2008 年には『崖の上

のポニョ』がヒットし、韓国内で、宮崎監督作品は好評を得ている。

宮崎監督は自身ならではの世界観を持ち、独特な情緒と多様なイメージを通じたヒュー

マニズム的メッセージを伝える作品を数々発表してきた。兵器マニアである宮崎は彼の作

品の中で多様な種類のメカニックが登場させている。とりわけ空を飛ぶ飛行機は彼の主な

メカニックとして、アニメに迫真力を加えている108。などとの評価する声もある。

また、彼の作品の大半は、純粋で感受性が優れているもので、悪人が登場しない。自然

破壊・人間性破壊を繰り返している人間世界を告発し、若者には未来への希望と憧れの世

界を与えつつあるして韓国でも人気が高い。韓国人の中で宮崎監督の映画に接してない若

者はまれである。80年代韓国での「言論統廃合」により日本制アニメがしばらくの間姿を

見せなかった時期にも『未来少年コナン』は輸入された時期もあった。

【表Ⅲ－28】 日本制劇場用アニメ興行実績

作品名 観客数（人） 封切り年度

ポケモン－ミュウツーの逆襲－ 53,800（ソウル） 2000

隣のトトロ 128,900（ソウル） 2001

千と千尋の神隠し 936,250（ソウル） 2002

もののけ姫 195,630（ 全国 ） 2003

猫の恩返し 531,544（ 全国 ） 2003

ハウルの動く城 3,015,615（ 全国 ） 2004

遊戯王 120,415（ 全国 ） 2005

あらしのよるに 253,041（ 全国 ） 2006

ゲド戦記 176,162（ 全国 ） 2006

ポケモン－レンジャーと蒼海の王子マナフィ－ 124,391（ 全国 ） 2006

崖の上のポニョ 1,524,734（ 全国 ） 2008

ドラえもん－のび太の新魔界大冒険 － 337,908（ 全国 ） 2008

ケロロ軍曹 3 －ケロロ対ケロロ天空大決戦－ 171,148（ 全国 ） 2008

名探偵コナン－ ベイカー街の亡霊－ 123,961（ 全国 ） 2008

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』、355頁。

また、劇場用アニメにおいても、日韓の合作が行われ、『ガン・ドレス（Gundress、1999
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年封切り）』の場合は、韓国側が企画と動画、原画を制作し、日本はシナリオ、キャラクタ

ーの設定と演出を担当した。製作費は約 50 億ウォンで、韓国側の東亜輸出公社が 30％を投

資し、配給は東映が受け持った。合作ではあるが、日本色が濃く、世界的な名声のあるジ

ャパニメーションの秀作には及ばなかったと評価された109。

2004 年には「日韓友情年 2005」のイベントとして、小学館のコミック誌「月刊サンデー

ＧＸ」で連載されていたファンタジー漫画『新暗行御史』が、日本のアニメーション制作

プロダクションであるＯＬＭと韓国の CHARACTER PLAN によって、日韓共同合作劇場アニメ

として制作された。

３）ビデオ部門

また、ビデオ市場では正確な統計資料を作成することは困難ではあるが、韓国文化観光

部が、文化コンテンツ新聞のデータをもとに再整理し推計している。これは下表（表Ⅲ－

31）の通りであり、解放前に 3～4％と予測されていた数値と比較しても、影響が想定の範

囲内であったことを示している。

【表Ⅲ－29】 日本ビデオの韓国市場占有率（推計）

区分 2000 年後半期 2001 年 2002 年 計

ビデオ販売量 297,202 223,416 163,006 683,624

占有率（％） 4 4 3 4

出典：チョ・ヒョンソン他『日本大衆文化開放の影響分析及び対応方策』、14 頁より作成。

４）音楽部門

音楽部門は 2000 年第 3 次開放により、歌謡公演は、室内外の区別なく全面開放、レコー

ドは、日本語による歌以外（演奏のみ、第三国語・韓国語翻訳による）を開放し、引き続

き 2004 年の第 4 次開放の際に、完全開放された。

音楽市場での日本音楽の影響力は微々たるもので、レコード（音盤）の場合、開放以降

現在まで 2～3％程度の市場占有率にとどまっている。その理由の一つとしては、韓国内の

音盤市場の沈滞、安室奈美恵等人気日本歌手の音盤等が開放以前から不法ルートで既に流

通していたことがあげられる。今後の日本レコードの市場占有率も、現在の水準にとどま

る見込みである。全世界的に音楽産業が沈滞している状況の中で、ヒップホップ (hip hop)

等アメリカの音楽が主流になっているのも韓国内での日本音楽の市場占有率が低い要因の

一つであると言える。

ここで、音盤の輸入が始まった、日本文化の第 3 次開放時期の 2000 年前後を中心に、対

日本輸出入金額をみてみよう。
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関税庁統計資料の基準でみると、第 3次開放が行われた 2000 年の、日本からの音盤輸入

額は約 6 億ウォンで、2001 年には 5 億 2,000 万ウォン、2002 年には 12億 4,000 万ウォン

まで増加した。ここで注目するべき点は、2000年の日本からの音盤輸入と相まって、韓国

から日本への輸出も増加しているところである。韓国内のジャンル別の音盤市場の占有率

をみると、2002 年基準で、韓国歌謡が 78％、ＰＯＰ Music 18 %、Classic Music が 4％の

水準である110。日本音楽は、一部の愛好家を中心に消費されているものの、音盤市場での

日本音盤の影響は微々たるものである。韓国内での韓国歌謡の消費量が多いのも、一つの

原因として影響を受けていると考えられる。

【表Ⅲ－30】 音盤分野の対日本輸出入金額 （単位：億ウォン）

区分
1998 1999 2000 2001 2002

輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出

テープ 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

CD 1.3 19.7 3.1 19.8 5.8 59.0 5.1 61.4 12.3 27.9

計 1.4 19.7 3.2 19.8 6.0 59.0 5.2 61.5 12.4 28.0

出典：チョ・ヒョンソン他『日本大衆文化開放の影響分析及び対応方策』、36 頁。

韓国内での日本音楽の主な受容層は 20代であり、日本音楽ジャンルの一つである渋谷系

音楽等の影響により、韓国内では電子音楽（Electronic Music）が人気を得ている。また、

次の表が示すように、韓国内では日本人気映画のサウンド・トラック（ＯＳＴ）、また、音

楽作品が韓国のドラマや映画で使用され非常に人気が高い、倉本裕基のピアノ曲等が人気

を博している。

これに加え、若い世代に関心を寄せている、『もののけ姫』、『ハウルの動く城』、『崖の上

のポニョ』等のアニメ音楽、また映画『ラブレター 』、『四月物語』等のＯＳＴは順調に売

れている。日本の大衆音楽を接するルートとしては、インターネット、放送、人づて、音

盤店等の順で接していた。

【表Ⅲ－31】 年度別日本音楽ベストアルバム

年度 音盤名 発売日 販売量
海外音盤

チャート順位

2000 ラブレター OST 1999.11.9 18 万 7492 8 位

2001 SCNENRIES IN LOVE（倉本裕基） 2001.4.17 6 万 5829 19 位

2002 TIME FOR JOURNEY（倉本裕基） 2002.5.9 4 万 6205 28 位
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2003 50 位内なし

2004 LOVE（中島美嘉） 2004.1.19 3 万 285 12 位

2005 ハウルの動く城 OST（久石譲） 2004.12.15 2 万 4147 11 位

2006 ARASHIC（嵐） 2006.7.20 1 万 3286 15 位

2007 TIME（嵐） 2007.7.25 9360 22 位

2008

上半期

のだめカンタービレ Special

Best（のだめオーケストラ）
2008.2.19 7446 18 位

出典：チョン・クワンリョル他『日本大衆文化開放 10 年』、366頁。

1998 年の第 1 次文化開放から 10 年、「日本文化開放」による韓国文化産業への経済的影

響を考察してきたが、まず、文化開放以前から輸入が可能であった分野、小説、出版マン

ガ、ＴＶアニメ等のジャンルでは、日本文化は文化開放などの文化政策に左右されずに、

持続的な人気を得ていると言える。

日本小説部門は、1990 年代から韓国内で好評を博しており、2008 年頃には一時的に人気

が下がる傾向も見られたものの、その後回復現象を示している。内容が重苦しくなく気軽

く読め、素材の多様性を持つ日本小説は、韓国内で映画の素材に活用されるなど、新鮮感

を発揮しつつ好評を博している。

出版マンガ部門は、1991 年以降、「刊行物倫理審議委員会」の審議を経て輸入し始めた。

マンガも出版物のジャンルに入るため、文化開放以前から公式的な輸入が許可され、規制

も強くなかった。日本マンガの韓国市場占有率は、2001 年 60％から 2005 年 69％まで増加111

している中、実際にはより高い占有率を示しているとの見解が多い。

日本マンガ市場規模はコミックス・マンガ雑誌を含め 5,317 億円（2001 年基準）位の規

模で世界最大規模のマンガ市場を形成いている。日本国民が毎年消費する出版物の中マン

ガが占める割合は 40％にも至り、最近 2年間（1999年～2000 年）日本で発刊された全体出

版物の中で、マンガが占める割合は 38％として全体買出額の 22％に達している。また、マ

ンガを原作にする映画・ドラマ・小説・演劇・ミュージカル等の制作作業が一般化され、

日本文化産業を支える主要インフラとして日本の大衆文化を形成する源泉の役割を果たし

ている。また、日本の場合、ほとんどの出版社からマンガ単行本・雑誌が出版されている

環境で日本全体出版物の中、マンガの占有率は販売額 21.8％、販売部数 37.0％を示してい

る（2000 年基準）112。

また、ＴＶアニメ（ケーブルＴＶ）部門も、ケーブルＴＶ編成率平均 60～80％として、

視聴率面でも韓国作品の約 2倍を示している。日本アニメが持続的な人気を得ている要因

の一つとして、原作（出版マンガ）が持続的な人気を得ているのと無関係ではない。日本

アニメは、多才な作家群の形成の下、多様な素材を研究・開発し、企画段階からアニメ・

キャラクター等ＯＳＭＵ戦略を企画しつつ、多様なマーケティング効果を得ており、日本

出版産業の発展の原動力になっている。
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次に、文化開放により輸入された分野である、映画、ビデオ、劇場用アニメ、ＴＶドラ

マ、音楽、ゲーム等のジャンルに関しては、日本文化開放により韓国内の文化産業が圧迫

されるという「経済的影響」が危惧されたが、韓国内での市場占有率は憂慮するほど高く

なかった。この様な状況からも、韓国における「日本文化開放」は段、階的開放から完全

開放まで至ったといえよう。

まず、日本映画に関しては、2008 年までの基準で韓国内での観客占有率は 1～3％程度に

とどまる等、また、ハリウッド映画のようなブロックバスター作品が無いため、観客占有

率が高くなく、日本映画には、少数のマニア層の間で関心を向けている状況であると分析

される。韓国内で人気を博している日本映画は、アニメ、ホラー映画が中心で、最近では

細やかな日常生活を描いている作品が共感を得ている現象がみられている。

また、劇場用アニメ部門は、2000 年 3次開放時、国際映画祭受賞作から開放が始まった

が、全国で 300 万人以上の観客を集めた『ハウルの動く城』を含め、宮崎駿監督作品を中

心に、2004年頃から持続的に人気を得ている。また、ビデオ部門もその影響は想定の範囲

内であった。

ＴＶドラマ部門では、2008 年までケーブルＴＶで放送された日本ドラマ視聴率を分析し

た結果、１％以上を記録した作品は『ごくせん（1.17％）』、『金田一少年の事件簿（0.8％）』

2 編のみで、視聴率上位の作品の大半は青少年を対象にした学園ドラマである。インターネ

ットを通じた日本ドラマの視聴を含める場合、日本ドラマへの接触経験率は多少高くなる

と考えられる。青少年を中心としたインターネット上の日本ドラマ同好会員数は、持続的

に増加している傾向もみられる。また、ビデオゲーム分野では、世代、性等関係なく楽し

める広い範囲の需要層を保ちつつ、持続的に新しいゲーム領域を開発している任天堂の製

品を中心に人気を博している。

以上にように、文化開放以前から輸入が許可されていた分野、文化開放により輸入され

た分野に関しても、ジャンル別に多少偏差を示しているものの、日本文化開放による韓国

内の文化産業への経済的影響は、当初から危惧されていたほど大きくなかった。このこと

は結果的に、開放以前から日本文化は、海賊版の書籍や漫画などの違法なコピー商品など

によって、韓国人の日常生活に浸透していたことから、韓国の映画、テレビドラマ、アニ

メ、音楽などの文化産業も、間接的にある程度、日本文化の影響下にあったということを

示しているのではないかと思われる。

（３）開放が韓国文化産業へ及ぼしたプラスの影響

1990 年前後から急速に発展した日本の若者向けドラマは、香港、台湾からはじまり、東

アジア各国で好意的に視聴されているだけでなく、各地のドラマ制作にも影響を与えてき

た。また、韓国の放送にも、ＮＨＫの「のど自慢大会」と同様の番組を筆頭として、日本

の番組をリメイクしたのではないかと思われる番組やドラマが放送されてきた。しかし、

韓国においては、韓国のドラマ制作が日本のテレビドラマの模倣をしているのではないか
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という疑念が社会的な問題となるなど、かつての植民地支配者たる日本の及ぼす文化的影

響に対して敏感で複雑な反応が示されてきた。

一方、映画や、放送番組など文化産業では、世界各地で成功した映画や、番組の企画と制

作ノウハウが取り引きされるビジネスが盛んに行われるようになっている。韓国における

日本文化の開放は、韓国も正式に日本のＴＶドラマや、映画、音楽などのリメイクを制作

する権利を獲得して、韓国国内のみならずアジア市場をもにらんだ制作を行うようになっ

たという意味を持っている。

文化開放によって、日本の映画やテレビ番組、ドラマなどが、韓国に一定の刺激を与え

たのは確かだとしても、韓国社会で危惧されたほど一方的な影響ではなかったといえよう。

逆に公式的な開放によって、違法なコピーや単純な模倣ではない、新たな文化商品を製作

しなければならなくなったとも考えられる。そして、これを後押ししたのが、第１節で詳

細に考察した、開放と同時並行的に実施された、自国の文化産業を輸出産業として育成し

ようとするための政策的援助である。文化面でもグローバル化が急速に進む中で、韓国内

におけるドラマ制作も、日本のテレビドラマからも刺激を受けながら、さまざまな文化混

成をとおして独自の発展を遂げたともいえる。

日本では『冬のソナタ』などのテレビドラマがブームとなったが、今や、「韓流」と呼ば

れる韓国製ポピュラー文化が、アジア地域を中心に人気となっている。過去、日本製ポピ

ュラー文化は、衛星放送、ケーブルテレビ、インターネット、ビデオ、など多岐に渡るメ

ディアを通じ、台湾、香港からアジア諸国に波及していったが、「韓流」もこれと同様の経

路をたどって、それを凌駕する勢いで影響を及ぼしている。また映画に関しても、日本で

も『シュリ』や『ＪＳＡ』などが興業的にも成功を収めたが、ここ数年韓国映画が世界的

に好評を博しており、日本の下請けを行ってきた漫画、コミックについても、漫画王国の

日本への進出が話題となっている。

マンガが単純な娯楽、余暇の手段を越え、映画・アニメ・ゲーム等文化コンテンツの原

作になる、産業的価値と重要性が高くなることを視野に置きつつ、韓国文化観光部では、

2003 年から「マンガ産業振興 5 ヵ年計画」等を発表し、文化コンテンツ産業の原作産業と

してのマンガ産業を集中育成する計画を立てている。日本などの下請だけに依存する風潮

から脱皮し、企業は責任をもって再投資を行い、政府は保護・育成政策を推進していく必

要があるとの認識に基づいた政策と言って良い。

文化体育観光部は、2003 年樹立した「マンガ産業振興 5 ヵ年計画（2003～2007）」に引き

続き、キラーコンテンツ育成戦略として第 2期「マンガ産業振興 5 ヵ年計画（2009～2013）」

を発表し、創作マンガ発掘・制作への支援、マンガ専門人材養成システムの再編、マンガ

著作権保護支援、マンガ原作ＯＳＭＵプロジェクト支援、海外進出のための現地ネットワ

ーキング支援等を推進課題とし、2013年まで国内市場規模では約２兆ウォン、海外輸出規

模としては約 2,000 万ドルを目標とした。計画の結果としては、まず主なマンガ消費層が

青少年層だったことから、ゲーム・ＶＯＤ等の新たなコンテンツとの激しい競争も原因に
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よる、国内マンガ産業の全体的な沈滞も見られるものの、産業の基礎樹立と市場活性化に

主力した 1次計画結果、2007年マンガ市場規模は 2003 年対比 50％以上増大し、またマン

ガを原作とする映画・ドラマ・ミュージカルの興行成功はマンガが原作産業として再認識

される転換点になったことに大きな意義があると考えられる113。

このように、「日本文化開放」が韓国文化産業にもたらした一番大きな影響は、自国文化

産業の競争力を高めていく必要があるとの、認識の転換にあると考えられる。

一方、日本の大手コミック誌に韓国作家の作品が目立ち始め、2001 年夏には韓国コミッ

クのシリーズが創刊され、大手版元が発行するコミック誌に、韓国人マンガ家が登場する

ようになった。日韓双方のコミック誌で連載を同時進行させる韓国作家も出ている。近年、

韓国のコミックのレベルが上がってきており、韓国と同様に、日本のコミックが多く読ま

れている台湾で、韓国コミックを発行したところ、日本のコミックと対等に売り上げるも

のが出てきたことから、日本への進出を図ったようである。韓国の文化に関して言えば、

今まではヨーロッパなどではそのアイデンティティが知られていなかった。中国の一部か

あるいは日本の一部であるといったような誤解を受けたことも多々あったと言われている

が、最近では、フランスを中心として色々な文化祭において、日本とも違う中国とも違う、

韓国人独自の魂があると、韓国の作品がかなり高い評価を受け始めている。韓国では、こ

れを韓国文化のルネッサンスと呼んでいるほどである114。

このような韓国文化産業の他文化諸国への拡散と発展は、グローバル化の進む中で、韓

国文化が地域的なものから世界的なものに少しずつ変質しつつあり、競争力を増している

ことを示す。日本文化の開放がそのきっかけ（トリガー）になったともいえよう。

２ 文化的影響 ―日本文化の評判と生活文化の流入状況―

（１） 日本大衆文化の評判

1999 年の第二次開放後、公開された岩井俊二監督の映画『ラブレター』は、120万人

（ソウル地域では６７万人）を動員する大ヒットとなった。また、主演の中山美穂が映画

の中で言う「お元気ですか」は、韓国内で流行をよぶほどであった。日本の言葉が、流行

語となるのは、韓国の変化という意味でとても画期的であると考えられる。

一方、第 4次開放直後の『朝鮮日報』は、「第 4 次日本文化開放以降、初めて韓国のお茶

の間に登場した日本ドラマ（ケーブルテレビ）は、当初の予想に反して不調であったして、

次のように報じている。

「日本ドラマの平均視聴率（1月 5 日～1月 12 日）は 0.4～1.4%。映画版も制作された『踊

る大捜査線』だけが 1.4%の視聴率を取り、史上初の日本ドラマ開放にも関らず、不調な理

由について、日本の小泉首相が靖国神社に参拝したことを始め、竹島（独島）の領土問題

など、ドラマ以外の政治的、歴史的感情も作用した」115また、このような政治的作用に加

え、他には開放が許容された瞬間、むしろ熱が冷めたという意見も出ていた。
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一方、日本映画の開放期の興行実績を見ると、一次開放以降上映した映画は興行的に成

功しなかったが、二次開放以降に上映された映画の中で『ラブレター』、『鉄道員』、『さむ

らいフィクション』などの映画にはソウル地域で 10 万以上の観客をあつめた。また、2002

年に公開されたアニメ映画『千と千尋の神隠』」はソウル地域だけで 94 万人を集客したが、

大ヒットとなった作品はこの程度で、全体的には当初の予想を下回ったという見方が一般

的である。

このように日本文化はブームを呼ぶこともなく、どちらかというと評判倒れの反応、今

までと変わらない受け取られ方をしていると云わざるを得ない。日本製というだけでは、

なにもかも好評を博すものではなく、品質の高いものが選別されているという、一見冷静

な反応は何に由来するのであろうか。「誰もが観られるようになった日本ドラマには、もう

魅力がない」「違反の快楽を楽しむ意味がなくなったためだ」というような表層的な現象か

らくるものであろうか。

その裏には、我々が思っている以上に「日本文化」「日本的なもの」が韓国社会に根付い

ていたということもいえるのではないかと思う。前章で触れたように、日本統治時代に日

本から持ち込まれ、深く根付いてしまった生活文化や、日本に由来する数多くの文化要素

が残存し、文化開放以前から現在まで韓国社会の中で「日本的な文化」との接触は、知ら

ず知らず日常的に繰り返えされてきた。そして、近年の放送技術や情報技術の進化によっ

て、さらに文化流入が進んだことによって、特に若年層の間では、日本文化は日常的なも

のになっていると考えられ、それ自体では（日本と云うだけでは）、すでに目新しく新鮮な

ものでは無くなっていた事を示しているのではないかと考えられる。

（２）日本文化開放と日本生活文化の流入（「日流」と「日本ＦＥＥＬ」）

ここで注目するべきことは、近年韓国内では、日本文化を直接消費する現状から一歩進

み、日本作品をリメイクしたり、日本の原作を素材にした韓国映画・ドラマの制作が、増

える傾向が見られている。いわゆる日本文化のリメイクブームが起こり、「韓流」とは異な

るタイプの「日流」と呼ばれる現象が現れていることである。

この現象について『朝日新聞』は次のように、日本文化開放の影響の端面を述べている。

「韓国では最近、日本の小説などを原作にした映画やドラマが増えている。９日公開の韓

国映画『アドリブ・ナイト』もその一つ。日本大衆文化の段階的開放が始まって 10 年、日

本における韓流ブームの一方、韓国では日本のドラマや小説、漫画も若者らに人気で、『日

流』とも呼ばれている」116

また『東亜日報』も、「韓国の高麗大学の日本研究センターで開かれた、『新日韓関係パ

ートナーシップ共同宣言』10 周年記念シンポジウムに参加された小倉紀藏京都大学教授は、

韓国における日本文化開放 10年を通じて韓国が得たものは、日本大衆文化に対する漠然と

した警戒感がなくなったことを一番の収穫であると考えられると説明し、文化開放以前に

は日本文化により韓国文化産業が蚕食されるという憂慮が大きかったが、開放をしてみた
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ら、予想以外に韓国大衆文化の日本進出が著しくなったと強調した」117と述べ、韓国社会

が日本文化を受容し易くなった現象に触れている。

韓国の漫画本ベストセラーに、日本のコミック単行本の翻訳版がずらりと並んでいる風

景もみられる中、韓国の若者たちも、インターネットのアニメ専門サイトで、日本のアニ

メに親しむなど、若者文化として「日流」漫画が、娯楽の一部として定着しつつある。

「韓流」は、突然訪れ日本に突風を巻き起こしたとしたら、韓国内での「日流」は、国

民が知らず知らずの間に幅広く韓国文化産業全般に浸透し、また奥深く日常生活の一部分

のように定着しつつある。『京郷新聞』も、「日流」は、出版物の場合も例外ではなかった

として、この現象について半ばセンセーショナルに述べている。

「3 月最後の週小説部門のベストセラー10 集計を見ると、『空中ブランコ（奥田英朗、3

位）』、『間宮兄弟（江國香織、5 位）』、『東京タワー（リリー・フランキー、6 位）』、『哀し

い予感（吉本ばなな、8 位』等、ランク 10 位の中に日本小説が 5 冊も入っている反面、韓

国小説は、『甘い私の都市（チョン・イヒョン、7 位）』、『お神様（チョ・ジョンレ、10 位）』

等 2 冊に過ぎない。一方、映画・ドラマ分野にも日本原作のリメイクがブームになり、『オ

ールドボーイ』、『美女はつらい』、『世界の中心で愛を叫ぶ』、『101 番目プロポーズ』等も日

本小説・漫画が原作になっている」118

また、韓国における「日本文化開放」の結果、日本文化に自然に接する機会が増え、日

本商品に対する拒否感も解消つつある。韓国の（株）World Research119によって実施され

た 2009 年のアンケート調査によると、日本大衆文化接触経験の有無に関しては、98.8％が

経験有と答え、開放以前の 1998 年120（93.2％）より約 5.6％が増加している。全体的な接

触経験の有無は、開放以前と大きい差は見せなかったが、分野別には多少の差を示してい

る。開放により接触経験が増えている分野は、映画・ビデオの分野であり、映画の場合は、

1998 年（18.6％）より 2009 年（91.2％）に 72.6％増加し、ビデオの場合、1998 年（26.6％）

より 2009 年（75.8％）に 49.2％増加した。日本映画の場合、4 次開放以降、日本でのヒッ

ト映画と人気劇場用アニメ上映が増えたことも要因の一つとして考えられる。

また、日本大衆文化を接する理由については、韓国よりコンテンツが多様で新鮮（52.4％）、

韓国より日本の方がコンテンツの中で若者の文化を上手に表現している（11.0％）、日本文

化に接することは以前から習慣になって（10.6％）、日本語語学の勉強のため（9.8％）、韓

国より日本が先進国であり、生活全般にかけて洗練されている（8.6％）、他の外国文化よ

り親近感を感じる（6.0％）、他（1.6％）の順であった。

情報・交通システムの革新的な発達に伴い、インターネットが普及化・生活化し、また

日本旅行の増加によって、現代社会においては、日本文化を実時間で楽しむことが出来る。

そして日本中が韓流ブームを楽しむ同様に、韓国中が日本の文化を盲目的に拒否する意味

も、必要もなくなったともいえる。若い世代の間では、知らず知らずの間に、日本の小説

を読んだり、日本のファッションスタイルの真似をしたり、日本風の居酒屋でお酒を飲ん

だりと、日本の生活文化を楽しむという傾向が拡大しつつある。その一例として日本酒に
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ついて見てみると、2004 年頃から毎年 50％以上輸入量が増加しつつあり、日本風の飲食店、

居酒屋等も増えつつある。

上記の調査でも、日本大衆文化の今後の拡散に対する展望については、応答者の 74.0％

が、今後日本文化が拡散していくと答え、若者の間には日本文化に対する盲目的な違和感

は減っていると考えられる。また、韓国における「日流」現象の存在、拡大していくかと

の認識については、応答者の 67.6％が「日流」現象が起きていると答え、また、「日流」現

象の拡大については、応答者の 68.9％が拡大していくと予想すると答え、日本大衆文化の

増加とともに「日流」現象も持続的に拡散して行くと展望されている。

そのような中、日本のファッションスタイルと称した言葉として使われ始めて、日本風

や日本スタイルを通称する「日本ＦＥＥＬ」が若者の間で拡散しつつある。『東亜日報』も、

「国内に上陸した『日本ＦＥＥＬ』」という見出しで、次のように韓国の若者達に広がる現

象について報道している。

「韓国では最近まで、日本統治時代の経験からくる国民感情により、日本スタイルを否

定的観点から観察することが多かったが、最近、韓国の若者の間では多様な日本文化を接

することによりソウルの明洞、大学路の町風景が変わっている。来年日本文化の前面開放

が行われると、今の現象はより深化すると展望される。インターネット上でも、日本ある

いは『日本ＦＥＥＬ』という単語を入力すると数百個の日本ファッション関連サイトが検

索できる」121

2009 年に実施された、韓国の（株）World Research の調査の中の、日本文化開放による

日本商品購買への影響を聞く質問では、日本大衆文化開放により日本商品（日本製文房具、

電子製品、自動車等の工業産品）購買にも影響を受けているとの意見が 69.2％、また日本

大衆文化開放が日本生活文化（日本ファッション、日本食等）の韓国輸入に影響を与えた

と答えた意見が 76.0％の結果で現れ、また、日本大衆文化開放が韓国の大衆文化産業に及

ぶ影響については、日本大衆文化開放後 10 年が経っている時点での評価としては、良い影

響（24.8％）、悪い影響（55.2％）の答えになり、1998 年調査の良い影響（40.8％）、悪い

影響（41.8％）と対照的であった。文化開放以前には新しい文化に対する期待心理が働き、

肯定的面が高く反映されたと思われる。しかしながら、開放以降 10 年を経てみると、数字

など表に現れない形を含めて、日本大衆文化により韓国内文化産業が多少影響されている

と判断している見解が多いからであろう。

また、2010年に至っても『中央日報』は、以下の記事を配信し「日本ＦＥＥＬ」の現象

が、更に継続して流行していることを報道している。

「1998 年の日本大衆文化開放以来、マンガ・映画・ドラマ・音楽など日本の様々な文化

コンテンツが若者の日常に自然に溶け込んだ。ケーブルＴＶではいつでも日本のドラマに

接することができ、インターネットではフジＴＶのアニメが日本と同じ時間に楽しめる。

若者が主に集まる弘益大・梨泰院などは、従業員が『いらっしゃいませ』とあいさつする

ラーメン屋や日本式の居酒屋が並んでいる。『日流』または『日本ＦＥＥＬ』という言葉は、



169

最近の若者の間で『洗練されたセンス』と同意語で使われる」122

このように、今では、日本のファッションスタイルと称する「日本ＦＥＥＬ」が、若者

の間にファッションアイコンとして位置づけられており、韓国のインターネット上のショ

ピングサイトでは、東京ホリック等の日本ファッション購買代行サイトが増加し、韓国内

に日本風の飲食店、居酒屋等が増え続けているのが現状である。韓国における「日本文化

の開放」に続き、「韓流」ブームがもたらした、日本における「韓国文化受容」は、日本人

の対韓認識・対韓意識に影響を与えるだけでなく、韓国における日本文化の受容を、より

容易にする方向に働いたと考えられる。そしてそれが、韓国の若者を中心として、日本文

化が更に深化した形で「日流」123「日本ＦＥＥＬ」現象となって、内側から韓国の生活文

化に拡散することに寄与している。

文化開放によって、日本の映画やテレビ番組、ドラマなどが、韓国に一定の刺激を与え

たのは確かだとしても、日本文化開放による韓国内の文化産業への経済的影響は、当初憂

慮したほどではなかった。しかしながら開放と同時並行的に実施された、自国の文化産業

を輸出産業として育成しようとするための政策的援助により、韓国文化産業は競争力が高

まり、相互文化交流により独自の発展を遂げたことが日本文化開放の一つの大きな影響だ

と言えよう。

一方、マンガ・映画・ドラマ・音楽等日本の様々な文化コンテンツが若者の日常に自然

に溶けこみ、陰で日本文化を楽しんでいた若者たちは、日本文化開放から 10 年以上になっ

ている現在になり、堂々と自分たちの文化の世界を表現し、新たに生まれた「日流」そし

て「日本ＦＥＥＬ」は、日本社会に激しい突風を巻き起こした韓流とは異なり、韓国人の

日常生活に徐々に定着しつつあると考えられる。日本文化開放をきっかけとした両国間の

文化交流は、両国文化に確実に影響を与えていると思われ、また、広く韓国社会にも、有

形・無形に様々な影響をもたらしていると考えられる。
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第４章 金大中政権後の文化政策と韓国文化の海外展開

21 世紀に入り、東アジアを中心に拡がった「韓流」ブーム現象は、政策的に計画された

ものでもなく、当初韓国側も予測できなかった出来ことであったが、ここに着目した韓国

政府は、自国の文化産業の競争力を強化させつつ、「韓流」ブームを通じて国家のイメージ

を向上させるための文化産業に関する政策的提案を出し始めた。

盧武鉉政権は、2003 年に「世界五大文化産業強国宣言」を発表するなど、コンテンツ産

業のグローバルな競争力強化に取り組み、2008年には、韓国の伝統文化であるハングル、

韓食、韓服、韓屋、韓紙、韓国音楽を「韓スタイル」としてブランド化し、「韓流」ブーム

を「新韓流」に発展させるべく企画した。また、李明博政権は前政権の政策を引き継ぐと

共に「国家ブランドの強化」を掲げ、2009 年 1 月には大統領府直属の国家ブランド委員会

を設置し、本格的に国家ブランド価値向上のための推進政策を実行した。

この様な政府による政策を背景に、「韓流」と呼ばれる韓国製ポピュラー文化は、東アジ

ア地域において人気となり、その後西欧諸国などにも発信されている。日本でも、ドラマ

『冬のソナタ』が、2004 年 4月からＮＨＫ総合テレビでも放映されたのを機に韓流ブーム

を巻き起こしたが、両国間の文化交流は、国民間の相互認識と理解の深化にプラスの影響

を与えていると考えられる。

本章では、まず「韓流」文化のアジアへの普及とその背景を踏まえつつ、主に日本にお

ける韓国文化受容の背景・影響を明らかにするため、盧武鉉政権の文化産業政策について

は、放送委員会の機能強化政策を中心に、李明博（イ・ミョンバク）政権に関しては国家

ブランド委員会を中核とする国家ブランド価値創出政策に焦点をあてて、その成果を分析

する。また、韓国における「日本文化開放」と日本での「韓国文化受容」の文化的要因と、

日韓両国間の政治的要因が、日韓関係においていかに作用したかを、日韓新聞社による共

同世論調査・日本内閣府による世論調査の資料を用いて考察し、両国の文化交流が、相互

認識にいかなる影響を及ぼしたのかを分析し明らかにすることを試みる。

第１節 盧武鉉政権・李明博政権における韓流の活性化政策

１ 金大中政権後の日韓関係と文化交流の動向

2003 年 2月 25 日に就任した盧武鉉大統領は、2003 年 6 月 6 日から 9日にかけて国賓と

して訪日し、6月 7 日小泉首相との首脳会談の結果、両首脳は「日韓首脳共同声明－平和と

繁栄の北東アジア時代に向けた日韓協力基盤の構築－」 を発表した。この共同声明の中で、

1998 年 10 月に発表された「日韓共同宣言」の精神に従い、日韓両国が、過去の歴史を見据

え、これを踏まえつつ、21 世紀における未来志向の両国関係発展のため共に前進していか

なければならないとの認識を共にした。
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1998 年の第 1 次開放から始まって順調に行われた日本文化開放は、歴史教科書問題や小泉

首相の靖国神社参拝問題などの否定的な対日感情の増幅により、2001年 7 月 12日の凍結宣

言によって追加開放が一時中断されたが、2003年 6月 7 日に、東京で行われた小泉首相と

盧武鉉大統領との日韓首脳会談の席で、両首脳が共同声明で表明した「日本大衆文化開放

の拡大原則」により協議が再開され、2004 年 1月の第 4 次開放となった1。

また、日韓両国は本共同声明の中で、日韓国交正常化 40 周年を記念し、2005年を「Korea

Japan Festa 2005」の年に定め、両国間の文化・学術等の分野で各種共同事業を共同で開

催することを協議し、文化交流活性化のため韓国側は日本大衆文化開放を拡大することに

合意した2。

2004 年 1 月の第 4 次日本文化開放の際には、劇場用アニメ、その他の娯楽番組（バラエ

ティ、トークショー等）の放送は開放が見送られたが、それ以外の分野は全てが開放され

た。またその後、靖国参拝問題、竹島（独島）問題などの政治的問題による緊張状態の中

で、2006 年 1 月に第 4 次の追加開放が実施され、現在では、放送分野に一部の制限が残っ

ている状況である。

4 次開放では、映画振興委員会の 18 才以上観覧可の「映画等級分類」審査を経て、開放

映画輸入１号作として、『スワロウテイル（1996 年、岩井俊二監督）』、『新雪國（2001 年後

藤幸一監督）』、『BROTHER（北野武監督 2001 年』、『赤い橋の下のぬるい水（今村昌平 2001

年）』等を始め、日本映画の輸入が本格化された3。

両国韓の人的交流は 2006 年度に 450 万名に上り、同年 3 月以降には、短期査証の永久的

免除が実施され、短期滞在を目的で日本へ入国する韓国人は、日本査証なしでの入国が可

能となった。2006 年 5月には日韓文化長官間の会談の際、「日韓観光交流拡大共同事業」に

ついて合議する等文化交流にも力点おいた日韓関係が期待された4。

韓国政府は、2007 年に「四天王寺ワッソ」5、「朝鮮通信使 400周年記念事業」などの民

間レベルの交流を支援しすることとしたが、これにより日韓関係はより成熟した段階に入

ることが期待された。その後、安倍首相による従軍慰安婦の強制連行の否認など、一部日

本指導者による歴史認識問題や、島根県の「竹島の日」行事、日本高校教科書検定問題（2007

年、3 月 30 日）など、日韓関係を緊張させる要因はあったものの、韓国政府は 3・1 節記念

演説及び外交長官会談（3 月 31 日）等を通じ日本政府の責任ある行動を求めつつ未来志向

的日韓関係を構築していくことをアピールした6。

盧武鉉大統領は、2007年 3.1 節記念の演説の中では、「日韓両国はもはや日韓両国関係に

留まらず、東北アジアの平和と繁栄に貢献しなければならない状況に至っている。両国は

歴史的真実を尊重する態度と、実践が必要だと思う。歪曲された歴史を美化・正当化する

よりは、国際社会で普遍性を認められている先例に従って、誠意を尽くすことを望んでい

る。これこそ国際社会から尊敬と信頼を得られる道になると考えられる」7と述べ、東北ア

ジアの平和と繁栄のための日韓の役割を強調し、日本には歴史認識と過去の清算を踏まえ
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つつ、隣国からの信頼を得て、国際社会の指導的国家となる事を期待し、要求する姿勢を

採っていった。

続いて李明博大統領は、2008 年 2月 25 日の大統領就任式の際に行われた福田首相との首

脳会談で、「シャトル首脳外交」を実施することで一致した。その 1 回目として、4 月に李

明博大統領が訪日し、日韓両国が協力して国際社会に貢献していくとの考えを確認し、ま

た、両国の一般市民が参加する交流事業である「日韓交流おまつり」はこれまではソウル

でのみ開催されてきたが、2009 年には 5 回目を迎えることを記念して、9 月に初めてソウ

ルと東京で同時に開催することとした8。しかしながら、同年 4月には、韓国侵略を正当化

する等の内容を記載した中学校歴史教科書（自由社版）が文部省検定を通過した問題に対

し、韓国外交部からは「日本政府が歴史歪曲内容を載せた教科書の検定を通過させたのは

誠に有感である」という声明を発表し、この問題に対し是正を要求した9。この教科書は 2001

年、2005 年にも歴史教科書問題の発端になった、「新しい歴史教科書を作る会」の歴史観に

基づき発刊された教科書であった。

日韓併合 100 周年を迎えた 2010 年には、日韓関係において意味のある進展があった。日

本の菅首相は、過去史に対する真摯な反省と謝罪の内容を含んだ日本政府の「内閣総理大

臣談話（2010 年 8 月 10 日）」を対韓国国民に発表し、韓半島由来の図書返還など過去史と

関連した懸案事項を進展させる意思を表明した。この談話に対しては、李明博大統領は 8・

15 光復節記念演説の中で、日本の前向きの努力として評価しており、今後も未来志向的日

韓関係の構築の必要性を強調した10。

この時期には、日韓両国民の相互理解と交流は拡大してきて、とりわけ日本において韓

国ドラマ・韓国旅行・韓国料理・Ｋ－ＰＯＰ等の「新韓流」が幅広い年齢層に受け入れら

れている一方、韓国においては日本の小説・映画・漫画・アニメ・ゲーム・ファッション

等の日本文化が「日流」と称され、人気を集めていた11。また、「日韓交流おまつり」は 2011

年に 7 回目を迎え、ソウル（9 月 25 日）及び東京（10 月 1～2 日）に開催され、日韓両国

民間の最大文化祝典として発展した12。

しかし 2012年 8 月 10 日、李明博大統領が韓国の大統領として初めて竹島（独島）に上

陸したことを受け、日本政府は韓国側に抗議し、同月 21 日に日本政府側は、韓国政府に対

して、竹島（独島）問題を、国際法に従い、日韓紛争解決交換公文に基づく平和的な調停

を行うことを提案した。しかし韓国政府は、同月 30 日にこの提案を拒否し13、その後両国

関係は、冷え切ったまま互いに反発する、負のスパイラルに陥った状態になっている。

このように、日韓間では歴史問題などによる政治的対立の先鋭化が、両国民の認識に一

時的に障害にはなるものの、より積極的な文化交流を通じて、両国民の相互理解と信頼度

を向上させることなど、大局的な観点から協力し、未来志向で重層的な関係を構築するこ

とが、今後ますます重要になると考えられる。
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２ 盧武鉉政権による放送委員会の機能強化政策

（１）放送委員会を中核とする放送コンテンツの海外進出振興政策

１）放送委員会の構成・機能

盧武鉉政権は、金大中政権による「新たな文化観光政策」の基本理念を自分の政策にも

反映しつつ、自身の政権の「参与・自立・分権」の理念が反映された「創意韓国－21 世紀

新たな文化のビジョン」14政策を立案した。この計画は、変化する文化環境や現場の声など

を反映しながら、文化・芸術・観光・体育・青少年など全領域の課題を集大成し、知識基

盤社会の到来により必要性が認識されている「創意性」を強調する計画となった。

文化というのはその特性上、最も直接的に創意性が評価される領域であるとの認識から、

新たな文化のビジョンを「創意韓国」と設定し、創意的文化市民、多元的文化社会、力動

的文化国家を目標として、具体的課題としては、「韓流」文化産業の世界市場への進出機会

が拡大される中、創意的・複合的で質の高い多様なコンテンツ製作の必要性に向けて、文

化産業の高度化、国際交流拡大を通じた文化多様性の増進、東アジア文化協力強化などを

設定している。

盧武鉉政権は、とりわけ放送コンテンツの海外進出に力点を置き、放送インフラ構築、

専門人材育成、放送関係法律の整備等に目を向け、良質のコンテンツを生産するための支

援政策を行った。この節では、韓国内で、放送映像専門教育支援、放送コンテンツ制作支

援等放送コンテンツ国際競争力強化への支援をすることによって、国内ＤＭＢサービス海

外市場進出支援、国内放送コンテンツ海外進出等、放送産業海外進出支援事業15を行ってい

る放送委員会の職務・機能について考察することとしたい。

韓国での放送番組審査・規制は、放送委員会により行われており、また放送局側が規制

組織（自主審議組織、視聴者委員会等）、規制基準等を設け自主的に行うこととしている。

このため、放送に対する政府の関与や権限を減らすため、政府から独立した行政機能を持

った規制機関としての放送委員会を設置している。

韓国における「放送法」は、朴正熙政権下の 1963 年に制定されて以来、各政権下でも

様々な改正が行われてきたが、金大中政権（2000 年）において、衛星放送やデジタル放送

など新たな放送事業にも適合すべく「統合放送法」が制定された。これに従い、行政のみ

ならず準立法的・準司法的機能を含む独立機関として、強大な権限と責任が付与された、

新たな「放送委員会」が発足した。

「放送委員会」は、放送の公的責任や公正さを実現すること、放送内容の質的向上を図

ること、公正な競争を図ることを目的として課せられ、放送の基本計画の決定（政府合意

が条件）や放送免許の許認可の推薦や承認・取り消しの権限が付与されている。また、そ

の監督範囲は、商業放送だけでなく公共放送のＫＢＳにも及んでおり、各国における放送

の規制監督機関の中でも韓国の「放送委員会」の権限は大きい16。

一つの例として『京郷新聞』は放送委員会の権限と役割の強化について、視聴者の立場
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から期待を込めて次のように好意的に報じている。

「2000 年 1月の統合放送法制定により、放送委員会は強力な権限と責任を持つことにな

り、衛星放送事業者選定等のデジタル時代開幕に相応しい今後の放送環境を整えていく重

要な役割を果たすことが期待されている。また 2000 年の放送界における大きな特徴の一つ

として、視聴者委員会のような視聴者団体が強力な牽制団体として登場した点が取り上げ

られる。例えば煽情性の問題で、地上波テレビ番組『深夜のＴＶ芸能(ＳＢＳ)』が週 1 回

に放送が縮小され、また一部芸能人のＴＶ活動を中断する等の懲戒的処分が出されるなど、

視聴者の権限行使の先頭に立ち、視聴者からは良い反応を得ている」17

韓国の「放送委員会」では、番組の質の向上を通じて視聴者が十分満足できるような放

送を作り出していくため、「放送委員会」が設置する「放送評価委員会（放送法第 31 条）」

が、放送事業者の放送番組の内容、編成、事業運営の各領域に関して総合的に評価する「放

送評価制」を実施している。放送委員会では「放送評価に関する規則」を設け、地上波放

送事業者を含め、放送チャンネル使用事業者、総合有線放送事業者に対する放送評価を実

施している。放送評価をすることにより、評価対象側の問題点を指摘し、その改善案等を

検討していく18。

1963 年の放送法、1981 年の旧放送委員会を始めとして、1987年の「放送法」、1991 年の

「総合有線放送法」などを経て、2000年 1 月に制定さされた「統合放送法」によって、行

政的機能とともに準立法的・準司法的機能を含む、独立規制機関としての「放送委員会」

が設置されることとなった（表Ⅳ－1参照）。

放送委員会の行政的・準立法的・準司法的機能を含む権限と職務・機能を表にまとめる

と次のとおりである。

【表Ⅳ－1】 放送委員会の職務・機能

区分 放送委員会職務

政策権 ・放送の基本計画に関する事項

（放送委員会の職務・機能との関連事項は文化観光部長官と協議し、放送技

術・施設との関連事項は情報通信部長官の意見収斂）

行政権 ・放送プログラム及び放送広告の運用・編成に関する事項

・放送事業者・中継有線放送事業者・音楽有線放送事業者への許可・再許可

の推薦、承認、登録、登録取り消しなど

・韓国放送公社の理事推薦・監査の任命

・韓国教育放送公社社長・監査・理事の任命

・視聴者の不満処理に関する事項

・放送プログラム流通の公正取引確立に関する事項

・放送発展基金の助成・管理・運用の基本計画に関する事項
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・委員会の予算案編成及び執行に関する事項

・受信料及び有料放送料金の承認

・放送発展のための研究・調査・支援

準立法権 ・放送委員会規則の制・改正

準司法権 ・放送事業者・中継有線放送事業者・音楽有線放送事業者の相互間共同事業

及び紛争の調整

・審議規制を違反する放送事業者などに対する制裁措置命令、視聴者の不満

処理の結果による制裁措置命令

出典：キム・ギヒョン『放送規制体系の再鼎立方案に関する研究』2000 年、78 頁より作成。

次の表は、放送委員会の設立と関連し、韓国での政権別における主な放送関連法・放送

政策をまとめたものである。

【表Ⅳ－2】 韓国の放送法及び放送規制政策の変化

政権 放送法 放送関連法 放送体制・政策

李承晩政権 放送事業特別会計法（1950） 国営独占から国民営体

制→キリスト教放送開

局（1954）

朴正熙政権 放送法制定（1963） 有線放送受信管理法

（1961）・電波管理法

（1972）・韓国放送公社法

ＫＢＳ開局（1961）

放送倫理委員会発足

（1962）放送浄化措置

（1971）→ＫＢＳ公営化

全斗愌政権 言論基本法（1980） 韓国放送広告公社法（1980） 言論統廃合（1980）→放

送委員会設置（公営独

占）（1981）

盧泰愚政権 言論基本法廃止・

放送法改正（1990）

総合有線放送法（1991）・電

波管理法

改定（1992）

商業放送許容（公民営）

→ケーブルテレビ時代

準備

金泳三政権 放送法改正（1995） 放送関連法統合

衛星放送導入準備

金大中政権 統合放送法制定

（2000）

衛星放送導入・新放送委

員会発足（2000）

出典：チェ・ヨンムク他『放送規制機構の役割・機能に関する比較研究』韓国放送開発院、

1997 年、225 頁。



181

放送委員は、放送関連の専門性・社会各分野の代表性を持つ人の中から大統領が任命す

る 9 人の委員で構成する（放送法第 21 条第１項）。9人の中大統領が 3 人を任命する。また、

国会議長 が国会各交渉団体代表議員との協議を経て推薦した 3 人、国会文化観光委員会の

推薦依頼を受けて国会議長 が推薦した 3 人を大統領が任命する（第 21 条第 2項）。委員の

任期は各々3年で一回にかぎり再任が可能である（第 21 条第 3項）。また、放送委員会の職

務として、放送プログラム及び放送広告の運営・編成に関する事項、放送発展基金造成・

管理・運用の基本計画に関する事項、視聴者不満処理及び意見収斂に関する事項、放送に

関する研究・調査・支援に関する事項等を放送法第 27 条に定めている19。

具体的事項の一つとしては、放送法第 33 条の中で、「放送番組の等級分類・表示等に関

する規則」を設け「放送番組等級制」を導入している。放送番組の暴力性、煽情性、言語

使用の有害程度、視聴者の年齢等を勘案し、番組の等級を分類して等級分類基準を放送中

に表示することが義務付けられている。暴力性で煽情性の多い番組との接触は青少年の情

緒に膨大な被害を受けるという憂慮から出発した制度のことで、青少年・児童へのテレビ

から悪影響を受けることを最小化するという趣旨で導入された制度である。等級対象にな

る番組は、国内外映画・ドラマ・ミュージックビデオ・アニメ等の番組で等級分類基準は、

全ての年齢視聴可、7 歳以上可、12 才以上可、19 歳以上可等の 4 等級で分類される。放送

事業者の場合、15 才以上視聴可の等級が追加で選択出来るようにしている20。

２）「放送評価委員会」の設置と「放送評価制」

ここでは、放送事業者が国家から委託された公的責務を円滑に遂行しているかを、具体

的には番組の公益性追求・公共資産の効率的管理の側面から評価し、この評価結果を放送

免許再許可の際、客観的で公正な判断基準として活用している21「放送評価制」について述

べることとする。

「放送評価制」は、2000 年 1月改正された「統合放送法」の中、放送審議及び再許可審

査の問題点を改善するため 2000 年 1 月から導入された制度である。現行放送法第 17 条 3

項では、放送事業の再許可、推薦、再承認の際は同法第 10 条 1項の各条項及び放送委員会

の放送評価の結果を反映することとしている。同法第 31 条では評価対象領域を放送番組内

容及び編成・運営などに規定し、効率的遂行のため「放送評価委員会」を設置することを

定めている22。

「放送評価制」は、放送委員会が設置する「放送評価委員会」が、放送事業者の放送番

組の内容、編成、事業運営の各領域に関して総合的に評価するためのシステムであり、地

上波放送事業者、ラジオ放送事業者、衛星放送事業者に区分し、異なる点数制を取りいれ

ている。2006 年 10月改正された放送法の中で、地上波放送事業者の場合、総 500 点23（内

容及び編成 250 点、運営 250点）で評価されている。
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放送事業者は、3 年に一回放送免許を更新することになっているが、放送評価の点数は、

放送免許更新の際に重要な資料として用いられており、一定の点数を下回った放送事業者

には免許更新について様々な条件がつけられることになる。また、地上ラジオ放送、ケー

ブルテレビ、衛星放送など放送サービスのカテゴリーによって項目数や評価点数が異なる

が、当然ながら社会影響力の強い地上放送事業者の評価項目数は最も多く、総合点数が高

く設定されている24。

放送評価の目標は、放送事業者が公的職務の遂行の可否を評価するものとして、具体的

には番組の公益性追求、公共資産の効率的管理の側面から評価し評価結果を放送免許再許

可の際、客観的で公正な判断基準として活用することにある25。

地上波放送、衛星放送、ケーブルＴＶにおける評価項目及び基準内容は、大きな差はな

いので、ここでは、地上波放送事業者への評価項目及び基準内容を中心として分析する。

【表Ⅳ－3】 地上波放送事業者（テレビ）評価項目及び基準内容

評価項目 配点 評価内容

内

容

・

編

成

番組関連授賞実績 20 ・受賞回数及び授与機関による総合評価

自社の審議運営実績 30
・自社の審議機構の専門性及び実効性のある審議シ

ステム構築可否について総合評価

視聴者苦情処理の適切性 30

・放送委員会が受け付けた視聴者の苦情に対する処

理について総合評価

・視聴者苦情処理全但部署の可否、放送社が受け付

けた視聴者苦情処理の手順についての評価

視聴者委員会 20 ・視聴者委員会構成の適切性、運営状況の総合評価

放送審議関連規定の遵守 70 ・遵守の状況を制裁件数等で評価

災害放送の編成及び実績 40 ・災害放送の実施状況を総合的に評価

子供番組の編成 40 ・子供番組の編成実績総合評価

運

営

財務の健全性 30

・負債の比率、流動比率、売上額営業利益率、総資

産純利益率、売上額増加率、当期純利益増加率等を

評価

人的財源の開発・投資 30
・職務と関わる定期教育、職務向上新技術教育、放

送教育、日常的技術教育等に関する評価

放送技術投資 40
・放送新技術への対応への投資、施設運用及び維持・

保守への投資等を評価

公正取引の遵守 30 ・公正取引委員会の制裁措置事項及び放送委員会の
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公正取引関連措置事項または措置事項履行の可否等

を評価

関係法令遵守の可否 40 ・違反件数による評価

障害者雇用の割合 20

・障害者従業員数／平均従業員数

・障害者雇用促進及び職業再活用法に基づく障害者

雇用義務の対象事業主でない放送事業者が障害者を

雇用している場合満点付与

女性雇用の割合 20
・女性従業員数／平均従業員数

・女性非定期職よりも女性定期職に加重値付与

経営の透明性確保のため

のシステム運営の可否
40

・内部会計管理制度の適正性

・内部監査人の専門性・独立性

出典：放送委員会公聴会資料「放送評価に関する規則改正案の公聴会」2007 年、5 月より

作成。

上記の「内容・編成」項目の中の「視聴者苦情処理の適切性」に関連し、放送委員会で

は放送法第 6 条に基づき、放送に関する視聴者の意見を収斂しつつ、視聴者苦情処理事項

に関する審議を効率的に随行させるため、放送・言論界、教育・文化界、法曹界、視聴者

団体関係者等で構成される、「視聴者苦情処理委員会」を設けている。そしてこの委員会で

は、視聴者の意見収斂に関する事項、各種苦情の調査・分析結果による改善方策に関する

事項、苦情処理に関する基本政策と関連する事項、視聴者と関連放送事業者の紛争調整に

関する事項等の審議を行っている26。

また放送委員会は、2000 年から毎年、放送関連事業者を対象とする「視聴者苦情処理報

告書」を発表している。2006年度の地上波テレビの場合、放送番組に対する視聴者の苦情

内容を、放送審議に関する規定に明記された基準項目に分類してみると、合計 1,589 件の

内、放送内容の倫理性違反事項が 305件で 19.8％を占め、次は煽情・暴力等の放送素材及

び表現の違反事項が 201 件と 13.1％を占めた。その他、放送の公正性の違反事項が 85 件

（5.6％）、不適切な放送言語使用に関する事項 85件（5.6％）、放送出演者に関する事項

（4.3％）の順であった。また、地上波放送社別に受理された苦情内容としては、ＫＢＳの

場合は視聴料・難視聴に関する苦情が多く、地上波 3 社共通としては番組・放送編成に関

する苦情が多かった27。

３）受容者評価指数（ＫＩ）

既存の放送評価制では放送への視聴者の直接参加が排除されている限界があったため、

視聴者の放送への参加を保障し、視聴者による牽制機能を強化させる必要性が提議されて

きた。したがって、放送委員会では、受容者評価指数（ＫＩ）28を開発して、受容者調査を
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実施しその結果を放送評価点数として反映する方針を立てた。必要性が提起されてきた受

容者が参加出来る放送評価システムの構築を意味するものだった。

放送番組の内容を評価する評価指数は、各放送社別に基準を定めて活用しているが、放

送委員会では、受容者評価指数を活用し、韓国内地上波番組全般に対する包括的調査を行

っている。各放送社の例としては、「視聴者による番組品質評価指数（ＫＢＳ）」、「番組品

質評価指数Ｑ１（ＭＢＣ）」、「番組品質評価指数ＡＳＩ（ＳＢＳ）」、「番組品質評価指数Ｅ

ＰＥＩ（ＥＢＳ）」等が活用されている29。

受容者評価指数の内容は、番組評価指数、放送社イメージ指数、放送到達力指数の 3 項

目で構成されている30。

ここでは、番組評価指数、放送社イメージ指数を中心として、2005 年調査における調査

概要、調査結果をみてみよう。

・調査概要（2005 年）

【表Ⅳ－4】 ＫＩ調査の概要

項目 内容

サンプル構築 統計庁人口調査資料に基づき、全国 13 歳以上の人口数の地域・性・年齢比

率に合わせ、6000 人のパネルを構成（1200 人ずつ 5 グループ）

調査方法 電子質問紙を利用、インターネット調査

調査対象 地上波ＴＶ（KBS-1 、KBS-2、MBC、SBS）

調査期間 2005 年 4 月 1 日から 12 月 31日まで全日調査

調査進行手順 サンプルにＥ-mail 送信→Ｈ.Ｐに接触、番組の評価→調査完了

ジャンル分類 放送委員会のジャンル分類を基準31

出典：放送委員会『2005年度 KI受容者評価調査総合報告書』2006 年、31 頁に基づき作成。

【表Ⅳ－5】 2005 年受容者評価の月別応答率現況（単位：％）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 平均

全体 52.09 41.44 43.78 44.55 44.55 47.52 45.79 43.60 46.68

性別 男 51.78 43.16 43.90 46.81 47.33 49.73 48.15 47.72 48.63

女 52.13 40.09 44.37 42.68 42.37 45.90 43.95 40.05 45.14

年齢

別

10 代 34.17 22.23 21.01 22.66 21.71 22.18 19.31 19.35 23.12

20 代 53.45 40.67 42.54 43.41 42.45 43.92 42.40 41.84 46.49

30 代 53.98 46.14 47.59 50.56 49.33 54.34 52.27 50.78 52.10

40 代 50.91 44.50 45.31 48.69 46.66 52.78 49.20 45.86 48.82
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50代以上 55.24 50.38 53.15 53.46 53.39 54.85 55.59 50.93 53.87

出典：放送委員会『2005 年度 KI 受容者評価調査総合報告書』、24 頁。

・調査結果

① 番組評価指数

まず番組評価指数は、番組の完成度に関する受容者の認識を測定する指数として、個別

番組に関する受容者の満足度、番組の質的水準を 0－10 点で評価する。番組評価指数測定

はチャンネル別・ジャンル別に区分し、調査が行われる。

【表Ⅳ－6】 番組評価指数（11 点尺度：0－10 点）

区分 内容

満足度（ＳＩ） 尺度項目：この番組に満足する

質的水準（ＱＩ） 尺度項目：この番組な質的に優れている

ＫＩ ＳＩ＋ＱＩ／2

出典：放送委員会『2005 年度 KI 受容者評価調査総合報告書』、31 頁。

2005 年の調査結果で、受容者の満足度、番組の質的水準が高く評価されたのは、チャン

ネル別ではＫＢＳ、ＭＢＣ、ＳＢＳの順で、（表Ⅳ－7 参照）またジャンル別では、全体の

番組（教育文化芸術、ニュース、ドキュメンタリー、バラエティー、スポーツ、生活情報、

映画、報道等）の中、ドキュメンタリー、クイズ・ゲームショー、インフォテインメント、

生活情報等の番組に関する受容者の満足度が高かったのが分かった。

【表Ⅳ－7】 2005 年チャンネル別 KI ・ＳＩ ・ＱＩ点数

ＫＩ ＳＩ ＱＩ

全体 7.03 7.07 6.98

ＫＢＳ－1 7.31 7.32 7.30

ＫＢＳ－2 7.07 7.11 7.03

ＭＢＣ 6.93 6.99 6.88

ＳＢＳ 6.81 6.88 6.73

差異検証 KBS-1>KBS-2>MBC>SBS KBS-1>KBS-2>MBC>SBS KBS-1>KBS-2>MBC>SBS

出典：放送委員会『2005 年度 KI 受容者評価調査総合報告書』、32 頁。

② 放送社イメージ指数
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放送社イメージ指数は、受容者が放送社に対して持っている長期的・短期的印象及び社

会文化的貢献度に関する認識を測定するものである。放送社のイメージは放送社を代表す

るジャンル・特定番組により形成されることもあり、放送の社会的役割と放送の質により

イメージが形成されることもある。放送社イメージ指数は感性的イメージ指数、認知的イ

メージ指数、社会的貢献度指数の 3 項目の調査で構成される。

放送社イメージ指数は、1－5点の 5 点尺度で評価されるが、感性的イメージ調査では、

ＳＢＳ、 ＭＢＣ、ＫＢＳ順で満足度が高く（表Ⅳ－8 参照）、認知的イメージ、社会的貢献

度部分では両方ともＫＢＳ 、ＭＢＣ、 ＳＢＳ順で受容者の満足度が高かったのが分かっ

た。（表Ⅳ－9 参照）

【表Ⅳ－8】 放送社イメージ指数（5点尺度：1－5 点）

感性的イメージ 認知的イメージ 社会的貢献度

項目 面白い 独立的である 公的責任を果たす

さわやかだ 公正である 視聴者の権益保護

生動感がある 信頼できる 民主的世論形成への寄与

好感度が高い 有益である 国民文化向上への寄与

親近感がある 社会への貢献度 放送発展への寄与

出典：放送委員会『2005 年度 KI 受容者評価調査総合報告書』、64 頁。

【表Ⅳ－9】 2005 年放送社別感性的イメージ指数

全体
放送社 差異（放送社－全体）

差異検証
ＫＢＳ ＭＢＣ ＳＢＳ ＫＢＳ ＭＢＣ ＳＢＳ

全体 3.42 3.32 3.42 3.51 -0.1 0.00 0.09 SBS >MBC> KBS

面白い 3.48 3.26 3.46 3.71 -0.22 -0.02 0.24 SBS >MBC> KBS

さわやかだ 3.32 3.15 3.29 3.52 -0.17 -0.03 0.20 SBS >MBC> KBS

生動感がある 3.44 3.31 3.41 3.60 -0.13 -0.03 0.16 SBS >MBC> KBS

好感度が高い 3.40 3.40 3.43 3.38 0.00 0.03 -0.02 MBC>KBS> SBS

親近感がある 3.45 3.50 3.50 3.35 0.05 0.05 -0.10 KBS=MBC > SBS

出典：放送委員会『2005 年度 KI 受容者評価調査総合報告書』、65 頁。

信頼度 95％水準での「>」は有意味の差があることを「=」は差が無いのを意味する。

【表Ⅳ－10】 2005 年放送社別社会的貢献度指数

全体 放送社 差異（放送社－全体） 差異検証
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KBS MBC SBS KBS MBC SBS

全体 3.28 3.39 3.24 3.20 0.21 -0.04 -0.08 KBS >MBC> SBS

公的責任を果たす 3.22 3.43 3.15 3.08 0.21 -0.07 -0.14 KBS>MBC> SBS

視聴者の権益保護 3.17 3.28 3.14 3.10 0.10 -0.03 -0.07 KBS >MBC>SBS

民主的世論形成へ寄与 3.21 3.25 3.21 3.17 0.04 0.00 -0.04 KBS>MBC > SBS

国民文化向上への寄与 3.41 3.53 3.37 3.32 0.12 -0.04 -0.08 KBS> MBC> SBS

放送発展への寄与 3.38 3.49 3.33 3.33 0.10 -0.05 -0.06 KBS>MBC =SBS

出典：放送委員会『2005 年度 KI 受容者評価調査総合報告書』2006 年、79 頁。

４）放送委員会のその他の業務と「放送評価制」の今後の課題

放送委員会ではその他、韓国内放送プログラムの競争力を強化して行くため、公正去来

与件を助成することにより、外注制作の成長基盤を拡充させ、アニメ制作を活性化させる

ことに力を入れていると同時に、コンテンツ競争力評価制度を導入し、国内コンテンツ制

作を活性化して行くことにも努めている。

いまひとつ、韓国内放送プログラムの競争力を強化して行くことを目指して毎年、6分野

（創意発展・社会文化・地域発展・ニューメディア・視聴者制作・ラジオ）の放送番組に

おいて審査が行われている、放送通信委員会放送大賞授賞式で、2012 年には、日本でもＮ

ＨＫ韓国歴史ドラマシリーズで放送された『ホ・ジュン』、『商道』、『宮廷女官チャングム

の誓い』、『イ・サン』、『トンイ』等を制作、韓国ドラマを世界に知れせた、イ・ビョンフ

ンＰＤが功労賞を受賞した32。

また、放送事業者への評価項目及び基準内容の内、視聴者苦情処理の適切性と関連して、

韓国内でケーブルテレビ利用者が年々増えていく事と相まって、ケーブルテレビ事業者へ

の不満が徐々に増加し、2012 年には前年より 75％位増加した。その内容としては料金請求・

契約金関係の苦情が多かった。地上波テレビ・衛星放送を含め今後もこのような苦情が増

えていく事に対応し、放送（通信）委員会では、放送通信請願協議会を定期的に開催し、

持続的な請願処理実態をモニタリングして行くことを定め、具体的方策としては、放送通

信事業者の視聴者へのサービス向上を誘導していくため「利用者業務評価制度」を採択し、

放送通信事業者における視聴者サービス満足度を分析して発表することとしている33。

公的資源（資金・電波・施設等）を利用する公共放送には、それらが効率的、効果的に

使用されているかどうかを視聴者に説明する責任がある。従って放送生産者・放送専門家

による放送評価に加え、放送の消費者である受容者が放送生産者の成果物を評価すること

で受容者の主権が強化される。多チャンネル・多媒体の放送環境に入り、視聴率だけで放

送を評価する既存の放送評価に加え、受容者による放送評価（番組に対する評価だけでな

く放送社チャンネルイメージなどを含む）は、視聴率あるいは専門家による評価の問題点

を補完する意味を持っている。
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また、「放送法」第 1 章には、視聴者（受容者）が放送番組の企画・編成・制作に関する

意思決定に参加出来ること、放送の結果が視聴者の利益に合致することを規定している。

したがって、「放送評価制」というのは、内容・編成・運営部門等の放送全般にかけて視聴

者が放送事業者を評価することになっている。放送評価の究極的目標は、受容者が納得出

来る、放送の品質及び効用を向上させることにある点を考える際、受容者の参加による放

送評価が必要であることは強い説得力を持つ。

中村美子は、受容者評価指数について、放送評価の 3 つの構成要素の一項目であるが、

視聴者が直接参加する調査によって評価を点数化している点で大きな意味があると評価し

つつ、以下のように、データの公開を今後の課題として指摘している。

「放送評価制における受容者評価指数は、放送の質を向上させるための、あくまでも参

考資料として扱われており、現状では、結果データは一般には公表されていない。放送委

員会としても、近い将来に公開する計画があるように、こうしたデータを広く一般に公開

することで評価の透明性を確保しつつ、調査方法や基準についても幅広い角度からの検証

が必要になる。これにより、より公正で説得力のあるものへと改善を続けていく努力が必

要であろう」34

放送評価は、放送内容・運用に関する単なるモニター・批評のレベルではなく、放送制

度の運用全般に関する体系的指標を樹立し、放送事業者によって合理的放送運用が行われ

るように支援していく、より高い目標を志向していくことが望まれる35。

放送委員会は結果的に、放送全般における規制強化に繋がったいう点では、時代に逆行し

ている面もあるが、一方では、放送番組の質的向上という面で大きな役割を果たしており、

これによって、韓流コンテンツのスムーズな海外展開においては、多大な貢献を果たして

いるといえる。

日本での放送番組の評価は、視聴率を判断基準にしている量的調査、各放送社別に行わ

れている質的調査で区分される。量的調査は、視聴率調査を通じて個人・世帯の視聴率を

算出する調査期間であるビデオリサーチ及びＮＨＫを中心に行われており、番組の評価の

ため視聴者層の特性、視聴態度、視聴鑑賞等により把握される。日本の放送番組の評価は

量的調査に重点を置くため、視聴率志向の評価への批判を受け、1990 年代に入り、番組評

価の補完策として各放送社間の番組評価が開発された。その例として 1992 年にフジテレビ

が開発した「視聴者満足度調査」、1995 年のＴＢＳの「テレビ番組の影響力調査」、1997年

に導入されたテレビ朝日の「リサーチＱ」等が取り上げられる36。

このように、日本での放送番組評価は、視聴率を判断基準にしている量的調査に重点を

置くところが多い反面、韓国での放送番組評価は、各放送社別の番組評価の他、受容者評

価指数を利用して番組評価指数、放送社イメージ指数、放送到達力指数等を定めることに

より、番組内容を含む放送社のイメージまでを、韓国内地上波番組全般を評価する包括的

な質的評価が、放送委員会により行われていることが一つの特徴としていえよう。
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３ 李明博政権における国家ブランド価値創出政策

（１）伝統文化コンテンツの産業化・世界化―「韓スタイル（Han Style）育成総合計画」

盧武鉉政権末期の 2007 年 2月 15 日、韓国文化観光部は、「新韓流」を導く「韓スタイル」

を目指す、「新韓流」助成のための核心事業として、「韓スタイル育成総合計画（2007～2011）」

37を発表したが、この計画は、韓国文化の源流として象徴される、韓国固有文化の 6 分野（ハ

ングル、韓食、韓服、韓屋、韓紙、韓国音楽）をブランド化しながら体系的に育成させる

ために策定された。キャッチフレーズとして「韓国固有文化を世界人の文化ブランド品に」

のスローガンの下に立てられたこの計画は、李明博政権に引き継がれるとともに、更に強

化、拡大されて実行に移されていくことになった。

韓国固有文化として代表性及び象徴性を持っているとは言え、自立力の不足のため政府

の政策的な支援を必要としている、ハングル、韓食、韓服、韓屋、韓紙、韓国音楽の６分

野を選定し、韓国伝統文化を包括する統合的概念として「韓スタイル」というブランド名

を開発・適用している。

この６分野に代表される韓国固有文化は、70～80年代の経済開発時期には、急速な欧米

文物の流入などのため注目されなかった。この事業は、保存・復元の対象しかすぎなかっ

た韓国固有文化の価値を再発見し、現代的に再創造させるためのもので、優秀なコンテン

ツを開発し、大衆文化から始まった「韓流」を、韓国文化全般に拡大、発展させるために

推進されることとなった38。「韓スタイル」事業は、韓国の固有性に基盤を置いた、世界的

にも普遍性を持つコンテンツを開発・育成する事業として、韓国固有文化をブランド化し

つつ、国家イメージを向上させることにより、経済的付加価値及び雇用を創出すると共に、

韓国伝統文化の魅力を現代的デザイン・機能に再構成し、ブランド価値を創出していく計

画であると言える。

ここでは、文化観光部資料「韓スタイル育成総合計画発」2007 年、『文化政策白書』韓国

文化観光研究院、2010年等を参照しつつ、「韓スタイル」計画の基本方向性と６大ブランド

の個別計画を詳しく述べることとしたい。

文化観光部では、「韓スタイル」計画の 6 分野の体系的支援及び育成のために政府推進組

織を設け、「韓スタイル」の制度的基盤の構築、「韓スタイル」の広報及び認識向上、伝統

文化の基礎的実態調査及び統計の構築、伝統文化の科学的研究及び広報という基本方向を

定め、6 分野の体系的助成及び育成への支援が行われた。「最も韓国的なものが一番世界的

である」という考えの下に、韓国文化の固有性を反映した「韓スタイル」事業を通じて相

互交流を図り、韓国伝統文化が世界的な文化様式として位置づけられるように、次のよう

な個別計画を推進して行く方針を設定した。各分野の個別の詳細内容は次の通りである。

第 1 に、ハングル分野では、韓国語需要地域・「新韓流」拡散地域へ、ハングルを普及す
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るため、現地の韓国文化院、大学等と連携し、「世宗学堂」を開設し、韓国語教育サービス

を提供する。韓国文化院を拠点とする世宗学堂に関しては、日本、中国、中央アジアなど

18 ヶ所に「世宗学堂」を開設し始め、2011 年まで 100 ヶ所を開設する。そして、国語ハン

グル教師を招き、ハングル関連教育、文化遺跡踏査などを行うとともに、ハングル教育専

門家を韓流拡散地域などに派遣し、現地の教師と関係者を対象に、ハングル教授法などを

教育する。また、ハングル初級教材を、現地の文化特性に合わせた多様な言語で開発して

普及しつつ、ドラマなどの韓流商品を新たにハングル教育資料として開拓して行く。

第 2 に、韓食分野では、 地域別に韓食堂実態調査を行い、ネットワーク・データベー

スを構築し、経営コンサルティングのサービスなどを通じて海外韓食堂に対する支援シス

テムを設ける。国家別に海外韓食堂情報などを載せた広報誌を製作し、普及するとともに、

2008 年からは「優秀韓食堂国家認証制」を導入する。

第 3 に、韓服分野では、世界 4 大ファッションショーへの参加を支援し、在外公館を利

用して韓服ファッションショー等を開催する。また、日・中・韓 3 国の伝統衣装交流展等

によって、韓服の海外進出を積極的に推進する。オンラインを通じる韓服着付けのプログ

ラムを開発し、韓服文化体験教育なども実施する。

第 4 に、 韓屋分野では、黄土、木材、韓紙など、韓屋の自然素材を開発し、現代建築

に利用する。伝統韓屋に対する補修支援とともに、居住・管理者のいない伝統韓屋を対象

に「韓屋管理人制度」を運営する。大学の建築学科及び韓国伝統文化学校に韓屋建築専門

教育過程を開設し、韓屋分野の教育を拡大し、韓屋建築専門技術者制度を導入する。

第 5 に、韓紙分野では 基盤が整っていない韓紙分野を発展させるために、自治体別に

「韓紙産業総合支援センター」の設立を支援する。また、公共機関で使われる、外交文書・

書類・名刺など、韓紙の消費の活性化を支援する。

最後に、韓国音楽分野では、世界 15ヵ国の海外国楽文化学校の運営を支援し、海外講習

用教育教材及び広報物品製作・普及などを通じて、国際交流プログラムを拡大して行く。

韓国音楽を大衆化させるため、映画・ドラマ用の国楽開発を支援し、携帯の着信音楽など

に国楽を積極的に利用する。

一方「韓スタイル」事業を効果的に推進するため文化観光部が中心になって「韓国スタ

イル博覧会」を開催し、6分野の商品化傾向を提示し、事業者間のネットワークを構築しつ

つマーケティング活動の場として活用している。1回大会（2006 年 9 月 28 日～10 月 1 日）

は 108 社が参加し入場者数は 41,000 名に上った。引き続き 2008 年には 2 回大会、2009年

3 回大会には 152 社が参加し入場客は 14,227 名であった。2008年の 2 回大会では、韓服を

紹介するファッションショー、国楽公演、6 分野のシンポジウムが行われ、6 分野の企画館

の展示品が好評を博した39。



191

6 分野の中、ハングル分野では、韓国語需要地域・「新韓流」拡散地域へハングルを普及

するため現地の韓国文化院、大学等と連携し、世宗学堂を開設し、現地一般市民を対象に

し、韓国語教育サービスを提供している。2007年 1月文化観光部では、世宗学堂運営計画

を立て、2012 年には「国語基本法」を制定し、世宗学堂に関する定義規定を新設し、同年

10 月に世宗学堂財団を発足させて事業の標準化・効率化を目指すこととした。

2007 年には、3か国 11か所から始まった世宗学堂は、2012 年には 43 か国で 90 か所が設

立・運営されている。90 か所の内、地域別としては、アジアで 19 か国 56 か所、ヨーロッ

パ 10 か国 16 か所、北アメリカ 3 か国 7か所、南アメリカ 5 か国 5 か所、アフリカ 4 か国 4

か所、オセアニアで 2 か国 2か所が運営されている40（表Ⅳ－11 参照）。

世宗学堂がアジア地域に集中した原因としては、地理的に近いアジア地域を中心に「韓

流」が拡散し、韓国語の需要が急増したこともあり、また雇用許可を収得し、入国する外

国人労働者の主要送出国家がアジア地域に集中しているからである。

【表Ⅳ－11】 年度別世宗学堂設置現況

区分 2007 年 2008 2009 2010 2011 2012

世宗学堂数
3 か国

11 か所

5 か国

16 か所

6 か国

17 か所

12 か国

23 か所

31 か国

60 か所

43 か国

90 か所

出典：『世宗学堂運営評価体系研究』文化体育観光部、2013 年、38 頁。

2000 年頃からは「韓流」の影響で韓国語・韓国文化への関心が増え、文化的観点からの

韓国への認識が高まることもあり、韓国語学習の希望者が年々増えつつある。韓国語能力

試験（ＴＯＰＩＫ：国立国際教育院）志願者が 2000 年には 9 か国 28 地域 4,850 名だった

のが、2010 年には 39か国 139地域で 149,650 名になり、約 30 倍に増加した41。ハングルは、

世界で使用言語として世界 17位、インターネット使用言語としては世界 10 位にもなって

いる。また 2007 年 9月には第 43 次世界知識財産権機構（ＷＩＰＯ）総会の際に、韓国語

が世界 9 番目の国際公開語として採択された。

また、運営に関しては、世宗学堂の運営基本計画を樹立している文化体育観光部が主管

して、世宗学堂の管理を総括する世宗学堂財団が代行する体制になっており、年 1 回の評

価が行われる。評価の際には、まず運営期間別に、設立後 3 年未満の世宗学堂（基盤体系）

と、設立後 3 年以上の世宗学堂（成果体系）に分類して評価対象とする。評価の対象にな

る内容は、世宗学堂の一般・教育運営に関して、運営基本計画及び管理体系、教育課程及

び教員・人材の特性化に関する内容となっており、また文化交流プログラム等の項目に関

する厳しい指導・管理を強化している。この様な運営評価を通じて、世宗学堂の運営体系

の安定性を保ちつつ、制度の改善・支援方案を模索し、評価が持続するように評価の体系・
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順番をマニュアル化して指導・管理を強化しいくことにより、韓国語教育及び韓国文化教

育のサービス品質の向上を図ることを目的にしている42。

相手国の言語・文化を理解することは、自国文化の一方的伝達ではない、相互理解をも

とにする文化共有を通じて、より活発な文化交流が行われることに繋がると同時に、文化

の多様性が認められ、異文化を楽しみ、日常生活の質を向上させる機会にもなる。このプ

ログラムは、伝統文化・自然遺産、現代文化等に触れながら、相互理解はを深めると同時

に文化に対する両国間の文化受容の範囲を広げ、国家ブランドイメージも高めていくこと

を目的にしたものと考えられる。

（２）「国家ブランド委員会」と放送コンテンツ海外進出振興政策

世界的に、文化と文化交流の重要性を再認識させる契機となった、ナイの「ソフト・パ

ワー」論は、「文化(culture)」、「輸出品ブランド(brands)」、「政策(policy)」など複数の

経路によって規定される国家のイメージが、産業分野での国際競争力を左右するとの考え

方に基づいた「国家ブランディング」の議論を呼び起こした。いわゆるソフト・パワーが、

国のイメ－ジを高め、外交力の向上と広義の安全保障、海外での邦人の安全性の向上に繋

がるとの認識が広がる中、韓国政府は、韓国伝統文化の魅力を現代的デザイン・機能に再

構成し、ブランド価値を創出していく努力の一環として、国家ブランド価値創出の活動を

総括・支援する組織として、大統領直属機構の「国家ブランド委員会」を設置した。

2000 年前後からはアジア地域を中心に「韓流」が拡散していく中、ここに着目した韓国

政府は、様々な「韓流」を持続・拡散させる政策を展開して行くが、2007 年から、韓国伝

統文化（ハングル、韓食・韓服、韓屋、韓紙）コンテンツの生活化・世界化を目指して、

政府レベルでの「韓ブランド化」支援戦略計画を図る等、国家ブランドイメージ向上のた

めの政府側の支援・政策を実行し始めた。

韓国で、国家イメージと関連した言葉が政策に反映・推進されたのは、金泳三政権時代、

海外への広報の手段として国家イメージ向上を掲げ、「対外広報委員会」を設置し衛星英語

ＴＶ放送（アリランＴＶ）を発足させたのが最初である。その後金大中政権の時期、大統

領主催で、「ワールドカップの日韓共催準備状況合同報告会（2001 年 12月）」の際、国家ブ

ランド「Dynamic Korea」を選定し、2002 年にサッカーの「日韓共催ワールドカップ」が成

功裏に閉幕した後に、国家イメージ向上委員会規定（2002 年 7月、大統領訓令第 105 号）

を制定し、「国家イメージ向上委員会」を設置した。

盧武鉉政権も、国家イメージ委員会規定（2004 年 1月、大統領訓令第 113 号）に基づき、

名称を「国家イメージ委員会」に変更し、また 2005年 2 月には「国家イメージ開発委員会」

を新設43する等、国家イメージ向上に努力をしたが、李明博政権に入ってからは、グローバ

ル社会の中で自国の国家的位置に関心を持ちつつ、国家ブランドに関する認識を高め、本

格的に国家ブランド価値向上のための推進政策を実行した。
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李明博大統領は、2008 年の 8・15 記念の演説の中で、国家ブランドの重要性を強調し、

「韓国が世界の国から尊敬される先進国を望むなら、韓国のイメージ・評判も画期的に向

上させなければならない。早い時期に大統領直属の国家ブランド委員会を設置する」44と国

家ブランド委員会の設置を表明し、「国家ブランド価値向上に関する規定」を大統領令に制

定し、2009年 1 月 22 日には「国家ブランド委員会」を公式に発足させた45。

委員会は、政府の各部処長官職等を含めて 13 人、公共機関長 3人を合わせた政府委員 16

人、また、国家ブランド業務の広範囲性を考慮し、分野別の民間専門家を委嘱して民間委

員 31 人、総勢 47 人の委員によって構成される。委員会は、主要機能として、国家ブラン

ド関連業務全般のコントロールタワーの機能、中長期目標・ビジョン・戦略の提示機能、

中長期基本計画の樹立・実行計画の審議及び調整機能、また、政策・事業の効率的執行の

ための支援機能、事業成果に関する分析・評価機能、また、民間と協力し民間参加の機会

を拡大していく機能を持っている46。

世界的には、相対的に低評価とされた韓国の国家ブランド価値を体系的に管理し、効率

性を高めるための努力の一環としての委員会発足であったが、ここで、最近までの韓国の

国家イメージの状況をみてみよう。

1990 年代までの韓国の国家イメージとしては、朝鮮戦争、分断国家、独裁国家、デモ等

の否定的イメージの方が、経済発展、ソウルオリンピック大会、親切な国民性等の肯定的

イメージより多かった。その中でも 1997 年ＩＭＦ経済危機は、韓国の対外信頼度及び国家

イメージを急激に失墜させた要因に働いた。しかし、2002 年ワールドカップ開催を前後と

して、韓国は徐々に否定的イメージから脱皮し、動的国民性、優秀な技術力、長い歴史と

多様な文化を保有している国家という肯定的イメージに移り変わっていく。

2002 年ワールドカップ開催前の、2002年 5 月 10 日～15 日の間の 72 か国 12,793 名を対

象とした、大韓貿易投資振興公社によるアンケート調査では、韓国の代表的なイメージと

しては分断国家（33％）のイメージが強く、次にサッカー・ワールドカップ開催（29％）

のイメージが浮上した。またサッカー・ワールドカップ開催 1周年を記念して行われた、

大韓貿易投資振興公社による 2003 年 5月 22 日～6月 10 日までの 7１か国の海外消費者

10,188 名を対象とした調査では、韓国に対する認知度が向上し、応答者の 95％が韓国に対

して肯定的イメージを持っていたことが分かった。韓国のイメージとしては、経済成長国

（32％）、サッカー・ワールドカップ開催（27％）のイメージが高い割合をを占め、分断国

家（24％）のイメージは下がったと分析している47。

韓国は朝鮮戦争の経験を経て、漢江の奇跡と呼ばれる経済成長を遂げた反面、政治的民

主化、多様な文化的価値の開発などは遅れていると考えられている。今後、韓国が追求し

ていく戦略は朝鮮戦争・分断国家の否定的イメージを改善する努力を踏まえ、他の分野か

らの新しいイメージを形成して行く必要があることは確かである。
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【表Ⅳ－12】 韓国の国家イメージの変遷

主要歴史事件 肯定的イメージ 否定的イメージ

1950 年代 ・朝鮮戦争（1950－53） ・Morning Calm ・朝鮮戦争

・分断国家

・低開発国家

1960－1970 年代 ・朴正煕政権における政府

主導経済開発

・ベトナム戦参戦（1965）

・経済開発推進

・セマウル運動

・朝鮮戦争

・分断国家

・独裁国家

1980－1990 年代 ・政治民主化（1987）

・オリンピック開催（1988）

・ＩＭＦ経済危機（1997）

・日本文化開放（1998）

・急速な経済成長

・オリンピック開催

・民主化

・文化交流

・分断国家

・デモ

・経済成長限界

2000 年代 ・サッカー・ワールドカッ

プ開催（2002）

・Ｇ20（2010）

・韓国文化の海外発信

・急速な経済成長

・ワールドカップ開催

・Dynamic

・情報通信、科学技術、

文化芸術、伝統文化等

・韓国語、韓食、ドラマ、

K-POP

・分断国家

・社会、政治不安

・無秩序

・環境問題

出典：国家ブランド経営研究所『文化を通じた国家ブランド価値向上戦略の最終報告書』

文化観光部、2003 年、31 頁に基づき作成。

一方、2009年には、（株）World Research が、駐韓外国人を対象に韓国のイメージを調

査している48。その結果、韓国の肯定的イメージに影響を与えている分野は、情報通信・科

学技術・文化芸術等の分野で、政治・言論・環境分野は否定的イメージとして認識された。

また韓国の代表的なイメージとしては、キムチ・ブルゴギ・韓国語等が連想され、韓国の

誇りとしては、長年の歴史・伝統、韓国食が取り上げられた。いまひとつ、韓国訪問の際

の不便事項については、出入国手続き・飲食・大衆交通問題等の順で意見を合わせた。韓

国の国家ブランド価値が低評価される理由に関しては、北朝鮮との対峙・国際社会への寄

与度・政治的不安・在韓外国人への配慮問題等が指摘された。

また、この様な自国調査による評価の中、2009 年 3 月、「国家ブランド委員会」は、在

韓外国人へのアンケートや、67 か国の現地人へのインタビューに基づいて、①開発途上国

と経済発展経験の共有 ②海外の学生との交流拡大 ③海外ボランティアの名称統一 ④在

外同胞ネットワークの構築 ⑤ハングル普及拡大とテコンドーのブランド化 ⑥グローバル
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市民意識の養成 ⑦大韓民国のブランド発掘・広報 ⑧暖かい多文化社会づくり ⑨デジタル

技術を活用した海外との疎通強化 ⑩国家ブランド指数の開発・活用、という 10 項目の推

進課題を掲げた49。

更に、「配慮し愛される大韓民国」というビジョンの下、①国際社会への寄与拡大 ②先

端技術・製品の広報③魅力的な文化・観光産業 ④多文化の抱擁、外国人への配慮 ⑤グロ

ーバル市民意識の 5 分野に特に重点を置くとした50。

一方、国家ブランドを構成する要素は、極めて多様であり、国家ブランドを測定する標

準化された基準はないため、現在、世界の様々な関連機関で、独自の基準によって国家競

争力指数が算定されている。しかしその中で、「アンホルト国家ブランド指数（Nation Brand

Index）」は、多くの国で注目されており、韓国では、この調査において低い順位に甘んじ

ていることが問題視されてきた。アンホルト国家ブランド指数は、Anholt-GMI 社が、2005

年から発表している競争力指数であり、調査には先進国と発展途上国 20か国を含め 50 か

国を評価対象にし、20 か国 2 万余名が参加し、1 か国について約 1000 の質問に答える形式

で行われる。「アンホルト国家ブランド指数」は、国民、政府、文化と遺産、輸出、、観光、

投資と移住の 6 項目の要因として構成され、ブランド指数が決められている51。

2008 年度調査では、表Ⅳ－13 のとおり、韓国は総 50 か国中 33 位に対し、シンガポー

ルが 24 位、インド 27 位、中国 29 位、タイ 34 位、台湾 35 位、マレーシア 39 位、イン

ドネシア 43 位となっており、韓国の国家ブランドは、日本を除いた東アジア諸国と同程度

の位置にある。世界 13 位の経済規模（ＧＤＰ、2007 年）に比べて、韓国のアンホルト国家

ブランド順位は、33位（2008 年）と相対的に低位に留まっており、韓国産製品もアメリカ

製品に比べ完成度 66～67％水準にとどまり、評価が低いのが現在の状況である。

国家ブランド強化を政権の最優先課題に掲げる李明博政権は、同調査でのランキングを、

2013 年までにＯＥＣＤ 諸国平均の 15 位以内とする目標を設定した。しかし現在韓国の国

家ブランド順位は、33 位（2008 年）から、31位（2009 年）、30位（2010 年）と毎年徐々

に上がっているが、目標には遠く届かない状況にある。

【表Ⅳ－13】 国家ブランド指数順位 （アンホルト国家ブランド指数：50 か国、2008 年）

順位 1 2 3 5 7 10 15 28 33 34

国家 ド イ

ツ

フ ラ

ンス

イ ギ

リス

日本 ア メ

リカ

スウェ

ーデン

デ ン マ

ーク

中国 韓国 タイ

出典：国家ブランド委員会報告会議資料『配慮し愛される大韓民国』、2009 年、1頁。

また、韓国産製品はアメリカ産製品を基準とし、66～67％水準にとどまり、低評価であ

る。
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【表Ⅳ－14】 韓国産製品完成度の世界的評価

区分 韓国 日本 アメリカ ドイツ 中国

2006 年 67.29 100.07 100.00 104.31 47.91

2007 66.45 94.62 100.00 99.87 47.51

出典：文化体育観光部資料「国家ブランド委員会出帆」2009 年、1 月。

一方韓国でも、国家ブランド委員会とサムスン経済研究所が共同で、国家ブランド指数

を開発・評価している。50 か国を対象とし、①経済・企業、②科学・技術、③インフラ、

④政策・制度、⑤伝統文化・自然、⑥現代文化、⑦国民、⑧有名人の 8項目を基準とし、

実態調査（統計データー、125 項目）とイメージ調査（36 項目の設問、26 か国 1万 3,500

名が参加するアンケート調査）を実施することにより、実態とイメージの差を分析し、格

差補完が可能な国家ブランド指数のモデルとして、2009 年から毎年調査・発表している52。

その結果によると 2011 年調査で韓国は、実態調査では 15 位、イメージ調査では 19 位にな

っている（表Ⅳ－15参照）。

2011 年の場合、実態調査で韓国は、科学・技術、現代文化、有名人の 3 部門で 10 位圏内

に、イメージ調査では、科学・技術部門が 3 年連続 10 位圏内に入った。しかし、政策・制

度、インフラ、伝統文化・自然、国民の４部門は 3年連続で目標に至らず、4部門には集中

的な改善策が必要とされる。

実態調査において 3年連続で総合順位 1 位を示したアメリカは、経済・企業、科学・技

術、政策・制度、伝統文化・自然、現代文化、有名人の 6 部門で 1 位を示した。一方、イ

メージ調査で 1 位に入った日本は、経済・企業、科学・技術、インフラの 3 部門で 1 位と

なっている53。日本のイメージ度が上位を示しているのは、2011年 3 月の東北大地震等の国

家的災難の中でも、国民の高い秩序意識度、日本政府の地道な対応度が高く評価された点、

また綺麗な自然環境に囲まれている点、日本国民の礼儀正しさ、職業従事者のサービス精

神が高い点、電気製品を含んだ日本製商品の高レベルの品質、その上、治安のいい国等の

要素も良いイメージに繋がっていると考えられる。

【表Ⅳ－15】国家ブランド総合順位（国家ブランド委員会・サムスン経済研究所：50か国）

2011

順位

実態 イメージ

国名 2010 年 2009 年 国名 2010 年 2009 年

１ アメリカ １ １ 日本 ３ ２

２ ドイツ ２ ２ ドイツ １ ５

３ フランス ４ ３ アメリカ ４ ６

４ 日本 ５ ５ カナダ ２ ８
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５ イギリス ３ ４ イギリス ５ ４

６ スイス ６ ７ フランス ７ １

７ オーストラリア ７ ９ スウェーデン ８ ３

８ スウェーデン ８ ６ オーストラリア ９ 11

９ カナダ ９ ８ スイス ６ ７

10 オランダ 10 10 オーストリア 12 14

備考 韓国（15 位） 18 19 韓国（19 位） 19 20

出典：『国家ブランド指数調査結果』国家ブランド委員会・サムスン経済研究所資料、1 頁。

国家ブランド価値向上のための活動は全世界的な趨勢であるが、国家間の状況によりブ

ランド価値向上のための推進方式や重点分野には多少の差がある。

日本の場合、5 つの戦略（ソフト・パワー産業の振興、創造基盤の整備、海外向け発信力

の強化、訪日促進等を通じた認知度の向上、推進体系の構築）を立て、具体的な政策方向

を定めた。日本ブランド戦略推進の実効性を担保するため、内閣官房の総括調整機能を発

揮させ、官民連携によって、日本ブランドの戦略的・継続的な創造・発信のために、相互

間有機的関係を持ちつつ、体系的に推進している。また、フランスの場合は、文化産業を

育成するために、カーニバル・歴史・都市観光・文化等の 10 分野の広報主題を選定し、運

営している54。

各国家に共通している点は、国家ブランドを向上させるのは、ハード・パワーの領域よ

りは、その国の教育・文化・行事等と連携した、ソフト・パワーの領域であるという認識

である。日本の場合も、ソフト・パワーを創出するアニメ・マンガ・映画・音楽・伝統文

化等のコンテンツとファッション・デザイン・飲食等と関連したソフト・パワー産業の振

興、海外進出を総合的に推進することに力を入れている。日本以外の国家ブランド指数が

高い上位レベルのドイツ・フランス・デンマーク等も、政府の主導の下に組織及び役割を

構築し、国家ブランド管理を体系的に行っている。

アンホルト国家ブランド評価において、韓国の国家ブランド価値が評価されない主な原

因として、開発途上国への公的援助が、韓国の経済規模に応じて少ないなど、国際社会へ

の寄与度が低い点、海外進出企業の無断撤収、海外観光地等での公共秩序意識の欠如、親

切心や配慮の不足等、グローバル社会での市民意識が欠けている点、また外国人が生活す

るには不便が多いこと、教育・医療・言語問題等を含む生活環境、観光資源不足で訪問し

たい国・住みたい国としての魅力がない点、多文化への理解・外国人に対する配慮の不足、

また韓国の大手企業ＬＧ・サムスン・現代等の企業の製品と技術も、韓国産として認識さ

れない場合が多く、企業と国家ブランドへの連結が充分でない等、対外認知度が低い点等

が指摘されている55。

国家ブランドは、ある国家が、政治・経済・社会・文化等の諸分野にかけて蓄積した有・
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無形資産を基盤にして、対外的認識を高揚させるために構築した象徴的体系56であるともい

える。人々がある国家に対して抱くイメージが、ある国の観光・貿易・投資等の競争力を

大きく左右するのではないか、また、国家の行動・主張への理解に影響を及ぼすことで、

国際政治における当該国の立場を強めたり弱めたりするのではないか、という認識が広が

っている。国家ブランドの役割が大きいとすれば、商品ブランドや企業ブランドがそうで

あるように、国家イメージを自覚的に捉えなおし、何らかの形で好ましい方向に変えてい

く（国家をブランディングする） 必要が感じられることになるのは自然である57。

海外からの韓国に対する認識・評価を分析して見ると、韓国の歴史・伝統・文化を含む

国家遺産を好評し、また先進国要素を内包したグローバルなリーダシップ、韓国内に潜在

している未来成長力に高い評価をしている。また国家アイデンティティと国家イメージを

判断する基準になる韓国民の特性も評価されている58。1990 年代までの韓国は、独裁国家、

社会・政治不安等の否定的イメージが多く、海外での認識度が低かったが、2002年ワール

ドカップ日韓共催を契機として徐々に海外に認識されつつあると考えられる。

韓国で国家ブランド委員会とサムスン経済研究所が共同で実施している国家ブランド評

価の結果からも分かるように、2011 年の場合、実態調査で韓国は、科学・技術、現代文化、

有名人の 3部門で 10位圏内に、イメージ調査では、科学・技術部門が 3 年連続 10 位圏内

に含まれた。一方、3 年連続で目標に至らなかった４部門（政策・制度、インフラ、伝統文

化・自然、国民）については長期的・集中的な改善策を研究していく必要がある。

国家イメージの改善にあたり、文化の役割が中心的に捉えられがちであるが、アンホル

トの定義でも、「文化(culture)」は、「政策(policy)」、「国民(people)」、「投資(investment)」、

「観光（tourism）」「輸出品ブランド(brands)」という 5 経路と並んで、国家のイメージを

形成する 6経路の内の１経路にしか過ぎない。各国の文化政策への取り組結果を見ても明

らかなように、国家イメージ改善への取組結果は、長期的にしか実現されないし、国家ブ

ランドの変化も、微々たる改善値の時間をかけた積み重ねである。文化のみに政策資源を

投入して育成と振興を図っても、その効果には限界がある。

韓国における実態調査で、サムスン評価の「科学・技術・現代文化・有名人」の分野は、

1998 年韓国における日本文化の開放、2000 年頃からの韓国文化の海外発信等の影響もあり、

また文化・スポーツ界で有名スターが存在することもあって、確かにプラスの影響になっ

ている。しかし、「韓流」を契機とする文化交流に関しても、韓国文化の一方的発信による

現地文化との衝突を防止し、より深淵な受容と理解を促すためにも、まず相手国の文化を

も理解・受容していく認識と努力が必要とされていように、長期的で地道な取り組みが求

められていると考えられる。

第２節 韓国文化のアジア進出と日本における「韓国文化受容」
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2000 年前後から韓国ドラマが東アジアの国々で放送されるようになり、韓国の俳優や、

韓国文化全般に対する人気が高まって「韓流ブーム」が形成された。最初に「韓流」とい

う言葉を作り出したメディアは、中国北京の『青年報』であり、韓国の大衆文化に熱中し

ている若者達の流行を警戒する意味で 1999 年 11 月に初めて使われた言葉である59。異国の

文化が激しく入り込むという意味の「寒流」から始まり、同音意義語である「韓流」の言

葉が中国を始めとしてアジア地域に拡散して来た。

「韓流」と呼ばれる韓国製ポピュラー文化は、漢字圏と呼ばれる東アジア地域において

人気となり、その後西欧諸国などにも発信されているが、日本でも、ドラマ『冬のソナタ』

が、2004 年 4 月からＮＨＫ総合テレビで放映されたのを機に韓流ブームが起こった。本節

では、東アジアにおける「韓流 」から「新韓流 」への動きと文化受容の過程を、主に中

国に焦点をあてて分析し、その後日本における韓流文化受容の背景を分析し、今後の展望

について考察する。

1 東アジアにおける「韓流」から「新韓流」への動き

「韓流」の成長背景としては、中国など東アジア諸国が経済成長により、大衆文化の消

費段階に入り、他国の大衆文化を受容出来る経済的条件を揃えるようになったこと、20 世

紀中盤に、資本主義価値観が東アジアに拡散し、文化の中心が大衆文化に移り、大衆文化

の産業化が新たな内部市場を創出することになったこと60、などが挙げられる。また、欧米

先進国の大衆文化輸出は、おおむね成功したものの前近代的な文化要素が残存していた開

発途上国では文化的衝突が発生した。「韓流」はこの隙間に入り込むことで成果を上げたと

考えられる。東アジア国々の伝統文化は儒教文化の影響を受けていることから、韓国文化

との情緒的共感が可能であった61と言える。

「韓流」が流行する以前には、中国を始めとする東アジア地域では既存の西欧文化中心

であった映画・ドラマなど大衆文化分野で、香港・日本文化に大いに影響を受け、アジア

圏ではアジアの独特性を持ったそれなりの文化の形が形成されてきた。

80 年代から、10 年単位で特定の国の文化が、アジアで爆発的な人気になる傾向が見られ、

80 年代にはブルース・リー、ジャッキー・チェンに代表される「香港アクション映画」が、

90 年代には日本の映画、ドラマ、音楽を中心とする「日式」・「日流」文化がアジアで人気

を博した。2000 年代にはドラマ、映画、大衆音楽を中心とする「韓流」ブ－ムが東アジア

地域に広がり、これに続き、2010 年代以降には台湾・中国の「華流」・「漢風」が予測され

ていた時期もあった。

韓国大衆文化は、1990 年代中盤からドラマ・大衆音楽を中心コンテンツとして、中国、

台湾、日本、香港等の東アジア地域に急速に拡散し、また 2010 年代以降はアジアを越え、

ヨーロッパ、アメリカ、南アメリカ等全世界に韓国の大衆文化が拡散していった。

前述の（イ・ジュンウン：2003）が指摘しているように、東アジアの国々の伝統文化は
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儒教文化の影響を受けていることが一つの要因であると考えられる。文化的に類似した国

の間では文化の流入が起こりやすく、さらに人的交流が文化の流入を促進するという文化

的背景が、文化の流入・流出を規定する要因の一つとして働き、韓国文化に対する親しみ

やすさと共感を呼び、東アジアの中での受容がより可能になったと考えられる。

最近韓国では、「韓流」は、大衆文化・商業文化中心の一方的な海外進出を意味する「韓

流」の限界を越え、伝統文化、芸術文化を通じて、相互交流する「新韓流」へ進化・変化

しつつあると言われている。「韓流」ブ－ムの最初は、ドラマ・歌手など大衆文化への関心

による、音盤など関連商品の購買段階であったが、その後、韓国語・韓国食文化・韓国旅

行・韓屋（伝統的家屋）など日常的文化生活や、国家イメ－ジの好感度に広がりつつある。

そのような認識から、既存の「韓流」は「新韓流」として脱皮する段階にあるとされる。

しかし今後世界的な文化として脱皮し認知されるには、商業的、一方的文化の拡散から、

相手国の文化を深く認識した上で、理解を得、共存していく努力をしてこそ、幅広い「新

韓流」の発展が図れると思われる。

1997 年頃から中国・台湾など中華圏を中心に発生した第 1 期の「韓流」は、『愛はなんだ

ろう』等のドラマの中で、中国内では見られなかった自由な生活環境・自由な表現方法等

が視聴者に新鮮な衝撃を与えた。ドラマの人気とともに、韓国の男性 5人組ダンス・アイ

ドルグループＨ.Ｏ.Ｔなどの音楽を中心とする韓国歌謡の人気が続いた。その後日本でド

ラマ『冬のソナタ』が大ヒットとなることにより、「韓流」のブームが日本にも波及し続く

ようになり、『冬のソナタ』は日本の中年女性層の間で若いころの郷愁を引き起こし「ヨン

様」ブームを引き起こした。また、過去の戦争による廃墟の国のイメージから、ロマンチ

ックで洗練された国としてのイメージ変化にも寄与した62。

ドラマ『冬のソナタ』が日本人の韓国に対する認知度向上に貢献したとしたら、ドラマ

『宮廷女官チャングムの誓い』は全世界に「韓流」を拡散させることの一翼を担った。

この第 2 期の「韓流」はドラマの全盛期とも言えるが、中国・東南アジア地域で韓国の

オンラインゲームは圧倒的占有率を見せ、デジタル「韓流」と呼ばれる現象をも誕生させ

た。その後、アイドルグループ・Ｋ－ＰＯＰを中心とする「新韓流」の時期が、現在まで

進行中である。「新韓流」は「韓流」が沈滞期に入り、これ以上拡散しないという憂慮を払

拭し、「韓流」の持続可能性を示唆したとされる。

【表Ⅳ－16】 韓流の発展段階

特徴
韓流 1 期 韓流 2 期 新韓流

韓流胎動 韓流深化 韓流多様化

期間 1997 年～2000 年 2001 年～2005 年 2006 年～

コンテンツ ドラマ・音楽 ドラマ・音楽 音楽・ドラマ・ゲーム・映画・
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映画・ゲーム 韓国語・韓食・韓国旅行

主要地域 中国・台湾・香港 中国・台湾・日本・ベ

トナム・東南アジア

アジア全域・北南米・一部ヨ

ーロッパ

代表作品 星に願いを・愛はなん

だろう、HOT

冬のソナタ・

チャングムの誓い

Ｋ－ＰＯＰ・伝統文化

オンラインゲーム

出典：ゴ・ジョンミン＊『韓流、アジアを越えて世界へ』韓国文化産業交流財団、2009 年、

ジェ・ヒョンジョン＊「韓流を読めば輸出がみえる」『月刊貿易』韓国貿易協会、2011

年等に基づき作成。

２ 「韓流」の国家別進出状況及び社会的波及効果

当初「韓流」現象が波及していった中国、台湾、香港、シンガポール等は同じ「儒教文

化」圏に属しており、また、19 世紀以降においては、帝国主義により辛酸を嘗めた経験を

有している地域である。「韓流」の海外進出の背景と地域的特徴について、木村幹はこの「儒

教文化」と「歴史的背景の共通性」に着目し以下のように述べているが、まさに初期段階

の海外進出の一面を言い表していると言える。

「韓流熱風が吹き荒れている国は、漢字文化圏・箸文化圏であり、『儒教文化』に根を持

つ情緒的好感帯を形成している。これらの国は歴史的に類似した文化を有している。また、

これらの諸国は、韓国と同じく、近代化の過程において、帝国主義からの侵奪、王朝の解

体、イデオロギーによる国土分断、民族内部の戦乱等、類似した歴史的経験を有している。

このような共通点のゆえに、韓流熱風はさらに力を増してゆくであろう。言い換えれば、

だからこそ韓国の文化商品は、これらの国において共感を呼び、容易に受け入れられるの

ができたのだ、という見方もできよう」63

まず台湾では、1993年に有線放送が開通されたことによりチャンネル数が急増し、放送

番組の受容も増加、外国ドラマの需要が増えることとなった。1998 年には、クローンの歌

が大ヒットし、45 万枚という高い販売実績を記録したことから「韓流」現象が始まった。

ドラマについては、2002 年『秋の童話』等が人気を得て韓国ドラマの進出が本格化した。

引き続き、『冬のソナタ』、『女人天下』、『天国の階段』、『宮廷女官チャングムの誓い』と韓

国ドラマの放送が続いたが、『宮廷女官チャングムの誓い』は台湾ケーブルテレビ放送史上

最高の視聴率等を記録した。

当時台湾では、香港ドラマの新鮮な素材不足、単純な内容構成、品質低下等の原因によ

り、2000 年以降ドラマの視聴率が下落していた。中国のドラマは時代劇中心で人気を得て

いるが現代劇の完成度が落ちる点、日本ドラマは 1980 年代中盤から 1990 年代初までは人

気を得たものの、その後の著作権問題、日本側からの広報支援不足等の原因によりドラマ

の人気が下落している点等を背景として64、「韓流」はその空白を埋めるものになった。

「韓流」による韓国への経済的波及効果も大きく、2004 年に韓国を訪問した台湾人数は
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32 万名で 2003 年 20万名より 60％以上増加した。92 年の韓国・台湾断交以降 2002 年まで

は、約 10 万名にとどまった台湾からの観光客が「韓流」の影響で急増したと解釈される。

「韓流」の影響により「哈韓族」も増加し、92年韓国・台湾国交断絶以降、台湾に蔓延し

た反韓感情が徐々に収まる傾向もみられた65。その一方で、韓国ドラマの人気は、韓国ドラ

マの輸入価格の暴騰や、台湾国内制作のドラマ編成数の減少を招き、台湾政府は 2006 年に、

ゴールデンタイム時間帯における韓国等の外国ドラマの放送比率を 30％に制限した。この

ように台湾では、直接的な打撃を受けている放送界、芸能界、一部の学者を中心に、「韓流」

に対する反感・警戒心が増加する一面も見せることとなった66。

次に香港であるが、1997 年日本のアニメ『キャンディ・キャンディ』をモチーフにした

といわれるシンデレラ・ストーリー『星に願いを』を通じて韓国大衆文化の流入が始まっ

た香港では、とりわけ、韓国映画の反響が大きく、『8 月のクリスマス』、『シュリ』、『Tell me

Something』等の韓国映画が上映され、韓国映画ファンが増加した。映画『猟奇的な彼女』

の場合、2003 年の香港映画祭で最高アジア映画賞を受賞し、『僕の彼女を紹介します』は、

封切初日で約 62 万香港ドル（約１億ウォン）の収益を上げ、俳優チョン・ジヒョン主演の

映画が連続ヒットとなった67。

また、ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』は、40％の平均視聴率を稼いで、香港の国

民ドラマのような存在にもなり、最終回では（2005年 5 月）香港放送史上、最高の視聴率

47％を記録した68。この影響もあって、韓国を訪問する観光客が増え、韓国語・韓国伝統文

化・韓食文化に関する関心も高まり、香港のシティー大学を含め、韓国語講座を新設する

大学が増えた。現在、シティー大学の教養学部の中に韓国語学・韓国学課程が開設され、

中文大学、香港大学等の付設生涯教育院の中に韓国語課程が含まれている。その他私設外

国語学校・香港 RTHKラジオ放送で進行している韓国語講座も好評を博している69。

本項ではこのように、主に台湾・香港における「韓流」現象の波及状況を見てきたが、

以下の項では中国での「韓流受容」について、現象だけでなく、その背景と要因について

も、少し詳しく分析する。

（１）中国での「韓流受容」の背景と「儒家思想」

韓国においては、中国を始めとする東アジア地域での「韓流」現象は、グローバル化過

程で現れる文化的覇権主義からの脱中心化、文化的混成現象の増大化という巨視的観点が

らの解釈もなされている。中国では 1949 年 10 月の共産革命が成功してから 30 年が過ぎた

ものの経済的な立ち遅れが続き、1978年から中国政府は計画経済から市場指向型の経済へ

の改革を続けてきていた。「中体西用」の伝統に基づき、政治部門では社会主義の「体」、

経済部門では、資本主市場経済の「用」を選別的に受容した「社体資用」を推進した。ま

た、文化領域では西欧資本主義文化の浸透に対する警戒を維持しつつ、イデオロギー的に

脅威を感じない文化要素を選別的に輸入する努力を継続した70。
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改革・開放以降の経済発展により、国民所得が増加し、文化消費欲求が高くなることに

伴い文化コンテンツ需要が急増し文化市場が拡大することになった。自国の文化コンテン

ツのみならず、外国の文化商品の需要が急増した。その間、日本大衆文化は、アジア圏に

大いに影響を与えてきたものの、中国人の反日感情も加わるなど中華圏では受容し難い点

も多いことから、韓国文化商品がその代案として受け入れられることとなった。

1997 年 7 月には香港・マカオなどが中国に帰属され、台湾との交流が活発になることに

より、商業主義的要素を含んだ文化が中国内に流入することとなる。中国政府はバランス

のとれた大衆文化の成長を念頭に置きつつ韓国文化に門戸を開放し始め、その結果、韓国

文化の接触が容易になった71。これに加えて 2002 年世界貿易機構（ＷＴＯ）への加入が韓

国文化の拡散のもう一つの要因になったといえよう。

中国内では、1996 年に中国のラジオ番組「ソウル音楽室」を通じて韓国歌謡が中国に紹

介され始めた。韓国歌手として最初に中国政府の許可を得たＨＯＴの 2002 年 2 月、北京公

安体育館での公演を契機として、本格的な「韓流」が始まった。テレビドラマとしては、

1993 年『黎明の瞳』、『嫉妬』等が最初に輸出され、その後、『星に願いを』がヒット、『秋

の童話』『トマト』、『ミスターＱ」などの人気とともにドラマを通じ、好評を博した韓流ス

ターは中国ドラマの主演にも抜擢された72。

中国最大インターネットポータルサイトである「新浪網」及び日刊紙である『新京報』

は、2005年 10月 14日から続けて韓国ドラマに対するインターネット設問調査を実施した。

2006 年 8 月 31 日までの 6 万 3 千 836名を対象とした調査結果では、回答者の 83.12％の

人が、韓国ドラマを好きだと答え、16.88％の人が嫌いだと答えた。また韓国ドラマを一度

も見たことがないと答えた回答者は、5.04％にとどまった。国家別ドラマ選り好みは、韓

国ドラマ（54.55％）→中国ドラマ（19.19％）→香港ドラマ（18.05％）→欧米ドラマ（6.05％）

→日本ドラマ（2.16％）の順であった。また、韓国のＫＯＴＲＡ（大韓貿易投資振興公社）

の調査によると、中国人の韓国人への好感度は、2004 年の 47.1％から 82.25％に急増した

が、このような「韓流」の再跳躍を中国内では「新韓流」と呼んでいた73。

中国市場における「韓流」の経済的波及効果としては、韓国企業製品の販売増加、観光

客の増加、付加価値商品販売効果、中国企業の広告モデルとしての韓流スターの起用等が

あった。

中国に進出している韓国企業では、現地で人気を博している韓流スターを起用し、マー

ケティングを展開しつつ中国市場での企業イメージを構築している。映画『猟奇的な彼女』、

『僕の彼女を紹介します』のチョン・ジヒョンを広告モデルとして起用した韓国大手化粧

品メーカーである「太平洋」は、2004年の中国での売上高が前年より 2.5 倍増加し、上海

現地旅行社が開発した『冬のソナタ』撮影地見学を含んだ江原道観光商品が、上海で好評

を博し、観光客が増加する現象もみられた。また、韓国ドラマの小説版『商道』が 15 万冊

以上販売される一方、『菊の花の香り』が小説部門でベストセラーになった時期もあった74。
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韓国の大衆文化・芸能人を模倣し、追従する中国内の韓国大衆文化マニア層は「哈韓族」、

また韓国ドラマ・映画のフアン層は「韓迷」と呼ばれた。これらは組織化・集団化され、

活発なフアンクラブの活動が生まれた。中国内で韓国企業が急増することにより韓国語・

中国語の需要が増加した。このような「韓流」の盛り上がりに対して、中国共産党『人民

日報』では韓国・日本から輸入されている文化を贅沢・享楽性が多い不良文化という主張

の社説を載せるなどの動きも見られた。中国政府は、2005 年に文化産業機関を設立し、2008

年の北京オリンピックを起点として、アジア文化産業の中心国家として成長していくとい

うビジョンを提示しつつ、文化産業育成に拍車を掛けることになった75。

韓国においては、中国で韓国文化が受け入れられた要因のひとつとして、韓国テレビド

ラマを通じての中国の古典的価値の再発見を指摘する見解もある。文化大革命（1966～

1977）を経てあらゆる分野で儒教思想が断絶し、儒教的慣習・文化が失われつつある環境

の中で、忘れられがちな貴重な古典的価値観を、韓国ドラマを通じて再発見し、国民のア

イデンティティへの郷愁を感じたという解釈である76。

（２）中国での「韓流」文化の受容の経緯

「韓流」という言葉は、前述のとおり、1999 年 11 月に中国北京の『青年報』が作り出し、

その後、韓国の大衆文化に傾倒する若者達の流行を警戒する否定的な言葉として使われ始

めた77。異国の文化が激しく入り込むという意味の「寒流」から始まり、同音異義語である

「韓流」の言葉が中国からアジア地域に拡散したが、西欧資本主義の文化よりは東アジア

の伝統文化を内包する韓国文化のほうが、リスク要因が少ないとの理由から「韓流」ドラ

マに対する否定的認識は段々減り、全年齢層の人気を集めることとなった。

そして、2005 年『宮廷女官チャングムの誓い』の放送以降は、中国内での「韓流」のイ

メージは大きく変わり、特定芸能人、特定ジャンルに限られた関心から、韓国文化全般に

対する関心に対象が変わり始めた。韓国ドラマが大量輸入され、一時は中国内で放送され

る外国映画の 80％を占めることになった78。

「韓流」への熱気が高まると、中国内では「韓流」を警戒する「抗韓流」、「反韓流」の

声が出始めた。韓国ドラマについて、内容の家族・愛情関係中心の偏向性、ドラマ輸入価

格の上昇、韓国での中国ドラマの劣勢等により不満が増加した。また、中国内市場だけで

なく、中国ドラマが入り込んでいた中国文化圏の海外市場まで「韓流」文化が浸透するこ

とに危機感を抱いた中国内の放送・芸能界関係者を中心として、「韓流」に対する警戒心を

表現する「抗韓流」発言が広がった。関係者達は自国文化産業の保護のため、中国映画・

ドラマを支持しつつ「国産品愛用」を奨励し、中国政府に対して韓国ドラマを自制するよ

うはたらきかけることもあった79。

このように中国内の一部では放送・芸能界関係者を中心として「韓流」に対する警戒心

を表わす「抗韓流」発言が広がっている中で、韓国の研究者の中には、前述のように「韓
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流」の流行により、中国国民の間で「儒教思想」の重要性が再認識され、「中華民族主義」

に刺激を与えるきっかけとなった80と解釈する見解もある。

中国では社会主義体制の中で、一時期批判・排斥された孔子の「儒家思想」は、2000 年

代に入り復活する傾向もみせた。中国の急激な経済成長とは裏腹に、中国が持っている軍

事等のハード・パワーのイメージは、時には外交上の障害となってきた。中国政府はソフ

ト・パワーとして、儒教の象徴的人物である孔子をとりあげ、伝統文化である儒教を通じ

て、中国への親近感とソフトなイメージを与えようという戦略に取り組み始めた。この発

想から生まれたのが孔子学院である。孔子学院の海外学院として、最初に開校されたのが

ソウル（2004年）であり、韓国内の外国語大学、仁川大学等 18か所に孔子学院が設立され

ている。中国政府は毎年 20億元（約 360 億円）の予算を支援し、全世界の孔子学院に投資

している81。

中国では「国家広電総局」が、中国全体放送事業の方向を指導・統制しつつ、放送関連

法制度の実行を管理・監督し、中央３大放送局（中央人民ラジオ放送局、中国国際ラジオ

放送局、ＣＣＴＶ）を指導・統率しているが、1990年代中盤以降から、海外ドラマの規制

を始めた。そして 2006 年からは、とりわけ「韓流」文化が、中国政府の文化産業戦略に妨

害物になると判断し、中国の文化産業の育成のために、「海外ドラマ番組輸入・放送に関す

る管理規定」82、「ドラマ輸入・共同制作及び放送の管理に関する通知」等に基づき、海外

輸入ドラマの輸入国、数量、素材、等の規制内容を定めて、外国文化の輸入規制の強化を

図っている83。

以上、（イ・ジュンウン：2003）、（ユン・キョンウ：2008）の指摘のとおり、「韓流」現

象は、グローバル化過程で現れる文化的覇権主義からの脱中心化、文化的混成現象の増大

化される傾向と捉えられ、香港・マカオ、台湾等の商業主義的要素を含んだ文化の中国内

への流入もあり、中国政府はバランスのとれた大衆文化の成長を念頭に置きつつ、韓国文

化に門戸を開放し始め、その結果、韓国文化の接触が容易になったと考えられる。その上、

儒教的慣習・文化が失われつつある環境の中で、忘れられがちな貴重な古典的価値観を、

韓国ドラマを通じて再発見し、国民のアイデンティティへの郷愁を感じたということ、即

ち文化的に類似した文化受容という、文化的要因が中国での「韓流」の成長の背景として

あったといえよう。

いま一つ、2000 年前後から東アジア国々から始まった「韓流」現象に着目した韓国政府

は、国内産業の競争力を強化させるための具体的な戦略を推進してきたことも韓流コンテ

ンツの輸出に繋がる結果ともなった。

しかしながらその一方で、中国でも一方的な文化の流出が相手国の警戒や拒否を招き、

文化交流を阻害する側面があることも明らかとなっている。今後韓国は、韓国的要素（韓

国語、韓国俳優、韓国技術等）で構成されたコンテンツだけが「韓流」であるという認識

から脱皮し、多様な現地戦略を追求し、両国間の共同制作・技術協力を増やしていく必要
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がある。また、中国文化商品の輸入だけでなく、海外での中国語や中国文化の教育機関で

ある「孔子学院」等、国民が関心を寄せている文化施設をも積極的に受け入れる努力をし

ていくなど、より進んだ政策も求められていると言える。

時間・空間的距離の圧縮により文化受容が日常的になっている現実の中で、相手国の文

化の特殊性と差異を認め、相互理解の原則に基づいた文化交流が望まれる。一方的な文化

浸透への拒否感が引き起こす「反韓流」を克服するためには、何よりも他国の文化を尊重

する精神を前提とした、双方の文化交流を促進しなければならないと考えられる。

３ 日本における「韓国文化受容」の背景と展望

（１）日本の「韓流受容」の背景・要因と韓国の「日流」・「日本ＦＥＥＬ」

2000 年前後からアジア各国で韓国のドラマが放送されるようになり、中国を始めとする

台湾・香港等の中華圏を中心に拡がった韓流は、その後、日本にも流入することになった。

日本における「韓流」は、2003 年 4 月から ＮＨＫＢＳ２の海外ドラマ枠で『冬のソナタ』

が放送され人気を博したことにより始まったとされる。既に中国、台湾、香港等で広まっ

ていた「韓流」という言葉が日本でも用いられるようになった。日本でも「韓流」という

言葉は、韓国大衆文化だけでなく、国際関係・政治・経済・または、メディア・学術シン

ポジウム・学術論文までも含む多様な方面から用いられた。

日本における「韓流」ブームの要因についてもいくつかの見解が出されている。林夏生

は、「似て非なる」文化の面白さ（近似性による感情移入の容易さと、異質性による新鮮さ）、

韓国政府による文化産業支援、企業レベル・政府レベル協力の進展（韓流現象がもたらす

政治経済的利益を獲得しようとする行動）を仮説として提示している84。

また、朴順愛は、韓国の国内外要因、日本での文化消費の変化などを取り上げている。

韓国は 1986年のアジア大会、1988 年ソウルオリンピックにより、対外的な国家イメージ刷

新がなされ、1998 年の日本大衆文化開放、2002 年のサッカー・ワールドカップ日韓共催を

経て、日本人の韓国へのイメージ改善につなげた。日本での文化消費の中心が青少年層か

ら中高年層へ、また、男性から女性へ移行したことが、「韓流」を受容する層を厚くしたと

している85。

林香里も（朴順愛：2008）とほぼ同様の視点で、1998 年の日本大衆文化開放または 2002

年のサッカー・ワールドカップ日韓共催を前後にして友好ムード拡大の中で、偶然ＮＨＫ

で放送された『冬のソナタ』により、日本のドラマからは除外されてきた、中年女性とい

うブルー・オーシャンの鉱脈を発見する契機を作ったという見解が、より現実的であろう

か86。と述べている。

日本での「韓流ブーム」の起爆剤になり、韓国文化の受容に多大なる影響をもたらして

いるのは、言うまでもなく、ＴＶドラマである。様々なメディアの中でも、テレビは経済

的にも接近が容易なメディアであり、ドラマコンテンツが持っている大衆性が、親密感を
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形成することによって、ブームの拡散の契機になったともいえよう。そして日本における

韓流ブームは、ＴＶドラマ『冬のソナタ』から始まったと言える。このドラマは、2004 年

4 月からＮＨＫ総合テレビでも放映され、最高 15％の視聴率を記録した。ファンの中心層

となった日本の中高年女性は、ドラマの美しい風景と音楽に魅了され、ドラマの中の主人

公の男性に思いやりや紳士的な振る舞いを感じてそこに虚偽の像を作り、男性の理想像と

して「ヨン様」に憧れを抱いた。また、自国の文化と類似した文化に親密感を感じた。

当時、ＮＨＫ衛星放送局海外ドラマ担当のチーフ・プロデユーサーであった三井智一は、

ＮＨＫの海外ドラマといえば、欧米ものが主で、それまでに「ビバリーセルズ青春白書」・

「ＥＲ」のような大人気ドラマもなかなか出てこない状況にあった中で、『冬のソナタ』を

海外ドラマとして取り入れた理由について次のように述べている。

「海外ドラマ担当としても、何らかの突破口が求められていた際、そこに飛び込んでき

たのが韓国本国の放送を修了したばかりの『冬のソナタ（冬の恋歌）』であった。海外ドラ

マを扱うＮＨＫ関連団体のＭＩＣＯ（国際メディアコーポレーション）の紹介で、字幕入

りの試写用ビデオを見て、韓国ドラマに共通するものである肉親の絆や人の情を熱く表現

する強さ、またそれ以上にこのドラマには透明感、奥ゆかしい上品さを感じ、登場する主

演俳優も見るほどに日本人より日本人らしく見えてきた。古い形のメロドラマなのに、古

臭いという感じはまったくなく、かえって今、新鮮に感じられる。いまの日本にはいない、

日本人が見たくなるドラマだと思い、これを決め手で放送を決めた。2003年 4 月 3日、『冬

のソナタ』の第 1 回放送の視聴率はなんと 0.4％であったが、類例のない大ブーム、人気ド

ラマの枠を超えて人が生きていく心の拠り所といった域にまで昇華していったことに、た

だただ驚くばかりである」87

また、ＮＨＫ衛星放送局で『冬のソナタ』が放送された頃、海外ドラマ班担当宛には連

日たくさんの手紙が届くようになり、その内のいくつかを紹介する。

「『冬のソナタ』に感謝している。韓国という国の歴史や文化を知れば知るほど、そのつ

ながりの深さから家族のような関係の国であると感じる」、「人生には、まだまだ楽しみが

たくさん用意されている。そう考えられるようになったのは、『冬のソナタ』が私の心の扉

を開いてくれたおかげである。この物語は、いつまでもいつまでも、私の心の中に生き続

けると思う」、「家族が生きること、みんなで生きていくことの素晴らしさ、大切な愛を教

えてくださってありがとう」など88、韓国ドラマに感謝しつつ、幸せを感じる率直な気持ち

がよく伝わる内容の手紙が殆どであった。

冬のソナタは美しいストーリーだけのドラマでもなく、懐かしさを感じさせるだけのド

ラマでもない。一見か弱く見える「文化」が持つ秘められた大きな力をも証明してくれた

ドラマでもあった。このドラマの中には、今の日本や社会を読み解く一つの鍵が隠されて

いる。まだまだ深い溝のある日本と韓国であるが、一人一人の心に届く感動をお互いに伝

え続けていくことで、その溝は少しずつ埋められていくであろう89。
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また、『冬のソナタ』の人気要因として、韓流受容者の「弱い他者」認識が提起されるこ

ともある。日本人によって西欧は「強い他者」のイメージで消費される反面、韓国は「弱

い他者」のイメージで消費されてきた。この結果から日本受容者の間で過去のノスタルジ

アを呼び起こし、『冬のソナタ』が成功したという分析もある90。

既存の日本の放送番組は若者向けに制作・編成されることが多く、ＴＶ視聴の主客層で

ある中高年層がＴＶから除外される傾向があった。家族中心の物語で展開され、純愛、家

族との絆を韓国ドラマを通じて改めて覚えながら、また、数十年前には日本でも見られた

風景に懐かしさを感じた。「似て非なる」文化の面白さ（近似性による感情移入の容易さと、

異質性による新鮮さ）（林夏生：2005）を感じていたと考えられる。

韓国ドラマが大きな人気を集めたもう一つの理由は、日本でかつて制作されたドラマに

よく似たテイストを持っている点、監督や脚本家も含めてはつらつとした雰囲気が、こう

したドラマシリーズに活力を与えているという見解もある91。

韓国ドラマ視聴動機についての韓国、日本、中国での調査によれば、ドラマの技術的要

因としては、撮影技術・特殊効果の優秀さ、背景と雰囲気の良さ、俳優の演技力、等の順

に回答が多く、またドラマの内容的要因については、主人公のキャラクターの良さ、好き

な俳優が出演するから、ストーリーの内容・展開が楽しい、ドラマの全般的な質が高い、

ドラマの主題・素材の質が良い、等の順に回答が多い92。

韓国ドラマの視聴後の対韓認識の変化に関する調査結果によれば、韓国に関する知識が

より豊富になった、韓国に対するイメージが向上した、韓国文化に対する肯定的見解が増

えた、韓国文化・歴史を勉強したくなった、韓国語を学びたい、韓国人と付き合いたい等

の順で93、回答が多かった。このように、韓国ドラマ視聴後に文化の類似性から親しみを感

じながら、新鮮さを与える文化を持つ国としての韓国イメージが形成され、韓国に対する

認知度が向上していくという傾向が見られた。グローバル時代の中、東アジア全域へ拡散

していく「韓流」を成立させるためには、文化の多様性を理解し合い、異なる文化の特性

を分析しつつこれを通じた文化の調和を目指していく努力も必要であろう。

このように、日本ではサッカー・ワールドカップ日韓共催と『冬のソナタ』放送以来、

短期間に「韓流」が普及した。また、中国や台湾、東南アジアにも広く、そして日本より

早く「韓流」が拡散した。実はこの現象は、韓国文化だけに限らず、80年代からは香港の

大衆文化や音楽が東アジア各地に伝播し、90 年代前半から日本のアニメや映画、音楽を主

軸とする日本文化までもが東アジアに広がった時期もあった。そして現在では、日本にお

ける「韓流」の影響もあり、韓国国内では「日流」と称される、新たな日本文化が日常生

活の中に定着しつつある。

現在の日韓関係は、政治的摩擦はあるものの、日本では現在でも「韓流」に対する好意

的な関心を持つ人たちも多い。一方、韓国では、日本文化開放以前には、日本人が街で自

由に日本語をしゃべることさえはばかられたほどだったが、現在では、街に日本語の看板
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が良く見られ、若者が集まる、大学等が密集しているエリアには、日本のラーメン屋、日

本風の居酒屋、日本の洋品店が並んでいる。

日本統治時代の経験からくる国民感情により、日本文化、日本スタイルを否定的観点か

ら観察することが多かった韓国で、最近、韓国の若者の間では、多様な日本文化を堂々と

楽しむことによりソウルの明洞、大学路等の町風景が変わっている。

日本では「韓流」文化が流行して韓国文化の受容が進む一方で、韓国では「日流」・「日

本ＦＥＥＬ」という新たな日本文化の受容が若者達に拡大している。この現象について『東

亜日報』も次のように報じている。

「最近、韓国の若者の間では多様な日本文化を接することによりソウルの明洞、大学路

等の若者が集まる町の風景が変わっている。インターネット上でも、『日流』・『日本ＦＥＥ

Ｌ』という単語を入力すると数百個の日本ファッション関連サイトが検索できるほど、若

者達に日本文化が評判を得ている」94

今まで、隠れながら非合法とされる日本文化を楽しんできた若者達だったが、「日本文化

開放」により堂々と日本の文化に接触しながら自分達の新しい文化を作ってきた。それと

相まって日本における「韓流」の影響もあり、より自然に日常の中で日本文化を楽しむこ

とが出来、日本に対する拒否感も大幅に後退して行った。現在の日韓の間では「日流」・「韓

流」が自然に定着されつつ、共存の道を歩んでいると言える。

（２） 放送（ドラマ）部門での「韓流」受容の過程

以下では、日本における「韓国文化受容」の過程を、放送（ドラマ）部門・映画部門を

中心に論じる。

日本での韓国ドラマブームのきっかけの一つとして、2002 年 2月、6 月に日韓両国で放

送されたドラマ『フレンズ（Friends）』が注目される。

韓国のＴＢＳ放送局が子会社と 2 年がかりで作り上げ、出演者もスタッフも日韓双方か

ら参加し、脚本や演出も前後編で分担して制作した、初めての完全な日韓共同制作のドラ

マとなった。韓国ではＭＢＣ地上波で放送され、平均視聴率 17.5％を記録した。日本では

ＴＢＳ地上波で放送され、視聴率は 15％程度（関東地区）で期待ほど高くなかったが、歴

史的な問題を前面に出さないことで、両国が課題を乗り越え、心を通わせるための一助に

なったと評価されている95。

また、2002年 6 月からは、2001 年に韓国で放送され、最高視聴率 42％96を記録したドラ

マ『秋の童話 オータム・イン・マイ・ハート』が、名古屋テレビで放送された。

この時期から、韓国ドラマはＢＳ放送、地域放送局、ＣＳデジタル放送など多様な媒体

を通じて日本で視聴され始め、韓国ドラマをきっかけに韓国に関心を持つ視聴者も増えた。

日本での韓流ドラマブームをさらに押し上げたのは、ぺ・ヨンジュンとチェ・ジウ主演

のドラマ『冬のソナタ』（ 韓国での原題は『冬の恋歌』）である。韓国放送公社（ ＫＢＳ ）
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が制作したこのドラマは、韓国では 2002 年１月から 3 月まで、週 2 回、計 20 回にわたっ

て放映された。韓国国内で平均視聴率 20％を超える高視聴率を獲得し、これを受けてアジ

ア各地でも相次いで放送され、急速に人気が広まるようになった。日本では、ＮＨＫのＢ

Ｓ２で 2003 年 4 月から放送が始まり、2003 年 12 月には再放送され、2004 年 4 月からは

地上波のＮＨＫ総合テレビでも放映された。

『冬のソナタ』は、『春のワルツ』、『夏の香り』、『秋の童話』等の季節シリーズドラマ（ユ

ン・ソクホ演出）の一つの作品だったが、美しき冬の景色を背景とする豊富な映像イメー

ジにより作品完成度が高く、多くの日本の視聴者の共感を得た。ドラマの撮影地だった江

原道の春川、南怡島（ナミソム）は観光名所にもなった97。『冬のソナタ』のヒット以降、

韓国ドラマは地上波・地域民間放送・ＢＳ／ＣＳ放送・ＶＯＤサービス・ ＤＭＢ／ＩＰＴ

Ｖなど多様な媒体から放映されることとなった。

日本の第一生命経済研究所のマクロ経済分析レポート（2004 年 12 月 10日）は、日本の

『冬ソナ』ブームが韓国と日本の経済に及ぼす影響について次のように述べている。

「韓国への経済波及効果（間接効果まで含めた総合生産誘発額）は１兆 1,906 億ウォン、

日本への経済波及効果は 1,225 億円に達する。ドラマ撮影地への観光ツアー増加などを通

じて、2004年 4 月から 10 月までの 7ヶ月間で、韓国への日本人観光客数は 18万 7,192 人

増加し、低迷する韓国経済に 299.5 億円の観光収入増加をもたらした。『冬ソナ』効果によ

る 2004 年度の国内消費増加額は 364 億円、さらに、第一次経済波及効果（直接的な支出

増加額を含む）として 2.7 倍の 984 億円の生産誘発効果があった。雇用者所得の増加によ

る消費支出増の効果も考慮した第二次間接効果まで含めた総合生産誘発額は、3.4 倍の

1,225 億円に達する。また、『冬ソナ』の成功は、コンテンツ産業が海外展開を通じて大き

な経済波及効果をもたらすことを示した好例である。日本のコンテンツ産業は、世界第 2 位

の市場規模を誇るが、これまで日本は海外への展開については消極的であったが、今後は、

コンテンツ産業の育成・国際展開の支援を図っていくことが重要だろう」98

韓国の 2008年 11 月 25 日付の『中央日報』によれば、「『冬のソナタ』を日本に販売する

ことにより、ＫＢＳが得た収益は 270億ウォン（約 17 億円）であったが、日本もその 40

倍を越す１兆 2,000 億ウォン（約 784 億円）の利益を上げた99。ドラマの人気によりＤＶＤ、

写真集、アクセサリーなどの関連商品の販売額が大きく伸びた」としている。

ＮＨＫ放送文化研究所では、1980 年代から日本のテレビ番組の国際性に着目し、番組輸

出入状況や日本制作番組などについてＩＣＦＰ-Japan との共同研究として持続的に調査分

析を実施しており、日本のテレビにおける輸入番組、日本制作番組の中の外国要素、メイ

ンニュースにおける外国報道の占める比率について分析している。

その結果からみると、地上波放送の場合、アメリカ制作番組が 8 割を超えるなど、これ

までと同様、アメリカからの輸入が圧倒的に多いことが読み取れた。しかし衛星放送につ

いては、韓国が 37.9％でトップ、2 位のアメリカが 34.6％と（2011 年調査）、この 2 か国
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で全体の 7割以上を占めていた。また、アメリカの番組が、時事、教養や「ＡＢＣニュー

ス」、「Head Line News」といったニュース、スポーツ、それにドラマ等分野が多岐にわた

っていたのとは対照的に、韓国の番組はほとんどドラマであった100。

（３） 映画部門での流入過程

日本では、韓国ドラマより先 2000 年に、映画『シュリ』が日本映画界に進出して注目さ

れ、更に 2002 年、サッカー・ワールドカップの共同開催をきっかけに、韓国に関する紹介

番組が急増し、韓国に対するマスコミの関心が増加し始めた。当時、130 万ドルで輸出され

た『シュリ』は、130 万名の観客を動員し人気を集め、「韓流」の基礎を形成することにな

ったともいえる。その後、『共同警備区域ＪＳＡ』の上映が続き、2003年には、『猟奇的な

彼女』が上映され、3 か月間約 45億ウォンの興行記録を残し、ＤＶＤ販売でも 10 万枚が売

れ、38 億ウォンの収益を上げた。

日本国内での韓国映画上映は 2004 年から本格的に行われるようになった。2000 年～2003

年の間には年間封切り映画が 10 編台にとどまっていたのが、2004 年には『シルミド』、『ブ

ラザーフッド』など 30 編に急増した。2005 年には 61 編が公開され、映画輸入国としては、

アメリカに続き韓国は第 2 位となった101。

収益面に着目すると、2004 年の『私の頭の中の消しゴム』が興行収入約 300 億ウォンを

記録し、『シュリ』の興行記録である約 180 億ウォンを越え、日本での韓国映画史上最高の

興行成績を収める等観客動員に成功した。『私の頭の中の消しゴム』は 2004 年末当時最高

輸出価格（270 万ドル）で日本へ輸出された。ドラマ部門での収入と比較してみると、2004

年のドラマ『天国の階段』が約 5 億ウォン、『パリの恋人』が 7 億ウォン、2005 年『悲しい

恋歌』が当時韓国ドラマ史上の最高価 40億ウォンの収益であった102ことと比べ、映画の収

益が高額であったことが判る。

しかし、日本映画界での「韓流」バブルの時代は、終わっているとの指摘も出てきた。

2006 年には、日本で上映された韓国映画は、34 編で、2005 年の 61 編の 55%にとどまった。

韓国内で最大興行記録を出した映画『怪物』が 2億 8,000 万円、『トンマッコルへようこそ』

が 3 億円程度の興行収入にとどまり、予想を下回る結果になった。その前年に『私の頭の

中の消しゴム』、『外出』が各々30 億円、27億 5,000 万円の興行記録を出したのと対照的で

ある103。

他方、韓国映画が衰退しているのと対照的に、この時期、日本映画界は第 2 次黄金期を

迎えている。2006 年 11 月まで全体興行収入 1749 億円の中、日本国内で日本産映画が 53%

である 935億円を記録した。日本産映画が、日本国内の全体興行収入の半分を超えたのは

1975 年以降 30 年ぶりであった104。

次の表からも読み取れるように、2001年制作、2002 年封切りの『猟奇的な彼女』、2005

年封切りの『私の頭の中の消しゴム』、『外出』等の興行成功とともに韓国映画に関する関
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心は持続してきたが、興行に成功するキラーコンテンツ105の制作に間に合わなかった点な

どの指摘もあるように、韓国映画は、放送「韓流」に便乗した一時的現象にとどまる結果

となり、2006 年以降の映画輸出は急激に減少した。2007 年度の映画輸出額は 324 万＄で、

前年対比（1,039 万＄）約 32％106にとどまった。

2006 年現在、トップの興行成績を収めたのは、『私の頭の中の消しゴム』（300 億ウォン）

であった。映画『私の頭の中の消しゴム』は日本のＴＶドラマ『Pure Soul－君が僕を忘れ

ても－』（脚本：唐木希浩）が原作であったことが成功の要因の一つであったと考えられて

いる。

【表Ⅳ－17】韓国映画の対日本主要輸出事績（2006年現在）

映画名 制作年度 販売価格（ドル） 備考

シュリ 1998 年
130 万

観客動員 130 万名

興行収入 180 億ウォン

ＪＳＡ 2000 年
200 万

観客動員 100 万名

興行収入 120 億ウォン

猟奇的な彼女 2001 年 興行収入 50億ウォン

オールドボーイ 2003 年 230 万

チューブ 2003 年 300 万

殺人の追憶 2003 年 300 万

ブラザーフッド 2003 年 興行収入 150 億ウォン

シルミド 2003 年 興行収入 60億ウォン

僕の彼女を紹介します 2004 年 観客動員 137 万名

興行収入 182 億ウォン

スキャンダル 2004 年 観客動員 90万名

私の頭の中の消しゴム 2004 年 270 万 興行収入 300 億ウォン

甘い人生 2005 年 320 万

外出 2005 年 700 万推算 興行収入 275 億ウォン

怪物 2006 年 470 万 予定

出典：『韓流研究課題開発のための基礎調査』韓国文化観光政策研究院、2005 年、20 頁。

（４）韓流文化の拡散と「反韓意識」、「嫌韓意識」の顕在化

「韓流」は、中国・台湾などの中華圏を初めとして、日本・タイなどアジア全地域に新

たなブランドを創出しながら拡散していった。そして、ドラマから始まった「韓流」は、

文化的ブームにとどまらず、様々な分野での経済的波及効果、韓国ブランドイメージを向
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上させる等の社会的波及効果を生み出した。文化商品の輸出増加に加えて、日韓両国の経

済的上昇効果を生み、両国相互の観光客の増加、関連コンテンツ商品を開発する新事業に

よる雇用創出、また韓国文化に接することにより韓国の認知度が高まる契機にもなったが、

その一方で、「反韓」、「嫌韓」意識の顕在化という新たな問題を引き起こすことになった。

この現象について、韓国の『京郷新聞』も次のように報じて、一方的な文化の輸出に警

鐘を鳴らしている。「反韓流・嫌韓流の動きは看過できない問題である。反韓流・嫌韓流問

題の主要原因は一方的な文化輸出にあり、今後の韓流は一方通行ではなく、相手文化に対

し、開いた心と尊重の姿勢を持って相互疎通と交流をより活性化させるべきである」107

また、『国民日報』も「韓国放送映像産業振興院における放送プログラム輸出の中、2006 年

にはドラマの輸出が減少し、一本当たりドラマの輸出単価も下がる傾向が見られ、これら

の現象は反韓流・嫌韓流の影響であると指摘した」108

ここで、日本のマス・メディアにおける「韓流」という語の使用状況を分析する。

日本のマス・メディアにおいて「韓流」という語が使われ始めたのは、『朝日新聞』、『毎

日新聞』等が東アジアにおける「韓流」について初めての記事を組んだ 2001 年 12 月頃か

らであるが、これが直ちに大きな議論に広がることはなく、日本メディアにはこれを積極

的に取り上げようとはしなかった。ただし、「２チャンネル」を始めとする、各種日本語イ

ンターネット掲示板等においては、東アジアにおける「韓流」現象がいち早く取り上げら

れ、活発な論議が展開されていた。このことは、その後の日本における「嫌韓論」的論議

の始まりにもつながったとみられる109。

【表Ⅳ－18】 日本メディアにおける「韓流」取扱い記事の掲載回数

年度 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞 産経新聞 四紙計

2001 2 0 1 2 5

2002 6 0 2 4 12

2003 3 2 1 4 10

2004 254 184 160 144 742

2005 581 386 384 369 1720

2006 257 169 173 217 816

計 1103 741 721 740 3305

出典：木村幹「ブームは何を残したか」『ポスト韓流のメディア社会学』、215 頁。

日本中で「韓流」が受容されていく中、韓国に対する否定的な意見も出るようになった。

2005 年 7 月 26 日発刊された『マンガ 嫌韓流』は山野車輪による漫画作品で、嫌韓をテー

マとしており、竹島領土、韓国併合、歴史教科書問題等の日韓問題について、韓国側の主

張を批判する観点から描かれている。続編として『マンガ 嫌韓流 2』、『マンガ 嫌韓流 3』、
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『マンガ 嫌韓流 4』があり、また、『韓国のなかの日本』シリーズや『マンガ 嫌中国流』

などの派生作品も出版された。

ユン・ジェシクは、『マンガ 嫌韓流』の中で現れ始めた、「嫌韓意識」は、様々な分野に

も影響を与えつつ、その変化を見せていたとして、放送分野への影響を次のように分析し

ている。

「韓流ドラマを定期編成しているＴＶ放送局数は、日本全国 127 局の地上波放送局の内、

2005 年 2 月には 64局まで上ったが、2008 年には 31 局になり、5 割以上の減少率をみせて

いる（表Ⅳ－19 参照）。そのうち、韓流ドラマをプライム時間帯（午後 7～11時）に編成し

ている局は、31 局の内 8 局で、8 局全ては、全国ネットワーク系列局に含まれない独立Ｕ

ＨＦ局（地方局）という状況であったとしている」110

この時点で「韓流」ドラマは日本国内のＴＶ放送の中心からやや離れた位置づけになっ

ていたことが読み取れる。

【表Ⅳ－19】 日本の放送局の韓流ドラマ編成数

2005 年 2 月 2006 年 2 月 2007 年 8 月 2008 年 3 月

放送局数 64 36 29 31

ドラマ本数 19 21 26 32

出典：ユン・ジェシク『文化産業としての韓流：アジア 4 カ国を中心に』韓国放送映像産

業振興院、2008 年、18 頁。

【表Ⅳ－20】 日本の放送局の韓流ドラマ編成内訳（2007～2008 年）

編成内訳 放送局数 内訳

新規編成 11 群馬ＴＶ、南海放送、奈良ＴＶ放送、福井ＴＶ放送、富山ＴＶ放

送、北海道放送、長崎文化放送、静岡第 1ＴＶ 、ＴＶ新潟放送網、

千葉ＴＶ放送、秋田ＴＶ

編成中断 9 ＴＶ岩手、東北放送、名古屋ＴＶ放送、朝日放送、ＲＫＢ毎日放

送、熊本朝日放送、大分朝日放送、鹿児島読売ＴＶ、琉球朝日放

送

編成縮小 1 ＴＶ埼玉、

編成拡大 5 京都放送、岐阜放送、サンＴＶ、ＴＶＱ九州放送、札幌ＴＶ放送

出典：ユン・ジェシク『文化産業としての韓流：アジア 4 カ国を中心に』、18 頁。

2007 年の時点で『朝日新聞』は、「韓流」・「嫌韓流」現象を文化の越境による一時的な衝

突と位置付けて報道している。「韓流と嫌韓流は、ポストモダン化によって解体された主体
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を取り戻すという点で共通する。韓流は『東アジアとの連帯』、嫌韓流は『日本の主張を堂々

と語る』という逆の方向性で思想を実践する。文化の越境は直線的には進まない。相手の

アイデンティティとの出合いは、衝突を引き起こし、反日、嫌韓が台頭し、両国関係が悪

化することもある」111

また、木村幹は「この時期は、日本の戦後の経済成長の転換点に当たっていた。このよ

うな中、中国、韓国経済の台頭が、日本人のナショナル・アイデンティティにも影響を与

えざるを得なかった112。」と分析している。

一方チョン・スヨンは、『マンガ 嫌韓流』は、韓流を批判したマンガというより、領有

権問題、韓国併合、歴史教科書問題等の日韓の懸案について、韓国側の主張を嫌悪・批判

する内容が中心に描かれているとの認識も下、次のように指摘している。

「『冬のソナタ』、韓流ブームの内容はマンガの最後の部分に付録のように載せているだ

けであったが、2005年に韓国・中国で発生した反日デモ関連ニュースが日本のマスコミに

よって大々的に報道されたことを契機に出版された事実もあり、『マンガ嫌韓流』現象は、

日本人の、韓流に対する論理的対応というよりは一部日本人の『歴史事実に対する感情的

対応』だと批判する声もある」113

この現象に関する、韓国政府の今後の動きについて『ＥDaily』は、韓国政府が韓流の一

方的輸出からアジア地域中心の共同制作活性化などにより相互理解を原則とする文化交流

に転じていくことを報じている。

「日本・中国等漢字圏等を中心に現れている反韓認識問題と関連して、韓国への抵抗を

和らげ、韓国のイメージを刷新し、相互理解の文化交流を進めていく方策の一環として、

韓国文化観光部等を含む政府機関は民間企業と協力し、文化産業の海外市場活性化をサポ

ートすべく、中国・日本・ベトナム等のアジア地域国家中心の共同制作プロジェクトや海

外進出企業への支援等の事業が行われた。また韓国の全国経済人連合会は、韓国文化商品

の世界進出が拡散している中、韓国文化産業の海外進出活性化を支援するため、知的財産

権侵害が急増している問題に関して、著作権侵害への対応問題、アジア地域国家中心の海

外共同制作活性化などを積極的に推進していくことを明らかにした」114

そして、この政策に従い、日本でも 2006 年に、韓国ＳＢＳ、日本ではフジテレビジョン、

ＢＳフジなどで放送された『天国の樹』は韓国の現地化戦略により、日本人俳優を起用し、

ドラマ全体が日本で撮影された。また、ドラマ『輪舞曲』（ロンド）は、韓国の Yedang Company、

日本ＴＢＳが共同制作し、韓国と日本の俳優が出演する合作作品として制作放映された。

しかし朴順愛は、国策的な文化輸出政策、官製文化振興策がこの問題を引き起こしている

ことを、次のように指摘し、韓国政府による政策そのものを批判している。

「『韓流』にはまっている日本の熱狂的ファンは、少数に限定されており、韓国映画・ド

ラマは一部層のものである。また韓流タレントの高いギャランティー、韓流放送権の急騰

などもあり、2005 年以降『韓流』は急速に衰退している。このような現象は金大中政権以
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降、国として進めている映画産業育成及び海外市場進出戦略に対する日本側の不満が表出

されたものである。『韓流国策論』が広がる中で、『マンガ 嫌韓流』といった反韓行動に同

調する傾向が高まっている」115

ブームとは一般的には、一時的な流行を表す言葉であり、その意味で「韓流」ブームも

将来的に終わる日が来ると考えられる。しかしこれも、「文化交流」の一つの現象であり、

この現象をきっかけにした交流は続いていくことになる。アジア全域に広がった日本文化

「日式文化」も、映画、ＴＶドラマ、音楽をコンテンツとする「日式」から、マンガ、ア

ニメ、ゲームという新たなコンテンツを背景に「ネオ・ジャポニスム」などと姿を変え、

現在でも人々の心の中に生き続けており、新たな交流が行われている。「文化交流」として

のこの「韓流」ブームを発展させ、より良い交流を継続させるためには、何が必要なのか、

今一度考える時期にあるのではないだろうか。

前述のとおり、韓国政府は、現在の「韓流」現象を一時的かつ表面的なものから、より

深淵な文化の潮流とするためには、19 世紀の日本文化の世界化に寄与した「ジャポニスム」

による相互文化交流や、21 世紀の「ネオ・ジャポニスム」の成立の背景と新たな文化交流

等の事例を研究しつつ、今後の文化政策を立てていくことも一計である116。

また、田中耕太郎も「国際的文化交流においては、その目的が何であれ（たとえ文化帝

国主義的でも）、国際文化交流が実践されたならば、その目的や意図とは別の『真の』文化

交流の効果が発揮される。なぜなら、各民族は、それぞれ固有の芸術文化を創造しながら、

他国民と同様な美の理念を持っているために、多民族の文化を理解しうるからである」117と

述べ、国際文化事業を実践し、文化交流が進めらることによって、理念とは無関係に、事

実上の相互理解が進展するとしており、今後この交流の成果を、実のあるものにしていく

ことが求められている。

現在指摘されている「韓流」ブームの衰退の現象に対しては、コンテンツの共同制作と

いうような小手先の技術的手法ではなく、国内の文化産業は保護しつつ、自国文化の海外

発信と輸出振興に重きを置く、現在の文化政策の見直しを行う必要がある。相手国の文化

に対しても敬意を払いつつ広く受け入れ、一方的でなく双方向の文化交流によって、お互

いに認識と理解を深めていくという、文化が本来持っている社会的影響力・対話力を引き

出すような、地道で長期的な政策と取り組みが必要である。

また、日本人の「嫌韓」意識の顕在化によって、「韓流」の波及・浸透活力が減速してい

るという側面は確かにあると思われる。しかし、（政府主導の）「韓流」文化の波及が、直

接的に日本人の「嫌韓」意識の顕在化の主たる要因とは考えにくい。この点については終

章で取り上げて分析・考察することとしたい。

第３節 政治的対立の先鋭化と文化交流の進展による日韓相互認識の変化
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日本の内閣府は、1978 年から毎年「外交に関する世論調査」を実施している。他方、不

定期的であるが日本の『朝日新聞』と韓国の『東亜日報』は 1984 年から、日本の『読売新

聞』と『韓国日報』は 1995 年以来、継続して日韓両国民の相手国に対する意識（好感度、

現在の日韓関係）などに関する世論調査を共同で実施している。これらの調査を分析する

と、1998 年前後からは両国間における相互好感度が高まっていた。しかしながら、一時的

には、緊張した関係となり両国間における相互好感度が下がっていたことがわかる。この

間、日韓の間には、相互好感度に影響を与える、いかなる問題が存在していたのであろう

か。

本節では、韓国における「日本文化開放」、日本での「韓国文化受容」の文化的要因と、

日韓両国間の政治的要因が日韓関係においていかに作用し、相互認識の形成にいかなる影

響を与えたのかを、日韓の共同世論調査を分析することにより解明し、これからの日韓関

係をも考察することを試みる。

１ 日韓間における政治的対立の背景

東アジアには、経済発展の差や貧困の問題、二国間摩擦の増大と地域安保問題、金融通

貨問題や人権問題、環境問題などさまざまな地域問題が存在する。

日中間では、2005 年度に靖国神社参拝問題をはじめ、東シナ海（尖閣諸島）の海洋資源

の開発、歴史教科書の摩擦などをめぐって関係がより険しくなり、ついに 4 月には中国全

国の主要都市で反日デモが頻発した。そして、2012年 9 月の日本政府による尖閣諸島国有

化を契機にさらに険悪化し、一触即発の危険な状況は現在も続いている。

また、日韓の間でも同様に、歴史教科書問題、竹島（独島）をめぐる領土問題、靖国神

社参拝問題、従軍慰安婦問題により、不安定な政治情勢が続いており、東アジアの政治的

関係は、戦後の枠組みを変える大きな転換期に差し掛かっていると考えられる。

ここで、現在の日韓間の主な政治的問題について次表で簡単に考えてみよう。

【表Ⅳ－21】 日韓間における政治的対立の先鋭化された主な時期（1996 年-2012 年）

日本側 年度 主な歴史問題 韓国側

EEZ 竹島起点主張

EEZ 関連日本政府側立場

表明

1996 年 2 月

3 月

竹島（独島）領有

権問題

EEZ 関連韓国政府側基本立場

表明

第 52 次ＵＮ人権委員会

での決議案

1996 年 4 月 従軍慰安婦問題 法的責任の観点からの補償

を日本政府に求める

扶桑社出版の中学校歴

史教科書、文部省の検定

2001 年 4 月 教科書記述問題 「歴史教科書を検定合格さ

せることは政府がこれらの
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を通過 教科書の歴史観を公認する

ことだ」という主張で歴史教

科書の修正を求める

小泉首相の公式的靖国

神社参拝

2001 年 8 月

2002 年 4 月

2003 年 1 月

2004 年 1 月

靖国神社参拝問

題

韓・中・北朝鮮など周辺国か

らの批判

竹島（独島）切手発行に

抗議

2004 年 1 月 竹島（独島）領有

権問題

竹島（独島）切手発行

島根県「竹島の日」条例

可決

2005 年 3 月 竹島（独島）領有

権問題

島根県「竹島の日」条例に対

する抗議、条例の廃棄を促す

扶桑社出版の教科書を

含め 8 種の歴史教科書、

地理教科書の文部省の

検定通過

2005 年 4 月 教科書記述問題 歴史歪曲事実が是正されて

ないことに反発

島根県「竹島の日」一周

年行事開催

2006 年 2 月 竹島（独島）領有

権問題

外交部、論評で有感表示

文部省、竹島を日本固有

の領土であることを高

等歴史教科書に乗せる

ことを各出版社に指示

2006 年 3 月 教科書記述問題 日本高等教科書問題に対す

る抗議

竹島周辺海底水路探査

計画 IHO 通報

2006 年 4 月 竹島（独島）領有

権問題

海底水路探査計画中断を促

す

安倍総理による従軍慰

安婦への強制性否認発

言

2007 年 3 月 従軍慰安婦問題 韓国政府、日本政府に対し、

公式的謝罪を要求

文部省、「中学校学習指

導要領解説書」の中に

「竹島」明記強行

2008 年 7 月 教科書記述問題 国土部、日本「中学校学習指

導要領解説書」問題と関連、

対国民声明発表

2008年 10月 従軍慰安婦問題 ＵＮ人権委員会での「市民的

政治的権利に関する国際規

約」発表を機に、韓国外交通

商部は声明の中で「歴史に目

をつぶる国に未来はない」と

日本政府を批判
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竹島を日本固有の領土

であることを載せた教

科書の検定通過

2010 年 4 月 教科書記述問題 韓国国会で「日本の社会科教

科書独島領土表記検定承認

取消しを求める決議案」が可

決

日本政府から国際裁判

所への提訴の表明があ

ったが、韓国政府は拒否

2012 年 8 月 竹島（独島）領有

権問題

李明博前大統領の竹島上陸

出典：『外交白書』外交通商部(1996～2013 年)、『外交青書』外務省(1996～2013 年)、『竹

島イッシュ 60 年及び韓国の領土主権』東北亜歴史財団、2012 年等に基づき筆者が作

成。

まず、2001年には歴史教科書問題、小泉総理大臣の靖国神社参拝が外交問題化した。歴

史教科書問題については、4月に発表された日本の中学校歴史教科書の検定結果に対し韓国

が再修正を要求し、日本側は 2 箇所については訂正する必要があると判断し、７月に検討

結果を韓国に伝えた。しかし、韓国は、これを不十分とし、日本文化開放の追加措置を中

断する等の措置を公表した。また、靖国神社参拝問題については、8 月 13 日に小泉総理大

臣が参拝したことに対し、韓国から遺憾の意の表明があった。

歴史教科書問題は、その後の首脳会談において、両国政府が歴史専門家の共同研究会を

立ち上げることにて合意し、現在も共同研究が行われている。靖国神社参拝問題について

は、「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会」が開催されているが、

未だ結論はでていない。従軍慰安婦問題について、日本政府は、1965 年の日韓基本条約に、

日本と韓国及びその国民間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」と明

記されており、法的に解決されたとの立場である。しかし、2011年 8 月 30 日、韓国の憲法

裁判所が「韓国政府が日本軍慰安婦被害者の賠償請求権に関し具体的解決のために努力し

ていないことは違憲」との判決を下し、韓国政府が両国間協議の開催を要求するに至り政

治問題化している。

また、竹島（独島）をめぐる領有権問題については、2005 年 3 月 25 日に島根県が「竹島

の日」を条例で定めたことから政治問題化し、同年 4 月 19 日には海上保安庁による海洋調

査問題から韓国が重大な挑発行為として反発し対日姿勢を強めた。

2010 年 4 月には、韓国国会本会議において、「日本の社会科教科書独島領土表記検定承

認取消しを求める決議案」が可決された。3 月 30 日、日本の文部科学省が公表した、検定

申請された小学校と高等学校の教科用図書すべてを合格とする検定結果を受けたものであ

る。2011 年から小学校及び高等学校で使用される教科用図書の検定において、竹島が日本

の領土であることを本文又は地図上で明記した 5 種類の小学校社会科用教科図書が合格し

たことに対し韓国国会は 4 月 2 日、当該図書の検定合格取消しを求める決議案を可決した。
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その後 2012年 8 月には、李明博大統領が韓国の現職大統領としては初めて竹島を訪問し

たことから、再度政治問題化し、その後両国の関係は冷え切った状況が続いている。

２ 文化的・政治的レベルにおける日韓相互認識の変化

（１）分析に使用したデータ

分析には、①日本の『朝日新聞』と韓国の『東亜日報』の共同世論調査、②日本の『読

売新聞』と韓国の『韓国日報』の共同世論調査、③日本内閣府による世論調査を用いる。

その分析対象期間は、韓国における「日本文化開放」が行われた 1998 年前後ら、日本にお

ける「韓流ブーム」が形成された 2003年から 2013 年までの期間とする。各世論調査の調

査方法は見直されることがあり、少しずつ変わって行くため、ここでは 2010 年のものを基

準として例示的に表記する。

１）日本の『朝日新聞』と韓国の『東亜日報』の共同世論調査：不定期的であるが 1984年

以来、継続して行われている、日韓両国民の相手国に対する意識（好感度、現在の日韓関

係）等に関する世論調査。

日本側では、全国の有権者から層化無作為 2 段抽出法で 3,000 人を調査対象とし、4 月

20 日に調査票を発送し、5 月 25 日までに届いた調査票による調査。

韓国側では、全国の 19 歳以上の男女から割り当て法で 1,000 人を調査対象とし、6 月 3

日の電話調査を行った。

２）日本の『読売新聞』と韓国の『韓国日報』の共同世論調査： 1995 年から不定期的に実

施している、日韓両国民の相手国に対する意識（相手国への信頼度、現在の日韓関係）等

に関する世論調査。

日韓とも、20 歳以上の男女を調査対象とする 4 月 9日～11 日の間のＲＤＤ方式による電

話聴取で行った。

３）日本内閣府による世論調査：1978年から毎年実施し、日本と諸外国との関係、経済協

力等に関して聞いている、外交に関する世論調査。

全国 20 歳以上の者から層化 2 段無作為抽出法で標本数 3,000 人を調査対象とし 10 月 21

日～10 月 31日の調査員による個別面接聴取法で行った。

分析には上記 3 調査を用い、各世論調査の時系列変化を中心に、韓国における「日本文

化開放」及び日本における「韓国文化受容」を軸にした考察を行う。
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（２）日本人の対韓認識

まず、日本の『朝日新聞』と韓国の『東亜日報』による、日韓両国民の相手国に対する

意識（好感度、現在の日韓関係）などに関する共同世論調査を用い、日本人の韓国に対す

る認識の変化を見てみよう。

【図Ⅳ－1】 日本人の韓国に対する好感度
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出典：『朝日新聞』・『東亜日報』共同世論調査、1984 年～2011 年に基づき作成。

この調査で、日本人の韓国に対する好感度は、80 年代半ばから 90 年代半ばに至るまで、

「好き」を示す数値は、1 割前後だったものが、1999 年から著しく上昇に転じ、2005 年に

は下降している。しかし、「どちらでもない」が 6割から 7 割と、韓国人に比較して明確に

好き嫌いの意見を持つ者は少数で、多数は中立的意見、あるいは浮動的層であることが特

徴である。また、全体の変化は小幅である（図Ⅳ－1 参照）。

1989 年 1 月以降、韓国からの海外旅行が完全に自由化されたこともあり、両国間の人的

交流はますます活発化しており、89 年の日韓間の訪問者総数は、合わせて 200 万人に達し

ていた。こうした動向を踏まえ、盧泰愚大統領の訪日時には、査証手数料の免除及び 1 年

間有効の数次査証の発給を含む「査証簡素化書簡」の署名が行われた。1990 年 5月、盧泰

愚大統領訪日を契機に行った調査では、盧大統領訪日の成果を両国民がどのように受け止

めているかが焦点だったが、調査結果を見る限り、日本側の謝罪後も、互いの相手国を見
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る目は必ずしも好転してない。

「盧大統領が 5 月に来日した時、過去の日韓関係について、日本側から謝罪の発言があ

りました。あなたは、これで十分だと思いますか」の質問に関して、韓国人は「十分」8％、

「不十分」79％と否定的であったのに対し、日本人は「十分」52％、「不十分」30％と、概

ね肯定的な意見であり、両国民の意識には隔たりがあった118。

前述のとおり、1994年には孔魯明駐日韓国大使が、日本映画の段階的受け入れをすべき

との発言をするなど、韓国政府内でも日本文化の開放に関する議論が始まり、金永三政権

は日本の映画や歌謡曲などの大衆文化を段階的に解禁していくという「三段階開放」を基

本方針として発表したが、1995 年の日本の国会における「戦後 50 周年決議」の問題や翌

1996 年の竹島（独島）問題の再燃により凍結されてしまった119。

1995 年の調査120では、日本と韓国の関係について、韓国では「うまくいっている」13％、

「そうは思わない」48％と、韓国での意見がかなり否定的であったのに対し、日本は「う

まくいっている」41％、「そうは思わない」41％と拮抗していた。

1995 年 6 月には、日本の国会における「戦後 50 周年決議」調整の難航、渡辺美智雄元副

総理・外相による「日韓併合条約」発言で、韓国内で日本への批判が高まった。95 年、96

年は、韓国の元従軍慰安婦の人たちが日本政府に補償を求めている問題もあり、日韓間の

歴史に残る深い溝を改めて浮き彫りにした年でもある。

「過去の償い」に関する質問に対しては、韓国の「十分だ」０％、「不十分だ」87％に対

し、日本は「十分だ」26％、「不十分だ」56％で、「戦後賠償」問題に関しては日本と韓国

の顕著な意見の差が見られた。これに加え、「韓国などの元従軍慰安婦の人たちが、日本政

府に補償を求めています。この問題で政府は補償すべきだと思いますか」の質問に対し、

日本の調査では、「補償すべきだ」58％、「そうは思わない」29％であった。

その後、日本人の好感度は 1999 年頃を境に上昇しているが、これは 1998 年 10月 8 日の

金大中大統領と小渕首相による「21 世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ共同宣言」

が発表され、日本文化開放が実施されるなど、新たな交流関係が構築されたことも原因と

考えられる。2000 年以降日本人の好感度は多少の上下はあるものの好転していると言える

が、嫌いと答える数値は調査開始以来変わらず 20％程度の横ばいで推移していることが、

特徴的である。

その間、2004 年 1 月には、韓国において竹島を主題とした切手が発行され、日本は韓国

に対して厳重抗議した。当時の朝日新聞では、「日本の総務省は 7 日、韓国の郵政当局が日

韓とも領有権を主張している竹島（独島）を題材にした記念切手を今月 16 日に発行する計

画に対し、再考を求める書簡を昨年 9月に送っていたことを明らかにした」121と述べてい

る。また、2005年 7 月には、日本の中学校の教科書として採択された、『新しい歴史教科書

（扶桑社）』の記述問題が発生し、緊張した関係となり数値が悪化した時期もあった。しか

し、日本人の好感度は「どちらでもない」との数値が常に 6 割から 7 割を占め、両国間の
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政治的対立の先鋭化に大きく反応しないことが特徴だと言える。

次に、韓国における「日本文化開放」と、日本における「韓国文化受容」を通じて、日

本人の対韓認識がどう変化してきたのかを、内閣府の世論調査を通じて考察する。2008 年

から 2013 年の調査をもとに、「日本文化開放」が実施された 1998 年前後から最近までを中

心として日本人の対韓認識の変化を見てみよう。

【図Ⅳ－2】 現在の日本と韓国との関係（日本人の対韓認識）

出典：内閣府、「世論調査報告書：外交に関する世論調査」2013 年に基づき作成。

韓国における日本文化開放が行われた、1998 年からを中心に見ると、1998 年頃からは、

現在の日本と韓国との関係について、「全体として良好だと思う」の割合が増加し、2001 年

度は一時的に下がったものの、2002 年からは回復し、2002 年、2003 年には、58.3％、59.8％

と急上昇していた。

ここから見ると、日本人の韓国観の特徴は、明確に好き嫌いの意見を持つ者は、全体の

30～40％で、60～70％の多数は、中立的意見、あるいは極論すると関心の薄い層、浮動的

層であるとも考えられる。そして、この層が、その時々の政治状況や経済環境などにより、
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左右に振れることによって、その時代の全体的傾向（ムード）を作り出しているようにも

思われる。

1996 年は、前述のとおり、金永三政権が発表した日本大衆文化を段階的に解禁していく

という「三段階開放 」の基本方針が凍結された時期でもあったが、竹島問題が再燃し、数

値が悪化した。その後、1998 年 10 月の韓国における「日本文化開放」、2003 年頃からの日

本における「韓流現象」の影響で、対韓認識が変化・好転していった。

歴史認識には溝があるものの、文化への関心は高まり、日本で、韓国の映画や歌を見た

り、聞いたりしたいという人が 23％、韓国を訪問したことのある人では 3 割を超えた。一

方、日本の大衆文化の公開が規制されている韓国でも、日本の大衆文化に関心を寄せる人

が 20 代では 20％を超えるなど、若い世代の日本文化に対する思いが感じられる122。

1998 年 10 月の韓国における「日本文化開放」以後、韓国映画『シュリ』は 1999年秋の

東京国際映画祭にて上映されたのち、2000 年 1月 29 日に一般公開されヒットし、18 億円

の興行収入をあげた。また、2001 年からは『ＪＳＡ』など韓国映画も徐々に上映されるよ

うになった。その後、2002 年サッカー・ワールドカップ日韓共同開催などが後押し役とし

て機能し、韓国旅行や民間交流も活発化した。

2002 年は、ワールドカップ日韓共催を契機に、5 月末から 6 月末までの１か月間、両国

国民の交流を一段と深めるための事業を積極的に行った。具体的には、音楽、演劇等の共

同制作から江戸時代の外交親善使節（朝鮮通信使）を再現する市民交流まで、多様な文化

交流事業を実施され、草の根交流事業も行われた。両国間の交流と相互理解を一層堅固に

することを通じて、2002 年は日韓の協力関係にとって極めて重要な、また歴史的な年であ

った。このような認識の下に、日本は、2002年 1月 1 日から、韓国国民に対する査証を大

幅に緩和した。

しかし、一転して 2001 年には、歴史教科書問題や小泉総理大臣の靖国神社参拝問題等が

発生した。歴史教科書問題については、４月に発表された日本の中学校歴史教科書の検定

結果に対し、韓国が再修正を要求した。日本で精査した結果、２か所については訂正する

必要があると判断し、７月、検討結果を韓国に伝達した。しかし、韓国は、これを不十分

とし、日本文化開放の追加措置を中断する等の措置を公表した。靖国神社参拝問題につい

ては、8 月 13 日に小泉総理大臣が参拝したことに対し、韓国から遺憾の意の表明があった。

こうした日韓間の諸課題を乗り越え、首脳間の個人的信頼関係を築くことを目指し、両国

間で協議を重ねた結果、以下のとおり、大きな進展が見られた。

まず、歴史教科書問題については、10月の首脳会談において、両国政府が歴史専門家の

共同研究会を早期に立ち上げるために協力し、同研究会の円滑な運営を支援していくこと

で意見の一致を見た。靖国神社参拝問題については、10 月の首脳会談において、小泉総理

大臣から、内外の人々がわだかまりなく平和の祈りを捧げられる場についての検討会を年

内にも立ち上げたい旨表明し、12 月には、「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方
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を考える懇談会」第１回会合が開催された。また、北方四島周辺水域における韓国漁船の

操業問題については、協議を継続した結果、年末に妥結し、韓国漁船は同水域において操

業しないことになった。さらに、3 月の小泉総理大臣の訪韓では、首脳会談において、種々

の具体的な協力を着実に実施していくことを再確認した。

日本文化開放に関しては、歴史教科書問題や小泉首相の靖国神社参拝問題などの否定的

な対日感情の増幅により、2001 年 7月 12 日の凍結宣言によって追加開放が一時中断された

が、2003 年 6 月 7 日の日韓首脳会談の後、2004 年 1 月より映画、レコ－ド及びゲ－ムソフ

ト販売をすべて開放した。また、放送分野についても、制限は残っているものの大幅な開

放措置がとられた。

文化交流の面では、2003 年 4月からは、NHK-BS2 の海外ドラマ枠で『冬のソナタ』が放

送され、2004 年、2005 年には『宮廷女官チャングムの誓い』が大ブレイクし、徐々に韓国

ドラマに関する関心が高まった。このような「韓流現象」の影響などもあって、上のグラ

フに見るとおり、韓国とは逆に日本では日韓関係に肯定的な評価が高まっていった。

2004 年 1 月には、韓国で竹島（独島）を主題とした切手が発行され、日本が抗議した事

件、2005年 7 月の日本の中学校教科書、『新しい歴史教科書（扶桑社）』の記述問題などで、

両国はギクシャクした関係となった。しかし、その後数値が急回復していることから見て

も、歴史問題などの政治問題が両国の認識に一時的に障害にはなるものの、文化交流が、

両国民の相互理解と信頼度を向上させるという効果が伺える。

2005 年 4 月 27 日付の『朝日新聞』は－『韓流ブーム』韓国に「親しみ増加」－との見出

しで、「韓国とのかかわりで増えたものを、選択肢から選んでもらったところ、韓国の映画

やドラマを見ることが 34％だった。日本では、30～50 代女性の約半数を占め、『冬ソナ・

ブーム』の影響をうかがわせる。日本では 40％の人が、韓国の大衆文化に触れることで韓

国に対する親しみが「増した」と答えた。これに対し、98 年以降、日本の大衆文化開放が

進んだ韓国で同様の質問をしたところ、「増した」と答えた人は 16％にとどまった。韓国で

日本の映画やドラマを「よく見る」と答えた人は 3％しかいないが、この中で日本に対する

親しみが「増した」と答えた人が 7 割もいた。対日感情の改善につながるヒントといえそ

うだ」と報道している。

2006 年 10月 9 日、安倍首相が韓国を訪問し、盧武鉉大統領と首脳会談を行った。この会

談では、日韓両国が基本的価値を共有するパートナーとして、未来志向の友好関係構築に

努力することで一致し、日韓両政府は国民間交流を促進すべく、2006 年以降を「ポスト友

情年」と位置づけ、９月にはソウルで「日韓交流おまつり 2006」を開催した。

韓国政府も、2007 年に「四天王寺ワッソ 2007（11月 4 日）」、「第 7 回日韓歴史家会議（11

月 16～18 日）」、「第 3 回日韓交流お祭り（10月 20～21 日）」、「朝鮮通信使 400周年記念事

業」などの民間レベルの交流を支援し、両国の交流事業は活発化した。

2008 年度の調査では、現在の日本と韓国との関係については、「全体として良好だと思う」
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とする者の割合が 49.5％（「良好だと思う」6.7％＋「まあ良好だと思う」42.8％）、「全体

として良好だと思わない」とする者の割合が 45.9％（「良好だと思わない」12.9％＋「あま

り良好だと思わない」33.0％）となっていた。

そしてその後は連続して、「良好だと思う」の数値が「良好だと思わない」を上回り、良

好な意識関係にあったが、2012 年 8 月の李明博大統領による竹島（独島）上陸などによっ

て両国の政治対立は一気に先鋭化し、日本人の対韓意識も悪化した。2012 年調査では「良

好だと思わない」とする数値は、過去最高の約 8 割にも達し、「良好だと思わない」とする

数値も過去最低の 18％に落ち込んだ。しかしこの調査は両国間の関係の良し悪しを問う調

査であるので、両国間の関係を的確に把握している（把握するようになった）とも理解で

きる。いずれにしても、両国の前述の『朝日新聞』・『東亜日報』共同世論調査でも明らか

なように、日本人の意識は政治的対立には冷静で、大きく反応しないことが特徴と言えた

が、今回の意識変化は一時的なものなのか今後注視する必要があると思われる。

（３）韓国人の対日認識

本項では、韓国人の日本に対する認識の変化を考察するが、まず日本の『朝日新聞』と

韓国の『東亜日報』がおこなっている、日韓両国民の相手国に対する意識（好感度、現在

の日韓関係）などに関する世論調査を見てみよう。

【図Ⅳ－3】 韓国人の日本に対する好感度

出典：『朝日新聞』・『東亜日報』共同世論調査：1995 年～2011 年に基づき作成。
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（10 年度調査では「韓国人の日本に対する好感度（好き・嫌い）」の設問が無かった。）

この調査で、韓国人の日本に対する好き嫌いは、90年代半ばから 2000 年代に至るまで、

「好き」が 1 割前後・「どちらでもない」が 2割から 4 割・「嫌い」が 4割から 7割弱と、

図１に見る日本人に対する調査に比較して、明確に好き嫌いを判断する意見が多いのが特

徴である（図Ⅳ－3参照）。

「好き」を示す数値は、図１にみる日本人の数値と同様に、1999年から上昇に転じ、2001

年、2005 年には下降している。また、「嫌い」は「好き」とは逆現象で、1999 年頃下降し、

2001 年、2005 年には上昇している。

日本の大衆文化は開放される以前から韓国に浸透し、若年層を中心とする韓国人の中に

日本に対する親近感を育んできた。90年代に入って進展した文化交流・人的交流と大衆文

化の浸透、そして日本文化に親しんだ新たな世代の社会進出が、反日感情緩和の一つの要

因となり、1995 年から 2000 年にかけて「好き」の数値を少しずつ押し上げ、「嫌い」の数

値を大きく引き下げたと見ることも出きる。

しかし、2001 年に入り、「教科書問題」と「靖国神社参拝問題」が外交問題として取りあ

げられ、両国間の政治問題となるに至り、このナショナリズムを背景に、2001 年の調査で

は、「嫌い」が 57％、「どちらでもない」が 31％となっている。

米国での同時多発テロ事件を発端に、国際情勢はめまぐるしく動いた。同時多発テロ事

件は、米国ばかりでなく日本、韓国、中国でも多くの国民のそれまで持っていた国際政治

に関する理解や考え方に、少なからず影響を及ぼしたと考えられる。韓国、中国では「日

本が嫌い」という人が 6 割前後に達し、昨年に比べて、日本に距離を置く人がじわりと増

えた。米国同時多発テロ事件に関連して、米国の軍事力行動への支持や自国の米国への協

力姿勢などを質問したが、日本、韓国では米国に好意的な見方が目立ち「同盟国としての

米国」が人々に浸透している様子がうかがえる。一方、中国では、テロ事件の結果、対米

外交で関係改善の動きが見られるものの、一定の警戒感を持って米国を見る人々が少なく

ないようである123。

2005 年は戦後 60 周年の節目を迎えたが、歴史問題で依然日本に厳しい視線が向けられ、

解決法も手探りが続く。2005年 3 月には、朝日新聞・東亜日報に中国社会科学院が共同で

世論調査を実施している。

靖国神社問題は韓国・中国と日本の関係において常に摩擦の原因となっている。「小泉首

相の参拝をめぐり、9 割が「反対」する韓中に対し、日本は「賛成」が半数を超え、対照的

な結果となった。靖国神社を、日本では 66％の人が「戦死者を追悼する所」と見ているの

に対し、韓国・中国では 6 割が「軍国主義の象徴」と答え、靖国神社の位置づけが全く異

なる。過去の歴史問題を将来、解決出来るのか。「可能だ」との答えは、中国で 53％、日本

が 50％と肯定的な見方が多数となった。韓国はやや悲観的で「可能だ」は 33％だった。で
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は、どんな方法が解決に有効だと見るか。3 国共通して約 2 割の人が「歴史認識を一致させ

るための共同研究」を挙げた。これに加え、韓国の場合、日本側の竹島（独島）領有権主

張、扶桑社刊歴史教科書問題、政府関係者の過去に対する失言などが韓国人の対日感情を

刺激し、これの影響で「嫌い」が韓国では 63％の結果となった124。

一方、読売新聞・韓国日報の 2005 年の調査では、「日韓関係を悪化させる要因」を聞い

ている。この質問に対し、韓国人は、竹島（独島）問題（94.0％）、過去問題に関する日本

側の不十分な反省と謝罪（63.6％）、韓国の歴史観が排除された日本歴史教科書問題

（44.3％）、韓国側の過去問題提起（27.9％）、小泉首相の靖国参拝（27.5％）、日本との経

済的ライバルの関係（16.8％）の順であった。これに対し、日本人の答えは、竹島（独島）

問題（65.0％）、韓国側の過去問題提起（53.4％）、韓国の反日教育（41.6％）、日本歴史教

科書問題（27.4％）、小泉首相の靖国参拝（25.0％）の順であった。（『韓国日報』2005年 6

月 10 日付朝刊参照）

その後、2011 年の調査では、韓国人の「嫌い」、「好き」、「どちらでもない」の数値が、

いずれも 3割強となる画期的な結果となった。過去最高でも 17％であった「好き」とする

数値が 30％を超え、2005 年には 60％を超えていた「嫌い」は 30％台に減少したが、近年

の意識の変化の原因には、後述する 2005 年に『朝鮮日報』が行った、新世代の日本に対す

る認識の調査などを総合的に判断すると、特に若年層の意識の変化があると考えられる。

それでは、同じく『読売新聞』と『韓国日報』による世論調査用い、韓国人の日本に対

する認識の変化を考察する。

【図Ⅳ－4】 韓国人の対日認識（現在の日韓関係)

出典：『読売新聞』・『韓国日報』共同世論調査、1995 年～2013 年に基づき作成。
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この調査では、「現在の日韓関係」についての良し悪しを聞いており、1995年には良・悪

がほぼ拮抗していたが、竹島（独島）、従軍慰安婦問題の発生もあって、1996 年に大きく悪

化した。2000 年前後には、「良い」が 31％まで回復されたものの、前述のように、2005 年

には、日本の『新しい歴史教科書（扶桑社）』の記述問題が発生するなど、歴史問題で日本

に厳しい視線が向けられ、関係が悪化し数値も悪化した（図Ⅳ－4 参照）。

1995 年は、日韓条約調印 30 周年にあたり、それを機に、読売新聞社と韓国日報社が共同

の世論調査を開始したが、国に対する「印象」をも聞いている125。

日本人の韓国に対する印象は「良い印象」が 49％・「悪い印象」が 39％であった。ちな

みに、北朝鮮に対しては「良い」10％・「嫌い」78％である。それに対して、韓国人の日本

人に対する印象は、「良い」30％・「悪い」68%であり、対北朝鮮には「良い」24%・「悪い」

69%である126。

1998 年からは、韓国で日本大衆文化が段階的に開放されることになったが、「日本文化開

放」に関する日韓両国の世論調査を実施した。韓国内での調査では日本文化開放に対し「歓

迎する」という答えが 65％、「歓迎しない」という答えも 23％と決して少なくないものの、

金大中政権の開放政策はおおむね支持されていた。一方、日本の調査では、「歓迎する」が

87％にまでのぼっていた。また、日本文化開放前後、韓国での日本語熱は一層高まり、日

本の国際交流基金が 1998 年 12 月に 33 ヶ国・地域で行った日本語能力試験に、韓国では 3

万 9000 人余りが応募し、全体の 3 割強を占めた。1993 年の同基金調査では、世界で日本語

を学ぶ約 160 万人のうち、韓国は約 82万人でトップだった127。

2002 年 5 月末から 6 月末までの１か月間、サッカー・ワールドカップが日韓両国により

共催され、これを契機に、同年 7 月には朝日新聞・東亜日報が大会直後に調査を実施した。

ワールドカップに関する感想を聞く質問の中で、「ワールドカップを機会に、あなたは、韓

国（日本）の人や文化を以前より身近に感じるようになりましたか」に対する質問に、「身

近に感じるようになった」と答えた人が、韓国：54％、日本：53％だった。また、ワール

ドカップを開催したことで、日本と韓国との関係は、今より良い方向に進むと思いますか

との質問に対しては、「良い方向に進む」と答えた人が、韓国：79％、日本：79％で、両国

間の好感度がかなり高まった128。

また、2004 年 12月、光復後 60年（戦後 60 年）を期に、弾圧統治の記憶を残した日本に

対する韓国民の考えについて朝鮮日報が行った調査では、国民の 26.8％が日本に対し「好

感を持つ」（非常に 3.2％、少し 23.6％）と答え、43.7％は「拒否感がある」（非常に 9.4％、

少し 34.3％）と答えた。「これといった感情がない」と答えた人は 29.5％だった。そして、

好感度は低い年齢帯（20代 32.3％）、サービス職（35.5％）が相対的に高かった。1991年、

ソウル大学社会発展研究所の国民意識調査では、「拒否感がある」が 69.7％で「好感がある」

は 13.2％であったので、大きな変化が見られる 。

2005 年に『朝鮮日報』が行った、新世代の日本に対する認識の調査では、2002 年には日
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本が「好き」と答えた 20 代の比率は 29.1％であったのが、2005 年には 36.0％に増加して

いる。また 21～25 才（33.2％）よりも 16～20 才（38.7％）の方が高かった。加えて 2003

年 9 月の調査では、「移住を希望する国」を問う質問で、20 代は 2.5％だけが日本と答えた

が、2005 年の調査では 15.3％ が日本と答え、全体の 3 位を占めた。日本に対する新世代

の認識が友好的になりつつあることを示す例と言える。

その後、2012 年 8 月 10 日の李明博大統領による竹島上陸を受け、8 月 21 日、日本政府

は、国際法に基づいた平和的な解決を検討したいとの考えで、竹島（独島）の領有権問題

を、国際司法裁判所へ合意付託すること、日韓紛争解決交換公文に基づく調停を行うこと

とについて提案した129が、これに対し、韓国政府は強硬に反発した。例えば 2012 年 9 月 27

日、野田首相が国連総会の演説で国際司法裁判所へ提訴と、管轄権を主張する等竹島問題

について言及したことに対して、韓国のキム・ソンフアン外交通商部長官は、玄葉日本外

相との会談の際、この件に対して不快感を示した130。

このように、李明博大統領による竹島（独島）上陸などによって両国の政治対立は一気

に先鋭化したが、韓国人の意識は全体的に大きな変化を見せていない。韓国人は日韓関係

を「悪い」とする数値が毎年平均的に 6 割～7 割と高いのが特徴であるが、この数値は変わ

らず、「良い」としていた 32％が 19％に減り、それが「分からない」にシフトしただけで

あると言える。この結果を、前述の内閣府の「外交に関する世論調査」（【図Ⅳ－2】日本人

の対韓認識）と対比し分析すると、政治的対立の先鋭化に対して、日本人は余り反応せず、

韓国人は大きな反応を示すという、従来の認識とは異なるものとなっており、今後の動向

を注視して更に分析する必要があると考えられる。

このように見てくると、文化開放による日本文化の流入は、新しい文化の吸収力が高い

と考えられる若年層から、韓国文化に確実に影響を与えていると思われ、また、広く韓国

社会にも様々な影響をもたらしていると考えられる。

３ 文化交流が相互認識の深化に果たした役割

今まで見てきたように、日韓両国民の相手国に対する意識は、政治的要因によって影響

を受け、敏感に反応し変化している。また、日本人は韓国人に比較して、相手国に対して

明確に意識（好き嫌い）を持つ者は少数で、多数は中立的意見であり、その変化は小幅で

あることが特徴である。これに対し、韓国人は明確に好き嫌いを判断する意見が多く、そ

れゆえ、好き嫌い、両国間関係の良し悪しの変化についても振れ幅が大きいのが特徴であ

ると言える。そして、政治的問題等による韓国の「反日」感情の高まりに呼応する形で、

日本人の感情の変化が働き、負の連鎖を繰り返しているようにも見える。このように考え

ると、日本人の韓国観は、日本人のナショナリズムの一構成要素という「思想的」見方と

同時に、韓国の「反日」思想に対する「感情的」な対立軸（アンチテーゼ）と考えること

も出きる。
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日本人の韓国認識、韓国人の日本認識はいずれも、日韓間の葛藤、日本内の葛藤、韓国

内の葛藤といったものがすべてインプットされ、政治状況から国際条件まで様々な要因を

背景として、力関係で決まる。決して静態的なものではない131。

戦後の日本人の韓国観について、鄭大均は次の 3 期に分けて整理している132。

第 1 期：無関心・避関心の時期（1945－1965 年）日本統治の終焉から国交正常化まで

第 2 期：政治的関心の時期（1965－1983 年） 国交正常化からほぼ 20年間

第 3 期：文化的関心の時期（1984 年～） 韓国ブームから今日に至る

第 1 期での日本人の韓国観は、極めて否定的なものであり、それは朝鮮半島の朝鮮人よ

りは在日朝鮮人を念頭においたもので、特徴的なのは、無関心と避関心の態度であった。

第 2 期では国交正常化に伴い、大量の日本人観光客が韓国を訪れ、また資金や技術や情

報が日本から韓国に流れるというように、ヒトやモノやカネが、一方的に隣国に移動する

というインバランスの関係を指すものであった。

第 3 期は、この時期を境に商業ジャーナリズムが韓国論の世界に進出するようになり、

日本人の隣国への関心を文化的、娯楽的、大衆的なものに変える契機となる。この時期に

隣国文化への関心が高まったのは、国際化論や異文化論という時代の潮流に連動するもの

であると同時に、韓国人との交流の増大に対応するものであった。

この認識に従い寺沢正晴は、日本人の韓国観の形成過程において、韓国と北朝鮮の動向、

在日韓国・朝鮮人の動向が、重要な規定・制約要因であるとし、次の通り分析している。

「日本人の韓国観は、日本人のナショナリズムの一構成要素として位置づけられる。日本

人のナショナリズムは、日本人の価値観を構成する一つの要素であり、憲法観・戦争と平

和観・個人と社会観などの、政治や社会に対する観念と直接的に関連し、暮らしに対する

満足感などの、生活に密着した実感とも、間接的に関連している133。戦後日本人の韓国観

は、時代の変化に応じて変化し、好意的な意識・感覚と非好意的な意識・感覚とが併存し

て拮抗し、90 年代初めには、反日感情の高まりや嫌韓感情の台頭という傾向も見られた。

しかし、若年層を中心とする交流の広がり等、両国民の相互理解と、隣人としての適切な

距離上での、対等で自然な関係へ向けた端緒が生まれていることも、事実である」134

また、韓国人の日本観についても、鄭大均は同様に3期に分け、次の様に分析している135。

第 1 期：無関心・避関心の調合による忘却の時期（1945－1965 年）

第 2 期：誘引と反発、関心と反関心、模倣と敵意の競合の時期（1965－1982 年）

第 3 期：自己挑戦が対抗意識に代わる次期（1984 年～）

第 1 期は、日本の朝鮮統治の終焉から日韓基本条約が調印されるまでの 20 年間の軍政期

で、植民地文化の「無徴化」や「韓国化」を行おうとした時期であるが、韓国化が即非日

本化ではなかった。植民地時代の法律は、そのまま韓国語のそれに、世界文学全集はその

まま韓国語版のそれに置き換えられていくが、ここにはモノは消えてもコトは残るという

状況であった。軍政期は、意外にも植民地（日本）文化が旺盛に受容された時期であり、
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反日と郷愁、憎悪と愛着が多くの韓国人の心の中に共存する時期であった。

第 2 期は、国交正常化から教科書問題が起こる 82 年までの 17 年間であり、国交正常化

に伴い一方的にヒトやモノや資本が日本から韓国に流れ込み、日本への関心の高まりと同

時に、知識人を中心に「経済侵略」や「文化侵略」の声が高まった時期である。

第 3 期は教科書問題の発生時点から現在に至る時期であり、リフォーム・ナショナリズ

ムが大韓民族主義とでも呼ぶべき膨張主義的なナショナリズとなり、日本への意識が対抗

意識に変わっていき、今日の意識が形作られていったと考察している。

寺沢正晴も、「1980 年代後半から 90 年代半ばにかけての韓国の反日感情は、『漢江の奇跡』

と称された経済成長、オリンピックの成功による国際的地位の向上などによる、ナショナ

リズムの高揚が基盤である。そして、戦後韓国のナショナリズムは、反日・反共の国家政

策による要素が大きく、世界唯一の単一民族を自称し、韓民族－韓国人の優秀性とその文

化の優位性を強調した、『自国民族優位主義』教育にもとづく世界認識よる、民族主義的要

素が大きいナショナリズムである」136と分析している。

このように、韓国人の「反日感情」は、戦後韓国が反共・反日の二大支柱によって、民

族の団結と連帯を強化する政策をとってきたことに原因があると思われる。反日政策の目

的の一つには、36 年間の植民地支配による「屈辱の歴史」の回復がある。そのためには、

「韓民族優位主義」の思想によって、韓民族の日本民族に対する優位性を示すことが一つ

の重要なテーマとなり、反日感情はそのような歴史観にもとづく教育を続けて来たこによ

るところが大きいと考えられる。

韓国人の意識の中には、日本に対する敵意、蔑視や不信を基調とする否定的で過去志向

的なイメージや感情と同時に、未来志向的な敬意、賞賛や信頼を基調とする肯定的なイメ

ージや感情が共存し交錯していると言える。そして、この様な意識に支えられた自国の優

越感、自信や尊厳が損なわれる事象（政治的問題等）が発生する都度、その認識は「反日

感情」として顕在化すると分析できる。

一方前述のとおり、各種の調査、新聞記事などを総合的に判断すると、「日本文化開放」

による日本文化の流入は、広く韓国社会にも様々な影響をもたらしており、韓国文化に確

実に影響を与えている。また「日本文化開放」による韓国文化産業への影響・社会文化の

影響など否定的な影響は微々たるもので、むしろ韓国内文化産業の競争力強化に寄与した

との肯定的な意見に変わっている。この事実は、韓国側が日本文化の完全開放に踏み切っ

た原因の一つにもなり、韓国国民にも日韓文化交流への肯定的価値観が形成されることに

繋がった。そしていま一つ、「韓流ブーム」がもたらした日本における「韓国文化受容」は、

日本人の対韓認識・対韓意識にも影響を与えており、また、「日本文化の開放」も韓国人の

対日認識にも影響を与えていると考えられる。

前述のとおり、2012 年 8 月の李明博大統領による竹島（独島）訪問を受け、その直後、

比較的良好だった日韓関係が冷え込んだ時期の、『読売新聞』、『韓国日報』の共同世論調査
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を見ると、旧来の両国民の意識の質的な変化をもたらしていることが分かる。この調査は、

2013 年に日韓両国で同時に「日本と韓国の間の関係をよりよくするため、優先して解決す

るべき問題はなんですか。」の質問をしたが、この質問に対し、日本では、竹島（独島）問

題、自由貿易協定（ＦＴＡ）の締結、在日韓国人の地方選挙権、従軍慰安婦問題等の順で

答えが多かったのに対し、韓国では、竹島（独島）問題、従軍慰安婦問題、日本の首相の

靖国神社参拝問題、自由貿易協定の締結の順で答えが多かった。さらに「相手国の文化に

関して興味や関心を持っているもの」に関しての質問では、日本での答えでは、韓国料理、

歴史、観光地、テレビドラマ、韓国舞踊等伝統文化、映画の順で答えが多かったのに対し、

韓国では、観光地、家電製品・自動車、マンガ・アニメ、歴史、文学の順で日本のことに

関心を持っていたことが分かった 。つまり、両国民とも政治的問題に関してはほぼ同じ問

題を認識しており、意識の擦れ違いは解消されつつあると見ることも出来る。さらに、興

味や関心の対象は、若者を対象とした大衆文化から、歴史、観光、食文化、伝統文化に至

るまで、従来では考えられないほど幅広く、奥深いものとなっており、文化的にも変化し

ていることが読み取られる。

川村湊は、現在の日韓の文化交流は、両国が同質性な社会へと変化してきていることと

無関係ではないとの認識に従い、新たな文化交流の姿を次のように述べている

「日韓間の現在の文化交流は、統治時代に日本が文化的な『同化』を強要したこととは

異なり、韓国社会、韓国人に主体的に日本文化を受容する姿勢が生み出されてきているこ

とを示している。それは皮肉にも、日韓の両社会が同じような『問題』や『困難』に突き

当たっていることの自覚であったといえるかも知れない。文化という点において、経済や

政治と同じように“同じ土俵”の上に乗っているのであり、これまでの非対称的な関わり

でない並行的な新しい関係が生まれてきていると言えるのである」137

このように、日韓間における大衆文化の交流が、政治は政治、文化は文化として切り離

して、様々な課題とはひとまず別々に進められることは、両国の関係が少しずつではある

が成熟化の方向に向かい、未来志向の新たな関係構築につながる動きとして評価できる。

文化力やソフト・パワーの議論が盛んになってきた背景には、グローバル化する社会の中

で、国益の追求と達成に向けて文化を利用するという発想自体が、活発になっていること

がある。また、この「グローバリゼーション」は、新しい情報技術の利用によって、「文化

受容」の過程がますます容易となることから、「文化侵略」など多くの論争を引き起こし、

民族や宗教などの違いを背景に持つ紛争の要因となっているが、日韓間の文化交流では、

この様な論議になっていないこと自体が幸いである。

日韓間の関係を、将来に向かってさらに改善していくためには、今後も長い年月をかけ

た外交努力と、文化を始めとする交流による相互理解の深化による、地道な解決策を志向

していく必要があると思われる。そのためには、政府だけでなく、企業、ＮＧＯ、市民レ

ベルなど多様な相互交流が必要であると考えられる。そして特に、政府間協力に限界があ
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るとすれば、なおさら市民社会の協力とネットワーク作りが大切であり、お互いの文化芸

術の交流を盛んに進めることに意義があると思われる。

近年の、インターネットの急速な普及など情報通信技術の発達による「情報交流」、両

国の査証（ビザ）制度の改善などによる「人的交流」、日本文化開放による「文化交流」

の量的増加によって、一般国民の理解度・親密度は向上していると思われるが、現時点で

はこの変化が直ちに好感度の変化につながってはいない。しかし、調査ではいつも「韓国

人の反日感情」と「日本人の無関心」が特徴として指摘されてきたが、今後のこのような

交流とネットワーク作りが進み、理解度・親密度が高くなるにつれて、お互いに対する関

心と理解が深まり、徐々に好感度も高くなっていくと思う。

文化交流は、短期間に直接的なメッセージや情報を伝えるものではないが、長期的に、

人間の感情とか感性という計算できない心の部分に少しずつではあるが影響を与えるもの

であり、確実に両国民の意識の変化と相互理解に繋がっているとも考えられる。両国の関

係を長期に亘って安定したものにしていくためには、文化交流などの交流の活性化と持続

化が重要であり、歴史問題などの政治問題が両国の認識に一時的に障害にはなるものの、

文化交流が、両国民の相互理解と信頼度を向上させ、将来的には新たな日韓関係の構築に

向けた礎になるといえよう。

注

1 『文化政策白書』2004 年、475-476 頁を参照。
2 『ハンギョレ新聞』2003 年 6 月 9 日付、『聯合ニュース』2003 年 6 月 7 日付の「日韓首

脳共同声明」全文参照。
3 ＊『聯合ニュース』2004 年 4 月 9 日付。
4 『外交白書』外交通商部、2007 年、52 頁。
5 大阪の四天王寺は世紀 593年に聖徳太子の発願により百済から建築職人を招き、建築さ

れた寺院。これを記念し、1990 年から大阪市の史跡難波宮跡にて毎年開催される祭り。

1990 年在日韓国人系信用組合の関西興銀が中心となり、第一回「四天王寺ワッソ」が開

催されたが、2001 年関西興銀の破綻による資金難で一時中止、2004 年ＮＰＯ法人大阪ワ

ッソ文化交流協会の主催により再開された。キム・ウンジョン外＊「日韓祭りの百済服

飾再現に関する研究」『大韓家庭学会誌』第 49巻、大韓家庭学会、2011年、14-15 頁等

を参照。
6 『外交白書』外交通商部、2008 年、40 頁、142 頁。
7 ＊『盧武鉉大統領演説文集』第 5 巻（2007 年 2 月～2008 年 1月）、大統領秘書室、2008

年、113 頁。
8 『平成 22年版外交青書』外務省、2010 年、第 2 章、第 1 節。
9 『外交白書』外交通商部、2010 年、42-43 頁、『聯合ニュース』2009 年 4 月 9 日付。
10 『外交白書』外交通商部、2011 年、39 頁。『朝日新聞』2011年 1 月 25 日付。
11 『平成 24年版外交青書』外務省、2012 年、第 2 章、第 1 節。
12 『外交白書』外交通商部、2012 年、49 頁。
13 『平成 25年版外交青書』外務省、2013 年、第 2 章、第 1 節。



235

14 『文化政策白書』2005 年、91-99 頁を参照。
15 チェ・ジヨン他『文化産業海外進出支援政策研究』韓国文化観光政策研究院、2006 年、

７頁。
16 中村美子他「韓国の放送評価制」『放送研究と調査』日本放送出版協会、2007 年 10 月、

48 頁を参照。
17 『京郷新聞』2000年 12 月 20 日付。
18 放送委員会公聴会資料＊「放送評価に関する規則改正案の公聴会」2007 年、5月。

19 放送委員会＊『第 1期放送委員会白書（2000-2003）』2003 年、42-44 頁。＊「放送法 2000 年」

全文を参照。

20 『同上』、104-106 頁を参照。
21 放送委員会公聴会資料「放送評価に関する規則改正案の公聴会」を参照。
22 『同上』。
23 『同上』。
24 中村美子他「韓国の放送評価制」、49-50 頁を参照。
25 放送委員会公聴会資料「放送評価に関する規則改正案の公聴会」を参照。
26 ＊『視聴者苦情処理報告書』放送委員会、2007 年、16-17 頁を参照。
27 『同上』。
28 ＫＢＣ ＩＮＤＥＸ(韓国放送委員会指数、受容者評価指数)、ＫＩは、放送評価制の構

成要素、すなわち内容、編成、運営のうちの内容の部分の評価項目の一つ。ＫＩが意義

深いのは、ＫＩ以外の項目は全て放送局から提出される資料を用いているものの、ＫＩ

は視聴者調査による直接評価を点数化している点である。2004 年から研究がスタートし、

実際に放送評価制に反映させ始めたのは 2006年から。『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文

化研究所、2007 年 10 月、51-52 頁を参照。
29 ＊『放送番組品位指数の開発及び調査研究』放送通信審議委員会、2013 年、27-45 頁を

参照。
30 ＊『2005 年度ＫＩ受容者評価調査総合報告書』放送委員会、2006 年、9 頁を参照。
31 ニュース、報道、ドキュメンタリー、生活情報、討論、教育・文化芸術、アニメ、ドラ

マ、バラエティー、音楽ショー、クイズ・ゲームショー、映画、コメディー、スポーツ、

インフォテインメント（情報、娯楽）。放送委員会＊『テレビ番組ジャンル設定基準に

関する研究』2004 年を参照。
32 ＊『慶尚日報』2012 年 3 月 19 日付。
33 ＊『ソウル経済』2012 年 8月 2 日付。
34 中村美子外「韓国の放送評価制」、54-55 頁を参照。

35 放送委員会の放送評価制度の問題点を指摘し、代案を提示した研究としては、キム・ヨンホ

＊『放送評価論』100 年グルサラン、2004 年等が出版されている。

36 『放送番組品位指数の開発及び調査研究』、45-48 頁を参照。
37 文化観光部資料＊「韓スタイル（Han Style）育成総合計画発表」2007年、2 月。『文化

政策白書』2010 年を参照。
38 文化観光部資料「韓スタイル（Han Style）育成総合計画発表」。
39 『文化政策白書』2010 年、179 頁。
40 ＊『世宗学堂運営評価体系研究』文化体育観光部、2013 年、38 頁。

41 『同上』、3頁。

42『世宗学堂運営評価体系研究』文化体育観光部、55-65 頁を参照。
43 韓国法制研究院＊『国家ブランド向上のための法制改善方案研究』国家ブランド委員会、



236

2011 年、38-39 頁。
44 ＊『李明博大統領演説文集』第 １巻（2008 年 2月～2009 年 1月）、大統領室、2009 年、

372 頁。
45 国家ブランド委員会報告会議資料＊『配慮し愛される大韓民国』2009年 3 月、１頁。
46 文化体育観光部資料＊「国家ブランド委員会出帆」2009 年、1 月を参照。
47 国家ブランド経営研究所＊『文化を通じた国家ブランド価値向上戦略の最終報告書』文

化観光部、2003 年、30-33 頁を参照。
48 国家ブランド委員会報告会議資料『配慮し愛される大韓民国』、5 頁。
49『同上』、11 頁。
50 金子将史「国家ブランディングと日本の課題」、4頁。
51『国家ブランド向上のための法制改善方案研究』韓国法制研究院、17 頁。
52 ＊『国家ブランド指数調査結果』国家ブランド委員会・サムスン経済研究所資料、2012

年、１頁。
53 『国家ブランド指数調査結果』国家ブランド委員会・サムスン経済研究所資料、2 頁。
54 『国家ブランド向上のための法制改善方案研究』韓国法制研究院、45-51 頁を参照。
55 『同上』、21 頁。
56 『同上』、18 頁。
57 金子将史「国家ブランディングと日本の課題」、1頁。
58 キム・ユギョン＊『国家ブランド価値向上のための国家アイデンティティの定立』韓国

法制研究院、2011 年、19 頁。
59 ユ・サンチョル＊『韓流の秘密』センガゲナム、2005 年 17 頁。
60 ユ・ジンホ＊『新韓流観光マーケティング』韓国観光公社、2003 年、3-4 頁。
61 イ・ジュンウン＊「韓流のコミュニケーション効果」『韓国言論学報第 47圏 5 号』、2003

年、7 頁。
62 ビョン・ミヨン＊『Ｋ－ＰＯＰが主導する新韓流：現況と課題』韓国コンテンツ振興院、

2011 年、5-6 頁。
63 木村幹「ブームは何を残したか」『ポスト韓流のメディア社会学』、ミネルヴァ書房、2007

年、210-211 頁。
64 ＊『韓流研究課題開発のための基礎調査』韓国文化観光政策研究院、2005 年、36頁を参

照。
65 『同上』、38-39 頁を参照。
66 『同上』、39 頁を参照。
67 『韓流研究課題開発のための基礎調査』韓国文化観光政策研究院、41頁を参照。
68 『聯合ニュース』2005 年 10月 10 日付。
69 『ソウル新聞』2006 年 5 月 12 日付。
70 ユン・キョンウ＊「中国での韓流受容及び抵抗と対応方案」『ポスト韓流：韓流再活性化

方案』国家安保戦略研究所、2008 年、25-27 頁。その他中国で刊行されている中国内で

の韓流受容・儒家思想と関連する研究としては、（張秉珏・陸明華他『韓流を目撃する』

上海人民美術出版社、2006 年）、（金健人編『「韓流」衝撃波現象に対する考察と文化研

究』国際文化出版公司、2008年）、（朱芹「『韓流』と文化ソフト・パワー―『チャング

ムの誓い』等の韓国ドラマを中心として」『韓国研究論叢』復旦大学韓国研究中心、2006

年 10 月）、（寒秋「文化の視角から『韓流』の流行を見る」『東北亜研究』吉林省東北

亜研究中心、2010 年 1 月）等が刊行されている。
71 『韓流研究課題開発のための基礎調査』韓国文化観光政策研究院、28-29 頁。
72 『同上』、29 頁。
73 ユン・キョンウ「中国での韓流受容及び抵抗と対応方案」、41 頁。



237

74 『韓流研究課題開発のための基礎調査』、32頁。
75 『同上』、34-35 頁。
76 ユン・キョンウ「中国での韓流受容及び抵抗と対応方案」、27-31 頁。
77 ユ・サンチョル『韓流の秘密』、１頁。
78 ユン・キョンウ「中国での韓流受容及び抵抗と対応方案」、32—33 頁。 
79 「同上」。
80 「同上」、35 頁。
81 ＊『全南日報』2013 年 11 月 4 日付。
82 特定地域からの類似な素材のドラマの輸入を避ける、海外輸入ドラマは各放送局の 1 日

の放送番組の内、全体ドラマ放送時間の 25％を越えられない等の内容を含んでいる。チ

ェ・ジヨン他『文化産業海外進出支援政策研究』韓国文化観光政策研究院、2006年、39

頁。
83 チェ・ジヨン他＊『文化産業海外進出支援政策研究』韓国文化観光政策研究院、2006 年、

37-39 頁を参照。
84 林夏生「大衆文化交流から見る現代日韓関係」『日韓共同研究叢書 14 戦後日韓関係の展

開』慶應義塾大学出版会、2005 年、254-259 頁。
85 朴順愛「日本における韓流実態と望ましい文化交流方案」『ポスト韓流：韓流再活性化方

案』国家安保戦略研究所、2008 年、1-2 頁。
86 林香里『「冬ソナ」にハマった私たち―純愛、涙、マスコミ、そして韓国』文芸新書、2005

年、144-162 頁。
87 ＮＨＫ衛星放送局海外ドラマ班編『「冬のソナタ」への手紙』アスコム、2006 年、1-2 頁。
88 ＮＨＫ衛星放送局海外ドラマ班編『「冬のソナタ」への手紙』アスコム、2006年、38-231

頁。
89 『同上』、232-238 頁。
90 チョン・スヨン＊「韓流マニアから見る韓流の意味及び日韓関係の展望－日本女性を中

心として」『メディア、ジェンダ・文化』第 11号、韓国女性コミュニケーション学会、2009

年 4 月、90頁。
91 三浦基、小林憲一「あらためて問い直す韓国ドラマの魅力」『放送研究と調査』 日本放

送出版協会、2008 年 1 月、54-55 頁。

92 韓国の放送文化振興院では、2011 年 11月 1 日～12月 12 日の間、韓国ドラマ視聴の経験

のある 10 代～60 代までの年齢層を対象（韓国 103 名、日本 110 名、中国 110 名）とし、

韓国・日本・中国同時で行われるアンケート調査を実施した。ユ・セギョン外『東北亜細

亜地域での韓国ドラマ受容に関する研究』放送文化振興院、2012 年、51頁。
93 ユ・セギョン外＊『東北亜細亜地域での韓国ドラマ受容に関する研究』放送文化振興院、

2012 年、85頁。
94 『東亜日報』2003年 11 月 14 日付。
95 『朝日新聞』2002年 5 月 31日付。
96 『同上』、2002 年 6 月 7 日付。
97 ＊『放送コンテンツのＯＳＭＵ実態分析を通じた競争力向上に関する方策』放送委員会、

2006 年、90-91 頁。
98 門倉貴史「日本の「冬ソナ」ブームが韓国・日本のマクロ経済に及ぼす影響」第一生命

経済研究所 マクロ経済分析レポート（2004 年 12月 10 日）、1-5 頁を参照。
99 当時、韓国のＫＢＳは、ＮＨＫに付加版権を販売した結果、追加収入を得ることはでき

なかった。 文化芸術と放送通信サービス及び製造業との連携は、生産と雇用を創造し経

済の拡大に繋がる。しかし韓国内でＯＳＭＵの戦略は、他国に比べまだ不備であり、Ｐ



238

ＰＬ(製品広告)活用を通じた付加収益創出、文化コンテンツ産業と他の産業間の連携な

どＯＳＭＵ企画がまだ不足しているのが実情である。『放送コンテンツのＯＳＭＵ実態分

析を通じた競争力向上に関する方策』放送委員会、2006 年を参照。
100 原由美子他「日本のテレビ番組における外国要素」『ＮＨＫ放送文化研究所年報 2011』

第 55 集、ＮＨＫ出版、2011年、67 頁。
101 『スポーツソウル』2003 年 10 月 2 日付。
102 『韓流研究課題開発のための基礎調査』、19頁。
103 『京郷新聞』2006年 12 月 28 日付。
104 『同上』、2006 年 12 月 28日付。
105 競争製品を追い越して市場を支配する文化商品またはサービスのことを称する、

killer application を文化・コンテンツ分野に適用したもの。『ハンギョン経済用語辞典』
106 ＊ユン・ジェシク『文化産業としての韓流：アジア 4 カ国を中心に』韓国放送映像産業

振興院、2008 年、、29 頁。
107 『京郷新聞』2006年 1 月 3日付。
108 『国民日報』2010年 11 月 6日付。
109 木村幹「ブームは何を残したか」、215 頁。
110 ユン・ジェシク『文化産業としての韓流：アジア 4 カ国を中心に』、17-19 頁を参照。
111 『朝日新聞』2007年 05 月 30 日付。
112 木村幹「ブームは何を残したか」215頁。
113 チョン・スヨン「韓流マニアから見る韓流の意味及び日韓関係の展望－日本女性を中心

として」、85 頁。
114 ＊『ＥDaily』2006 年 4 月 19 日付。
115 朴順愛「日本における韓流実態と望ましい文化交流方案」、10-11 頁。
116 ＊『中央日報』2006 年、2月 14 日付。
117 田中耕太郎「国際文化運動の理念」『改造』1937年 1 月号、改造社、20-23 頁。芝崎厚

士「田中耕太郎の国際文化論：「文化的帝国主義」批判の思想と行動」『国際関係論研究』

第 13 号、国際関係論研究会、1999 年、43 頁。
118 『朝日新聞』1990年 8 月 1日付。
119 林夏生「大衆文化交流から見る現代日韓関係」235-236 頁を参照。
120 『朝日新聞』1995年 7 月 29日付。
121 『同上』、2004 年 1 月 8 日付。
122 『朝日新聞』1997年１月 1日付。
123 『朝日新聞』2001年 12 月 25 日付。
124 『朝日新聞』2005年 4 月 27日付。
125 『読売新聞』1995年 5 月 23日・24 日。
126 寺沢正晴「1990 年代日本と韓国の相互認識」『日本大衆文化と日韓関係』(株)三元社、

2002 年、143 頁に詳しい。
127 『朝日新聞』1999年 1 月 4日付。
128 『朝日新聞』2002年 7 月 7日付。
129 『読売新聞』2013年、1 月 9 日付。『読売新聞』2012 年、8 月 11 日付。『平成 25 年版

外交青書』外務省、2013 年、第 2 章、第 1 節。
130 『京郷新聞』2012年 9 月 29日付。

131 石坂浩一「韓国人の日本観」『日韓「異文化交流」ウォッチング』（株）社会評論社、2002 年、

211 頁。

132 鄭大均『韓国のイメージ―戦後日本人の韓国観―』中央公論社、1995年、13-19 頁。



239

133 寺沢正晴「戦後日本人の韓国観」 山本武利編『日韓新時代―韓国人の日本観―』同文

館出版株式会社、1994 年、126-127 頁。
134 「同上」、149-151 頁。
135 鄭大均『日本のイメージ―韓国人の日本観―』中央公論社、1998 年、90-112 頁。
136 寺沢正晴「1990 年代日本と韓国の相互認識」『日本大衆文化と日韓関係』（株）三元社、

2002 年、142 頁。
137 川村湊「国際文化学から見た『韓流』映画論」『インターカルチュラル４』日本国際文

化学会年報編集委員会、2006年、69-74 頁。



240

第５章 日本政府の文化政策と国際文化交流

「韓流」文化がアジア諸国を席巻する 10 年程以前、1990 年代前半から、日本の映画、Ｔ

Ｖドラマ、Ｊ-ＰＯＰ、ファッションを中心とする日本製ポピュラー文化が「日式」文化と

呼ばれ、衛星放送、ケーブルテレビ、ビデオ、など多岐に渡るメディアを通じて、台湾、

香港からアジア諸国に波及し大流行した時代があった。

そして現在、日本の食文化（すし・焼き鳥・鉄板焼きなど）、服飾文化（デザイナーズブ

ランド・若者ファッション等）なども、世界中でポピュラーな物となっている。その中で

も特に、Cool Japan／Japanese Cool と呼ばれる日本大衆文化、ポップカルチャー（漫画・

アニメ・ゲームなど）は、過去の「日式」文化とは異なるコンテンツを中核に据えて、ア

メリカ、フランスなど欧米諸国でも高い人気を博しているが、この現象は、過去に日本文

化が西欧社会に巻き起こした潮流になぞらえて、「ネオ・ジャポニスム」・「第 2のジャポニ

スム」・「現代のジャポニスム」・「21 世紀のジャポニスム」などと呼ばれている。

アメリカ人ジャーナリストで、ニューズウィーク誌日本版の記者でもあるデーナ・ルイ

スは、1878年のフィラデルフィア万博への日本の出展の情景を交えつつ、この「第 2 のジ

ャポニスム」・「ネオ・ジャポニスム」を、明治時代の「（第 1 の）ジャポニスム」と対比し

て、次にように述べて日本文化がもたらした文化交流とその影響力を評価している。

「万博の目的は、アメリカの栄華の紹介だったが、日本政府が豪華な展示を行って主役

の座を奪い、アメリカ中が日本熱に浮かされた。それから半世紀近く続いた日本熱の中で、

芸術家や建築家、デザイナーたちは、異質な日本の美学を学び模倣した。だが、第一次大

戦の足音が忍び寄る頃、日本熱は消滅した。デザイン史家のハンナ・シグール（Hannah Sigur）

は、自著『デザインにおける日本美術の影響』に、日本的美的理念は取り入れ尽くされ、

それとは分からない程になったと書いている。『ジャポニスム』は、もう新しいものではな

く普通のものになっていた。そして歴史は繰り返される。1963年に『鉄腕アトム』が放映

されてから 50 年、『クール・ジャパン』という言葉が生まれて 10 年ほどが過ぎた今、アメ

リカでは日本熱は一時よりは冷めつつある。しかし文化コンテンツは、国のイメージに影

響を与え、対日感情の悪かった国を含め、マンガやアニメのおかげで、世界中の多くの若

者が日本びいきになった。このプラスの影響は消えることはない」1

明治時代の「ジャポニスム」は、政府の文化産業政策によって支えられた、いわゆる「官

製」・「官主導」で加速された潮流であったが、この「第 2 のジャポニスム」、「ネオ・ジャ

ポニスム」は、後述するとおり、西欧の現代の若者や日本の文化産業の企業を中心に、謂

わば「民生」・「民主導」で展開され浸透しつつあるものであると言える。

また、最初のジャポニスムでは、日本文化の伝統的な美意識が主題であったのに対して、

第 2 のジャポニスムは、アニメ、漫画、ファッションやゲームが発信する、日本の若者の

奇抜な風俗に対する好奇心が引き起こした現象のように見える。しかし別の見方をすると、

この新たな文化も、その育成課程で西欧の文化の影響を受け入れ、吸収して、融合した文
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化であるが、感性の優れた若者によって、西欧文化と融合された日本の伝統文化が、現代

風に表現されたものであると言うことも出来る。そして、このように、現代においても、

日本の大衆文化が、さして大きな抵抗も無く欧米諸国で受け入れられている背景には、両

者の文化の根底には、時を超越したある種の類似性、同質性が存在しており、それに加え

て、19 世紀の「ジャポニスム」の流行から、150 年に亘る長い年月をかけて続いてきた、

日本と欧米の間の、国際的な異文化交流の歴史があると考えられる。

前章までは主に韓国政府の文化政策を中心に置き、文化交流とその影響・効果を考察し

てきたが、その中で例えば、ファン・ホン（Fan Hong）などは、「韓流」現象を一時的かつ表

面的なものから、より深淵な文化の潮流とするために、19 世紀の「ジャポニスム」による相互

文化交流や、21世紀の「ネオ・ジャポニスム（第二のジャポニスム）」の成立の背景と新たな文

化交流を参考にした文化政策の立案を提案している2。

本章では、このような視点から、現在発生している「ネオ・ジャポニスム」の現象と併

せて、今からおよそ 150 年前に生み出された「ジャポニスム」の潮流を、主に日本の明治

政府の文化産業政策の側面からも分析することによって、日本と欧米間の異文化交流を考

察してみたい。そして、日本でも長い間「低俗なもの」、「下位文化」とされていたマンガ

やアニメなどの大衆文化は、近年に至り評価が一変し、「日本の誇れる文化の一つ」とまで

見なされるようになり、日本政府による政策形成も進展をみせているが、その過程を分析

することによって、日本の文化産業振興策と外交政策の課題を考察することとしたい。

第１節 日本文化による国際文化交流の現象と政府の果たした役割

１ 政府の文化政策とジャポニスムに見る国際文化交流

今から 150年も以前に、日本の大衆文化が、フランスを中心とする欧米文化に、多大な

影響を与えた時代があった。ジャポニスム（仏語：Japonisme、英語： Japonism・ジャポ

ニズム）3と呼ばれるこの潮流（ムーブメント）は、19 世紀中頃の万国博覧会4（国際博覧会）

への、日本産品の出展などをきっかけに、大きな流れとなった。

新たに国造りを進めた、時の明治政府は万国博覧会を、一つは「産業や芸術を学習する

場」とし活用して、海外製品の技術を学習することを目指し、いま一つは「製品の売り込

みの場」として輸出増進をめざし、国策として様々な援助を行いつつ、製品の宣伝と販路

開拓のために出品を奨励した5。このような日本政府の文化産業政策によって、日本の伝統

的な文化製品や生活用品が西欧社会に普及し、日本の江戸時代に大きく発展した日本大衆

文化（浮世絵・琳派等の絵画、陶磁器・漆器・七宝等の工芸品、装飾品、和歌・俳句等の

大衆文学、歌舞伎・文楽等の演劇など）が、西欧で大きな注目を集め、日本ブームが巻き

起こった。

（１）政府の文化産業政策と万国博覧会の位置づけ
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日本の美術工芸品が、欧米社会に最初に大きな衝撃を与えたのは、1862年の第 2回ロン

ドン万博であったと言われている。日本の政府による正式な出展は無かったが、甲冑、刀

槍、書画骨董をはじめ、衣服、提灯、陶器、漆器などの生活用具、そして浮世絵など合計

623 点の日本の工芸品が展示された。初代駐日英国公使オルコック卿が、自ら収集した日本

の品々を出品していたのである。徳川幕府は出品を要請されたが、国内の内紛などの事情

から応ずることが出来ず、オルコック卿にこの仕事を任せたのである。日本人の目には雑

多な陳列ではあったが、日本産品が一般に示された最初の催しでもあり、この時期からヨ

ーロッパに、「ジャポネズリー」と呼ばれる日本美術愛好の熱が広まっていった6。

この博覧会に、文久竹内遣欧使節団7の通訳として参加した福沢諭吉は、慶応 2 年に出版

された自著『西洋事情』で、「博覧会」という項目を設けて万国博覧会の紹介を行っており、

英語「Exhibition」を日本語の「博覧会」と訳したのも福沢諭吉だと言われている8。

続いて 1967年に、徳川幕府と薩摩藩、佐賀藩が参加して開催された、第 2 回パリ万国博

覧会の頃には、日本熱は大きな広がりと高まりを見せ、特に浮世絵版画は西欧社会に衝撃

をもたらした。その後、明治新政府が初めて公式参加した 1873年のウィーン万博、政府に

よる大規模な出品が行われた 1878 年のパリ万博、1893 年のシカゴ万博など、一連の万国博

覧会で紹介された日本の美術・工芸品は、西欧の美術工芸界に広く、大きな影響を与え続

け、「ジャポニスム」への潮流を導いていった。

19世紀中頃から20世紀初頭にかけて、産業革命によって工業化を遂げた西欧先進国では、

産業振興や貿易促進を目的に国際博覧会が開催された。一方、日本の明治政府は新たに国

創りを始めた時期であり、早期に欧米諸国に追いつくべく、国内的には殖産興業・富国強

兵を図り、海外からは西洋文明を吸収しつつ近代化・文明開化を図ろうとしていた。

当時の万国博覧会は、国際見本市という性格が強かったので、明治政府は前述のとおり

積極的に出品したが、開国したばかりで西洋技術を学び始めた時代には、世界水準に達し

た工業製品などは全く無かったので、日本文化の独自性を強調しながら、伝統的な文化産

品の売込みを図った。例えば、日本の展示スペースの建物は、1893 年のシカゴ万博では平

等院風、1900 年のパリ万国博覧会では法隆寺風の建物など、伝統的な建築物を意識して建

設した。そして、陶器、漆器、刀剣、浮世絵版画などの工芸品や、団扇、扇子、提灯、着

物のような日用品まで、伝統的な文化にもとづく製品を展示した9。

1873 年（明治 6 年）、日本政府が初めて公式参加した、ウィーン万博では大型の陶磁器、

金工作品、織物などの工芸品が数多く出展された。日本からも大勢の大工や職人を派遣し、

日本館、日本庭園を建築し、工芸細工の実演も行い、様々な伝統的産品を展示した。ウィ

ーン万博の実質的な責任者である博覧会事務副総裁（博覧会事務総裁は大隈重信）に就任

した佐野常民は、この万博への参加の目的として

① 日本の精良な物品の収集展示と広報

② 西洋各国の物産と学芸の看取と機械技術の伝習

③ 日本での博物館の創建と博覧会開催の基盤整備
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④ 日本産品の欧州での日用品化と輸出増進

⑤ 各国製品の原価などの調査と、今後の貿易の利益化

をあげているが、ここに挙げられている各項目が、当時の日本政府よる万国博への参加

目的を端的に示していると考えられる。政府は上記の第 2 の目的のために、万博閉会後に

も現地に技術伝習生を残した。また、第 3 の目的によって、ウィーン万博への参加は、国

内博覧会開催のモデルスタディーとしても位置づけられていた10。

ウィーン万博への参加以降、日本は国際博覧会に参加する一方で、国内でも殖産興業政

策の一環として、5 回にわたる「内国勧業博覧会」をはじめ、多くの博覧会を開催した。1877

年(明治 10年)、日本で初めての「第一回内国勧業博覧会」が東京上野公園で開催された。

この博覧会は、1873年のウィーン万国博覧会を参考に、初代内務卿大久保利通が推し進め

たものであり、出品点数は 8万 4352 点に及び、8月 21 日から 11 月 30日までの会期中に

45 万人余りの入場者を記録した。博覧会と銘打ったものは、以前にも存在したが、ほとん

どが名宝や珍品と言われる物を集めて観覧・鑑賞させることが目的であった。この博覧会

の注意書には、「勧業博覧会の本旨たる、工芸の進歩を助け物産貿易の利源を開かしむるに

あり。徒に戯の物を設けて遊覧の具となすにあらざるなり」している。また、特に「勧業」

の二文字を冠していることからも明らかなように、出品物の中から殖産興業推進には不必

要な、江戸の「見世物」のイメージを厳格に否定し、欧米からの技術と在来技術の出会い

の場となる産業奨励会としての側面を前面に押し出した11。

全国から集められた出品物は、前年のフィラデルフィア万博にならって大きく 6つの部

(鉱業及び冶金術、製造物、美術、機械、農業、園芸)に分類され、優秀作には賞牌・褒状

等が授与され、いわば物品調査と産業奨励が同時に行われていたと言える。内国勧業博覧

会は、1903 年（明治 36年）まで 5回開催され、万国博覧会への出展物品の選定にも寄与す

ると共に、万博参加への気運を盛り上げ、日本の産業促進にも大きな影響を与えた12。

このように、当時の日本政府が殖産興業と輸出振興政策により推進した万国博への出展

は、思いも寄らない「ジャポニスム」という副産物を生み、その潮流を後押しする契機に

なった。そしてまた同時に注目されるのは、多くの国で開催された万国博参加を通して、

先進的な海外の産業技術だけでなく、学芸、経済・法制度など、新生日本の国家建設にあ

たって必要な幅広い分野の知識が学習され吸収されたことであろう。本論でも万国博覧会

に関った人物として、大久保利通、福沢諭吉、大隈重信、佐野常民を挙げたが、このよう

な多くの人材によって、文化のみならず、国家運営に関る基本的な制度や基盤が整備され

ていったと考えられる。このように見ると、当時の日本にとって万国博覧会は、海外に向

けた「ヒト・モノ・カネ・情報の最大の交流窓口」であったと言っても過言ではなく、ジ

ャポニスムはその国際交流の副産物であったと位置付けることも出来る。

（２）日本の美術・工芸品が西欧芸術に与えた影響

19 世紀半ばの日本の開国による交易拡大や、写真や印刷技術の発達による書物の普及な
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どによって、美術工芸品など日本産品の状況は西欧社会に知られるようになった。ジャポ

ニスム流行の以前、17 世紀後半から、中国産美術工芸品の収集をはかる、シノワズリー（仏

語：Chinoiserie）と呼ばれる「中国趣味」が西欧で流行してブームとなったが、ジャポニ

スムの前段階のジャポネズリー（Japoneserie）と呼ばれる「日本趣味」現象も、日本の美

術工芸品、特に浮世絵版画の熱狂的な収集から始まった13。

1856 年頃、フランスのエッチング画家フェリックス・ブラックモン（Felix Bracquemond）

が、版画の摺師の仕事場で、陶磁器の輸送の際の詰め物に使われていた『北斎漫画』を発

見し紹介したのが「ジャポネズリー」の最初の例と言われる。ブラックモンは、北斎漫画

の画帳をたえずポケットにしのばせ、友人（マネ・ドガなど）に見せて回ったと伝えられ

ている。またブラックモンは、陶磁器制作・販売業者であるウジェーヌ・ルソーに依頼さ

れ、1866 年から北斎漫画などの絵柄を基に、魚や花鳥などをデザインした食器セットを制

作した。「セルヴィス・ルソー（Service Rousseau）」と名付けられたこの食器セットは、

装飾美術において日本美術のモチィーフが引用された最初の作例と目されている14。

この間、初代駐日英国公使オルコック卿が出品した 1862 年の第 2 回ロンドン万博、徳川

幕府と薩摩藩、佐賀藩が参加した 1967 年の第 2 回パリ万博、その後、明治新政府が初めて

公式参加した 1873 年のウィーン万博、1878 年のパリ万博などで紹介された日本の美術・工

芸品は、西欧の美術工芸界に大きな影響を与え続け、「ジャポネズリー」から「ジャポニス

ム」への潮流を導いていった。

特に浮世絵などの日本美術は、マネ（Édouard Manet）、モネ（Claude Monet）、ドガ（Edgar 

Degas）、ルノワール (Pierre-Auguste Renoir)などの印象派の画家だけでなく、印象派の

画家達の影響の下で活動した後期印象派の画家たち、ゴッホ、（Vincent van Gogh）ゴーギ

ャン（Eugène Henri Paul Gauguin）やクリムト（Gustav Klimt）などにも多大な影響を残

している。我々は、フランスパリ郊外、ノルマンディー地方のジヴェルニーにあるモネの

晩年の家を訪れると、彼が収集した多くの浮世絵を見ることができる。モネの家の庭には

「睡蓮の池」と、それにかかる太鼓橋「日本橋」があり、この日本庭園と池を描いた「睡

蓮の絵」は世界中の美術館で収蔵・展示されている。

また、ヴァン・ゴッホが南フランスのアルルから送った手紙の中には、日本美術に対す

る憧憬と同時に、彼の絵画を日本美術に近づけようとしている努力が語られているが、1888

年 9 月 24 日、弟テオに宛てた手紙には、次のようにしたためている。

「パリの美術商、ビング（Samuel Bing）の複製図版のなかで、僕は一茎の草とナデシコ

の素描、そして北斎がすばらしいと思う。―（中略）― 日本の芸術を研究すると、紛れ

もなく賢明で、達観していて、知性の優れた人物に出会う。彼は何をして時を過ごすのか。

地球と月の距離を研究しているのか。違う。彼が研究するのはたった一茎の草だ。しかし、

この一茎の草がやがては彼にありとあらゆる植物を、ついで四季を、風景の大きな景観を、

最後に動物、そして人物を素描させることとなる。彼はそのようにして人生を過ごすが、

すべてを描くには人生はあまりに短い。そう、あたかも己れ自身が花であるかのごとく自
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然のなかに生きる日本人が、我々に教えてくれることこそ、ほとんど新しい宗教ではある

まいか。自分たちを自然へと立ち返らせることをせずに、日本の芸術を研究することはで

きないように思われる」15 このように、ゴッホは日本絵画から技術だけを切り離して学ん

だのではない。ゴッホは彼なりに日本美術の内奥に深く立入って、日本人の自然観、世界

観、人生観という根元的なテーマと絵画本来の存在理由を模索しつつ、それに相応しい最

も的確な技法を習得しようと努力していた16。

日本美術には、独特の空間表現や色彩感覚、西洋とは異なる遠近法、不規則性と非対称

性などの独自の表現技法がある。また日本の伝統的な自然観、美意識に基づき、カエルや

昆虫などの小動物、草木や野の花などの植物も素材として利用する、流麗で装飾性豊かな

表現に特色がある。そして工芸品にも、それまで欧米では一般的でなかった構図や素材が

使用されていた。これらの特徴は、アール・ヌーヴォー17の作家たちに多大な影響を与え、

ホイッスラー（James Abbott McNeill Whistler）、ロートレック（Henri de Toulouse-Lautrec）

などの画家たちや、ガレ（ Charles Martin Émile Gallé）、ラリック（René Lalique）と

いった工芸作家が取り入れた。

ロートレックの芸術の特徴は、複雑な視覚的現象を、思いきって単純化して描き出すと

ころにあった。黒を含めての思い切った色彩、判然とした輸郭線、平塗りの色面の並置、

画面の大胆な区切り方、視点の置き方など、彼の華麗なポスターの斬新で大胆な手法とみ

なされるものは、いずれもみな浮世絵版画が有する芸術要素が適用されている18。

またガレは、北斎漫画など日本美術の写生的な描写に深い感銘を受け、モチーフに当時

のヨーロッパでは珍しい、蜻蛉・蝶などの昆虫、桜・菊・朝顔などの植物、鯉・蟹・蛙な

ども取り入れた。日本の農商務省官僚で、美術に造詣の深かった高島得三（雅号：北海）

と交流を持ち、日本の文物や植物などの知識を得たガレは、1889 年のパリ万博では、花鳥

や蝶虫類をモチーフに使った日本の陶磁器や金属器の形式を取り入れた作品を作り出し、

グランプリを受賞した。批評家達はガレの作品を評して「日本様式」と呼び、彼を指して、

まるで「ナンシー生まれの日本人」であるとまで極言した。このように自然をモチーフに

したガレの「日本様式」は、またたく間に、その模倣者によって全ヨーロッパに広められ

た。これがすなわち、アール・ヌーヴォーの展開であった19。

18 世紀末にイギリスから始まった産業革命は、19世紀初めにはフランスにも波及し、西

欧社会に、近代的自我に目覚めた中産階級を大量に出現させた。その中で芸術家達も、封

建的支配階級に寄生した旧来の因習から、自己を開放した新たな展開が求められていた20。

まさに、芸術を取り巻く環境が激変する中で、新たな表現方法を模索していた芸術家たち

は、日本美術・工芸品が持つ西洋とは異なる美的感覚・美意識によって、初めて封建的因

習や旧弊な伝統から解放されたのである。

（３）ジャポニスムに見る国際文化交流

ジャポニスムの第一段階であるジャポネズリー現象も、シノワズリーと呼ばれる中国趣
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味ブームと同様、美術・工芸品（特に浮世絵版画）の熱狂的な収集から始まったが、この

一連の流れはシノワズリーとは異なり、一時的な流行・ブームで終わらなかった。

例えば、ジャポネズリーの代表的作品とされるマネの絵『エミール・ゾラの肖像・1866

年』では、人物の後ろに浮世絵などの日本の絵画がちりばめられているが、この作品その

ものには日本の絵画の表現方法が取込まれているわけではない21。背景に浮世絵が描かれて

いるゴッホの『タンギー爺さん』や、日本の衣装を着けた妻のカミーユをモデルにした、

モネの『ラ・ジャポネーズ』も、ジャポネズリーの範疇にあるものと考えられる。

このように、初期の日本芸術の評価も異国趣味の一つに過ぎなかった。しかし、浮世絵

などに見られる、日本独特の空間表現や色彩感覚が、次第に西欧の芸術家達に「模倣」さ

れ、「研究」され、「吸収」され、そして「取り入れられ」ていくことによって、一時的な

流行・ブームで終わらずに、「ジャポニスム」と呼ばれる大きな潮流となっていった。

このジャポニスムの潮流は、19 世紀半ばから 20 世紀初頭まで半世紀以上もの長きに渡っ

て続いた運動となり、西洋美術を「日本様式」へと一変させてしまい、さらには絵画だけ

に留まらず、工芸や建築、書物、演劇、音楽など多方面に影響を及ぼした。例えば英国の

モダン・デザインの先駆者とされるクリストファー・ドレッサー（Christopher Dresser）

や、スコットランドの建築家のチャールズ・レニー・マッキントッシュ（Charles Rennie

Mackintosh）、日本にも作品を残している米国の建築家、フランク・ロイド・ライト（Frank

Lloyd Wright）なども、作品制作において、日本の美術や文化から大きな影響を受けた22。

また、音楽でも、サン・サーンス作曲のオペラ・コミック『黄色い皇女』や、プッチーニ

（Giacomo Puccini）のオペラ『蝶々夫人』などがジャポニスムの影響を受けている23。

このようなジャポニスムの流行に伴い、日本の美術工芸品は、盛んに輸出されて外貨獲

得に貢献したが、多くの粗悪品も輸出されたことなどから次第に飽きられ、1900年の第 5

回パリ万博では、日本の出品物のデザインは、装飾過剰で時代遅れと酷評された。図案研

究の重要性を痛感した日本の芸術家たちは、海外のデザインを参考にしながら研究に取り

組み、結果的に、当時絶頂期を迎えていたアール・ヌーヴォーを基調とした作品を作り出

していった 。日本美術から刺激を受けて西欧で生まれたアール・ヌーヴォーは、逆輸入の

形で日本にも影響を与えることになった24。

アール・ヌーヴォーの伝播、逆輸入をきっかけとして、日本の工芸家たちの間でも、創

作性豊かな「芸術的」な工芸品を制作しようとする意識が高まった。その結果、西洋の単

なる模倣ではなく、新たに日本独自の表現を模索する動きが見られるようになった。洋画

家の浅井忠や、三越やカルピスのデザインで知られるグラフィックデザイナーの杉浦非水

は、写生を重要視し、正確な自然観察にもとづく図案の制作を提唱した。これにより、過

去の模様や西洋のデザインを模倣するのではなく、自然の草花を観察して写生を行い、独

自の装飾模様を作り出そうとする美術家があらわれるようになった25。

東京美術学校の教授であった浅井は、文部省の命により西洋画研究のため、1900年に開

催された第 5 回パリ万博を機に渡欧し、アール・ヌーヴォーの大流行を目の当たりにした。
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浅井は、アール・ヌーヴォーが元々日本美術に影響を受けて生まれたことを理解しており、

パリ滞在中に既に江戸時代の尾形光琳などのデザイン画集に注目し、帰国後も大津絵や琳

派など日本の美術の研究も熱心に行っていた。彼は 1902 年に、新たに開校した京都高等工

芸学校（現：京都工芸繊維大学）で図案の授業を担当したが、やがて画家と陶芸家の共同

研究組織である「遊陶園」、漆芸家とは「京漆園」を結成し、図案家としての研究と創作を

行っていった26。浅井は遊陶園と京漆園の運動にあたり、芸術の垣根に囚われずに制作活動

を支援し、工芸品を展示販売するビングの「アール・ヌーヴォーの店（Maison de l' Art

Nouveau）」だけでなく、絵画や書だけでなく陶器、染物など、幅広い分野に亘り制作活動

を展開する本阿弥光悦や尾形光琳を先駆者として意識していたと思われる27。

このようにして、日本でも日本固有の伝統的美意識が再発見され、西洋の単なる模倣で

はない日本独自の新たな表現を模索する動きも現れ、その後の伝統的美術・工芸品の再生

と存続の契機となった28。文明開化期には圧倒的な西洋文明に茫然と学ぶことに夢中だった

日本は、やっと自らの固有の文化に思いをいたし始めたのがこの時期であり、その機縁と

なったのは西洋の芸術に取り込まれた日本であった29。

ジャポニスムの特徴は、一時的な異国文化の流行現象（ブーム）、美術工芸品の単なる「収

集」に終わらずに、日本文化の「研究」と「吸収」が急速に進められて「取り入れられ」、

文化的にも大きな影響と変革を惹き起こしたことに加え、西洋の芸術に取り込まれた日本

芸術が、いわば逆輸入の形で日本の芸術界に再度変革をもたらした点にあると判断される。

これは結果的に、日本固有の伝統的美意識の再発見と、日本独自の新たな表現方法を生み

出すことに繋がり、日本の伝統的美術・工芸品の再生と存続の契機となり、現代の日本文

化の礎を築いた現象としても評価できる。ジャポニスムは、往々にして、日本文化の西欧

への影響の現象のみを把握し論じられがちであるが、その後のアール・ヌーヴォーとして

の日本への回帰から、現代の日本文化の構築に至るまでの過程を連続的に捉え、俯瞰する

ことによってこそ、その本質を理解することが出来ると考えられる。

このように、日本の明治政府の文化政策は、自国文化の海外展開施策と同時に、海外文

化の学習と吸収という２面性をもった文化政策であったと言える。そしてそれ故に、日欧

間の双方向の文化交流が促され、欧米と日本の新たな文化的発展に繋がったと考えられる。

そして、如上の視点に立つと、19 世紀半ばから半世紀以上に亘って続いたジャポニスム運

動を契機とする日欧間の文化交流は、まさに文化の多様性を認め合うことにより成立した

国際文化交流と捉えることが出来る。

２ ネオ・ジャポニスムとその中核的コンテンツ

現在、日本の伝統文化のみならず、生活文化と呼ばれる食文化、服飾文化なども、海外

で人気を博している。そして、「漫画・ＭＡＮＧＡ」、「アニメ・ＡＮＩＭＥ」を中心とする

日本の大衆文化の流行は、西欧社会で、「ネオ・ジャポニスム」、「現代のジャポニスム」、「21
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世紀のジャポニスム」などと称され、日本のプレゼンスを増大させている。

現代においても、文化圏の異なる欧米諸国（異文化圏）で、日本の大衆文化が大きな抵

抗も無く受け入れられる理由は、何にあるのだろうか。その背景の一つには、出口弘30が、

現代日本のマンガ・アニメなどのコンテンツは、過去に西欧社会にジャポニスム現象を引

き起こした、浮世絵などの江戸時代の大衆文化と、文化的に同じ構造を持っていると指摘

するように、その奥には文化の「類似性」、「同質性」があると思われる。そして今一つに

は、19 世紀のジャポニスムの流行から、長い年月をかけて続いてきた、日欧間の国際的な

文化交流の歴史があり、それがスムースな交流を可能にしていると考えられる。

つまり、この新たな文化も、日本固有の文化でありながら、100 年以上に亘る日欧間の交

流によって、西欧文化の影響を受け入れ、吸収、融合した文化であると言える。そして、

西欧文化と融合された日本の伝統文化が、現代風に表現されたものであり、西欧社会にと

ってエキゾチックで、異文化を感じさせつつも、西欧人の感性にも通じるものがあり、違

和感なく理解できる文化なのではないかと考えられる。

永見文雄も、元々ジャポニスムは、文化の受容と混交の現象を指しており、その意味で

ジャポニスムは文化の受容形態の一つとし、次のように筆者と同様の認識を述べている。

「最初のジャポニスムは、伝統に根ざした美意識が問題となっていたのに対し、第 2 の

ジャポニスムは、アニメや漫画やファッション、ゲームが伝播した、現代のとりわけ若年

層の奇矯な風俗に対する関心が惹起した、現代日本への好奇心の事で、日本の伝統美とは

一見無縁の出来事であるように見える。しかし一方では、感性のすぐれた若者によって、

日本の伝統文化が今様に表現されたものであって、日本文化への入りやすい『入り口』で

あるとの見方も出来る」31

また、ファッションの世界でも、かつて流行の発信地は、ロンドンかパリ、ニューヨー

クだったが、2000 年頃から、欧米のクリエーターたちが、日本で発想のヒント採取を行っ

ているという話を耳にする様になった。パリコレの有名なデザイナーが、裏原宿（原宿の

裏通り）に来日し、チェックに訪れているという記事も報じられた。当時、日本中の女子

高生を席巻していたルーズソックスを取り入れたプレタポルテが、パリコレを賑わすに至

り、流行の逆転現象と言われた様に、こと若者文化に限って言うと、日本に注目が集まる

ようになった。そして、アニメやキャラクターがリード役になり、「オタク」や「カワイイ」

といった言葉が、世界の共通語として流通するようになった32。

紀葉子は、このような日本文化の普及を、フランスを中心に次のように分析している。

「フランスでは、1980 年代にＴＶアニメを見て育った、第 1 世代とも言うべき日本のサ

ブカルチャー愛好家を中心に、マンガの受容は急速に進んだ。その後、家庭用ゲーム機の

普及（第 2世代）を経て、インターネット環境の整備により、リアルタイムに日本のサブ

カルチャーに接触出来る第 3世代を中心に、日本に憧憬を抱く人々は更なる広がりを見せ

つつある。そして、オタク文化として（文字通り下位文化として）正当な評価から遠ざけ

られ、蔑みの対象ですらあった趣味の領域が、音楽やファッションのグローバル化に貢献
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するのみならず、日本の製造業の行き詰まりを補う資源に仕立てあげられつつある」33

またこの現象は、フランスを中心とするヨーロッパのみならず、アメリカでも同様の流

行を見せている。日本製アニメについてみると、2002 年に『千と千尋の神隠し』が米国で

公開されて以来急速に普及し、3 年後の 2005年には世界市場の 60％を占めるに至り、米国

市場にも着実に浸透している。初めて全米放映された日本製アニメは 1963 年の『鉄腕アト

ム』即ち”Astro Boy”だが、98 年の『ポケットモンスター』のヒットを機に放映が増加し、

05 年 4 月時点では、米国東海岸で、35 タイトル以上が 14 局で放映された34。その結果、ア

メリカにおける日本のアニメ関連ビジネス市場規模は、2002 年のデータであるが、日本か

らアメリカへの鉄鋼輸出額の 4 倍にのぼる大きな産業に成長している。これは日本貿易振

興会（ジェトロ）が 2003 年に発表したアニメ産業規模で、その額は、アメリカだけで 43

億 5911 万ドル（当時の相場で 5,200 億円）に上った35。

そして、このアニメの流行に引きずられる形で、原作の「ＭＡＮＧＡ」が受容され、世

界的にポピュラーな文化として拡散した。日本では原作のマンガからアニメの流行に移行

するのだが、海外では逆に川下から川上へ遡る形で、普及していった。かつてのジャポニ

スムは、日本の伝統美術工芸品が中心であり、オリエンタルな興味から発したものである

が、現在のブームは、伝統など学ぶべき規範のない新しいもの、未知のものが求められて

のことである。また昨今注目されているのは、一昔前迄の物まねや応用力ではなく、創造

力、発信力としての日本であり、それはまねをされる立場になったということである36。

一方、日本国内に目を転じてみると、そもそもマンガやアニメは、日本においても最近

に至るまで、文化・芸術に値しない「低俗なもの」というイメージであったと言わざるを

得ない。しかし「下位文化」とされていたその評価が一変し、「日本の誇れる文化の一つ」

とまで見なされるようになったが、その理由としては、「マンガ・アニメは、日本のソフト・

パワーの重要な源泉である」との認識が広まっていることにあると思われる。

まず 2002 年にダグラス・マッグレイが、“Foreign Policy”誌上で、次のように述べ、

宮崎駿のアニメやポケモンなどの日本文化の影響力を評価したことが、日本でも大きな反

響を呼んだ。「日本文化の世界的影響力は、政治と経済の逆境によって崩壊するどころか拡

大している。大衆音楽から家電製品まで、建築からファッションまで、料理から美術まで、

経済の超大国であった 1980 年代よりも現在の方が文化の影響力が大きくなっている」37

続いて、2002 年にジョセフ・S・ナイが、自著“Soft Power: The Means to Success in World

Politics”の中で，上記マッグレイの著述を引用しつつ、「1990年代の 10 年間、景気の低

迷が続いたが、日本のメーカーはテレビゲームの世界を支配しており、日本が作り出すイ

メージは過去 5 年間、かわいさと強さの組み合わせで子供たちの心を見事に捕らえている。

ポケモンのアニメは世界 65 ヶ国で放送されており、アニメ映画はアメリカの映画関係者と

若者の間で大ヒットしている。また日本のスタイルは、アメリカのデザインにも影響を与

えている。日本はソフト・パワーの源泉になりうるものを、特に大量に持っている」38と著

したことから、世界で圧倒的シェアと人気を誇る日本のアニメ・マンガがソフト・パワー
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と結び付けられて論じられるようにもなった。

また 2005 年には、マンガ愛好家の麻生太郎が外務大臣に就任し、外務省は 2007年に国

際漫画賞を設立、2008 年にはドラえもんをアニメ文化大使に任命するなど、マンガ・アニ

メを文化外交、パブリック・ディプロマシーの柱の一つとして取り入れた。そして、この

ような経緯を経て、日本国内におけるマンガ・アニメの評価も見直されていったと考えら

れる。このように、”ＭＡＮＧＡ“や”ＡＮＩＭＥ“は、ＳＵＳＨＩ、ＫＡＢＵＫＩやＺ

ＥＮなどと同様に、今や世界中の共通語となり、日本国内での評価も得つつ、ネオ・ジャ

ポニスム現象の中核コンテンツと位置付けられているが、次に、マンガ（ＭＡＮＧＡ）・ア

ニメ（ＡＮＩＭＥ）を中心にその流行の歴史的背景や発信力について考察する。

３ 日本製マンガ・アニメの起源と発展の過程

今から 50年程前、1963 年に『鉄腕アトム』が、アメリカで放映されたのを始めとして、

1970 年代以降、日本製のテレビアニメが大量に輸出された。それから 20 年を経て日本製テ

レビアニメは欧米で大流行し、1990 年代に入って、「ＡＮＩＭＥ」という呼称が、海外でよ

く使われるようにになった。そして、それから 10年程して「ＡＮＩＭＥ」は、文字通り「日

本製アニメ」を指す言葉として世界中で定着し、日本のアニメが国際的文化コンテンツと

して認識されるようになった。その後、このアニメも流行を皮切りに、「マンガ」の受容が

世界中で進み、新たな文化コンテンツとして拡散した39。

そして、この「マンガ」や「アニメ」など、日本の若者を中心とする大衆文化のグロー

バルな拡散と交流の現象を称して「ネオ・ジャポニスム」「第 2のジャポニスム」などと呼

んでいるが、この現象は、白石さや40などの指摘のとおり、政府の輸出振興策とか、あるい

は企業の市場開拓戦略によって、システマティックに展開されたものではない。

「韓流」や「（第一の）ジャポニスム」は官製・官主導で導き出された文化受容、文化交

流の潮流であり、その現象を明らかにするには、政府の文化政策を軸において分析し、考

察する必要があった。しかし、「（第二の）ネオ・ジャポニスム」は民生・民主導による潮

流であるので、本論文でも、マンガ・アニメの創生から普及までのプロセスを、文化の担

い手である作家や企業の活動に焦点をあてて考察していくこととする。

そして、その考察にあたっては、出口弘41と同様の視点、つまり現代のマンガ・アニメな

どのコンテンツは、過去にジャポニスム現象を引き起こした、歌舞伎、浮世絵、絵草子、

川柳などの江戸時代の大衆文化と同じく、キャラクターや物語が作り出す世界を市場化し、

作り手と受け手が世界観を共有して遊び、メディアを移しながら発展させていくという、

文化的に同構造を持っているとの視点に立ち、江戸時代からの伝統的文化を念頭において

関連付けを行いながら分析するという、新たな手法を採ることした。

日本の漫画、アニメーションは共に、創世記にディズニーキャラクターなどの西欧文化

の影響を受け、また第 2 次大戦時には子供達への発信力から、政府の保護も受けてきた。
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しかし現在の「ＭＡＮＧＡ」・「ＡＮＩＭＥ」の形成に至る戦後の発展過程は、零細な文化

の作り手たちの試行錯誤の上に、まさに「民生」、「民主導」で積み上げられて来たもので

ある。そして、永年日本の業界が追い求めてきた「子供の小遣いで読めるマンガ」、テレビ

を通して「ただで見ることのできるアニメ」という理想が、大量の消費者を生み出し、こ

れにより支えられる多くの優秀な作家たちを再生産し、産業のシステムを創りあげること

を可能とした。このような過程を経て日本のコンテンツは文化的にも広がりを持つ、まさ

に大衆の文化となったのであるが、本項ではこのプロセスも明らかにすることとしたい。

（１）日本製マンガ（ＭＡＮＧＡ）の特徴と成長過程

日本マンガの大きな特徴の一つは「低価格」・「安価」であることであり、更にもう一つ

の特徴が、ストーリー・マンガという言葉に代表されるように、「ストーリー性」があると

いう点である。そして日本製マンガは、映像メディアとしてのアニメと一体化して、いわ

ゆるメディア・ミックス（Media Mix）42の状態で、流通していることにも特徴がある。

そもそも日本の漫画の起源は、12 世紀 ～ 13世紀（平安時代末期 - 鎌倉時代初期）の

絵巻物『鳥獣人物戯画（鳥獣戯画）』が最古のものであるとも言われているが、ジャポニス

ム流行の初期から西欧社会に影響を与えた、葛飾北斎の『北斎漫画』は世界的にも有名で

あり、日本マンガを語る際には原点として取り上げられている。

ジャポニスムの第一段階、ジャポネズリーは日本の浮世絵版画の熱狂的な収集から始ま

ったが、その切っ掛けは、1856 年頃に、フランスのエッチング画家フェリックス・ブラッ

クモンが、版画の摺師の仕事場で、陶磁器の輸送の際の詰め物に使われていた『北斎漫画』

を発見し、友人（マネ・ドガ・ホイッスラーなど）に紹介したのが最初であった43ことは前

節で述べたとおりである。しかし、ここで注目される点は、この時代に既に、浮世絵の刷

り物である『北斎漫画』が、輸出用の陶器や磁器の詰め物として使われる程に「大量印刷」

され、しかも「安価」な物であったと言うことである。

日本に大衆を対象にした漫画（複製商品としての漫画）が登場するのは、江戸時代中期

（18 世紀初頭）である。当時、大阪の版元が刊行した木版戯画本が「鳥羽絵」44本と呼ばれ、

好評を博して全国に行き渡った。日本マンガの大衆化と大量生産化の基礎を築いたのは、

この権力風刺画であるが、これは、木版・銅版・石版や近代的印刷を駆使して、各種印刷

物が量産できるようになったことが契機となった。その後、19世紀幕末になり幕府が財政

難から、不評な改革を敢行せざるをえなくなると、幕政や武士・貴族を批判する権力風刺

画が生まれた。葛飾北斎が『北斎漫画』十二編を出版したことから、それまでは、川柳や

狂歌など文字・文章が扱ってきた政治風刺に、初めて絵画による風刺という分野が誕生し

た。特に十二編は、それまでの十一冊と内容が異なり、戯画・風刺画が満載されている。『北

斎漫画』がベストセラーとなったことで、その後、歌川国芳などの浮世絵師たちが政治風

刺画に次々と乗り出していった45。このような経緯で、日本マンガの原点、起源として、葛

飾北斎と『北斎漫画』が挙げられるようになった。
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その後明治時代になると、開国で海外文化と接触することにより、日本のマンガも海外

のマンガの影響を受けて発展していった。最初の例は、風刺雑誌『団団珍聞（まるまるち

んぶん）』である。創刊者野村文夫は、イギリスに脱藩留学した後、広島藩の洋学教授を経

て中央政府の官僚となった。役人を退官後、明治 10 年（1877 年）に団団社を設立し、英国

のマンガ雑誌『パンチ』46を手本とし、漫画で時事問題を論評し、自由民権運動の主張を行

う目的で、マンガ週刊誌を発刊した。野村の功績は、当時ではまだ異例だったマンガ雑誌

の流通網を確保したことが挙げられる。日本で最初のマンガ雑誌は、明治 7 年に発刊され

た『絵新聞日本地』だが、木版印刷のため数百部単位という少部数雑誌であるため、たっ

たの第三号で廃刊となった。野村はこの失敗を踏まえ、最新の活版印刷技術による大量印

刷を行い、鉄道・航路の発達による郵便制度を利用し、全国への販売を可能としたのであ

る47。このように古くから素地のあった日本の風刺漫画は、文明開化による様々な技術を取

り入れ、西洋のマンガ誌からの影響も受けつつ発展することになった。

一方で日本の漫画は、「子供向け」の分野でも発展していった。日本の子供に対する物語

文化は古く江戸時代から存在していた。寄席演芸の一つの「講談」を、子供たちに解りや

すくするために「紙芝居」が生まれた。子供向け娯楽として江戸（東京）を中心に演じら

れていたが、昭和初期には絵物語48形式の紙芝居に発展した。そして『黄金バット』などの

ヒット作が生まれ、紙芝居は全国に広がり、この紙芝居によって「物語を子供が楽しむ」

という文化が日本中に定着した。マンガはこの時期には風刺画が主流であったことから、

キャラクターは存在しないが、紙芝居ではストーリーを作る必要性から、既にキャラクタ

ーという概念は存在していたと言える。しかし、描かれていたのは、悪辣な資本家とか典

型的な一般庶民などと、職業や社会的な立場を極端に類型化したもので、キャラクター自

身が固有のパーソナリティーを持つ「主演人物」だという発想ではなかった49。

ここにキャラクターという概念を持ち込んだのは、昭和初期に輸入されたディズニー・

アニメである。絵が動くというアニメの斬新さも反響を与えるが、キャラクター概念の影

響も大きかった。例えば、昭和 9 年（1934 年）に日本漫画学会が発刊した『漫画講座』第

二巻の、「トーキー漫画50制作法」という章では、その時点で既に受容されていたアメリカ

アニメのキャラクターをずらりと並べている。この『漫画講座』によって、アニメで輸入

された「キャラクター」が、マンガにも流入していった51。

このようにして、子供が物語を楽しむ文化がある日本に、キャラクターを持つマンガが

生まれ、田河水泡作の「のらくろ」ブームが起きた。1931 年（昭和 6年）『少年倶楽部』新

年号に掲載された「のらくろ」は、たちまち人気を博し、ついに十年にもわたる大長編漫

画となった。そして「のらくろ」の成功は講談社に漫画重視の方針を打ち立てさせた52。物

語の内容は、軍隊に入隊した一匹の野良犬が、努力重ねて出世していくというものである。

「のらくろ」は、ディズニー・アニメのキャラクターとは異なり、ファンタジーではなく、

現実世界で人格を持つキャラクターであった。

昭和の初頭、ディズニー的なものの流入で成立した「子どもまんが」は、第 2 次世界大
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戦の過程でその形式を変化させる。現在のマンガ、「戦後のマンガ」の基本的な形式は「戦

時下のまんが」においてほぼ出来上がったと言えるが、戦時下のまんがの特徴は

① 科学的なリアリズム ： メカや兵器をリアル、フェティッシュに描く作法

② 記号的な身体性 ： 死なない、傷つかないキャラクター

③ 戦局を見る視点 ： 大局的な視点、世界観につながっていく

④ 映画的な演出理論 ： 映像的手法

であり、昭和初期にアメリカから持ち込まれたディズニーのキャラクター漫画が、昭和 10

年前後以降の戦時下の政策の中で、「国策」に寄与すべく変形されていった53。

田河水泡によって生み出され、戦時中の国策により保護され発展した日本マンガの特徴

は、彼から影響を受けた手塚治虫によって、戦後も引き継がれていくことになった。

手塚が、昭和 22 年（1947 年）に『新寶島』（原作・構成／酒井七馬、作画／手塚治虫）

で登場できたのは、戦後の赤本ブームがあったからである。娯楽に飢えた敗戦後の子供た

ちには安価な娯楽読み物が必要だった。そのニーズに応えたのが赤本である54。

当時、子供向けのマンガは比較的高価であり、中流階級以上の家庭しか買えなかった。

そこで、貧しい子供たちにも買えるように、低価格のマンガ本が作られた。粗悪な紙に印

刷された単行本で、中央の大手の出版社の手によるものではなく、主ににわか仕立ての弱

小出版社がてがけた出版物で、表紙に赤系統の色が使われたことから赤本と呼ばれた。赤

本は、通常の書籍の流通ルートに乗らず、駄菓子屋や露店などで販売された55。

第二次大戦後、日本の物不足は深刻な状態であった。食料や燃料などの生活必需品は「統

制物資」として、ＧＨＱ（連合国軍総司令部）の下で国が管理する配給制が敷かれていた。

洋紙も統制品であったため、活動を再開した東京の大手出版社も、紙不足で思うように本

が出せなかった。そんな中、大阪の商人たちは、統制品ではない「仙花紙（せんかし）」と

呼ばれる粗悪な古紙再生紙を使って赤本を刊行した。赤本は紙質も内容もお粗末だったが、

本に飢えていた人々はこれに飛びつき、その部数を加速度的に増やしていった。当時、こ

の赤本発行の中心地は、大阪の松屋町（まっちゃまち）の駄菓子や雑貨の問屋街であった。

問屋は最初、弱小出版社が作った赤本を卸しているだけだったが、それが儲かると分かる

と、自分の所で赤本を出し始めた。こうしてブームがピークとなった昭和 23 年（1948 年）

頃には、松屋町には何十軒ものニワカ出版社がひしめいていたという56。

赤本『新寶島』は、『ターザン』と『宝島』をミックスしたような作品であったが、それ

には「占領下」であったことが影響している。この時期マンガや映画は、戦前の「剣豪も

の」などは駄目であったから、ヒーローもアメリカ化しなければならなかった。そして、

空間をデフォルメして変形させていく手法と、身体もメカもあらゆるものをキャラクター

化する手法は、「ディズニー的表現」の受容であった57。

手塚は戦時下の子供として、大阪の空襲を経験したこともあり、ミッキーマウス的なキ

ャラクター（「死なないキャラクター」）と自分たちとの乖離に気付き、キャラクターにリ

アルな身体性（「死にゆく身体」）を与えた。このようにキャラクターに身体性が与えられ
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ると、手塚はそれを支えるため、人格や人生など、内面性をよりリアルに描いていくよう

になった。このような手塚による深い内面性・身体性の発見は、マンガの文学化を形成す

ることになる。従来、人間の内面や身体を主題とすることが可能だったのは文学だけであ

ったが、マンガがそのようなテーマも扱うことが可能になったのである。さらに、手塚の

功績として手塚氏自身が述べているのは、マンガに悲劇を導入したことである。手塚は演

劇を学んでいたが、演劇では喜劇・悲劇の双方がある。また演劇の名作には悲劇の方が多

く、演劇を経験した手塚だからこそ、悲劇を導入することができたと言える58。

手塚は、「私」の容れ物として「キャラクター」を、戦時中の経験の中で見つけ、それを

自身のマンガに取り入れた。手塚によって、身体性と内面性（精神性）がキャラクターに

与えられ、物語に演劇的な要素が加わり、マンガの文学化が進展したことによって、日本

漫画の特徴の一つである「ストーリー・マンガ」というジャンルが確立した。

『新寶島』は、雑誌に掲載されるマンガが 4 ページ程度だった時代に、200ページを越え

るボリュームで出版された。それまでのマンガの「単純」、「短い」といった常識を打ち破

り、奇想天外なドラマが描かれた本作が 40 万部とも言われるベストセラーを記録したこと

によって、全国的な赤本マンガブームが巻き起こり、40 年代後半には隆盛を極めた59。

一方、隆盛の赤本マンガの傍らで、細々ながらも子供向け月刊雑誌が創刊された。多く

が数年で消滅していく中で、46 年創刊の『少年』（光文社）、49 年の『冒険王』（秋田書店）

のように生きのびていく雑誌もあった。当時のマンガ出版は、この安手の雑誌と赤本単行

本の 2 本立てで、両者が背中合わせで、子供の興味を引き付けようと苦心していた60。

しかし、児童文学雑誌の『赤とんぼ』や『銀河』などが廃刊に追い込まれるや、赤本マ

ンガは俗悪出版の代表として批判されるようになった。赤本マンガブームは 1948年から

1950 年がピークと言われ、1955 年には 1 冊が 100円を越えるようになった赤本マンガは姿

を消していった。赤本マンガの終焉により、独自の道を模索せざるを得ない業界は、正規

の取次ルートを通さない「貸本屋」向け単行本の出版を生み出した61。

貸本屋では、当時 200 円ほどしたマンガが 10円ほどで借りられるので、小遣いの少なか

った子供たちにとっては手軽な娯楽であった。貸本マンガが盛んになると、貸本専門の分

厚い月刊誌が続々と大阪に登場した。昭和 31 年（1956 年）創刊の『影』（日の丸文庫）、昭

和 32 年『街』（セントラル文庫）などであり、絵物語と漫画をドッキングさせたような表

現の新ストーリー・マンガ「劇画」が注目され始めた。そして、昭和 34 年から東京の三洋

社から刊行された白土三平の『忍者武芸帳』は、農民一揆の「世直し」をテーマにして、

学生運動で騒然としていた時代に、それまではマンガの読者として考えられなかった高校

生や大学生を取り込み、「劇画」という表現ジャンルが大阪から全国的に広まった62。

1940 年代から生き残ってきた月刊雑誌も、50年代半ばになると、手塚の創案したストー

リー・マンガが主流となり、黄金期を向かえた。手塚は 50 年代初めに「ジャングル大帝」

「リボンの騎士」「鉄腕アトム」などの作品を描いたが、その後半になるとトーンダウンし

ていった。当時人気があったのは、手塚の作品からテクニックを学んだ、川内康範作・桑
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田次郎絵による「月光仮面」（58 年『少年クラブ』）や、竹内つなよしの「赤銅鈴之助」（54

年『少年画報』）などであった。こうした作品は、ある時はラジオドラマになり、ある時は

映画化され、メディア・ミックスとして広く一般化する現象を引き起こした63。

しかし 1950 年代末になると戦後世代に向けて創刊された『少年』（光文社）、『少年クラ

ブ』（講談社）、『少女』（光文社）、『少女クラブ』（講談社）等の月刊誌は、児童減少の影響

で、58 年をピークに発行部数が激減した。打開策として、1959年に少年週刊誌『週刊少年

サンデーと』（小学館）と『週刊少年マガジン』（講談社）が創刊され、1968 年には集英社

の『週刊少年ジャンプ』も発行された。その少し前、1956 には日本で初の週刊誌『週刊新

潮』（新潮社）が創刊され、雑誌は週刊誌時代を迎えていたが、マンガの世界でも少年・少

女向け週刊誌が、日本のマンガ文化を支えて、成長をけん引していくことになった64。

さらに、戦後の少年・少女マンガ世代が、成人する時期を向かえた 1960 年代後半には、

『漫画アクション』（1967 年・双葉社）、『ビッグコミック』（1968 年・小学館）、などの、

青年マンガ誌が生まれた。『漫画アクション』は、モンキー・パンチの「ルパン三世」、は

るき悦巳（はるき えつみ）の「じゃりン子チエ」、臼井儀人（うすい よしと）の「クレヨ

ンしんちゃん」の掲載誌であり、『ビッグコミック』は、ちばてつやの『のたり松太郎』、

さいとう・たかをの『ゴルゴ 13』の掲載誌である。

このようにして、日本マンガの「低価格」・「安価」そして「ストーリー性」があるとい

う特徴は、略々この時期に完成されたと言ってよいが、出口弘は、その過程と経緯を次の

ようにまとめている。「戦後のマンガは、赤本、貸本、月刊マンガ誌、週刊マンガ誌、青年

マンガ誌と、プラットフォームを替えつつ発展するが、その過程で、コンテンツの多様化

が進んでいった。その一つが、手塚治虫によるストーリー・マンガである。他方で貸本文

化は、劇画というもう一つの物語表現を切り拓いた。戦後の新しいストーリー・マンガの

読み手が成長するとともに、より上の世代向けの物語が、マンガ家と読み手の双方から要

求され、青年誌が多く創刊されていったのである」65

また経済的に見ると、現在でも日本の漫画雑誌は、黒色単色もしくは二色刷りで、再生

紙の活用が普通である。この背景には、前述のとおり、戦後日本の経済状況や物資不足が

あると思われるが、スーパーマンなど、全ページカラー印刷の、アメリカの子供向けマン

ガ（アメリカン・コミック／アメコミ）とは対照的である。また、子供たちが、沢山のマ

ンガを安く読めるようにとの配慮から、沢山のマンガの 1 回分を 1 冊の雑誌に掲載し連載

するという、販売方式にも特色がある。

現代の日本マンガは、江戸時代の北斎漫画や紙芝居などの伝統的大衆文化を起源として、

その創世期には、ディズニーキャラクターなどの西欧文化の影響を受け、また戦時には子

供への発信力の効果から政府の保護も受けてきた。しかし現在の「マンガ・ＭＡＮＧＡ」

の形成に至る戦後の発展過程は、作り手（作家）、送り手（メディア）、受け手（読者）に

よって支えられた、まさに「民生」、「民主導」で積み上げられて来たものであると言える。

零細な作り手（作家）によって生産されたマンガという製品が、大量の受け手（読者）の
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ニーズにきめ細かく合わせつつ、送り手（メディア）を変えながら再生産を繰り返し、自

ら発展を遂げてきたと言える。つまり、永年日本の業界が追い求めてきた「子供の小遣い

で読めるマンガ」という理想が、単行本・雑誌など色々なメディアと大量の消費者を生み

出し、これにより支えられる多くの優秀な漫画作家たちを育成し、一つの大きな産業のシ

ステムを創りあげることを可能としたと考えられる。このような過程を経て、「低価格」・「安

価」そして「ストーリー性」があるという特徴を持つ日本のマンガは、文化的にも広がり

を持つ、まさに大衆の文化となったと言える。

（２）日本製アニメ（ＡＮＩＭＥ）の類型と海外展開

日本のアニメ、特にテレビアニメが欧米に向けて多く輸出されたのは 1970 年代以降だが、

「ＡＮＩＭＥ・アニメ」という呼称が、海外（アメリカ）で使われるようになったのは、

1990 年代に入ってからである。そして 90 年代後半になると、イギリス、フランス、イタリ

ア等を含む欧州各国でもＡＮＩＭＥという呼称が使用されるようになった。ＡＮＩＭＥは

日本アニメを指す言葉であり、英語の Animation の略称ではない。日本製アニメは、当初

ディズニー映画など西欧の Animation を目標にして制作されたものであるが、海外で日本

のアニメが Animation とは別物として理解されていることを示している66。

そもそも、アニメーション（Animation）とは、アニメーテッド・カートゥーン（Animated

Cartoon）の略であり、文字通り「動く絵」を指す。同じ動くものでも、動く写真＝映画と

は本質的に違うジャンルに属し、共通するのはフィルムという素材、カメラ、映写機とい

う技術的・機械的手段を使う点に過ぎない。そして、「アニメーション」映画とは、本来動

かない素材（絵、人形など）を少しずつ動かし、一コマずつ撮影し映写することによって、

それ自体は静止している絵を動いているように見せる撮影法及び、そのようにして撮影さ

れたトリック映画であると定義できる67。

アニメーション映画を、今日の様に成長させたのはディズニー（Walt Disney ）である。

彼はミッキーマウスというキャラクターを生み出し、ミッキーが登場する第 3 作の『蒸気

船ウィリー（Steam boat Willie）』で、本格的なトーキー化を成功させた。1937年に制作

した、世界初のカラー長編アニメーション映画『白雪姫（Snow White and Seven Dwarfs）』

は、世界中に大きな影響を与えた。ディズニーはセルアニメーションという手法を発展さ

せて、大スタジオによる大量生産・分業システムを確立し、商業性を重視した作品作りを

行った。この方法は、多くの予算と人的資源が必要になるため、アメリカ以外でその方法

を踏襲した国は、結果的に日本だけであった68。

日本では、第 2 次大戦中に、軍部がアニメーションの持つ解りやすい表現に注目し、各

省庁は戦意高揚の内容を持つアニメーションを制作し、子供たちを啓蒙しようとした。こ

のため戦時下でも莫大な予算が投じられたことにより、人材が確保され、技術的な向上が

図られ、戦後の混乱期にありながら、日本のアニメ産業の母体となる、大小のプロダクシ

ョンが活動を再開することができた69。
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第 2 次大戦後、昭和 30 年代に、日本のアニメ界の発展の基礎となるスタジオが設立され

た。その一つが 1956年（昭 31 年）設立の東映動画、もう一つが 1962 年（昭 37年）の虫

プロダクションである。まず、東映動画は、ディズニーをモデルとして、劇場一般公開の

アニメーション制作を目指したスタジオである。東映動画の第一作『白蛇伝』（藪下泰司監

督・1958）は、全編カラーによるフル・アニメーションで、公開当時も好評であった。日

本アニメーションの特徴は、ファンタジー主体ではなく、敵味方の葛藤を描いたりするな

ど複雑な心理描写を含むこと、見ている子供たちが「あこがれ」とは異なる「感情移入」

ができるキャラクターを登場させることが挙げられる。この描き方は、今日では普通であ

るが、ディズニーを手本としていた 1960 年代には、かなり前衛的であった70。

日本を代表するアニメ監督である宮崎駿や高畑勲は、若い時代に東映動画に入社した。

その後宮崎駿は、スタジオジブリを設立し、1984 年に自身の漫画を原作とする劇場用長編

アニメーション『風の谷のナウシカ』を製作した。宮崎は、さらに『となりのトトロ』（1988

年）、『魔女の宅急便』（1989年）や『もののけ姫』（1997 年）などの作品を制作し、高い興

業成績をあげた。そして『千と千尋の神隠し』（2001年）では、ベルリン国際映画祭金熊賞、

アカデミー長編アニメーション部門賞を受賞した。また、スタジオジブリを代表するもう

一人の監督である高畑勲は、テレビアニメ『アルプスの少女ハイジ』、『赤毛のアン』、劇場

用長編アニメーション『火垂の墓』、『おもひでぽろぽろ』などを制作している。

一方「虫プロダクション（虫プロ）」は、漫画家の手塚治虫が設立したスタジオである。

虫プロの業績としてまず挙げられるのは、1963（昭 38）年 1 月放映開始のテレビアニメ『鉄

腕アトム』である。『鉄腕アトム』は「毎週一回 30分の連続放映アニメ」という、それま

で国内は勿論、世界的にも例がない方式で放映された。連続テレビアニメは、技術的、制

作費用の面で実現困難と言われていたが、手塚治虫は、独自のスタイルで実現した。その

制作手法やビジネスモデルは、その後の日本スタイルのアニメーション制作の基本形とな

り、引き継がれていくこととなった。手塚は、制作手法と表現においては、制作費用がか

かるフル・アニメーションによらずに作品を成立させるための工夫や技術を数多く考案し

た。鉄腕アトムが、後々に至るまで制作費が安く抑えられる状況を作り出した原因か否か

の議論はあるが、日本のアニメ文化を牽引したのは間違いない71。

戦後にテレビが普及しつつある中、手塚治虫は 1961年に、自身の「手塚プロダクション」

に「動画部」を設立したが、設立当初は 6 人のスタッフから始まった。スタッフの給料か

ら制作費まで全てを手塚の漫画の原稿料で賄い、1年をかけて 40 分のカラー長編アニメー

ション作品『ある街角の物語』を制作し、この作品でブルーリボン賞や文部省芸術祭奨励

賞など数々の賞を受賞した。手塚プロダクション動画部は 1962年から「虫プロダクション」

と改名し、日本初のテレビアニメーション『鉄腕アトム』の制作を始めたが、テレビ業界

も連続アニメ放映は初めてであり、手塚個人の資金で制作が開始された72。

ディズニーや東映動画が制作する劇場アニメは、12～24 コマ／秒で動かす「フル・アニ

メーション」であるが、ＴＶアニメはいかに省略するかがポイントになる。アメリカでは、
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8 コマ／秒程度の「リミテド・アニメーション」（30 分アニメ・1 万枚以上）が定着してい

たが、『アトム』では、それも無理として、3 コマ／秒に満たない 2000 枚以内と決められた。

そこで試行錯誤の末に考えられたのが、日本独自のアニメーションの制作手法として定着、

発展を遂げる「簡単で動画枚数のかからない動かし方のパターン」であった73。このような

環境の中で、動画の枚数を大幅な削減の必要に迫られて、手塚が採用したのが、「リミッテ

ッド・アニメーション」と「バンクシステム」であった。

「リミッテッド・アニメーション」は、フル・アニメーションのリアルな動作を追求し

た表現手法に対して、簡略・抽象化された動作を表現すべく、動きを簡略化しセル画の枚

数を減らす表現手法として考案され、1960 年代から 70 年代にかけて制作費削減の手段とし

て広く利用された。キャラクターの体はそのままで、目や口、手だけを動かしたり、画面

内の多くのキャラクターのうち、1、2名のみを動かしたり、画面の一部だけを動かすこと

により、全体は止まっていても、動いているように見せる手法である。また、同じような

シーンで、セル画を使い回すのが「バンクシステム」であり、手塚が考案した。アトムの、

泣き、笑い、怒りなどの表情、バストアップ、全身などの絵を、番号をふって分類してお

き、必要に応じて絵を組み合わせて何回も使用する手法である。アニメでは、一度作画し

たよく使われるフィルムを保存しておけば再活用できる。日本のマンガでは同様のことが

行われており、手塚がマンガ家であったことから、この発想が生まれた。金を預けておい

て、必要に応じて引き出せる銀行に例えて、手塚が「バンクシステム」と命名した74。

この 2 つの手法を合わせることで、『鉄腕アトム』は画期的な低予算で作成され、アニメ

ーションをテレビ番組として毎週放送することが可能になった。

昭和 37 年（1962 年）テレビの受信契約が一千万軒を超えた。その翌年（1963 年）『鉄腕

アトム』が始まり、『サザエさん』『ちびまる子ちゃん』という、世代を超えた人気番組を

生んだ国産アニメは、人気マンガを原作とする新しい漫画表現のメディアとなった75。

増田弘道はアニメ制作時の新たな資金確保の枠組みを、次のように明らかにしている。

「手塚による日本初の連続テレビアニメ『鉄腕アトム』の受注価格は 55 万円であった。当

時、ＴＶ番組（30 分）の製作費は 50 万円程度であったので、決して低いものではなかった

が、アニメ製作費としては安すぎるものであった。虫プロダクションは、代理店の万年社

から一話につき 155万円を受け取っていたように、実製作費との差額は、代理店などを通

じて幅広い受益者が負担するというシステムを作り上げた」76

また津堅信之も、手塚の制作手法やビジネスモデルが、その後の日本アニメの基本形に

なったとして、その過程を次のように述べている。「『鉄腕アトム』の動画枚数は従来の十

分の一という徹底ぶりであり、その結果動きは『紙芝居』とやゆされるほど簡素なものと

なった。しかしその代償として、短いカットを積み重ねることによるスピーディーな画面

展開等、さまざまな『見せ方』の工夫が考案された。これらの工夫はリミッテッド・アニ

メ、バンクシステムの手法と合わせて、結果的に現在まで継承され、海外で『ＡＮＩＭＥ』

即ち日本のアニメが、特異なものと捉えられる大きな要因となった」77
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虫プロからも多くの人材が輩出した。例えば『機動戦士ガンダム』の監督富野喜幸、ア

ニメーター安彦良和、『あしたのジョー』、『エースをねらえ！』のアニメ監督出崎統、劇場

版アニメ『銀河鉄道 999』の監督りんたろうなどは、虫プロ出身である。『アトム』以降、

東映動画からも『魔法使いサリー』などの魔法少女シリーズ、巨大ロボットアニメの先が

け『マジンガーZ』などのテレビアニメが制作されるようになり、日本のアニメは長編（劇

場用）アニメとテレビアニメの同時発達という、世界アニメ史の中でも独自の道を歩む方

向が決定付けられると共に、多くの人材を送り出すこととなった78。

また、手塚がアニメとマンガの双方を手掛けたこともあり、この後アニメ・マンガは、

互いに密接に関連した産業となっていった。また、アニメの制作費用の負担、回収方法に

関しても、新たな手法によって解決されることになった。テレビアニメの制作でも、スポ

ンサーからは通常の番組並の予算しか提示されないが、不足する制作費のままで請負い、

不足分を漫画の原稿料、国内での再放送と国外への輸出、菓子・文具・玩具メーカー等へ

のアニメキャラクター商品化権の販売などで、制作費を回収するシステムが誕生した。

白石さやも、制作費用の負担、回収方法が、新たな手法によって解決され、テレビを通

して無料で視聴できるアニメが誕生したことについて、次のように述べている。

「マンガのテレビアニメ化は、マンガ出版社だけでなく、番組のスポンサーにも大きな

メリットをもたらすことを『オバケのＱ太郎』が示した。1965年にテレビ放映されると、

スポンサーの不二家のチョコレートは売り切れ、原作の単行本も売り上げを伸ばした。こ

れにより連載テレビアニメの制作は、テレビ局、アニメ・プロダクション、原作マンガ作

家、出版社、広告代理店、スポンサー企業、キャラクター商品生産・販売会社などが参加

するグループの共同企画となった。こうしてテレビアニメは、視聴者に無料で提供される

娯楽番組となったのである」79

このため、日本で放送と同時に、制作費を短期で回収する方策として、安価で多くの国

へ輸出する販売戦略がとられた。その結果、アニメは世界的なテレビ放送の多チャンネル

化の流れによって、安さで世界各地に広がっていった80。例えば 1963 年に、初輸出された

『鉄腕アトム』は、日本での放送開始から 8 か月後に、アメリカのＮＢＣ系列のＮＢＣエ

ンタープライゼスによって、全米ネットワークでなく番組販売される形で放送された81。

1970 年代前半には、輸出が一般的になり、最初は香港と台湾、次に北東・東南アジア圏

で放送された。1970 年代後半には、最初はイタリア、次いでフランスに向けて始まり、1980

年代にかけてヨーロッパに大量に輸出された。その背景には、ヨーロッパにおける、テレ

ビの多チャンネル化による需要と、日本製の作品が廉価で、本数の多さがあった82。1980

年代に入ると、中国（中華人民共和国）でも放送が開始され、現在、香港、タイ、台湾な

どでは、ほぼ 1 週間程度の差で、日本で放送されたアニメ作品が放送されている83。

現在は、アニメ産業もデジタル化時代を迎え、アニメ素材をネットワーク上流通させる

ことによって、コストと時間が節約され、省力化も進み、大量生産も可能になった。そし

てこの様な技術革新によって、多くの国でもアニメ産業への参入が容易となり、コンテン
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ツ産業の振興とアニメ産業の育成が図られる時代となった。しかし白石さやが、次の通り

記しているように、日本の国際競争力は不変であると思われる。

「現在日本のテレビでは、40余りのアニメ番組が毎週放映されているが、これだけの番

組を常時制作・放映し続けるにはマンガ産業の存在、つまりコンスタントに多彩な人気キ

ャラクターとストーリーラインを生み出し蓄積し、提供することの出来る宝庫の存在なし

には不可能である。日本のアニメ産業は世界一の日本のマンガ出版業界に支えられている。

この事情はコンピュータ・グラフィックスの時代になっても変わらない。このマンガ業界

という宝庫を持たない以上、アンデルセンやグリム童話に頼ることはあっても、日本に見

られるような多彩なアニメの量産は不可能である」84

白石さやの言を待つまでもなく、日本のマンガ、アニメ業界が、永年「子供の小遣いで

読めるマンガ」、「テレビを通してただで視られるアニメ」という理想を求めてきたことが、

安価で親しみやすいコンテンツと大量の消費者を生み出し、これによって支えられる多く

の優秀な作家を育成し、一つの産業のシステムを創りあげることを可能とした。日本のア

ニメ・マンガ産業の国際競争力は、今まで見て来たような、多様な作り手の人材と、大量

の消費者と真摯に向き合う業界に支えられていると考えられる。

日本のマンガ・アニメは、日本の伝統的文化を起源としながらも、誕生時期には西欧の

先進的文化の影響も受け、また第二次大戦時の一時期、子供たちの啓蒙と戦意高揚から政

府の保護を受けて存続が図られた時期もあった。しかし、第 2次大戦後の発展過程を考察

すると、基本的には、作り手を中心にして家内制零細企業群を形成し、政府の政策によら

ず、まさに民間主導で展開された一つの産業のシステムとして、文化的にも、日本独自の

大衆の文化として発展してきたとものであると言える。

そして、マンガ・アニメ・ゲームを中核とする現代の日本文化は、過去に西欧社会に「ジ

ャポニスム」の流行と、日欧間の文化交流を引き起こした、江戸時代の大衆文化と、同構

造の文化であること、つまり両文化の根底に潜む時代を超えた「文化の同質性」が、理解

し易さと親しみ易い感覚を呼び起こし、欧米諸国でもさして大きな抵抗も無く受け入れら

れる一つの要因となっていると考えられる。

４ ネオ・ジャポニスム文化の発信力と社会的影響力

（１）マンガ・アニメの国際発信力とその影響力

1963 年に最初の商業用テレビアニメ番組として作成された、手塚治の『鉄腕アトム』は、

世界中に広まったが、これに続き数々の日本製アニメが輸出された。その後、日本のアニ

メは、海外での反響を受け入れ、最初から国際市場を意識して製作されるようになったが、

一部では「暴力的で残酷」であると、バッシングを受けることもあった。

1983 年には、フランス政府は、『ドラゴンボール』など暴力シーンの多いアニメに危機感

をいだき、日本のアニメを文化侵略であるとして、フランスのアニメ製作者へ助成金を支

給すると共に、外国番組クウォーター制度85を導入し、アメリカのテレビ番組とともに、間
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接的に排除を試みた。この結果、1990年代には、テレビ局の政治的配慮もあって、日本の

アニメ放送は殆ど無くなってしまった86。そして、『ken le Survivant（北斗の拳）』の、人

体が炸裂する表現でフランスにおける批判が頂点に達し、日本のテレビアニメの放送番組

であった“Club Dorothée”は 1997 年で放送終了になってしまった87。

しかし、日本の優れた作家が作るアニメ作品は、言語や文化の壁を容易く越えられると

いうことを立証した。2001年に公開された、宮崎駿の劇場アニメ『千と千尋の神隠し』は、

フランス語では『Le Voyage de Chihiro（千尋の旅）』、英語では『Spirited Away（誘拐・

神隠し）』となるが、ベルリン国際映画祭金熊賞、アカデミー長編アニメ賞など各国の映画

祭で受賞し、世界各国で公開されて絶賛された。その後ＴＶアニメ放送も再び流行し、2002

年になるとドイツでは 30 分番組で換算すると週 51本、ベルギーでは週 47 本、イタリアで

は週 40 本の日本アニメが放送された88。

1983 年から日本で放映され、その後、世界中で放送されているＴＶアニメ『キャプテン

翼』は、アラビア語圏でも『キャプテン・マージド』（アラビア名：Majid Kamil；マージ

ド・カミル）となり、最大の人気番組となっている。マージドとは、サウジアラビアの伝

説の名選手、マージド・アブドウラー選手を指しており、この名前を付けた『キャプテン

翼』は、中東でも爆発的な人気を得ている。イラク戦争後、復興支援の任務で、イラクの

サマーワに派遣された日本の自衛隊の給水車に、『キャプテン・マージド』即ち「翼」の絵

が描かれた大きなステッカーがはられ、現地で大人気になった。給水車 26 台全てにキャプ

テン翼のステッカーが施され、それらの給水車でムサンナー県全域に水が配られたが、『キ

ャプテン・マージド』が描かれた給水車は、一台も被害に遭うことがなかった。その結果、

2004 年から 2006 年まで、日本の自衛隊と外務省が駐在したサマーワは、イラクで最も安定

した地域の一つになり、国際的にも大きな評価を得た89。

ソフト・パワーの概念を提唱したジョセフ・S. ナイも、「日本が作り出すイメージは、

かわいさと強さの組み合わせで子供たちの心を見事に捕らえている90。」と日本のアニメの

影響力を述べているが、日本外務省も、上記のサマーワの給水車の件を、日本のソフト・

パワーが発揮された一例として公表している。

次に、日本経済新聞の「リラックマは襲われない」と題する記事では、人気キャラクタ

ーが、海外で活動する他の日本産業へ与える影響を、次のように配信している。

「金曜日のランチタイム。上海の超高層オフィスビルの地下１階にあるローソンの店先

で『超可愛（超かわいい）！』と黄色い歓声が上がった。彼女たちの目当ては、中国でも

人気の日本のキャラクター『リラックマ』91。これは、『リラックマ』を店舗デザインに取

り入れたローソンの開店イベントだった。お待ちかねの『リラックマ』が登場すると、記

念撮影をしようと若い女性たちが殺到し、瞬く間に列をなした。2012 年９月、尖閣諸島の

国有化に端を発した反日デモで、ローソンも、重慶の一部店舗がデモ隊の投石を浴びた。

ローソンの結論は、中国でも人気のアニメや漫画のキャラクターを前面に出した店づくり。

反日デモの余韻が冷めない昨年 11 月、上海市内に『名探偵コナン』をテーマにデザインし
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た店舗を開き、今年７月には、忍者が題材で世界的に人気の『ＮＡＲＵＴＯ疾風伝』版の

店舗を 5 店も出した。ローソンには、親しみのある人気キャラクターの店舗は反日感情の

標的になりにくい、という計算もあるのだろう」92

ローソンのこのような店づくりが、反日感情の緩和と反日デモの襲撃防止に、直接的に

効果があるか否かは議論の分れるところであろう。しかし、長い目でみれば、日本に対し

て複雑な感情を持つ中国の消費者と、ローソンとの距離を縮める効果はある。アニメ・マ

ンガとそのキャラクターは日本文化の象徴的存在であり、コンビニエンスストアー（コン

ビニ）もまた現代日本文化の産物と言える。将来の主要顧客である中国の若者との心理的

な距離を縮めることによって、文化交流と理解が促進されることを期待したい。

また、英国放送協会（ＢＢＣ）の海外向け放送、ＢＢＣワールドサービス（BBC World

Service）は 2013 年 5 月 23日、毎年恒例の国際世論調査の結果を発表した。この調査はＢ

ＢＣワールドサービスが企画し、カナダの民間調査会社グローブスキャン（GlobeScan）と、

メリーランド大学（University of Maryland）の国際政策プログラム（ＰＩＰＡ - Program

on International Policy Attitudes）が実施したものである。その中で、各国が国際社会

に対して「概ね良い影響（mainly positive influence）を与えているか」、それとも「概

ね悪い影響（mainly negative influence）を与えているか」と質問し、良い影響と答えた

割合の平均値を高い順にランキング化している。

その結果、2012 年には 17 か国中 1 位だった日本は、2013 年には 4 位に順位を下げたが、

領土問題や歴史問題によって中国・韓国からの評価が悪化したことがその要因と言える。

日本の数値は「良い影響」が 58％から 51％に、「悪い影響」は 21％から 27％と悪化した。

しかし中国（9 位）も、「良い影響」50％→42％、「悪い影響」31％→39％、また韓国（10

位）も「良い影響」37％→36％、「悪い影響」27％→31％と悪化し、三つ巴で悪化の結果と

なっている。日本は中国と韓国などから世界に「悪い影響」とされるが、その他の国から

は「良い影響」を与えていると評価されている。その中でも、最も日本に対する評価が高

かったのはインドネシアで「良い影響」は 82％（「悪い影響」は 9％）にも達した93。

インドネシアは、日本が第 2次大戦中に占領したが、戦後も日本軍人が現地に残り、現

地の人々とオランダとの独立戦争を戦い、彼らの一部は独立の英雄とされている。また戦

後も早期に日本と国交を樹立し、日本政府によるＯＤＡ援助もあって、多くの日本企業も

進出し、親日国家の一つと思われていた。しかし 1974 年に田中首相が訪問した際には、首

都ジャカルタで大きな反日暴動が起こったが、その後、対日観は変わったのだろうか。

『朝日新聞』の論説委員・隈元信一は、朝日新聞と慶応大学の山本信人教授らによる、

現地の新聞報道などの共同調査研究の結果に基づき、次のように配信し、日本のメディア

文化の社会的影響力を評価している。

「調査によると 1985年頃に転機があることがみえてきた。プラザ合意で円高が進み、日

本の企業や観光客が増えた。企業は雇用を生み、現地にとけ込んだ。豊かな都市中間層が

登場し、高価な日本製品も身近になった。ドラマ『おしん』やアニメ『ドラえもん』が人



263

気を呼んだ。90 年に『ドラえもん』の放送を始めたテレビ局のアハマッド編成部長は『今

も一番人気。放送をやめたら暴動になるかも』と笑う。日本人の普通の暮らしや優しさが

わかり、夢を与えてくれる。それが息の長い人気の秘密だという。顔の見える関係や共感

が魅力を生む。無国籍性がうける日本アニメが多い中で、日本文化を映し出すことによっ

て『ドラえもん』はソフト・パワーの源泉になったと言っていい」94

外務省関連の独立行政法人の国際交流基金は、1979年から世界の日本語学習人口などの

調査を行っているが、調査を開始した 1979 年から機関数、学習者数ともに一貫して増加し

ている（表Ⅴ－1 参照）。1979年には世界中で 1,145 機関であった日本語教育機関は 2009

年には 14,925 機関（13.0 倍）に、13 万人であった日本語学習者数は、世界 133 ヶ国で 365

万人（28.1 倍）へと大幅に増加している。その期間の中でも特に、1990年に 98万人だっ

た世界の日本語学習人口は、2003 年に 235 万人と 137 万人、倍以上に増加しているが、国

際交流基金はこの理由を、「多くの国から、日本のアニメ、マンガ、ファッション、ゲーム、

映画などのポップカルチャーに対する関心から日本語学習を始める若者が増えているとの

報告があり、その大きな要因は、テレビから流れてくるアニメの主題歌が日本語なので、

自然に日本語に関心をもつ子供たちが増えてきたことによる」としている95。

【表Ⅴ－1】 海外における日本語学習機関数・学習者数の推移

年度

機関数（含民間語学学校） 日本語学習者数

機関数 伸率(%) 学習者数(人) 伸率(%)

1979 年 1,145 - 127,167 -

1984 2,620 128.8 584,934 360.0

1088 3,096 18.2 733,802 25.5

1990 3,917 26.5 981,407 33.7

1993 6,800 73.6 1,623,455 65.4

1998 10,930 60.7 2,102,103 29.5

2003 12,222 11.8 2,356,745 12.1

2006 13,639 11.6 2,979,820 26.0

2009 14,925 9.4 3,651,232 22.5

2012 16,046 7.5 3,985,669 9.2

出典：国際交流基金『海外の日本語教育の現状 日本語教育機関調査・2012年』くろし

お出版、2013 年などに基づき筆者が作成。

インドネシアの事情に関しても、国際交流基金の現地事務所（ジャカルタ日本文化

センター）は「インドネシアは経済的な結びつきが強く、従来から実利目的で日本語

を学習する者が多かったが、最近は日本のアニメ・マンガ・J-POP を契機として学習す



264

る若者が多い」としている96。2009 年における日本語学習者数は、韓国が最も多く 96

万人、中国が 83 万人、インドネシアが 72 万人で第 3 位であるが、インドネシアの学

習者数は、2006 年から 3 年間で 163％の増と、驚異的な増加を示している97。

このように、マンガ・アニメに代表される日本の大衆文化は、世界中に様々な影響を与

え続けているが、今までとは全く違う関心を、文化の重要な伝達ツールである日本語に対

しても生んでいる。そして、この動きは将来的にも、より深淵な日本文化の理解に資する

だけでなく、広範な相互交流にも寄与していくと考えられる。

（２）ジャパン・エキスポに見る文化交流

今まで見てきたように、現代の日本文化に対する関心が高まる中、フランスのパリ郊外

のノール・ヴィルパント展示会会場で、マンガやアニメを中心にした日本のポップカルチ

ャーの見本市とも言える「ジャパン・エキスポ」（Japan Expo）が毎年開催され、年々活況

を呈している。2012年で 13回目を迎えたこの催しは、1999 年に日本文化のファンであっ

た数人のフランス人の若者が、当時のフランスでも流行以前であった、漫画・アニメなど

の「現代の日本文化」と、その奥にある「伝統的な日本文化」に特化したイベントを開催

するというプロジェクトを企画したことから始まった。

ジャパン・エキスポは、漫画・アニメ・ゲーム・音楽・モードなどのポップカルチャー

と、書道・茶道・華道・折り紙、剣道・合気道などの伝統文化をテーマとして開催され、

ゴスロリ（ゴシック調のロリータファッション）なども紹介されている。日本のテレビア

ニメやゲームで育った世代を中心に、愛好家達で自主的に運営されてきた催しは、企業参

加によるマンガやファッションの新作展示会としても拡大してきた。来場者もフランス全

土、更にはベルギーやドイツ、イギリスと西欧全域に広がりを見せている98。

そうした取り組みは、来場者数の急増となって表れ、2000 年の第 1 回参加者 3 千 200 人

から増え続け、セルジーで開催された第 7 回では 3日間で 5 万 6 千人の人達を動員した。

その後、2008 年の第 9 回で、13 万 5000 人と 10 万人を越え、2012 年には 20 万人を超えて

経済的にも大きな注目を集めるようになっている（図Ⅴ－1 参照）。次に来場者の年齢構成

は、15 才未満が 17％、15才～25 才が 65％であり、25 才未満の若年層が 8 割以上を占める、

若者たちが中心の交流イベントに成長した（表Ⅴ－2 参照）99。

このような集客力の大きさから、日本政府も注目し、第 11 回（2010 年 7/1-7/4）には、

外務省、文化庁、経済産業省が共同で出展したほか、経済産業省の外郭団体であるジェト

ロ（ＪＴＲＯ）もセミナーを開催し、商談会も実施した。また、日本の地方自治体の国際

化を支援・推進する財団法人自治体国際化協会のパリ事務所が、1,209 人に対して、「日本

への関心」に関するアンケート調査を行っている100。

日本の魅力を聞く調査（複数回答可）では、1位・日本食（回答数 353人）、2 位・伝統

文化（351 人）、3 位・マンガ（340人）、4位・アニメ（260人）、5位・ＴＶゲーム（227 人）

の結果となっている。この調査でも、マンガ、アニメ、ＴＶゲームの合計で 827 人となり、
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ポップカルチャーの人気を裏付けている。また、訪日経験に関する調査では、訪日経験「な

し」が 83.6％、「1 回」が 12.0％となり、来場者の大半が 10 代から 20 代の若者であるので、

訪日経験が無いのもうなずける。だが、日本に行ったことがないが日本に関心があるフラ

ンス人達が、4 日間のイベントに 20 万人も集まったのである101。

【図Ⅴ－1】 「ジャパン・エキスポ」入場者推移

【表Ⅴ－2】 「ジャパン・エキスポ」入場者年齢構成（2014年）

年齢 15 歳未満 15-25 歳 25 歳以上

構成比率 17 % 65 % 18 %

出典：SEFA EVENT 社（主催者）ＨＰ

〈http://nihongo.japan-expo.com/art-918-en-presentation.html〉

また、近年の注目すべきところは、出展者の顔ぶれが大きく変わってきた点である。顕

著に増えているのが、伝統工芸や食、そして遊戯コーナーや自動車などである。10 年前に
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10 代後半、20 代前半であった来場者が、いまや 30代となり、コンテンツをきっかけに日

本を好きになった彼らは「その先の日本」を探し始めている。ジャパン・エキスポはマン

ガ、アニメ、コスプレのイベントから、その姿を変えて進化している。「その先の日本」を

探し始めたユーザーは、アニメやマンガのシーンとして登場した日本の文化や風景、そし

て様々なライフスタイルに関心を持ち始めたということである102。

このようにパリの会場が活況を呈する一方、序々に地理的な拡大も図られている。2013

年の一年間を見ると、７月にパリ郊外で開催される本体の第 14 回「Japan Expo」に加え、

3 月にはフランス・マルセイユで第 5回の「Japan Expo Sud」、10 月末にはフランス・オル

レアンで第 3 回「Japan Expo Centre」が、11月初旬にはベルギー・ブリュッセルで第 2回

の「Japan Expo Belgium」が開催された。そして 2013 年から、既存の４地点に加えて、新

たにアメリカ・サンフランシスコで第 1回「Japan Expo U.S.A」が 8 月末に開催された103。

ジャパン・エキスポは民間の催しでありながら、パリの会場だけでも 24万人（一日平均

6 万人）の観客を集客しており、例えば日本の外務省と韓国の外交部が後援し、2012 年に 8

回目を迎えた「日韓交流おまつり」が、東京で約 2.4 万人（4 日間）・ソウルでは約 4 万人

（2 日間）を集客したのと比較しても、非常に大規模な催しに成長していると言える。例え

一国の政府が企画し莫大な費用を投じたとしても、このような催しを開催し、これだけの

多くの入場者を集客することは困難であると思われ、「ジャパン・エキスポ」は、欧米で現

代日本文化がいかに愛好されているかを示す一つの事象であると考えられる。

ジャポニスムは、万国博覧会（国際博覧会）への出展を契機として、当時の日本の政府

の文化政策、経済政策を背景に、政府の支援によって流れが形作られたが、このジャパン・

エキスポは、数人のフランス人の若者が始めた純粋に民間の集まりが発展したものであり、

純民間の団体が主催している。また、日本からの参加者も民間が主体であり、政府や政府

機関、自治体も後追いで一参加者として出店しているイベントであり、世界的にも例のな

い催しである。日本の大衆文化が、現代でもこのように欧米に受入れられ、流行し、影響

を与え続けている背景には何があるのだろうか。

（３）現代の日欧間での国際文化交流の背景

19 世紀半ばから半世紀以上に渡って流行した「ジャポニスム」は、芸術家のみならず、

一般大衆の日常生活にまで影響を与えた。日本的な美的感覚は、着物に影響を受けたガウ

ン、花や鳥などのモチーフを取り入れた食器など、芸術運動を超えて西欧の日常生活にも

浸透するようになった。そして現代でも、日本の食文化、服飾文化などが、ヨーロッパで

高い人気を博しており、「Japanese Cool」と呼ばれる大衆文化は「第 2のジャポニスム」

などと呼ばれ影響を与え続けている。このような日本文化の西欧社会への影響は、単に美

術品のデザインや技法や、映像やファッションの新鮮さが受け入れられているのではなく、

その背景にある日本の美意識、そしてまたその奥にある古来の日本文化や日本人の精神の

中に、西欧の人々の心・魂の琴線に触れるものが存在するからであると思われる。
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日本文化を表現する言葉として、「和洋折衷」・「新旧融合」・「奥ゆかしさ」・「温故知新」

などの言葉があるが、日本人は、外から新しい物や良い物を取り入れて、古来の物、内の

物と折衷・融合し、より洗練した物、新しい価値を創る事が得意であるように思われる。

天麩羅（テンプラ）やトンカツ、カステラや金平糖（コンペイトウ）など、日本固有のも

のと思われがちなものも、その起源は西洋にある。また、現代の若い女性たちに愛好され

るゴスロリと呼ばれるゴシック・アンド・ロリータ (Gothic & Lolita) ファッションも、

全く異なるゴシックとロリータを結びつけた、日本独自のストリートファッションである

が、これも西洋の文化を継承し融合したものである。日本の文化は、長い歴史の中で様々

な地域の様々な文化を融合させた結果であるとも言えるので、どこかに、西欧人の感性に

も通じるものがある筈である。日本文化は、「ジャポニスム」の時代からの 150年以上に亘

る日欧間の文化交流の結果、西欧人にとって全く異なる未知の文化ではなく、異文化を感

じさせつつも、その奥にはどこか共通性が感じられる、拠り所になるものがある文化と捉

えられているのではなかろうか。

一方こうした現代日本文化の積極的な海外展開には、日本の国内事情も関係していると

思われる。日本のキャラクターグッズ市場は 2兆円規模だが、競争が激しく今や飽和状態

である。例えば 16 才人口は、バブル絶頂期 1989 年の 200 万人をピークに 50 万人（25％）

も減少し、アニメ・マンガ・ゲームともに、マイナス成長が続いており、これが企業の海

外進出を促進したとみることも出来るし、結果的に海外での受容が進んだとも見ることが

できる104。そして、この流れを加速したのが、世界的なテレビ放送の多チャンネル化であ

ると考えられる。テレビ放送のデジタル化・多チャンネル化は、各国放送局のソフト不足

をもたらし、その結果、相対的に安価な日本のアニメは世界各地に拡散していった。

そして前述のとおり、ＴＶアニメで育った、第 1 世代の日本のサブカルチャー愛好家を

中心にマンガの受容が急速に進み、その後、家庭用ゲーム機（第 2 世代）の普及を経て、

インターネットによって、リアルタイムに日本のサブカルチャーに接触可能な第 3 世代を

中心に、日本文化に憧憬を抱く人々は、親世代から子世代へと更なる広がりを見せている105。

それに加え、日本のポップカルチャーに対する関心は、文化の重要な伝達ツールである日

本語に対しても興味を呼び起こし、日本語学習を始める若者の増加という現象を生んでい

る。そしてこの現象が、ジャパン・エキスポにおいても日本の伝統文化が一方の大きなテ

ーマとなっているように、日本文化への関心の面的広がりだけでなく、より正確で深淵な

日本文化への理解を増進していると考えられる。

紀葉子も次のような現象を例に、サブカルチャーであるマンガやアニメに親しみ、そこ

から得たものから、新しい文化が萌芽する可能性は充分に認められると著わしている。

「フランスでも 1978年から国営テレビの ANTENNE2 で放映開始された『UFO ロボグレン

ダイザー（UFO Robot Goldorak）』から始まった日本のテレビアニメ世代の関心は、ゲーム、

マンガからファッションに向かい、伝統的な日本文化に広がりを見せている106。」

また内田真理子も、「西欧でも今では、日本のポップカルチャーも、伝統文化やライフス
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タイルなどの日本的価値を背景としたものと捉えられている107。」と述べているが、文字通

り下位文化であった趣味の領域が、大衆文化のグローバル化に貢献するのみならず、書道・

茶道・華道・剣道など、日本の伝統的文化への関心を呼び起こしている。この川下から川

上へ遡る文化の潮流は、明治時代のジャポニスム現象が、浮世絵版画という当時の大衆芸

術から琳派などの伝統的美術・工芸品に向かう過程と同様であると考えられる。

日本人がルーブル博物館やオルセー美術館で西洋芸術に感動するように、真に美しいも

の、感動的なものは、時代や国境を越えて普遍性がある。逆に、日本文化に心酔し、日本

の美意識に感動するのは日本人だけではない。和と洋、新と旧と、相対するものを融合し

て新たな価値を生み出す日本文化の多様性が、見直されているのが現状であろう。

明治時代の「ジャポニスム」は、万国博覧会への出展という、日本政府の文化政策、経

済政策を背景にした、所謂「官製」・「官主導」によって潮流が形作られたものであった。

新たな国造りを進めた明治政府は、「文化的独自性」を主張することを通して、国威発揚、

殖産興業、輸出振興を目的に、万博への出品を奨励し様々な援助を行った。また、日本美

術から刺激を受けたアール・ヌーヴォーは逆輸入の形で日本に回帰し、その後の日本文化

の再生と成長にも大きな影響を与えた。そしてこの文化・産業政策は、時代と内容もが異

なるが、国策による「文化的アイデンティティ」の確立と経済振興政策との融合によって

国威発揚を図るという点で、現在の「韓流文化」「新韓流文化」の普及に関わる韓国政府な

どの文化政策、経済政策と通じるところもあるように思われる。

一方、「第 2のジャポニスム」、「ネオ・ジャポニスム」は、その育成課程で、西欧の文化

を吸収し、融合した文化であるが、文化産業の企業や現代の若者を中心に、謂わば「民生」・

「民主導」で展開され浸透しつつあるものであり、前述の白石さやの言108を待つまでも無

く、決して日本政府の政策によって生み出されたものではない。アニメやマンガ、ゲーム

などを中心とする日本の「大衆文化」は、フランスの美術評論家のエルベ・シャンデスな

どの理解者によって、「21 世紀のジャポニスム」などと呼ばれて評価され、欧米の文化に大

きな影響を与えているとして擁護されている109こともあり、政策的に一時的に抑制策がと

られたにも拘らず、現在では普通に流通し、西欧文化に影響を与え続けている。

出口弘は、現代日本のマンガ・アニメなどのコンテンツも、キャラクターや物語が作り

出す世界を「市場」化し、作り手と受け手が世界観を共有して遊ぶという、江戸時代の歌

舞伎、浮世絵、絵双紙などの大衆芸術と同構造を持っているとして、次のように、新旧コ

ンテンツの共通性と多元的価値観の共有を可能とする日本芸術の方向性を述べている。

「江戸時代の大衆芸術の構造は、歴史的にも王侯貴族の庇護を雛形とする欧米の『芸術』

とも、20 世紀のマス・メディア時代の国民共有の『ハリウッド型コンテンツ』とも異なっ

たものであり、現代日本のマンガ・アニメ・ゲームなどの新しいコンテンツ産業にも継承

されている。オリジナル作品のマーケットは、最初から複製を前提に構成されており、歌

舞伎を上流として、狂歌、浮世絵、絵双紙と趣向を変えて遊ぶという『日本型コンテンツ』

の世界が、現代に継承されたものである」110
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現代のジャポニスム、ネオ・ジャポニスムも、一見日本の伝統芸術とは無縁のものであ

るように見えるが、「日本型コンテンツ」としての構造を共有しており、日本の伝統文化が

現代風に表現されたものであると言うことも出来る。そして、下位文化とも言える日本の

大衆文化（サブカルチャー）が、「日本文化への入りやすい入り口」となって、日本語に対

しても今までとは全く違う関心を生みだし、その奥にある伝統文化への興味をごく自然に

掘り起こしている。このように見てくると、明治時代の「ジャポニスム」と、現代の「ネ

オ・ジャポニスム」現象は、その潮流が生み出された背景は異なるものの、文化の多様性

を認め、双方向の交流を経て成立した、国際的な文化交流と言える。

第２節 現代日本のコンテンツ産業振興政策

日本でも最近に至るまで、コンテンツと呼ばれるマンガやアニメ・ゲーム・音楽・映画

などの大衆文化は、文化・芸術に値しないものという評価であったと言わざるを得ない。

しかし近年になり、「下位文化」との評価が一変し、日本の「誇れる文化」の一つとされる

ようになった。そして日本でも、20世紀末、21 世紀初頭から、コンテンツ産業の振興に対

する関心が高まり、政府による政策形成や具体的施策も進展をみせている。

このような日本の政策変更の理由の一つには、1990年代のバブル崩壊後から長期に亘っ

て続いた、失われた 10 年とも 20 年とも言われる「経済低迷による産業構造の変化」があ

ると考えられる。このような経済環境の変化の中で、日本も従来からの製造業に代わる新

たな成長産業を見つけ出して育成する必要性が生じ、その結果、海外でも評価の高いコン

テンツ産業が見直され、その振興が大きな政策課題に浮上したと考えられる。

また、もう一つの理由は、「マンガ・アニメなどのコンテンツは、日本のソフト・パワー

の重要な源泉である」との認識が広まったことにあると思われる。前述のとおり、まず 2002

年に、ダグラス・マッグレイが、“Foreign Policy”誌上で、宮崎駿の劇場アニメを含め

日本大衆文化の影響力を評価したことが、日本国内でも大きな反響を呼んだ111。次いで 2002

年に、“Soft Power: The Means to Success in World Politics”の中で、ジョセフ・S・

ナイが、「1990年代の景気の低迷にも拘らず、日本のアニメ映画はアメリカで大ヒットして

おり、日本が作り出すイメージは、かわいさと強さの組み合わせで子供たちの心を捕らえ

ている。日本の大衆文化はソフト・パワーの源泉になりうるものを生み出しており、日本

はソフト・パワーの源泉になりうるものを大量に持っている」112と著したことから、アニ

メ・マンガがソフト・パワーの源泉として論議されるようにもなった。

また、「世界はグローバル化の進展により、政府としても外交政策やその背景にある考え

方を自国民のみならず、各国の国民に説明し、理解を得る必要性が増してきている。こう

したことから、伝統的な政府対政府の外交とは異なり、広報や文化交流を通じて、民間と

も連携しながら、外国の国民や世論に直接働きかける外交活動、すなわち「パブリック・

ディプロマシー」の考え方が注目されるようになった。「日本文化は、Japanese Cool とし
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て世界中から注目されはじめている。日本は、国際的な影響力を持ちつつある日本文化の

魅力をより積極的に海外に向けてアピールし、これを外交資産として活用していく必要が

ある」113との外交的認識もコンテンツ産業の振興策を後押ししていると判断される。

１ 世界のコンテンツ市場の状況と各国の政策

コンテンツ114産業は、音楽、放送、動画、ゲーム、出版など、様々な業種を含んでおり、

他産業への波及効果も高く、今後の成長可能性も高い産業であることから、各国も様々な

育成施策と振興政策を検討し実行に移している。しかし、コンテンツ市場の量的な捉え方

については、メディアそれぞれのビジネスモデルが異なり、各国の法律などによっても範

囲に差異があり、国際的にも統一化された基準も無いのが現状である。また、集計方法に

関しても、各国機関の試行錯誤によって変更される場合があり、為替の問題もあって、時

系列的にも正確な比較には無理も多いと言えるが、本論では概要を理解する意味から、産

業の市場規模を金額的に把握することから始めたい。

米国のコンサルタント・会計企業である Pricewaterhouse Coopers 社による調査（ＰＷ

Ｃ“Global Entertainment and Media Outlook”）を見ると、2005 年時点の世界のコンテン

ツ産業市場の合計は約 120 兆円であり、この時点で世界統計が明確な主要 8 ヵ国のうち、

国別 1 位のアメリカが 37 兆 4千億円、第 2 位の日本が 10 兆 6千億円である（なお、世界

と比較するために、日本の数値は国内集計から、カラオケ、アーケードゲーム（業務用機

械ゲーム）、インターネット配信、携帯電話を除いている）。他の 6 ヵ国は数値の多い順に、

イギリス 7兆円、ドイツ 5 兆 9千億円、フランス 3兆 9 千億円、中国 2 兆 3 千億円、韓国 1

兆 3 千億円、台湾 9千億円の規模となっている115。その後 2008 年には、世界市場は約 145

兆円に、トップの米国は 46.6兆円、次いで日本は 11.8 兆円となっており、世界市場は堅

実な成長を見せていると言える116。

世界最大のコンテンツ市場を有する米国のコンテンツ産業の海外輸出比率を、『デジタル

コンテンツ白書 2009』の特定サービス産業実態調査等より推計すると、17.8％にのぼり、

国内に加え大きな市場を海外に確保している。しかし、日本のコンテンツは、海外からも

高く評価されているものの、海外輸出比率は 5％と米国の約 3割にすぎず、成長するアジア

諸国等の需要を取り込めていないと言える。また、輸出の内訳も、家庭用ゲームソフトの

売上が 97％以上を占め、ゲーム以外のコンテンツの輸出は進んでいない状況にある117。

次に各国のコンテンツ産業に関する振興政策を見てみよう。まず、アメリカでは、第二

次世界大戦前から映画を中心とする文化産業の振興・輸出促進策が積極的に進められてき

たが、戦後もこの姿勢は変わっていない。第一次大戦後、「Trade Follows the Films」(商

務省：映画を 1 フィート海外に出す度に、他の商品が 1 ドル売れる)という考え方の下に、

映画産業の振興と、映画を利用した米国製品の輸出を促進してきた118。

周知のとおり、映像部門におけるアメリカの国際競争力はソフトのみならず技術などの

ハードウエアにも及び、映画やテレビ番組に象徴されるソフトは、それに内在する文化的、
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イデオロギー的側面という、経済的次元を超越した価値を有することから、政府レベルの

取り組みが、戦前から行われ、ハリウッドを中心とする映画業界の国内市場確保の施策、

輸出戦略にも、政府の介入がなされた。1992 年のアメリカ映画制作者配給者協会（ＭＰＰ

ＤＡ119）の設立とともに、海外市場を管理する国際部（international department）が設

置され、国務省や各地のアメリカ大使館と連携して、各国の輸入規制、上映規制の緩和・

撤廃に向けて交渉し、アメリカ映画の市場確保、利益確保が図られた。また戦後も、この

官民一体となった体制で、ＧＡＴＴやＷＴＯ、米加ＦＴＡなどの場を利用して、自由貿易

における「文化的例外（cultural exemption）」の削除、著作権保護などの活動が推進され

るが、その意図として、以下の 3 点について、官民双方の共通認識が形成されていたこと

によるところが大きい120。

① 映画の輸出がアメリカ文化・制度・社会の周知に役立ち、政治的・文化的・経済的に

みて意義があること

② 海外の興行収入がアメリカ映画の品質保持にとって重要であること

③ 映画の輸出がアメリカ商品の輸出を促進すること

これにより、映画の輸出に関して、輸出組合を反トラスト法の適用除外とするウェッブ・

ポメリン法（Web-Pomerene Export Trade Act of 1918）にもとづき、第 2 次大戦後に輸出

カルテルの役割を持つアメリカ映画輸出協会（ＭＰＥＡ121）が結成され、1950 年代には、

映画業界大手にとって、海外市場は売上げの半分近くを占めるに至った122。

このように米国政府のコンテンツ産業への評価は、戦前から重要視されてきた文化的側

面や外交的側面からの価値に加え、最近では、経済的側面からの認識も高まっていると判

断される。近年、アメリカの多くの産業が輸出競争力を失う中で、コンテンツ産業は、国

際的優位性が発揮される分野、つまり成長産業として位置づけられている。そして米国政

府も二国間の経済協議やＧＡＴＴ、ＷＴＯといった多国間協議の場を活用し、貿易制限の

撤廃、規制緩和と著作権保護に力点を置いた主張を続けている。

一方、ヨーロッパ最大のコンテンツ市場を持つイギリスでは、1997 年に発足したブレア

労働党政権によって、「クール・ブリタニア」という標語の下に、「クリエイティブ産業政

策（creative industries policy）」が始められた。この政策は、新しい文化省の発足と省

庁横断型政策立案チームの、クリエイティブ産業タスクフォース（Creative Industries

Task Force : ＣＩＴＦ）の設立によって、創造産業振興策に積極的に取り組み、デジタル

コンテンツをＧＤＰ比 10％産業に育成することを目指すものであった123。

放送の分野を見てみると、ブレア政権以前の保守党政権下の 1990 年に、放送法

（Broadcasting Act 1990）が制定された。この放送制度改革の背景には、様々なニューメ

ディアの登場と放送市場の国際化に伴って、チャンネルとソフトが大幅に拡大するとの予

測に従い、従来の放送制度に替えて、消費者原理に基づく新しい制度を構築するという政

府の意図があった。この法律にもとづき、

① 外資による放送局所有規制の緩和
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② 国産・欧州産番組の編成義務を、各放送局毎に定める、オリジナル番組編成義務の明

文化（UK original production）

③ 独立プロダクション（外部の番組制作会社）から、放送番組（総時間）の 25％以上の

調達を義務付ける独立プロダクションクオータと、独立プロダクションにおける著作

権保有の原則

などの施策が実行に移され、イギリスは放送事業の効率化と、国内コンテンツ産業の育

成の方向への政策転換を図った124。

その後ブレア政権では、この政策をさらに推し進め、外国資本による民間放送局の所有

規制を撤廃し、放送業界の効率化と活性化を促し、他方で、地上波に対して一定比率の国

産番組の編成を義務付け、イギリス国内での制作機会の確保を図った。その一方で、番組

制作会社（独立プロダクション）が制作した番組の著作権を、明文化された譲渡契約が無

ければ、制作会社に帰属するものとし、制作会社による二次利用を促した。また、映画の

分野でも、文化・メディア・スポーツ省（ＤＣＭＳ）による振興策がとられ、特に 2000年

に設立されたフィルム・カウンシル（ＵＫＦＣ）が、政策推進の中心的役割を果たしてい

る。ＵＫＦＣによる支援策は、個々の映画制作への助成、配給・上映への助成、海外での

イギリス映画のプロモーションやイギリス国内での撮影の誘致、国際映画祭の開催、人材

育成のプログラムなどである。また、1990 年代以降、映画制作への投資に対する税制優遇

措置（一定割合の所得控除）がとられている125。

一方フランスは、年間約 500億円の特別財源を基に、コンテンツ開発、人材育成等を支

援している。また 2008 年 10月には『デジタル・フランス 2012』を公表し、創造産業育成

や新技術によるコンテンツ制作への支援を強化している126。

次に韓国でも、金大中大統領は「文化大統領」を宣言し、文化関係の国家予算を１％に

する目標を定め、文化インフラを多様に構築・支援すること、また文化産業と観光産業を

国家基幹産業として支援・育成することによって、文化先進国化を目指すこととした127。

1999 年には「文化産業振興基本法」を制定し、文化産業振興策の長期的ビジョンと戦略を

段階的に推進していくための「文化産業発展 5 ヵ年計画」、2000年にはこれを拡大発展さ

せた「文化産業振興 5 ヵ年計画」、すなわち「文化産業ビジョン 21」を発表した。

続いて 2001年には、「文化産業振興基本法」を改正し、これにもとづき国の産業支援機

関として「文化コンテンツ振興院」を設置し、「文化産業振興基金」を立ち上げて、2003 年

までに 5000億ウォン（約 500 億円）を集中投資することとした。また同年、デジタル時代

に対応した情報化政策として、「コンテンツコリアビジョン 21」を策定し、2003 年までに、

8546 億ウォン（約 850 億円）の資金の追加投入が示された。これによって、先の文化産業

振興基本法による資金枠との合計で、1 兆 3546 億ウォン（約 1350 億円）という巨額の資

金が投入されることとなった。

また、2002 年には、「オンライン・デジタル・コンテンツ産業振興法」が制定され、同法

にもとづいて「第１次オンライン・デジタル・コンテンツ産業発展基本計画（2003 年～2005
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年）」が策定された。その中では、2010 年までに世界 5 位内のデジタルコンテンツ国家と

する目標が掲げられ、専門的人材育成や韓国製コンテンツの輸出振興が図られた。

また盧武鉉政権も、この政策を受け継ぎ、2003 年に世界五大文化産業強国宣言を発表す

るなど、コンテンツ産業のグローバルな競争力強化に取り組み、韓国の伝統文化であるハ

ングル、韓食、韓服、韓屋、韓紙、韓国音楽を「韓スタイル」としてブランド化し、「韓流」

ブームを「新韓流」に発展させるべく推進をはかり、李明博政権も優先的課題として、国

家目標を定めるなどして国家ブランド強化に取り組んだ。

また台湾では、2000年に民主進歩党の陳水扁政権が発足すると、2002 年には、６ヵ年重

点発展計画「挑戦 2008」を策定し、「両兆双星産業発展計画」を発表した。「両兆」とは半

導体、ディスプレイ産業であり、「双星」とはデジタルコンテンツ、バイオテクノロジー産

業であるが、特にデジタルコンテンツ産業については、専門組織として「デジタルコンテ

ンツ産業推進室」を設置し、産業振興に取り組むこととした128。台湾政府もこのように、

産業振興の重点を、それまでのコンピュータ関連産業などの「ハード産業」から、ゲーム、

アニメ、音楽など、デジタルコンテンツを中心とした「ソフト産業」へシフトし、先端技

術を活用した知識基盤型経済化を図ろうとしている。

そして中国でも、2009 年 9 月に、国務院が中国文化産業振興の基本方針「文化産業振興

計画」を 発表し、文化産業を重要産業として位置づけ、第 12次五ヵ年計画（2011～2015

年）では、「文化事業と文化産業の発展」を明記した。そして 2012 年 2月には、文化部が

「文化産業倍増計画」を発表し 2015年までの 5 年間で文化産業全体の付加価値の増加額を

年平均 20％以上成長させ、2010 年比の倍増を目指すとした129。「文化産業振興計画」では、

地域・業種を超えた経営の実施により、強力な市場競争力を保持した、生産高 100 億元（約

1300 億円）超の企業の形成を目標として提示し、2011 年に、資金規模は 200 億元（約 2500

億円）の「中国文化産業投資基金」を設立した。この基金は政府が資金を呼び水として、

他からも資金を呼び込み、文化産業の振興を図るのが目的であり、出版、映画、テレビ、

インターネット等の文化産業に投資されている130。

２ 日本のコンテンツ産業の状況

一方、日本に目を移してみると、日本のコンテンツ産業の市場規模は、（財）デジタルコ

ンテンツ協会の調査131によると、小泉首相による「知的財産の国際戦略化」の施政方針演

説によって、日本のコンテンツ産業振興政策が実質的にスタートした 2002 年には、総額 13

兆 2736 億円であったが、小泉政権の最終年度、第一次安倍政権によって「新経済成長戦略」

が進められる、4 年後の 2006 年には総額 13 兆 9,890 億円となり132、この 4 年間では 5.4％

の成長、年平均では 1.3％程度のなだらかな増加傾向にあった。

その後、同協会の 2008 年の調査では、日本の市場規模は 12 兆 9,241 億円と減少してい

る、また、日本の海外輸出比率は 5.0％と見積もられており、輸出の内訳は家庭用ゲームソ

フトが 97％以上で、他の分野の海外展開は殆ど進んでおらず、海外からの日本のコンテン
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ツに対する高い評価を、経済的利益に転嫁できていない状況に変わりはない133。

また協会は、2009 年より統計としての精度を上げるために、推計方法の見直しを行って

おり、時系列比較は困難ではあるが、2009 年時点での日本のコンテンツ産業の市場規模も

12 兆 1,563 億円（米国に次いで世界第 2 位、世界全体で約 130兆円）と減少している。そ

の後も、国内市場は少子・高齢化や不況に直面しており、2010年は 12兆 641 億円、2011

年 12 兆 460億円と、震災の影響などもあって、横ばい傾向を続けているといえる134。

また、コンテンツの制作に携わる雇用者数は約 31万人（出典：総務省企業・事業所統計

（2006 年度））であり、鉄鋼業に係る雇用者数（約 24 万人）を上回る規模であるが、コン

テンツ業界における中小企業の比率は 96％以上（出典：同上）であり、基本的に、コンテ

ンツはメディア産業の下請構造の下で制作され、中小企業比率が高いのが特徴である135。

次に市場規模を次の分野に分けて見てみる。

・映像：映画興行、テレビ放送とその関連収入、映像ソフト

・音楽・音声：音楽ソフト、インターネット配信、カラオケ、コンサート、ラジオ放送等

・ゲーム：ゲームソフト販売、ゲームセンター売上げ、オンラインゲーム収入など

・図書・新聞・画像・テキスト：書籍・雑誌・新聞の売上げ、オンライン配信、パッケー

ジソフト、インターネット広告など

上記各分野の 2010年の市場規模は、映像 4 兆 4,585 億円、音楽・音声 1 兆 3,802 億円、

ゲーム 1 兆 1,731 億円、図書・新聞・画像・テキスト 5 兆 523億円であり、これを 2002年

と比較すると、ゲームが 13.2％、映像が 0.1％の増加を見せたのに対し、図書・新聞・画

像・テキストが 3.1％、音楽・音声は 23.6％の減少となっている（図Ⅴ－2 参照）。

【図Ⅴ－2】 コンテンツ産業の分野別市場規模
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出典：経済産業省商務情報政策局監修『デジタルコンテンツ白書 2011』より作成。

このように、コンテンツ産業全体では横ばい傾向にあるが、その中でもデジタルコンテ

ンツ部門を見ると、インターネットなどよって配信されるネットワーク系、ＣＤ・ＤＶＤ

などのパッケージ系、携帯電話・放送・劇場などのメディア全体で、2010 年には 6兆 8,158

億円と、2002 年の 3兆 4,040 億円に対して、100.2％の大きな成長を遂げている136。

また、日本のコンテンツ産業の国際収支を見てみると、日本製のゲームやアニメ、マン

ガは、世界中に広く浸透しており、コンテンツ産業全体では国際収支は黒字の傾向にある。

特にゲームソフトは、2001 年では輸出が 2,532 億円、輸入が 30億円、2005 年でも輸出が

2528 億円、輸入が 30 億円、2011 年には 2,930 億円、21 億円と 140 倍の輸出超過となって

いるが、図Ⅴ－2 に見るように、ゲームソフトを除くと他の分野は全て赤字である。

放送番組（テレビ番組等）の輸入額は公表されていないが、公表されている地上テレビ

番組の輸出金額を見ると、2004年が 82 億円であったが徐々に増加し、2008 年 93 億円、2009

年には 83 億円となっている。一方韓国の輸出額を見ると、2004 年には 74 億円であったが、

2008 年には 187 億円、2009 年には 191 億円と日本の 2 倍以上に増加している。なお、2008

年の日本の輸出の 50.4％はアニメ、22.5％がバラエティであり、輸出先は主にアジア

（40.5％）であり、ヨーロッパ（31.8％）と北米（25.8％）がこれに次いでいる137。

また前述の通り、日本のコンテンツ産業の海外輸出比率は 5％程度と、米国の輸出比率

（17％）の約 3 割にすぎず、輸出の内訳でも家庭用ゲームソフトの売上が 97％以上となっ
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ており、ゲーム産業以外の海外展開がほとんど進んでいないという問題を抱えている138。

また、ＧＤＰに対する比率で、2005 年時点での国全体の経済規模とコンテンツ産業市場

を対比すると、日本の 2.1％に対してアメリカ 3.0％、イギリス 3.0％、台湾 2.8％となり、

国の経済規模に比べてコンテンツ産業の市場規模が相対的に低い水準にある139。

【図Ⅴ－3】 日本のコンテンツ産業国際収支
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出典：経済産業省資料「クリエイティブ産業の現状と課題」（平成 25 年 3 月 25日）により

作成。

このように、世界的には、アメリカが世界最大のコンテンツ市場を有し、しかも、世界

最大のコンテンツ輸出国となっている。これに対して、日本はアメリカに次ぐ市場規模を

持ちながら、海外輸出比率はわずかにとどまり、ゲームやアニメ、マンガを除けば海外市

場への展開が進んでいないのが現状であると言える。

上記のとおり、世界のコンテンツ市場の状況と各国の政策を考察してきたが、コンテン

ツには、出版物、音楽、映画、放送番組など多岐にわたる形態のものが含まれ、各々に係

る法制度、業界も異なり、メディアそれぞれのビジネスモデルが異なるため、日本におい

ても政府の行政施策は、これまで永らく担当省庁別に、いわゆる縦割りで展開されてきた。

例えば文部科学省は文化・芸術の振興と著作権制度の整備、総務省は放送行政の枠組み作
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りや、放送・通信コンテンツの流通の促進、経済産業省は情報産業、コンテンツ産業の育

成と振興、外務省は文化外交、国土交通省が観光政策というように、省庁毎に個別に政策

を立案して振興策を推進して来た。しかし、次節以降で詳細に考察することになるが、近

年に至り、内閣官房（首相官邸）に、知的財産戦略本部が設置され、各省庁の計画の骨子

を調整・立案し、具体的政策を推進していく体制が整えられつつある。

３ 日本政府のコンテンツ産業振興策

（１）文化芸術振興基本法の制定

アニメやマンガ、ゲームなどは、欧米では「ポップカルチャー」や「サブカルチャー」

として呼ばれ、芸術の周縁にあり、芸術そのものではないとされてきた。しかし、1996 年

7 月に文化庁に設置された「マルチメディア映像・音響芸術懇談会」140が、一年間に亘る

検討結果として、1997 年 7 月に「21 世紀に向けて新しいメディア芸術の振興について」

と題する報告書を取りまとめ発表した。この報告書では、マンガ・アニメ・ゲームなどを、

「メディア芸術」と位置づけて、その可能性について提言を行った。

日本が得意とするマンガやアニメなどの作品を総称する言葉すらなかった状況を踏まえ、

複製表現や先端技術を使った新しい表現を総称して「メディア芸術」と呼び定義したこと

について、浜野保樹は次のように評価している。

「欧米には新技術を積極的に使った芸術という意味で『メディア・アート』(media art)」

という用語もあるが、『メディア芸術』は『メディア・アート』も包含する。『メディア芸

術』という言葉の成立自体が、新しい宣言であった。欧米では芸術から排除されていた作

品を『メディア芸術』と言い切ったことは、これまでの欧米中心の芸術観への意義申し立

てでもあり、芸術に新たなるものを付け加える試みでもあった」141

一般に、欧米においては、メディア・アートはファイン・アート（純粋の美術）として

扱われ、アニメーション、マンガ、ゲーム等はエンターテイメント（娯楽）として扱われ

る傾向がある。一方、日本では、従来から、これらの境界線を設けず混然一体のものとし

て扱ってきており、この点において、独自性を有していると言える142。

この報告書は、日本でも文化・芸術に値しないもの、「下位文化」とされてきた、マンガ

やアニメなどのコンテンツと呼ばれる大衆文化を、初めて「芸術」として位置づけ、その

後の「文化芸術振興基本法」の制定に大きな影響を与えた。そしてこの報告を踏まえ、2001

年 12 月に、文化芸術の振興に関する基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らか

にする、「文化芸術振興基本法」が成立した。

「文化芸術振興基本法」は、第 8 条～13 条で、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊そ

の他全てのジャンルの芸術、そして伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の古来の

伝統的な芸能）から、生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化)、国民娯楽(囲

碁、将棋その他の国民的娯楽)を網羅する法律とし、映画、漫画、アニメーション及びコン
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ピュータその他の電子機器等を利用した芸術も「メディア芸術」と定義し、その振興を図

るため、国はその製作、上映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとした。

そして、第 15 条で、国際交流の推進を国の責務と位置づけ、国は、文化芸術に係る国際

交流及び貢献を図ることにより文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の

国際的な交流及び文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加への支援などの必

要な施策を講ずるものとし、日本の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなければ

ならないことを定めている。

また、著作権等の保護及び利用についても、第 20条で、国は、文化芸術の振興の基盤を

なす著作者の権利及びこれに隣接する権利について、これらに関する国際的動向を踏まえ

つつ、これらの保護及び公正な利用を図るため、これらに関し、制度の整備、調査研究、

普及啓発その他の必要な施策を講ずるものと、国の責務を定めた。

（２）知的財産戦略本部の設立とコンテンツ促進法の制定

そしてその後、日本でもメディア芸術・コンテンツ産業への関心が高まる中、小泉政権

において、2002 年 3月、首相官邸に「知的財産戦略会議」が設置され、同年 7 月に『知的

財産戦略大綱』143がまとめられた。

この大綱では、本文に示されている膨大な施策を管轄し実施する機能を持った「知的財

産戦略本部」の設置、「知的財産基本法」の制定が提言され、2002 年 11 月 27 日に「知的

財産基本法」が成立した（公布は 12月 4 日）。そして，2003 年 3 月 1 日に「知的財産基

本法」が施行され、この法律に基づいて、内閣に「知的財産戦略本部」が設置された。こ

の組織には，関係省庁との総合調整機能が付与され、個別の施策の推進においても司令塔

機能を果たすものである。構成としては、首相を本部長とし、本部員は全ての国務大臣と

政策に優れた識見を有する民間有識者で構成され、これによって、コンテンツについても

省庁横断的に施策がとりまとめられるようになった。

知的財産戦略本部は，知財推進計画の策定と、年に一回のフォローアップ並びに計画改

訂を行うが、2003 年 7 月の本部会合において，「知的財産の創造，保護及び活用に関する

推進計画（知財推進計画）」144が決定された。

この推進計画では、知的財産の分野を「創造」「保護」「活用」に分けて、大学や企業に

おいて研究開発を創造し、その成果を特許や商標制度により的確に保護して事業化につな

げ、その利益を研究開発費に充当し、新たな研究開発を創出する知的創造サイクル化を目

指すものであった。そして、コンテンツ産業に関しても、ビジネスの拡大を目指して、魅

力あるコンテンツの創造、知的創造サイクルを意識したコンテンツの保護、流通促進のた

めの環境作りと新たな流通経路の確立を掲げ、そのための具体的施策を提言している。ま

た、この計画の決定と同時に、知的財産戦略本部令に基づいて「権利保護基盤の強化に関

する専門調査会」、「コンテンツ専門調査会」が設置され、知財政策の重要課題とコンテン

ツビジネス振興政策について、さらに検討が行われることになった。
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知的財産戦略本部に設置された「コンテンツ専門調査会」は、2004 年 4 月に、『コンテ

ンツビジネス振興政策―ソフトパワー時代の国家戦略―』をとりまとめたが、ここでは、

コンテンツビジネスの振興を、ソフトパワー時代の国家戦略の中心に位置づけて推進する

必要性を提言し、その上でその骨格となる「3 目標」と「10 の改革項目」を提示した145。

第 1 の目標は、「資金、人材、技術等ビジネスの基盤を整備し、業界の近代化・合理化を

さらに進める」とし、それを達成するための改革として、次の 5 項目を挙げた。

① 業界の近代化・合理化の支援

② 資金調達手段の多様化

③ コンテンツ制作等へのインセンティブの付与

④ 人材育成の強化

⑤ 新技術の研究開発等の支援、普及

続いて、第 2 の目標は、「活躍するものに光をあて、社会をリードするビジネスを目指す」

として、2 項目を示している。

⑥ 人材の発掘と顕彰

⑦ 教育・啓発の充実

さらに、第 3 の目標として、「海外、新分野のビジネス等を大きく展開する」とし、その

ための改革として、以下を挙げている。

⑧ 海外展開の拡大と海賊版対策の強化

⑨ ブロードバンドなどによる事業展開の推進

⑩ 地域等の魅力あるコンテンツの保存・発信強化

この方針策定は、日本のコンテンツビジネスに関する具体的な振興政策の先駆けとして

位置づけることが出来る。しかし、コンテンツビジネスへの戦略的取組みを、1990 年代末

期から始めてきた、イギリスや韓国などと比較すると、時期遅れの感は否めない。

そして、この『コンテンツビジネス振興政策』に基づき、2004年 6 月には『コンテンツ

の創造、保護及び活用の促進に関する法律』（コンテンツ促進法・通称）が議員立法により

制定され、知的財産戦略本部を中心に関係府省庁において、国の戦略方針と関連施策が検

討・策定される体制が整った。

「コンテンツ促進法」では、その第 2 条で、コンテンツを「映画、音楽、演劇、文芸、

写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動

作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの、又はこれらに係る情報を、電子計算

機を介して提供するためのプログラム」であって、「人間の創造的活動により生み出される

もののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう」と定義している。そしてコンテン

ツ産業とは、「これらコンテンツの製作、流通などに携わる事業を指し、その産出物は、創

作性・創造性が高く、文化的・芸術的性格も強く、知的財産として著作権、意匠権などで

法的に保護される」としている。

この法律の第 1 条において、法律の目的は、「知的財産基本法の基本理念にのっとり」、
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「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、も

って国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること」としている。

第 2 条では、前述したように、コンテンツの定義が示されている。そして、第 3 条以下

で、基本理念、国、地方公共団体、コンテンツ制作等を行う者の責務、基本的施策、コン

テンツ事業の振興に必要な施策、行政機関の措置などを定めている。

基本的施策として、人材の育成、研究開発の推進、コンテンツに係る知的財産の適切な

保護、円滑な流通の促進、適切な保存の促進、活用機会等の格差是正、地域の活動の支援、

国民の理解・関心の増進を提示している。

そして、コンテンツ事業の振興に必要な施策として、多様な資金調達の制度構築、権利

侵害への措置、海外における事業展開の促進、公正な取引関係の構築、中小企業者等への

配慮、コンテンツ事業者の措置などを挙げている。

また、行政機関の措置としては、関係行政機関の相互の連携、国・地方公共団体・独立

行政法人等によるコンテンツの積極的な提供、国の委託等に関するコンテンツに関する知

的財産権の取扱いを定めている。

知的財産に関わる基本法が「知的財産基本法」であるのに対し、「コンテンツ促進法」は、

知的財産の一部であるコンテンツという知的財産に関する基本法と位置付けることが出来

る。また、この法律は、コンテンツ行政に関わる、理念、責務、施策等を包括しているが、

保護・活用の具体的施策は、将来的な個別立法やそれによる行政施策が必要となる。

そしてその後、この「コンテンツ専門調査会」は、2006 年 2 月に『デジタルコンテンツ

の振興戦略』を纏めた146。コンテンツビジネス振興政策（2004年 4 月）以後の政策展開を

踏まえて、特に「デジタルコンテンツ」に絞ってより具体的な施策を検討している。

さらに 2007 年 3 月に「コンテンツ専門調査会」は、『世界最先端のコンテンツ大国の実

現を目指して』と題する報告書を作成し、2011年の地上デジタル放送への全面移行など本

格的なデジタルコンテンツ時代の到来を見据えて、具体的な振興策をとりまとめた147。先

の『デジタルコンテンツの振興戦略』が、デジタル化されたコンテンツのマルチユースに

重点を置いていたのに対し、この『世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して』では、

コンテンツビジネスの国際展開を強調したものといえる。

そしてその後、知的財産戦略本部の「コンテンツ専門調査会」を改組し継承した「コン

テンツ・日本ブランド専門調査会」は、2008 年 3 月に、『デジタル時代におけるコンテンツ

振興のための総合的な方策』をとりまとめた148。ここでは、基本理念を、①新たな市場（サ

ービス・ビジネスモデル）の拡大、②流通の円滑化、③創造の拡大の 3点に集約し、具体

的取組としては、多様なメディアに対応したコンテンツの流通促進に向けて、著作権等の

集中管理事業の拡大、コンテンツ関連情報の集約や放送コンテンツの取引市場の整備など

を提示している。国際的なビジネス展開についても、海外展開を前提とした権利処理の促

進やコンテンツの国際共同製作の振興などが盛り込まれている。

このように、知的財産戦略本部は、『コンテンツビジネス振興政策』（2004 年 4 月）の策
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定以来、毎年度毎に「知的財産推進計画」をフォローアップし、新たに策定し、コンテン

ツ産業の振興策に関して、政策課題の検討結果をとりまとめているが、経済産業省と総務

省も各々の所管の中でコンテンツ関連の政策を推進する施策の検討を行ってきた。

（３）経済産業省と総務省の取り組み

経済産業省は 2006年 6 月に、『新経済成長戦略』を策定したが、その中で、日本のコン

テンツ産業について、2015 年時点で、市場規模 18.7 兆円、雇用規模 200 万人になると予測

した。それぞれの 2005年時点の実績値は、13.6 兆円、185 万人であるので、10 年間で市場

は 37％、雇用は 8 ％の伸びを見込んだ149。またこれに基づき同省内に、「コンテンツグロ

ーバル戦略研究会」を設けて検討を行うこととしたが、この研究会から 2007年 9 月に、『コ

ンテンツグローバル戦略報告書―最終とりまとめ―』が提出された。この報告書では、日

本のコンテンツ産業のグローバル化に向けての課題と、その政策的対応についての検討結

果が示され、コンテンツ産業の国際的状況を踏まえた上で、具体的に取り組むべき政策課

題について、概略以下の内容の報告がなされた150。

この報告書ではまず、今後の日本のコンテンツ産業の目指す「方向性」として、①コン

テンツ産業自体のグローバル化、②人材、技術、資金などコンテンツビジネス資源の集積、

③ビジネスのハブとなる「マーケットプレイス」としての日本市場の構築、④多様なプレ

ーヤーの参入と連携によるバリューチェーンの再構築と新ビジネスの展開、を掲げた。

そしてこの方向性を実現する、グローバル戦略の具体的課題と政策的対応として、①ビ

ジネスのグローバル化、②人材の集積・国際化、③ファイナンスの拡大・国際化、④技術

革新との連携強化、⑤知的財産のグローバル化対応の５つの課題を提示し、具体的政策を

例示した上で政策対応を求めている。そして、その後の経済産業省のコンテンツ産業政策

は、主にこの内容に基づいて進められて行くことになった。

一方総務省は、「ＩＣＴ151国際競争力懇談会」を設置して、情報通信分野における国際競

争力強化について、基本的な戦略の方向性を検討し、同懇談会が 2007年 4 月に『ＩＣＴ国

際競争力懇談会最終とりまとめ』を提出した152。

この報告書では最初に、かつて高い国際競争力を保有していた日本のＩＣＴ技術・製品

が、優位性を失っている現状に対して、日本の強みと弱みを整理し、産学官が危機意識を

共有し、ＩＣＴ産業の国際競争力強化に向けた基本戦略を早急に策定することが重要とし

ている。そして、グローバル市場におけるＩＣＴ 産業の競争力強化のためには、①研究開

発等における、大学・研究機関と産業界との連携、及び国際志向の人材の育成、②次世代

ＩＰネットワーク、ワイヤレス、デジタル放送の３つを「重点３分野」と位置付け、「ＩＣ

Ｔ 国際競争力会議（仮称）」の設置 、「技術外交」の戦略的展開、通信・放送分野の改革

の推進などの具体的プロジェクトからなる「ＩＣＴ 国際競争力強化プログラム」の推進、

③「国際共生力」向上のための戦略的な国際連携・協調、国際貢献の３施策を戦略的に展

開する必要があるとしている。そして、コンテンツ分野に関しては、「ブランド構築」の推
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進と「ソフト・パワー」の強化に向けて、映像国際放送の充実、人材育成、著作権処理や

資金調達等の課題に取り組むべく政策を推進することが重要であるとしている。

この『最終とりまとめ』を受けて、総務省は 2007 年 5 月に、『ＩＣＴ国際競争力強化プ

ログラム』を策定した。その中で、国際競争力を持つコンテンツ制作とそのマルチユース

の促進や、透明でオープンな取引市場の形成、クリエーターや利用者への適切な成果の還

元を目的とした、「コンテンツ競争力強化促進法（仮称）」の検討が提示された。これに基

づき、6 月には、総務大臣から情報通信審議会長に対して、「コンテンツ競争力強化のため

の法制度」の在り方についての諮問（諮問第 12 号）」がなされ、答申を希望する事項とし

て、以下の 3 点が列挙されている153。

① コンテンツの取引に必要な情報の集約・公開等を行うための組織、制度等の在り方

② コンテンツの保護と利便性のバランスに配慮しつつ、海賊版市場など不正流通の防止

の実効性を更に高めるための、技術や制度等の在り方

③ より質の高いコンテンツの製作・供給を促進するための環境整備の在り方

その後、同審議会政策部会に置かれた「デジタル・コンテンツの流通促進等に関する検

討委員会」において、先の諮問に対応した検討が続けられ、平成 24 年 7月 25 日に情報通

信審議会から最終答申が行われ、コンテンツ製作・流通の強化方策のあり方、デジタル・

コンテンツ保護のあり方について提言がなされた。この最終答申では、コンテンツ製作・

流通の強化に向けては、「利用者が適正な価格で容易にコンテンツを利用できる正規ビジネ

スを拡大するとともに、クリエーターに対して適正な対価が還元される仕組みを整備し、

コンテンツの量・質両面での持続的な拡大再生産を図っていくことを基本にすべきであ

る。」との基本認識のもとに、概略次の３点を中心課題として提言を行っている154。

① 権利処理の迅速化・効率化

放送コンテンツのマルチユースを円滑に行えるようにするため、関係者が協力して権

利処理の迅速化・効率化に取り組むべきであり、放送事業者、権利者団体、関係行政

機関等による検討の場を設け、実務面、制度面の課題について改善に取り組むことが

必要である。

② コンテンツの海外展開の促進

コンテンツを継続的に海外に発信していくため、関係省庁と連携して、日本の放送ネ

ットワークや海外放送メディアにおける放送枠の確保、現地語への吹き替えや字幕の

作成等のローカライズ、海外展開の機会創出に向けた国際マーケットへの参加等の費

用について、支援措置を検討する必要がある。

③ スマートテレビの推進

ユーザーの利便性や選択肢を広げ、スマートテレビの市場を拡大するため、官民が連

携して、民間企業による実証実験の実施、国際展開等の取組を重点的に推進する必要

がある。
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（４）産業競争力会議の成長戦略

そして、2013 年 6 月に開催された産業競争力会議155で示された「成長戦略」では、「日本

の製品や要素技術は世界トップ水準の力を持ちながら国内に留まっている中小・中堅企業

も少なくない。また、日本文化に裏打ちされたコンテンツや日本食、医療システムなどは

圧倒的な競争力を有している。それにもかかわらず、世界市場への参入が出遅れ、日本へ

の投資・観光客が伸び悩んでいる。国際展開に関する限り、商売の話は民だけに任せれば

よいという従来の発想を大胆に転換し、クールジャパンの推進などトップセールスを含め

官民一体で戦略的に市場を獲得し、同時に日本に投資と観光客を取り込む体制を整備する」

として、この会議の決議に基づき次の施策156を現在実行中である。

① クールジャパン推進機構（500 億円規模）やジャパン・コンテンツ海外展開事務局等が

中心となり、コンテンツの海外への売り込みを強化する。このため、１）海賊版対策の

抜本的強化、２）海外現地放送局・配信サイトにおける日本コンテンツの流通枠の確保、

３）現地のコンテンツ規格への対応、相手国の文化ニーズに合わせたコンテンツ供給の

増加等の施策を実行する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2013 年度から実施】

② 人気のあるコンテンツを迅速に海外に売り込めるようにするため、権利処理の円滑化を

図る。このため、１）権利処理一元窓口の整備（映像コンテンツ権利処理機構の機能強

化等）、２）海外展開も含めた権利処理契約の促進等を行う。・・・【2013年度から実施】

③ 日本・ＡＳＥＡＮ 友好協力 40 周年を迎え、今後増大が見込まれるＡＳＥＡＮ 諸国か

らの観光客に対してビザ要件を緩和する。・・・・・【2013 年内できるだけ早期に実施】

④ 経済成長等に貢献することが期待される高度な能力、資質を持つ外国人が、円滑に来ら

れるようする。このため、高度外国人材ポイント制度の、年収基準の見直し、永住許可

要件としての在留歴の短縮（5 年→3 年）等の見直しを行う。・・・【2013 年内に開始】

また、「クールジャパンの推進」として、豊かな文化を背景としたコンテンツ、日本食・

日本産酒類などの「日本の魅力」を効果的に発信し、産業育成や海外需要の取込みに結実

させるため、クールジャパンを国家戦略と位置付け、官民一体となって取組みを強化する

とした。その具体策としては、「日本の魅力」を産業化に結びつけていくため、「株式会社

海外需要開拓支援機構（クール・ジャパン推進機構）」を設立・活用し、リスクマネーを供

給することにより、クールジャパンを戦略的に推進していくとしている。

「コンテンツ等の海外展開の促進」としては、2018 年までに放送コンテンツ関連海外市

場売上高を現在の約 3 倍に増加させる（現在 63 億円）ことを目標に、コンテンツの権利処

理を円滑化するため、映像コンテンツ権利処理機構（aRma）の機能強化等による権利処理

一元化窓口の整備、事前に海外展開も含めた許諾を得る権利処理契約を促進するとともに、

コンテンツ情報ポータルサイト（Japacon） の機能強化等による権利情報管理・権利処理・

情報発信を集中化する一元化窓口の整備、海外展開を含めた権利処理契約の促進等を図る

としている。そしてそれに加えて、「株式会社海外需要開拓支援機構」や「ジャパン・コン

テンツ海外展開事務局(J-LOP)」等を中心に、コンテンツのローカライズ（字幕・吹き替え・
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現地規格への対応等）支援の本格化、将来のビジネス展開を見据えて現地のニーズに合わ

せた海外放送局との国際共同製作支援の大規模化、海外市場へのプロモーションの強化、

海賊版対策の抜本的強化、海外放送局のチャンネルや放送枠・配信サイトなどの日本コン

テンツの流通チャネルの確保等を図るとしている。

これまでの日本政府のコンテンツ産業に関わる法制度と振興政策の概要をまとめると

（表Ⅴ－3）のようになる。

【表Ⅴ－3】 コンテンツ産業振興のための政策形成過程

年度 政 策

1997 年 7 月 「21 世紀に向けて新しいメディア芸術の振興について」報告書 （文化庁）

2000 年 11 月 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）成立

2001 年 12 月 文化芸術振興基本法成立

2002 年 2 月 小泉総理 施政方針演説（知的財産権の国際戦略化、急務性に言及）

2002 年 3 月 知的財産戦略会議 発足

11 月 知的財産基本法 成立

2002 年 12 月 「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第１次基本方針）」 （文化庁）

2003 年 3 月 知的財産戦略本部 発足

7 月 知的財産推進計画 決定

2004 年 4 月 「コンテンツビジネス振興政策」 （知財戦略本部）

6 月 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（コンテンツ促進法）成立

2006 年 2 月 「デジタルコンテンツの振興戦略」 （知財戦略本部）

6 月 「新経済成長戦略」 （経済産業省）

2007 年 2 月 「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 2次基本方針）」 （文化庁）

2007 年 3 月 「世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して」 （知財戦略本部）

4 月 「ＩＣＴ国際競争力懇談会最終とりまとめ」 （総務省）

2007 年 5 月 「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」 （総務省）

9 月 「コンテンツグローバル戦略報告書―最終とりまとめ」 （経済産業省）

2008 年 3 月 「デジタル時代におけるコンテンツ振興のための総合的な方策」（知財戦略本部）

2009 年 9 月 「知的財産推進計画 2009」 （知的財産戦略本部）

2010 年 5 月 「コンテンツ産業の成長戦略に関する研究会」報告書 （経済産業省）

5 月 「知的財産推進計画 2010」 （知的財産戦略本部）

2011 年 5 月 「クールジャパン推進に関するアクションプラン」 （知的財産戦略本部）

6 月 「知的財産推進計画 2011」 （知的財産戦略本部）

2012 年 5 月 「知的財産推進計画 2012」 （知的財産戦略本部）

7 月 「コンテンツ競争力強化のための法制度の在り方についての最終答申」（総務省）
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2013 年 6 月 「知的財産政策ビジョン」 （知的財産戦略本部）

6 月 「知的財産政策に関する基本方針」 （知的財産戦略本部）

6 月 「知的財産推進計画 2013」 （知的財産戦略本部）

2013 年 6 月 「成長戦略」産業競争力会議 （日本経済再生本部）

出典：日本政府資料などにより筆者が作成。

第３節 日本の文化産業振興策と文化外交政策の課題

ここまで日本のコンテンツ産業振興政策を見てきたが、コンテンツビジネスを取り巻く

環境は、急速な技術革新や市場の拡大によって、急激に変化している。その中で、日本の

コンテンツは国内的には今後の成長産業として期待を集めており、世界的にも高い評価を

受けている。日本のコンテンツ産業の市場規模は、2009 年実績で 13 兆円と米国に次いで世

界第 2 位の規模となっており、日本政府も、2020 年には国内外の市場規模は 20 兆円に達す

る見通しを立てており、これに基づき環境の整備や人材育成、積極的な海外展開と海賊版

対策、著作権法やコンテンツ促進法の見直しなど、多くの課題に取り組んでいる157。具体

的には、2004 年の「コンテンツ促進法」の施行、2007 年の経済産業省の「コンテンツグロ

ーバル戦略」に続き、2009 年には内閣官房に設置された知的財産戦略本部の「知的財産推

進計画 2009」では、ソフト・パワー産業の成長戦略を推進するために、クリエーターの育

成や海外展開施策の強化などの振興策も明記されているが、前述の世界的な傾向と比較す

ると、日本政府の速度は遅いように思われる。

一方、2013 年 6 月に開催された産業競争力会議 で示された「成長戦略」の各施策は、時

期を定められていることによって、より着実に実行されていくと考えられる。そして現に、

ビザ要件の拡大による東南アジアからの観光需要の拡大など、一部の施策に関しては、す

でに成果を得つつあるものもあり、今後に期待が持てると思われる。しかし、近年市場規

模が、年平均で 1％程度か横ばいに留まっている日本のコンテンツ産業の発展には、年平均

8％程度の高い成長率のデジタルコンテンツの拡大と、輸出が 5％程度にとどまっている海

外市場への進出が、重要な問題と考えられる。

また、前述のとおり、日本のコンテンツの制作に携わる雇用者数は約 31万人と、鉄鋼業

に係る雇用者数（約 24 万人）を上回る規模であるが、コンテンツ業界における中小企業比

率は 96％以上と中小企業比率が高いのが特徴である。またクローバル企業（例：ウォルト・

ディズニー（米）、タイム・ワーナー（米）、ビベンディ（仏）など）は、巨額の自己資本

を持ち、かつ大規模な経営により、巨額の売上高で安定成長軌道にあるか、高い売上成長

率を実現しており、日本のコンテンツ産業とは、体力面、成長性で大きな差がある158。

このように、コンテンツ産業の振興には、多方面にわたる政策が必要であるが、本論で

は、多様な資金調達や優秀な人材の確保、放送番組のマルチユースの促進などの産業振興

に向けた環境整備の問題と、海賊版対策などの著作権問題や輸出促進施策などの流通促進
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と競争力強化の課題に分類して述べることとし、その後、パブリック・ディプロマシーと

日本の文化外交政策について考察することとした。

１ コンテンツ産業振興に向けた環境整備

日本国内の現在のメディアやコンテンツ産業は、インターネットの普及やテレビ放送の

多チャンネル化によって、コンテンツ不足という新たな問題に直面している状況にあると

考えられる。日本の特殊性として、メディア（流通）による、コンテンツ（生産）の支配

（下請構造）という産業構造が指摘されるが、このコンテンツ不足という不安定な需給関

係の問題も、流通（メディア）側の、一方的な投資による、需給バランスを考慮しない市

場規模の拡大が招いたものであるされてもしようがない。

コンテンツ、特に映像コンテンツの製作には、制作は勿論、流通にも多額の資金を要し、

資金調達のための多様な手法、制度の整備が必要とされる。映像コンテンツの製作の場合

には、映画会社や放送局、大手広告代理店などによって資金が調達されてきたが、2004 年

12 月に全面改正された「改正信託業法」、2005年 5月の「有限責任事業組合契約に関する

法律」によって、著作権を含む知的財産権が受託可能となり、機関投資家、一般投資家か

らのより円滑な資金調達が可能となり、また、2004年度からは、政策投資銀行によるコン

テンツビジネスへの融資・債務保証制度が創設されている。今後もこうした制度・手法の

有効性を検証しつつ、環境整備を進めていく必要があろう159。

また近年、コンテンツ産業分野において国際化が進むに従い、映像の高画質化やリスク

軽減のため著名な監督や俳優の起用により製作費が高騰し、プロジェクトの規模も大規模

化してきており、幅広い資金源を開発し、多様な資金調達方法を駆使することが重要な課

題となっている。現状でも、プリセールスや国際共同製作などのグローバルな調達手法も

多様化しており、新たな資金集積・調達方法が必要となっている160。

そして、コンテンツ製作には、様々な分野の専門的人材が不可欠である。例えば、日本

のコンテンツ産業の海外展開のためには、作品の企画から、資金調達、生産設備・人材確

保、製作、宣伝、販売まで、総合的にマネジメントができるプロデューサーなどの国際的

な専門人材が不可欠であるが、不足しているのが実情であり、早急に育成する必要がある

と言われている161。現在、米国フィルムスクールへの留学162などの経済産業省の育成の支

援制度もあるが、派遣人数に限度もあり、国内のコンテンツ関連の学部や専門大学院など

による、産・学・官連携の育成制度の展開も期待されている。ただし、先に触れたように、

日本のコンテンツ産業が拡大を続ける中で、コンテンツ制作の現場である下請け会社の給

与水準は低いまま据え置かれており、今後、コンテンツ産業外あるいは海外への人材流出

を招くことが懸念されており、その対応策も必要であると言える163。

そして、放送番組や映像コンテンツの二次利用（マルチユース）も大きな課題であると

言える。2005 年の日本のコンテンツの市場規模は、11.3 兆円であり、その内訳は、映像系

が 5.3 兆円、地上波テレビ番組が 2.9兆円、合計 8.2 兆円となっており、全体の 70％以上
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を占めている。これを、一次利用とマルチユースに別けて見ると、例えば映像系の映画で

は、一次利用：24.0％、マルチユース：76.0％となっている。一方、地上波テレビ番組で

は、一次利用：89.6％で、マルチユース：10.4％となっており、地上波テレビでは、殆ど

の番組が一次利用（放映）で、二次利用が進んでいない状況にある164。

地上波テレビ番組の二次利用が進まないのは、ＮＨＫを始め放送事業として、一次利用

だけで収支を賄うビジネスモデルが成り立つこと、もう一つは、二次利用での著作権処理

などの複雑さ、難しさの問題がある。特に後者の問題には、制作者も資金とリスクを負担

して、始めからマルチユースを想定した製作を行い、負担に応じて一定の権利が確保され

る仕組み作りなど、新たなルールや製作手法の開発が必要であると考えられる165。

また、上記のような環境整備施策も、勿論必要ではあろうが、出口弘は、以下のように

日本のコンテンツ産業政策の基本的な問題点を指摘している。

「現在のマンガ・アニメなどのコンテンツ産業に関わる日本の政策は、20 世紀の一時期

に成立したＴＶや映画など、制作・放映に大規模なプラットフォームを必要とした産業に

対するビジョンを踏襲する形で組み立てられている。しかしこれは、日本型コンテンツ産

業では、上流の中小零細企業集積のネットワークが、産業自体を支えているという構造を

見誤っていることから生じているものであり、間違いである。コンテンツ産業の上流には、

表現者としてのアーティストが家内制零細企業を形成しており、その活動が再生産される

枠組みなしには産業の厚みは維持されない」166

出口弘も指摘するように、確かに産業の中間に位置するプラットフォームが繁栄したと

しても、日本型コンテンツ産業の主役である上流の作り手が衰退する構造では産業の再生

産は出来ない。コンテンツの創造性と多様性を維持しつつ、国際的にも競争力のあるビジ

ネスモデルを作り出すことが課題であり、それには、上流の作り手である中小零細企業と

クリエーターの育成・活性化を中心に置いた施策を構想する必要があると考えられる。

２ コンテンツ流通の促進と競争力強化の施策

コンテンツの輸出の場合、輸出先によっては知的財産の保護体制が未整備の国もあり、

特にアジア諸国では、日本のコンテンツの違法コピーと海賊版が横行している。2010 年の

ＣＥＳＡ167の調査によると、2004 年～2009 年の 6 年間の、ゲームの違法ダウンロードによ

る被害額は、世界全体で 2 兆円以上となっている。また 2010 年の外務省の推計によると、

中国における日本アニメの海賊版被害額は、年間 2400 億円に上り、日本コンテンツの海賊

版等による逸失利益は、無視できない程の多額なものとなっている168。

その一方で、日本のアニメ・マンガは「政府が関与せず」、あくまでも消費者を「楽しま

せる」目的で作られたからこそ魅力的なものになったのだ。さらに中国など世界中で流行

しているのは、「政府が関与せず」、「著作権侵害を黙認」していたからこそ海賊版によって

広がることが出来たのだとする意見もある。しかし、このような流行では、魅力的で質の

高いコンテンツの再生産のサイクルを築き上げることは出来ない。コンテンツ産業の健全
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な発展のためには、やはり「政府が関与した」国際的な枠組み作りが必要である。

2005 年 7 月には、小泉首相（当時）が、イギリスのグレンイーグルズ・サミットで「模

倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ＡＣＴＡ）」を提唱

した。これは、模倣品・海賊版の輸出禁止、税関当局による模倣品・海賊版の没収、犯罪

人の引渡しなどを内容とし、知的財産権の執行に係る強力な法的規律と執行の強化、国際

協力の枠組みづくりを図るものである169。2011 年 10 月アメリカ、オーストラリア、カナダ、

韓国、シンガポール、日本、ニュージーランド、モロッコの 8か国によって署名され、2012

年 1 月には欧州連合及び欧州連合加盟国のうち 22か国が署名し、署名の数は合計 31 にな

ったが、日本は、今後も加盟国の増加と、新たな国際機関の設置に向けた中心的な役割を

発揮していかなければならないと思われる170。

今まで見てきたような、日本政府の一連のコンテンツ振興政策は、時間的には遅れ気味

ではあるが、コンテンツ産業の将来的発展のために基礎となる法的・制度的な環境整備と

して評価できる。しかし、日本はアメリカに次ぐ世界第 2 の市場規模を持ちながら、輸出

比率は、アメリカの 17％に対してわずか 5％であり、ゲームやアニメ、マンガを除けば海

外市場への展開が進んでおらず、国際収支も赤字となっている。この日本コンテンツの国

際収支は、逆説的に言うと、まさに米国企業による世界市場支配を目指す、米国の文化政

策の成果であると考えられる。例えばタイムワーナー（米）、ウォルト・ディズニー（米）、

ニューズ・コーポレーション（米）、ビベンディ（仏）など、米国を中心とする数社のメデ

ィア・コングロマリットが、放送、映画、出版、情報、通信など、多岐に亘るメディアと

コンテンツを保有することにより、高い競争力を生み出し、世界市場を支配する情勢にあ

り、日本もこの巨大メディア・コングロマリットに対する政策が必要であると言える。

日本の人口は 2006 年をピークに減少傾向にあり、2035 年には 1億 1,068 万人になると予

測されている。またアニメ・マンガ等の主要な消費者の 14 歳以下の人口も、1980 年から

2005 年の間に約 1,000 万人減少しており、今後、20 年でさらに約 650万人減少すると推計

されている。この現象は、今までコンテンツの制作費を賄ってきた４大マス・メディア（テ

レビ、ラジオ、雑誌、新聞）の広告費収入を大幅に減らし、結果的に、マス・メディアの

下請けの制作者（クリエーター、アーティスト）の仕事の減少させることになる171。

先に述べたように、「クール・ブリタニア」という標語を掲げ、創造産業（Creative

Industries）振興策に積極的な取組みを行ってきた、欧州第一のコンテンツ大国イギリス

でも、数々のコンテンツ産業育成策・振興策と同時に、1990 年に放送法（Broadcasting Act

1990）の制定による放送事業者の経営効率化策や、外国資本による民間放送局の所有規制

の撤廃による放送業界の活性化策など、流通側・メディアサイドの政策を講じてきた。

日本のメディアの国際競争力の強化は、日本製コンテンツの輸出促進のためにも不可欠

である。そして、イギリスなどと同様に、メディア集中排除規則などの規制緩和による効

率化施策が、日本のメディアの国際競争力の強化のために必須であると考えられる。また、

今後も少子化等によって、マス・メディアの広告収入の減少と、経営の悪化が予測されて
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いる環境の中でも、日本ではこの問題があまり議論されていない。日本では、言論・報道

の自由に関する憲法規定からなのか、戦前のメディアに対する国家統制への反省なのか、

マス・メディアに対する政策も抑制的であるように見える。しかしこの問題は、今後グロ

ーバリゼーションがさらに進展する中で、日本のメディアの生存と発展に関わる重要な課

題であり、論議を進める時期にあると考えられる。

３ パブリック・ディプロマシーと日本の文化外交政策

グローバル化社会では、革新的な情報・通信技術の発展によって文化受容が容易になり、

結果的に文化が与える社会的影響力が増大し、文化政策が大きな政策課題となった。外交

の分野でも、政府以外の組織や個人が外交活動に関与する必要性が叫ばれ、伝統的な政府

対政府の外交とは異なり、民間とも連携しながら、広報や文化交流を通じて、外国の国民

や世論に直接働きかける外交活動、すなわち「パブリック・ディプロマシー」の考え方が

注目されるようになった。このような背景から、日本においても、国際的な影響力を持ち

つつある日本文化の魅力を、如何に外交資産として活用していくかということが、日本外

交の重要な政策課題となった。

（１）「文化外交の推進に関する懇談会報告書（2005 年）」とポップ・カルチャーの活用

日本では、2001 年に 1 月に施行された中央省庁等改革で、国際文化交流に関しての外務

省と文化庁の役割分担が明確化された。文化庁が国際文化交流でより大きな働きをすると

される一方、外務省及び国際交流基金の文化交流は外交に資するものに特化することにな

り、外交政策との関連性を強めることが求められることになった172。

その後、2004 年 8月の外務省機構改革では、80年代に組織的に分化した対外広報を所掌

する部署と国際文化交流を所掌する部署が再統合され、「広報文化交流部」が新設された。

魅力的な日本の発信と相互理解を推進するため、文化交流と海外広報を有機的に結びつけ

ることを企図した改編である。また、外務省と国際交流基金との役割分担についても、組

織改編後は、外務省の広報文化交流部が、中長期目標設定及び対外文化交流戦略の策定を

行うことになり、事業の実施には、可能な限り国際交流基金に移管することになった173。

そして新組織の下で、2004 年に総理大臣（小泉首相）の諮問機関として「文化外交の推

進に関する懇談会」が設置され、2005 年 7月に『「文化交流の平和国家」日本の創造を』と

題する報告書がまとめられた。この報告書は新たな組織のもとで初めて、今なぜ「文化外

交」という視点が必要なのかについて述べると共に、文化外交の発信・受容・共生の 3 つ

の基本理念と、それを実現するための行動指針を示している。またその上で、文化交流推

進体制の整備戦略として以下の 3 点の施策を提示し、文化外交戦略について具体的な提言

を行っている174。

① 「文化外交推進会議（仮称）」の設置
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② 文化交流のための体制の拡充と国際交流基金の活用

③ 人材育成と効果的活用を支える仕組みづくり

グローバリゼーションという時代を迎え、各国が文化政策を積極的に展開する一方、日

本の取り組みは、経済的（産業面）にも、また政治的（外交面）にも抑制的であったと感

じられる。渡辺靖も、同様の認識に基づき次のように分析している。

「日本において文化外交はおもに戦後期の言葉であるが、戦前の情報統制や文化統制の

歴史に加え、戦後は経済協力や開発援助を重視してきた背景もあり、文化をパワーとして

捉えることには慎重ないし消極的だった。国際文化交流・協力事業を博愛主義的な慈善活

動や啓蒙主義的な異文化理解活動と見なす向きが強かったせいか、あるいは、国益推進に

とっては周辺的、二次的なサービスにすぎないとみなされてきたせいか、日本の文化外交

のスケールは、その経済規模や他の主要先進国に比して驚くほど小さい。外交目標とのリ

ンケージが弱い分、文化外交そのものもソフト・パワーとしての戦略性に乏しく、総花的

な印象を受けることも少なくない」175

現代日本文化の外交面での活用については、2003年 5 月に国際交流基金研究会176が発表

した「新たな時代の外交と国際交流の新たな役割」という報告書で、日本文化は、“Japanese

Cool” として注目され始めており、日本は国際的影響力を持ちつつある日本文化の魅力を

より積極的に海外へ向けてアピールし、外交資産として活用すべき旨を提言している。し

かし、日本政府が、ポップカルチャーを、日本文化、そして日本への関心を持つことが出

来る「入り口」・「糸口」と位置づけ、文化外交の必要性を訴えた上で、文化交流を推進す

るための具体的施策を提言したのは、2005 年 7月の「文化外交の推進に関する懇談会」に

よる『「文化交流の平和国家」日本の創造を』と題する報告書が最初であった177。

この報告書『「文化交流の平和国家」日本の創造を』178では、その冒頭に、日本の特色を

生かした文化外交を、効果的かつ効率的に展開することが今強く求められているとの認識

が示され、次の通り文化外交の展開の必要性が述べられている。

「文化交流は政治・安全保障や対外経済関係、経済協力と並ぶ外交の重要な柱の一つで

あるが、これまで必ずしも十分な活用が行われてこなかった。しかし相互理解の涵養や信

頼の醸成という今日の課題を解決するには、文化交流を中心に据えた外交の積極的な展開

が不可欠である。文化交流を通じ日本及び日本人が外国によりよく理解され、信頼される

ことは、それ自体日本の安全保障の重要な要素となるからである。」

そして、「第 1 章 今なぜ「文化外交」か」では、21 世紀の「文化外交」は、次のような

目的を追求することが求められているとしている。

① 自国についての理解促進とイメージの向上：「魅きつける力」を生かした日本理解の

促進と信頼獲得の重要性

② 紛争回避のための異なる文化間、文明間の相互理解と信頼の涵養：相互理解の難しさ

が際立つ時代を克服するために

③ 全人類に共通の価値や理念の育成に向けての貢献：共通の価値観を形成する必要性の
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高まり －対アジア外交の要として

そして、「第 2 章 文化外交の 3 つの理念と 3 つの柱」では、「発信」、「受容」、「共生」と

いう文化交流の 3 つの「基本理念」を示し、日本が自らの文化や社会の特色や強みを活か

しながら、それらの理念を具体的かつ効果的に実現していくための行動の指針となる「3 つ

の柱」、そして具体的な取組み課題が述べられている。

3 つの基本理念として次の 3理念を掲げている。

① 発信：文化発信を通した「21 世紀型クール」の提示

② 受容：文化創造の場の育成につながる「創造的受容」

③ 共生：「多様な文化や価値の間の架け橋」としての貢献

第 1 の柱である「発信」の理念に対する行動指針として、「21 世紀型クール」の追求を示

し、日本語の普及と、ポップカルチャーや現代アート等を糸口に、世界における「日本の

アニメ世代」の育成を積極的に図り、奥行きと広がりのある日本文化へのさらなる関心を

発展させるとし、次の具体的な取組み課題を提言している。

① 日本語普及と日本語教育の推進

② 知的・文化的資産としてのコンテンツの振興と発信

③ 情報の発信機能の充実

④ 対外的なメッセージの発信機能・広報活動の充実

⑤ 国際交流場面における体験的な日本文化発信

第 2 の柱としての「受容」の理念に対する行動指針として、様々な分野における異文化

交流の担い手を積極的に受け入れ、「創造的受容」を通して日本を活力あふれた「文化創造

の拠点」にすることを打ち立て、次の取組課題を挙げている。

① 留学生の積極的な受け入れ

② レジデンス型（滞在・交流）プログラムの推進

③ 人材交流の推進

④ 知的交流の推進

第 3 の柱である「共生」の理念に対する行動指針として、「和と共生を尊ぶ心」を普遍的

な日本のメッセージとして世界に伝え「多様な文化や価値の間の架け橋」をめざすことを

掲げ、4 つの具体的な取組み課題を挙げている。

① 文明間対話の促進

② 日本の国際協力の基本理念の発信

③ スポーツ交流推進のためのネットワーク整備

④ 「文化財国際協力コンソーシアム（仮称）」の構築

最後に第 3章の「明確な文化外交戦略を」では、3つの柱に基づく諸政策を実施していく

ためには、文化交流推進体制の整備が必要として、次の 3 施策の提言を行っている。

① 「文化外交推進会議（仮称）」の設置

② 文化交流のための体制の拡充と国際交流基金の活用
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③ 人材育成と効果的活用を支える仕組みづくり

「文化外交推進会議（仮称）」は、報告書に掲げた 3 つの柱に基づく諸政策の立案、遂行

していくための組織であり、効果的な文化交流の実施には、官民をつなぐ組織として、国

際交流基金の機能の充実と最大限の活用が肝要であるとしている。

この報告書は、まず文化外交が国にもたらす利益と世界平和の貢献に対する重要性を指

摘している。そして、日本の社会モデルや文化を「21 世紀型クール」と位置付け、日本の

大衆文化を「入り口（導入）」として、日本文化と日本自体への関心を発展させ、国際文化

交流を促進するための施策を具体的に提言しており、その後の日本の国際文化交流に関す

る政策の骨子を提示したものとして評価できる。

（２）パブリック・ディプロマシー外交への取り組み

前述のとおり 2005年 7 月に、「文化外交の推進に関する懇談会」の報告書、『「文化外交

の平和国家」日本の創造を』がまとめられたが、その 8 か月後の 2006年 3 月から、外務大

臣の諮問機関である「海外交流審議会」において「発信力強化のための施策と体制」を諮

問事項とする審議、即ち日本のパブリック・ディプロマシー外交をどう進めていくかとい

う議論が開始された。そして 2007 年 6 月には、その中でも早期に発表することが必要と考

えられる施策が「日本の発信力強化のための 5つの提言」という形でまとめられた。その

背景には、日本のポップカルチャー人気の世界的な高まりの中で、日本文化や日本語を広

めていく必要があるとの認識があり、その中身として、日本の発信力強化のための喫緊の

課題を、日本文化発信ボランティアの創設や日本語拠点拡充、対日理解促進プログラムの

導入などの 5 つの提言としてまとめたものである179。

具体的な提言としては、世界的なポップカルチャー人気は対日関心を高めるチャンスで

あり、これを活かして、日本語や日本文化を発信するためのボランティアを海外に派遣す

る制度を新設する（提言 1：日本文化ボランティア制度の新設）。

そして、「フランチャイズ方式」などを通じた現地教育機関との連携により、2、3 年以内

を目途に日本語教育拠点を世界 100 か所以上に展開し、現代日本文化の魅力を雑誌、ＣＤ、

ＤＶＤ等で気軽に体験できる海外拠点「ふれあいの場」を現地団体と協力して新規展開す

る（提言 2：日本語教育拠点を 100か所以上に展開、日本文化「ふれあいの場」を新規展開）

の 2 提言を掲げた。

それに加えて、外国の有識者層に対する対日関心向上のための取組として、日本発のテ

レビ国際放送の配信強化や、外国語ホームページを通じた海外の有識者に対する情報発信

の強化（提言 3：ＩＴ・メディアを通じた政策メッセージの外国語発信強化）、

日本人の国際会議参加の促進、国際会議の本邦開催に対する支援、研究機関の国際的活

動に対する企業寄付への税制優遇措置の改善、日本留学経験者等の同窓会に対する財政・

活動支援（提言 4：知的交流と知日派育成により日本の有識者の声を世界に反映）、

そして、海外で将来的に政策決定の中枢を担うことが期待される若手指導者に対する訪
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日招待プログラムの導入（提言 5：若手指導者に対する対日理解促進プログラムの導入）の

3 提言を提示した。

その後 2008 年 2 月にこの海外交流審議会の最終答申が、『発信力強化のための施策と体

制～「日本」の理解者とファンを増やすために～』としてまとめられた。その答申の中で

は、次のような認識が示され、日本も、この答申を着実に実行することにより、欧米主要

国並みの文化発信力確保を目指すこととなった180。

「現在、外交政策を効果的に展開するためには、外国の国民や有識者に自国の政策を理

解してもらい、また、種々の交流事業を通じて他国から親近感と信頼を得られるように働

きかけることの重要性がより強く認識されている。そのため、主要国は、外国の国民が自

国の主張に対して耳を傾ける環境を整えるべく、日頃から自国の文化的魅力を伝え、外国

の有識者、青少年等様々な国民層と交流し人脈構築を図り、種々の国際会議や意見交換の

機会に自国の立場を積極的に説明する取組を強化している。実際に、主要国は、積極的に

海外における自国語普及を図り、文化交流事業を展開しており、また、自国の魅力を発信

するための予算を増加させるなど取組を強化している。例えば、英国の公的な国際文化交

流機関であるブリティッシュ・カウンシルの 2006年度予算は、前年度比 5.4％増、またド

イツの国際文化交流機関であるゲーテ・インスティチュートの2007年予算は、前年度比24％

増と、各国とも活動を強化している。」

また、この答申では、日本語学習者数は、アニメ・マンガ等のポップカルチャー等の日

本の現代文化に対する関心の高まりもあり、世界的に見ても顕著な伸びを示しており、質

的にも多様になってきているが、こうした関心の高まりは、何もしなければ一過性のもの

に終わってしまう恐れもあるとし、次のように認識を示した上で、「ジャパン・クリエイテ

ィブ・センター」181の開設、「国際漫画賞」の継続的実施、「アニメ文化大使」の活用、現

地ポップカルチャー・イベントとの連携、マンガやアニメ等を活用した日本語教材の開発

などの施策を実施するとしている182。

「日本文化発信プログラムを活用して、新たなニーズに対応する施策を拡充する必要が

ある。また、日本のポップカルチャーや現代文化は、世界的に魅力があり、対日認識の向

上に大きく貢献しているが、基本的には国の施策ではなく、これまで必ずしも外交に活か

していくという発想での検討はなされてこなかった。しかし今後は、ポップカルチャーへ

の関心を契機として日本語学習や日本文化に対する関心や理解につながるように工夫する

ことによって、日本の伝統文化、固有の文化の紹介に加え、ポップカルチャーを日本の対

外発信に役立てていく必要がある。」

このような動きの中、外務省海外交流審議会において設置された「ポップカルチャー専

門部会」でも、「ポップカルチャーの文化外交における活用」に関する報告を 2006 年 11月

に発表した。そこでは、海賊版問題等の海外市場における問題を解決すること、コンテン

ツ発表の場を提供するなどの海外における民間活動を支援・促進すること、「ポップカルチ

ャー」の動員力を対日理解と関心に結びつけることが提言されている183。
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外務省はこれらの提言を踏まえ、海外への漫画文化の普及を目的とした「国際漫画賞」

の創設と漫画作家の表彰、テレビ愛知が誘致して始まった「世界コスプレサミット」、「世

界コスプレ・チャンピオンシップ」への後援、ドラえもんの「アニメ文化大使」への任命

と各国在外公館が主催するイベントへの派遣、「ポップカルチャー発信使（通称、カワイイ

大使）」任命による、ポップカルチャーに係る広報関連業務の委託と、海外行事やイベント

への出席など、多岐にわたる日本文化を発信し、紹介する事業を進めている184。

（３）日本の文化外交の問題点

以上概観してきたポップカルチャー外交の取組みに対しては、批判もある。たとえば、

日本のアニメ等のポップカルチャーが日本発のものとして肯定的に受容されたとしても、

それが「日本」という国のイメージ、価値観、ライフスタイル等と結び付けられることは

多くはないと思われるといった指摘である185。そしてメディアも、2011 年 11 月の政府行政

刷新会議における論議の中で、「経済や社会、文化のＰＲは民間に任せるべきだ」との意見

も出たことも報じている186。

内田真理子は、日本のポップカルチャーは、商業ベースにより、すでに広く海外で普及

しているため、伝統文化を中心とした従来型の文化事業のように、採算が成立しないので

政府として助成したり、現地での受け入れ支援を行うのではない、別の対応が求められる

として、具体的な技術的改善策を提案している。

「例えば『鉄腕アトム』は日本製ではなく自国のアニメと信じている場合が多く、イベ

ント開催や専門家派遣などを通して、積極的に紹介する必要がある187。また、購買力が低

い国や、購買力があっても市場が小さい場合には、輸出採算が取れないというように、民

間のみの活動では相手国が限定されるという問題がある。韓国政府はテレビ局と協力し、

ドラマ『冬のソナタ』を市場としては規模が小さく成立しない国の放送局に提供した。政

府には、このような国に絞った協力を求め、民間には、長期的には事業としてプラスにな

り得ることへの理解が求められる」188

また渡辺靖は、次のように予算面と戦略性に関する問題点を指摘している。「日本の文化

外交のスケールは、その経済規模や他の主要先進国に比して驚くほど小さい。外交目標と

のリンケージが弱い分、文化外交そのものもソフト・パワーとしての戦略性に乏しく、総

花的な印象を受けることも少なくない」189

また金子将史も以下のように予算拡大を指摘している。

「全般に、日本のパブリック・ディプロマシー予算の規模は小さ過ぎ、現状の枠内で資

源配分をしても、たかがしれている。成果は長期的にしか現れず、予算削減圧力にさらさ

れやすく、現状ではむしろ予算の拡大を考えねばならない。もちろん、コスト・パフォー

マンスを上げることは必要だ。例えば、日本語教育は孔子学院のフランチャイズ方式に倣

えば、より効率的に展開できるかもしれない」190

先に考察した通り、日本における文化産業振興政策や文化外交政策に対する取り組みは、
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経済的（産業面）にも、また政治的（外交面）にも停滞気味であり、控えめであったと感

じられるが、その一方で、このように文化経済学的にも古典的で、政治的には保守的な政

策であったからこそ、「ネオ・ジャポニスム」、「第 2 のジャポニスム」と呼ばれる異文化の

受容と、流行をもたらしたとも言うことが出来る。

アニメやマンガ等のポップカルチャーは、消費者が情操形成期の子供や若年層が中心で

あり、浸透力が非常に高く、表現形式とし定着すれば、効果的な対外発信ツールとなり得

るものである。但し、それであるからこそ、自国の文化を一方的に売り込むと、独善的だ

として反発を招く恐れもある。また、大衆文化の魅力は、個人の自由な表現活動から生ま

れるものであり、政府が関わることによって魅力が削減されてしまう危険性もある。昨今

のように、政府が関与を強める中で、ポップカルチャーなどの日本文化は「クール」であ

り続け、文化的魅力を発信し続けられるのであろうか。

平野健一郎も、文化の多様性を含むことこそが文化の普遍性であるとの認識に基づき、

近年日本政府の文化政策に盛り込まれている「双方向」の文化交流による「共生」という

概念について、相互理解から一歩前進した、多様な文化の特質を生かす「世界文化の創出」

への貢献の可能性について期待を寄せている191。

日本政府の文化政策は伝統的に、自国文化の海外展開施策と同時に、海外文化の学習と

吸収という２面性をもった文化政策であり、それが文化の多様性を認め合うことによって

成立する国際文化交流の前提として機能して来た。そして、日本の政府や外交機関だけで

なく、民間企業や個人も、無意識のうちに文化を海外に伝える広報業務を遂行して来た。

高品質な工業製品は、日本の信頼性や勤勉性というイメージを世界中に拡散し、震災と大

津波の被災者の姿や救援活動、そして観光客へのおもてなしの心は、日本人の価値観を発

信してきた。また、アニメ・マンガやゲーム等のポップカルチャーが創出する可愛さと強

さを組み合わせたイメージも、世界中の子供たちの心を捕らえている。このような日本の

イメージを構成する源泉（リソース）を広く俯瞰し、それぞれの魅力を削がないようにす

る自制の心を持ちつつ、様々な発信源を効果的に活用していくことによってこそ、より豊

かな国際文化交流の姿を描くことが可能になると考えられる。
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終章 グローバル化社会における文化交流の意義

第１節 本論の課題に対する結論

１ 韓国における日本文化の規制から開放に至る背景と要因

第一に、韓国が建国以来長年に亘り、なぜ政策として日本の大衆文化を規制せざるを得

なかったのか、また日本文化開放政策の断行に移行した背景には、どのような要因があっ

たのか、その経緯を明らかにする。

韓国政府は、1948 年大韓民国建国以来、そして 1965 年の日韓国交正常化以降も、日本の

大衆文化（映画・音楽・テレビ番組・マンガ・アニメなど）の、公式的な取引と視聴を規

制してきた。しかし、このような政府の禁止措置にも拘らず、1998 年の文化開放以前から、

多くの日本文化が、韓国人の日常生活に浸透していたのが現実であった。例えば、書籍は

規制の対象外であり、日本語書籍の輸入は勿論、韓国語訳の書籍も自由に店頭で販売され

ていた。またテレビ番組に日本のドラマ、歌番組などのコピーが存在することは周知の事

実であったし、日本アニメは日本製であることを明らかにせずにテレビ放送され、音楽Ｃ

Ｄは海賊版や外国（台湾）からの輸入ＣＤが街中で販売され、マンガやテレビゲームも、

韓国市場を席巻していたと言っても良い状況にあった。

韓国政府の規制の背景には、過去の植民地支配の歴史的事実に由来する「対日感情」へ

の懸念、韓民族固有の文化が侵略されるのではないかという文化帝国主義への不安と警戒

感から派生する「国民感情」への配慮、そしてその当時、技術的にもまた商業的にも圧倒

的に劣勢であった国内の文化産業が圧迫されるという「経済的影響」への危惧があった。

しかし、1960 年代以降に急速な進展を見せた、通信技術の発達による国境を越えた情報の

共有によって特徴づけられるグローバリゼーションの波は韓国にも波及し、文化流入に対

する政府の規制そのものを形骸化していくことも明らかになりつつあった。

このように、韓国のテレビドラマ、アニメ、音楽などの大衆文化は、間接的に日本文化

の影響下にあったと考えられる一方、文化の受容を容易にするグローバリゼーションが進

展していく環境の中で、日本の大衆文化だけを公式的には除外し、コピーが氾濫する実態

に目を伏せることは不可能な状況になりつつあったと言わざるを得ない。

また、経済的には、1980年代末から 90 年代にかけた「漢江の奇跡」と呼ばれる経済成長

により、韓国社会に健全なる中産階級が形成され、この層が、生活水準の上昇、文化享受

能力の向上を背景に新しい文化を求め、日本大衆文化の受け皿になって来たと考えられる。

そして様々な国内論議を経て、直接的に「日本文化開放」を進めたのは、やはり金大中

大統領の政治判断と指導力に負うところが大きかったと考えられる。その背景には、経済

発展により世界的にも認められつつあった韓国が、国際国家としては常識はずれの、一国

の文化の流入を規制するという文化政策を見直さなければならないという、大統領の意欲
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があったと思われる。1990 年代に入り、グローバル化の進展とともに一層緊密になってき

たメディア交通の中で、文化の流入を規制すること自体が無意味になってきた中で、1994

年のウルグアイランドの妥結、1996 年のＯＥＣＤ加盟によって、貿易自由化の圧力が益々

高まり、韓国政府は国内文化産業の自由化をはかると同時に、新たな産業として積極的に

育成する政策を選択することとなったと言える。

２ 文化振興に果たした韓国政府の役割と、文化交流が日韓の相互認識に及ぼした影響

第二に、文化の受け手（輸入国）だった韓国が、文化の送り手（輸出国）に転じていく

背景には何かあったのか、その過程における政府の役割と政策を分析する。そして、韓国

の「日本文化開放」と日本の「韓国文化受容（韓流）」による双方向文化交流が、両国民の

相互認識にいかなる影響を及ぼしたかを考察する。

金大中大統領は就任直後に「文化大統領」を宣言し、文化産業を 21 世紀の基幹産業とす

る方針を示し、文化関係の国家予算を１％にする目標を定め、1998年10月の訪日を契機に、

長年に亘り議論されてきた日本文化開放を実現した。その後、1999 年 2月には、文化産業

振興と同時に地方の活性化もめざす「文化産業振興基本法」を定め、これに基づき「文化

産業振興基金」を設立し、2003 年までに 5,000 億ウォン（約 500 億円）を集中投資するこ

ととした。そして、2001年 6 月には、「韓国文化コンテンツ振興院」の設立と支援策を含ん

だ「コンテンツコリアビジョン 21」を発表し、2003年までに、8546億ウォン（約 850 億円）

の追加資金の投入を示した。これにより、前の文化産業振興基本法による資金枠との合計

で、1 兆 3546 億ウォン（約 1350 億円）という巨額の資金が投入されることとなった。

また盧武鉉政権もコンテンツ産業のグローバルな競争力強化に取り組み、韓国の伝統文

化であるハングル、韓食、韓服、韓屋、韓紙、韓国音楽を「韓スタイル」としてブランド

化し、「韓流」ブームを「新韓流」に発展させるべく推進をはかった。続いて李明博政権は、

「国家ブランドの強化」を掲げ、2009 年 1 月には大統領府直属の国家ブランド委員会を設

置し、本格的に国家ブランド価値向上のための推進政策を実行した。

また、日本文化開放による影響は危惧された程ではなかった。各メディアは、いずれも

国内文化産業への影響は微々たるものと報じており、金大統領の文化政策は、文化開放の

側面のみが強調されがちであるが、開放と同時に、自国文化の競争力向上のためのより具

体的な育成策が、同時並行的に企画、実施された点で評価されるべきであると思われる。

一方で近年、「韓流」と呼ばれる韓国製ポピュラー文化は、東アジア地域において人気と

なり、その後西欧諸国などにも発信されているが、日本でも 2004 年 4 月から、ドラマ『冬

のソナタ』が放映されたのを機に韓流ブームを巻き起こした。日本文化開放と同時期に、

政府（「官製」・「官主導」）により進められた、自国文化産業の競争力強化のための育成策

は、韓国コンテンツ産業の発展と世界各地への「韓流」文化の展開となって結実した。

また、日韓両国民の相手国に対する好感度などの認識に関しては、様々な調査が行われ
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ており、その結果は政治的な情勢に大きく左右されるが、日本文化開放後の文化交流によ

って、長期的に見ると少しずつではあるが、理解度の向上が図られていると結論づけられ

る。両国間の文化交流は、韓国文化に確実に影響を与えており、広く両国の社会にも影響

をもたらしていると考えられる。文化の魅力が、利害が激しく対立する外交課題を直接的

に解決する手段とは考えられないが、文化を通じて相手国の国民に自国や自国民への好意

的な印象が広がり、文化交流により相互理解の深化が図れていることは事実と言える。

３ ネオ・ジャポニスムとジャポニスム（第一の）による文化交流の社会的影響力

第三に、現在欧米を中心に発生している「ネオ・ジャポニスム」現象を、過去の「ジャ

ポニスム（第一の）」現象と対比しながら分析し、現代の日本文化が抵抗なく西欧社会に受

け入れられる背景を考察し、文化交流の社会的影響力と政府が果たす役割を考える。

日本文化は、新たに国づくりを始めた明治政府による、西欧での万国博覧会（国際博覧

会）への浮世絵などの日本産品の出展を契機に日本ブームを巻き起こし、「ジャポニスム」

と呼ばれる大きな潮流となって、19 世紀中頃から半世紀以上に渡って流行した。日本的な

美的感覚、美意識は、印象派の画家たちや、アール・ヌーヴォーの芸術家たちに大きな影

響を与えたばかりでなく、芸術運動を超えて、一般大衆の日常生活にまで浸透する社会現

象となった。そして、日本芸術から刺激を受けて生まれたアール・ヌーヴォーは、逆に日

本に再輸入された結果、日本でも日本固有の伝統的美意識が再認識され、国内で衰退しつ

つあった伝統的美術・工芸品の再生と存続の契機となった。

また現代でも、日本のポップ・カルチャー（マンガ、アニメ・、ゲームなど）は、「ネオ・

ジャポニスム」、「第 2 のジャポニスム」、「21 世紀のジャポニスム」などと呼ばれ、世界の

若者達に文化的影響を与え続けている。日本のアニメ『キャプテン翼』は、世界中のサッ

カー少年達に夢を与え続け、世界中で放送された『ポケモン』は、世界の子供たちに、ソ

フトで親しみやすい日本のイメージを植えつけている。そして 2000 年からパリ郊外で毎年

開催されている、マンガやアニメを中心にした日本文化の見本市とも言える「ジャパン・

エキスポ」（Japan Expo）は、13 回目を迎えた 2012年には 20 万人以上を集客し、ヨーロッ

パ最大の文化の祭典に成長している。来場者も、フランスだけでなく西欧全域に広がりを

見せ、欧州に広がるジャパンブームとともに注目を集めている。

この「ネオ・ジャポニスム」現象は、日本の伝統とは無縁のように見えるが、感性の優

れた若者によって、日本の伝統文化が現代風に表現されたものであると言うことも出来る。

日本の大衆文化が、「日本文化への入りやすい入り口」となって、ごく自然にその奥にある

伝統文化への興味を掘り起こして、日本文化の新たな魅力を喚起していると言える。

明治時代の「ジャポニスム」は、政府の文化産業政策によって支えられた、「官製」・「官

主導」で加速された潮流であったが、この「第 2 のジャポニスム」、「ネオ・ジャポニスム」

は、西欧の現代の若者や、日本の文化産業の企業を中心に、謂わば「民生」・「民主導」で
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展開され浸透しつつあるものである。しかし、現代のマンガ・アニメ・ゲームなどのコン

テンツも、「ジャポニスム」を引き起こした江戸時代の歌舞伎、浮世絵などの大衆文化と同

質の構造を持っている。これは、物語が作り出す世界を「市場」化し、歌舞伎を上流とし

て狂歌、浮世絵と趣向を変えて遊ぶという、歴史的にも王侯貴族の庇護を雛形とする欧米

の「芸術」とは異なる「日本型コンテンツ」の世界が現代に継承されたものであり、両者

は文化的に同じ構造を持ったものと言える1。

そして、日本の大衆文化が、大きな抵抗も無く受け入れられる背景には、このような文

化の同質性があるのに加え、19 世紀の「ジャポニスム」の流行から、150 年に亘る長い年

月をかけて続いてきた、日本と欧米の間の、国際文化交流の歴史があると考えられる。明

治時代の「ジャポニスム」と、現代の「ネオ・ジャポニスム」現象は、その潮流が生み出

された背景は異なるものの、文化の多様性を認め、双方向の交流を経て成立した、国際的

文化交流の好例とも言える。

４ 現代日本政府の文化政策の課題と今後の方向性

第四に、先進世界の趨勢から遅れ気味ではあるが、1900 年代末・2000 年代初頭から高ま

りを見せている日本の文化産業振興政策と、文化外交政策への取り組みを検証し、その課

題と今後の方向性を考察する。

このようなマンガ・アニメ・ゲームを中心とする現代日本文化の国際的な普及に伴って、

日本でも、1900 年代末頃から、コンテンツ産業の振興に対する関心が高まり、政府による

政策も進展をみせている。この政策変更の理由の一つには、失われた 20 年と言われる経済

低迷による産業構造の変化がある。日本は 1990 年代のバブル崩壊後の不況を克服できず、

日本経済の牽引者であった製造業の大企業の業績悪化に繋がった。このような経済環境の

変化の中、日本も従来型の製造業に代わる、新たな輸出・成長産業を見つけ出し、育成す

る必要があり、コンテンツ産業が見直され、その振興が大きな政策課題に浮上した。

また、もう一つの理由としては、「マンガ・アニメなどのコンテンツは、ソフト・パワー

の源泉である」との認識が広まったことにある。まず 2002 年にダグラス・マッグレイが、

“Foreign Policy”誌上で、日本の大衆文化の影響力を評価したことが、日本国内でも大

きな反響を呼んだ2。続いて、2004年にジョセフ・S・ナイが、自著“Soft Power: The Means

to Success in World Politics”の中で、「日本経済が減速した後も、日本の大衆文化はソ

フト・パワーの源泉になりうるものを生み出しており、日本はアジア各国のなかで、ソフ

ト・パワーの源泉になりうるものを、特に大量に持っている 」3と著したことから、日本の

アニメ・マンガがソフト・パワーと結び付けられて論じられるようにもなった。

また、グローバル化の進展により、伝統的な政府対政府の外交ではなく、広報や文化交

流を通じて、外国の国民や世論に直接働きかける外交活動、すなわち「パブリック・ディ

プロマシー」の考え方が注目され、日本は、国際的な影響力を持ちつつある日本文化の魅
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力をより積極的に海外に向けてアピールし、これを外交資産として活用していく必要があ

る4との外交的認識もコンテンツ産業の振興策を後押ししていると判断される。

しかし従来から、日本におけるこの問題に対する取り組みは、経済的（産業面）にも、

また政治的（外交面）にも控えめであり、停滞気味であったと感じられる。その理由の一

つには、戦前・戦中期の言論や文化に対する統制策への反省や、現日本国憲法の言論や表

現の自由に関する規定に対する政府自らの抑制、いま一つは、自国文化の一方的売り込み

は、独善的とされ、反発を受ける可能性もあるという、他国（東アジア諸国等）からの文

化侵略・文化帝国主義との主張に対する配慮があったといえる。

日本の文化政策は、一方で優れた海外文化の学習と吸収を促進しつつ、その一方で自国

の文化や文化産品の海外展開を図ると言う２面性をもった文化政策であった。そしてその

伝統的な文化政策が、個人レベルでも文化の多様性を認め合うことによる双方向の国際文

化交流を可能としてきたと考えられる。

大衆文化の魅力は、作り手（民）の自由な表現活動が生み出すものであり、政府（官）

の働きかけによって文化的魅力や影響力が削減される危険性もある。また一方的な売り込

みは、文化侵略などの誹りや反発を招きかねない。文化と文化交流が本来持っている発信

力や対話力を、自然に引き出そうとする文化政策によってこそ、本来の影響力と役割を発

揮させることが出来るのではないかと思われる。

５ グローバル化社会における国際文化交流の意義

第五に、近年、文化をめぐる様々な論議が活発化している中、その論議に内包する政策

課題を検討しつつ、文化が持つ社会的影響力と役割を分析し、グローバル化社会における

文化交流の意義は何にあるのかを論じる。

20 世紀終盤から 21 世紀初頭にかけて発展した、「グローバリゼーション」という社会的

変革は、「情報化」、「国際化」、「画一化」という言葉で象徴されるように、その中では、イ

ンターネットや衛星放送など通信手段の画期的な発達によって、文化は地理的な制約や時

間的制約を超えて、広範にしかも即時に拡散、浸透され、「文化受容」の過程がますます容

易になってきている。そしてこの大量で急速な情報の流入は、従来型の政治的権力やイデ

オロギー統制によって制限することが極めて困難である。このようなことから、グローバ

ル経済社会、「グローバル化社会」は、メディア文化を通した新たな越境的な連携や、対話

をもたらす機会を提供しているにも拘らず、一方では、民族や宗教などの違いを背景に持

つ紛争を、世界各地に引き起こす要因ともなっている。

また、グローバリゼーションは、人々の生活・文化を急速に「画一化」するため、独自

文化の維持は不可能であるとの認識が、文化への鋭敏な関心をかき立て、「文化侵略」、「文

化帝国主義」の議論を世界各地に引き起こす要因ともなってきた。またその一方で、情報・

通信技術の革新的な発達による「情報化」・「国際化」社会は、より容易な「文化受容」を
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可能とすることから、文化が持つ社会的影響力が相対的に増すという結果をもたらした。

そして、ナイのソフト・パワー論などの議論によって、文化交流の重要性が再認識される

とともに、文化政策は各国の大きな政策課題となった。

そしてこの議論は、国家のイメージが、貿易、観光、海外投資などの国際競争力を左右

するとの考え方に基づいた「国家ブランディング」の議論や、外交目的を達成するために

は、相手国の政府だけでなく、国民レベル（パブリック）に働きかけていくことが必要で

あるとの認識に基づく「パブリック・ディプロマシー」という外交政策議論を呼び起こし

た。そして現在、多くの国々が文化の持つ影響力を利用・活用すべく、自国の文化産業政

策を立案し、文化輸出を積極的に促進して、文化外交を展開する時代となっている。

ナイのソフト・パワー論は、それまでの文明の衝突論や文化帝国主義論のように、文化

の影響力を「ネガティブ」（消極的・マイナス）に捉える見方に換わって、文化と文化交流

の効果をポジティブ（積極的・能動的・プラス）に捉えた点で評価できる。また、外交活

動の面においても、それまでは効果を感じつつも、外交当事者個人の意識の底に埋もれて

いた、「文化的影響力」「文化力」を、「軍事力」や「経済力」などの既存の力（パワー）と

対置させることによって、顕在化させたという意味でも画期的であった。

しかし、文化は果たして外交的、政治的な力（パワー）を持ちうるのであろうか。中国

では、日本のアニメの大ファンである若者たちが、「それはそれ、これはこれ」と切り分け

て、過激な反日デモに参加している。プーチン大統領が柔道の有段者（黒帯）で、日本文

化の理解者であるが、それだけで北方領土は帰ってこない。金正日総書記が日本映画の大

ファンであったとしても、弾道ミサイルは日本上空に向け発射された。

このように、ソフト・パワー論の中核とも言える文化（の影響力）は、政治、外交的問

題を解決する直接的な「パワー」にはならないし、経済力や軍事力というハード・パワー

の代替も不可能である。ナイが示した、ハード＝直接的、ソフト＝間接的とする並列的な

把握をさらに進めて、横（対等関係）の関係だけでなく、縦（補完関係）、斜め（間接的影

響）など、立体的な関連性を構築して議論すべきである。

ナイのソフト・パワー論において中核に位置付けられている文化（の影響力）は、政治

的、外交的な問題を解決する直接的な「パワー」（Power）にはならないし、経済力や軍事

力に代表されるハード・パワーに代替できるかというと、そうでもない。しかしながら、

間接的ではあるが別の役割をもって、政治や外交にプラスの作用を及ぼすことも確かであ

ろう。自国の社会や考え方、価値観に関心を持ってもらい、相互理解を促進する「クルー」

（手掛かり・clew・clue）」を提供することが出来る。そして相互理解から生まれる信頼感

は、政治的対立を和らげる効果をもたらし、平和的に外交を進める「ルーブリカント」（潤

滑剤・lubricant）」としても機能することが出来る。

ソフト・パワーは、その性質からして捕らえどころがない面があり、効果や大きさの検

証が困難である。実際、パワーというよりも、むしろ物事が決定される際の環境の醸成や、

信頼関係の構築に近いと言える。また、他者から受入れられる事が前提となるため、価値
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観の押し付けや、下心のある利己的な考えに基づく行動は反発を招き、かえって逆効果と

なる。このように考えると、文化にはソフト・パワーのような「ツール」（道具）として利

用・活用するのではなく、文化と文化交流が本質的に持つ役割に期待すべきである。

また、「ブランド国家」の論議においても、「文化(culture)」は重要な要素ではあるが、

「観光（tourism）」「輸出品ブランド(brands)」「政策(policy)」「投資(investment)」「国

民(people)」という国家の評判・イメージを形成する 6 つの経路の一つにしか過ぎない5。

韓国政府は、早くから国家ブランド力の向上に関心を持ち、コンテンツ産業の国際競争力

強化を進めてきた。李明博政権も、2009 年 1 月に大統領府直属の「国家ブランド委員会」

を設置し、具体的な政策課題を提示して国家ブランドの向上に努めた。しかし、アンホル

ト国家ブランド指数などの推移を検証しても、文化・コンテンツ産業での成果が国家のブ

ランド力向上に結びついていない。国家ブランドの改善には、成果がなかなか表われない

中でも、地道で忍耐強く、長期的かつ継続的な取り組みが必要となると考えられる。

一方、日本におけるこの問題への取り組みは、前述のとおり、他の文化先進国に比較し

ても、経済的（産業面）にも、また政治的（外交面）にも遅れ気味で、控えめであったと

感じられるが、マンガ・アニメなどのポップカルチャーに関しては、「パブリック・ディプ

ロマシー」という外交手法を駆使した政府の関与によって、文化的魅力を削がれる危惧も

充分にある。文化をパワーとして利用するのを控え、文化と文化交流が本来持っている発

信力・対話力を引き出そうとする、文化経済学的には古典的で、政治学的には保守的な政

策によってこそ、本来の影響力と役割を発揮させることが出来るとも考えられる。

韓国政府は、日本文化の開放による両国間の文化交流の促進と同時に、自国の文化産業

を新たな基幹産業として積極的に育成する政策を選択し、種々の補助、育成政策を立案し

実行に移して来た。このような「官製」・「官主導」により進められた育成策は、韓国コン

テンツ産業の発展と世界各地への「韓流」文化の展開となって結実した。そして、それば

かりでなく、この結果もたらされた日韓間の文化交流は、両国民間の相互認識に関しても、

少しずつではあるが理解度の向上をもたらしている。

また、「ジャポニスム」は、明治政府の文化・産業政策に基づく、いわゆる「官主導」で

形作られ、「第 2 のジャポニスム」、「21 世紀のジャポニスム」は「民主導」で派生した潮流

という違いはあるものの、どちらも文化の多様性を認め合うことで成立した文化交流であ

る。民族や国境を越えて他国の文化が受け入れられるのは、単に美術品のデザインや技法、

そして映像やファッションの新鮮さが受け入れられているのではなく、その背景にある美

意識、そしてまたその奥にある文化や精神の中に、人々の心や魂の琴線に触れるものが存

在するからであると思われる。我々が西欧の博物館や美術館で、西洋芸術に感激するよう

に、真に美しいもの、感動を与えるものは、時代や民族、国境を越えて、人類共通のもの

として全てに通ずる性質がある。逆に、日本文化の多様性に心を奪われ、日本人の美意識

に感激し、日本文化を堪能したりするのは日本人だけではない。真に美しいものや、心に

残るものには、時代や言葉の壁を越えて、普遍性があるということであろう。
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異文化間の文化接触、それに伴う文化変容は、文化を共通化するものではなく、文化の

多様性を導くものであり、グローバリゼーションの振興は、文化の多様性の維持に不利に

作用するように見えるが、文化触変の運動が続くかぎり、文化の多様性は消えない。平野

健一郎は、文化の多様性を含むことこそが本質的に文化の普遍性である6とした上で、双方

向の交流から生まれる文化の「共生」に、文化交流の意義を求めている。

「国際社会の多様性を理解するという『相互理解』からは一歩前に進み、文化の双方向

の交流という発想から発展してきた『共生』という概念によって、多様であるがゆえにそ

れぞれの文化の特質を生かしてこそ『世界文化の創出』に貢献できる」7

田中耕太郎も、文化には個別的な部分（民族文化、民族的立場、ナショナリズム）と普

遍的な部分（科学・技術、国際的立場、インターナショナリズム）があるが、この民族的

立場と国際的立場は決して矛盾するものではないとし、次のように文化交流の意義を述べ

ている。「各民族は、それぞれ固有の芸術文化を創造しながら、その根本において他国民と

同様な美の理念を持っているために、他民族の文化を理解しうるので、文化交流は国民全

体に好結果、すなわち政策や理念と離れた真の理解を生み出す。個別的な部分は相互理解

により、普遍的な部分は共同作業によってその発展を進め、世界文化の発展に寄与するこ

とに文化交流の意義がある」8

また岩渕功一は、グローバル化が促す流動化・液状化は、社会に不確実性・不安・不平

をもたらすと、負の影響を提示する一方で、以下に示すように、グローバル化による文化

受容は、越境する対話と相互理解の促進をもたらしてくれると、グローバル化社会におけ

る文化交流を能動的に捉えている。

「グローバル化の進展は、メディア文化を通した『他者』との邂合を日常的なものとし、

新たな越境的な繋がりや、対話的な関係性を育む契機をもたらしている。他の社会のメデ

ィア文化の受容は、『他者』の認識と理解が促され、自己や帰属する社会のあり方を、自省

的にとらえ直す意識を芽ばえさせる」9

「そして、このような自己の変革を伴う積極的なメディア消費行動には、越境する対話

が発展していく可能性が表れており、そこには文化を政治的に利用する文化外交の議論や、

文化と政治を切り分ける見方では捉えることの出来ない、文化の対話力を見定めることが

できる」10

そしてまた更に、「文化には人をつなぐ力がある。多様な意味を混成化して、新たな表現

を生成する力がある。そして、自己と他者の関係性について、自生的な理解・認識をもた

らして、境界を越えた人々の対話を活性化する力がある」11と著わし、相互認識と理解の深

化による対話と連帯に、文化交流の意義を見出している。

グローバル化の時代においては、国や民族間の接触や交流は頻繁となり、多くの文化的

衝突も発生するが、それと同時に文化の融合も相応に強められ、それらは人類の文明の発

展の推進力の形成に有効である。国際関係における文化の融合は、主に国家間において他

国の文化を学び手本とし、吸収することを通して、自国の文化を不断に豊かに、また新し
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くすることを指している。文化の交流や融合は、決して文化の同一化に向かうものではな

い。各種の文化は異質な文化の吸収と消化を通して自身の発展を求めるべきであり、それ

によってさらに高いレベルにおいて世界文化の多様化を実現するという目的を達成するこ

とが出来る。文化の融合は文化の共同性と文化の多様性の統一であり、その過程において

各自の特色を残した基礎の上に多元化へと引き続き発展させることである12。

グローバル化社会では、革新的な情報化、海外旅行の大衆化、さらに国際文化交流など

により、異なる文化の情報、文物、人々に接する機会は著しく増加する。このような環境

では、他の社会の異文化と価値観を理解すると同時に、従前に増して、自らの文化と価値

観を自覚して大切にし、多様性を尊重しつつ共生できる社会を構築することが必要である。

人々は古くから、一方で国際文化交流を進めつつ、他方で独自の文化を維持しようとする、

相克する営みによって文化を発展させてきた。文化は様々な時空における様々な人々の生

活であるとすると、文化も変化していかなければならない。また、多様な国際社会の中で

は、文化も多様でなければならない。国際的な相互依存の高まりに伴う文化の変化と、固

有文化の維持の願望が拮抗する中で、人々の生活が多様で、豊かなものへと進歩していく

ためには、文化の多様性を前提とした国際的な文化交流がますます必要となる。

文化はその国に固有のものであるだけでなく、世界共通・人類共通の財産であるとも言

える。文化交流の意義を、より平易にそして現代風に表現すれば、国際交流を行う際の基

本認識は、異なる文化との交流を通じ、自らの文化そして生活を豊かにすることができ、

相互理解を深めることによって、「心の中に平和の砦を築く」ことができるということであ

ろう。また交流によって得られる多様性は豊かさの象徴であるということではなかろうか。

文化というのは、ある特定の時点での文化産業の優劣の問題で判断するものではない。

また文化交流というのは、より長い視野でお互いに学びあう、一つの学習のプロセスであ

るとも考えられ、過去･現在･未来という、長い目でお互いに学ぼうという意識が必要であ

ると思われる。文化は不変なものではなく、時代時代によって絶えず変化しつづけるもの

ではなかろうか。そして文化とは守るものではなくて作り出すものではないだろうか。多

くの異文化に触れ、それを通して自分たちの文化を知り、改善していくことが文化交流の

意義であり、グローバル化の意味するところだと考えられる。

第２節 日韓文化政策における今後の課題 と未来志向の両国関係

１ 韓国における文化交流阻害障壁の撤廃

韓国政府による日本文化の開放措置は、両国間の政治問題の先鋭化などによる中断はあ

るものの、完全開放に向けて着実に進んできた。しかし、中村知子も指摘しているように、

この日本大衆文化の開放措置は、新法の制定とか法律改正による法的根拠、裏付けに基づ

いたものではなく、単に政府の一つの政策的指針を発表したものにすぎない。公演法・映

画振興法など関連法上の各種の審議、輸入推薦、許可制度はそのまま現存しており、その

手続きを経ることによって、低質・不良な文化をろ過するという名目で、法的には現在で
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も、日本文化を規制することが出来る13。さきに触れたスクリーン・クオータ制度にも言え

ることであるが、このような規制制度は、より現実的な規制を行うことによって、自国文

化産業を保護するための措置だと受け止められてもしようがない。

また、日本製コンテンツの盗作や違法コピー問題が発生した場合、法的根拠、裏付けが

ない輸入商品に対するものとなり、著作権や商標権問題の解決を複雑化しかねないという

問題もある。デジタル化によって、品質が劣化しないコピーが容易に作成可能になり、ま

たネットワーク化の進展によって、高品質のコピーが全世界に容易に発信されるリスクも

顕在化している。現に、インターネット上では、動画投稿サイトなどを通じた著作権侵害

が横行しており、事業者による正規ビジネスの拡大を阻害しているほか、権利者が適正な

対価を得られていない等の問題が指摘されている。

韓国では、日本や欧米との価格差の大きいコンテンツに対する海賊版や盗作の問題は、

以前から問題視され指摘されてきた。2007 年には、デジタル分野へも著作権法を適用でき

るように更新し、フィルタリングを導入することにより、音楽ＣＤに関する不法ＣＤ の流

通は減少しているが、ネットを利用した動画（マンガ、アニメ、映画など）の盗作、海賊

版の存在は、現在でも問題視されており、早急に対策を講ずる必要がある。

そして、もう一つの問題は、このような日本文化の規制に対して法的に対抗する事例が

殆どなかったという事実であろう。韓国では民主化運動が活発になるに従って、左翼･北朝

鮮系の表現物や猥褻物に関わる様々な悪法や規制に対して告発がなされてきた。しかしな

がら、日本大衆文化を巡る問題についての法的提起あるいは論議は皆無に近い。万が一、「表

現の自由」の制限を理由に日本大衆文化の規制について訴訟が行われるとしたら、勝訴の

可能性は高い。にもかかわらず、日本大衆文化については、それが行われていないところ

に、この問題の複雑さがあらわれている14。この問題の解消には、文化開放の結果である将

来に向けた日韓両国の相互理解の進展を待たなければならないと思う。

韓国政府は日本文化開放を機に、文化産業の高度化と国際競争力の強化、国際市場への

進出に向けて、多額の予算を投入し、文化産業の保護・育成を図ってきた。日本文化開放

による国内文化産業への影響は微々たるものであり、それ以上に、その後韓国の文化産業

の競争力が強化され、各種の文化産品の海外市場への輸出が促進された。この政府による

いわば「官主導」の計画的な文化政策は、日本を初めアジア各地に「韓流ブーム」をもた

らした。また同時に、韓国産文化産品は、欧米においても一定の評価を受け、現在では輸

出入バランスも大幅なプラスになっている。

韓流ブームは、国内で強くアピールできる映像コンテンツを制作できる国は、この様な

現象を少なくとも同じ文化圏の中で引き起こす可能性があることを示した。すなわち韓国

程度の人口、経済力、発展度を備えてきた国であれば、非西欧国でも大衆文化の面で自立

し、輸出し、人類文化の多様性に貢献できることが明らかになったのである15。

近年、アジア地域において、「日式」から「韓流」と続いたローカル大衆文化のブーム・

流行は、今後引き続き台湾・中国を発信源とする「華流」、「漢風」の時代を迎えると予想
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されている。このような文化のグローバル化によって、世界のポピュラー文化が均質化・

画一化し、ローカルな伝統文化が破壊されるといった状況は引き起こされておらず、伝統

文化に加えて、新しいハイブリッドな文化が育つことによって、文化の多様性が促進され

るという結果をもたらしているとするのが世界的な認識であろう。

韓国政府による、自国文化産業の競争力強化のための育成策は、韓国コンテンツ産業の

発展と世界各地への「韓流」文化の展開となって結実したが、その一方で一方的な文化商

品の流入が、一部の国において「嫌韓」意識の顕在化という新たな問題を惹起しているこ

と、あるいは、「韓流」ブームが一時の勢いを失い、衰退しつつあると韓国内でも指摘され

ている。しかし、現在指摘されている現象に対しては、コンテンツの共同制作というよう

な技術的手法ではなく、国内の文化産業は保護しつつ、自国文化の海外発信と輸出振興に

重きを置く、現在の文化政策の見直しを行う必要があると思われる。相手国の文化に対し

ても敬意を払いつつ広く受け入れ、一方的でなく双方向の文化交流によって、お互いに認

識と理解を深めていくという、文化が本来持っている社会的影響力を引き出すような、地

道で長期的な政策と取り組みが必要であると考えられる。

日本政府も文化の「創造的受容」という表現を使用し、知識や技術、文物等をとり入れ

るという一方通行の「受容」ではなく、様々な分野の異文化交流の担い手を積極的に受け

入れ、国際社会に対しても開かれた交流の公共空間を創りだし、交流を通して価値の共有

を図り、創造的方向性をめざして人や文化の「受容」を図ることを提唱している16。

我々は古くから文化交流によって、自身の文化を変化させ、そして進歩させてきた。一

方で自身の独自文化を維持し、他方で文化交流を進めようとする、一見矛盾する営みによ

って文化を発展させてきた。我々の生活が多様で、豊かなものへと進展していくためには、

文化の多様性を前提にした国際的な文化交流がますます必要となると思われる。

韓国の文化政策は、歴史的に他国文化（日本文化・共産主義思想）の影響阻止と、自国

文化育成と海外展開推進を２大支柱とするものであったと言える。しかし、韓国における

前述のような各種文化関連法に基づいた実質的な規制や、自国産業の保護政策に対しては、

米国から「スクリーンクオータ制度」の見直しを指摘されたように、今後も国際的圧力は

強まっていくと考えられる。文化というものを長期的な目でみると、交流によって新しい

ものを受け入れることによって、時代を経て少しずつではあるが進化していくものである

と思われ、韓国も「スクリーンクオータ制度」などの実質的な文化規制制度や、文化関連

法制度の見直しによって、交流を阻害する障壁を取り除いていく必要がある。

２ 日本文化（マンガ・アニメ）における描写の適正化

日本でもコンテンツ産業への関心が高まる中、2002 年 11 月に「知的財産基本法」が成

立し、この法律に基づいて、内閣に「知的財産戦略本部」が設置された。この組織には、

関係省庁との総合調整機能が付与され、個別の施策の推進においても司令塔機能を果たす

ものとなった。そして、2003年10月に知的財産戦略本部にコンテンツ専門調査会が発足し、
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2004 年 6 月には『コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律』（コンテンツ促進

法・通称）が制定され、他先進国に比べて遅ればせながらも、知的財産戦略本部を中心に

関係府省庁において、国の戦略方針と関連施策が検討・策定される体制が整えられ、知財

政策の重要課題とコンテンツビジネス振興政策が立案・実行されることとなった。

韓国では 1999 年にコンテンツ育成を国家目標に位置付け、2001 年 8 月に韓国文化コンテ

ンツ振興院が設立され、02 年には「オンライン・デジタルコンテンツ産業振興法」も制定

された。韓国の振興予算は年間 850 億円で、対応の遅れた日本の予算 41億円（2005 年度ア

ニメ予算）の 20 倍以上である。また中国も 2005 年にはコンテンツ産業振興のための法整

備に着手し育成を図っているが、このような中でも、日本の大衆文化は世界中の若者をは

じめ一般市民に受け入れられ、国際競争力を保ち続けている17。

このように、日本の大衆文化は、商業ベースにより、すでに広く海外で普及しているた

め、伝統文化を中心とした従来型の文化事業のように、採算が成立しないので政府として

助成したり、現地での受け入れ支援などではない、別の対応が求められる。例えば『鉄腕

アトム』や『アンパンマン』などのアニメは日本製ではなく、自国のアニメと信じている

場合が多く、積極的に紹介する必要がある18。また、購買力が低い国や、購買力があっても

市場が小さい場合には、輸出採算が取れないというように、民間のみの活動では相手国が

限定されるという問題がある。韓国政府はテレビ局と協力し、ドラマ『冬のソナタ』を市

場としては規模が小さく成立しない国の放送局に提供したが、日本政府にも、このような

国に絞った協力が求められている19。

一方日本型コンテンツ産業は、上流の中小零細企業集積のネットワークが、産業自体を

支えているという独特の構造を持っている。出口弘は、日本型コンテンツ産業には、20 世

紀に成立したＴＶや映画など、制作・放映に大規模なプラットフォームを必要とした産業

に対するビジョンとは異なる政策が求められると構造的問題を指摘している。

「コンテンツ産業の上流には、表現者としてのアーティストが家内制零細企業を形成し

ており、その活動が再生産される枠組みなしには産業の厚みは維持されない。現行の政策

によって、産業の中間に位置するプラットフォームが繁栄したとしても、産業の主役であ

る上流の作り手が衰退する構造では産業の再生産は出来ない。コンテンツの創造性と多様

性を維持しつつ、国際的にも競争力のあるビジネスモデルを作り出すことが課題であり、

それには、上流の作り手である中小零細企業とクリエーターの育成・活性化を中心に置い

た施策を構想する必要がある」20

そして、アニメやマンガ、ゲームなどの日本製コンテンツの大きな問題は、未成年者が

消費者になる場合が多いため、「暴力」、「性」、「死」の描写が、保護者などの価値観と齟齬

をきたす問題を派生させることにあると思われる。日本のアニメは、リアルな描写が「暴

力的で残酷」であるとして、フランスなど西欧諸国でバッシングを受けることもあった。

このリアル（過激）な描写の問題に対し、白石さやは、広島の原爆体験を描いた『裸足

のゲン』がアメリカでは流通禁止になった後、現在では国際的な推薦図書の地位を確立し
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ていることを引き合いに出して、次のように述べて擁護している。

「これだけ大量のマンガ作品が出版されているその中には教育上好ましくないものも数

多く含まれている。しかしそれは他のメディアにおいても同様である。メディアとしての

マンガ全体をそれで批判することはあたらない。戦後文化としてのマンガは、西洋近代の

子ども観とは異なる、戦争体験を持つこどもや若者によって生み出された現代という時代

のメッセージを提示している」21

その一方で竹内一郎は、日本マンガが手塚治虫以来、本質的に持つ身体性の問題に着目

しつつ、次の通り強く警鐘を鳴らしている。「少年マンガにおける身体性の解禁が暴力性に

繋がっていき、少女まんがでは性行為の問題に特化されてしまう。そしてロリコンまんが

で暴き出されたキャラクターの身体性は、単純に『萌え』＝ポルノグラフィとして消費さ

れるようになる。手塚のマンガ表現が本質として抱えていた身体性の問題が無かったら『萌

え』は出てこない。この様な実態を見て見ないふりをして、国や産業界が『国策化』を進

めるのは問題である」22

また内田真理子も「フランスでも、暴力シーンの放映は禁止されており、それに対し日

本では、アニメやマンガに対する表現の規制は、国際的な標準からすると緩い。ポップカ

ルチャーが、海外で円滑に受け入れられるためには、民間による選定や編集作業に加え、

国際的な表現に対する情報の提供等、政府による適正な指導が望まれる」23と述べ、

今井隆志も「一部のファンが日本のポップカルチャーを熱心に受け入れるのは、性や暴

力描写の許容度が高く、ポルノショップ級の商品が、未成年でも簡単に手に入るためであ

る。こうした状況が知られるにつれ、日本製のコンテンツが子供に悪い影響を与えている

と警鐘を鳴らす団体が現れており、米国の宗教的信条や道徳観に抵触すれば、激しい拒絶

反応を引き起こす危険性がある。この問題に早くから直面した米国では、業界の自主規制

機構によるレーティング・システム（格付け）が問題解決して来ており、日本のアニメ、

マンガ界も自発的に、業界共通の公的なレーティング・システム構築に取り組むべき時期

にある」24と、自主規制のシステムの確立や、行政による適正な指導を求めている。

マンガ・アニメなどのポップカルチャーに関し、日本の政府でも様々な会議体において、

多くの論議が行われているが、この「暴力」、「性」、「死」の描写に関する問題についての

議論や提言は見当たらない。日本マンガは、手塚治虫がキャラクターにリアルな身体性と

内面性（肉体と精神）を与えたところから始まったと言っても過言ではなく、それによっ

て人格や人生など、内面性をよりリアルに描いていくようになり、マンガの文学化が進み、

日本漫画の特徴の一つである「ストーリー・マンガ」というジャンルが確立した。この問

題は、日本マンガ・アニメが誕生して以来、本質的に持っている問題でもあり、今後の日

本大衆文化・ポップカルチャーの健全な発展のためにも、一部の専門家の議論にとどめず、

官民を挙げ、協働して取り組む必要がある。

３ 国家戦略としての文化政策のあり方
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そして、日韓両国に言えるもう一つの大きな課題は、文化の育成・振興と発信に関する

国の政策、文化政策のありかたであろう。「グローバリゼーション」の進展によって、国際

的なヒト・モノ・カネと情報の流動化が促進する一方で、様々な社会問題が国家の枠を超

越し、一国では解決できなくなりつつある。この様な中、文化産業を新たな成長産業とす

べく育成し、文化力を高めることによって、国家のブランド力、国際的な発信力を得よう

という議論が、韓国でも、また日本でも盛んに行われている。グローバル化社会の中で、

文化力を見直して、その発信力を高めることで、国のイメージを向上させ、外交を有利に

進めようという論議である。しかしこのように、文化を国益に向けて利用するという考え

方は、偏狭なナショナリズムを誘発し、文化交流によって生まれる「相互認識」・「相互対

話」・「相互理解」という交流の果実を失わせかねない。

岩渕功一も、国が文化表現活動を奨励し、交流を推進する政策自体は重要であるとしなが

ら、国家戦略としてのブランド・ナショナリズムでは、文化のもたらす対話力をいかに奨励し、

促進するかについての考察が行われていないとして、次のように批判している。「国境を越える

文化交流は、様々な問題に関して市民の間に対話が助長されることにより、相互理解が深

められ、新しい関係が構築される。しかし、国益増進のために文化力を奨励しようという

国家戦略としてのブランド・ナショナリズムは、文化を巡る多様な市民の社会参加と、帰

属の保障という問題を、政治・経済的な国益という狭い視野の中に押し込め、より緊要な

グローバル化の時代における、文化の問題に蓋をするような作用をもたらしてしまう」25

グローバリゼーションは、様々な資源が、国境を越えて自由に移動し、政治的・経済的・

文化的な境界、障壁がボーダレス化する現象である。その中では、人的、物的資源の移動

はもちろん、資本や情報も自由に交流し、文化交流もメディアを通じて日常的なものとな

る。勿論、他社会の文化の受容には、様々な抵抗や摩擦もあるものの、その吸収や融合の

過程では、新たな相互認識、相互理解と相互対話が生み出され、境界を越える連帯感が醸

成される可能性がある。国際社会が相互依存関係を深める中で、日本には、長い歴史をか

け、国際的な文化交流の成果を加えて蓄えた、魅力あふれる多様な文化がある。韓国は日

本文化開放を機に、文化産業の高度化と国際競争力の強化に向けて、自国産業の保護・育

成を図り、現在では各種の文化産品が海外市場に輸出され、文化的影響を与えている。

平野健一郎も、自国文化ばかりでなく、他国文化にも目を向け、多様であるがゆえにそ

れぞれの文化の特質を生かしつつ「双方向」の交流を図るという発想から発展する「共生」

という概念のもとでの「世界文化の創出への貢献」に期待を述べている。26

知識基盤型社会の進展によって、経済活動の文化への依存度も高まりつつある。日韓両

国は、これまでは文化国家の建設に邁進してきたが、これからは、一国の国益増進のため

に文化力を強化するという、国家戦略としての「ブランド・ナショナリズム」ではなく、

文化面での国際貢献が求められている。両国が、国際的な文化交流を通じて、ハードな「も

の」の交流から、ソフトな「文化」の交流へ、「共生」という概念と「双方向」の交流とい

う発想に基づいて、文化面での国際貢献を積極的に展開し、さらに豊かな文化を育んでい
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けば、世界における新たな文化的価値の創造に貢献することができると考えられる。

４ 国際交流の基本認識と未来志向の日韓関係に向けて

1965 年の国交正常化以降、様々な政治問題や軋轢にもかかわらず、日韓両国政府は交流

環境の整備と交流促進事業を行ってきており、また地方自治体も、地道に草の根交流事業

を継続して実施して来た。その結果、両国間の人的移動は、年によって多少の増減がある

ものの、大きな傾向としては、着実に拡大してきていると言って良い。

1989 年 1 月 1 日には、韓国で海外旅行の完全自由化が実施されたことにより、市民自ら

の体験が交流のベースになり、その後、多様な交流が図られるようになった。これによっ

て、民間や市民レベルの交流の機会も増加し、新たな日韓交流の時代を向かえた。日韓交

流というと、政治・経済・技術交流や、姉妹校交流やスポーツ交流などの人的交流が、思

いうかぶが、このような様々な国際交流に比較し、文化交流というのは比較的新しい分野

ではある。本項では、ヒト・モノ・カネ・情報に関わる様々な国際交流の中で、文化交流

が占める位置づけと、国際交流の基本認識について考察を行い、その中で未来志向の日韓

関係について考えてみることとしたい。

（１）国際交流の基本認識

2015 年には日韓国交正常化 50 周年を迎えようとしているが、未だに日韓両国の間には、

竹島（独島）をめぐる領土問題など、様々な政治問題が存在している。しかし、日韓両国

政府は、経済関係の緊密化や青少年交流，地方交流の拡充などの交流環境の整備のために

種々の施策を講じてきており、その結果、日韓間の人的交流は大きなトレンドとしては増

加傾向を続けており、日韓両国民の交流と相互理解は着実に深化し、拡大してきていると

言える。両国間は、長い年月をかけて構築してきた政治・経済・技術交流に加えて、両国

の査証（ビザ）緩和などによる「人的交流」、インターネットの急速な普及など情報通信技

術の発達による「情報交流」、韓国における日本文化開放などによる「文化交流」の量的増

加などによって、今後も一般国民の理解度・親密度は確実に向上していくと思われる。

グローバル化の進展によって、文化も時空を超えて即時にしかも広範に拡散され、浸透さ

れる時代となっている。このようなメディア文化を通した他者との出会いは、新たな越境

的な対話や、連携をもたらす機会を提供している。そして文化には人をつなぐ力があり、

交流は境界を超えた新たな対話と連帯の機会をもたらしてくれる

日本にとって、韓国、中国、東南アジア等の近隣諸国との関係強化は、外交上も重要な

課題であり、これらの国との相互理解を通じて対日認識を改善して行かなければならない。

これら近隣諸国との二国間関係は、市民レベルで交流が進み、相互理解があれば、政府レ

ベルで波があったとしても、長期的には良好になっていくと考えられ、市民間交流の果た

す役割は大きいと考えられる。これまでにも様々な取組は行われてきたが大衆文化や文化
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事業及び日本留学等を活用した取組によって、今後も市民間交流を促進していくことによ

って、親しみと信頼が生まれてくる。

更に日韓両国は、民主主義・市場経済といった基本的価値を共有しており、両国間の往

来者数も約 550 万人（2012 年）に達するなど、緊密な市民間交流が存在し、これが両国関

係を支える基盤となっている。日韓間には様々な政治問題が存在し、事ある毎に先鋭化し

たが、草の根の市民交流が基盤となって、地方自治体間、政府間の交流は続けられてきた。

このような経緯を踏まえ、市民レベルの交流を一層促進していく必要があるが、特に未来

志向の関係を築いていくためには、柔軟な思考を持ち、吸収力が旺盛な若年層による文化

交流を中心とする市民参加型事業が効果的であると考えられる。

平野健一郎は「国際交流」における「国際文化交流」の位置づけに関して、次のように

述べている。「国際交流は、国と国との間に行われる様々な分野の活動をいう、人々による

国境を越えた交流の総称で、意図的に行われるいわゆるヒト・モノ・カネ・情報の国際移

動のすべてを含む。他方、文化交流には、交流によって文化要素が移動したり、交換され

たりする現象と活動を目指す意味と、異なる文化のあいだの交流を目指す意味の二つがあ

る。また、ヒト・モノ・カネ・情報の国際移動は、文化要素の移動を含んでおり、国際交

流が意図しないうちに国際文化交流になる」27

新たなグローバル化社会において、固有文化を維持しつつ、人々の生活を豊かで多様な

ものへと発展させるためには、文化の多様性をもたらす国際文化交流が益々重要となる。

我々は、グローバル化による問題にきめ細かく取り組み、新たな情報・通信技術を活用し

た越境的な連携による文化交流によって相互理解を増進し、多様な文化の共存・共生を図

らなければならないと考える。

前述の岩渕功一は次のように述べ、多様な文化がもたらす対話力と、文化交流による相

互理解の促進に、文化の力を求めるべきであると主張している。

「文化には人をつなぐ力がある。多様な意味を混成化して、新たな表現を生成する力が

ある。いまここで見えていないものを批判的に想像する力がある。十全な社会への参加を

もたらす力がある。そして、自己と他者の関係性について、自生的な理解・認識をもたら

して、境界を越えた人々の対話を活性化する力がある」28

また田中耕太郎は、「現象としての文化交流は、本来価値中立的で、国際関係とは無関係

に生起するものである。理念はどうであれ国際文化事業（文化交流）を実践することによ

って、事実上の相互理解が、理念とは無関係に進展する」29と、文化が本来的に内包してい

る力（パワー）を評価し、文化交流による得られる相互理解の姿を描いている 。

「国際交流」は、突き詰めれば、結局は人間と人間のつき合いであることから、自らの

文化に対して正確な理解を持ち、相手の文化に対して敬意をもつことが、基本的な心構え

として必要だと思われる。互いに異なる背景を持つ人々や文化の間の交流から生まれる相

互理解は、国と国、人と人との信頼関係を育て、友好関係を発達させていく上で、不可欠

の要素である。また、様々な側面を持つ自国の姿を世界の人々に十分に理解してもらうこ
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とによってこそ、グローバル化した世界の中において、国境を越えた活動を行い、世界の

人々との交流をスムーズに進めていくことが出来ると考えられる。

（２）未来志向の日韓関係に向けて

日韓関係は、1965年の国交正常化以来、飛躍的な発展を遂げてきた。両国間の人的往来

は、年間約 500 万人を超えて今や 600万人に迫り、経済関係も、緊密な相互依存関係へと

成長している。両国で起きている相互の大衆文化交流のブームは両国民たちにとって「近

くて近い国」だと認識する契機になった。しかし最近になって、歴史認識の政治的争点化

による摩擦の激化が、両国間の民間交流や経済関係にまで悪影響を及ぼす可能性が高まっ

ており、憂慮せざるを得ない状況が続いている。

日本では現在でも、一部の政治家の歴史問題認識に疑問を抱かせるものもある。また韓

国政府も日本側の歴史問題の認識に対する批判を国内外で繰り返している。政治的関係が

国民感情に影響を与えることは、本論でも前章まで見てきた通りであるが首脳同士が直接

会話の出来ない現在の日韓関係は、異常な関係と言わざるを得ない。多くのメディアが更

なる国民感情の悪化を憂慮する記事を配信している中で、一地方紙である『神戸新聞』も、

新たな日韓共同世論調査結果を参照しつつ、概略以下のように「日韓関係：未来志向の対

話が不可欠」と題する社説を書いている。

「日韓の国民感情は、ここ数年で急激に悪化した。例えば、日本の内閣府が 2012 年と 13

年に行った調査では、韓国に『親しみを感じる』と答えた人は４割で、『感じない』が６

割に達し、2013 年に日本の非営利組織と韓国の調査機関が行った共同世論調査でも、両国

民の６割前後が『関係は悪い』と答えている。両国間の関係改善に尽力するのが政府の責

務だが、対立を深めるような行動が目立つ。両国民が共存の道を歩む意思を確認すること

が大切である」30

ここで引用されている共同世論調査31は、日本の非営利組織である「言論ＮＰＯ」と韓国

の調査機関である「ＥＡＩ（東アジア研究院）」が、2013 年 3月から 4月にかけて実施し

たもので、日本側の世論調査は、日本全国の 18 歳以上の男女（高校生を除く）を対象に 3

月30日から4月15日まで訪問留置回収法により実施され、有効回収標本数は1000である。

これに対して韓国側の世論調査は、韓国全国の 19歳以上の男女を対象に 3 月 25日から 4

月 15 日まで調査員による対面式聴取法により実施され、有効回収標本数は 1004であった。

またこれとは別に 4 月上旬から中旬にかけて、有識者へのアンケート調査を実施してい

る。日本側は、言論ＮＰＯの活動に参加した有識者に質問状を送付し、575人から回答を受

け、韓国側も同様にして 393人から回答を得た。これらの回答者はインテリ層として、一

般的な日本人・韓国人の認識と比較することによって、世論調査結果を補完した。

この世論調査でも、他の調査と同様に、まず日韓両国民の相手国に対する印象を訊ねて

いるが、その結果は、韓国に「良い印象」と回答した日本人は、「どちらかといえば良い

印象」を合わせても 31.1％しかおらず、さらに韓国では、12.2％に過ぎない。しかし有識
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者の調査では、相手国に「良い」と「どちらかといえば良い」印象を合わせると、日本の

有識者は 53.4％、韓国の有識者は 59.5％となり、有識者は一般の人ほど悲観的になってい

ないことが判る。

また相手国の悪印象の原因では、日本人では「歴史問題などで日本を批判する」の 55.8％、

「竹島問題」が50.1％で、この2点が半数を超える。また、「韓国人の感情的な言動」（24.7％）、

「スポーツに政治問題を持ち込む」（22.8％）、「愛国的な行動や考え方」（20.9％）と、

韓国人の行動に対する回答数が６割を超える。これは有識者でも同様の見方であり、「韓

国人の言動が感情的」が 46.2％と半数近くになっている。

これに対して、韓国人は「独島問題」が 84.5％、「侵略した歴史に反省がない」が 77.0％

と、領土紛争と歴史問題を挙げる人が 8 割にのぼる。この構造は、有識者も同じである。

加えて、「日本の『右傾化』が気になる」という回答も 28.3％と 3 割近く存在する。

以上の調査による両国民の意識に特徴的な事は、一般的な国民意識は良いとは言えない

ものの、有識者は一般の人ほど悲観的になっていないことである。また、両国間の問題点

に対する認識は、領土問題と歴史問題でほぼ一致しており、両者の間にすれ違いは無いこ

ともわかる。しかしこの調査の最大の特徴は、日韓の直接的な関係だけでなく、次のよう

に、中国や米国を含めた国際的政治関係に対する意識調査を行っている点である。

まず、日本・韓国と中国に対する親近感の比較では、日本人の場合は、「韓国により親

近感を感じる」とする回答は 45.5％と約半数、「中国により親近感を感じる」は 5.9％で

あった。しかし韓国人では、「日本により親近感を感じる」との回答者は 13.5％で、「中

国により親近感を感じる」人 36.2％の 1/3 にすぎず、見方の違いが表れた。その一方有識

者では、日本では「韓国により親近感を感じる」が 40.9％で、「中国により親近感を感じ

る」の 11.1％を上回り、韓国の有識者も「日本により親近感を感じる」が 27.0％と「中国

により親近感を感じる」の 18.6％を上回っている。

続いて、今後世界政治を主導する国・地域に関する設問では、日本人の 51.3％、韓国人

の 74.8％が「米国」としている。但し、日本人の場合、「Ｇ8」が 24.7％、「Ｇ20」が 19.3％

と続き、「中国」は 18.7％である。一方韓国では、「米国」と並んで「中国」が 71.7％と

多く、米中 2 か国「Ｇ2」認識が高いのがわかる。

この調査の結果から見ると、2 国間の直接的問題点について両国民が抱く問題意識は、ほ

ぼ集約されてすれ違いは無くなっており、この問題点を適切に管理するシステムを構築す

ることによって、将来的に安定的な関係を築くことも可能になると思われる。しかし、中

国や米国を含めた国際的政治関係に対する両国民の意識の大きな差異は、将来的な日韓関

係に対する考え方にも影響を与えると考えられ、将来的に問題解決に向けた道筋を模索す

る上で考慮を払う必要があると思われる。

中西寛は将来的な日韓関係の方向性について、次の 4 点を挙げて、日本と韓国の国際政

治の位置づけが近づき、似通ってきているとし、似通って来ているからこそ、日韓が国際

政治に関して協力することは基本的に両国の利益にかなうものとなっていると述べ、国際
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社会に対する働きかけにおいて協力範囲を広げていくべきであるとしている32。

① 日韓は共にアメリカの重要な同盟国であり、両国の一人当たりＧＤＰも 3 万ドル台前

半で、高齢化、少子化、労働人口の減少といった社会的課題を共有している。

② 資源・エネルギーの対外依存度が高く、エネルギー自給率（原子力を自給に含める）

は、日本は 18％、韓国は 19％、食料も両国 40％程度と、ほぼ同水準である。

③ 両国の地政学的条件の相似性が高まっている。冷戦終焉後は対米同盟関係も変化し、

中国との関係調整が戦略的重要課題になりつつあることも共通している。

④ 文化的価値観の接近がある。両国共にアジア的農業社会でありながら、西洋の自由主

義的な価値観を受容し、自らの文化の一部としている共通性がある。

一方池明観は、戦後日本の経済発展があってこそアジアの発展と繁栄があった。日本か

ら学び、日本と連携しながらアジアの繁栄が築かれたことを、韓国人や中国人が国内にお

いても説得力のある姿勢で語りださなければならないと語った後に、以下のような認識を

示し、日・中・韓を中心とする「東アジア共同体」への期待を述べている。

「教科書問題など色々と問題があるが、人間社会を生きる間には問題がないはずはない

し、それが歴史の動きを支配するものではない。しかし、東アジアにおける日本優位の時

代は過ぎ去るであろうと考えられ、そう認識するから、日・中・韓の共同体を問題にする

のである。この共同体は、競争しながら協力することであり、これからは、政治より先に

市民共同の時代に進むのではないかと思っている。このような中、日本は国際通貨の円を

背景に、生産と金融と流通における優位をめざし、アジアにおいて世界とアメリカの様な

関係を目ざさなければならない」33

しかしながら、木村雅昭は、1997年 12 月にクアラルンプールでアセアン諸国に日本、中

国、韓国を加えた非公式首脳会談が開催されて以降、東アジア共同体構想が急速に現実の

政治日程にあがって来たが、この構想は中国の覇権をもたらす危険があるとして、次のよ

うな慎重論を唱えている。

「この構想の前途には幾多の困難が立ちはだかっているが、それは欧州と異なり、中国

が経済的にも政治的にも他を圧する力を秘めていることに対する警戒感に発するものであ

る。東アジアでは 19 世紀中頃まで中国を中心とする朝貢冊封体制をとってきたこと、そし

て近年の東シナ海、南沙・西沙諸島の抗争が、そうした警戒心を先鋭化させている。換言

すれば、東アジア共同体構想とは昔日の中国の覇権の再来をもたらす危険を秘めたもので

ある。またこの動きが、第 2次大戦での将兵の血で獲得されたアメリカの権益を奪う方向

に作用すると、アメリカとの致命的な摩擦を引き起こす危険もある。ＥＵがキリスト教文

明という共通の文化的伝統に基礎を置いているのに対して、アジアにおける精神文化的伝

統は多様であり、この地域での共同体建設に際しては慎重に行動する必要がある」34

このような、池明観と木村雅昭の東アジア共同体構想に対する認識に、前述の、日本の

言論ＮＰＯと韓国の東アジア研究院による共同世論調査の結果を参照して見ると、彼らの

対応の差異は、そのまま、この課題と方向性に対する現在の韓国社会と日本社会の平均的
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な意識を反映したものと言うことが出来る。

欧州のような政治経済統合を実現しようという東アジア共同体構想は、1990 年にマレー

シアのマハティール首相によるＥＡＣ（East Asian Community）の提唱により始まった。

2005 年 12 月、クアラルンプールでの東アジアサミットでもこれを目指すことが確認された

が、枠組みをＡＳＥＡＮ（10カ国）+3(日中韓)とする中国と、ＡＳＥＡＮ（10 カ国）＋6

（日中韓、オーストラリア、ニュージーランド、インド）の日本で意見が分かれている。

この地域は欧州に比較し、宗教、民族、体制などで多様性が著しく、一致し得ない文化的・

文明的違和も存在し、歴史的体験の違いや、歴史認識の蓄積の違いも大きい。多様性の著

しいアジアの共同体形成には、温暖化対策問題などの各国共通の課題に取り組みつつ、息

の長い対話を重ねて論議を深めていく必要があると思われる。

日韓両国社会は、今後直面する課題、例えば食料、エネルギーなどの天然資源の自給率

の問題、少子化や高齢化問題などにおいても、類似性が高くなっていくと思われる。そし

て、両国の周辺では、ロシア、中国、インドなの核保有大国が急速な成長を遂げつつある。

田所昌幸は、これらの大国に囲まれた中で、自国の利益やアイデンティティを維持するに

は、現在の西欧中心に設計されたグローバル・ガバナンスに積極的に参画していく必要が

あり、その観点からも、

① 国連をはじめとする国際機構における発言権と参画能力の向上に向けた協力。

② 環境・エネルギー分野での協力。

③ グローバル社会への発信能力の拡大のための共同教育プログラムの開発。

などについて協力していく余地があるとしとている35。

1998 年の金大中大統領訪日の際に小渕首相と合意した「日韓共同宣言－21 世紀に向けた

新たな日韓パートナーシップ」は、両国関係を大きく変えただけでなく、主題の一つに、

地球規模（グローバル）の諸問題に対する両国の協力を掲げた点でも画期的であり、その

主張は現在でも色褪せていない。共同宣言と同時に採択された「21 世紀に向けた新たな日

韓パートナーシップのための行動計画」では、環境、国際援助、原子力平和利用、国際組

織犯罪対策などの協力分野が掲げられ、「両国は、今こそグローバル・ガバナンスの向上、

国際平和維持活動、貧困の撲滅、エネルギー、気候変動、環境など、地球規模の課題に対

して包括的に協力するパートナーを目指すべきである。そして、こうした協力のもとで、

地域の安定のため関連国との連携を進めていくことが必要である。」と謳っている。

2013 年 8 月にソウルで開催された、第 21 回日韓・韓日フォーラム36の共同声明でも、

「1965 年に日韓基本条約が締結された時の精神を土台とし、1998 年、金大中・小渕両首

脳による「日韓パートナーシップ共同宣言」の意義を再確認しなければならない。日本は

過去の植民地支配に関する「痛切な反省と心からの謝罪」を表明し、韓国は『和解と善隣

友好協力』の未来に向かう決意を示した。今こそ、このような未来志向のパートナーシッ

プ精神に戻ることを強く希望する。日韓両国は戦前の歴史に由来する昨今の懸案問題が日

韓関係全体を傷つけないように、十分に注意し、大局的観点から対処すべきである。両国
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は相手の立場に十分に配慮しつつ、これらの問題が国交正常化 50 周年に悪影響を及ぼさな

いように努力すべきである。日韓両国は様々なレベルの対話チャンネルを強化しなければ

ならず、両国首脳間対話が行われる環境作りに努力する必要がある」37と述べている。

両国間には、過去を引きずった様々な問題が横たわっているが、日韓関係を語る際に、

必ず用いられるのが「未来志向の日韓関係の構築」という言葉である。両国が過去に拘っ

た感情や意識から抜け出し、未来志向の対話による相互理解を優先していくことによって

こそ、新たな関係を構築することが可能になると考えられる。

日韓の政治問題は、もちろん日本側にも問題があるが韓国側にもある。寺沢正晴が指摘

する、韓国人の優秀性とその文化の優位性を強調する「自国民族優位主義」教育にもとづ

く世界認識、反日感情は、韓国国内では通用しても、ひとたび世界に出ると逆に自身のア

イデンティティを見失うことにつながりかねない。多くの若者が日本に来て、日本の文化

を体験することによって、日本に対する認識と理解を深めることが出来るように、今後の

両国間の「情報交流」、「人的交流」そして「文化交流」は、時間はかかるかもしれない

が、両国間の理解と認識の深化を確実に進めてくれると思われる。

金鳳珍は、「韓国の反日には『日本否定』の反日と『日本肯定』の反日が存在し、近年

の韓国では後者が広がっている。前者が日本の否定的要素や加害者性を問題視し、憎悪感

情を増幅するような反日であるのに対し、後者は日本への信頼と愛情を抱いているが故に、

歴史和解のために日本の誠意ある応答を願う欲望と条理をはらむものである。日本肯定の

反日は道理性を有しており、その道理性を活かすための道徳的感性の「共鳴盤」を発明し、

共有することが必要である」38とし、共有を目指すべきものとして例えば「反植民地主義」

などを例示している。

一方鄭大均は、日韓間の相互交流や相互浸透という新しい状況は、両者に相互認識の豊

かさを与えているというよりは、逆に両者のパーセプション・ギャップ（認識の差異）を

見せつけ、葛藤や摩擦の機会を増やしているように見えるとして、以下のように、新たな

時代における行動様式を構築する必要性について述べている。

「日韓両国間のパーセプション・ギャップと、それによる新たな摩擦の要因は、両国と

もに隣国を自国と対等の他国として認識できなかったことによって、相互交流や相互浸透

という経験が未知のもので、新しい状況にふさわしい行動様式が編み出されていないとい

うことにあると考えられる。今後両国は、早急にグローバル化社会における新たな行動様

式を生み出す必要がある」39

このグローバル化社会は、情報技術の利用により、「文化受容」を益々容易にすること

から、「文化侵略」など多くの論争を引き起こし、民族や宗教などの違いを背景に持つ紛

争の要因となっているが、日韓間の文化交流では、この様な論議になっていないのは幸い

なことである。日韓間における大衆文化の交流が、文化は文化、政治は政治として切り離

して、すすめられていることは、日本人と韓国人の交流の頻度と、親近感が増すことに繋

がり、若い世代を中心に相互理解を深めていく方策として歓迎すべきことである。
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白石さやは、ナイの「ソフト・パワー」論を背景に、大衆文化の交流によって、市民レ

ベルで「東アジア」という地域的一体感の醸成を図ろうという政策論議がされており、こ

の議論を支えているもう一つの理論が、コーネル大学のベネディクト・アンダーソンの「想

像の共同体」論であるとし、次のように述べて、ＥＵとか南北アメリカとは異なる共同体、

「緩やかな文化共同体」としての東アジア共同体構想を提唱している。

「アンダーソンは、人々がいかにして『進んで死のうとする』に値する『我々国民』と

いう共同体を想像するようになったのかを探求した。しかし、この想像の共同体論と今日

の東アジア共同体の議論の間には一つの重要な違いかある。それは、ＥＵとか南北アメリ

カのように『敵』を想定し、その敵と戦闘を交え死のうとする、そういう東アジア共同体

を想像することはできない。この前提に立ち、新しい地域共同体の姿として、大衆文化の

相互交流に基づく『緩やかな文化共同体構想』を提案したい。アジア各地で夫々の国民が

育んできた文化の相互交流を図り、その先に多様で多彩な、豊かな文化の創造育成を目指

す、そうした平和的ビジョンを共有することである」40

相互依存関係の深化や情報化の進展、さらには海外旅行の大衆化などにより、我々が異

なる文化の人々、文物，情報に接する機会は著しく増加している。平野健一郎は、単に多

様性を理解するという「相互理解」から一歩前に進み、異なったそれぞれの文化の特質を

生かしつつ「双方向」の交流によって、世界文化の創出に貢献する「共生」という概念を評価

している41が、このような状況下においては、多様な文化をいっそう豊かなものにし、自ら

の文化と価値観を認識すると同時に他の人々の文化と価値観を理解し、また大切にし、互

いの異質性を尊重しつつ共生できる、魅力のある社会を構築することが求められている。

国と国との交流には様々な分野があり、「文化交流」はその一つの分野であって、一つの

「入り口」である。文化の交流は、見方によっては確かに一面的・皮相的なものとも言え

るが、人間の感情とか感性という計算できない心の部分に少しずつではあるが影響を与え

ることになる。ある国や地域の人々の、心の世界を理解するために、歴史や思想、いろい

ろな文化に触れ、お互いに共感し合えることが、相互理解へ繋がるであろう。世界化

(Globalization)が進行される中で、複雑に絡んでいる日韓関係は、文化を初めとする各種

交流活動を通して克服し、改善することが出来るのではないだろうか。
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